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1 σδλϧࡁܦʕʕ৽͍ࣾͯͦ͠͠ࡁܦձͷ࢟

I$5ʹΑΓɺ৽͍͠ࡁܦɾࣾձͷΈ͕ੜ·Ε͍ͯΔ�
ۙ時、「ए者のクルマれ」といった言༿をฉくように、人々は、モノの所有にこͩわるのではなく、必要な都

度आりて利用することでྑいというߟࢥ・行動パターンになってきたといわれている。そして、このようなモノ・
サービスの共有を介するサービスや、これらによって成り立つ経ࡁの組みは、「シェアリングエコノミー」と
ばれている。また、人々が働くということについても、企業等の組৫に所ଐするのではなく、フリーランスの立ݺ
場で、インターネットを利用してその都度単発又は期の事を受するという働き方がされている。そし
て、このような働き方や、これらによって成り立つ経ࡁの組みは、「Ϊグエコノミー」とݺばれている。

変化しているのは経ࡁ活動ͩけではない。自らࡱった動画や自作のԻָ・ֆ・খઆ、メッセージなどを各種の共
有サイトやソーシϟル・ネットワーキング・サービス（SNS）上にߘすることで、現実ੈքの人間関係や日常
生活の地理的ൣғを超えて、多くの人々の共ײを得るといったことが可能になった。かつて༧想された「ະ来に
は、୭でも15分間はੈք的な有名人になることができる」＊1という時代が、まさに౸来しているといえる。

このように、Կか新しい経ࡁ・社会の組み、更には新しい生き方が現れており、それはインターネットをはじ
めとする情報通信技術（ICT）の発展・普及と大きく関係しているとײじている人はগなくないͩろう。そして、
ICTの発展・普及がもたらした新しい経ࡁそして社会の࢟は、「デジタル経ࡁ」とݺばれるようになってきている。

令和元年൛情報通信ന書においては、この「デジタル経ࡁ」の進化の過程とক来への展をಛ集テーマとして取
り上͛ている。

I$5ͱڞʹਐԽ͢Δʮσδλϧࡁܦʯ�
「デジタル経ࡁ」という概೦は、インターネットがঃ々に利用されるようになってきた1990年代に、ถ国にお

いて登場したとされる。この概೦は、当初はインターネットを中心とするICTを提供する産業の活動をҙຯする
いものであった。しかしながら、電子取Ҿの普及にみられるように、インターネット上で提供される様々なڱ
サービスが経ࡁ全体の中でのଘ在ײを૿すにつれ、「デジタル経ࡁ」の概೦は、そのようなサービスをも含Ήより
広いものとなっていった。

そして、಄でड़べた「シェアリングエコノミー」や「Ϊグエコノミー」のように、ICTの発展・普及にい、
ICTがインターネットの中のੈքを超えて現実ੈքの組みを大きく変えていく中で、「デジタル経ࡁ」は、「経
をҙຯするものへと拡大し「࢟のࡁICTがもたらした新たな経」、全体の中でのICTを८る活動」にとどまらͣࡁ
てきた。

このように、ICTの進化は「デジタル経ࡁ」をも進化させることとなった＊2。

σδλϧࡁܦͷਐԽͷઌʹ͋Δ4PDJFUZ�����
インターネットが登場したころ、パソコンを通じて初めてそのੈքに৮れた人は、モニター画໘の中に現実とは

別のੈքがଘ在することをײじたͩろう。インターネットは、「サイバー空間」というまさに別ੈքを新たに創り
出した。そこでは、画໘の中を見つめる者にしか分からない様々なコミュニケーションが行われているとともに、
そのような者ですら認ࣝできないような大なデジタルデータのやりとりが行われている。

他方、現実ੈքにおいては、かつてಁ明なチューブの中を「空ඈぶं」がඈび交うといったະ来が想૾されたも
のの、21ੈلに入って20年が経とうとしている現在においても、ंはҾき続き地上の道࿏をっている。サイ
バー空間が大きな進化・発展を続けてきた໘、現実ੈքの進化・発展は当初期待されていたよりも؇やかであっ
たのかもしれない。

＊1	 ถࠃのܳज़ՈΞンσΟɾΥʔϗϧ͕1960にड़たݴ༿と͞Ε͍ͯるɻ
＊2	 「σδλϧࡁܦ」の֓೦のม化に͍ͭͯ、3umana	#ukht	3ichard	)eeksʢ2017ʣʠ%epning	$omceptuaMising	and	.easuring	 the	%igitaM	

&conomyʡ͕ৄ͍͠ɻ
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そして令和の時代となった今、サイバー空間と現実ੈքが高度に融合する時代が始まろうとしている。政府は、
指していくະ来の社会૾として、「SoDJeUZ 5�0」を͛ܝている。SoDJeUZ 5�0は、ङྌ社会（SoDJeUZ 1�0）・
社会（SoDJeUZ 2�0）・工業社会（SoDJeUZ 3�0）・情報社会（SoDJeUZ 4�0）の次に౸来する社会であり、サイバーߞ
空間と現実ੈքを高度に融合させたシステムにより、経ࡁ発展と社会的課題の解ܾを྆立する人間中心の社会のこ
とである。

デジタル経ࡁの進化の先には、このSoDJeUZ 5�0がある。そして、SoDJeUZ 5�0が実現し、そのਅ価を発شする
ことにより、զが国はॾ課題が解ܾされた๛かな社会を迎えることが出来るとともに、国連が͛ܝるS%GT

（SVTUBJOBCMe %eWeMoQNeOU GoBMTɿ持続可能な開発標）にもݙߩすることが期待されている。

2 σδλϧ͕ࡁܦਐԽͨ͠ฏ࣌

༷ʑͳI$5αʔϏε͕ൃలɾීٴ�
平成の30年間は、ICTサービスが大きな発展と普及を遂͛た時代であったといえる。ಛに、インターネットと

携帯電話の発展・普及は、平成時代を象するものとしてզが国のྺ࢙に位置付けられることになるͩろう。
まさに平成と共に始まり、利用が広がっていったインターネットは、人々に新たなコミュニケーションの場や機

会をもたらした。また、様々な情報の収集を容易にすることで人々の知ࣝを๛かにすると同時に、自らが情報を発
信していくことで自ݾ実現を行うことも可能とした。そして、経ࡁ・社会の様々な活動を支えるインフラとなっ
た。

1970年大ࡕສതで人々をڻかせた「ະ来の電話」は携帯電話として結実し、人々の新たなコミュニケーション
πールとなった。そして、スマートフォンの普及とともにコミュニケーションπールの枠を超え、様々なことが可
能な生活にとって࠷もۙなデバイスとなったといえる。

移動通信システムの発展は、人と人とのコミュニケーションに加え、モノをつな͙IoT（IOUeSOeU oG TIJOHT）
を登場させた。デジタルデータの価創出力を高めるIoTは、人工知能（AI）や新たな第5ੈ代移動通信システ
ム（5G）との連動により、更なる発展を遂͛ようとしている。

มԽͨ͠զ͕ࠃͷۀ࢈ͱάϩʔόϧࡁܦ�
զが国の通信産業は、1985年の自由化後、様々な事業者による活発なڝ૪を通じ、人々の利便性を高めるサー

ビスを生み出しながら大きく発展することとなった。他方、ICT機器を造する産業にとっての平成時代は、か
つての「電子立国」のӫޫにӨがࠩしていく過程であったといえる。また、ಛにถ国発のデジタル・プラット
フォーマーとݺばれる新たなICT企業がグローバルなଘ在ײを示していく中で、զが国からはそのような企業は
ະͩ出てきていない。

経ࡁ全体をみても、զが国経ࡁはバブル่壊後、デフϨにまされつつ、かつての成のいを取りすには至

ਤද������� ਐԽ͢Δσδλϧࡁܦͱͦのઌʹ͋Δ4PDJFUZ����
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らなかった。本来、ICTの利用は様々な産業の生産性を向上させ、経ࡁ成に大きくݙߩするものであるが、企
業におけるインターネットの利用は進んできたものの、গなくともG%P౷計においてはその効果がे分に表れて
いない。

他方、新ڵ国・途上国においては、モバイルを中心とするICTインフラの整備と利用が進み、リープフロッグ
とݺばれるような一ඈびの発展を実現するようになった。また、ੈք的なICTの発展・普及は、様々な産業に
おいてグローバル・バリューチェーンとݺばれるグローバルな分業を促進し、これらの国の経ࡁを成させてい
る。

มԽͨ͠ϝσΟΞڥͱࣾձͷӨڹ�
インターネットと携帯電話の発展・普及は、「個対個」のコミュニケーションを容易にするとともに、Իのみ

ならͣ、จࣈや画૾、動画といった多࠼な手段によるコミュニケーションを可能にした。
また、ソーシϟルメディアという言༿が示すとおり、このようなコミュニケーションは、新たなメディアとして

の性質も持つようになった。人々は、新ฉやテϨビのような従来のマスメディアに加え、ܝ示൘やブログ、SNS
を情報収集源とするようになった。その結果、対໘でのコミュニケーション、マスメディア、そしてインターネッ
トによるメディアは、૬ޓに関係・Өڹしながらそれͧれの役割を果たすようになった。

他方、人々がインターネットからの情報収集をੵۃ的に行うようになるにつれ、社会の二ۃ化が進んͩのではな
いかという見方も出てきている。すなわち、インターネットを通じ、人々は自分のΉ情報や、自分とߟえのۙい
人のҙ見にภって接するようになり、元々持っていたߟえがより強化される結果、྆ۃ化するというものである。
この点については、本当にそのようなことがىこっているのか、Ҿき続き検証が必要とߟえられる。また、イン
ターネット上でのԌ上という現象や、フェイクニュースについても議がىこっている。

� 4PDJFUZ����ͷ࣮ݱͱͦͷਅՁͷൃ͚ͯʹش

σδλϧσʔλʹΑΓैདྷͷΈ֓೦ʹʮΏΒ͗ʯΛͨΒ͢I$5�
಄にड़べたような経ࡁ・社会の大きな変化がICTに関係しているとするならば、なͥICTはこのような変化

をもたらしているのͩろうか。このいに対するえは、ICTは経ࡁ活動に不可欠な様々な情報のやり取りをデ
ジタルデータで行うことを可能にすることを通じ、経ࡁ活動のࠜ本となるコスト構造を大きく変えることで、従来
の枠組みや概೦に「Ώら͗」をもたらしているということである。

具体的には、ICTによるコスト構造の変化が時間・場所の制約を超えた経ࡁ活動を可能とし、「市場の拡大化」
をもたらしている。例えば、地方の企業であってもੈքの消費者や企業とつながることができるとともに、લड़の
グローバルな分業を促進している。同時に、従来は୳し当てられない、あるいは݅がマッチングしないといった
ことから成り立たなかったニッチ市場を創出するという、「市場のཻࡉ化」ももたらしている。これにより、規模
の制約を超えた経ࡁ活動も可能としている。更に、ICTによるコスト構造の変革は、企業同࢜や人と企業の関係
にも࠶構築をഭっている。

そして、デジタルデータが価の源ઘとなっていく。これらのことは連動しながら、これまでの業態の概೦に収
まらない新たなビジネスモデルを生Ήとともに、従来のあらΏる産業には、ICTと一体化していくことでビジネ
スモデル自体を変革していく「デジタル・トランスフォーメーション」の必要性をもたらしている。他方、従来の
コスト構造に基づくطଘのビジネスモデルが成り立たない場合には、デジタル・ディスラプション（デジタルによ
るഁ壊）をҾきىこしている。
「Ώら͗」が生じているのは企業のビジネスモデルや形ͩけではない。人と企業の関係にも「Ώら͗」が生じて

おり、このことが新たな働き方を生んでいる。

σδλϧࡁܦͷਐԽਓʑΛ๛͔ʹ͍ͯ͠Δͷ͔�
ੈք各国においてICTの導入と利用が進んでいく中で、リーマンショックの後、先進国に共通してG%P成が

ఀするという現象が生じている。このため、ICTはৠ気機関や電力といった過去の産業革໋時に出現した重要
な技術に比べると、成をもたらす効果はബいのではないかという「技術൵観」も出てきている。また、G%P
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の৳びみは、ICTが無ྉでのサービスの提供やモノの共有を進めていることと関係しているのではないかとい
うことが言われてきている。そして、ICTはΉしろ格ࠩを広͛るݪҼとなっているのではないかといった議も
出てきている。

このように、デジタル経ࡁの進化は人々を๛かにしているのͩろうかといういが͛かけられている。この点
については、様々な見方がଘ在する。例えば、現在のG%P౷計の技術的なัଊという課題に過͗ないという見方
もあれば、G%Pはデジタル経ࡁの指標として有効ではないのではないかという見方もある。

গなくとも、過去の重要な技術の教訓からいえることは、技術がその効果を生Ήまでにはタイムラグがあるとい
うことである。すなわち、新たな技術がその効果を生Ήためには、単に技術の導入ͩけではなく、その技術を生か
す補完的な改革が必要ということである。

4PDJFUZ����Λ࣮͠ݱɺͦͷਅՁΛൃ͢شΔͨΊʹԿ͕ඞཁ͔�
ICTが効果を生Ήためにզが国にとって必要な改革とは、どのようなものͩろうか。まͣ、企業においては、

ICTを単に効率化の手段として位置付けるのではなく、新たな価を生み出すものと位置付けた上で、これにଈ
した体制へと転換する必要がある。そこでは、データが価の源ઘとなることやコスト構造が変わってきているこ
とを踏まえ、自લ主ٛをし、M�A等のオープン・イノベーションを進めていくことがٻめられる。ಛに、大企
業等によるM�Aの活性化は、これまで「出口」が限られていたզが国のスタートアップ企業を取りרくエコシス
テム自体を変える可能性がある。この点を含め、デジタル経ࡁにଈした企業と企業、企業と人の間の関係の࠶構築
が重要となる。他方、これらを進めていく上では、働き方改革やリカϨント教育の推進等、人を८る改革が重要と
なる。

デジタル経ࡁの進化が、طଘの様々な関係に「Ώら͗」をもたらしていることは、地方にとってチϟンスとなり
うる。5Gのインフラを整備し、データの活用を進めた上で、新たな連携૬手を開していくことが重要となる。

また、産業革໋以降確立されてきた資本主ٛの様々なݪ理をはじめ、これまで「自明」であったものがわれて
いくという更なる変化に備えていく必要もある。その中で、ICTによる変革が効果を発شするための制度໘の見
しも絶えͣٻめられていくͩろう。

ਓؒͱI$5ͷ৽ͨͳؔ�
զが国では、平成時代においてもいくつかの大災害に見われた。インターネットや携帯電話が災害時の情報伝

達等の在り方を変えることになったこともಛචすべきであろう。平成30年7月߽Ӎの経験からは、発災時には各
地区の状況に応じたきめࡉかい情報がٻめられている可能性が示ࠦされる。また、避難ק告等が出されていたにも
かかわらͣ、住民の避難がれることにより٘ਜ਼者が出たことを踏まえると、単に情報を「伝える」ことにとどま
らͣ、情報が「伝わる」ことで、具体的な行動につながることの重要性も教訓となるͩろう。

ICTは、テϨワーク等の働き方改革の取組を支えるものであるが、このような取組が効果を上͛るためには、
単にICTπールの導入のみならͣ、社内制度の整備もซせて行うことが重要となる。働き方を含め、ICTが暮ら
しを更に支えるものとしていくためには、ICTという観点中心で事を見るのではなく、暮らしという広い観点
を中心にਾえた上で、ICTがどのような役割を果たすのかというアプローチがٻめられる。

AI等の新たな技術は、人々に理解され、受容されることではじめて暮らしを支えるものとなる。これまで技術
は人間を「拡ு」することで、人間の「できること」を強化してきた。ICTも同様に、生活や働き方の上で人間
の「できること」を૿やしていくͩろう。そして、人間とICTの新たな関係が構築されていくこととなる。

� ಛू෦ͷߏ
令和元年൛情報通信ന書では、第1ষ及び第2ষをಛ集部として、以上のことを中心に様々な分析を加えつつड़

べている。第1ষでは、平成時代を中心にICTとデジタル経ࡁの進化をৼりฦるとともに、インターネットの普
及によるメディア環境の変化や、デジタル・プラットフォーマーやAI等に関する動向を含Ή現在の状況を概観し
ている。第2ষでは、デジタル経ࡁのಛ質を整理した上で、SoDJeUZ 5�0への展とզが国に必要となる改革を示
している。その上で、大規模災害とICTの関わりも含め、人間とICTの新たな関係を८る分析等を行っている。
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平成の30年の間、新たなサービスやビジネスが登場・普及するとともに、ੈの中の組みや人々のマインド・
行動様ࣜは大きく変化した。その大きな要Ҽとして、インターネットや携帯電話を中心とするICTの進化があり、
また、ICTがもたらした経ࡁの࢟である「デジタル経ࡁ」の進化があった。第1ষにおいては、ICTとデジタル経
がそれͧれどのように進化してきたのかについて、平成時代を中心にৼりฦる＊1とともに、現在の状況を整理ࡁ
する。

第1節 σδλϧ࢙ࡁܦͱͯ͠ͷฏ࣌ΛৼΓฦΔ
平成の時代が始まった1989年、ถ国においてੈք初とされる用インターネット接続サービス提供事業者

（ISP）が設立された＊2。զが国においても、લ年の1988年に大ֶ研究者等によりインターネットの実験を行う
「WI%&プロジェクト」が発している＊3。このように、平成の30年間は、まさにインターネットのྺ࢙とも重
なっているといえる。

携帯電話についても、1987年に従来の自動ं電話から大෯にখ型化した端末によりサービスが開始され、平成
の時代を象するπールとなった。

インターネットの進化と携帯電話に代表される移動通信の進化が合流することで、人々の生活やจ化、そして社
会・経ࡁの組みをも変えていくこととなった。第1અでは、ICTのサービス・技術の進化、そして産業やグロー
バル経ࡁがどのように変わったのかを概観する。

1 I$5ͷαʔϏεɾٕज़ͲͷΑ͏ʹਐԽͨ͠ͷ͔
本߲では、まͣ、生活者のࢹ点からۙなサービスとなった携帯電話・インターネットに関するサービスの進化

をৼりฦるとともに、これにいコミュニケーションがどのように変化したのかを取り上͛る。次に、技術的な観
点を中心に、通信ネットワークと情報システムがどのように進化していったのかについて、ಛ的な動きをड़べ
る。

�ͱίϛϡχέʔγϣϯͷมԽٴଳిͷొɾීܞ
携帯電話は、平成の30年を経て、今や人々の生活において࠷もۙなπールになっているとߟえられる。ここ

では、ত和の時代の重要な出来事にも৮れつつ、携帯電話を中心とした移動通信サービスの登場・普及のྺ࢙と、
それらがもたらしたコミュニケーションの変化についてৼりฦる。

ア　Ҡಈ௨৴サービスͲのよ͏にൃ展ɾී͍ͨͬͯ͠ٴの͔
はじめに、携帯電話をはじめとする移動通信サービスの発展・普及を、1993年（平成5年）頃までの「移動通

信サービスᴈ明期」、1993年頃から1998年（平成10年）頃までの「携帯電話普及開始期」、1998年頃から2008
年頃までの「フィーチϟーフォン全期」、2008年頃以降の「スマートフォン登場・普及期」の大きく4つの時代
に分けてৼりฦり、移動通信サービスにおける端末やサービス等がどのように変化してきたのかを含めて概観す
る。（8～9ϖージのਤද�������参র）

第�ষ ICTとデジタル経済は
どのように進化してきたのか

＊1	 19�5の௨৴ࣗ༝化Ҏ߱の策తͳऔに͍ͭͯ、ฏ27൛ใ௨৴നॻにお͍ͯৄड़͍ͯ͠るɻ
＊2	 ੈքॳの*41、ถࠃの14*/etと͞Εるɻ
＊3	 લとͳる「8*%&ڀݚ会」19�5にൃ͍ͯ͠るɻ
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ʢΞʣҠಈ௨৴αʔϏεͷᴈ໌ظʙϙέϕϧத৺ͷҰํίϛϡχέʔγϣϯʙ
まͣ、移動通信サービスのᴈ明期として、1970年頃から1993年頃まで

の動向を概観する。
ਓʑ͕ະདྷͷʮܞଳిʯΛମͨ͠ݧ����େࡕສത

移動通信サービスのྺ࢙をৼりฦるにあたり、まͣ1970年の通শ「大ࡕ
ສത」について৮れておく。

1970年に大ࡕ府ਧా市のઍཬٰྕを会場として開催された日本ສ国തཡ
会において、日本電信電話公社（現日本電信電話ࣜג会社）は、「ະ来の電
話」として、ワイϠϨステϨϗンを展示した＊5。電話線でつながっていな
いこのワイϠϨステϨϗンでは、会場から全国どこにでも電話することが
出来た。

ワイϠϨステϨϗンが展示された電気通信ؗにはԆべ約60ສ人が来場し、
人々はこの「ະ来の電話」を体験した。このとき、ボタンをԡす際には人
ࠩし指ではなく指を使う向にあるなど、後の携帯電話の開発のώントが得られたと言われている＊6。
ॏ͞�LHͷʮγϣϧμʔϗϯʯ

1979年、日本電信電話公社は民間用としてはੈքで始めてセルラー方ࣜ
による第一ੈ代アナログ自動ं電話のサービス＊7を開始した。サービス名
শからも分かるとおり、当初はあくまでも自動ंの中からでも通話を可能
とするという位置付けであった。

1985年には、自動ंの外からでも通話が可能なショルμー型の端末が登
場し、発ചલに発生した日ߤ機མ事故＊�の救助活動でも活用された。ショ
ルμーϗンの重量は約3LHもあったこと、また本体の価格が保証ۚ約20ສ
円、月ֹ基本使用ྉが2ສ円強、通信ྉۚは1分100円と高ֹであったた
めに、その使用は一部の者に限られ、普及には至らなかった。

1987年に入り、NTTが「自動ं電話」ではなく「携帯電話」とশした
サービスを開始した。この時の端末は、ショルμーϗンからはখ型化・ܰ
量化したものの、750Hの重量があった。
ฏॳظͷࣾձݱͱͳͬͨʮϙέϕϧʯ

携帯電話の普及に先立ち、平成初期の1980年代後から
1990年代લにかけて普及した移動通信サービスとして、ポ
ケットベル（ポケベル）が͛ڍられる。ポケットベルは、当時Ո
や職場でなければ電話が出来なかった時代にあって、外出してい
る等により電話を受けられないに人とも連絡を取ることを可能に
したものであった。

1968年、日本電信電話公社が、ポケットベルの源流となる無
線ݺ出サービスを開始した。当初はݺび出し信号の送信によりண
信Իを໐らすといったことのみが可能であり、メッセージを送る
ことは出来なかったが、営業職などビジネス的での利用が広
がった。1987年に端末に数ࣈを表示できる機能が加されたこ
とから一ൠへの普及が急速に進んͩ。

ਤද������� ϫΠϠϨスςϨϗϯ

（出య）NTT技術࢙ྉؗ

ਤද������� γϣϧμーϗϯ

（出య）NTT技術࢙ྉؗ

ਤද������� ポέοトϕϧ

（出య）NTT技術࢙ྉؗ

＊4	 1970େࡕສതࣸਅ：େࡕຊສࠃതཡ会ه೦ެԂࣄॴΑΓఏڙ
	 1970ɾ19�5ɾ1991֤छిࣸਅ：/55ٕज़࢙ྉؗΑΓఏڙ
	 2000ࣸਅ：シϟʔϓࣜג会社ΑΓఏڙ
	 2004ࣸਅ：ࣜג会社/55υίϞʢhttps://www.nttdocomo.co.jp/info/news_reMease/page/090�20_00.htmMʣ
	 200�ࣸਅ："ppMe	*ncʢhttps://support.appMe.com/ja�jp/)5201296ʣ
＊5	 たͩ͠Ҡಈମ௨৴Ͱ͘ࡏݱΘΕ͍ͯるηϧํࣜにΑる௨Ͱͳ͍たΊີݫにޙのܞଳిとҟͳるɻ
＊6	 /55ٕज़࢙ྉؗσδλϧΞʔΧイϒ「ϫイϠϨステϨϗンʢେࡕສതのܞଳిʣ」ʢhttp://www.hct.ecM.ntt.co.jp/digitaMarchiWes/03.htmMʣ
＊7	 ΘΕる͕、͜の「(」と「(eneration：ੈ」の͜とͰ͋Γ、ୈҰੈΞφϩά͕ݱଳిに͍ͭͯ「4(」「5(」と͍͏දܞ、ࡏݱ

ࣗಈंిのαʔϏス「1(」にたるɻ
＊�	 19�5�݄12にӋాൃҏ୮͖ߦのຊ123ۭߤ便͕܈അݝのࢁதͰམ͠たނࣄͰ͋Γ、٬ɾһ524໊ܭத520໊͕٘ਜ਼とͳったɻ
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表示できるのは数ͩࣈけではあったものの、「49（至急）」、「4649（よろしく）」、「999（サンキュー）」、
「114106（Ѫしてる）」など数ࣈを用いたޠ࿊合わせによるポケットベルへのメッセージの送信が、ঁ子高生をは
じめとするए年層において広まり＊9、メッセージを送るために公衆電話に並ぶޫܠが各所で見られた＊10。また、
Ոや職場ではなく、個人と接コミュニケーションが取れるようになったことで、ライフスタイルにもӨڹを༩え
た。更に、ドラマやՎགۂの題材にもなり、平成初期の社会現象となった。たͩし、ポケットベルはメッセージの
受信は出来たものの、それ自体ではメッセージの送信が行えなかったため、そこで行われるリアルタイムのコミュ
ニケーションは、送信ଆから受信ଆへの一方向のコミュニケーションであったといえる。
ʢΠʣܞଳిͷීٴ։࢝ʙํίϛϡχέʔγϣϯͷҠߦʙ

次に、携帯電話が急速に普及した1993（平成5）～1998（平成10）年頃の動きを概観する。この時期におい
ては、携帯電話のখ型化・྿化が進んͩこと、P)Sがサービスを開始したこと、また端末ച制の導入などの
制度改革等をܖ機として、急速に移動通信サービスの普及が進み、リアルタイムの方向コミュニケーションが一
ൠ化し始めた。
੍վֵΛػܖͱ͢Δڝؒऀۀࣄ૪ͷՃʹΑΔྉۚͷ྿Խͱͷଟ༷Խ

1991年、NTTより当時ੈք࠷খとされた超খ型携帯電話
NoWB（ムーバ）シリーζの端末が発ചされた。当時としては画
期的なંりみタイプもあり、発ച当初の本体重量は約230Hと
従来機種に比べখ型・ܰ量化した＊11。

1993年からはそれまでのアナログ方ࣜ（第1ੈ代）に代わる
デジタル方ࣜ（第2ੈ代）によるサービスが開始され、ノイζが
গなくなり電の持ちも向上するとともに、価格も下がり、初期
費用は保証ۚ10ສ円と新規加入ྉ4ສ円強で、Ϩンタルྉを含
Ή月ֹのճ線使用ྉは1ສ7ઍ円となった。

携帯電話のܖ約数は、1985年の通信自由化を受けたNTTと
新規参入事業者によるڝ૪の中で૿加したが、1990年代に入って಄ଧちの向にあった＊12。このような中で、
NTTドコモ＊13は1993年に当時10ສ円であった携帯電話の保証ۚをഇ止した。また、༣政省（現総務省）にお
いても、ཌ年の1994年に端末ച制度を導入した。これは、今では当たりલとなっている利用者による端末の所
有を可能としたものであり、携帯電話端末は通信事業者によるϨンタルのみというそれまでの組みを改めたもの
である。更に、1996年には携帯電話のྉۚ認可制がഇ止された。このような制度改革等により、事業者間のڝ૪
が加速し、携帯電話ྉۚの྿化が進Ήとともに、利用者にとってັ力的な端末を各メーカーがڝって供څするよ
うになったことも、携帯電話の普及を後ԡしする要Ҽとなった。（ਤද�������）

ਤද������� খܕ携ଳిNPWBʢϜーόʣ


（出య）NTT技術࢙ྉؗ

＊9	 1994にΧφจࣈදࣔ、1996にࣈදࣔՄとͳったɻ
＊10	ϙέοτϕϧにϝοηʔδΛૹるたΊにϓοシϡࣜのి͕ඞཁͰ͋ったɻ͔࣌͠͠のՈఉͰ·ͩμイϠϧࣜి͘ΘΕ͍ͯた

たΊにϓοシϡࣜͰ͋るެऺి͔Β࿈བྷ͢るޫܠ֤ॴͰݟΒΕたɻ
＊11	ౡޫلʢ2006ʣ「Ҡಈ௨৴ɾܞଳిٕज़ൃలのܥ౷化ௐࠪ」h 、ɹୈ6ूʱにΑると、/55ࠂ౷化ௐࠪใܥ立Պֶതؗɹٕज़のࠃ

ຊిؾ、দԼ௨৴ࡾ、ۀඛిػ、࢜௨の4社にখػܕの։ൃΛґཔ͠、ຊిੈ͕ؾքͰ࠷ॳにંΓΈλイϓのΛ։ൃ͠たと
͞Ε͍ͯるɻ

のରલൺ৳ͼ、19�9に100�Λ͍͑ͯた͕、199077.2�、19915�.5�、199224.5�、1993ܖ	12＊
24.4�とԼ͍ͯ͠たɻ

＊13	 1990の郵ল「ຊి৴ిࣜג会社๏ෟଇୈ2にͣߨ͖ͮجるાஔ」にお͍ͯ、ެਖ਼༗ޮڝ૪Λଅਐ͢るたΊ、Ҡಈମ௨৴ۀΛ
/55͔Β͢る͜とと͞ΕͯおΓ、͜Εに1992͖ͮجにΤψɾテΟɾテΟҠಈ௨৴ࣜג会社ʢ55/ݱυίϞʣ͕ӦۀΛ։࢝͠たɻ
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P)4ʙ͏ҰͭͷҠಈ௨৴αʔϏεʙ
ポケットベルと携帯電話のほか、移動通信サービスの進化の中で重要な役割を果たしたのが、P)S（PeSToOBM 

)BOEZ PIoOe SZTUeN）である。
1995年にサービスを開始したP)Sは、コードϨス電話機を発展させた日本発の規格である。高出力の電波で広

いエリアをカバーする携帯電話に対して、P)Sは一ൠ電話ճ線からઐ用アンテナを介して通信を行うため、一つ
の基地局がカバーする通信のൣғは500ܘN程度のڱい区域に限定されていた。他方、携帯電話の基地局よりখ
さく安価に設置でき、携帯電話の電波がऑかった地下మ、大規模なビルなどの場所での通信に強みを持っていた。
また、ݻ定通信のネットワークに多くをґଘするためインフラ構築のコストがいといったことをഎܠに、P)S
は携帯電話よりも྿なྉۚで提供が可能であった。また、一ൠ的に携帯電話に比べてԻ質がྑい、データ通
信速度が速いといったಛがあるとされた。

こうしたಛから、P)Sはサービス開始当初、携帯電話より෯広い層に普及することが期待され、1995年にܖ
約数がピークとなったポケットベルに代わり、ए年層の利用も広まった。しかしながら、基地局の整備が進まͣ都
市部でも圏外となるエリアが多かったこともあり、携帯電話においてྉۚが྿化し、モバイルインターネット対
応をはじめとする多機能化が進Ήにつれてܖ約数は減গしていった（ਤද�������）。2020年7月末には、テϨメ
トリング等の用途をআく一ൠ的なP)Sサービスはऴྃ༧定となっている。

ਤද������� ᴈ໌͔ظらීٴまͰの携ଳిのجຊྉۚのਪҠ

（出య）総務省（2010）「平成22年൛情報通信ന書」

ਤද������� Δ携ଳి・1)4のਐԽ͚͓ʹظ࣌࢝։ٴී

携ଳి 1)4

ྉۚ

Ձ֨
�万円ʙ�0万円ʢ����年ʣ

Ὃ
　　　　　0円　　　ʢ����年ʣ

�万円ʙ�万円　ʢ����年ʣ
Ὃ

　　　�万円�　ʢ����年ʣ

৽نՃೖྉ
�000円ʙ�000円ʢ����年ʣ

Ὃ
ແྉʙ2�00円ʢ����年ʣ

　　　��000円　ʢ����年ʣ
Ὃ

ແྉʙ2�00円ʢ����年ʣ

݄額جຊྉ
��00円ʙ��00円ʢ����年ʣ

Ὃ
��00円ʙ��00円ʢ����年ʣ

2�00円ʙ　ʢ����年ʣ

௨信ൣғ 　ܘ　LNʙेLN 　200　ܘNʙ�00N

σーλ௨信
��00CQT　　ʢ����年ʣ

Ὃ
2���,CQT�　ʢ����年ʣ

　　�����,CQT　ʢ����年ʣ
Ὃ

　　　�2,CQT　�ʢ����年ʣ
（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」
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ポケットベルについても、P)Sへの移行のほか、
ಛに1997年にNTTドコモが携帯電話でショート
メールサービス（SMS）を開始したことで、す͙に
ฦ信ができる携帯電話に移行する動きが加速した。

事業者のサービスఫୀも૬次͗、国内で།一サー
ビス提供を継続していた東京テϨメッセージも、
2019年9月末に個人向けのサービスをऴྃするこ
とがܾ定している。

しかしながら、ポケットベルによって育まれたจ
メッセージによるコミュニケーションจ化は、携ࣈ
帯電話にҾき継がれたとߟえられ、この点で携帯電
話の進化を支えるものとなったといえよう。
ʢʣϑΟʔνϟʔϑΥϯͷશʙଟػԽͷਐలʙ

続いて、フィーチϟーフォンの進化が続いた1999年（平成11年）～2008年（平成20年）頃の動きをৼりฦ
る。
ίϛϡχέʔγϣϯπʔϧͷΛ͑ͨܞଳి

લड़のڝ૪の加速によるྉۚの྿化や端末の多様化を受けて、携帯電話の普及は更に進展した。その中で、携
帯電話のために利用できる電話൪号が不してきたため、1999年1月1日、携帯電話とP)Sの電話൪号は、それ
までの10ܻから11ܻへと変更された。この年に登場したのが、NTTドコモによる携帯電話対応のインターネッ
ト接続サービスの「Jモード」である。NTTドコモͩけではなく、,%%Iʗԭೄセルラー電話やJ�P)ON&（現ソ
フトバンク）も同様のサービスでਵした。この携帯電話対応のインターネット接続サービスにより、インター
ネットメールのほか、ۜ行ৼりࠐみ、ライブチケットのߪ入、タウンϖージ＊14検ࡧなどのオンラインサービスが
携帯電話で利用可能となった。

以降、携帯電話端末は、通話機能ͩけでなく、カメラ、「おサイフケータイ」、ワンセグࢹௌ機能等、様々な機能
を載するようになっていく。これらの中には、高度なものやੈքに先ۦけて載された機能も多数ଘ在する。

例えば、2000年にJ�P)ON& がੈքに先ۦけて携帯電話端末にカメラを載し、ࡱӨした画૾を電子メールに
ఴ付して送信する機能を提供した。当時の画素数は11ສ程度であったが、2003年には100ສ画素のデジタルカ
メラを載したメガピクセル携帯電話端末が発ചされて以降、カメラ付き携帯電話端末の性能は上がり、コンパク
トデジタルカメラと比較してもḮ৭ないほどまでになった。

また、2001年には、携帯電話で実行ができるJBWBを使用したアプリケーションサービス「Jアプリサービス」
が始まり、携帯電話端末でゲームなどの多様なコンテンπをָしめるようになった。2005年には、携帯電話端末
に非接৮ICカード技術方ࣜ'eMJCB機能を内ଂした「おサイフケータイ」のサービスが開始され、電子ܾͩࡁけで
なく、定期݊やߤ空݊、会員証やポイントカードなど、財に入るもの全てを一台の携帯電話端末でࡁませるとい
うコンセプトがଧち出された。2006年には、Իָ࠶生チップ（MoCJMe MVTJD &OIBODeS）を内ଂしたソニー・
エリクソンの携帯電話端末が発ചされた。Իָデータ保ଘ用に1GBのઐ用メモリが載されており、携帯電話
端末による30時間の連続Իָ࠶生が可能になった＊15ɻ

他方、これらは日本ಠ自の進化を遂͛たために、かえってੈքの端末市場では通用しにくくなったともいわれて
いる。このझࢫから、日本の多機能な携帯電話端末は「ガラパΰスケータイ（ガラケー）」ともݺばれるように
なったが、現在ではスマートフォンではない端末すなわちフィーチϟーフォンを指すものとなっている。

ਤද������� ポέϕϧɺ1)4ɺ携ଳిのՃೖऀਪҠ

0

�000
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�000

�000

�000

���� ���� ���� ���� ���� ����

ʢ万ʣ

ϙέϕϧ
έーλイ
1)4

（出య）総務省「携帯・P)Sの加入ܖ約数の推移（単७合ࢉ）（平成30年9月末時点）」 
及び

 「無線ݺ出し（ポケットベル）の加入ܖ約数の推移」を基に作成

＊14	λンϖʔδと、౦ຊి৴ిʢ/55౦ຊʣٴͼຊి৴ిʢ/55ຊʣ͕ൃ͢ߦるۀछผిாɻ
＊15	 ,%%*	χϡʔスϦϦʔス2006「auܞଳిの৽ラインφοϓとͯ͠「ΥʔΫϚン�	έʔλイ	8424」Λൢച։࢝ʢߟࢀʣ」
	 ʢhttps://www.kddi.com/corporate/news_reMease/2006/0619/sanko.htmMʣ
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ωοτϫʔΫͷߴԽɾେ༰ྔԽͰΠϯλʔωοτͷར༻͕ΑΓԁʹ
移動通信システムにおいては、2006年に

第3�5ੈ代移動通信システムを用いたサービ
スが始まった。第3ੈ代移動通信システムで
は1ຕの%7%をμウンロードするのに27時
間から30時間ֻかっていたものが、第3�5
ੈ代では45分から1時間程度と速度が向上
したことで、画૾を含Ήϗームϖージや動画
のӾཡが円滑に行うことができるようになり、
携帯電話でのインターネット利用シーンはよ
り๛かになっていった（ਤද�������）。

2004年にはJモードサービスが使い放題に
なるパケット定ֹ制の「パケ・ϗーμイ」が
開始された。それまでは使用した分の通信量
を支う従量課ۚ制であったため、データ通
信量の૿加にい高ֹな利用ྉۚとなるケー
スが発生するようになっていた。定ֹ制が導
入されたことで、ユーβーは基本的にデータ
通信量を気にせͣにサービスをָしΉことができるようになった。
ʢΤʣεϚʔτϑΥϯͷొɾීٴ
ʮΨϥέʔʯ͔ΒεϚʔτϑΥϯͷҠߦ

日本で多機能な携帯電話端末が進化する中で、ւ外でもよりPCにۙい携帯電話端末の開発が進められ、このよ
うな端末は「スマートフォン」とݺばれるようになった。2007年にAQQMeが発表したスマートフォン「JPIoOe」
は、当時としては革新的な端末であり、AQQMeはこの発表の際、「タッチコントロール付きのワイドスクリーンの
JPoE、革新的な携帯電話、画期的なインターネット・コミュニケーション・デバイス」とઆ明した。そのデβイ
ン性の高さとઆ明書をಡまͣともૢ作できる使いやすさもあって人気をതし、ੈք的にフィーチϟーフォンからス
マートフォンへの移行が始まった。ཌ年2008年に発表された「JPIoOe 3G」は日本でもソフトバンクモバイル

（現ソフトバンク）によりൢചが開始され、2009年にはAOESoJE対応のスマートフォンも発ചされた。
当初、スマートフォンでは日本のフィーチϟーフォンでは当たりલに使用できたֆจࣈは使用できͣ、また「お

サイフケータイ」の機能も載されていなかったため＊16、զが国では一部で利用をためらう動きもあった。しか
しながら、スマートフォンは、OS上でಠ自のアプリケーションの実行が可能であり、無数に用ҙされたアプリか
らユーβーが使いたい機能をハードウェアにとらわれͣサービス単位でબすることが可能となったこと、また、
それまで限定的にしか利用できなかったインターネットのӾཡがPCのようにフルブラウβで容易に利用できるよ
うになったことから、普及が進んでいった。

ಛに、2011年に発表された「JPIoOe 4S」からは,%%I�ԭೄセルラー電話（BV）においてもJPIoOeシリーζ
のൢചを開始し、2013年に発表された「JPIoOe 5T�5D」からはNTTドコモもൢചするようになったため、ス
マートフォンの利用はますます拡大した＊17。

イ　ܞଳిのൃ展ɾීٴίϛュχέーシϣϯΛͲのよ͏にม͑ͨの͔
ここまで携帯電話を中心とする移動通信サービスの進化をみてきたが、この進化の中で、人々のコミュニケー

ションがどのように変化してきたかを概観する。

ਤද������� Ҡಈ௨৴ωοトϫーΫのߴԽ・େ༰ྔԽのਐల
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携帯電話の通信速度

音声

ύέット
通信

アナϩάํࣜ
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8�$%."

)S61"
)S%1"

-T&

$%."����
Y&7�%0
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（出య）総務省（2015）「平成27年൛ 情報通信ന書」

＊16	スϚʔτフΥンͰのֆจࣈ2010にi1honeͰ2012に"ndroidͰ࣮ɻి子ܾࡁ2015に"ndroidͰ、2016にi1honeͰ࣮͞Ε
た͕、ຊにお͍ͯおαイフέʔλイͰී͍ͯ͠ٴた'eMi$aํࣜͰの࠾用Ͱ͋Γ、ଞࠃͰಋೖ͞Ε͍ͯる֨نʠ/'$ʢ5ype"/#ʣʡとҟ
ͳるํࣜとͳるɻ

＊17	૯ল「௨৴利用ಈ向ௐࠪ」にお͍ͯ、スϚʔτフΥンのੈଳ利用2012の49.5�͔Β、2013に62.6�に上ঢ͠たɻ·た、Ұ
ൠ社ஂ๏人ి子ใٕज़ڠۀ࢈会「ి子ۀ輸出ೖ࣮ද」にΑると、ܞଳిΛؚΉ「Ҡಈి」の輸ೖֹ͕、2013にରલൺ
143.9�૿とͳっ͍ͯるɻʢhttps://www.jeita.or.jp/japanese/stat/eMectronic/2013/import_12.htmMʣ
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ʮݸରݸʯͷίϛϡχέʔγϣϯ͕༰қʹ
定電話はՈや職場といった場所にඥ付いたコミュニケーションπールであったが、携帯電話は個人にඥ付いたݻ

コミュニケーション手段であるといえる。「移動通信サービスのᴈ明期」には、携帯電話は高価でありビジネス
シーンなどに利用が限られていた。端末や通信ྉۚの྿化等は携帯電話の普及を進め、人々はいつでも、どこに
いても、また૬手との地理的ڑもほ΅関係なく、「個対個」のコミュニケーションを取ることが容易になり、そ
のコミュニケーションにかかるコストもそれまでと比べてܶ的に下した。ಛに、ポケットベルでは基本的に一方
向のコミュニケーションであったものが、携帯電話やP)Sの登場により、方向でのコミュニケーションが可能
となった。
ʮϦςϥϧίϛϡχέʔγϣϯʯͦͯ͠ʮϏδϡΞϧίϛϡχέʔγϣϯʯͷൃలʹΑΓɺࡉ͔ͳจ຺ɾײ
ͷΓͱΓ͕Մʹ

機能も当初はほ΅Ի通話に限定されていたが、
端末の機能のॆ実、移動通信システムの進化によっ
て、Իͩけでなく、จࣈでのコミュニケーション

（リテラルコミュニケーション）も可能となった。
そして、移動通信システムの更なる高速・大容

量化やྉۚの྿化、端末の機能のॆ実は、ࣸਅ・
動画をはじめとする多様なビジュアルコンテンπ
を気ܰに作成・共有することを可能とした。画૾
等を使うことにより、「用݅」を伝えるͩけでなく、
より気ܰで他Ѫもない「ムμ話」や、ָしい、共
情のやりとりײやかなจ຺やࡉするなどのよりײ
が可能となった。

ಛに、スマートフォンの普及以降は、ࣸਅや動
画を加工・装০するアプリのॆ実や、SNSの急速
な普及を受け、携帯電話を通じたコミュニケーショ
ンの様ࣜは、リテラルコミュニケーションからࣸ
ਅや動画を中心としたビジュアルコミュニケー
ションへと発展してきている（ਤද��������）。

ɹࣸਅや動画を使用したビジュアルコミュニケー
ションが活性化する要Ҽとして、（理の伝達では
なく）ײ情やҹ象の伝達においては、จࣈ化の過
程でײ情が減ਰしたり、จࣈという高度にந象的
な記号への変換によってࢥいがうまく伝えられな
かったりすることがある。その点、ࣸਅや動画は、
伝えたいものを伝えたい瞬間にଊえて、૬手に送
ることができる。発信者と受信者が֮ࢹ的に同じ
ものを共有するため、ޓいの共ײ度合い、ҹ象の
共有度合いも大きいとの指ఠもある＊1�。

人々はスマートフォンを通じて、今見ている動
画、ௌいているԻָ、共ײしたサイトの記事や
SNSߘ等、実に多様なจ຺やײ情を、ײ的に
他者と共有できるようになっている（ਤද������
��）。

ਤද�������� Ҡಈ௨৴サービスのਐԽͱίϛϡχέーγϣϯ
のม༰

Ұ方向の
ίϛϡχέーシϣン

方向・
ϦΞϧλイムԽ

Ձ֨・定額Խ

高・େ༰ྔԽ

˔ϙέϕϧ受信ઐ用であるため、ฦ信のために
定ిやެऺిを୳すඞ要͕あͬたݻ

ݱるΤϦΞ֦େし、定額ྉۚϓラン等ग़͑˔
して、݉ؾͶなく lムμz ͕で͖るΑ͏になͬ
てくる

༗で͖るൣғ͕ಈըなどのେ༰ྔίڞͶなく݉ؾ˔
ンテンπ等·で͕る

˔携ଳిや1)4で受ൃ信で͖るΑ͏になり、Ϧ
Ξϧλイムのやりとり͕Մになる、ྉۚ、༰
ྔ等の໘で lい์題z といかͣ

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද�������� Ҡಈ௨৴サービスのػ能ਐԽʹ͏දํݱ๏の
ଟ࠼Խ

ࣈ

テΩスτ

ֆ文ࣈ・σίϝ等

ࣸਅ・ಈը

αイτやಈըへの
ϦンΫ等

スλンϓ ˔4/4でܰؾにײ情をදݱ

˔ϙέϕϧでࣈしか送れなかͬたと͖ޠ࿊߹Θ
ͤでϝοηーδやײ情をදݱ

にΑͬてϝοηーδࣈ文إ等をみ߹Θͤた߸ه˔
にද情をఴ͑る

ࡉるΑ͏になり、Αり͑をࣈϝーϧにֆ文ࢠి˔
やかな文຺やײ情をදݱՄに

˔携ଳへのΧϝラࡌにΑりࣸਅやಈըのڞ༗
にΑるϏδϡΞϧίϛϡχέーシϣン͕૿Ճ

ௌதίンテンπなどスϚϗで連携でࢹ、Ґஔࡏݱ˔
͖るଟ༷な lݱঢ়z をシΣΞ

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

＊1�	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢ౦ژେֶେֶӃใֶ	ڭ໌ྑݩڮतʣに
ɻͮ͘ج
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Խͨ͠ڧଳిɺۙͳਓͱͷৗͷίϛϡχέʔγϣϯΛܞ
લड़のとおり、携帯電話は૬手との地理的

もほ΅関係なくコミュニケーションをとڑ
ることを容易にした。たͩし、զが国におい
て、携帯電話は平ۉ的に交流可能なൣғの拡
大よりも、日常的に࠷もよくإを合わせ、会
話をするしい知ݾとの関係を深める方向に
働いたとの指ఠがある＊19。

このことは、調査結果からもうかがわれ、
フィーチϟーフォン全期の2001年の研究
結果では、インターネット&メールが、ڑ
的にれ、対໘機会のগない༑人との交流や、
事上の同僚との連絡にも多く用いられてい
るのに対し、携帯メールは普段からよく対໘
する機会の多い人との連絡手段にසൟに用い
られていた（ਤද��������）。

2010年代後の調査結果では、ソーシϟ
ルネットワーキングサービスの利用者に利用
的を調査したところ、「従来からの知人と
のコミュニケーションのため」とのճが8
割を超えた。（ਤද��������）

たͩし、平ۉ的には、携帯電話は日常的に
会い話をするしい知ݾとのつながりを強化
したが、外交的な者と内向的な者とでコミュ
ニケーションが二ۃ化したこと、社会が݂ԑ、
社ԑ、地ԑでは成り立たなくなったという変
化がこのようなコミュニケーションπールの
使われ方を要ٻした（通信技術によりこのような事態になったわけではない）とߟえるべきとも指ఠされてい
る＊20。

また、携帯電話によって気ܰに連絡を取り合うことが可能となったために、コミュニケーション量そのものが૿
加したこと、アポイントが取りやすくなったため対໘で会う機会も૿えたとの指ఠもある＊21。

ウ　·ͱΊ
1987年の携帯電話サービス開始以来、端末ച制の導入等の制度改革もഎܠとした事業者間ڝ૪の進展により、

携帯電話のྉۚの྿化や高性能化がىこり、平成の30年で携帯電話は広く一ൠに普及した。また、「個対個」の
リアルタイムのコミュニケーションが容易になったとともに、จࣈ更にはࣸਅや動画などを用いたײ的なコミュ
ニケーションが容易となる等、携帯電話は人々のコミュニケーションスタイルを大きく変容させた。

今後はAIや7R等の新たなICTの進展や、第5ੈ代移動通信システム（5G）のサービス開始も見ࠐまれており、
それらを活用した新たなサービスの提供により、令和の時代における人々のコミュニケーションをより๛かにする
ことが期待される。

ਤද�������� 携ଳϝーϧɺΠϯλーωοト&ϝーϧͰ࠷りͱ
り͢Δ૬ख

0

Ո

࿀ਓ

;ͩΜΑくձ͏༑ਓ

;ͩΜあ·りձΘない༑ਓ

務ઌのਓۈでಉ͡事上のؔ

務ઌのਓۈでผの事上のؔ

そのଞ

ʢ�ʣ�0 20 �0 �0 �0

ଳϝールܞ
インターωット &ϝール

（出య）ڮ元ྑ明（2001）「携帯メールの利用実態と使われ方ʕ
インターネットによる&メール利用との比較を中心に」 日本ֶޠ WoM�20

ਤද�������� ιーγϟϧωοトϫーΩϯάサービスのར༻త
ʢෳճʣ

ैདྷかΒのਓとのίϛϡχέーシϣンのため
りたい͜とについて情報を୳すため

ಉ͡झຯ・ᅂやಉ͡み事・૬ஊ事を࣋つਓを
୳したり交ྲྀؔを͛るため

自の情報や࡞をൃදしたいかΒ
の情報ऩू・ൃ信のため࣌生ൃࡂ

ੲの༑ਓ・ਓを୳すため
スτϨスを解ফするため

ͻ·つͿしのため
そのଞ
ແճ

0 ʢ�ʣ20 �0 �00�0�0

（出య）総務省（2018）「平成29年通信利用動向調査」（ੈ帯構成員ฤ）

＊19	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢ౦ژେֶେֶӃใֶ	ڭ໌ྑݩڮतʣに
ɻͮ͘ج

＊20	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢ౦ژେֶେֶӃใֶ	ڭ໌ྑݩڮतʣに
ɻͮ͘ج

＊21	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢࡍࠃେֶάϩʔόϧɾίϛϡχέʔシϣンɾ
ηンλʔ	ࢁ口ਅҰࢣߨʣにͮ͘جɻ
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ΠϯλʔωοτͷొɾීٴͱίϛϡχέʔγϣϯͷมԽ�
インターネットも、携帯電話と同様平成の30年の間に広く一ൠに普及した。また、当初は技術者や研究者、ֶ

生など限られた人々による議や情報交換に利用されてきたオンラインコミュニケーションは、ճ線の高速・大容
量化と利用者の૿加を受け、その࢟に大きな変化が生じた。

ここでは、インターネットલ࢙としてのパソコン通信の時代にも৮れつつ、インターネットの普及とそれらがも
たらしたコミュニケーションの変化についてৼりฦる。（18～19ϖージのਤද��������参র）

ア　イϯλーネットͲのよ͏にൃ展ɾී͍ͨͬͯ͠ٴの͔
はじめに、インターネットの発展・普及を、1994（平成6）年頃までの「インターネットᴈ明期」、1995（平

成7）から2000（平成12）年頃までの「インターネット普及開始期」、2001（平成13）から2010（平成22）年
頃までの「定ֹ常時接続の普及期」、2011（平成23）年以降の「スマートフォンへの移行期」の大きく4つの時
代区分に分けてৼりฦり、生活者のࢹ点からインターネットがどのように利用されるようになってきたかを含めて
概観する。
ʢΞʣΠϯλʔωοτᴈ໌ظʙύιίϯ௨৴͔ΒΠϯλʔωοτʙ

まͣ、インターネットᴈ明期として、1985年頃から1994年頃までの動向を概観する。
ύιίϯ௨৴ͷ࣌

インターネットの登場લに、通信を利用してデータのやり取りを行う形でのコミュニケーションを可能とするも
のとして、「パソコン通信」があり、日本国内では1980年代ばから一部のパソコンマニアを中心に利用されて
いた。パソコン通信では、電話ճ線やIS%N経由で通信事業者のコンピューター（これを「ϗストコンピューター」
という。）に接続することで、メールやܝ示൘、チϟットなどのコミュニケーションを行うことが出来た。加えて、
ニュースやデータベース検ࡧなどの情報提供サービスといったサービスメニューを利用することも可能であった。
このように、インターネットと同様のサービスが提供されていたが、インターネットとはҟなり、ϗストコン
ピューターに複数のユーβーがパソコンを接続し、その中にดじた形で情報の送信・受信を行う接続方ࣜであっ
た。すなわち、同じ通信事業者のϗストコンピューターに接続しているユーβー間でのみコミュニケーションが可
能であり、他のϗストコンピューター接続ユーβーとのコミュニケーションは行えなかった（ਤද��������）。

代表的なパソコン通信サービスには、
NI'T:�SeSWeやPC�7AN、アスキーネット
等 が あ る。1987年 に 提 供 が 開 始 さ れ た
NI'T:�SeSWeでは「フォーラム（電子会議
ࣨ）」というサービスを提供していた。フォー
ラムではಛ定分野のテーマにԊったコミュニ
ティが用ҙされており活発な議が交わされ
ていた。

զが国におけるパソコン通信の利用者数は
1996年には573ສ人にまで૿加したが、
1990年代後よりインターネットが普及したことから利用者が減গし、NI'T:�SeSWe は2006年にサービスを
ऴྃした＊22。
Πϯλʔωοτͷੜ

インターネットのى源は、ถ国の国防総省の資ۚ提供により1967年に研究を開始したパケット通信のネット
ワーク、ARPAOeU（AEWBODeE ReTeBSDI AHeODZ NeUXoSL）である。ARPAOeUは1969年にถ国内の4つの
大ֶ・研究機関を接続する形で運用が開始された。その後、主に大ֶ・研究機関間を接続するネットワークの構築
が進み、これら機関間の連絡、จの交換、あるいは研究用データの交換という非営利の用途での発展を経て、
用化が始まった。

զが国におけるインターネットのى源はJ6N&T（JBQBO 6OJWeSTJUZ N&TXoSL）と言われている。J6N&T は

ਤද�������� ύιίϯ௨৴のωοトϫーΫΠϝーδ

ಉ͡ϗスτίンϐϡーλーにଓしているϢーβーؒでのみίϛϡχέーシϣン͕Մ。

ϗスτ
ίンϐϡーλ

"

ϗスτ
ίンϐϡーλ

#

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

＊22	Ұൠ社ஂ๏人ຊωοτϫʔΫインフΥϝʔシϣンηンλʔʢ2014ʣ「ՈఉにインλʔωοτΛࠐͪ࣋͏ʂʙύιίン௨৴とインλʔωο
τの૬ޓଓ࣮ݧʙ」ʢhttps://www.nic.ad.jp/ja/newsMetter//o57/0320.htmMʣ
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1984年10月に東京大ֶ、東京工業大ֶ、ܚ応ٛक़大ֶの3大ֶを結ぶネットワークとして実験が開始され、࠷ऴ
的に約700の機関を結ぶネットワークとなった＊23。

1988年には、J6N&Tへの参加者が中心となり、大ֶ研究者等によりインターネットの実験を行う「WI%&
（WJEeMZ IOUeHSBUeE � %JTUSJCVUeE &OWJSoONeOU）プロジェクト」が発した。このプロジェクトにおいて構
築されたネットワークは、当初非営利の用途で発展していたが、接続する組৫の急૿により対応が困難となったこ
とで用化の道が模ࡧされ、プロジェクトのメンバーを中心として、1992年にզが国初の用インターネット
サービスプロバイμーIIJ（IOUeSOeU IOJUJBUJWe JBQBO）が設立された＊24。同社は、1993年にインターネット接続
の用サービスを開始した＊25。

1980年ば以降それͧれに発展してきたパソコン通信とインターネットであったが、1992年より国内におい
てWI%&とNI'T:�SeSWe 、PC�7AN間の電子メール૬ޓ接続実験が行われたことを始めとして、パソコン通信
とインターネットのサービス໘での融合が模ࡧされはじめた。具体的には、各パソコン通信事業者は機能໘での拡
大、パソコン通信からのWWWアクセス、あるいはパソコン通信のI%によるμイϠルアップPPP接続など、
サービスと機能の໘でパソコン通信とインターネットの一体化が進められた＊26。
ʢΠʣΠϯλʔωοτͷීٴ։࢝

次に、インターネットが普及し始めた1995年から2000年頃について概観する。
༷ʑͳ੍͕͋ͬͨීٴ։࢝ॳͷΠϯλʔωοτ

1995年にMJDSoToGUが発ചしたWJOEoXT95は、インターネットが一ൠに普及する大きなܖ機となったといわ
れている。WJOEoXT95は初期状態でTCP�IPプロトコルを載しており、プリインストールしたパソコンであ
れば、μイϠルアップ接続機能やWeCブラウβも付ଐしていた。インターネットが体験できる機能は当時まͩ
しく、多くのユーβーを֫得した＊27。

1990年代後におけるインターネット上での交流は、主に個人等が作成する「ϗームϖージ」や「BBS（ܝ示
൘）」上で行われており、数多くのサイトが開設された。例えば1997年には無ྉϨンタルܝ示൘「ティーカップ」
が、1999年にはಗ名ܝ示൘「2ちΌんͶる」が開設されている。ಛに「2ちΌんͶる」は、ܝ示൘上でىこった
様々な出来事が他のメディアで取り上͛られたことで広く知られるようになり、利用者が૿加したとされる。

当時、通信環境は電話ճ線によるμイϠルアップ接続が主流であり、通信速度がे分でないこと、また、従量課
ۚ型であったことから、画૾等のデータ容量の大きなコンテンπをѻうことはܟԕされ、จࣈ情報でのやりとりが
一ൠ的であった。1995年にNTT東日本・日本（以下「NTT東」という。）が深時間帯（23時～ཌ日8時）
に限り、指定した電話൪号に対して定ֹྉۚをద用する「テϨϗーμイ」サービスを開始した。当時まོͩで
あったパソコン通信や普及の始まったインターネットにおいて、通信ྉを気にせͣ利用できることから利用者がࡴ
౸し、この時間帯はインターネットにܨがりにくい状況となるという社会現象も生まれた。

＊23	「8*%&ϓϩδΣΫτ」のൃͳͲΛडけ、࣮ݧωοτϫʔΫとͯ͠の役割Λऴ͑、199410݄にఀ͍ͯ͠ࢭるɻ
	 ʢhttps://www.nic.ad.jp/ja/Casics/terms/junet.htmMʣ
＊24	 https://www.nippon.com/ja/features/c01905/
＊25	ॳのଓઌࠃにݶఆʢࠃઐ用線Λ用͍*1Ͱ、ؒ۠ࡍࠃμイϠϧΞοϓにΑΓถࠃの66/&566$1ଓʣ͞Ε͍ͯた͕、

1994に郵লʢ࣌ʣ͕ಉ社Λಛผୈ2छిؾ௨৴ۀࣄ者にొ͠た͜と͔Β、ւ֎ઐ用線Λ用͍*1Ͱଓ͞Εたɻ
	 ʢhttps://www.iij.ad.jp/25th/introduction/history/indeY.htmMʣ
＊26	インλʔωοτനॻฤूҕһ会ʢ2017ʣh インλʔωοτനॻ2017ʱ
＊27	 https://tech.nikkeiCp.co.jp/it/articMe/$0-6.//20090513/329�79/
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μイϠルアップ接続では電話ճ線の中で、
通話で使用するものと同じ帯域を使用する
ためにインターネット接続中の通話は行え
ͣ、また通話中のインターネット接続も行
えなかった。一方で1999年より用での提
供が開始されたA%SLは、同じ電話ճ線の
中でも通話とは別の帯域をデータ通信用に
使用するため、通話とインターネット接続
を同時に行うことが可能となり、定ֹྉ ・ۚ
常時接続という形で提供されたため、ユー
βーの利便性は向上し、インターネットの
普及につながった。（ਤද��������）

ʢʣఆֹৗ࣌ଓͷීٴͱʮ8FC���ʯ࣌
ͷ౸དྷ
続いて、インターネットが急速に普及した2001年から2010年頃について概観する。
ϧʔϧඋ͕ؒऀۀࣄͷڝ૪Λଅਐ͠ɺߴɾఆֹྉۚɾৗ࣌ଓͷϒϩʔυόϯυ͕ීٴ

લड़のようなA%SLの可能性が認ࣝされていた中で、༣政省（現総務省）は、様々な事業者がA%SLサービス
を円滑に提供することを可能とするルールの整備を2000年に行った。具体的には、事業者がNTT東のطଘの
電話ճ線をआりる形でサービスを提供する場合において、NTT東に支うྉۚやその他の݅等に関するルー
ルであった＊2�。このようなルール整備をഎܠとして、2001年に当時のྉۚਫ準を大きく下ճる྿なྉۚでの
A%SLサービス「:BIoo�BB」が開始されたことをはじめ、様々な事業者間のڝ૪によりྉۚの྿化と高速化が
進み、A%SLサービスのܖ約数が૿加していった。これにより、զが国のインターネットは、高速・定ֹྉۚ・常
時接続というブロードバンドサービスとして、広く普及することとなった。また、高速化のڝ૪の中で、ޫファイ
バーを活用するより高速の'TT)サービスも普及が進み、現在のݻ定系ブロードバンドサービスの主流となって
いる。（ਤද��������）

ਤද�������� Πϯλーωοトར༻のਪҠ
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（出య）総務省「通信利用動向調査」各年൛を基に作成

ਤද�������� ਪҠܖϒϩーυόϯυサービスのܥఆݻ
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ΠϯϑϥͷൃలɾීٴʹΑΓΠϯλʔωοτ্ͰͷαʔϏε༰มԽ
このようなインフラに当たるサービスが発展・普及していく中で、インターネット上でのサービス内容も変化し

た。インターネット普及当初は、情報を一つの場所に「集約化」することを指し、ポータルサイトなどがྛ立し
た。情報の集約が進Ή一方で、定ֹྉۚ・常時接続というインターネット環境をഎܠに、2005年લ後からは情報
の「方向化」の流れが生まれ、ブログやSNSといったコミュニケーションサービスが次々と登場した。そして、
2005年にถ国のティム・オライリーが提এした「WeC2�0」のように、ブログなどを通じてطଘメディアではカ
バーできないニュースが発信され、個人のҙ見やアイデアが広く共有されることでよりྑい社会に向けたコミュニ
ケーションが進んでいくことが期待された。

ブログサービスでは2003年に「ココログ」が、2004年に「アメーバブログ」がサービスを開始し、2004年
ばにはߘ者が約100ສ人となった＊29。SNSでは2004年に「NJYJ」と「GR&&」が૬次いでサービスを開始し、
国内の会員数は2500ສ人超となった。

また、インターネットサービスの高速化が進Ή中で、ঃ々にࣸਅ等の画૾や動画といった容量の大きなコンテン
πをӾཡ・ߘできる環境が整備され、2000年代後には動画共有サービスも登場した。例えば、2006年には

「ニコニコ動画」が、2007年には「:oVTVCe」の日本ޠ൛サービスが開始された。更に、ө૾をリアルタイムで
放送し、ユーβー間のリアルタイムチϟットを同時に実現する完全同期型の「6TUSeBN」と「ニコニコ生放送」
が૬次いでサービスを開始した。
ʢΤʣεϚʔτϑΥϯ͔ΒͷΠϯλʔωοτଓ͕ओྲྀʹ
����ʹϞόΠϧ͔ΒͷΠϯλʔωοτར༻͕ύιίϯΛ্ճΔ

2010年には、国内で初めてモバイル端末からのインターネット利用者数がパソコンからの接続者数を超えた。
以降、年々そのࠩは拡大向にあり、զが国におけるインターネット利用の中心はパソコンからモバイル端末へ移
行しているといえる。（ਤද��������）
ਤද�������� ΠϯλーωοトΛར༻͢Δࡍのར༻ثػのׂ߹

0
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ʢˋʣ

ύソίン Ϟバイル

˞モバイル端末とは、携帯電話、P)S及びスマートフォンを指す
（出య）総務省「通信利用動向調査の結果」各年൛を基に作成

ʑ༟Ұʢ201�ʣhࠤ	29＊ ιʔシϟϧϝσΟΞ࢛ੈلʱ
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インターネット平ۉ利用時間を見ると、そ
の変化はよりݦஶである。パソコンからのイ
ンターネット利用時間はԣばい＊30であるが、
モバイルからのインターネット利用時間

（フィーチϟーフォン又はスマートフォンの
いͣれかでインターネットを利用した時間）
は年々૿加している。（ਤද��������）

モバイルからのインターネット利用時間に
ついて、スマートフォン利用者とフィー
チϟーフォン利用者に分けてみると、スマー
トフォン利用者1人当たりの利用時間も૿加
しているが、スマートフォン利用者の割合が
上ঢしたӨڹが大きいことがわかる。すなわちフィーチϟーフォンの利用者がスマートフォン利用に移行すること
により、全体のインターネット利用時間が૿加してきたことがうかがえる。（ਤද��������）

スマートフォンの利用者が
૿加していくにつれ、モバイ
ル機器によるインターネット
利用において、ソーシϟルメ
ディア、オンライン・ソーシϟ
ルゲーム、動画サイトの利用
時間は大෯に૿加している。
ಛにモバイル機器によるソー
シϟルメディアの利用時間は
2012年から2017年までの6
年間で約4ഒにまで৳びてい
る（ਤද��������）。

ਤද�������� ओなثػʹΑΔΠϯλーωοトฏۉར༻ؒ࣌
ʢ全ʣ

1C Ϟόイϧ λϒϨοτ

���� ���� �0�� ���0 ���� �������� ���2
�0�� ����

���� ����

��� ��2 ��� ��2 ��� ���
0

�0

�0

�0

20��

ʢʣ

20�2 20�� 20��20��20��

（出య）総務省情報通信政策研究所（2018）「平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動
に関する調査報告書」

ਤද�������� ओなثػʹΑΔΠϯλーωοトฏۉར༻ؒ࣌
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ʢʣ ʢʣ
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ʢ/���0ʣ
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ʢ/����2ʣ

����
スϚーτϑΥン
ʢ利用者ϕースʣ

2���
ϑΟーνϟーϑΥン
ʢ利用者ϕースʣ

����
Ϟόイϧ

�2�0� �2���

ඇ利用者
ʢ/����ʣ

20�2年

0

�0

�0

スϚーτϑΥン利用者
ʢ/�2��0ʣ

ϑΟーνϟーϑΥン利用者
ʢ/����ʣ

����
スϚーτϑΥン
ʢ利用者ϕースʣ

�0��
ϑΟーνϟーϑΥン
ʢ利用者ϕースʣ

����
Ϟόイϧ

����� 2����

ඇ利用者
ʢ/��0�ʣ

20��年

（出య）総務省（2017）「平成29年൛情報通信ന書」

ਤද�������� ϞόΠϧثػʹΑΔΠϯλーωοトར༻߲ผฏۉར༻ؒ࣌
ʢ୯Ґɿʣ

ϝーϧ
ϒϩά・Σϒαイτ
ιーシϟϧϝσΟΞ
ಈըαイτ
オンライン・ιーシϟϧήーム

0

20

�0

�0

�0

20�� 20�� 20�� 20�� 20��20�2
（出య）総務省情報通信政策研究所

「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」各年൛を基に作成

＊30	ࣗͰの利用にݶると、ύιίンͰのインλʔωοτ利用ؒ࣌減少向に͋るɻ
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イ　イϯλーネットのൃ展ɾීٴίϛュχέーシϣϯΛͲのよ͏にม͑ͨの͔
6I�69ͷਐԽʹΑΓɺΦϯϥΠϯͰͷίϛϡχέʔγϣϯ͕ҰൠԽͨ͠

人々にとって、オンラインでのコミュニケーションを行うことは、今では普通のことになっている。しかしなが
ら、パソコン通信においては、࠷高で数ඦສ人程度の限られた人々のみがオンラインコミュニケーションに参加し
ており、インターネットᴈ明期においても、利用者の中心となっていたのは技術者や理系のֶ生であった。1990
年代後にインターネットが普及を始めた頃でも、自ら「ϗームϖージ」や「ܝ示൘」を一から開設する必要が
あったため、情報を発信するためには)TML等の言ޠにある程度ਫ਼通している必要があり、その利用者は限定的
であった。

インターネット上の方向コミュニケーションの変ભは、6I（6TeS IOUeSGBDe）�69（6TeS &YQeSJeODe）の
進化とりせないとの指ఠがある＊31。例えば、1996年に日本IBMがϗームϖージ・ビルμーを発ചしたこと
で、自分で)TMLを書かなくてもϗームϖージを作成することができるようになった。また2003年からは「コ
コログ」サービスが開始されるなど、୭でも
簡単にブログが開設できるサービスが始まっ
た。こうしたサービスが開始されたことによ
り、マークアップ言ޠ等の知ࣝがない人でも
オンラインで情報を発信することができるよ
うになった。

更にオンラインコミュニケーションの一ൠ
化を促進したのは、2004年にサービスの提
供を開始した「NJYJ」や、その後登場した

「TXJUUeS」や「'BDeCooL」などのSNSで
ある。また、東日本大震災をܖ機に2011年
からコミュニケーションアプリLIN&がサー
ビスを開始し、これまでICTを日常的に使
いこなしてこなかった層にまでオンラインコ
ミュニケーションへ参加する機会を拡大させた。
ϫϯΫϦοΫͱ͍͏ํ๏Ͱͷίϛϡχέʔγϣϯͷొ

これほどSNSが普及したഎܠには、「いいͶʂ」や「シェア」あるいは「リπイート」といった、ボタンのワン
クリックで拡ࢄを可能にする機能の導入が͛ڍられる。

ଇで、転送จ化はまͩᴈ明期にあっݪすることがߘ々（2018）＊32は、2010年には「オリジナルなものをࠤ
た」としている。2010年はܝ示൘やTXJUUeS、携帯電話向けのプロフを含めても2010年の単月ߘ者数はまͩ
1340ສ人であり、その数は2010年の࠷大ネット利用人口9462ສ人の7人に1人であった。しかし2009年に
'BDeCooLがニュースフィード内に༑人のコンテンπを拡ࢄする「いいͶʂ」ボタンを導入し、2010年に
TXJUUeSの「公ࣜリπイート」が日本で導入されたことで、ボタンのワンクリックによる情報拡ࢄが可能となり、
2015年には「転送によるソーシϟルメディアへの単月ߘ者数」は2130ສ人にまで૿加した。
ʮಉظʯͱʮඇಉظʯͷؒͰ༳ΕΔΠϯλʔωοτ্ͷίϛϡχέʔγϣϯ

ۙ年、電話をかけるときに「今お時間よろしいですか」と断りを入れるといったޫܠがよく見られるようになっ
た。電話は、૬手に対してリアルタイムでのコミュニケーションをٻめる「同期」型のコミュニケーションである
という認ࣝが高まってきたためとߟえられる。これは、電子メールのように、本来૬手にリアルタイムでのコミュ
ニケーションをٻめない「非同期」型のコミュニケーションがインターネットの普及とともに広がってきたことの
ཪฦしであるともいえる。同時に、時間や場所にとらわれない「非同期」のコミュニケーションを容易にしたこと
が、ಛにモバイルインターネットのಛでもあったといえる。

他方、インターネット上での非同期型コミュニケーションが普及するにつれて、非同期型コミュニケーションに
おいても一定の同期性をٻめるようになってきているとの指ఠがある＊33。具体的には、「2000年代初めの頃は、

ਤද�������� ιーγϟϧϝσΟΞར༻ʢ全ʣ

-I/& 'BDFCPPL TXJUUFS

0

20

�0

�0

�0

�00

20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢ�ʣ

（出య）総務省（2017）「平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
を基に作成

＊31	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢδϟʔφϦスτ	ࠤʑढ़ঘʣにͮ͘جɻ
ʑ༟Ұʢ201�ʣhࠤ	32＊ ιʔシϟϧϝσΟΞ࢛ੈلʱ
＊33	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢδϟʔφϦスτ	ࠤʑढ़ঘʣにͮ͘جɻ
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電子メールはおよそ3日以内くらいにฦ信すればよかったが、2000年代中頃には8時間以内にฦ信するのがマナー
といった認ࣝが広まった。さらにۙ年ではLIN&でʰطಡスルーʱという言༿が使われているように、メッセン
ジϟーアプリ等ではほ΅リアルタイムにฦ信することをٻめられるようにもなっている」というものである。

TXJUUeSなどのSNSについても、本来は非同期的なコミュニケーションの手段であるが、ۙ年ではۃめて同期
性の高い利用の方が広がっている。例えば、テϨビをࢹௌしながらSNSでり上がるといったָしみ方が広がっ
ていることから、放送事業者も、有名なө画や大規模なスポーπイベントのテϨビ放送の際には、SNSでのり
上がりを見ࠐんで話題をֻけるという෩に、ソーシϟルメディアを活用する動きが出てきている。

また、2006年にサービスを開始したニコニコ動画は、非同期のメリットをଧち出しながら、同期ײを出すもの
であったといえる。すなわち、動画の上にコメントが流れていくことで、あたかも一つの動画を多くのユーβーと
リアルタイムに会話しながらࢹௌしているような֮ײが得られるಠಛの組みを実装したことがಛであった。
ユーβーは実際にはそれͧれҟなる時間に（非同期に）動画をࢹௌしコメントをߘしているが、この組みによ
りԾ想的に同期的な֮ײをຯわうことができる＊34。

しかしながら、このような非同期型のサービスにおける同期的なコミュニケーションが活発に行われている一方
で、ニコニコ生放送（2007）やTXJUCBTUJOH（πイキϟス）（2010）、LIN& LI7&（2015）、TXJUUeSアプリへの
ライブ配信機能の載（2016）、IOTUBHSBN LJWe（2017）等の完全同期サービスが次々と提供され、利用者が૿
加している。

このように、「同期」と「非同期」の間を༳れ動くことで、インターネット上のコミュニケーションは進化して
いるとߟえられる。

ウ　·ͱΊ
1980年代ば頃からのパソコン通信やJ6N&Tを中心としたインターネットにおいては、限られた人々が参加

するあるҙຯクローζドなコミュニケーション空間であった。WJOEoXT95の登場や、ݻ定�移動通信ճ線の高
速・大容量化、༏れた6I�69の登場により、インターネットが広く一ൠに普及したことで、オンライン上のコ
ミュニケーション空間は限りなくオープンとなり、やりとりされる内容も単なる「情報」から「コミュニケーショ
ン」へと変化してきた。

2005年、ถ国のティム・オライリーが提এした「WeC2�0」において、インターネット上の不ಛ定多数の人々
は、受動的なサービスڗ受者ではなく能動的な表現者として、ともに価を創造・共有するとされた。SNSを中
心とする様々なサービスの出現により、情報の送り手と受け手は流動化され、インターネット利用者の୭もが情報
の発信者になりうる時代になったといえよう。

զが国においては、インターネットの普及が始まって間もない1990年代後に、一ൠの消費者が大企業の٬ސ
対応についてインターネット上で൷判したことが話題となり、࠷ऴ的に経営װ部がँࡑするという事݅がىこっ
た。これにより、その後の企業のة機管理の在り方に大きなӨڹを及΅すとともに、インターネットにおける個人
によるੈىשの可能性を示す事例としてされた。

一方で、インターネットの発展・普及の過程で、ファイル共有サービスによるஶ作ݖ৵害行ҝやプライバシー৵
害等、ҧ法・有害情報の流通といった題も生じた。また、SNSの普及にい、Ԍ上やフェイクニュースの拡ࢄ
などの課題も一層されてきている。このようなインターネット上のコミュニケーションを८る課題について、
第4અで更に詳しくड़べる。

௨৴ωοτϫʔΫͷਐԽ�
ここでは、経ࡁ・社会との૬ޓの関係性も踏まえつつ、主に技術の観点から通信ネットワークの進化をৼりฦ

る。2019年時点の通信ネットワークは、IP＊35化が進みつつも1990年代ばまで主流であった交換機を用いたݻ
定電話向け中心のネットワーク（PSTNɿPVCMJD SXJUDIeE TeMeQIoOe NeUXoSL、公衆交換電話網）が一部
り、モバイルネットワークとݻ定通信のネットワークなどが૬ޓに連携しつつ形作られている。また、ۙ年はこれ
ら通信ネットワークの発展をഎܠの一つとして、IoTネットワークの構築も進んでいる。

＊34	Ұൠஂࡒ๏人σδλϧίンテンπڠ会ʢ2010ʣh σδλϧίンテンπനॻ2010ʱ
＊35	 *nternet	1rotocoMの略ɻ*1化のҙٛに͍ͭͯ、イ	ϞόイϧωοτϫʔΫのܗとਐ化Ͱޙड़ɻ
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ア　145/͔Β*1ネットワークのҠߦ
平成の30年間の通信ネットワークのಛ的な変化として、第一にPSTNからIPネットワークへの移行が͛ڍら

れる。
ύέοτަʹΑΓճઢΛઐ༗͠ͳ͍௨৴ΛՄͱͨ͠IPωοτϫʔΫ

PSTNは、電話サービスにಛ化した、交換機（ճ線交換）によるネットワークである（ਤද��������ɾਤද
��������）。通信の都度、発信ଆとண信ଆのճ線経࿏を設定し、通信している間その経࿏をઐ有する。このため、
コストはڑと時間に比例することとなり、ྉۚもڑと時間に従う形の従量制となった。
ਤද�������� 145/のߏの֓೦ਤ

தܧ

定ݻ
ి

Ճೖ者
交ػ

தܧ交ػ

Ճೖ
交ػ・・・

・・・

・・・

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද�������� ܕݪのػަ

（出య）࢜通)P＊36

これに対し、IPネットワークでは、データをパケット
とݺばれる単位に分けて伝送するパケット交換方ࣜが࠾用
されている。パケット交換方ࣜはճ線をઐ有せͣに複数の
通信で同じճ線を共用できること、また、通信の経࿏制ޚ
に用いるルータやスイッチの価格が交換機と比較して安価
であることから、経ࡁ的なネットワークのෑ設が可能と
なった（ਤද��������）。

このことをഎܠに、IPネットワークへの移行の進展に
い、定ֹ制の導入や通信ྉۚのஶしい下等につながっ
た。

IPネットワークは、そのݪ理上ベストエフォートであ
り必ͣしも通信が保証されない。ճ線はઐ有しないもの
の、1ճ線当たりの通信量が૿えす͗ると個々のパケット
が送信の順൪待ちの状態になり、通信速度が下し、場合
によってはԆが生じ通信できない状態となる。それでも
通信が保証されるPSTNと比較して利用ྉۚの下がѹ
的であったこと、画૾・ө૾のような大容量のデータも
送信可能であったことなどから、次第にIPネットワーク
による通信はPSTNによる通信を置き換えつつ、新たな通信ध要の創出とあいまって発展していった。

現在、PSTNはݻ定電話において利用されているが、NTT東日本・日本は、ݻ定電話発信の通話のIPネット
ワーク経由へのସえを2024年1月より開始し、2025年1月に完ྃさせるとしている。

ਤද�������� 145/ͱ*1ωοトϫーΫのൺֱ

145/ʢճઢަʣ



ճઢ交ػ ճઢ交ػ



ճઢ͕
ઐ༗͞れる

*1ωοトϫーΫʢύέοトަʣ



パέοτ交ػ パέοτ交ػ



ճઢ͕ઐ༗
͞れない

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

＊36	 https://www.fujitsu.com/jp/aCout/pMus/museum/products/communication/switch/crossCar.htmM
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ੈք࠷େͷIPωοτϫʔΫͱ͍͑ΔΠϯλʔωοτ
IPネットワークのうち、ੈք࠷大といえる

ものがインターネットである。そのى源は
1969年 に ถ 国 国 防 総 省 高 等 研 究 計 画 局

（ARPAɿAEWBODeE ReTeBSDI PSoKeDU 
AHeODZ） の 資 ۚ に よ り 構 築 さ れ た
ARPAOeUであり、զが国では1984年に開
始されたJ6N&T（JBQBO 6OJWeSTJUZ�6OJY 
N&TXoSL）であるとされている。政府機関
や研究機関によって運営されたこれらのネッ
トワークは、当初ࢲ的・業的な利用をېじ
られており、インターネットの用利用が可
能になったのは1990年代に入ってからで
あった（ਤද��������）。

インターネットは、AS（AVUoOoNoVT 
SZTUeN）＊37とݺばれる個々のネットワーク
間で、BGP（BoSEeS GBUeXBZ PSoUoDoM）
という規約により経࿏情報の交換を行うこと
で通信を行っている（ਤද��������）。

ASを持つ事業者同࢜がネットワークを接
続するに当たっては、ピアリング（対等規模
の事業者同࢜が合ҙにより૬ޓ接続する方法）
とトランジット（上位のISPを経由してほか
のISPとつないでもらう接続方法）とがଘ在
し、その結果として2000年代ば頃までは、
概Ͷ֊層構造が形成されてきた（ਤද������
��）。

2000年代ば以降は、画૾・動画のトラ
フィックが૿加したことから、ڊ大なトラ
フィックが生じるコンテンπϗルμーに接
ネ ッ ト ワ ー ク を 接 続 す る 動 き や、C%N

（CoOUeOU %eMJWeSZ NeUXoSL）を設置し
WeCサイトにアクセスしようとするエンド
ユーβに࠷もۙいC%Nサーバ（配信ڌ点）
からコンテンπを配信する動きがある（ਤද
��������）。

ਤද�������� Πϯλーωοトの༻サービス։࢝まͰのྺ࢙

（出య）༣政省（1999）「平成11年൛通信ന書」

ਤද�������� Πϯλーωοトのߏ

"4��

"4�̐�"4�̏

#(1

#(1

#(1

"4��

�"4�2

（出య）INAP流ɹインターネットとはʁ～BGPとʠ࠷ద経࿏બʡ～＊3�

ਤද�������� Πϯλーωοトの֊ߏ

"4 "4

"4

"4
"4

"4 "4 "4
"4

"4

"4

"4

"4 "4"4 "4

"4"4
"4"4 "4

ϐΞϦϯά

トϥϯδοト

TJFS��

TJFS�2

TJFS��

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

＊37	 "4と౷Ұ͞Εた௨৴ϙϦシʔͰཧ͞ΕたωοτϫʔΫの͜とɻେのۀاの߹ࣗલͰ"4Λӡ用ͤͣ、*41の"4のҰ෦とͯ͠イン
λʔωοτΛ利用͢る߹͕ଟ͍ɻ"4Λӡ用͢るඞཁ͕͋るの、େنͳωοτϫʔΫͰ性Λ֬อ͢るたΊに、2社Ҏ上の*41Λ利用
͢るϚϧνϗʔムڥΛߏங͢る߹Ͱ͋るɻ

＊3�	 https://www.inap.co.jp/internapsway/ p�52�
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イ　Ϟόイϧネットワークのܗͱਐ化
定通信とモバイルネットワークとが連携してネットワークが形成されるようになったことも、平成の30年間ݻ

のネットワークの進化のಛである（ਤද��������）。例えば携帯電話で2人が通話する場合、大多数のケースで
は無線通信を使っている部分は྆端の͝く一部であり、基地局と૬手方の基地局との間の通信の大はݻ定通信の
ネットワークを利用している。

ਤද�������� Πϯλーωοトのߏのมભ

͉�TJFS���

TJFS�2

TJFS���

TJFS��"4�

TJFS2�"4

TJFS��"4

TJFS��"4

Ϣーβ�

TJFS��"4

TJFS2�"4

TJFS��"4

TJFS��"4

Ϣーβ�

ίンテンπ
αーό�

C%/�
αーό�

ίンテンπ
αーό�

Ϋラυ事ۀ者�

ίンテンπ
αーό

ίンテンπ
αーό�
ίンテンπ
αーό

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද�������� ����ࡏݱのϞόΠϧωοトϫーΫߏの֓೦ਤ

ίΞωοτϫーΫ

ۀا

Ոఉ

Ϟόイϧج地局

ΞΫηス

ޫϑΝイό

-T&等
-18"等

σーληンλー

Ϋラυ

IPTήーτΣイ

ՈఉՈఉ

"I

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」
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モバイルネットワークに関しては、2G、3Gネットワークでは、ճ線交換方ࣜ（CS� CJSDVJU SXJUDIeE）によ
るԻ通信用ネットワークとパケット交換方ࣜ（PS� PBDLeU SXJUDIeE）によるデータ通信ネットワークの2つの
ネットワークが並ଘしていたが、LT&以降ではԻ通信もパケット交換方ࣜとなり、モバイルネットワーク全体
がIP化された（オールIP化）。Ի通話の定ֹ制の実現は、このオールIP化によるところが大きい。

ウ　*P5ネットワークのొ
ۙ年は、モノとモノをつな͙IoTネットワークの構築が進んでいる。IoTネットワークでは、デバイスに取り付

けたセンサーで生成されたデータは、センサーネットワークを経てIoTゲートウェイに集約され、広域ネットワー
クを経てIoTプラットフォームに至る（ਤද��������）。

センサーネットワークや広域ネットワークに用いられる
無線通信も多様化しており、それまでのWJ�'Jや携帯電
話のネットワーク等に加え、LPWAとݺばれる、従来よ
りも消費電力、広いカバーエリア、コストを可能とす
る無線通信システムも登場し、例えばスマートメーター、
インフラ管理、業等の用途に用いられるようになってい
る（ਤද��������）。

また、今後は超高速・多数同時接続・超Ԇというಛ

ਤද�������� ϞόΠϧωοトϫーΫのਐԽ

ୈ�ੈ
+5"$4ɺ/55

ୈ�ੈ
1%$

ୈ�ੈ
8�$%."

ୈ���ੈ
8�$%."�)41"

ୈ���ੈ
-5&

ୈ�ੈ
-5&�"EWBODFE

େ௨信࠷
度

2��LCQT
ʢ0�002.CQTʣ

���ʙ2���LCQT
ʢ0�0�ʙ0�0�.CQTʣ

��ʙ���LCQT
ʢ0�0�ʙ0���.CQTʣ ���ʙ��.CQT ����ʙ��0.CQT �(CQT

ωοτ
ϫーΫ

ٕज़のಛ

Ξφϩά σδλϧ

ճઢ交方ࣜ ճઢ交方ࣜとパέοτ交方ࣜの྆方を2、ͪ࣋つのωοτϫーΫ͕
ซଘ

ԻؚめオーϧI1Խ
ωοτϫーΫߏ成を؆ૉԽ

'%."
ʢपׂଟ元ଓ、
'SFRVFODZ�%JWJTJPO�
.VMUJQMF�"DDFTTʣ

T%."
ʢׂ࣌ଟ元ଓ、
TJNF�%JWJTJPO�
.VMUJQMF�"DDFTTʣ

C%."
ʢූ߸ׂଟ元ଓ、CPEF�%JWJTJPO�
.VMUJQMF�"DDFTTʣ

)41"ʢ)JHI�4QFFE�
1BDLFU�"DDFTTʣ

0'%."
ʢ交पׂଟ元ଓ、
0SUIPHPOBM�GSFRVFODZ�EJWJTJPO�
NVMUJQMF�BDDFTTʣ

௨信͝とにج地局͕ҟ
なるपଳ域をׂり
てる方ࣜ。௨த
そのपをઐ༗。

ؒ࣌ʑの௨信にいݸ
ʢλイムスϩοτʣの
୯Ґでॱ൪に܁りฦし
ׂりてる͜とにΑり、
Ұつのप域をڞಉ
で利用。

ಉҰのपଳ域で2つҎ上のෳの௨信
ʢଟ元ଓʣ͕Մ。

8�C%."方ࣜを֦ு
する͜とでσーλ௨信
を高Խ。۩体తに、
ిのঢ়ଶにԠ͡たม
調方ࣜやූ߸Խ方ࣜの
બ、ແઢのঢ়ଶに߹
Θͤた࠷దスέδϡー
Ϧンά等ΑりߦΘれる。

पଳ域をप࣠ʢαϒΩϟϦΞʣとؒ࣌
࣠を用いてׂし、各ϢーβのແઢڥにԠ͡
て送の高いνϟωϧをׂりてる͜とにΑ
り、ޮతなॲཧを࣮ݱ。

ΩϟϦΞΞάϦήー
シϣンʢC"ʣɿෳの
पଳ域をಉ࣌に
ߦてσーλ௨信をͬ
͏͜とで、௨信度͕
高Խ。

ʢߟࢀʣ
αーϏス
ಈ向

/TT͕携ଳి
αーϏス開࢝
ʢ����年ʣ

σδλϧ方ࣜにΑる
αーϏス開࢝
ʢ����年ʣ

'0."のαーϏス開
ʢ200�年ʣ࢝

'0."ϋイスϐーυ
αーϏス開࢝
ʢ200�年ʣ

9JαーϏス開࢝
ʢ20�0年ʣ

-T&�"EWBODFEにΑる
αーϏス開࢝
ʢ20��年ʣ

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද�������� *P5のߏཁૉ

Ϋϥυ ・
・
Ҭ・

ωοトϫーΫ

IPTσόイス、ηンαー

ηϯサー
ωοトϫーΫ

IPTήーτΣイ IPTϓラοτϑΥーム
8J�'J、#MVFUPPUI、
-18"�等

ηンαーωοτϫーΫ 域ωοτϫーΫ
'TT)、ઐ用ઢ、�(�
-T&、-18"�等

（出య）日経9�T&C)ɹ（2018�10�03）「IoTシステム構築の基ૅ ɹIoTシステムに必要なモノ、構成要素を図解」＊39

ਤද�������� -18"ͱطଘの௨৴ٕज़ͱのҧ͍

ফඅిྗ
高



�N ௨信ڑ
#-&��#MVFUPPUI�-PX�&OFSHZ�8J�46/��8JSFMFTT�4NBSU�6UJMJUZ�/FUXPSL

�0N �00N �LN

#-&�;JH#FF
FUD�

ແઢ-"/ 携ଳి	�(��(


-18"
	8J�46/�4I('09�-P3B

F.TC�/#�IPT���


（出య）総務省「移動通信システムの動向について」

＊39	 https://tech.nikkeiCp.co.jp/atcM/nYt/coMumn/1�/00451/092600001/
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を持つ5Gが、IoTネットワークにおいて活用されることが期待されている。

ใγεςϜͷਐԽ�
「情報システム」とは、企業等において、コンピューターやその周ล機器、通信ネットワーク、ソフトウェア等

を使用して様々な業務上の処理を行うものをいう。ここでは、൚用機（メインフϨーム）からクライアントʗサー
バー型を経てクラウドコンピューティングに至る情報システムの進化について取り上͛る。

ア　情報システムのਐ化ͱมભʵूத͔ܕ͔ܕࢄ
情報システムの進化の大まかな流れは、次のとおりである。1960年代から70年代は、൚用機（メインフϨー

ム）が中心となり情報を処理していた。1980年代から1990年代はパソコンの普及を受け、クライアント�サー
バー型の情報処理が主流となっていった。2000年代から2010年代にかけてはクラウドコンピューティングが普
及してきた。たͩし、データの流通量が૿加したことや、よりԆの処理をٻめる動きもあり、2010年代ば
以降エッジコンピューティングを活用する動きも出つつある。

ಛ的なのは、流通・処理する情報量の૿加と、コンピューターの処理能力がڝい合うように向上してきた中で、
情報の処理を集中的に行うか、端末ଆで分ࢄ的に行うかはৼり子のように変化してきた点である（ਤද��������）。

イ　19��ʙ��ɿ൚用機ʢϝイϯϑϨームʣのొ
൚用機とは、それまでのコンピューター（電子計ࢉ機）

がಛ定の用途（例えば、事務処理、Պֶ技術の研究開発）
別であった中で、様々な用途に使用可能なコンピューター
を指すものであり、1964年に登場したIBMのS:ST&M� 
360＊40がその始まりとされる。ಛとしては、集ੵճ࿏

（IC）を利用したこと、ݐ築用ޠであった「アーキテク
チϟ」の概೦を取り入れ設計ࢥ想や概೦的な構造を定ٛし
たこと、マイクロ・プログラム方ࣜによりハードウェアの
みのアップグϨードを可能にするとともに大型からখ型ま
で多様なラインナップが実現したこと、入出力のイン
ターフェースを標準化したことで多様な周ล機器が登場し

ਤද�������� ใγスςϜのਐԽͱมભʢूத͔ܕ͔ܕࢄʣ

���0年ʙ ���0年ʙ 2000年ʙ 20�0年ʙ
ूதίンϐϡーテΟンά ࢄίンϐϡーテΟンά

Ϋϥυ

ूதίンϐϡーテΟンά ࢄίンϐϡーテΟンά

Ϋϥυ൚༻ػ サーό

ωοト
ϫーΫ

ωοト
ϫーΫ

ωοト
ϫーΫ

Τοδ
αーό

Τοδ
αーό

すてのσーλ保・ॲཧूத େنなσーλ保・ॲཧूத
খنなσーλ保・ॲཧࢄ

େنなσーλ保・ॲཧूத
খنなσーλ保・ॲཧࢄ

େنなσーλ保・ॲཧूத
খنなσーλ保・ॲཧࢄ
Ԇ͕ٻめΒれるॲཧࢄ

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද�������� ϝΠϯϑϨーϜのྫ
ʢ࢜௨�'"$0.������ʢ����ʣʣ

（出య）࢜通)P＊41

＊40	 4:45&./360と͍͏໊に、ࣄॲཧ͔ΒՊֶٕज़ࢉܭ·Ͱ360͋ΒΏる٬ސのχʔζにԠ͑ΒΕると͍͏ҙຯ͕͜ΊΒΕͯおΓ、
ͦΕ͕୯Ұのラインとͯ͠ఏ͞ڙΕた͜と͕、ैདྷのίンϐϡʔλʔとのେ͖ͳҧ͍Ͱ͋ったと͞Εるʢాฤʢ2011ʣʣɻ

＊41	 https://www.fujitsu.com/jp/aCout/pMus/museum/products/computer/mainframe/facom230�50.htmM
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たことが͛ڍられる。
զが国においては、電機・通信機を造していたメーカーの一部が、1950年代からそれͧれコンピューターを

開発していたが、ঃ々にIBM等のւ外企業と技術提携を進めることとなった。

ウ　19��ʙ9�ɿٸなύιίϯのීٴͱクライアϯト�サーόーܕのҠߦ
1981年頃からは、パソコンが急

速に普及し始め、メインフϨームか
らクライアントʗサーバー型への移
行が進み出した。1990年代に入る
と、台数で見たメインフϨームの減
গとサーバーの૿加はݦஶになった

（ਤද��������）。
メインフϨームからクライアント

ʗサーバー型への移行が進んͩ要Ҽ
としては、プロセッサの性能向上

（これにうখ型化や単価の下མも
含Ή）とモジュール化による「オー
プン生産方ࣜ」により、パソコンの
価格下と性能向上が進んͩことが
大きい（ਤද��������）。

個人用খ型コンピューターである
パーソナル・コンピュータ（PC）
は、メインフϨームを単७にখ型化
したものではなく、マイクロプロ
セッサの集ੵ技術の進化により登場
した。

集ੵ技術の進化については、ඍࡉ
化に加え、1960年代当時、日本計
器ൢച（後のビジコン社）が電ࢉ
向けにインテルと共同開発したੈք
初の1チップマイクロプロセッサ＊42

が෬線となっており、様々な電の
多様な機能の要ٻに応じてその都度
ճ࿏設計を行うことは非効率である
ことから、ハードウェアとしての集
ੵճ࿏を共通にし、ソフトウェアで
機能を変えるߟえ方がPC用のマイ
クロプロセッサでも取り入れられた。

また、1981年、IBMがPC市場に参入した際、モジュール化による「オープン生産方ࣜ」を࠾用したことはそ
の後のコンピューター産業の構造を大きく変えるきっかけともなった。

IBMがPCの開発・造で「オープン生産方ࣜ」を࠾用したのは、進出ܾ定からൢച開始までの期間が1年と限
られていたためであり、当時同社の伝౷であった内にこͩわらͣ、マイクロプロセッサ、基本ソフト（OS）な
ども外やطを࠾用したことで、部間のインターフェースを౷一することで៛密なすり合わせなしに分業
と期間での開発・造を可能とした。

当時メインフϨームも含Ήコンピューター市場でѹ的なシェアを有していたIBMが「オープン生産方ࣜ」で

ਤද�������� ϝΠϯϑϨーϜٴͼサーόーのࠃग़ՙ

ϝインϑϨームʢ࣠ࠨʣ αーόʢӈ࣠ʣ
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＊42	 *nteM	4004
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PC市場に参入した結果、それまで各社各様であった周ล機器やソフトウェアが1980年代લに標準化された。
この結果、ベンμー間のڝ૪が促進され、IBM社以外からも様々なޓ換機が登場したことで、新たなध要が生ま
れ、更なる供څଆでのڝ૪や高性能化・྿化が進んでいった。

一方、ઐ用の端末・ソフトウェアを用いる൚用機は、複数のPCを活用することに比べて導入・運用コストが割
高となり、LAN技術の発展とも૬まって、主にPCを活用する形でクライアントʗサーバー型への情報システム
への移行が進んͩ。

コンピューターの利用は拡大したものの、メインフϨーム市場の者であったIBMも、次のPC市場のシェアは
下མ向にあったことがಛචされる。その流れは、1995年にマイクロソフトがOSのWJOEoXT95を発ചしたこ
とがܾ定ଧとなり、PC市場はさらに拡大し、ڝ૪が進んͩ（ਤද��������）。

もう1つಛචされる点として、コンピューターの
利用は1990年代に急拡大したが、その主な要Ҽは
技術的な進化よりも「技術革新の社会化」＊43にある
点である。インターネットやコンピューターに関す
る要素技術は、1960～70年代に概Ͷ実用化されて
おり、ムーアの法ଇ等による性能向上はあったもの
の、1990年代に進化が急速に加速したわけではな
い（ਤද��������）。供څとध要とがあいまった結
果として利用が拡大しており、ಛにその向はถ国
においてݦஶであった（詳ࡉは第2߲及び第2અで
આ明）。

ਤද�������� 1$のੈքग़ՙͱ*#.のγΣΞ
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ਤද�������� $16ΫϩοΫपのਐԽ
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＊43	ࣰ㟒জʢ2019.03.12ʣ「「("'"࣌」のྲྀݯͲ͜に͋るʁ	զʑ͍ͭใ社会స͠た͔	ࣰ㟒জڭतのインフΥϝʔシϣンɾΤί
ϊϛʔʢ10�ʣ」Ϗδωスʴ*5ɹʢhttps://www.sCCit.jp/articMe/cont1/36104ʣ
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Τ　2���ɿクラウドίϯϐューティϯάのීٴ
2000年代後からは、ੈք的にクラウドコンピューティングの普及が始まった。クラウドコンピューティング

とは、ถ国国立標準技術研究所によると、「共用の構成可能なコンピューティングリソース（ネットワーク、サー
バー、ストϨージ、アプリケーション、サービス）の集ੵに、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワー
ク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、࠷খ限の利用手続き又はサービスプロバイμとのやりとり
で速やかに割当てられ提供されるものである。」＊44とされる。また、単に「クラウド」とݺばれることもある。情
報システムとしてクラウドコンピューティングの利用が広がる中で、従来の企業内に構築する൚用機やクライアン
トʗサーバー型の情報システムは、「オンプϨミス」とݺばれている。

クラウドコンピューティングは、大別すると「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」に分かれる。
パブリッククラウドは、不ಛ定多数の利用者を対象として広く提供されているクラウドサービスであり、ANB[oO
のAWSやMJDSoToGUのA[VSe等がこれに当たる。プライベートクラウドは、さらにϗスティング型プライベート
クラウド及びオンプϨミス型プライベートクラウドに分かれ、લ者はパブリッククラウドの環境内に٬ސઐ用のク
ラウド環境を構築・提供するサービス、後者は٬ސの自社内に構築されたクラウド環境である。

クラウドコンピューティングがզが国でを集め始めたのは、2009年頃からである。ᴈ明期にあってはシス
テムμウンなどのো害が度々発生したほか、クラウド上に重要なデータを保ଘすることに᪳する企業もあった
が、2010年代ばには信པ性も格段に向上し、զが国のۚ融機関もパブリッククラウドを利用するまでになった。

パブリッククラウド及びϗスティング型プライベートクラウドに関しては、自社で情報システムを構築する場合
と比べ、必要なときに必要な量ͩけリソースを利用できることといったメリットがあり、信པ性も向上したこと
や、さらに後ड़のとおり、データ流通量の૿大ともあいまって、クラウドコンピューティングの市場規模は拡大
し＊45、利用率も上ঢ向にある。

Φ　2�1�ޙʙɿΤッδίϯϐューティϯάのొ
たͩし、クラウドコンピューティングの普及が進み用途が拡大するにつれ、ճ線コストやճ線へのෛՙ、クラウ

ドがμウンするリスクやサイバーܸ߈のリスクが題になるとともに、リアルタイムな情報処理が要ٻされる場໘
も出てきた。そこで、2010年代ば以降、必要な一部の情報処理を端末にۙいネットワークの周ล部（エッジ）
で行うエッジコンピューティングがされ各社で取組が行われている。

2 I$5ͷൃలɾීٴʹΑΓۀ࢈ͲͷΑ͏ʹมԽͨ͠ͷ͔
デジタル経࢙ࡁとしての平成時代を「産業」にணしてৼりฦる場合、ICTの供څに関わる産業（以下「ICT

産業」という。）の動向と、様々な産業におけるICTの利用の動向の方を見る必要がある。他方、これらの動向
は、いͣれも平成時代に始まったものではなく、大きな変化をଊえる上ではত和時代、更にはそれ以લも含めてৼ
りฦる必要がある。この観点から、平成時代に至るまでの動向も交えつつ、産業の変化を概観する。

1960年代から70年代にかけ、զが国では当時としてはੈք的にも先進的なICTの利用がみられ、これらがま
たICT産業の発展にもつながっていった。また、1970年代から80年代にかけては、「電子立国」ともশされたと
おり、ICT産業の中でも造業（以下「ICT関連造業」という。）は、自動ं産業と並んでզが国の経ࡁを主導
する産業であり、ੈք的にも大きなଘ在ײを示していた＊46。

しかしながら、1990年代以降は、インターネットの登場やモバイル技術の発展によりICTが更に大きな可能性
をもたらすようになった中で、զが国はॾ外国と比較してICTの利用による経ࡁ成へのݙߩはいਫ準にとど
まり、ಛに2000年代以降はICT関連造業もかつてのଘ在ײを失っていった。

本߲では、このような流れについて概観する。

＊44	 1eter	.eMM	5imothy	(rance	ಠ立ߦ๏人ใॲཧਪਐߏػ༁ʢ2011ʣ「/*45にΑるΫラυίンϐϡʔテΟンάのఆٛ」
	 ʢhttps://www.ipa.go.jp/pMes/000025366.pdfʣ
＊45	۩ମతͳୈ2અୈ1߲ࢀর
＊46	ଜ٢༤ʢ2014ʣh ి子立ࠃͳͥམ͠た͔ʱ
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զ͕ࠃʹ͓͚Δʮۀ࢈ͷใԽʯ�
まͣ、զが国における「産業の情報化」＊47すなわち様々な産業におけるICTの利用の動向についてৼりฦる。

なお、ICTを利用する産業について、ここではલड़の「ICT産業」（ICTの供څに関わる産業）との対比の観点か
ら「ICT利用産業」とݺぶ。

ア　19��ʙ��ɿੈքにઌ͚ͯۦΦϯライϯシステムΛ構ங
σʔλ௨৴ʹΑΔΦϯϥΠϯγεςϜͷՄੑΛࣔͨ͠����౦ྠޒژ

1964年に開催された東京ྠޒは、զが国においてオンラ
インによる「産業の情報化」が進んでいくきっかけとなった。
具体的には、日本IBMが当時ւ外には例のなかった通信ճ
線を使用したオンラインシステムを構築し、30か所以上の
技場に置かれた端末からプϨスセンターにリアルタイムでڝ
記を配信した。これにより、コンピューターと通信とをつ
ないͩデータ通信の可能性が広く知れ渡ることとなった。

同じ1964年には、当時の日本国有మ道（国మ）が、࠲੮
༧約システム「MARS（マルス）101」を稼動しており、こ
の国మのシステムとどちらがੈք初なのかという点について
は議がある＊4�。いͣれにせよ、通信ճ線を使用したデー
タ通信によるオンラインシステムは、զが国がੈքに先ۦけ
て構築したものであった。

ෳͷڌؒͰେنͳใͷΓऔΓΛۀ͏ߦքɾۀاΛத৺ʹΦϯϥΠϯγεςϜͷߏங͕ਐΉ
東京ྠޒのཌ年の1965年には、当時の三Ҫۜ行がオンライン・バンキング業務を開始し、以後各ۜ行において

オンライン化の動きが進んͩ。また、1968年には全国地方ۜ行協会のҝସ交換システムである「地ۜ協システム」
が稼動を開始した＊49。ۜ行以外のۚ融業について、野村ᨽ݊では1955年に日本初の実用用コンピューターを導
入していたが、1970年には証݊業քで初の大規模オンラインシステムである、「第一次総合オンラインシステム」
を完成させた。ۚ融以外の産業においても、例えば1968年に、流通業の日本通運がコンピューターによるオンラ
イン網を開通させた。

このように、東京ྠޒの後、日本各地に事業所を有する等により複数のڌ点間で大規模な情報のやり取りを行う
必要性のある業ք・企業を中心に、オンラインシステムの構築が進んでいった。このほか、1968年に当時の新日
（現日本మ）の܅津మ所で生産管理にલड़の൚用機（IBMのSZTUeN�360）が導入される等、業務で高度

ਤද������� ����౦ژΦϦϯϐοΫͰ活༻͞
ΕͨΦϯϥΠϯγスςϜ

（出య）日本IBM提供資ྉ

＊47	ࣰ㟒জʢ2014ʣh インフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʱ1.64にお͍ͯ、「ۀ࢈のใ化」と、༷ʑͳۀ࢈Ͱใにؔ࿈͠た࿑ಇதؒ
ೖ͕૿Ճ͍ͯ͘͜͠とと͍ͯ͠るɻ

＊4�	ాय़人ฤʢ2011ʣh ຊのใ௨৴࢙ۀ࢈ʱ1.6�Ͱ、「Ϛϧス101ίンϐϡʔλʔと௨৴Λ݁ͼ߹Θͤたֵ৽తͳシステムͰ͋った
ると、ίンϐϡʔλʔと௨ྀ͢ߟछのインύΫτと͍͏໘Λۀమ͕ࣗલͰෑઃ͍ͯ͠るమಓిΛ利用͠たと͍͏、ͦͯ͠、ଞࠃ、͕
৴のຊの出会͍、ʢத略ʣ「౦ژΦϦンϐοΫɾシステム」の·ͰたͳけΕͳΒͳ͔った」とड़͍ͯるɻ

＊49	ैલのΦンラインシステムಉҰۜߦにݶΒΕるのͰ͋った͕、͜のΦンラインシステムຊશࠃに͢ࡏࢄる63のํۜߦのӦۀॴ
とࢧళΛ௨৴ճ線Ͱ݁ͿのͰ͋ったɻͦΕ·Ͱ、ԕִに͋るళฮؒͰିआのܾࡁΛ͏ߦ߹に、ாථにૹֹۚおΑͼૹۚઌの口࠲ͳ
ͲのใΛ҉߸化͠た͏͑Ͱهೖ͠、ͦΕΛ郵便ຢిใͳͲΛ用͍ͯԕִに͋るళฮૹ͍ͯ͠たɻΦンライン化にΑっͯॴཁؒ࣌
ిใͰ2ʙ3ؒ࣌、郵便Ͱ2ʙ3͔͔っ͍ͯたの͕30ඵఔにॖ͞Ε、҉߸化とղಡのۀ࡞、郵便ຢిใͰૹる͕ۀ࡞ഇ͞ࢭΕたɻ
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な計ࢉを必要とする業種の大企業において「産業の情報化」が進展した。
ใγεςϜ෦ͷൃలͱࢠձࣾԽ
「産業の情報化」が進Ή中で、企業において情報システムの導入や運営に関する業務量が૿加し、従来は「機ց

計ࢉ係」といった位置付けであった情報システム部は、課、更には部のϨベルにまで強化されることとなった。
ಛ に、1960年 代 後  か ら は、 経 営 管 理 に 情 報 を 活 用 す る た め の シ ス テ ム で あ るMIS（MBOBHeNeOU 
IOGoSNBUJoO SZTUeNɿ経営情報システム）がされる等により、情報システム部に経営を支える役割が期待
されるようになったとされる＊50。

同時に、情報システム部を子会社として外部化する動きも出てくることとなった。例えば、1966年には、野
村ᨽ݊の電子計ࢉ部が分・ಠ立して野村電子計ࢉセンター（現野村総合研究所）となった＊51。また、1973年に
は、大和運༌（現Ϡマトϗールディングス）のコンピューターࣨが分・ಠ立してϠマトシステム開発となった。
このような動向のഎܠには、コストઅ減、要員管理からの解放、スϖースの有効活用等があったとされる＊52。

また、情報システム部のಠ立は、後ड़する「情報の産業化」へとつながることとなった。

イ　19��Ҏ߱ɿ199�͕ϐークͱなΓ情報化ࢿݮগ
ใԽֹࢿʢ໊ʣͰݟΔݶΓɺฏ࣌ʮۀ࢈ͷใԽʯ͕΄΅ఀ

1980年代には、ICT利用産業による「産業の情報化」は更に進展し、౷計上でも情報化資ֹの拡大がݦஶに
現れている。しかしながら、1990年代に入ると、バブル่壊にい情報化資ֹは減গし、年代の後にはճ復
したものの、զが国経ࡁのデフϨやハードウェアの性能向上による価格下もഎܠとしつつ、1997年をピークと
してICT利用産業の情報化資ֹ（名）は減গ向となっている（ਤද�������）。

また、情報化資ֹについて、ICT産業も含めて業種別に見たものがਤද�������である＊53。更に、各産業の
付加価ֹについても1990年代以降一部の業種をআき、総じて৳びんでいる（ਤද�������）。

ਤද������� զ͕ࠃʹ͓͚Δ*$5ར༻ۀ࢈のใԽֹࢿʢ໊ʣのਪҠ
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（出య）内閣府国民経ࡁ計ࢉを基に作成

දେ会ൃڀݚࠃશقӦใֶ会200�ळܦ༸子ʢ200�ʣ「ใシステム෦の役割มભ」ށં	50＊
＊51	ଜి子ࢉܭηンλʔ、ଜᨽ݊のূ݊औҾシステム、ࡒ会ܭɾڅ༩ࣄ等のシステムΛ։ൃ͠たɻ·た、ଜᨽ݊のシステムのΈͳ

Βͣ、1972にଛอװجシステムのߏஙɾӡ用Λશ໘डୗ͠たɻ
Ӧใֶ会ʢฤʣʢ2010ʣhܦ	52＊ ใシステムൃల࢙ʱ
＊53	ઐɾՊֶٕज़、ۀࢧԉαʔϏスۀ、ϦʔスۀΛؚΈ、Ϧʔスۀଞ社にϦʔス͢るίンϐϡʔλʔ等ؚ͕·ΕるたΊにใ化ֹ͕ࢿ

େ͖͘ͳっ͍ͯる
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情報化資ֹ（名）で見る限り、զが国経ࡁのデフϨやハードウェアの性能向上による価格下という要Ҽは

ਤද������� զ͕ࠃʹ͓͚ΔۀछผใԽֹࢿʢ໊ʣのਪҠ

ྛਫۀ࢈ ۀ߭
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ۀઃݐ

Էച・খചۀ

ӡ༌・郵便ۀ

॓ധ・ҿ৯αーϏスۀ
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ෆಈۀ࢈
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（出య）内閣府国民経ࡁ計ࢉ

ਤද������� զ͕ࠃʹ͓͚ΔۀछผՃՁֹʢ໊ʣਪҠ

ྛਫۀ࢈
ۀ߭

ۀ物ॲཧغΨス・ਫ道・ഇ・ؾి

ۀઃݐ

Էച・খചۀ

ӡ༌・郵便ۀ

॓ധ・ҿ৯αーϏスۀ

情報௨信ۀ

ۚ༥・保ۀݥ

ෆಈۀ࢈

ઐ・Պֶٕज़、ۀ務支援αーϏスۀ

ެ務

ҭڭ

保݈Ӵ生・ࣾձ事ۀ

そのଞのαーϏス
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（出య）内閣府国民経ࡁ計ࢉ
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踏まえる必要があるものの、զが国の「産業の情報化」は平成時代においてほ΅ఀしたといえる。
また、経ࡁ全体でみても、第3߲で後ड़するとおり1990年頃までは「産業の情報化」の࿑働生産性上ঢへのߩ

。えられるものの、それ以降はそのような効果はे分に生じていない状況にあるߟは大きかったとݙ
ใγεςϜߏஙɾӡ༻ͷ֎෦ҕୗਐΉ

1980年代末から1990年代にかけて、企業は自社の情報システム部で情報システムの構築・運用を行うので
はなく、全໘的に外部企業にҕୗするアウトソーシングをੵۃ的に行うようになったとされる。その要Ҽとして
は、情報システムのコスト削減ѹ力に加えて、一ൠの企業において情報システム開発はコア業務ではなく、自社の
本業を重ࢹするべきというߟえ方がࠜ強かったことが指ఠされている＊54。伝౷的に自લ主ٛが強いとされてきた
զが国企業にあって、情報システム関係業務についてはੵۃ的なアウトソースの対象となってきたことは、ಛචす
べき点であろう。

このような動向が、第2અでみるとおり、受ୗ開発型が中心というզが国のಛ的なICT資の࢟、そして第2
ষ第3અでみるようなICT人材のICT企業へのภ在につながっていったとߟえられる。また、外部ҕୗが進んͩ
ことは、ҕୗ元企業の情報システム部に情報システムの構築・運用に関わるノウハウやスキルがੵされない、
ҕୗ先企業のબ定をޡると企業活動の遂行にとって大きなリスクになるといった課題が生じるようになったことも
指ఠされている＊55。

平成30年൛情報通信ന書においても指ఠしているとおり、ICT資が効果を発شするためには、業務改革や企
業組৫の改ฤ等を合わせて行うことが重要とされている。外部ҕୗへのґଘにより、ಛに非造業において、この
ような業務改革等をわないICTの導入がे分な効果を発شできͣ、そのことが企業のICT資をੵۃ的なもの
にしなかった可能性がある。
ਤද������� ࣄのใԽʹؔ連͢Δओなग़དྷۀ࢈

ຊࠃのಈ͖ ւ֎のಈ͖
ओʹຊࠃのಈ͖

56＊ۀड़هΔのΛؔ͢ʹ૪ྗڝ ӡ༌ۀ ۚ༥ۀ ͦのଞのۀ࢈

���0
年

・�����年、ࣸ࢜ਅϑΟϧ
ム͕ൢചݿࡏオンライ
ンシステムをՔಇ

・�τϤλ自ʢݱτϤλ自ಈ
ंʣオンラインでみཱ
てのंの生ࣔࢦ࢈をす
る"-Cʢ"MM-JOF�CPOUSPMʣ
をՔಇ

・�మ߯ۀで生࢈ཧにίン
ϐϡーλーをຊ֨ಋೖ開࢝
��ʢ����年にૢۀを開࢝し
た৽܅మॴにI#.
の4ZTUFN���0ಋೖ＊57ʣ

・����0年国మ、࠲੮予シ
ステムʮ."34ʯՔಇ開࢝

・�����年௨、ίンϐϡー
λーにΑるオンラインを
開௨

・�����年௨、全国オンラ
インを成

・�����年ࡾҪۜߦオンライ
ン・όンΩンάۀ務開࢝

・�����年ʢגʣଜిܭࢠ
算ηンλーઃཱʢ���2年
にଜίンϐϡーλシステ
ムʢגʣに໊ࣾมߋʣ

・�����年全国地方ۜڠߦձ
のҝସ交システムʮ地ۜ
࢝システムʯ開ൃ開ڠ
����年Քಈ

・�����年ߦۜ࢜ʢݱみͣ΄
支店で普௨༬ۚࠇʣߦۜ
オンラインシステム͕Քಇ

・�����年ʮ౦ژオϦンϐο
Ϋ・システムʯにΑるٕڝ
σーλදࣔのためのオンラ
インԽʢI#.ʣ

・�����年  ຊ ์ 送 ڠ ձ
ʢ/),ʣ͕ࢀӃબ開ථ報
でબ定にίンϐϡー
λー用＊5�

・�����年ηίム、ຊॳの
オンライン҆全システム
ʮ41Ξラームʯを開ൃ＊59。

・�� � � �年、I #.͕.0 4
ʢ.BOBHFNFOU�0QFSBUJOH�
4ZTUFNɿඪ४ܦӦཧ方
ࣜʣをൃද。ۀのίン
ϐϡーλーԽのྺ࢙上Τ
ϙοΫϝイΩンάなで͖事。
そのޙの生࢈ཧシステム
のܕݪ。

・�� � � �年、I # .͕ 1 I C 4
ʢ1SPEVDUJPO� IOGPSNBUJPO�
BOE�CPOUSPM�4ZTUFNɿ生
情報ཧシステムʣをൃ࢈
ද

���0 ・�τϤλ自ʢݱτϤλ自ಈ
ंʣ、෦のి算Խを進め、
4.4ʢ4QFD J G J D B U J PO T�
.BOBHFNFOU�4ZTUFNɿ
෦දシステムʣとしてج
務を支͑るۀװ

・�����年ϠϚτシステム開
ൃઃཱʢେ和ӡ༌のίン
ϐϡーλ͕ࣨʣ

・�ୈೋ࣍オンラインシステム
ஙߏ

・�����年ڞ௨商ίーυ
ʢόーίーυʣ੍定。ޙの
104Ϩδシステムの普及要
Ҽ

・����0年、ถ国で104Ϩδ
システムのඪ४ൃ͕ػද͞
れる

���0 ・�τϤλ自ಈं、ۀ務ܥ情報
システムの国ࡍԽରԠ、
0"Խを推進＊60

・����2年ϠϚτӡ༌、ۀ務
のすてを৽/&C0システ
ムに౷߹

・�ୈ࣍ࡾオンラインシステム
ஙߏ

・�খചۀに͓͚る104システ
ムのಋೖ、ൃ展

・�ICTを活用したՈఉ向͚η
ΩϡϦテΟαーϏスの開࢝

・�ถ国の用ࡶ՟ۀքେखで、
&C3ʢ&⒏DJFOU�CPOTVNFS�
3FTQPOTFɿICTを活用し
たྲྀ௨システム全体をޮ
Խʣのऔを開࢝

���0 ・����0年  ޙ 、4C.
ʢ T V Q Q M Z � D I B J O�
NBOBHFNFOUɿڅڙ連
ཧʣを活用した物ྲྀの࠷
దԽ͕進めΒれる

・�����年、ϠϚτӡ༌)1で
のՙ物い߹Θͤシステム
開࢝

・�����年、インλーωοτ・
ϗームόンΩンάαーϏス
開࢝

・�&%Iʢ&MFDU SPO JD�%BUB�
IOUFSDIBOHFɿؒۀاσー
λ交システムʣの࣮用Խ

・�����年"-40,、ը૾にΑ
るࢹシステムՔಇ

・�����年ถ国でCI9ઃ ʢཱイ
ンλーωοτの商ۀ利用͕
ຊ֨Խʣ

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

Ӧใֶ会ʢฤʣʢ2010ʣhܦ	54＊ ใシステムൃల࢙ʱ
Ӧใֶ会ʢฤʣʢ2010ʣhܦ	55＊ ใシステムൃల࢙ʱ
෦会ฤʢ2010ʣhڀݚಛઃ࢙Ӧใֶ会ใシステムൃలܦ	56＊ ໌の*5ܦӦのたΊのใシステムൃల࢙ɹ૯߹ฤʱઐमେֶ出൛局
＊57	 https://www.iCm.com/downMoads/cas/63813%"+ɹhttp://www.nssmc.com/works/kimitsu/aCout/history.htmM
＊5�	 +*1%&$ʢ2017ʣ「ใ化のਐలと+*1%&$のาΈ」ʢhttps://www.jipdec.or.jp/MiCrary/archiWes/u71kCa000000eMy0�att/jipdec50th.pdfʣ
＊59	ηίムɹ)1ɹʢhttps://www.secom.co.jp/corporate/Wision/history.htmMʣ
＊60	τϤλࣗಈंɹ)1ɹʢhttps://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/data/company_information/personneM/information_systems/

Cusiness_data_processing_systems.htmMʣ
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զ͕ࠃʹ͓͚Δʮใͷۀ࢈Խʯ�
次に、զが国における「情報の産業化」＊61すなわちICT産業の動向についてৼりฦる。

ア　௨৴ۀࣄΛ֩に͕ͨͬզ͕ࠃの*$5ۀ࢈
ຊి৴ిެࣾΛத৺ͱ͢ΔʮϑΝϛϦʔʯͷܗ

զが国では電信が1869年、電話が1890年に開始され、国営・ಠ事業として展開された。電話の利用は現代
の電気通信事業と比較すると限られた規模であったものの、ੵۃ的にネットワークの拡大が行われた。
ਤද������� ����のిサービスൢചঢ়گ

 Ճೖऀ૯
���0 ���
���� �2�
���2 ��0�
���� 2��2
���� 2���
���� 2���
���� �2�2
（出య）ా人ฤ（2011）h 日本の情報通信産業࢙ʱ

ਤද������� ����ࠒのిՃೖऀ૯

 Ճೖऀ૯
���� �0�2��
���� �����2
���� ��02��
���� �0��2�2
���0 �2���0�
���� ����00�
���2 ���00��
（出య）ా人ฤ（2011）h 日本の情報通信産業࢙ʱ

1890年の電話事業の開始当初、電話機はԭ電機工場（現ԭ電気工業）が造したが、交換機はถ国ウェスタ
ン・エϨクトリック（W&）社からの༌入を使用していた。その一環として、W&社と同社の代理人を務めてい
たؠਨにより、1899年に日本初の外資系企業として日本電気（N&C）が設立され、W&社の保क等を
行った。他方、交換機の国産化の動きもあり、ԭ電機工場が国産交換機の造に成ޭしたほか、日本電気も自社
の開発という方針に転換した。また、1923年には、ݹՏ電気工業とドイπのシーメンス社の資本・技術提携に
より、࢜電機造＊62（現࢜電機）が設立された。同社は1933年に電話部の所管業務を分し、࢜通信造

（現࢜通）が設立された。
第二次ੈք大戦後の1952年には、旧చ信省の電信電話事業の流れをҾき継͙形で日本電信電話公社（現NTT）

が発した。日本電信電話公社は、加入電話のੵ解消、全国自動ଈ時化を二大標として、インフラの整備を進
めていった。この中で、日本電信電話公社が通信機器の様を提示し、લड़の日本電気、ԭ電気工業、࢜通や日
立作所等がその設計・造を行うという役割分担が確立していき、これらメーカーは「電電ファミリー」とݺば
れるようになった＊63。

このほか、電話Ս設を迅速に進めるため、後に通信ݐ設会社とݺばれる企業の組৫化も行われた。1952年には、
日本通信ݐ設（現日本コムシス）が全国初の線࿏・機ց・伝送無線各1ڃ業者として日本電信電話公社から資格認
定を受けた。1958年には、全国各地の通信ݐ設工事会社を会員会社として、社団法人電信電話工事協会（現情報
通信エンジニアリング協会）が発した。

1985年には、日本電信電話公社の民営化により日本電信電話ࣜג会社（NTT）が発するとともに、いわΏる
通信自由化が行われ、通信市場においてはNTTを含Ή複数の事業者がڝ૪する体制となった。これにより、զが
国の電気通信事業は、様々な事業者による活発なڝ૪を通じ、人々の利便性を高めるサービスを生み出しながら、
大きく発展することとなった。他方、通信事業者を中心とする「ファミリー」のような組みについては、その後
もҾき続きっていたとされる＊64。
௨৴͔ثػΒίϯϐϡʔλʔ

通信機器を造する「電電ファミリー」のメーカーを中心に、コンピューターの開発に向けた動きも出てきた。

＊61	ࣰ㟒জʢ2014ʣh インフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʱ1.64にお͍ͯ、「ใのۀ࢈化」と、「ۀ࢈のใ化」にっͯใؔ࿈のαʔϏ
スఏ͕ڙಠ立͠たۀ࢈Λܗ͠ൃల͍ͯ͘͜͠とと͍ͯ͠るɻຊ߲Ͱओにใのۀ࢈化にؔͯ͠、௨৴ۀ、௨৴ؔ࿈ݐઃۀ、ใ௨৴ؔ
࿈ٴۀͼใαʔϏスۀの͢څڙるใ௨৴ؔ࿈のࡒɾαʔϏスにண目͍ͯ͠るɻ

＊62	ಉ社の社໊の༝དྷ、ػి࢜ʢגʣの社໊の༝དྷͰ͋る、ݹՏの「f」とυイπのシʔϝンスの「4」ΛΈ߹ΘͤたのͰ͋るɻ
/o.6	7oM.44	.aga[ine	ढ़༤ʢ2003ʣ「ిిެ社のίンϐϡʔλ։ൃ」*14+	ɹቫɾদӬాށ	63＊	1631�639
	 ʢhttp://museum.ipsj.or.jp/guide/pdf/maga[ine/*14+�.(/440612.pdfʣ
＊64	ྫ͑、フΟʔνϟʔフΥン࣌のܞଳిの։ൃにお͍ͯ、௨৴ۀࣄ者͕ओಋ͢るݟ͕ܗΒΕたɻ
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また、日本電信電話公社自も、交換機やྉۚ計ࢉ等に使用することをࢹ野に1953年からコンピューターの研究
にண手した。このように、多くの日本のメーカーのトランジスタࣜコンピューターの開発動機が通信機あるいは交
換機にあったことはにするとも指ఠされている＊65。
4IFSͷొͱಠࣗͷൃల

લड़のとおり、1960年代から70年代にかけて、ICT利用産業において情報システム部を子会社化する動き
が現れた。また、コンピューターの造を行っていたメーカーも、情報システムの構築・運用の事業へと参入して
いった＊66。更に、日本電信電話公社も、࢜通等との協力により、1966年から全国地方ۜ行協会のオンラインシ
ステムの開発を行うとともに、1967年にはデータ通信本部（現NTTデータ）を設置し、この事業への進出を本
格化させた。このほか、社においても、ւ外から༌入した情報通信機器ൢചをى源として次第に計ࢉ機の時間貸
し業務やソフト開発や保क等も手がけつつ、情報システム子会社を設立する動きが見られた。例えば、1969年に
は住コンピューターサービス（現SCS,）が、1972年にはҏ౻データシステム（現ҏ౻テクノソリュー
ションζ）が設立された。

1980年代以降も、例えば1980年に新日（現日本మ）が子会社として日コンピュータシステム（現日మ
ソリューションζ）を設立するとともに、1988年には情報システム部との౷合を行った。また、લड़した
1980年代末から1990年代にかけての情報システム関連業務の外部ҕୗの拡大の中で、情報システム部の子会
社化の動きが進展した。

これにより、情報システムの構築・運用を主な業務とするシステムインテグϨーションという業態が成立するこ
とになった。զが国において、この業քにଐする個別の事業者（システムインテグϨーター）は、SIeS（エスアイ
Ϡー）という和ӳޠでݺばれることも多く、国際的にはಠಛの構造を取っているとされる。

その一つが、受ୗ開発型中心の情報システム開発である。第2અで見るとおり、例えばถ国においては一ൠ的な
パッケージソフトの利用が多いものとなっているが、զが国においては、企業が情報システム構築をSIeSに外部
ҕୗする中で、各企業における業務フローや社内จ化等に合わせた形でソフトウェアを開発することが多いとされ
ている。

もう一つのಛが、多重下請構造とݺばれるものである＊67。具体的には、企業が情報システム関連業務を外部
ҕୗする際に、接的にはプライマリーとݺばれる大手のSIeSにҕୗし、プライマリーは更にセカンμリーとݺ
ばれるSIeSに、そしてセカンμリーは更に他のSIeSにという෩に次々と業務をҕୗする多重構造となっていると
いうことを指す。このような組みは、新規システム開発Ҋ݅数の変動等により、その時々で変化する業務量に合
わせた人員の確保・調整を行うことを可能とするものとされる。

ਤද������� γスςϜ։ൃۀاのଟॏෛߏ

٬ސ
ۀا

システム開ൃを֎注
/TTσーλ・CTC・TI4
ίンαϧ4ܥIFS
ϝーΧー4ܥIFS
େख4IFS

࣍�請͚のάϧーϓձࣾ
தݎのಠཱ4ܥIFS

தখ4IFS

͚࣍�

͚࣍�

͚࣍�

（出య）QBJ[B開発日ࢽ

ਤද������� ଟॏԼ͚ߏͱ։ൃϓϩηスのରԠ

要݅
定ٛ

ຊج
ઃܭ

ࡉৄ
ઃܭ

開ൃ
࣮

ಈ࡞
ݧࢼ

ຊ൪
Քಈ

٬ސ
ۀا

͚࣍�

͚࣍�

͚࣍�

ຊج
ઃܭ

ࡉৄ
ઃܭ

開ൃ
࣮

ಈ࡞
ݧࢼ

ϓϩδΣΫτϚωδϝンτ

ϓϩδΣΫτ
Ϛωδϝンτ

（出య）QBJ[B開発日ࢽ

＊65	ా人ʢ2011ʣh ຊのใ௨৴࢙ۀ࢈ʱ1.45
＊66	 1974に、ຊిؾʢגʣใॲཧσʔληンλʔຊ෦͔Βಠ立ͯ͠、ຊిؾใαʔϏスʢגʣʢޙの/&$ωΫαιϦϡʔシϣンζʣ

͕ઃ立͞Εたɻ
＊67	ాʢ2011ʣ、「ۜΦンラインɾシステム։ൃにお͍ͯ、ిిެ社、利用者Ͱ͋るۜڠと͠߹͍、༷ΛܾΊ、࢜௨にൃ͠、

ͦͯ࢜͠௨、ిిެ社と࢜௨のٕज़者にΑっͯϓϩδΣΫτΛฤ͠、ͦの༷に͠た͕っͯシステムΛ։ൃ͍ͯ͠たɻʢ略ʣిిެ社
͕、Ϣʔβʔ͔ΒཁٻΛฉ͖औΓ、ͦΕΛઃ༷ܭॻに·とΊ、ͦの༷ॻにԊっͯԼけۀ࡞͕ۀاΛਐΊるɻ͕͠ੜ͡た߹に、
ઃ༷ܭॻに立ͪΓղܾ͢ると͍͏のͰ͋ったɻͦのख๏、ݱຊのιフτΣΞۀ࢈における/55σʔλ、࢜௨、立、͋る͍
ຊిؾͳͲΛと͠たԼߏΛͤ͞ىるɻʢ略ʣຊষにお͍ͯࢦఠ͠た͍、ిిެ社とのऔҾ͔Β、ຊిؾおΑͼ࢜௨ͳͲ
͕ͦのख๏Λֶश͠、ͦΕΛシステム։ൃにదԠͯ͠ల։͠たのͰͳ͍ͩΖ͏͔、と͍͏͜とͰ͋るɻͦの݁Ռ、ຊのιフτΣΞۀ࢈
のԼߏΛܗ͠たのͰͳ͍͔、と͍͏͜とͰ͋るɻ͔͠͠ͳ͕Β、͜のに͍ͭͯࢦఠ͢るにཹΊ、ޙࠓのڀݚ՝と͠た͍ɻ」と͠
͍ͯるɻ
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このようなビジネスモデルにあって、提供するシステムの質ではなく、Կ人がどの͙らいの時間をかけてシステ
ムを構築したかでྉۚが設定される、「人月ച」とݺばれるような࿑働集約的な産業となっているとされてい
る＊6�。このことは、情報システムに関するզが国企業の国際的なڝ૪力にもӨڹしているとߟえられる。

イ　զ͕ࠃの*$5ؔ࿈ۀΛ८るม化
I$5ؔ࿈ۀɺত࣌ͷʮిࠃཱࢠʯ͔Βฏ࣌ʹେ͖͘ॖখ

զが国のICT関連造業の生産ֹ、༌出ֹ、༌入ֹ等＊69の推移を概観すると、1985年頃までは、生産ֹ・༌
出ֹ共に૿加向にあり、「電子立国」ともশされるほどであった。いわΏるプラβ合ҙが行われた1985年以降
は、急速な円高もഎܠに、生産は一時期をআいてҾき続き૿加向にあったものの、༌出の૿加は減速することと
なった。そして、2000年代に入ってからは生産ֹが減গ向に転じ、年代後には༌出ֹも減গ向となった。
他方、༌入ֹについては、インターネットが普及し始めた1990年代後から大きく૿加し、2013年には༌出 ・ֹ
༌入ֹのٯ転により易収支もࣈに転じている（ਤද��������）。

このうち通信機器をみると、元々生産ֹに比べて༌出ֹは大きいものではなく内ध主導の産業であったといえ、
1990年代ばまでは一時期をআき生産ֹは૿加向にあった。しかしながら、インターネットの普及が開始した
1990年代後から減গ向に転じ、2000年代に入ってからは急速にॖখしている。また、2000年代後からは、
スマートフォンの登場をഎܠに༌入が急ܹに૿加している（ਤද��������）。

ਤද�������� ࢧध・༌ग़・༌ೖ・қऩ・࢈の生ۀ࢈ࢠి

ʵ�
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���0 ���� ���0 ���� ���0 ���� ���0 ���� 2000 200� 20�0 20��

༌ग़ ༌ೖ 生࢈ ध қऩ支

ʢஹ円ʣ

（出య）電子情報技術産業協会（J&ITA）提供資ྉ（経ࡁ産業省機ց౷計、財務省易౷計を集計）を基に作成

＊6�	զ͕ࠃのใシステム։ൃΛ८る՝に͍ͭͯ、ྫ͑ۀ࢈ࡁܦলʢ201�ʣ「%9Ϩϙʔτ」にお͍ͯৄ͘͠ࢦఠ͍ͯ͠るɻ
＊69	۩ମతに、「ຽੜ用ి子ثػ」、「ۀ࢈用ి子ثػ」、「ి子෦ɾσόイス」のੜֹ࢈等Λू͍ͯ͠ܭるɻ
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มԽͳͥͨͬ͜ىͷ͔
このように、平成時代にはত和時代の「電子立国」の࢟は大きく変することとなったが、変化はなͥىこった

のͩろうか。
まͣ、1985年が一つのターニングポイントであることを踏まえると、ಛに༌出໘については、プラβ合ҙ以降

の急ܹな円高等をഎܠに、զが国の企業が生産ڌ点をւ外に移す流れが強まったことがߟえられる。これにより、
例えばւ外で現地生産を行い国内に༌入を行う形となると、易収支はࣈになる。たͩし、易ࣈは各企業又
は一国にとってちに題となるものではなく、զが国の企業が出資したւ外子会社からの配当ۚ等は、国際収支
上第一次所得収支に計上されることにཹҙが必要である。

次に、1990年代後も一つのターニングポイントであることを踏まえると、インターネットの普及開始が͛ڍ
られる。ಛに、通信ネットワークにおいては、લड़したPSTNからIPネットワークへの移行が始まり、これまで
国産中心であった交換機等が、ւ外中心のルータ等に代ସされていくこととなった。

更に、લड़したような通信事業者を中心とする「ファミリー」体制が、ಛに通信機器においてはզが国のICT
関連造業によるւ外展開をੵۃ的なものとしなかったという見方がある。例えば、携帯電話端末については、
メーカーは通信事業者という安定的な大口٬ސがଘ在する中でւ外展開の必要性がബかったことや、通信事業者の
ҙ向に応じた機能等の開発を行うことでがզが国にಛघなものとなったこと等が指ఠされている＊70。現在で
は、多くのメーカーが携帯電話端末造からఫୀするとともに、2000年代後からはւ外のスマートフォンの
༌入が急૿している。

その一方で、より構造的な題をݪҼとする見方がある。村（2014）は、20ੈل後以降のੈքのICT産業
にىこった構造変化として、4つのѹ力を͛ڍている。すなわち、①導体集ੵճ࿏は、ムーアの法ଇによる価格
下ѹ力をもたらす、②プログラム内ଂ方ࣜは、付加価の源ઘをソフトウェアに移す、③プログラム内ଂ方ࣜで
は処理の対象も手続もデジタル化される、④インターネットは、企業間取Ҿコストを下͛、分業を促進するとして
いる。そして、「電子産業のਰୀは日本ಛ有の現象」＊71とした上で、「4つのѹ力に日本企業は対応せͣ、伝౷的ਨ
౷合と自લ主ٛに立てこもった。これこそがਰୀݪҼの本質」と指ఠしている。

ਤද�������� ௨৴ثػの生ֹ࢈ɺ༌ग़ֹɺ༌ೖֹ
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ʢஹ円ʣ

（出య）経ࡁ産業省機ց౷計、財務省易౷計

＊70	ྫ͑、ढ़Ұʢ2006ʣ「ܞଳిۀ࢈のڝࡍࠃ૪ྗڧ化のಓےʵέʔλイେࠃຊ͕͢るੈքતの*$5ੜଶܥ」͕͋るɻ
＊71	たͩ͠、௨৴ثػۀに͍ͭͯ、ւ֎にお͍ͯ、ถ5�5"ࠃのثػ෦にྲྀݯΛͭ࣋ϧʔηンτɾテΫϊϩδʔ͕2006にフラ

ンスのΞϧΧテϧと߹ซ͠た2016、ޙにフΟンランυのϊΩΞにങऩ͞Εると͍ったಈ͖͕͋るɻ
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第2ষ第1અでड़べるとおり、デジタル経ࡁの進化によるコスト構造の変革等にい、のモジュール化とグ
ローバルな分業が進展している＊72。ICT関連造業においても、の企画・設計のみを行うファブϨス企業と、
機器の受ୗ生産を行う&MS（&MeDUSoOJDT MBOVGBDUVSeJOH SeSWJDe）＊73の分化が͛ڍられ、AQQMeのJPIoOeは
この構図を有効活用している例とされている。

また、ICT産業全体としてみれば、インターネットの発展・普及にい、スタートアップ企業から始まった
ICT企業がデジタル・プラットフォーマーのような形でੈք市場を੮רする動きがถ国を中心に出てくることと
なった。զが国においては、このような企業が登場しなかったことも、平成時代のৼりฦりに当たって重要な点で
あろう。スタートアップ企業を८るエコシステムの題については、第2ষ第3અでड़べる。
ਤද�������� ใのۀ࢈Խʹؔ連͢Δओなग़དྷࣄ

ຊࠃのಈ͖ ւ֎のಈ͖
ओʹຊࠃのಈ͖

ۀड़௨৴هΔのΛؔ͢ʹ૪ྗڝ ௨৴ؔ連ݐઃۀ ใ௨৴ؔ連ۀ ใサービスۀ

���0
年

・���2年ిిެࣾൃ
・�����年国ిࡍ信ి᷂ઃ
ཱ

・�����年ి信ి֦ॆୈ�
ըスλーτܭ�Χ年࣍

　�ʢ����年ୈ࣍��Χ年ܭը
·でʣ

・����2年、ຊίムシス、
全国ॳの૯߹ۀڃ�者ʢઢ
࿏・ػց・送ແઢ各ڃ�ʣ
として、ຊి信ిެࣾ
かΒ֨ࢿ認定を受͚る

・�����年、全国各地の௨信
事ձࣾをձһձࣾとઃݐ
してʮࣾஂ๏ਓి信ి
事ڠձʯ͕ൃ

・�����年࢜௨信པੑの高
いʮϦϨーʯとい͏ిճ
ઢのりସ͑スイονを
いॳのίンϐϡーλー
ʮ'"C0.�00ʯを開ൃ
・�����年/&C国࢈ॳのτラ
ンδスλࣜిܭࢠ算ػを
成

・�����年、ݱ࢜௨ॳの商
用ϦϨーՊֶ用ܭ算ػ成

���0
年

・�����年ిిެࣾオンライ
ンॲཧʢσーλ௨信ʣ開࢝

・�����年ిిެࣾ、地ۜڠ
システム開ൃ開࢝ʢ����
年Քಈ開࢝ʣ

・����0年にೖͬてిՃ
ೖの要͞Βに高·り、
ੵΑりਂࠁԽˠձһձ
ज़者向͚にΫϩスٕࢪࣾ
ό交ػのٕज़܇࿅を開࢝。
そのޙ、全国各地に܇࿅ॴ
開ઃ

・�����年、௨商ۀ࢈লʢݱ�
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ຊのίンϐϡーλーۀ࢈
のҭ成ൃ展をతとして国
ίンϐϡーλー・ϝー
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ຊۚ�0ԯ�000万円にて
ຊిܭࢠ算ࣜגػձࣾ
ʢࣜגݱձࣾ+&CCʣをઃ
ཱ＊74

・�����年、௨商ۀ࢈লࢦಋ
のԼ、ຊిؾ、ཱ࡞
ॴ、࢜௨のڞಉग़ࢿにΑ
りʮຊιϑτΣΞࣜג
ձࣾʢݱຊΞϧΰϦζム
ձࣾʣʯ生ࣜג

・�����年、ຊి信ిެ
ࣾσーλ௨信ຊ෦ʢݱ/TT
σーλࣜגձࣾʣઃஔ

・�����年、I#.ϝインϑϨー
ムʮ4ZTUFN���0ʯൃച

・�����年"T�Tϕϧڀݚॴ
でڀݚ用にʮ6/I9ʯ開ൃ
ʢ����年ୈ�൛ൃදʣ

���0
年

・�����年༗ઢిؾ௨信๏の
Ұ෦վਖ਼ʢୈҰ࣍ճઢ開์ʣ
ߦࢪ

・����年ిੵ解ফ

・�����年、ిిެࣾにΑる
認定ۀ者��者に૿
Ճ＊75

・�����年、ίンϐϡーλー
のࢿຊ・༌ೖ自༝Խʢถ国
との͕֨ࠩେ͖かͬた͜と
かΒ国࢈ίンϐϡー
λー・ϝーΧーを保護して
いたʣ

・�����年、/&Cパーιφϧ
ίンϐϡーλーൃച

・����0年、ιϑτΣΞ࢈
情報αーϏݱձʢڠڵৼۀ
スڠۀ࢈ձʣઃཱ

・�����年、ࣾஂ๏ਓຊ
ڠձΑりಠཱし、ג
ࣜձࣾδΣーΤムΤーシス
テムζઃཱ

・�����年ถϕϧڀݚॴ͕
6/I9開ൃޠݴであͬたʠCʡ
を൚用ϓϩάラϛンάޠݴ
として成

���0
年

・�����年ຊి信ిࣜג
ձࣾൃʢ௨信自༝Խʣ

・�ి ిެࣾにΑるI/4ܭը
ʢ����にେߝをൃදʣ推進
にΑり、ࢿのൺॏ͕ݐઃ
෦ϝー・ࡐࢿ事かΒ
Χーに76＊ࣼ

・�����年、ϊーτܕパιί
ンのൃച

・�����年/TTσーλ௨信ג
ࣜձࣾൃ

・����年ถ国"T�Tׂ
・�����年、ถ国でインλー
ωοτの商用利用開࢝

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

＊72	͜のഎܠとͯ͠、ϘʔϧυΟンʢ201�ʣ、「େ͍ͳるऩᏑ」とͯ͠、19ੈلॳΊҎ߱にқίスτ͕Լ͕Γۀ化͕ਐΜͩҰ෦のઌਐࠃ
の(%1のシΣΞ͕高·った͕、1990Λڥにை目͕มΘΓ৽ࠃڵの(%1のシΣΞ͕高·った͜とに৮Εͭͭ、άϩʔόϧ化ΛҠಈのίス
τにண目ͯ͠ੳ͍ͯ͠るɻ͜ΕにΑると、ϞϊのҠಈίスτ、ΞイσΞのҠಈίスτ、ώτのҠಈίスτの3छのҠಈίスτ͕͋Γ、ৠؾ
ધとమಓ͕ొͯ͠ڑқのίスτʢϞϊのҠಈίスτʣ͕Լ͕るとੜ࢈とফඅ͕Γ͞ΕるΑ͏にͳΓʢୈҰのΞンόンυϦンάʣ、
1990Ҏ߱*$5ֵ໋͕తにਐาͯ͠ΞイσΞのҠಈίスτ͕Լ͕るとෳࡶͳੜ࢈ϓϩηスΛࡍࠃతにͯͤ͞ࢄͦΕΛௐ͢る͜と͕Մ
にͳったʢୈೋのΞンόンυϦンάʣと͍ͯ͠るɻ

＊73	දతͳ&.4ۀاとͯ͠、のߵւʢϗンϋイʣ͕͛ڍΒΕるɻ
＊74	ຊిࣜגؾ会社ʢ2000ʣh /&$の100ɹใ௨৴のาΈととにʱ
ΤΫシΦʢ2004ʣhڠ	75＊ ʱ࢙ΤΫシΦ50ڠ
ΤΫシΦʢ2004ʣhڠ	76＊ ʱ࢙ΤΫシΦ50ڠ
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� άϩʔόϧࡁܦͷมԽ
本߲では、平成時代のグローバル経ࡁの変化について、先進国における変化としてถ国での生産性を८る૪、

新ڵ国・途上国における変化として「デジタル・ディビデンド」へのয点の移行についてड़べる。

ઌਐࠃʹ͓͚ΔมԽʵੜੑ࢈Λ८Δ૪�
ア　19��ʙ9�のถࠃͰのੜੑ࢈૪
ιϩʔɾύϥυοΫεʵถࠃͰɺใԽͷਐలʹ͔͔ΘΒͣɺॳੜ্͕ੑ࢈ঢ͠ͳ͔ͬͨ

1970年代～80年代のถ国では、ঃ々に情報化資が進みつつあったが、生産性上ঢ率は期的にఀしてい
た。このことについて、ノーベル経ֶࡁを受したถ国の経ֶࡁ者ロバート・ソローは、1987年にஶした書評
の中で、「至るところでコンピューターの時代をにするが、生産性の౷計ではおにかかれない」＊77とコメント
した。これは後に「情報化が進んでも生産性の向上が実現しないというٯઆ」として「ソロー・パラドックス」と
。ばれ、情報化資による生産性向上は౷計的に確認できるか൱かという実証研究の૪へとつながっていったݺ

1990年代初಄までの研究では、情報化資と生産性との間にߠ定的な関係が確認されͣ、ソロー・パラドック
スのଘ在を支持する分析結果が数多く出されていたが、1990年代ばになると、情報化資のプラスの効果を確
認する研究結果が૬次͙ようになった（ਤද�������）。

ਤද������� ถࠃʹ͓͚Δ࿑ಇ生࢈性্のཁҼʢ���������ʣ

0�0

��0

2�0

��0

��0

��ʵ�� ��ʵ00

॥ؾܠ
࿑ಇの࣭
Ұൠࢿຊ
情報ࢿຊ
T'1
࿑ಇ生ੑ࢈

ʢˋʣ

����

��0�

（出య）大౷ྖ経ࢾࡁҕ員会（C&A）「&DoOoNJD ReQoSU oG UIe PSeTJEeOU（2001）」
IUUQT���XXX�HoWJOGo�HoW�DoOUeOU�QLH�&RP�2001�QEG�&RP�2001�QEGɹP�28

χϡʔɾΤίϊϛʔͷొ
1990年代後のถ国で༙きىこったのが「ニュー・エコノミー」である。これは、技術革新やグローバル化

が進展する中で、設備資の૿とܹしい国際ڝ૪による生産性の向上で、インフϨーションを加速させることな
くより高い成を実現することが可能になったถ国経ࡁの࢟を現すものとされた＊7�。1990年代後には、
ニュー・エコノミーに৻重なスタンスを取る向きもあったものの、2000年代後に行われた実証研究の結果、
গなくとも1990年代のถ国経ࡁが1970年代以降のఀ期をし生産性の向上を復活させたこと、これらがICT
資の活発化とともにみられたことはアカデミックなੈքでは共通認ࣝになっているとされる＊79。すなわち、ソ
ロー・パラドックスとの関係については、ICT資が生産性向上の効果を発現するまでには、タイムラグがあっ
たということになる。

staticsʡͰ͋るɻ	productiWity	the	in	Cut	eWerywhere	age	computer	the	see	can	จ、ʠ8eݪ	77＊
＊7�	 #usiness	8eek1996ࢽ10݄7߸
＊79	ࣰ㟒জʢ2014ʣh インフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʱ
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զ͕ࠃʹ͓͍ͯιϩʔɾύϥυοΫε͋ͬͨͷ͔
զが国のICT資についても、ソロー・

パラドックスはىこっていたのͩろうか。こ
の点について、1970年代から90年代のզが
国における情報化資及びその効果に関し、
ࣰ㟒（2005）によると、情報資本のੵは
1980年代後に加速したが、1990年代にಷ
化しており、ܠ気॥環要Ҽをྀߟした全要素
生産性の変化も1990年代には1ˋऑとถ国
と比較してਫ準にとどまっている。また、
情報資本のੵは全要素生産性の変化と同ූ
号の動きを示しており、1980年代のถ国に
みられたようなソロー・パラドックスは観
されなかったとしている（ਤද�������）。

イ　ઌਐࠃのੜੑ࢈૪ɺχューɾΤίϊϛーのͦのޙ
1980年から2017年までの日ถの人口1人当たり実質G%Pの推移を比較すると、զが国では1990年頃を境に

৳びがಷ化向となっているのに対し、ถ国ではಛに1990年代～2000年代લにかけての૿加がஶしい（ਤද
�������）。

日ถで2000年以降のܠ気॥環要Ҽをྀߟした࿑働生産性＊�0の৳び率の内༁を比較＊�1すると、զが国では࿑働
の質＊�2のد༩が比較的大きいものの、全要素生産性（T'P）＊�3のد༩はখさい（ਤද�������）。ถ国では、
2010年まではT'Pのد༩が大きかったが、2011年以降はখさくなっている（ਤද�������）。

ਤද������� ຊʹ͓͚Δ࿑ಇ生࢈性্のཁҼʢ���������ʣ

T'1

����

2���

���2

����
2�2�

ʵ2�0

ʵ��0

0�0

��0

2�0

��0

��0

��0
ʢˋʣ

��ʵ�0 ��ʵ�� ��ʵ�0 ��ʵ�� ��ʵ00

॥ؾܠ
Ұൠࢿຊ
情報ࢿຊ

࿑ಇ生ੑ࢈

（出య）ࣰ㟒জ（2005）「成会計モデルによる日本の࿑働生産性と情報資本のد༩ � 日本に
ソロー・パラドックスはଘ在したか 」भ大ֶ経ֶࡁ会ʰៃᖖላ研究  ɦNo�71（2�3）, 

QQ�209�218�

ਤද������� ถのਓޱ�ਓͨり࣮࣭(%1ʢ����Ձ֨ʣのਪҠ

22���

�22��

2���

����

0

�0

20

�0

�0

�0

�0

0

�00

200

�00

�00

�00

�00
ʢ万円ʣ ʢઍυϧʣ

�������0�������0 2000 200� 20�0 20��20��

ຊʢ࣠ࠨʣ ถ国ʢӈ࣠ʣ

（出య）O&C% SUBU及び国連「WoSME PoQVMBUJoO PSoTQeDUT� TIe 2017」を基に作成

＊�0	ՃՁΛ࿑ಇೖྔͰআ͠たの
＊�1	ਪํܭ๏ٴͼ用͍たσʔλ、1ࢀর
＊�2	࿑ಇの࣭、「+*1σʔλϕʔス2015」の࿑ಇの࣭ࢦʢֶྺ齢等ΛྀߟʣΛ用͍たɻ
＊�3	 5'1、ੜ࢈ཁૉҎ֎ͰՃՁ૿Ճにد༩͢る෦Ͱ͋Γ、۩ମతに、ٕज़のਐา、ແࢿܗຊのੵ、ܦӦޮ৫ӡӦޮのվળ等

Λද͢と͑ߟΒΕるɻ
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ਤද������� զ͕ࠃの࿑ಇ生࢈性্ঢの༁

2�2�

����

0���
��0�

0���

ʵ��0

ʵ0��

0�0

0��

��0

���

2�0

2��

��0

����ʵ2000 200�ʵ200� 200�ʵ20�0 20��ʵ20�� 20��ʵ20��

॥ؾܠ
࿑ಇの࣭
Ұൠࢿຊ
情報ࢿຊ
T'1
࿑ಇ生ੑ࢈

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද������� ถࠃの࿑ಇ生࢈性্ঢの༁

�

2�2� 2�20

���0

ʵ0�2�

ʵ��0

ʵ0��

0�0

0��

��0

���

2�0

2��

��0

����ʵ2000 200�ʵ200� 200�ʵ20�0 20��ʵ20��

॥ؾܠ
࿑ಇの࣭
Ұൠࢿຊ
情報ࢿຊ
T'1
࿑ಇ生ੑ࢈

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

T'Pの৳びみは、第2ষ第2અで後ड़する、先進国でのG%P৳びみをߟえるにあたってもಛ的な動きと
。えられるߟ

৽ࠃڵɾ్্ࠃʹ͓͚ΔมԽʵʮϦʔϓϑϩοάʯͷग़ݱ�
ア　ʮσδλϧɾσィόイドʯにՃ͑ͯʮσδλϧɾσィビσϯトʯにয͕͖ͨͬͯͨ

લड़の1990年代後のถ国のニュー・エコノミーに象されるように、1990年代の情報化は、先進国が中
心のテーマとߟえられてきた。他方、2000年のभ・ԭೄサミット（主要国ट会議）で࠾された「グローバ
ルな情報社会に関するԭೄݑষ」において、「デジタル・ディバイド」の解消が国際社会の共通課題であるࢫ記さ
れたとおり、途上国においては、ICTの利用環境を८る格ࠩが主なテーマとߟえられていた。

しかしながら、2000年代以降、ࣝࣈ率50～80ˋの国でも、携帯電話やインターネットが一気に普及した。先
進国では、電話の発明、ݻ定電話網のෑ設を経て100年以上かけて通信環境が広く普及していったが、モバイル
の普及に関しては、ݻ定電話がे分に普及していない新ڵ国・途上国であっても、10～15年で先進国とそん৭な
いਫ準に達している（ਤද�������）。
ਤද������� �ਓ͋ͨり(%1ͱ*$5ීٴͱのؔ

0
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0 �0000 20000 �0000 �0000 �0000 �0000 �0000

普及ʢˋʣ

Ұਓあたり(%1ʢߪ買ྗฏՁʣ

Ұਓあたり(%1ʢߪ買ྗฏՁʣ

Ұਓあたり(%1ʢߪ買ྗฏՁʣ

Ұਓあたり(%1ʢߪ買ྗฏՁʣ

0
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��0
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2�0

0 �0000 20000 �0000 �0000 �0000 �0000 �0000

普及ʢˋʣ

0

�0

�00

��0

200

2�0

0 �0000 20000 �0000 �0000 �0000 �0000 �0000

普及ʢˋʣ

0

�0

�00

��0

200

2�0

0 �0000 20000 �0000 �0000 �0000 �0000 �0000

普及ʢˋʣ

ωοτ 定ిݻ 携ଳిʢ2000年ʣ ωοτ 定ిݻ 携ଳిʢ200�年ʣ

ωοτ 定ిݻ 携ଳిʢ20�0年ʣ ωοτ 定ిݻ 携ଳిʢ20��年ʣ

（出య）IT6、WoSMEBBOLデータを基に作成。1つのプロットが一国（地域）を表す。
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ࣰ㟒（2019）＊�4は、「産業革໋以来のྺ࢙がޠるように、これまでの新技術は、一定の教育ਫ準とそれを可能
にする所得ਫ準がなければ、社会への普及と定ணに限քがあった。（略）ところが、21ੈلに入ると、人類がかつ
て経験したことがない現象がىきている。新技術を装備した数ेԯの人々が稼得機会を高め、デジタル・デバイド

（格ࠩ）からデジタル・デビデント（配当）へと転換しつつあるのͩ。これまでは解ܾできなかったさま͟まな社
会的課題を解ܾしたばかりか、モバイルܾࡁなど一部のྖ域では、先進国を一気にඈび越えるʠLeBQGSoH型の発
展ʡもみられるほどͩ」と指ఠしている。

イ　৽ࠃڵɾ్্ࠃに͓͚るʮリーϓϑϩッάʯのྫ
先進国では、新たな技術やサービスが登場しても、طଘサービスとのຎࡲが生じる場合や、法制度の改ਖ਼が必要

となる場合には、普及までに一定の期間を要することがある。他方、新ڵ国・途上国ではこのような制約がগない
ことがあり、急速に新サービスが普及することがىこり得る。以下、このような「リープフロッグ」の例として、
ケニアにおけるモバイルバンキング、ルワンμにおける医療分野でのドローンの活用、インドにおける生体認証を
活用した分証明システムについて取り上͛る。
έχΞʹ͓͚ΔϞόΠϧόϯΩϯά

新ڵ国・途上国では、ۜ行口࠲を持つことが一ൠ化していない中で、モバイルバンキングが普及するといったこ
とがみられるようになっている。例えば、ケニアでは通信事業者SBGBSJDoNが、携帯電話を活用したモバイル送
ۚサービスM�PeTBを2007年3月に開始している。M�PeTBではۜ行口࠲を持たなくとも、携帯電話からショー
トメッセージ（SMS）を送信することでۚ融取Ҿを行うことができ、全国のどこでも同一のサービスを受けるこ
とができる。
ਤද������� .�1FTBのΈ

送ۚ

通信ۀࣄ者
SBGBSJDPN

"りཧళد࠷ りཧళد࠷ B

送ۚݩ 送ۚઌ

ᶃܞଳి話、証
ʢ*%ʣをͯͬ࣋ཧ
ళ"に͖ߦ、おۚを
༬けΔ

ᶅཧళBに͖ߦʮड
信したS.Sʯͱ
証ʢ*%ʣをࢀ࣋しͯ
おۚをडけऔΔ

ᶄ送ۚ͞れたࢫを、
྆者にS.Sで送

（出య）総務省（2014）「平成26年൛情報通信ന書」

＊�4	ࣰ㟒জʢ2019ʣ「ฏの「ฏの」͕ऴᖼ、ถதຎࡲΛ८る৽ྫྷ戦のΏ͑͘	ࣰ㟒জڭतのインフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʢ107ʣ」
Ϗδωスʴ*5ʢhttps://www.sCCit.jp/articMe/cont1/36019ʣ
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ϧϫϯμʹ͓͚ΔҩྍͰͷυϩʔϯͷ׆༻
ルワンμでは、携帯電話のメッセージ機能でจした༌݂用の݂ӷや

医ༀをドローンがಧけるサービスが始まっている。
サービスを手がけるのは、ถ国のスタートアップ企業の;JQMJOe（ジッ

プライン）であり、ルワンμでのサービスを2016年10月に開始した。
ドローンは時速120キロでඈび、的地まで来ると༌送を下してಧ
ける組みとなっている。จから配達までの平ۉ時間は約30分であ
り、緊急時の配送などに利用されている（1日に約500フライト）。ま
た、ドローンは人によってԕִૢॎされており、Կか題がある場合は、
ૢॎ者がߤ࿏を変えることができる。

現在、先進国でもeコマースでߪ入されたの༌送等でドローン活
用が検討されているものの、新ڵ国・途上国では先進国ほどの交通網（高
速༌送システム）が備わっていないといったことをഎܠに、طにドロー
ン配送が用サービスとしてࠜ付いている。
Πϯυʹ͓͚ΔੜମೝূΛ׆༻ͨ͠ূ໌γεςϜ

インドでは、ABEIBBS（アμール又はアドハー）とݺばれる生体認証を活用した分証明システムの組みが
構築されている。

2000年当初、インドではށ੶制度や個人ࣝ別制度が確立しておらͣ、څ付ۚの不ਖ਼受څがຮԆしていたことや、
ۜ行口࠲の開設、携帯電話の加入などが一部の国民に限定され、格ࠩが拡大していた。そこで、国民に分証明書
を༩え、必要なサービスを利用できる環境を提供するため、ABEIBBSとݺばれる制度が検討され、2010年から登
が開始された。

ABEIBBSには、インドݻ有ࣝ別൪号庁（6I%AI）が発行する12ܻのI%の他、指、࠼等が登される。生
体情報やࣸإਅの情報がর合可能な情報として登されているため、分証明や本人確認のために用いることが可
能となっている。この指・إ・࠼を組み合わせたマルチモーμル生体認証のシステムは、զが国のN&Cに
よって提供されている。

ABEIBBSに登すれば、携帯電話ྉۚの支に当たり、現ۚやクϨジットカード、ܾࡁアプリが不要で、
ABEIBBS I%（登証明書）と指認証ͩけで支を完ྃすることができる。ABEIBBSへの加入はҙであるも
のの、このような利便性から2018年時点で約12ԯ人（人口の約90�4ˋ）が登している。

また、様々なS%,＊�5やAPI＊�6が公開されており、本人確認や本人にඥづくܾࡁ、医療といった各種のطଘシ
ステムへの組みࠐみのほか、新規サービスの開発が可能となっている。

このような大規模な生体認証のシステムは先進国でも導入されておらͣ、طଘのシステムが整備されていない新
。新テクノロジーを活用した事例であるといえる࠷国・途上国が、そのことを生かして先進国のڵ

ਤද�������ɹ ;JQMJOFのυϩーϯ

（出య）;JQMJOe社)P

ਤද������� 生ମೝূΛ活༻しͨূ໌γスςϜʢΠϯυʣ

"OZ�DPNCJOBUJPO�PG�BUUSJCVUFT

%FNPHSBQIJDT

1*/���051

/BNF�HFOEFS�%P#�"HF
"EESFTT�.PCJMF�&NBJM����

4FSWJDF�1SPWJEFʢ"VUIFOUJDBUJPO�6TFS�"HFODZʣ
:&4
/0

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

＊�5	 4oftware	%eWeMopment	,itの略Ͱ͋Γ、ιフτΣΞ։ൃにඞཁͳϓϩάラムυΩϡϝンτ等Λఏ͢ڙるのΛ͍͏ɻ
＊�6	 "ppMication	1rogramming	 *nterfaceの略Ͱ͋Γ、ଞのιフτΣΞと࿈ͤ͞ܞる߹等にお͍ͯ、ιフτΣΞのཁૉؒͰΓऔΓΛ͜͏ߦ

とΛՄと͢るΈΛ͍͏ɻ
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1 I$5ͷओཁɾαʔϏεͷࢢن
本߲では、日本を含ΉੈքのICT市場の動向を概観する。はじめに、ੈքのデータトラフィックの拡大状況と

IoTデバイスの普及状況についてड़べる。次に、ICT市場の動向を、コンテンπ・アプリケーション、クラウドʗ
データセンター、ネットワーク、端末市場のϨイϠー͝とに概観する。

σʔλτϥϑΟοΫͷ֦େ�
σʔλτϥϑΟοΫɺಈըΛத৺ʹҾ͖ଓ͖૿େ

デジタル化の進展にい、データ流通は૿大している。CJTDo（2019）によると、ੈքのトラフィックは2018
年から2021年にかけて、2ഒに૿加し、2021年には1ϲ月あたり319エクサバイトに達すると༧ଌされている。

（ਤද�������ɺਤද�������）。
また、ੈք中の全 IP トラフィック（ビジネスとコンシューマの྆方）にめる IP ビデオ トラフィックの割合

は、2017 年の 75 � から 2022 年には 82 � に૿加する見ࠐみとなっている。

ਤද������� ੈքのトϥϑΟοΫのਪҠٴͼ༧ଌ
ʢトϥϑΟοΫछผʣ

�定インλーωοτݻ
ϚωーδυI1
Ϟόイϧσーλ
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202�202020��20��20��20��20��
˞ʮݻ定インλーωοτʯɿインλーωοτόοΫϘーンを௨աするすて
のI1�τラϑΟοΫ

˞ʮϚωーδυI1ʯɿۀاのI1�8"/�τラϑΟοΫ、テϨϏ及ͼ7P%�のI1�
τランスϙーτ

（出య）CJTDo7NI

ਤද������� ੈքのトϥϑΟοΫのਪҠٴͼ༧ଌ
ʢηάϝϯトผʣ
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（出య）CJTDo7NI
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IP5σόΠεͷٸͳීٴ�
IP5σόΠεɺʮࣗಈंɾ༌ૹثػʯʮҩྍʯʮۀ࢈༻్ʯͰߴ͕ࠐݟ·Ε͍ͯΔ

パソコンやスマートフォンなど、従来のイ
ンターネット接続端末に加え、Ո電や自動ं、
ビルや工場など、ੈք中の様々なものがネッ
トワークにつながるようになっている。

ੈքのIoTデバイス＊1数の動向をカテΰリ
＊2別にみると、2018年時点で稼動数が多い
カテΰリは、スマートフォンや通信機器など
の「通信」となっている（ਤද�������）。
たͩし、طに市場が和状態であることから
2019年以後は૬対的に成が見ࠐまれて
いる。

対র的に高成が༧ଌされているのは、コ
ネクテッドカーの普及によりIoT化の進展が
見ࠐまれる「自動ं・༌送機器」、デジタル
ϔルスケアの市場が拡大している「医療」、
スマート工場やスマートシティが拡大する

「産業用途（工場、インフラ、流）」などで
ある（ਤද�������）。

ਤද������� ੈքの*P5σόΠスのਪҠٴͼ༧ଌ

௨信
ίンシϡーϚ
ίンϐϡーλ
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��0�� 20��� 2���0 2���� �0��� ����� ����0 �����
0�0� 0�0� 0�0� 0�0� 0�0� 0�0� 0�0� 0
��� ��� ��0 ��� ���� ���� ���� 22�0
2�0 2�� 2�� ��� ��� ��� ��� ���
���2 2��� �2�� �2�� �0�� ���� �0��� �����
���� 2��� 22�0 22�2 22�� 22�� 22�� 22��
���� ���� ���� �2�0 �0�� ���� ���� ���2
���� ����� ��2�2 ����� ����� ��2�0 ����� �����

���� ����� ��2�2 ����� ����� ��2�0 ����� �����
����

����
���� �2�0

�0�� ���� ���� ���2

����
2���

22�0
22�2 22�� 22��

22�� 22��

���2
2���

�2��
�2��

�0��
����

�0���
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����

�����

0

�00

200

�00

�00

�00
ʢԯʣ

予ଌ

（出య）I)S TeDIOoMoHZ

ਤද������� ・ۀ࢈ผのੈքの*P5σόΠスٴͼ༧ଌ
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（出య）I)S TeDIOoMoHZ

＊1	 *)4	5echnoMogyのఆٛͰ、*o5σόイスと、ݻ༗の*1	ΞυϨスΛͪ࣋インλʔωοτにଓ͕ՄͳٴثػͼηンαʔωοτϫʔΫの
とͯ͠ΘΕる等Λ͢ࢦɻ

＊2	 ֤ΧテΰϦのൣғҎԼのとおΓɻ
	 「௨৴」：ݻఆ௨৴インフラɾωοτϫʔΫ4、)3、)2、ثػ(֤छόンυのηϧラʔ௨৴ٴͼ8i�'i、8*."9	ͳͲのແ線௨৴インフラٴͼ

ɻ
	 「ίンシϡʔϚʔ」：Ոిʢനɾσδλϧʣ、ϓϦンλʔͳͲのύιίンपลثػ、ϙʔλϒϧΦʔσΟΦ、スϚʔττイ、スϙʔπɾフΟο

τωス、ͦのଞɻ
	 「ίンϐϡʔλʔ」：ϊʔτύιίン、σスΫτοϓύιίン、αʔόʔ、ϫʔΫステʔシϣン、ϝインフϨʔムɾスύίンͳͲίンϐϡʔ

テΟンάثػɻ
	 用ۀ࢈ɾۀͳͲΦʔτϝʔシϣンҎ֎のثػଌܭɾࠪݕ、Φʔτϝʔシϣンʢ*"/#"ʣ、র໌、ΤωϧΪʔؔ࿈、ηΩϡϦテΟ：「用్ۀ࢈」

్のثػɻ
	 「ҩྍ」：ը૾அஔ΄͔ҩྍ向けثػ、ίンシϡʔϚʔϔϧスέΞثػɻ
	 「ࣗಈंɾ輸ૹثػ」：ࣗಈंʢ用ं、用ंʣの੍ٴܥޚͼใܥにお͍ͯ、インλʔωοτとଓ͕Մͳثػɻ
	 システムͳࢹ用܉、ثػ٬システム用ཱྀ、ثػܭίοΫϐοτ向けిɾػۭߤ：ʢྫثػ向けۭߤɾӉɾࣄ܉：「ۭߤɾӉɾࣄ܉」
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ϨΠϠʔผʹΈΔࢢಈ�
ここでは、ੈքのICT市場について、市場のϨイϠー分類に基づき、コンテンπ・アプリケーション、クラウ

ド�データセンター、ネットワーク、端末に分けてۙ年の動向等を概観する（ਤද�������）。

全体的な動向として、「ネットワーク」「端末」の下位ϨイϠーの市場は、規模は大きいが成率はくなってい
る。対র的に「コンテンπ・アプリケーション」「クラウド�データセンター」の上位ϨイϠーの市場規模は૬対的
にখさいが成率は高くなっている。デジタル経ࡁの進化との関係でಛ的な動向としては、コンテンπ・アプリ
ケーションではサブスクリプションサービスの૿加、クラウド�データセンターではデータ流通量の૿加をഎܠに
した市場規模の拡大、ネットワークではԾ想化、端末ではICT利用産業における利用の拡大が͛ڍられる。

ア　ίϯテϯπɾアϓリέーシϣϯ
ίϯςϯπͰɺಈըɾԻָڞʹαϒεΫϦϓγϣϯαʔϏε͕֦େ

コンシューマー向けのコンテンπ配信サー
ビスのビジネスモデルは、一ൠに「広告収入
型モデル」（主として無ྉ）と「課ۚ型モデ
ル」（有ྉ）に大別される。これまでインター
ネット広告の拡大とともに、とりわけલ者の
モデルの利用が拡大してきた。

後者については、従来のμウンロード課ۚ
型サービスから、月ֹྉۚを支うことでࢹ
ௌし放題で利用できる定ֹ制（サブスクリプ
ション）サービスのシェアが上ঢ向にある

（ਤද�������）。

ਤද������� ϨΠϠーผのରࢢ

ʢ�ʣίンテンπ・ΞϓϦέーシϣン

ʢ2ʣΫラυ�σーληンλー

ʢ�ʣωοτϫーΫ

ʢ�ʣ

ಈը配信ࢢ Իָ配信ࢢ Ϟόイϧ向͚ΞϓϦࢢ

ΫラυαーϏスࢢ

σーληンλーࢢ

ࢢ定ϒϩーυόンυαーϏスݻ Ҡಈ体௨信αーϏスࢢ

ޫ送ࢢثػ

'TT) ࢢثػ

Ҡಈ体௨信ثػʢϚΫϩج地局ʣࢢ スϞーϧηϧࢢ

-18"Ϟδϡーϧࢢ

スϚーτϑΥンࢢ λϒϨοτࢢ

"3�73 "Iࢢ スϐーΧࢢυϩーンࢢαーϏスϩϘοτࢢ

ΣΞラϒϧࢢ

ϧーλ スイον 4%/�/'7

スτϨーδ

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

ਤද������� ੈքのಈը৴ࢢن・ܖのਪҠٴͼ༧ଌ

ಈը配信ച上高ʢ定額੍Ҏ֎ʣ 定額੍ಈը配信ച上高
定額੍ಈը配信ܖʢӈ࣠ʣ
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有ྉԻָ配信サービスでは、μウンロード
課ۚ型サービスが主流であったが、ۙ࠷では
動画配信と同様に定ֹ制サービスのച上高が
拡大している（ਤද�������）。2019年時点
の代表例としては、Ԥभ発のSQoUJGZ やถ国
PBOEoSB などが͛ڍられ、զが国でも2015
年Ն頃よりAQQMeやLIN&等の多くの事業者
がサービス提供を開始した。2016年にμウ
ンロード課ۚ型と定ֹ制のച上高はٯ転し、
今後もԻָ配信市場においては、定ֹ制配信
型サービスの拡大が市場をݗҾすることが見
。まれているࠐ

スマートフォン・タブϨット向けのアプリ
ケーション市場は、消費者向けのゲームが市
場をݗҾしてきた。ۙ年では、ビジネス用途、
ϔルスケア用途、地図・ナビゲーション等の
アプリケーションも૿加向にある（ਤද
�������）。 

ɹ

ਤද������� ੈքのԻָ৴ࢢن・ܖのਪҠٴͼ༧ଌ

Իָ配信μンϩーυച上高 定額੍Իָ配信ച上高
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ਤද������� ੈքのϞόΠϧ͚ΞϓϦࢢنのਪҠٴͼ༧ଌ

ϞόイϧΞϓϦച上高ʢੈքʣ
Ϟόイϧήームച上高ʢੈքʣ
ϞόイϧΞϓϦച上高ʢ͏ͪຊʣ
Ϟόイϧήームച上高ʢ͏ͪຊʣ

2����

�����

����� �����
��2��

�22�� ����� ����2

2����
�����

�2���
��0��

�22�� ����� ����0 �02��

���� ���2
�0��� �0��0 ����� �2��0 ��0�2 �����

���� ���0 ���� �0�� ����0 ����� �2��� �2��2
0

200

�00

�00

�00

20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 2020 202�

ʢ୯Ґɿԯυϧʣ

予ଌ

（出య）I)S TeDIOoMoHZ

I
C
T
ͱ
σ
δ
λ
ϧ
ܦ
ࡁ

Ͳ
の
Α
͏
ʹ
ਐ
Խ
͠
ͯ
͖
ͨ
の
͔

第
�
章

σδλϧࡁܦΛ͑ࢧΔ I$5ͷಈ第 2節

令和元年版　情報通信白書　第1部50



イ　クラウド�σーλセϯλー
σʔληϯλʔɾΫϥυαʔ
ϏεڞʹҾ͖ଓ͖֦େ
コンテンπ・アプリケーショ

ンの利用を支えるのが、データ
センターでありクラウドである。
データセンターは、コンテンπ
配信、クラウドサービス等の基
盤となるものであり、これらの
サービスの市場規模が拡大して
いるのにい、データセンター
の市場規模も年10ˋ程度のϖー
スで拡大している。

地域別では、ถの市場規模
がҾき続き市場の約分をめ
ている（ਤද�������）。

＊3	 「Ϋラυɾ*$5	αʔϏス」：*aa4	΄͔ΫラυαʔϏスΛల։͢るϕンμʔ向けɻ
	 「ίンテンπɾσδλϧϝσΟΞ」：4/4ి子औҾ、ಈըͳͲのσδλϧίンテンπɾϝσΟΞαʔϏスۀࣄ者向けɻ
	 「ίンテンπ৴ωοτϫʔΫʢ$%/ʣ」：ωοτϫʔΫܥの*$5インフラఏڙΛओྗと͢るۀࣄ者向けɻ
	 「Τンλϓライζ」：ެிڭҭ、ϔϧスέΞ、খചۀͳͲのҰൠۀࣄ会社のシステム向けɻ
	 「ۚ༥」：ۚ༥ؔػのシステム向けɻ

ਤද������� ੈքのσーληϯλーࢢنのਪҠٴͼ༧ଌʢΧςΰϦผ＊3ʣ
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クラウドサービスとは、イン
ターネット上に設けたリソース
を 提 供 す る サ ー ビ ス で あ り、
IBBS, PBBS, CBBS, SBBS＊4の類
型がある。コンテンπ配信や電
子取Ҿ（&C）などのサービ
ス・アプリケーションから、多
様なIoTプラットフォームまで
様々なICTソリューションを支
えており、企業のクラウド活用
の૿加にい、高成を遂͛て
きた。クラウドサービスは、IoT
を活用したサービスの重要なプ
ラットフォームであることから、
今後も成が続くと見ࠐまれて
いる（ਤද��������）。

地域別動向としては、先行し
て立ち上がり、࠷大市場である
ถでҾき続き高成が見ࠐま
れている（ਤද��������）。

ਤද�������� ੈքのΫϥυサービスࢢنのਪҠٴͼ༧ଌʢҬผʣ
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ਤද�������� ੈքのΫϥυサービスࢢنのਪҠٴͼ༧ଌʢΧςΰϦผʣ
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＊4	 「*aa4ʢ	*nfrastructure	as	a	4erWiceʣ」インλʔωοτܦ༝ͰϋʔυΣΞ*$5インフラΛఏڙɻ
	 「1aa4	ʢ1Matform	as	a	4erWiceʣ」4aa4Λ։ൃ͢るڥӡ用͢るڥΛインλʔωοτܦ༝Ͱఏڙɻ
	 「$aa4ʢ$Moud�as�a�4erWiceʣ」Ϋラυの上ͰଞのΫラυのαʔϏスΛఏ͢ڙるϋイϒϦουܕɻ
	 「4aa4	ʢ4oftware	as	a	4erWiceʣ」インλʔωοτܦ༝ͰιフτΣΞύοέʔδΛఏڙɻ
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ウ　ネットワーク
ネットワークϨイϠーでは、通信サービス市場および通信機器市場について概観する。

ʢΞʣݻఆɾҠಈମ௨৴αʔϏε
௨৴αʔϏεɺݻఆɾҠಈڞʹ֦େ؇͔ʹ

ੈ ք の ݻ 定 ブ ロ ー ド バ ン ド
サ ー ビ ス（Y%SL・CAT7・
'TTY） は、2016年 か ら2017
年 に か け て、 新 ڵ 国 を 中 心 に
2016年のオリンピックध要の
動減があったため約8�1ԯܖ約と
減 গ し た も の の、I ) S 
TeDIOoMoHZによると、2021年
には8�9ԯܖ約まで拡大すると༧
想されている（ਤද��������）。

携帯電話及びスマートフォン
等の移動体通信サービスのܖ約
数は、新ڵ国を中心に૿加して
きた＊5が、今後は新規ܖ約の成
は؇やかになると見ࠐまれて
いる（ਤද��������）。

＊5	 ೆถ、ΞフϦΧ、த౦、ΞδΞの֤ࠃのܖの౷͕ܭḪͯ͠ٴԼํमਖ਼͞Εた͜とに͍、ฏ30൛ใ௨৴നॻに͠ࡌܝたҠಈମ௨৴
αʔϏスܖの͔Β2017ҎલのܖؚΊԼํमਖ਼͍ͯ͠るɻ

ਤද�������� ੈքのҠಈମ௨৴サービスܖのਪҠٴͼ༧ଌ
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ʢΠʣݻఆωοτϫʔΫثػ
通信インフラは、様々なネットワーク機器・設備やそれを支える技術によって成り立っている。ここでは、ルー

タ・スイッチ、ޫ伝送機器市場、Ծ想化ソフトウェア・ハードウェア及び'TT)機器市場について取り上͛る。
ωοτϫʔΫͷԾԽͷਐలʹΑΓɺؔ࿈ثػ͕֦େ͢ΔҰํͰॖখ͢Δثػ

通信事業者、データセンター
事業者が用いるルータ・スイッ
チの市場規模は、全体としては
૿加向にあるものの、ネット
ワークのԾ想化等を受けてエッ
ジ部分に用いられるルータの市
場規模はॖখ向にある（ਤද
��������ɺਤද��������）。

ਤද�������� ੈքのϧーλ・スΠονࢢنのਪҠͱ༧ଌʢΧςΰϦผʣ
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ਤද�������� ੈքのϧーλ・スΠονࢢنのਪҠͱ༧ଌʢҬผʣ
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ޫ伝送機器の市場規模は、
2014年から2017年までは૿
加向であったが2018年に
はམちࠐみがみられる（ਤද
��������）。I)S TeDIOoMoHZ
によると、このམちࠐみは中
国におけるޫインフラの導入
がピークアウトしたӨڹであ
り、今後は新ڵ国でのध要や
先進国におけるデータセン
ターの大容量化等に対応した
更新ध要により૿加が༧想さ
れている。

定ネットワークにおけるݻ
ۙ年のಛ的な動きの1つが、
Ծ想化である。サーバーのԾ
想化やクラウドサービスの普
及が進んͩことにい、理
的なマシンとコンピュータリ
ソースの利用とがಠ立するよ
うになっている。これにい
ネットワークの構成もॊೈに
設定する必要が生じている。
また、ネットワークをԾ想化
することで、従来個別のハー
ドウェアが必要であった多様
なネットワーク環境が൚用的
なハードウェア及びソフト
ウェアで構成可能となり、シ
ステム全体のॊೈ性と稼働率
が向上し、設備資コストや
運用コストを下͛ることも期
待される。

＊6	 /'7*：ωοτϫʔΫのԾ化ػΛ࣮͢ߦるたΊのϋʔυΣΞ
	 u$1&ʢ6niWersaM	$1&ʣ：ԾωοτϫʔΫػΛインスτʔϧͯ͠利用Ͱ͖る൚用Ճೖ者ثػ
	 /'7	."/0ʢ/'7	.anagement	and	0rchestrationʣ：ωοτϫʔΫػΛԾ化͠たڥͰαʔϏスϦιʔスΛ౷߹ͯ͠ӡ用ཧ͢るの
	 7/'ʢ7irtuaM	/etwork	'unctionʣ：ιフτΣΞͰ࣮͞ΕたωοτϫʔΫػ

ਤද�������� ੈքのԾԽιϑトΣΞ・ϋーυΣΞࢢنのਪҠͱ༧ଌʢΧςΰϦ＊6ผʣ
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ਤද�������� ੈքのޫૹࢢثػنのਪҠͱ༧ଌ

20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 2020 202�

ʢԯυϧʣ

予ଌ予ଌ

���� ���2 ���2 ���� ���� �2�� ���� ���0

2��� 2��� �0�� �0�� 2��� �0�2 ���� �2��

���� ���0 ���� ���� ���� ���� �2�� �����0�� �0�2
�0��

��� ���
��2

���
��0

���������� ����������
����������

���������� ����������
����������

����������
����������

0

�0

�00

��0

200

ถ
Ԥभそのଞ
ΞδΞଠฏ༸
தೆถ

（出య）I)S TeDIOoMoHZ

I
C
T
ͱ
σ
δ
λ
ϧ
ܦ
ࡁ

Ͳ
の
Α
͏
ʹ
ਐ
Խ
͠
ͯ
͖
ͨ
の
͔

第
�
章

σδλϧࡁܦΛ͑ࢧΔ I$5ͷಈ 第 2節

令和元年版　情報通信白書　第1部 55



I)S TeDIOoMoHZによると、
2018年の市場規模は87ԯドル
であり、2019年以降も7N'（ソ
フトウェアで実装されたネット
ワーク機能）を中心に成が見
まれている（ਤද��������ɺࠐ
ਤද��������）。

'TT)機 器 は、2016年 か ら
2018年まで減গしているが、
2019年以降は૿加が見ࠐまれて
いる。I)S TeDIOoMoHZによる
と、新ڵ国を中心に2016年のオ
リンピックध要の動減があっ
たため2016年から2018年にか
けて減গしたものの、2021年に
は53�9ԯドルまで拡大すると༧
想されている（ਤද��������）。

ਤද�������� ੈքのԾԽιϑトΣΞ・ϋーυΣΞࢢنのਪҠͱ༧ଌ
ʢҬผʣ
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＊7	 #roadCand	(ateway、0/5、10/、ΛؚΉ'55)	$1&ʢ$onsumer	1remise	&RuipmentʣΛରと͢るɻ
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ʢʣҠಈମωοτϫʔΫثػ
εϞʔϧηϧجہͷ֦େ͕ଓ͘ҰํɺϚΫϩηϧجہ�(ޮՌͷग़ݱ·Ͱॖখ

移動体ネットワーク機器市場
のうち、マクロセル基地局＊�市
場は、中国におけるLT&資ֹ
が大きかった2015年をピークに
2018年 ま で ॖ খ し て い る。
2020年以降は、5Gの普及の進
展にい市場規模の拡大が見ࠐ
まれている（ਤද��������）。

スモールセルは、マクロセル
基地局を補完してカバϨッジを
確保するものである。ಛにLT&
以降の移動通信システムは、高
い周波数の帯域を用いており、
電波の進性が強い（ো害が
あると電波がಧきづらい）こと
からスモールセルの必要性が૿
している。マクロセルと比べる
と単価はいが、内設置の૿
加など、利便性改善のための
資拡大が続いており、2020年以
降も市場規模の拡大が見ࠐまれ
ている（ਤද��������）。
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ਤද�������� ੈքのϚΫϩηϧجࢢہنのਪҠٴͼ༧ଌ
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＊�	 ܘඦϝʔτϧ͔ΒेΩϩϝʔτϧにٴͿ௨৴ΤϦΞΛߏங͢るたΊのج局ɻ
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ʢΤʣ-P8AϞδϡʔϧ
-PRB8A/Λத৺ʹɺҾ͖ଓ͖֦େ

IoTは、多種多様なアプリケーションの通信ニーζに対応することがٻめられる。このうち、従来よりも消費
電力、広いカバーエリア、コストの通信を担うのが、LPWA（LoX PoXeS WJEe ASeB）とݺばれる技術であ
る。LPWAの通信速度は数LCQTから数ඦLCQT程度と携帯電話システムと比較して速なものの、一ൠ的な電
で数年以上運用可能な省電力性や、数LNから数ेLNもの通信が可能な広域性を有している。

これまでLPWAモジュール市
場は、Ԥभ企業であるSIG'O9
によるSJHGoYとCJTDoをはじめ
と し た ถ 国 企 業 が 推 進 す る
LoRBWANとがݗҾしてきてお
り、出ՙ台数ではLoRBWANが
����も多くなっている（ਤද࠷
����）。

3GPPが 進 め る セ ル ラ ー 系
LPWAは、SJHGoYやLoRBWAN
に比べると高ビットϨートのた
め、LPWAの中でも比較的ハイ
スϖックな用途を中心とした市
場開が進められている（ਤද
��������）。

ਤද�������� ੈքの-18"�ϞδϡーϧࢢنਪҠٴͼ༧ଌ
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ਤද�������� ੈքの-18"�Ϟδϡーϧग़ՙਪҠٴͼ༧ଌ
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Τ　
端末は、エンドユーβー向けでは主にݻ定通信を利用するパソコンが普及した後、移動通信を利用するタブϨッ

トとスマートフォンの利用が広がってきた。その後、ڸ؟やྠとしてにணけるウェアラブル端末が開発され利
用が進んできている。

また、従来のインターネット接続端末に加え、様々なモノがつながるIoT化が進展したことから、エンドユー
βー向け以外のスマートメーター、自動ंに載されるセルラーモジュール等の様々な端末の利用が拡大してきた

（IoTデバイスの普及状況については、ਤද�������参র）。ロボットについては、ϔルスケア・介護やళฮの接٬
等でも利用されるサービスロボットも૿加している。無人でԕִૢ作や自動制ޚによってඈ行できるドローンは高
機能化と価格化が進み、個人がझຯに使うほか、高所・ԕִ地でのモニタリング等企業での活用も広がってきて
いる。

さらにۙ年では、AIの発達を受けて、AIのパーソナルアシスタンス機能を活用したAIスピーカーの利用が始
まっている。また、AR（AVHNeOUeE ReBMJUZɿ拡ு現実）�7R（7JSUVBM ReBMJUZɿԾ想現実）端末も普及が始
まっている。
ʢΞʣεϚʔτϑΥϯɾλϒϨοτ
εϚʔτϑΥϯԣ͍ɺλϒϨοτ

スマートフォンの出ՙ台数は、
2015年以降ԣばい向が続いて
いる（ਤද��������）。今後は、
؇やかな૿加向が見ࠐまれて
いるが、新ڵ国市場向けを中心
に価格な端末が૿加すること
から、ֹۚベースではԣばいな
いし減গ向で推移するとみら
れている。

タブϨットの出ՙ台数は、ス
マートフォンやウルトラブック
といった超ബ型ノートパソコン
などとのڝ૪等から、コンシュー
マー向けの市場でੈք的に
が続いている（ਤද��������）。
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ʢΠʣΣΞϥϒϧ
ใɾө૾ܕՁ֨ԽʹΑΔॖখ͔Βճ෮

IoT時代における通信端末としてウェアラブル端末がڍ
͛られる。一ൠ消費者向け（BUoC）では、カメラやス
マートウォッチなどの情報・ө૾型機器、活動量計等のモ
ニタリング機能を有するスポーπ・フィットネス型機器な
どがある。業務用（BUoB）では、医療、警備、防衛等の
分野で人間の高度な作業を支援する端末や、従業員や作業
員の作業や環境を管理・ࢹする端末がطに実用化されて
いる。

一ൠ消費者向けのウェアラブル端末の市場規模の推移を
種類別にみる（ਤද��������）。I)S TeDIOoMoHZによる
と情報・ө૾型ウェアラブル市場は、2014年から2016
年に市場が立ち上がり始めた時期はハイエンド中心で
あったが、アジア系メーカーが参入し価格化が進んͩた
め、2017年の市場規模はॖখしている。今後はアプリの
拡ॆによる野の広がりから市場の拡大が見ࠐまれ、
2020年には90�3ԯドルになると༧想されている。

また、スポーπ・フィットネス型については、先進国の
みならͣ新ڵ国においても݈߁ҙࣝの高まりやPOC

（QoJOU oG DBSe）のध要が見ࠐまれる一方で、アジア系メーカーの参入により価格化のӨڹがあることから、
2019年以降、市場規模はલ年並みで推移すると見ࠐまれている。
ʢʣαʔϏεϩϘοτɾυϩʔϯ
༷ʑͳݱͰͷಋೖ͕ਐΈɺҾ͖ଓ͖֦େ

サービスロボット＊9のੈք市場は拡大が続いており、省人化や人的ෛ担のܰ減等を的とした導入が進んでい
るとみられ、I)S TeDIOoMoHZによると2019年以降も堅調に拡大すると༧想されている（ਤද��������）。

ドローンのੈք市場も拡大が続いている。高所・ԕִ地でのモニタリング等のため業務用ドローンの導入が進ん
でいるとみられ、I)S TeDIOoMoHZによると、2019年以降も堅調に拡大すると༧想されている（ਤද������
��）。
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＊9	 ͜͜Ͱ、ۀҎ֎のྲྀ、ϔϧスέΞɾհޢ、ళฮ等ͰΘΕるαʔϏスϩϘοτΛରと͍ͯ͠るɻ
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ʢΤʣAIεϐʔΧʔʢεϚʔτεϐʔΧʔʣ
ग़ՙҾ͖ଓ͖֦େ

機ցをૢ作するためのインターフェースの1つとしてԻ
がされつつあり、I)S TeDIOoMoHZによると2019
年以降もAIスピーカー（スマートスピーカー）市場の拡
大が見ࠐまれている。AIスピーカー（スマートスピー
カー）市場への参入は、GooHMeとANB[oOが先行し、そ
れͧれGooHMe )oNe、ANB[oO &DIoをൢചしている。
日本企業もLIN&やソニーが参入している。

ʢΦʣAR�7R
ར༻ͷ͕ΓʹΑΓҾ͖ଓ͖֦େ

AR（AVHNeOUeE ReBMJUZ）は、のલにある現実ੈք
にコンピューターで作られたө૾や画૾を重Ͷ合わせ、現
実ੈքを拡ுする技術、7R（7JSUVBM ReBMJUZ）は、現実
にないੈք又は体験し難い状況をCGによってԾ想空間上
に作り出す技術である。消費者向けのエンターテイメント
向け以外でも、企業で利用が広がっており、例えば、不動
産分野で݅を、ཱྀ行分野でཱྀ先をٙࣅ体験するもののほ
か、他の分野でも訓練や教育、3次元空間でのナビゲー
ション等に活用されている。

ਤද�������� ੈքの"*スϐーΧーʢスϚートスϐーΧーʣग़ՙのਪҠٴͼ༧ଌ
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2 I$5ͷಋೖʹؔ͢Δಈ

I$5ࢿͷঢ়گ�
ア　*$5ֹࢿのਪҠ
զ͕ࠃɺถࠃԤभओཁࠃʹൺ͍ͯ৳ͼʹͱͲ·Δ

1989年～2017年までの日ถのICT資ֹを概観する。
1989年のICT資ֹ（名）は、զが国で14�3ஹ円、ถ国で1476ԯドルであった。その後、զが国では

1997年の20�0ஹ円をピークに減向にあり2017年も16�3ஹ円にとどまるのに対し、ถ国では、2000年代લ
及び2008年頃の一時期にམちࠐみを見せつつも、おおΉͶ૿加向が続き、2017年には6551ԯドルと30年
間で4ഒ以上に૿加している（ਤද�������ɺਤද�������）。
ਤද������� ຊの*$5ֹࢿのਪҠʢ໊ʣ
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ਤද������� ถࠃの*$5ֹࢿのਪҠʢ໊ʣ
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զが国のICT資ֹは、1995年比でフランス及
びӳ国と比較してもい৳びにとどまっている（ਤ
ද�������）。
ถڞʹιϑτΣΞࢿͷׂ߹͕ߴ·Δதɺถࠃ
ͰϋʔυΣΞࢿ૿Ճ

ICT資ֹをハードウェアとソフトウェアとに分
けてみると、日ถとも次第にソフトウェアのめる
割合が高まっており、૬対的にソフトウェアの重要
性が高まってきたことがうかがえる。1990年代ま
ではզが国はถ国と比較してソフトウェアのめる
割合がく概Ͷ20ˋ台～30ˋ台であったが、2000
年代に入り50ˋ以上となり比率ではถ国と同ਫ準
になり2017年には64�2ˋとなっている。また、ถ
国ではソフトウェア資のみならͣハードウェア
資も૿加向にある点がಛචされる＊10。
զ͕ࠃͷI$5ࢿͷʮ࣭ʯʹ՝ͳ͔ͬͨͷ͔

લड़したとおり、過去30年間のզが国のICT資ֹは、量的に৳びみがみられた。第1અで取り上͛たとお
り、զが国のG%Pも過去30年間他の先進国のG%Pと比較して৳びんでおり、期的にはICT資の不が付

ਤද������� のਪҠൺֱֹࢿの*$5ࠃ֤
ʢ໊ɺ����ʹ���ʣ
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＊10	 0&$%	4tatΛجに͞Βに༁ΛΈると、ίンϐϡʔλʔثػにؔͯ͠、*5	and	other	information	serWices෦Ͱ2009に92ԯυϧͰ͋っ
たの͕2016に274ԯυϧに、௨৴ثػにؔͯ͠、"udioWisuaM	and	Croadcasting	actiWities෦Ͱ2009に515ԯυϧͰ͋ったの͕
2016に૿Ճͯ͠おΓ、લ者ϓラοτフΥʔムۀࣄ者にΑるޙ、ࢿ者ಈը৴の૿ՃにΑるӨڹと͑ߟΒΕるɻ
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加価の৳びみをもたらし、付加価が৳びんͩΏえに新たなICT資が進まなかったという૬ޓ関係にあっ
た可能性がある。

しかしながら、ICT資の「質」の໘での課題はなかったのͩろうか。զが国のICT資の内容に効果を生ま
ない要Ҽがあった可能性、ͻいてはそのためにICT資の量の拡大につながらなかった可能性もߟえる必要があ
る。以下、このような題ҙࣝの下、ICT資の「質」の໘に関する各種調査結果を整理する。

イ　ιϑトウΣアࢿの༁
ιϑτΣΞͷडୗ։ൃத৺ͷຊɺࣗࣾ։ൃͱύοέʔδར༻ଟ͍ถࠃ

2017年時点では、ICT資にめるソフトウェアの比率に日本とถ国で大きなҧいはないが、ソフトウェアの
内༁にணすると、向のҧいが見て取れる。

զが国のソフトウェア資の内༁については、各種制約＊11があることから౷計上の数はѲできないものの、
ソフトウェアの供څଆの౷計によりパッケージ型ソフトウェアと受ୗ開発型ソフトウェアの比率をみると、パッ
ケージ11�7ˋに対し、受ୗ開発型が88�3ˋとなっている（ਤද�������）。

他方、ถ国のソフトウェア資の内༁をみると、受ୗ開発型（ถ国の౷計の区分ではカスタム）が33�8�となっ
ているものの、自社開発型の割合が࠷も多く、また、パッケージ型も29�0�をめる。

զが国の数には自社開発型が含まれていないため、単७比較はできないが、第1અで取りあ͛たとおり、զが
国のソフトウェア資のಛとして、ユーβー企業がICT企業に対し、スクラッチやカスタマイζ＊12による情報
システム開発をҕୗする形態が中心となっていることが౷計からもみてとれる（ਤද�������）。

そして、第1અでड़べたとおり、このような外部ҕୗは一ൠの企業において情報システム開発がコア業務として
ଊえられていなかったことが要Ҽの一つとの指ఠがあり、ICT資の「質」と関係している可能性がある。

例えば、各企業におけるطଘの業務フロー等をલ提にカスタマイζして情報システムを開発することにより、
ICTの導入が可能とするより効率的・効果的な業務フローが取り入れられていないこともߟえられる。ٯに、外
部にҕୗすることで、各企業の業務やニーζに合っていない情報システムが導入されるという可能性もある。

ਤද������� ຊのιϑトΣΞಋೖ༁
ʢ����ʣ

受託開ൃ
�����

パοέーδ
�����

（出య）総務省・経ࡁ産業省（2018）「平成30年情報通信業基本調査」

ਤද������� ถࠃのιϑトΣΞࢿ༁
ʢ����ʣ

パοέーδ
2��0�

受託開ൃ
�����

自ࣾ開ൃ
���2�

（出య）ถ国務省

ウ　*$5ࢿの的
զ͕ࠃʹ͓͍ͯɺʮकΓʯͷI$5͕ࢿத৺

第1અでみたとおり、ICTは、業務の効率化や自動化を主な的として導入が進められた。その後、企業のシス
テム基盤として資・構築が進んできたが、現在は、それに加えて新たなビジネスを創出する役割が強くٻめられ
るようになってきている。しかしながら、平成30年൛情報通信ന書においてもड़べたとおり、զが国における
ICTの導入は、現在でも業務の効率化が中心になっているとされている。

＊11	զ͕ࠃのࠃຽࢉܭࡁܦͰ、ιフτΣΞֹࢿに、ύοέʔδܕιフτΣΞ、डܕιフτΣΞ、ࣗ社։ൃؚ͕·Εる͕、ͦΕͧΕの
༁ެද͞Ε͍ͯͳ͍ɻ

＊12	ใシステムΛθϩ͔Β։ൃ͢るのΛスΫラον、طଘのύοέʔδ等Λجにվमͯ͠։ൃ͢るのΛΧスλϚイζと͍͏ɻ
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社内の業務効率化やシステム基盤としてのICTは、SoR（SZTUeNT oG ReDoSET）又はモード1とݺばれ、「कり
のICT」ともいうべき位置付けにある。他方、٬ސとつながることで新たなビジネスを生み出すICTは、So&

（SZTUeNT oG &OHBHeNeOU）又はモード2とݺばれ、「߈めのICT」ともいうべき位置付けにある（ਤද������
�）。このほか、ۙ࠷ではSoRとSo&により収集したデータを活用する等により、ビジネスのためのಎを得るた
めのICTをSoI（SZTUeNT oG IOTJHIU）とݺぶようになってきている。

զが国のICT資の的は、このSoRとSo&がそれͧれどの程度をめているのͩろうか。例えば、日本情報
システム・ユーβ協会（2019）＊13の調査結果によると、ユーβー企業におけるICT༧ࢉの配分として、現行ビジ
ネスのҡ持・運営のための「ランβビジネス」༧ࢉと、ビジネスの新しい施策展開のための「バリューアップ」༧
。の比率は、概Ͷ8ɿ2となっている（ਤද�������）ࢉ

ਤද������� ϥϯβビδωス༧ࢉͱόϦϡーΞοϓ༧ࢉのൺ

����

22��

2���

2��2

2���

20��

�年ޙのඪʢO����ʣ

��年度ʢO����ʣ

��年度ʢO��2�ʣ

��年度ʢO����ʣ

��年度ʢO����ʣ

��年度ʢO����ʣ

ݱ
ࡏ

�0 �0 �0 20 0 20 �0

����

����

���2

����

���2

2��2

ʢ�ʣ

ࠓ
ޙ

ランβϏδωス予算のׂ߹ όϦϡーΞοϓ予算のׂ߹

（出య）日本情報システム・ユーβ協会「企業IT動向調査2019（2018年度調査）」

ਤද������� 4P3ʢϞーυ�ʣͱ4P&ʢϞーυ�ʣの補完ؔ

త

ํࣜ

活༻

開ൃとӡ用ίスτを࠷খԽし利ӹを࠷େԽ

要݅をີݫにઃ定した開ൃ
ʢΥーλーϑΥーϧܕʣ

৽たなϏδωスのग़

ڙ٬にΑる৽たなαーϏスのఏސ

にॊೈにରԠした開ൃڥ٬のχーζやސ
ʢΞδϟイϧܕʣ

൫ج務ޮԽやシステムۀ

4P3ʢϞーυ�ʣ 4P&ʢϞーυ�ʣ

（出య）総務省（2019）「平成の情報化に関する調査研究」

＊13	ຊใシステムɾϢʔβڠ会ʢ2019ʣ「5*ۀاಈ向ௐࠪ2019ʢ201�ௐࠪʣ」
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この2つは、必ͣしもSoRとSo&にそのま
ま対応するものではないとߟえられるが、ICT
資が「कり」にࣼしていることがうかがい
知れる＊14。

たͩし、So&の比重が高まっている可能性は
あるとߟえられる。アジϟイルプロジェクトマ
ネジメント研究会（2018）によると、所ଐ部
で継続してアジϟイル開発（第2ষ第3અ参
র）を導入している調査対象者の割合は年々上
ঢし、2018年には49ˋになっている（ਤද
�������）。このようなアジϟイル開発の૿加
は、So&への取組の૿加を示すものであるとߟ
えられる。すなわち、SoRにおいては、企業の
業務データの管理や処理の手順を基に࠷初に要
݅が厳密にܾまることをલ提とすることが多い
が、So&においては、٬ސのニーζや行動パ
ターンにॊೈに対応するため、要݅が変化することをલ提とするアジϟイル開発に和性があるとߟえられるため
である。

IP5ɾAIͷಋೖঢ়گͱޙࠓͷҙ�
զが国におけるAIの導入状況は、中国・ถ国・Ԥभ主要国を下ճっている
ボストンコンサルティンググループ（2018）の調査＊15では、զが国を含Ή7か国で企業のAI導入状況の各国

比較を行っている。AIアクティブ・プϨイϠー＊16の国別の割合は、中国がѹ的に高く、զが国は7か国中࠷
となっている（ਤද�������）。産業別にみると、զが国ではテクノロジー� メディア� 通信（60�） とۚ融（42�）
では7か国平ۉとのࠩが比較的খさいものの、その他の産業ではࠩが大きく、後れを取っている状況となっている

（ਤද��������）。

ਤද������� ΞδϟΠϧ։ൃのಋೖঢ়گ

���� ���� �2�2
����

��
����

����
��

���� ����
���� ����

22 �� �� ��

0

20

�0

�0

�0

�00

20��
ʢO����ʣ

20��
ʢO���0ʣ

20��
ʢO���2ʣ

20��
ʢO����ʣ

ʢ�ʣ

ଓಋೖதܧ
Ҏલಋೖ、ࡏݱະಋೖ
ະಋೖ
ΘかΒない

（出య）一ൠ社団法人PMI日本支部アジϟイルプロジェクトマネジメント研究会（2018）「ア
ジϟイルプロジェクトマネジメントҙࣝ調査報告」

ਤද������� "*・ΞΫςΟϒ・ϓϨΠϠーのࠃผのׂ߹

த国 ΞϝϦΧ ϑランス υイπ スイス オースτϦΞ ຊ

�2
22 20 20 �� �� ��

��

2� 2� 2�
�� 2� 2�

��

�� �� �� �� �� ��

���
ʢˋʣ

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

Ұ෦のۀ務を"Iにஔ͖͑ている Ұ෦のۀ務で"Iのパイϩοτӡ用をͬߦている

（出య）ボストンコンサルティンググループ（2018）「企業の人工知能（AI）の導入状況に関する各国調査」

ΛৼΓ向けΒΕ͍ͯͳ͍ঢ়ࡐɾ人ۚࢿにࢿଘの「ϨΨシʔシステム」͕、戦略తͳ*5ط化͠たٺলʢ201�ʣ「%9Ϩϙʔτ」、ۀ࢈ࡁܦ	14＊
తにอकඅӡ用අظͰシステムΛ։ൃ͠、݁Ռとͯ͠؍తͳظʢ࠴ଘシステムΛ์ஔ͠た߹、ٕज़తෛط、ΛたΒ͢ととにگ
͕高ಅ͍ͯ͠るঢ়ଶʣ͕૿େ͢るݒ೦͕͋ると͍ͯ͠るɻ

＊15	Ξンέʔτௐࠪ201：ؒظ�9݄ʙ10݄
	 ɾௐࠪରࠃ：ΞϝϦΧ、ΦʔスτϦΞ、スイス、தࠃ、υイπ、ຊ、フランスの7Χࠃ
	 ɾௐࠪର者：தখۀاʢैۀһ250人ະຬʣ͔Βେۀاʢैۀһ50000໊ʣ·Ͱの、"*にؔ͢るૅجతͳཧղΛ༗͢るཧ৬
	 ɾճ者：2700໊
＊16	「"*ΞΫテΟϒɾϓϨイϠʔ」のఆٛ、「Ұ෦のۀΛ"*にஔ͖͍ͯ͑る」·た「Ұ෦のۀͰ"*のύイϩοτӡ用Λߦっ͍ͯる」の͍

ͣΕ͔に֘͠、͔ͭࣗ社の"*ಋೖΛ「֓Ͷޭ͍ͯ͠る」とධՁ͠たۀا
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զ͕ࠃʹ͓͚ΔAI�IP5ͷಋೖঢ়گɺେ͕ۀاதݎɾதখۀاΛɺ͕ۀඇۀΛ্ճΔ
財務省（2018）を基に、わが国のIoT、AI等の活用状

況を概観すると、全体ではIoTが23�1ˋ、AIが10�9ˋで
あり、IoT、AIを利用するଆの企業に限ればそれͧれ
20�6ˋ、9�4ˋにとどまっている（ਤද��������）。AIと
IoT共に、大企業と中堅・中খ企業では大企業が上ճって
おり、造業と非造業では造業が上ճっている。

また、先端技術の活用的を見ると、利用ଆでは、業務
効率の向上やコストの削減を͛ڍる割合が高い（ਤද
��������）。ICTによる生産性向上にはICT利用産業での
付加価創出がカΪであったという1990年代から2000
年代にかけてのถ国での教訓を踏まえると、IoT、AIに
ついても利用ଆで付加価創出に資する利用を促進してい
くことが重要となるとߟえられる。

ਤද�������� ߹ผのׂۀ࢈の"*ΞΫςΟϒ・ϓϨΠϠーのࠃ֤

ফඅ者向͚ۀ࢈

ΤωϧΪー

ۚ༥ؔػ

ϔϧスέΞ
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த国 ΞϝϦΧ ϑランス υイπ スイス オースτϦΞ ຊ

�0ˋ
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�2ˋ
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��ˋ

55％

（出య）ボストンコンサルティンググループ（2018）「企業の人工知能（AI）の導入状況に関する各国調査」

ਤද�������� نʢ全ମɺگの"*ɺ*P5活༻ঢ়ࠃ
ผɺۀछผɺఏڙ�ར༻ଆผʣ

IPT
"I

2���

�0��

����

2���

����

�2��

20��

�0��

����

���

����

�0��

����

���
0

全体ʢO��2��ʣ

େۀاʢO��22ʣ

தݎ・தখۀاʢO����ʣ

ۀʢO���0ʣ

ඇۀʢO����ʣ

ఏڙଆʢO���ʣ

利用ଆʢO��20�ʣ

ʢ�ʣ�0�0�0�0�020�0
（出య）財務省（2018）「財務局調査による

 「先端技術（IoT、AI等）の活用状況」について」

ਤද�������� ઌٕज़の活༻తʢఏڙ�ར༻ଆผʣ

ఏڙଆʢO���ʣ 利用ଆʢO����ʣ
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���

���

����

����

����

����

���

૪ྗ強Խʣڝ֦େʢنのۀଘ事ط

৽事ۀへの進ग़ʢଟ֯Խʣ

৽ʢ商ʣ・αーϏスの開ൃ

ଘʢ商ʣ・αーϏスへの付ՃՁط
の付༩ʢ࣭・ϒランυの向上ʣ

ʣݮһのෛ୲ܰۀ務ޮの向上ʢैۀ

ίスτʢਓ݅අ、保守අ用等ʣのݮ

ਓखෆの解ফ

そのଞ

��������

��������

��������

��������

��������

�2���2��

������

00

�0 020�0�0 �00 20 �0 �0

（出య）財務省（2018）「財務局調査による 「先端技術（IoT、AI等）の活用状況」について」
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1 σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔͷಈͱσʔλʹؔ͢Δ੍උͷಈ
ओͳσδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔ

現代に生きる多くの人々にとって、検ࡧサービスを利用して知りたいことを検ࡧし、SNSでチϟットその他の
コミュニケーションを行い、インターネット上で動画やԻָのࢹௌを行うことは、あり;れた日常の一部となって
いる。また、インターネット上でཉしいモノのߪ入やཱྀ行・॓ധ・৯事の༧約等を行えることで、生活の利便性が
向上している。更には、インターネット上で空間・移動・モノ・スキル・おۚのシェアを行う「シェアリングエコ
ノミー」や、単発又は期で事を受する「Ϊグエコノミー」とݺばれる組みが広がっている等、社会・経ࡁ
の࢟を大きく変えてきている。そして、これらの場を提供しているICT企業は、「デジタル・プラットフォーマー」
とݺばれ、デジタル経ࡁの進化の中で、ଘ在ײを高めている。

このようなデジタル・プラットフォーマーを網ཏ的に示すことは難しいが、GA'A（GooHMe、ANB[oO、
'BDeCooL、AQQMe）とݺばれるถ国企業の一܈や、BAT（BBJEV（バイドΡ）、AMJCBCB（アリババ）、TeODeOU

（テンセント））とݺばれる中国企業の一܈は、その高い企業価や実際の成等から、ಛにを集めている（ਤ
ද�������）。

σδλϧࡁܦʹ͓͚ΔσδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔͷҐஔ͚�
ア　σδλϧͦࡁܦののΛ機ͤ͞る台Λఏ͍ͯ͠ڙるσδλϧɾϓラットϑΥーϚー

લड़のとおり、デジタル・プラットフォーマーは、զ々の生活を๛かなものにする上で大きくݙߩしている。ま
た、中খ企業等にとっては、従来は取Ҿ૬手となり得なかった企業や消費者とのマッチングを可能とし、国内外の
新たなൢ࿏の開というメリットをもたらしている。更に、2018年のN),ߚനՎ合戦に出場したถ津ࢣݰや、
ۙ時広く人気をതしてきた:oVTVCeSに代表されるように、個人がその能力を広く発信し、活༂のチϟンスをつ

ਤද������� ओなσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚー

ࡧ検・ࠂ

(PPHMF

#BJEV

ੈք࠷ઌの検ࡧΤンδンۀاで、検ࠂࡧをத৺とする
を展開தݍࡁܦେなڊ

1'Ϗδωスを強Խして͓り、検ࠂ�ࡧҎ֎のへ
の֦େをࡧ

த国࠷େの検ࡧΤンδンۀاで、検ࠂࡧをத৺とするڊ
େなݍࡁܦを展開

J2JZJなどのίンテンπ配信αーϏスにՃ͑、決ࡁといͬ
たଞへの事ۀ展開をਤる

Ϡϑー

"NB[PO

"MJCBCB

ϙーλϧαイτ:BIPP��+"1"/にΑるࠂ事ۀやϠϑオΫ
などのίϚース事ۀをத৺にݍࡁܦを展開

ίンテンπ配信αーϏスやۚ༥決ࡁなどの事ۀを展開
して͓り、༷ʑなへの֦େ・連携をࡧ

商औҾࢠి
ʢCUPCをؚΉ
খചऔҾʣ

ੈք࠷ઌの&Cۀاで、෯い事ۀυϝインにΑるڊେ
なݍࡁܦを展開த

1'Ϗδωスを強Խして͓り、ੈք࠷େのΫラυ事ۀ
ʢ"84ʣを展開、C%/τοϓシΣΞ

ੈք࠷େنの&Cۀاで、2�0Ҏ上の事ۀυϝインを࣋
つڊେなݍࡁܦを展開த

1'Ϗδωスを強Խʢ൚用ػを࣍ʑと1'Խʣして͓り、
·たI%౷߹にΑりσーλ活用の࠷ઌをる

ָఱ ຊ࠷େنの&Cをத৺に、ʮインλーωοταーϏスʯ
ʮ'JOTFDIʯ等の事ۀを௨͡たʮָఱݍࡁܦʯを展開த

ָఱࢢ等でऩूしたϢーβσーλ等を活用して、ଞ
の各種αーϏスを高度Խ

ϝϧΧϦ

'BDFCPPL

TFODFOU

-I/&

"QQMF

.JDSPTPGU

CUPCϚーέοτϓϨイスʮϝϧΧϦʯをத৺に、スϚϗ
を利用した͞·͟·なΞϓϦʢαーϏスʣをࡧத

ϓϩμΫτのվળ等をతとして͞·͟·なσーλʢ商
τϨンυ、利用者ߦಈなどʣをੳ・活用

4/4・ΞϓϦ

ੈք࠷େの4/4ۀاで、ίンテンπ・決ࡁ等事ྖۀ域を֦
ுし、ڊେなݍࡁܦを展開த

'BDFCPPLの1'、ϞόイϧΞϓϦରԠの"I、73�"3
͕ಛత

ੈք࠷େのήームۀاで、4/4、決ࡁ等事ྖۀ域を֦ுし、
を展開தݍࡁܦେなڊ

事ۀ֦େにՃ͑1'にؔしてΞϦόόを、Ϟ
όイϧ決ࡁ、ϞόイϧΞϓϦ1'͕ಛత

ίϛϡχέーシϣンΞϓϦʮ-I/&ʯをαーϏスϓラοτϑΥーム
として、4/4やΤンλテイϝンτܥαーϏスを展開

ۚ༥ʢ-I/&�1BZʣ、௨信ʢ-I/&Ϟόイϧʣといͬたଞ
へ事ۀを展開

・ιϑτ
ΣΞখച

スϚϗʢJ1IPOFʣを֩としたੈք࠷େのωοτ・σδλϧ
Ոిのখചとして、ڊେなݍࡁܦを展開த

ΫラυʢJCMPVEʣ、事ۀを֦େத。ۙ年ίンテンπ
配信などにりग़す

8JOEPXTや0⒏DFなどのιϑτΣΞをఏڙするੈք࠷
େのιϑτΣΞϕンμーとಉ࣌にϋーυ展開

Τンλーϓライζをओなରとして、Ϋラυʢ"[VSFʣ
をத৺とした事ۀを֦େத

ओཁ ۀا ׅ֓ۀࣄ ϓϥοトϑΥーϜビδωス֦େʹ͚ͨऔ

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
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かΉきっかけを༩えるଘ在となっている。
デジタル・プラットフォーマーは、インターネットを通じ、人と人、人と企業、企業と企業といったあらΏる活

動の主体を結びつける場を提供している。かつ、ԕڑの主体であってもリアルタイムで結びつけることを可能と
しているとともに、広いൣғでのマッチング機能を通じたখ規模なニッチマーケットの成立にݙߩしている。すな
わち、デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスは、第2ষ第1અでड़べるデジタル経ࡁのಛ質である、
時間・場所・規模の制約を超えた活動を可能とする場であるとともに、各主体の関係の࠶構築を実現する場として
も機能している。

このように、デジタル・プラットフォーマーは、デジタル経ࡁそのものを機能させる台を提供する役割を果た
しており、ͩからこそོしているとߟえられる。伝౷的な資本主ٛ経ࡁにおいては、市場がその台の役割を果
たしてきたことを踏まえると、デジタル・プラットフォーマーは、伝౷的な市場の機能を代ସしているともいえ
る。また、市場が機能するためには、法律等の制度によるཪ付けが必要であるが、デジタル・プラットフォーマー
は、利用規約の設定とࣥ行等を通じ、この機能すら備えているといえる＊1。

デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスには、取Ҿの対象に対してԿらかの評価システムを備えてい
るものが多い。例えば、利用者が星の数等で評価を行う組みや、あるいはデジタル・プラットフォーマー自が
Կらかの基準により༏先順位を設定する組みが用いられている。デジタル・プラットフォーマーは、それまで୳
をࢶ可能にした一方で、૿えす͗た情報量により、利用者にとってあまりに多いબࡧが困難であったものを୳ࡧ
༩えることになる。このことは、ٯに取Ҿ費用を高いものとしてしまうため、このような評価システムを提供する
ことで防いでいる。他方、この評価の組みがዞҙ的なものである場合、リソースのదな配分という市場が持つ
メカニζムを損なうこととなる。

イ　σδλϧɾϓラットϑΥーϚーのサービスなͥແྉなの͔
本અの಄でड़べたようなサービス等には、無ྉで利用できるものがগなくない。例えば、無ྉで検ࡧを行うこ

とができ、また、各種コンテンπも無ྉでࢹௌすることができるものがある。これは、第2ষ第1અでड़べる情報
の複・提供に関する限ք費用がほ΅θロであることをөしているものの、全くの無ྉであれば事業は成立しな
いことになる。デジタル・プラットフォーマーは、なͥ無ྉでサービスを提供できる、あるいは提供しているのͩ
ろうか。

この点については、デジタル・プラットフォーマーのサービスに関する྆໘市場（あるいは多໘市場）というଆ
໘にする必要がある。例えば、検ࡧサービスを例に取ると、サービスを提供するデジタル・プラットフォー
マーには、検ࡧを行う利用者がଘ在する。同時に、検ࡧ結果を表示する際には広告もܝ載することが通例であり、
このような広告のܝ載をґཔする広告主もଘ在する。このように、検ࡧサービスには、検ࡧの利用者と広告主とい
う2種類の٬ސがଘ在し、デジタル・プラットフォーマーにとっては、それͧれを૬手とする2つの市場があると
いうことになる。無ྉでࢹௌができる動画共有サイトにおいても、同様である。そして、利用者は無ྉで検ࡧ等を
行うことができるが、広告主は広告ྉを支っているという構図になる。これらのことから、デジタル・プラット
フォーマーは、広告ྉ収入をݪ資とすることにより、検ࡧサービスを無ྉにすることが可能となっているとߟえる
ことができる。

それでは、検ࡧの例において、デジタル・プラットフォーマーは、なͥ広告主のଆを無ྉにするのではなく、検
の利用者のଆを無ྉにするのͩろうか。この点については、「ध要の価格弾力性」という概೦が鍵となる。ध要ࡧ
の価格弾力性とは、価格が変化した場合に、どれͩけध要が変化するかという度合いのことである。例えば、200
円のڇೕの価格が50�Ҿきの100円になれば、そのڇೕをങう人は大きく૿えるとߟえられる。他方、1000円の
ೕをങう人は大きくは૿えないͩろう。このڇೕがあったとして、同じく50�Ҿきの500円になっても、そのڇ
場合、200円のڇೕの方が、ध要の価格弾力性が高いということになる。検ࡧの例でいえば、検ࡧサービスを利用
することの方が、広告を出すことよりもध要の価格弾力性が高いとߟえられている。つまり、検ࡧサービスのྉۚ
を安くしたときに利用者が૿える度合いの方が、広告ྉを安くしたときに広告主が૿える度合いよりも大きいとい

＊1	 にお͍ͯ、「σ「උにؔ͢るதؒཧڥσδλϧɾϓラοτフΥʔϚʔΛ८るऔҾ」লɾެਖ਼औҾҕһ会ɾ૯লʢ201�ʣۀ࢈ࡁܦ
δλϧɾϓラοτフΥʔϚʔ、ͦのϓラοτフΥʔムにফඅ者ʢݸ人ʣۀࣄ者͕ࢀՃ͢るࡍのϧʔϧシステムΛ、ܖʢʣと༥
߹ͤͭͭ͞、ઃܭɾӡӦ͍ͯ͠るʢσδλϧ化のਐలに͍、人ʑのߦಈΛى立͢る「๏」「ࢢ」と͍ったཁૉの͏ͪ、͍ΘΏる「ίʔ
υʗΞʔΩテΫνϟ」のॏཁ性͕େ͖֦͘େ͍ͯ͠ると͞Εる͕、σδλϧɾϓラοτフΥʔϚʔ、ͦのࢲతͳઃܭ者とଊ͑る͜とͰ͖
るʣɻ」と͍ͯ͠るɻ
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うことである。このことを踏まえ、デジタル・プラットフォーマーは、ध要の価格弾力性が高い検ࡧサービスの利
用者の方をなるべく安くすることで、得られる利५を࠷大化しているとされる＊2、＊3。

このほか、基本的なサービスの利用は無ྉであるが、高度な機能等を使う場合には有ྉになるという、いわΏる
「フリーミアム」戦略がとられることもある。この場合は、「補完財」という概೦が鍵となる。あるモノの価格が下
がった場合、そのモノ自体のध要が૿えると同時に、別のモノのध要も૿えるとなると、この2つのモノは補完財
の関係にあるとされている。例えば、コーώーの価格が下がると、コーώーがよりചれるようになるとともに、࠭
もചれるようになる。このとき、コーώーと࠭は補完財であるという。フリーミアムのビジネスモデルにおい
ては、基本的なサービスと、高度な機能等は補完財の関係にあるととらえ、લ者を安くすれば、後者がよりചれる
ようになるというߟえ方がとられている。このため、લ者の基本的なサービスを無ྉとするのである＊4。

なお、サービスが無ྉであることは、実際には高い価格が設定されているというߟえ方もある。後ड़するとお
り、デジタル・プラットフォーマーの多くは、利用者から大量のデータを収集している。本来であれば、デジタ
ル・プラットフォーマーは対価を支って利用者からデータをߪ入すべきものであるところ、無ྉでデータを入手
しているとみることも可能である。この場合、デジタル・プラットフォーマーのサービスは、ڝ૪に基づく市場ݪ
理で実現される価格は本来マイナスであるにもかかわらͣ、それを無ྉという「高い」価格で提供しているという
見方も可能である＊5。

ウ　�σδλϧɾϓラットϑΥーϚーなͥڊେ化͢るの͔
デジタル・プラットフォーマーの多くは、2000年લ後に創業した比較的新しい企業であるにもかかわらͣ、急

速に利用者を拡大し、ಠ・Չといったڝ૪法上のテーマの関心事߲となってきている。デジタル・プラット
フォーマーは、なͥこのように急速に成した、あるいは成できるのͩろうか。

O&C%（2019）＊6は、デジタル・プラットフォーマーの経ࡁ的ಛ性として、ਤද�������のとおり整理してい
る。この中にあるとおり、これら各ಛ性は組み合わされることで大きなものとなり、ര発的な成につながること
になるが、ಛにཹҙが必要とߟえられるいくつかのಛ性についてड़べる。

＊2	 ϓラοτフΥʔムのՁ֨ઃఆに͍ͭͯ、ྫ͑、ᖛঢɾాએʢ2017ʣ「ϓラοτフΥʔムۀ࢈におけるࢢըఆ」Λࢀরɻ
	 ʢhttps://www.rieti.go.jp/jp/puCMications/dp/17j032.pdfʣ
＊3	 ϓラοτフΥʔムに、ޙड़͢る「ؒωοτϫʔΫޮՌ」͕͋るたΊ、ҰํのଆͰのधཁの૿Ճ͕ଞํのଆͰのधཁ૿Ճͤ͞るたΊ、ަ

ࠩྗ性Λྀ͢ߟる͜とॏཁͰ͋るɻྫ͑、ϚΧフΟʔɾϒϦχϣϧフιンʢ201�ʣh ϓラοτフΥʔムのֶࡁܦʱΛࢀরɻ
＊4	 ΞンυϦϡʔɾϚΧフΟʔ、ΤϦοΫɾϒϦχϣϧフιンʢ201�ʣh ϓラοτフΥʔムのֶࡁܦʱ
＊5	 .aurice	&.	4tucke	and	"MMen	1.	(runesʢ2016ʣʠ#ig	%ata	and	$ompetition	1oMicyʡ	0Yford	6niWersity	1ress
＊6	 0&$%ʢ2019ʣʠ"n	*ntroduction	to	0nMine	1Matforms	and	5heir	3oMe	in	the	%igitaM	5ransformationʡ
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ωοτϫʔΫޮՌ
զが国におけるSNSの利用のྺ࢙をৼりฦると、2000年代後にはNJYJの利用者が多く、その数は一時2000

ສ人を超えたとされている。現在では、'BDeCooLの利用者が2800ສ人（2017年9月時点）となっており、
NJYJから'BDeCooLにり換えた利用者は多いとߟえられる。そのഎܠには、「Ոや༑人がり換えたから」と
いうケースも多いͩろう。利用者にとって、Ոや༑人が使っているSNSとそうでないSNSとでは価がҟなり、

「Ոや༑人が使っているSNSを自分も使う」というબは自વである。このように、あるネットワークへの参加
者が多ければ多いほど、そのネットワークの価が高まり、更に参加者をݺびࠐΉという現象が、ネットワーク効
果（あるいはネットワーク外部性）である。この結果、多くの利用者を抱えるサービスは、更に利用者を֫得する
ことが可能となり、規模を拡大していく＊7。デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスには、このような
ネットワーク効果が働くため、「ઇͩるまࣜ」に利用者を拡大していく向にある。

このネットワーク効果については、もう一つ重要な要素がある。それは、લड़の効果とは別に、྆໘市場の྆໘
をまたがったネットワーク効果も働くということである。すなわち、検ࡧサービスにおいて、サービスを提供する
デジタル・プラットフォーマーは、検ࡧサービスの利用者と広告主という2種類の٬ސを抱えており、この2者と
の関係でそれͧれ市場が成立している。そして、例えば検ࡧサービスの利用者が૿えると、広告主にとってもັ力
的となるため、広告主も૿えていく。このように、一方の市場での利用者の૿加が、その市場の利用者のみなら
ͣ、もう一方の市場での利用者をも૿やしていくことになる。これを「間接ネットワーク効果」という。この関係
で、લड़の同じ市場内での利用者૿の効果のことは「接ネットワーク効果」ということもある。

ਤද������� σδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーのࡁܦతಛ性

˙ɹਖ਼のωοトϫーΫޮՌɹ�└┳┷┭┸┭┺┩ⓤ┨┭┶┩┧┸ⓤ┲┩┸┻┳┶┯ⓤ┩◎┩┧┸┷
Ұ方のଆの利用者の͕૿͑るにैい、ಉ͡ଆの利用者のޮ用͕高·る。
˙ɹਖ਼のؒωοトϫーΫޮՌɹ�└┳┷┭┸┭┺┩ⓤ┭┲┨┭┶┩┧┸ⓤ┲┩┸┻┳┶┯ⓤ┩◎┩┧┸┷
。となͬていると͖、Ұ方のଆの利用者の͕૿͑るにैい、ଞ方のଆの利用者のޮ用͕高·るࢢ·たଟ໘ࢢ͕྆໘ࢢ
方のଆの利用者の֦େにΑる方のଆのޮ用૿にΑる॥͕生·れ͏る。
αーϏスのध要に、Ұ方のଆにՃ͑、ଞ方のଆؚめたՁ֨のߏ͕Өڹする。
˙ɹ෦૬ޓ補ॿɹ�┇┶┳┷┷⓱┷┹┦┷┭┨┭┷┥┸┭┳┲
Ұ方のଆのࠂऩೖにཔり、ଞ方のଆの利用をແྉにする等、ࢢの྆໘ੑを利用し、Ұ方のଆの利用者をิॿして利用者を૿Ճͤ͞る。
˙ɹେنԽෆཁの֦େɹ�┗┧┥┰┩ⓤ┻┭┸┬┳┹┸ⓤ┱┥┷┷
物ཧతなϞϊのࢢとൺֱして、ࢢ͕ਝかつඅ用で֦େするՄੑ͕ある。
�ϋーυΣΞやιϑτΣΞ開ൃのݻ定අ用のճऩޙ、σーλの生成・保ଘ・ෳ・送等にかかるίスτஶしくく、αーϏスఏڙにかかるݶքඅ用͕
。Θͣと百万ͻいてेԯのՃతな利用者へと֦େ͕Մߦ用をޏنһの৽ۀやैࢿにΑり、ߏにখ͞いとい͏අ用ۃ
˙ɹજࡏతなάϩーόϧ֦ு性ɹ�└┳┸┩┲┸┭┥┰┰┽ⓤ┫┰┳┦┥┰ⓤ┶┩┥┧┬
�インλーωοτのΤンυπーΤンυの૬ޓӡ用ੑかΒ、αーϏスをੈքதにఏڙՄであり、σーλ生成等のίスτ͕ஶしくいとい͏ಛੑかΒ、૿େするध
要にਝかつޮతにԠ͑る͜と͕Մ。
˙ɹ全ํҐ性ɹ�└┥┲┳┶┥┱┭┧ⓤ┗┧┳┴┩
�ϓラοτϑΥーム上で、·たෳのϓラοτϑΥームを·た͕ͬて、開ൃίスτのڞ௨ෛ୲や利用者へのڞಉఏڙを௨͡、ෳのαーϏスをิతにఏڙす
るޮ果͕あり、ʮൣғのࡁܦʯをڗ受する͜と͕で͖る。
�ΑりଟくのαーϏスをఏڙする͜とで利用者をつな͗とめる͜と͕、ΑりଟくのσーλのऩूをՄとし、͜の͜と͕ϓラοτϑΥームのαーϏスをΑりચ࿅
する͜と͕で͖るととに、ଞのࢢにΑり༰қ・ޮ果తにࢀೖする͜と͕Մとなる。
˙ɹར༻ऀσーλの生・ར༻ɹ�┋┩┲┩┶┥┸┭┳┲ⓤ┥┲┨ⓤ┹┷┩ⓤ┳┪ⓤ┹┷┩┶ⓤ┨┥┸┥
ଞのϏδωスとൺると、利用者σーλの๛͞やେなྔ、ચ࿅͞れた利用方๏に͓いてཱͬࡍている。
˙ɹഁյతΠϊϕーγϣϯɹ�┈┭┷┶┹┴┸┭┺┩ⓤ┭┲┲┳┺┥┸┭┳┲
�ムーΞの๏ଇにͮجくϚイΫϩϓϩηοαのॲཧ度向上等の予ଌՄかつ進తなٕज़向上でなく、予ଌෆՄかつෆنଇなܗで、ܶతにࢢをมֵし、
৽しいࢢをつくりग़す。͞Βに、طଘ事ۀのॖখやୀग़を͏。
�ର৽たなやϓϩηスにՃ͑、৽たなϏδωスϞσϧؚ·れる。インλーωοτ上で、ࡒٱの༨ΩϟパシテΟにध要をϚονンάͤ͞るαー
Ϗス、৽たなϏδωスϞσϧのಋೖとなる。
˙ɹスΠονϯάίストɹ�┗┻┭┸┧┬┭┲┫ⓤ┧┳┷┸┷
�ΞΧンτのϓϩϑΟーϧઃ定やίンテンπのߘ、༑ਓとのίϛϡχテΟܗ成といͬた利用者のࢿをඞ要とするιーシϟϧϝσΟΞのΑ͏なϓラοτϑΥー
ム、ଞのオンラインϓラοτϑΥームへとҠߦするίスτをҾ͖上͛、Ձ֨や࣭͕Լしたとして、αーϏスをҠߦする͜とをࠔにする。
˙ɹউऀ૯ʢେʣऔりɹ�┛┭┲┲┩┶⓱┸┥┯┩⓱┥┰┰ⓤ┳┶ⓤ┻┭┲┲┩┶⓱┸┥┯┩⓱┱┳┷┸
�ωοτϫーΫޮ果やنのࡁܦ、ൣғのࡁܦにΑり、ࢢ͕উ者૯ʢେʣऔりの向をつΑ͏になり、物ཧతなϞϊのࢢで౸ఈ達成しಘない成をՄ
とする。
�Ұ方、Αり࣭の高いϓラοτϑΥーム͕ओಋతとなれ、ࢀೖ者͕ઌߦ者にऔͬてΘる͜と༰қに͜ىり͑る。͜のため、উ者૯औり、決してࢢに͓
いてӬٱతにܧଓするとݶΒない。
˙ɹ߹ޮࢉՌɹ�┗┹┱┱┥┸┭┳┲
上هのಛੑのଟくオンラインϓラοτϑΥームಠಛののでない͕、͜れΒの߹͕ͤ各ಛੑをେ͖なのとし、രൃతな成へとつな͕る。

（出య）O&C%（2019）ʠAO IOUSoEVDUJoO Uo OOMJOe PMBUGoSNT BOE TIeJS RoMe JO UIe %JHJUBM TSBOTGoSNBUJoOʡを基に作成

＊7	 ωοτϫʔΫޮՌ、धཁଆのنのࡁܦとݺΕるɻ
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このような接・間接のネットワーク効果による「ઇͩるまࣜ」の利用者拡大（ਤද�������）が、デジタル・
プラットフォーマーの急速な成の大きな要Ҽの一つとなっている。このため、ಛにサービス提供の初期において
は、ネットワーク効果を通じた利用者拡大の流れにることができるよう、様々なポイントの付༩等によるキϟン
ϖーンを行うこと等により、ࢉ࠾性を重ࢹせͣ利用者を૿やす取組が行われるといったことがみられる。

εΠονϯάɾίετ
SNSの利用に当たっては、アカウントを作成した上で、จষとともに様々なࣸਅ・動画等をߘし、人とのつ

ながりを構築することになる。このため、これらのコンテンπを移せないとすれば、一度使い始めたSNSから
れて他のSNSに移ることはハードルが高いものとなる。現在利用している・サービスから、代ସ的な他の
・サービスにり換える際に発生するۚમ的・手続的・心理的なෛ担のことを、スイッチング・コストという。
デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスにおいては、このスイッチング・コストが高いとされる＊�。

スイッチング・コストが高い場合、利用者はたとえ他に安くて質の高い代ସ的なサービスがあったとしても、
り換えをためらうことになる。この結果、利用者はサービス提供者にロックインされた状態となるため、サービス
間のڝ૪の効果をऑめることになる。

ಛに、デジタル・プラットフォーマーが一つではなく様々なサービスを提供しており、これらが連動している場
合、スイッチング・コストによる換え制効果は一層高いものとなる。実際、複数のサービスを提供することで
ൣғの経ࡁ性が働くことから、多種多様なサービスを提供するデジタル・プラットフォーマーはগなくない。そし
て、例えば一つのアカウントによりメール、SNS、動画ࢹௌ、電子取Ҿ等の利用を行っている場合、たとえそ
のうちのサービスの一つに不ຬがあったとしても、アカウントをดじるまでには至らないͩろう。
σʔλʹؔ͢ΔʮઇͩΔ·ࣜʯ֦େޮՌ

デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスには、利用者からデータを収集し、それを活用するものがগ
なくない。例えば、アカウントの作成の際に入力をٻめる利用者の情報のほか、検ࡧを行ったޠ、サイトのӾཡཤ
ྺ、動画のࢹௌཤྺ、SNSでのߘ内容、「いいͶ」を付けたサイトといった情報から利用者の関心事߲やझຯな
どを推ଌし、その利用者にターゲットをߜった広告の提供を可能とするといったことが行われている。

多数の利用者を集めることは、これら利用者に関する多数のデータを集めることになる。そして、データには、
લड़のネットワーク効果とはҟなる2つの「ઇͩるまࣜ」拡大効果があるとされる＊9。

まͣ、「規模に関する収֭చ૿」（JODSeBTJOH SeUVSOT Uo TDBMe）が͛ڍられる。これは、サービスに関して利用
者のデータがより多く集まれば集まるほど、そのサービスの質が向上し、更に利用者をݺびࠐΉというものであ

ਤද������� ωοトϫーΫޮՌ
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σδλϧ・ϓϥοトϑΥーϜ

ࢢ
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利用者͕૿͑れ૿͑る΄ど、利用者にとͬてαーϏスの
Ձ͕高·り、利用者͕ߋに૿͑る
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（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊�	 「උにؔ͢るதؒཧڥσδλϧɾϓラοτフΥʔϚʔΛ८るऔҾ」লɾެਖ਼औҾҕһ会ɾ૯লʢ201�ʣۀ࢈ࡁܦ
＊9	 0&$%ʢ2014ʣʠ%ara�driWen	innoWation	for	growth	and	weMM�Ceing:	interim	synthesis	reportʡΛࢀরɻωοτϫʔΫޮՌधཁଆのޮՌͰ͋

Γ、͜͜Ͱड़るޮՌڅڙଆのޮՌͰ͋ると͍ͯ͠るɻ
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る。例えば、デジタル・プラットフォーマーの提供する電子取Ҿのサービスには、多数の利用者の過去のߪ入
データを基に、の推નを行うものがある。つまり、Aというをങった利用者は、Bというもങう向
にあるため、新たにAをങった利用者に対して、Bをનめるというものである。このਫ਼度は、ߪ入データが集まれ
ば集まるほど高まることになり、電子取Ҿサービス自体の質を向上させる＊10。

次に、「ൣғに関する収֭చ૿」（JODSeBTJOH SeUVSOT Uo TDoQe）が͛ڍられる。これは、より多くのサービス
から利用者のデータを集まるほど、これらサービスの質が向上し、更に利用者をݺびࠐΉというものである。例え
ば、検ࡧサービス、動画共有サービス、メールサービスのそれͧれから得られる利用者の関心事߲についてのデー
タを組み合わせれば、その利用者のよりਫ਼度の高いプロファイリングを行うことができ、より効果的な広告を提供
できる。

これらは、લड़のネットワーク効果やその他の効果と૬まって、デジタル・プラットフォーマーの成にݙߩす
ることとなる。

Τ　σδλϧɾϓラットϑΥーϚーのࡁܦのӨڹ
O&C%（2019）は、デジタル・プラットフォーマーの経ࡁへのӨڹについても整理しており、その概要はਤද
�������のとおりである。લड़したとおり、デジタル・プラットフォーマーはデジタル経ࡁを機能させる台を提
供しており、ここで整理されていることは、デジタル経ࡁの中で生じることそのものであるともいえよう。

σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔͷݱঢ়ͱಈ�
ここでは、デジタル・プラットフォーマーのうち、ಛにを集めているGA'AとBATについて、その現状や

動向について主なものを整理する。

ア　("'"ɾ#"5のۀࣄ構Ͳのよ͏なの͔
一ൠに、利用者のࢹ点からは、例えばGooHMeは検ࡧサービス、'BDeCooLはSNSを中心として様々なサービス

を提供するデジタル・プラットフォーマーとして認ࣝされているͩろう。他方、これらのサービスは無ྉで提供さ
れており、ച上高や利ӹを接生んでいるものではない。ച上高・利ӹからみると、GA'AやBATの事業構造に
は別のଆ໘が見えてくる。この点を整理したものがਤද�������である。

ਤද������� σδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーのࡁܦతなΠϯύΫト

˙ɹϚΫϩࡁܦʹର͢ΔΠϯύΫトɹⓤ┑┥┧┶┳┩┧┳┲┳┱┭┧ⓤ┭┱┴┥┧┸┷
Πϊϕーγϣϯͱ生࢈性
�ΞイσΟΞや情報をखܰ・ਝにशಘ・ڞ༗・ऩӹԽ͕Մとなる͜とか
Β、イϊϕーシϣンと生ੑ࢈向上をଅす。
�ൢ ച者とߪೖ者͕ू·る͜とにΑるڝ૪ѹྗのӨڹにΑり、ݯࢿ配͕ਝ
・ޮతになる͜とかΒ、生͕ੑ࢈高·る。
ଞ方、༗な৽ࢀنೖ者のイϊϕーシϣンを͛るՄੑ͕ある。

イϊϕーシϣンや生ੑ࢈向上͕(%1の֦େにつな͕る。
�খച事ۀ者のࢢΞΫηスの֦େ、ڝ૪のଅ進にՃ͑、ϓラοτϑΥーム
Ϗδωス自体(%1の֦େにつな͕る。
қࡍࠃ
�オンラインϓラοτϑΥーム͕ଟ国੶ۀاのܗଶで展開͞れる͜とにՃ͑、
ଞのۀاのւ֎ࢢへのΞΫηスػցをఏڙする͜とにΑり、国ࡍқを
ଅ進する。
։ൃ
�৽ڵ国のதখۀاάϩーόϧόϦϡーνΣーンへのࢀՃやւ֎٬ސへの
ΞΫηスのためにオンラインϓラοτϑΥームを利用している。
�৽ڵ国の࿑ಇ者͕ଞ国にΞΫηスするػցఏڙし、オンライン࿑ಇのޏ
用者高ॴಘ国にଟいҰ方、࿑ಇ者৽ڵ国にଟい。
˙ɹެతサービスʹର͢ΔΠϯύΫトɹ�┍┱┴┥┧┸┷ⓤ┳┲ⓤ└┹┦┰┭┧ⓤ┗┩┶┺┭┧┩┷
�オンラインϓラοτϑΥーム、地ਤ、郵便、ٸۓ௨報、ٻਓࡌܝ等、ج
ૅతなʮެతʯαーϏスをఏڙして͓り、طଘのެతαーϏスのࡏり方͕
Θれる。

˙ɹビδωスʹର͢ΔΠϯύΫトɹ�┍┱┴┥┧┸┷ⓤ┳┲ⓤ┦┹┷┭┲┩┷┷┩┷
�৽ۀاڵにରし、άϩーόϧࢢへのΞΫηスػձ、ΞϓϦ開ൃ者との連
携ػձ、ΫラυϑΝンσΟンάにΑるࡒ支援のػձ、検ࡧΤンδンに
Αるػࠂձ等をఏڙする。
தখۀاにൢചνϟωϧをఏڙし、ࢢを民ओԽするޮ果͕ある。
�ଞ方、ࢢにഁյతイϊϕーシϣンをたΒす͕、ඇޮなۀاをୀग़͞
ͤ、ޮతなۀاにม͑る͜とにΑり、ظతにফඅ者の利ӹや生ੑ࢈
͕高·る。
�·た、ࢢ支配ྗをߦし、தখۀا等にڝ૪્తなෆެਖ਼औҾをͬߦ
ているとのݒ೦ある。
͜の΄か、スτϦーϛンάαーϏスにΑるهԻָۀքのഁյ͕ある。
˙ɹফඅऀʹର͢ΔΠϯύΫトɹ�┍┱┴┥┧┸┷ⓤ┳┲ⓤ┧┳┲┷┹┱┩┶┷
�ωοτシϣοϐンάで、商・Ձ֨の୳ࡧ・ൺֱ͕༰қ・ཏతにで͖、
ൢച者とのڑの੍なくߪೖ͕Մ。
�地域に͓いて事のシΣΞ、ڑҠಈ・ྉཧ配達のシΣΞや事のシΣ
Ξ等、Ϟϊ・αーϏスをಘるための৽たなબࢶをఏڙ。
�ଟくのϓラοτϑΥームҰ方のࢢにແྉαーϏスをఏڙして͓り、そ
のۚમతՁܭଌࠔである͕、ࡁܦతՁແࢹで͖ない。
ଞ方、ϓライόシーやڝ૪๏上の題ফඅ者にෆ利ӹをたΒしಘる。
˙ɹࢢのߋなΔޮԽɹ�┑┥┯┭┲┫ⓤ┱┥┶┯┩┸┷ⓤ┻┳┶┯ⓤ┱┳┶┩ⓤ┩●┧┭┩┲┸┰┽
�オンラインϓラοτϑΥーム、औҾඅ用をݮし、৽たなऔҾをՄと
する͜とにΑり、ࢢをޮԽする͜と͕Մ。
�·た、࣮ࡍに地域でӡӦするඅ用をか͚ͣ地域ࢢへのΞΫηスをՄと
する。

（出య）O&C%（2019）ʠAO IOUSoEVDUJoO Uo OOMJOe PMBUGoSNT BOE TIeJS RoMe JO UIe %JHJUBM TSBOTGoSNBUJoOʡ を基に作成

＊10	ྫ͑、"ma[on͕ϋνϛπとೕ༮ࣇ向けΛߪೖ͠た利用者に、ೕࣇのϘπϦψスのҙىשΛ͏ߦϝʔϧΛૹっ͍ͯた͜と͕
とͳったɻ
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より具体的に、GAFAとBATの売上高の内訳を示したものが、図表1-3-1-6である。このように、あくまでも
売上高からみると、それぞれの主力事業は、Google、Facebook、バイドゥについては広告、Amazonとアリバ
バについては電子商取引、Appleについてはハードウェアの製造・販売、テンセントについてはサービス（コン
テンツを含む。）となっており、GAFAやBATと総称されるものの、事業構造は異なっていることが分かる。
また、これら企業は積極的に新事業に進出する等、一般的に多角的な事業を行っているとの印象を持たれている

が、売上高で見る限り、少なくとも現時点では特定の事業に頼る構造となっていることが分かる。
なお、利益の事業別の内訳については、7社のうち公表しているのはAmazonとアリババのみであるため、図
表1-3-1-6では、他社についてはあくまでも推測である。公表しているAmazonをみると、売上高では約1割を
占めるにとどまるクラウドサービス（AWS）が、営業利益においては約6割を占めているといった特徴がある。

図表1-3-1-5 ച্ߴɾརӹ͔ΒΈͨGAFAɾ#A5ͷྖۀࣄҬ

˞ओཁྖۀࣄҬをҎԼのͱ͓Γྨ
ɿച্ֹの༗͕50％Ҏ্ ɿച্ֹの༗͕10％Ҏ্50％ະຬ ɿച্ֹの༗͕10％ະຬɺ·ͨʮその他ʯのͨΊྨෆՄ

ɿ֤ࣾʹ͓͍ͯӦۀརӹֹ͕࠷େ͖͍ྖۀࣄҬ ɿӦۀརӹֹ͕࠷େ͖͍ͱਪ͞ΕΔྖۀࣄҬ	ྖۀࣄҬผӦۀརӹֹඇ։ࣔのͨΊ


Google Amazon Facebook Apple #aJEV
バイドゥ

AlJbaba
アリババ

5encenU
テンセント

広告 7BSJPVT "NB[PO�"ET 'BDFCPPL 7BSJPVT 7BSJPVT 7BSJPVT 8F$IBU

サービス
（コンテンツ含む） :PV5VCF 1SJNF�7JEFP *OTUBHSBN J5VOFT J2JZJ :PVLV

1FOHVJO
F�SQPSUT
/PX�-JWF�

電子商取引 "OESPJE�1BZ "NB[PO�DPN "QQMF�1BZ #BJEV�8BMMFU 5NBMM
"MJQBZ

8F$IBU�1BZ
22�8BMMFU

クラウド %SJWF "8S 8PSLQMBDF J$MPVE #BJEV�$MPVE "MJCBCB�$MPVE 5FODFOU
$MPVE

ハードウェア
（OS含む） $ISPNF ,JOEMF J1IPOF�J1PE

"*�アγスλンτ (PPHMF
"TTJTUBOU "MFYB SJSJ

他ۀछ࿈ܞ
ϔϧスέアͳͲ
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（出典）総務省（2019）「デジタル経済の将来像に関する調査研究」
各社決算資料を基に作成

図表1-3-1-6 GAFAɾ#A5ͷച্ߴͷ༁ʢ����ʣ
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（出典）総務省（2019）「デジタル経済の将来像に関する調査研究」
各社決算資料を基に作成
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GA'AとBATのച上高と営業利ӹの推移は、ਤද�������のとおりである。ച上高でみると、AQQMe、
ANB[oO、GooHMeの順となっている。他方、営業利ӹでみると、AQQMe、GooHMe、'BDeCooLの順となってい
る。ച上高・営業利ӹともに、2017年から2018年にかけてANB[oOの成率が高い。

ച上高営業利ӹ率の推移はਤද�������のとおりであり、2018年でみると、'BDeCooL、テンセント、AQQMe
の順となっている。લड़のとおりച上高・営業利ӹの成率が高いANB[oOは、ച上高営業利ӹ率では7社のう
ち།一の一ܻ台となっている。

GA'AとBATの貸आ対র表の構造を示したものがਤද�������である。ANB[oO、AQQMe、テンセント以外の
4社は、資産にめる७資産の割合がۃめて高いものとなっている。これは、現状では利ӹ率が高いとはいえない
ANB[oOや、طに配当を出すステージに入っているAQQMeとテンセントをআくと、各社においてຖ年の利ӹが内
部ཹ保としてੵみ上がり、M�Aのݪ資等としている状態にあるといえる。

ਤද������� ("'"・#"5のച্ߴͱӦۀརӹのਪҠ
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（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
各社ܾࢉ資ྉを基に作成
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（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
各社ܾࢉ資ྉを基に作成
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イ　#"5ͱͲのよ͏なଘ͔ࡏ
O&C%（2019）は、各国の政策当局の関心がGA'Aにدせられている中で、BATを始めとする中国のデジタ

ル・プラットフォーマーに対してもすることの重要性を指ఠしている。その上で、中国やBATについて、次
のような分析・評価を行っている。

まͣ、中国における保護主ٛ的な政策を指ఠしている。具体的には、ブロッキングにより、'BDeCooL、
GooHMe検ࡧ、:oVTVCe、IOTUBHSBN、TXJUUeS、TXJUDI（ANB[oOのゲーム配信プラットフォーム）へのアク
セスが認められていないほか、中国で事業を行う際にはしばしば中国企業との提携をٻめられるとしている。ま
た、提携૬手の中国企業との技術のシェアを強いられ、この中国企業がリバース・エンジニアリングにより同じ
を作り、ڝ合に至るケースがあることを指ఠしている。更に、中国での事業を認められた企業の中には、7PN
の使用制限や中国のインフラのみの使用等、インターネットのオープン性を損なう中国の規制の運用へのد༩をٛ
務付けられている点にも৮れている＊11。その上で、中国企業はO&C%加ໍ国の事業展開が認められていることに
রらした不ߧۉへの対応という点を指ఠしている。

その一方で、BATが༸のプラットフォームの模฿であるというイメージを数年લには১し、今では多くの
点でւ外の同種のサービスの先を行っていると評価している。具体的には、イノベーションと౷合性にணしてい
る。例えば、バイドΡはGooHMeの検ࡧエンジンの中国൛であったのが、Ի・画૾を含めた検ࡧの能力を向上さ
せていることに加え、総合的なコンテンπプラットフォームのඦՈ号（BBJKJBIBo）のような他の国では同等のも
のがないとࢥわれるサービス＊12をも生み出していることを指ఠしている。また、テンセントの提供するSNSプ
ラットフォームであるWeCIBUは、人々がΉことをԿでもモバイル端末で行うことができ、それで一日中過͝
せるという「WeCIBUライフスタイル」ともいうべきものを創り上͛ているとしている。このほか、アリババの
マーケットプϨイスでは、2016年の「ಠの日」（11月11日）の一日のみで178ԯドルの取Ҿが行われ、これは
スϖインにおける2016年の1年間の電子取Ҿのച上͛に૬当するといった規模໘についてもしている。

O&C%（2019）はまた、BATは現時点では中国国内を主な市場としているとしつつ、そのւ外展開について
も言及している。例えば、テンセントはモバイルܾࡁサービスのWeCIBUϖイを中国外で25か国に展開している
が、これは準備的な位置付けに過͗ͣ、ੈքで࠷大のཱྀ行者層となっている中国からのւ外ཱྀ行者の財力を生かし
てWeCIBUϖイの導入を進めていくͩろうとしている。そして、その次の段֊として、中国人ではない利用者の
拡大を指していくという道ےを示している（ਤද��������）。

ਤද������� ("'"・#"5のିआରরදのߏ
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（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
各社ܾࢉ資ྉを基に作成

＊11	 0&$%ʢ2019ʣͰ、インυにおけるి子औҾにؔ͢る֎੍نࢿ等のอޢओٛに͍ͭͯ৮Ε͍ͯるɻ
＊12	ඦՈ߸のಛにイϊϕʔテΟϒͳとͯ͠、ࣄه、ຊ、Ξϧόム、ϏσΦ、ライϒ৴、"3ɾ73等のଟ͘のフΥʔϚοτにରԠͭͭ͠、ݸ人ɾ

๏人ɾίンテンπۀࣄ者と͍った༷ʑͳओମ͕ใΛൃ৴ͯ͠フΝンΛूΊる͜と͕Ͱ͖る͜とΛ͍ͯ͛ڍるɻ
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ਤද�������� 0&$%ʢ����ʣʹΑΔ8F$IBUϖΠのւ֎ల։のಓے

தࠃ

ࠃ"

ࠃ#

ࠃ$

ࠃ%

ᶃத国かΒւ֎への
者͕૿Ճߦཱྀ　

ᶄத国かΒのཱྀ٬ߦのために
　8FCIBUϖイをಋೖ

ᶅத国かΒのཱྀ٬ߦ
　Ҏ֎8FCIBU
　ϖイを利用

（出య）O&C%（2019）を基に作成

&6ʹ͓͚Δσʔλʹؔ͢Δϧʔϧͷඋɾӡ༻ʹؔ͢Δಈ13＊�
GA'A等のデジタル・プラットフォーマーが国際的に展開し、個人の様々なデータを収集・利用している中で、

&6においては、このようなデジタル・プラットフォーマーの活動をҙࣝした法規制の整備と運用がੵۃ的に行わ
れている。また、個人データ以外のデータを८る法規制も導入されている。これらについて、その全体૾とともに
આ明する。

ア　(%13のߦࢪͱӡ用
(%PR͕σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔʹ༩͑ΔӨڹ

&6においては、2018年5月25日に「一ൠデータ保護規ଇ（G%PRɿGeOeSBM %BUB PSoUeDUJoO ReHVMBUJoO）」
が施行された。G%PRは、&6域内＊14の個人データの保護を規定する法として、1995年からద用されてきた「&6
データ保護指令（%BUB PSoUeDUJoO %JSeDUJWe 95）」に代わる形で制定されたものである＊15。&6市民のݖ利を定
めるԤभ連合基本ݑݖষにおいて、個人データの保護は基本的人ݖとされており、デジタル時代においてこのݖ利
を強化する等の観点から立法された。G%PRは、個人データやプライバシーの保護に関し、&6データ保護指令よ
りも厳格に規定しており、デジタル・プラットフォーマーの事業展開にも大きくӨڹしている。

デジタル・プラットフォーマーの事業展開との関係で、G%PRが&6データ保護指令に比べて厳格化された点
は、主に4点ある。まͣ、法の域外ద用が行われるという点である。すなわち、&6域外からの行ҝであっても、
域内の個人に対して・サービスを提供し、個人データの収集等を行う場合等にはద用される。2点として、
高ֹの制ۚࡋをՊすことが可能という点がある。G%PRにҧした場合、࠷大でҧ事業者の全ੈքでの年間ച
上高の4�（2,000ສユーロを下ճる場合には、2,000ສユーロ）の制ۚࡋがՊされる可能性がある。3点とし
て、個人データの収集・利用に際してその個人の明確な同ҙを必要とした点がある。そして4点として、個人の
データポータビリティに関するݖ利を明記した点がある。

G%PRにおけるデータポータビリティのݖ利とは、①事業者等に自ら提供した個人データを本人が࠶利用しや
すい形ࣜで受け取るݖ利、②技術的に実行可能な場合には別の事業者等に対して接個人データを移行させるݖ利
とされている（ਤද��������）。このようなݖ利を設定することで、個人データの保護を図るとともに、個人デー
タのғいࠐみの防止によるڝ૪の促進、個人データを活用したイノベーションの創出、ユーβーのコントロール下
での個人データの共有の促進によるユーβーの利便性向上といったメリットが期待されている。すなわち、データ

＊13	 &6のঢ়گશൠに͍ͭͯ、૯লใ௨৴策ڀݚॴのࠤʑษಛผڀݚһ͔Βの༷ʑͳใఏڙの΄͔、ੜ人ʢ201�ʣ「σʔλϙʔλ
ϏϦテΟと"*ωοτϫʔΫ社会」ʢ૯ল「"*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ"*Ψόφンスݕ౼会」ࢿྉʣΛߟࢀと͍ͯ͠るɻ

	 ʢhttp://www.soumu.go.jp/main_content/0005�911�.pdfʣ
＊14	ԤभྖࡁܦҬʢ&&"ʣのҰ෦Ͱ͋るΞイスランυ、ϊϧΣʔ、Ϧώテンシϡλインؚ·Εるɻ
๏੍化ΛࠃのҐஔけͰ͋ったのにର͠、(%13「ྩࢦ」๏੍化Λཁ͢るࠃにおけるࠃ6Ճໍ&֤͕「ྩࢦޢ6σʔλอ&」、にີݫ	15＊

ཁ֤ͤͣՃໍࠃにద用͞Εる「نଇ」のҐஔけͰ͋ると͍͏๏ࣜܗの͕ҟͳるɻ
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ポータビリティには、個人のݖ利の確立・保োというଆ໘と、ڝ૪政策的なଆ໘の྆໘がある。

(PPHMFʹର੍ͯۚ͠ࡋΛՊͨ͠ϑϥϯε
G%PRは、施行後1年にຬたない内に、様々なӨڹをデジタル・プラットフォーマーに及΅している。
2019年1月、フランスのデータ保護規制当局のCNILは、GooHMeがG%PRにҧしたとして5,000ສユーロ

（約62ԯ3,300ສ円）の制ۚࡋをՊすことをܾ定した。このܾ定は、G%PRの施行日である2018年5月25日に
行われたプライバシー保護団体からの提ૌ等を受けたものである。

GooHMeがG%PRҧであるとされた具体的な内容は、①アンドロイド端末のユーβーが、GooHMeによる個人
データの取ѻ方針を見るまでにたどりつくために必要なૢ作が多いことや、データのੵの的がந象的であるこ
とは、G%PRがٻめるಁ明性のある情報提供とはなっていないこと、②ターゲティング広告という的のために
個人データを取りѻうことについて、集められるデータの性質や量についてユーβーが認ࣝを持つことができるよ
うなઆ明がなされていないことから、ユーβーの明確な同ҙがあったとはいえないというものであった。

本݅は、グローバルなデジタル・プラットフォーマーに対してG%PRに基づく制ۚࡋをՊした初めての例であ
る＊16。また、制ۚࡋをՊされたのは、&6域内にڌ点を置くアイルランド法人GooHMe ISeMBOE LJNJUeEやフラン
ス法人GooHMe 'SBODe SBSMではなく、ถ国法人のGooHMe LLCであり、域外ద用が行われている点も重要である。
σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔʹΑΔσʔλϙʔλϏϦςΟͷରԠͷಈ͖͕ग़͖͍ͯͯΔ

2018年7月に、GooHMe、'BDeCooL、MJDSoToGU、TXJUUeSの4社は、これら各社のサービス間における接の
データ移行を可能とすることを指す「データ転送プロジェクト（%TPɿ%BUB TSBOTGeS PSoKeDU）」の開始を発
表している（ਤද��������）。この構想が実現すれば、ユーβーはIOTUBHSBNにアップした画૾をGooHMeフォト
に接移すといったことが可能となる。

また、この%TPはオープンソースのプロジェクト＊17であり、スタートアップ企業等の4社以外の企業も参加で
きることから、新たなサービスの創出が期待されている。

ਤද�������� (%13ʹ͓͚ΔσーλポーλビϦςΟのݖར

ᶃݸਓσーλΛड͚औΔݖར

ѻいやすいࣜܗで
ਓσーλをؐ元ݸ

σーλར活༻ۀا ਓݸ σーλར活༻ۀا

"ࣾ

#ࣾ

ڙਓσーλఏݸ

αーϏス

ᶄݸਓσーλΛଞࣾʹҠస͢Δݖར

ଞࣾにఏڙしている
ਓσーλをҠݸ

"ࣾ

ڙਓσーλఏݸ

αーϏス

"ࣾのαーϏスを
#ࣾにりସ͑Α͏

つ自のσーλを͕࣋ࣾ"
自でͬてみΑ͏

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

＊16	 (%13Λద用੍ͯۚ͠ࡋΛՊ͠たྫࣄͰͳ͍͕、20192݄にυイπの࿈Χϧテϧி、'aceCook͕4/4ࢢにおけるࢧతͳҐΛ
ཞ用ͯ͠利用者のݸ人σʔλΛऩूɾ利用͍ͯ͠るとͯ͠、͜ΕΒΛ੍͢ݶるܾఆΛߦったɻܾఆのલఏとͳるڝ૪๏上のࢢࢧతͳҐ
のཞ用のஅにたΓ、(%13のద߹性ྀ͕͞ߟΕ͍ͯるɻ۩ମతに、'aceCookࣗΒఏ͢ڙるαʔϏスʢ8hats"pp*nstagramΛؚ
Ήɻʣ上ͰσʔλΛऩू͍ͯ͠るのΈͳΒͣ、'aceCookのαʔϏス֎ʢ͍͍ͶʂϘλン'aceCook	"naMytics等のղੳπʔϧΛΈࠐΜͩα
イτ等ʣ͔ΒσʔλΛऩू͠、͜ΕΒσʔλΛΈ߹Θͤͯ利用͍ͯ͠る͕、͜のに͍ͭͯ(%13͕ٻΊるϢʔβʔのࣗൃతͳಉҙΛऔ
ಘ͍ͯ͠ͳ͍と͍ͯ͠るɻ

＊17	 (it)uC上Ͱల։͞Ε͍ͯるɻ
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イ　(%13Ҏ֎の๏੍ن
&6においては、લड़のG%PR以外にも、デジタル・プラットフォーマーの活動に大きなӨڹを༩えることが想

定される様々なルール整備が行われている。
G%PRが成立した後の2016年5月25日に、Ԥभҕ員会は「オンライン・プラットフォームと単一デジタル

市場ɿԤभにとっての機会と戦」という政策จ書＊1�を公表し、①同等のデジタルサービスについての公平なڝ
૪݅の確保（例ɿ伝౷的な通信事業者とOTT事業者の公平性確保）、②オンライン・プラットフォームによる
ある行動の確保（例ɿ有害なコンテンπ等への対応に関するデジタル・プラットフォーマーのੵۃ的な役割）、
③信པ性・ಁ明性と公ਖ਼性の確保の促進（例ɿデジタル・プラットフォーマーによるデータ収集のಁ明性向上、デ
ジタル・プラットフォーム上で活動する事業者等の公ਖ਼な取ѻい）、④データۦ動型経ࡁの促進のためのオープン
で非ࠩ別的な市場のҡ持（例ɿデジタル・プラットフォームやクラウド間の換えの促進）の4つのݪଇを設けた
上で（ਤද��������）、デジタル・プラットフォーマーに関する法規制の改革を行っている。

以下、そのうちのいくつか主要なものについてઆ明する。

σʔλΛରͱ͢Δϧʔϧۀ࢈
G%PRが対象としていない産業データ等の非個人データについても、2018年11月に「非個人データの&6域内

自由流通枠組み規ଇ」を制定し、2019年5月より施行されている＊19。IoTやロボティクスの導入がより一層進Ή

ਤද�������� σーλసૹϓϩδΣΫトʢ%51ʣʹ͓͚ΔσーλసૹのΈ

%51͕な͍߹ ߹しͨݱ%51͕࣮
各事ۀ者、それͧれのଞ事ۀ者の"1IやσーλϑΥーϚοτに
ରԠするΞμϓλー˞をߏங・ӡӦするඞ要͕ある
˞　各事ۀ者のσーλや認証のϑΥーϚοτをมするの

各事ۀ者、ʮ%T1σーλϞσϧʯにରԠした"1Iを
ங・ӡӦする͚ͩでΑいߏ

1SPWJEFS
"

1SPWJEFS
#

1SPWJEFS
$

1SPWJEFS
%

1SPWJEFS
"

1SPWJEFS
#

1SPWJEFS
$

1SPWJEFS
%

%BUB�.PEFMT

（出య）%BUB TSBOTGeS PSoKeDU（2018）ʠ%BUB TSBOTGeS PSoKeDU OWeSWJeX BOE 'VOEBNeOUBMTʡ を基に作成

ਤද�������� &6のσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーʹؔ͢Δ政ࡦจॻʹ͓͚Δݪ�ଇ

૪݅Λ֬อ͢Δڝଇ�ɹಉのσδλϧサービスʹ͍ͭͯެฏなݪ
0TTαーϏス͕౷తなిؾ௨信αーϏスとػ໘でସؔにある͜とを౿·͑、ެฏなڝ૪݅を確保する
ଇ�ɹΦϯϥΠϯ・ϓϥοトϑΥーϜʹΑΔ͋Δ行ಈΛ֬อ͢Δݪ
自ओ੍نのख๏活用しつつ、ϓラοτϑΥームにΑる違๏・༗なίンテンπへのରԠをଅす
ଇ�ɹ৴པ性・ಁ໌性ͱެฏ性の֬อΛଅਐ͢Δݪ
オンライン・ϓラοτϑΥームにΑるσーλऩूにؔするಁ明ੑを高め、利用者の信པを確保するととに、オンライン・ϓラοτϑΥームを利用するۀاに
とͬてެฏかつイϊϕーシϣンతなϏδωスڥを確保する
Δ࣋͢ΛҡࢢΛଅਐ͢ΔͨΊɺΦーϓϯͰඇࠩผతなࡁܦܕಈۦଇ�ɹσーλݪ
オンライン・ϓラοτϑΥームやΫラυؒのαーϏスのସ͑の΄か、"1Iを௨͡たطଘऩूσーλの活用をଅ進する

（出య）&VSoQeBO CoNNJTTJoO（2016） ʠOOMJOe PMBUGoSNT BOE UIe %JHJUBM SJOHMe MBSLeU� OQQoSUVOJUJeT BOE CIBMMeOHeT GoS &VSoQeʡ を基に作成

＊1�	 &uropean	$ommissionʢ2016ʣʠ0nMine	1Matforms	and	the	%igitaM	4ingMe	.arket:	0pportunities	and	$haMMenges	for	&uropeʡ
＊19	 3&(6-"5*0/ʢ&6ʣ201�/1�07	0'	5)&	&6301&"/	1"3-*".&/5	"/%	0'	5)&	$06/$*-	of	14	/oWemCer	201�	on	a	framework	

for	the	free	qow	of	non�personaM	data	in	the	&uropean	6nion
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ことが見ࠐまれる中で、産業データは個人データのように基本ݖとして位置付けられるものではないものの、経ࡁ
活動において重要性が૿すことが想定され、これらのデータをカバーする本規ଇの運用に関する動向がされ
る。

本規ଇにおいては、いわΏるデータローカライθーションのې止が規定されている。具体的には、あくまでも
&6域内において、データの保ଘ・処理の場所をಛ定の国のྖ内とするようٛ務付けることや、他国内でのデー
タの保ଘ・処理を͛ることをې止している。これにより、&6域内における自由なデータ流通を確保・推進しよ
うとしている。

他方、デジタル・プラットフォーマーの活動にӨڹを及΅す可能性があるとߟえられるのは、データポータビリ
ティに関する規定である。これにより、企業がクラウドサービスを使って産業データを保ଘ・処理している場合、
その企業はクラウド事業者に対し、他のクラウド事業者や自らのシステムへの当֘産業データの移行をٻめると
いったことが可能となる。たͩし、G%PRの場合とはҟなり、本規ଇではデータポータビリティのٛ務付けまで
は行っておらͣ、あくまでもクラウド事業者、ユーβー、中খ企業・スタートアップ企業の団体の連携による自主
規制的な行動規ൣの策定をྭ・促進するものとなっている。行動規ൣにおいてྀߟすべき内容として、例えば手
順、技術的要݅、スケジュール、ྉۚ等ユーβーに伝えるべき࠷খ限の情報についての要݅等が͛ܝられている。

また、Ԥभҕ員会は2019年11月29日までに事業者に行動規ൣの策定を完ྃさせ、2020年5月29日までに施
行させなければならないとしている。
σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔʹΑΔऀۀࣄͷެਖ਼ͳऔѻ͍ʹؔ͢Δϧʔϧ

લड़のG%PRや非個人データに関するルールのほか、デジタル・プラットフォーマーの活動に大きなӨڹを༩
えることが想定されるものとして、「オンライン介サービスのビジネス・ユーβーを対象とする公ਖ਼性・ಁ明性
の促進に関する規ଇ」Ҋ＊20がある。これは、デジタル・プラットフォーマーによる不当な取Ҿ（理由の通知のな
いアカウントの一時ఀ止、不明ྎな検ࡧ結果のランキング、ฆ૪処理にかかる多ֹな費用等）から中খ企業等のビ
ジネス・ユーβーを保護するものであるとઆ明されている。また、本規ଇにより、デジタル・プラットフォーム上
のビジネス取Ҿが促進され、やサービスのબࢶの૿加、質向上、価格のҾ下͛につながるため、消費者へ
のԸܙも大きくなるとされる＊21。

本規ଇҊ＊22においては、デジタル・プラットフォーマーに対し、ܖ約݅の明確化（第3第1߲）や、ܖ約
݅を修ਖ਼する場合の事લ通知（ݪଇ15日લ以上）（第3第2߲）をٛ務付けている。その上で、ショッピング
モールやアプリストア等において、ಛ定のビジネス・ユーβーやデジタル・プラットフォーマー自が提供するモ
ノ・サービスを༏۰するといった場合には、そのࢫをܖ約݅として明記しなければならない（第7第1߲）と
されている。同時に、GooHMeのような検ࡧエンジンを提供する事業者に対しても、このような༏۰等を行う場合
にはそのࢫの記ड़がٻめられている（第7第2߲）。また、ビジネス・ユーβーや消費者がデジタル・プラット
フォーマーのサービスの利用に当たって提供したあるいは生成されたデータについて、ビジネス・ユーβーがどの
ような݅でアクセスすることが可能（あるいは不可能）かも、ܖ約݅に記載する必要がある（第9第1߲）。
更に、例えばཱྀ行サイトを運営するデジタル・プラットフォーマーが、そのビジネス・ユーβーであるϗテルが自
社サイトでも༧約を受け付けるといったことを制限する可能性がある場合、その制限の理由も含めてܖ約݅に記
載しなければならないとされている（第10第1߲）。

このほか、デジタル・プラットフォーマーの提供するサービスに関する順位付けのパラメーターについても規制
を設けている。例えば、オンラインショッピングモールにܝ載するの順位付けをܾ定するパラメーターのう
ち、あるパラメーターが૬対的に重要である場合、なͥそのパラメーターが重要であるかの理由をܖ約݅に記載
しなければならない（第5第1߲）。また、検ࡧエンジンを提供する事業者に対しても、検ࡧ結果の表示の順位
付けをܾ定する主要なパラメーターについて、分かりやすい言༿で記ड़することをٻめている（第5第2߲）。
更に、このようなパラメーターが、出ళ者やWeCサイト運営企業の支う対価にして順位付けにӨڹする可能
性がある場合には、その可能性等についても記載しないといけない（第5第3߲）。そして、Ԥभҕ員会は、本

＊20	 &uropean	$ommissionʢ201�ʣʠ1roposaM	for	a	3&(6-"5*0/	0'	5)&	&6301&"/	1"3-*".&/5	"/%	0'	5)&	$06/$*-	on	promoting	
fairness	and	transparency	for	Cusiness	users	of	onMine	intermediation	serWicesʡ	$0.ʢ201�ʣ23�	pnaM	of	26	"priM	of	201�にΑΓఏҊ͞
Ε、ͦのޙमਖ਼͕Ճ͑ΒΕ͍ͯるɻ

＊21	ΞンシϒԤभҕһ会෭ҕһʢσδλϧ୯Ұࢢ୲ʣ、ϏΣンίフスΧԤभҕһʢҬࢢɾۀ࢈୲ʣ、ΨϒϦΤϧԤभҕһʢσδλϧܦ
ಉステʔτϝンτʢ20194݄17ʣhttp://europa.eu/rapid/press�reMease_45"5&.&/5�19�2160_en.htmڞɾ社会୲ʣにΑるࡁ

＊22	 20196݄14に&6ཧࣄ会にお͍ͯঝೝ͞ΕたҊにه͖ͮجड़͍ͯ͠るɻ
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規ଇのదな運用へのݙߩのため、デジタル・プラットフォーマーや検ࡧエンジン提供事業者等が行動規ൣを作成
することを促すこと（第17）とされている。
௨৴ͷϓϥΠόγʔʹؔ͢Δϧʔϧ

&6では更に、インターネットベースのサービスの進展にう通信分野におけるプライバシー等の保護を拡ॆす
ることを的として、「eプライバシー規ଇ」Ҋの策定作業が進められている。この規ଇҊは、2002年7月に制定
されたeプライバシー指令を置き換える位置付けであるとともに、G%PRのಛ別法に当たる。

eプライバシー指令から拡ॆされる点として、まͣ、インターネットベースのOTTサービス（7oIP、メッセー
ジサービス、ウェブメール等）もద用対象となることを明確化し、伝౷的な通信サービスと同Ϩベルの通信の秘密
が保護されるという点がある。次に、個人データに限定されͣ、M2M通信（モノとモノとの間の通信）に関する
データも秘密の保護の対象となる。更に、ウェブサイト上のテキストや動画、Իָ等の通信サービスを通じてやり
とりされるコンテンπのみならͣ、コンテンπのやりとりの過程で処理されるデータ（メタデータ）に関する秘密
も保護の対象となる。すなわち、「2018年12月20日の10�00に日本のYYからリクエストがあり、通信ऴྃまで
に1ඵを要した」といったデータも保護されることになる。これらの秘密が保護されるデータを処理する場合には、
通信自体の成立やセキュリティのҡ持・ճ復のために必要な場合等をআき、ݪଇとしてユーβーが同ҙすることが
必要となる。

また、eプライバシー指令をҾき継͙形で、ユーβーの端末に保ଘされる情報についても保護の対象となってい
る。このため、例えばクッキーの利用についても、ݪଇとしてユーβーの同ҙが必要である＊23。このクッキーに
関連し、クッキーを用いてユーβーのӾཡཤྺをすること（トラッキング）のڐ可が得られないことを理由と
して、ウェブサイトやサービスへのアクセスをブロックするという「トラッキング・ウォール」をې止すべきかど
うかが議となっている。また、ブラウβのデフォルト設定においてをڋ൱とすることをٛ務付けるかどうか
も点の一つである。

G%PRと同様、eプライバシー規ଇにおいても法の域外ద用が行われることとなっており、トラッキングにより
入手したユーβーのӾཡ・利用ཤྺ等のデータによりターゲティング広告を提供しているようなデジタル・プラッ
トフォーマーにとっては、本規ଇによる事業展開へのӨڹが大きなものとなる可能性がある。
&6ʹ͓͚Δ༷ʑͳ੍نͷΞϓϩʔν

&6のルール整備においては、必ͣしも政府による規制をલ提としていないという点がಛ的である。具体的に
は、「共同規制」という政府による規制と民間による自主規制を組み合わせたアプローチが重ࢹされている＊24。

ICT分野においては、変化が速いため、時間を要する立法等による対応ではその速度に対応しきれない場合が
あるほか、規制の対象やその概೦も変化していく可能性がある。また、人による情報の発信が対象となり、表現の
自由という人ݖ体系の中で༏越的な地位をめる基本的人ݖに関わるテーマが点となることがある。加えて、複
性やઐ性が高く、ಛに事業者との比較で政府は規制に必要な情報をѲしきれないこともある。これらのことࡶ
から、政府による規制は必ͣしも有効・దではない場合が出てくることになる。このため、企業や産業քによる
自主規制が一定の役割を果たすことが期待される＊25。

他方、自主規制の場合も、ルールの内容が不े分であったり、ಛ定の企業に有利になったりするといったことが
えられる。また、ద確にཤ行させるための手段を欠くという実効性の題や、立法等の場合とҟなり民主的なਖ਼ߟ
౷性を欠くといったデメリットもଘ在するとߟえられる。

これらのことから、自主規制の持つॊೈ性等を生かしつつ、デメリットの部分を政府が補完する「共同規制」の
アプローチがされており、લड़したような&6における様々なルール整備においても用いられている。例えば、
非個人データに関するデータポータビリティについては、政府は事業者による行動規ൣの策定を促すという役割で
あり、「共同規制」の一つの例であるといえよう。自主規制や「共同規制」を含Ή様々な規制のアプローチは、ਤ
ද��������のとおりである。

＊23	たͩ͠、ηοシϣンཧのたΊのΫοΩʔ等、ΤンυϢʔβʔ͕ٻΊるαʔϏスΛ利用Մと͢ると͍͏ਖ਼ͳ目తのたΊにඞཁ͔ͭͦの目
తにଈͯ͠ଥͳఔͰ͋る߹に、ಉҙ͕ෆཁと͞Ε͍ͯるɻ

に͍ͭͯ、ੜ人ʢ2011ʣh੍نಉڞ	24＊ ใ社会とڞಉ੍نɹインλʔωοτ策のࡍࠃൺ੍ֱڀݚʱ͕ৄ͍͠ɻ
＊25	ੜʢ2011ʣの΄͔、ੜʢ2013ʣ「Φンラインɾϓライόシʔとڞಉ੍ن」ʢ૯ল「ύʔιφϧσʔλの利用ɾྲྀ௨にؔ͢るڀݚ会」ࢿ

ྉʣhttp://www.soumu.go.jp/main_content/00021�51�.pdf
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�͖ߦͷઌޙࠓΒΕΔ͑ߟ
デジタル・プラットフォーマーは、今後どのようになっていくのͩろうか。લड़したとおり、デジタル・プラッ

トフォーマーは、デジタル経ࡁそのものを機能させる台であるとともに、ઇͩるまࣜに成する組みを備えて
いる。他方、サイバー空間とリアルのੈքの融合が進Ή中で、リアルのੈքにおける動向も重要となっていくとߟ
えられる。ক来を༧想することはۃめて難しいが、いくつかのߟえられるシナリオについてड़べる。

まͣ、GA'AやBATをはじめとするڊ大なデジタル・プラットフォーマーがリアルのੈքでのӨڹ力を強めて
いくというシナリオがߟえられる。طにANB[oOがAIを利用した無人のコンビニのANB[oO Goをถ国で展開し
ていることにみられるように、デジタル・プラットフォーマーのリアルのੈքへの進出が、更なるデジタル・ディ
スラプション（第2ষ第1અ参র）をҾきىこしつつ、拡大していく可能性はあるͩろう。

次に、ڊ大なデジタル・プラットフォーマー同࢜が૪うことにより、集約していくというシナリオがߟえられ
る。ಛに、ネットワーク効果は、ޓ換性や૬ޓ運用性が確保されない限り、࠷ऴ的には一の事業者によるಠ的な
提供を指向していく。このような現象は、かつてブラウβやOSにおいてみられたことである。もっとも、O&C%

（2019）は、GA'AとBATのถ中連携の可能性にも言及しており＊26、有力なデジタル・プラットフォーマー同࢜
の連携による住み分けもߟえられるͩろう。

これらとはٯに、現在のデジタル・プラットフォーマーがଘ在ײをബめるというシナリオもߟえられる。ถ国の
ICT市場においては、かつてコンピューターというを通じてѹ的なଘ在ײを持っていたIBMが、OSをԡさ
えたMJDSoToGUにその立場を取って代わられ、GooHMeが検ࡧサービスにより更に取って代わるというように、よ
り上位のϨイϠーに参入した新たなプϨイϠーが従来の市場支配的な事業者のଘ在ײをബめていくというྺ࢙を܁
りฦしてきた。

このことからすれば、今後リアルのੈքでのプϨイϠーが、デジタル・プラットフォーマーのଘ在ײを૬対的に
下させていくことがあるかもしれない。લड़のようなルール整備が、デジタル・プラットフォーマーの更なる拡
大を制約することとなれば、リアルのੈքでの動向がより重要となる可能性がある。たͩし、લड़のถ国の例にお
いて、新たなプϨイϠーもやはりネットワーク効果を生かして拡大してきたという点は重要であり、デジタルのಛ
質にదしたԿらかの成メカニζムが必要となるとߟえられる。そのҙຯでは、このような主体のީ補となり得る
のは、デジタル・トランスフォーメーション（第2ষ第1અ参র）を実現したリアルのੈքのプϨイϠーというこ
とになるͩろう。

理の新たなੈքが生まݪもドラスチックな変化のシナリオは、デジタル・プラットフォーマーとは全くҟなる࠷
れることである。例えば、非中央集ݖ的とされるブロックチェーンの組みは、中央集ݖ化しているといわれるデ
ジタル・プラットフォーマーの対࣠߅となり得るとの見方がある＊27。デジタル・プラットフォーマーは、デジタ
ル経ࡁそのものを機能させる台である点に大きなҙٛを有しているが、その台自体を新たなものに変えてしま
うということであろう。

ਤද�������� 様々な੍نのΞϓϩーν

Ξϓϩーν ֓ཁ

なし੍ن 。めΒれる成果をग़す͜と͕で͖ているٻ自͕ࢢ
。ѱに͞Β͞れる͜と͕ないΑ͏Τンパϫー͞れているやݥة、受しڗ全にやαーϏスの利をࡒ民とফඅ者ࢢ

ࣗओ੍ن
�やؔػ੍نにΑるਖ਼ࣜなಜなしに、ۀ࢈ք͕ू߹తにࢢ民・ফඅ者及ͼそのଞの੍ن方にରԠする解決ࡦをཧしてい
る。
߹ҙ͞れたϧーϧにؔする事લの明確な๏తิ強ાஔଘࡏしない。

੍نಉڞ
�自ओ੍نと๏త੍نの྆方にΑりߏ成͞れるスΩームであり、ެతؔػとۀ࢈ք͕、ಛ定の題にରする解決ࡦをڞಉでཧして
いる。
୲の方๏ଟ༷͕ͩ、యܕతにやؔػ੍نٻめΒれたతを達成するためにඞ要なิ強ྗを保࣋している。

੍ن �ؔ 、者にΑͬて定ٛ͞れて͓り੍ن、をؚΉ。ʣ͕๏やٻにରするಛ定の要ۀا者͕ै͏͖తとϧーϧʢϓϩηスや
ެతؔػにΑるΤンϑΥースϝンτ͕୲保͞れている。

（出య）生人（2011）h 情報社会と共同規制ʱQ26を基に作成

＊26	 0&$%ʢ2019ʣ、طにถத࿈ߦ͕ܞΘΕ͍ͯるྫとͯ͠、(oogMe͕テンηンτのeίϚʔスにおけるύʔτφʔͰ͋る+%.comに出ͯ͠ࢿ
͍る͜と、(oogMe͕テンηンτの8e$hat上ͰήʔムΛ立ͪ上͛た͜と、όイυΡ͕"ma[onとதࠃにおける,indMeۀࣄにお͍ͯఏ͠ܞた͜
と等に͍ͯ͠ٴݴるɻ

＊27	ྫとͯ͠、δϣʔδɾΪϧμʔʢ2019ʣh άʔάϧ͕ফ͑る	-ife	after	(oogMeʱ͕͋るɻ
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2 AIʹؔ͢Δಈ
人工知能（AI� ASUJpDJBM IOUeMMJHeODe）は、第2ষ第2અでड़べる൚用技術（GPT）となる可能性が指ఠされ

ている。
「人工知能（ASUJpDJBM IOUeMMJHeODe）」という言༿は、1956年のいわΏるμートマス会議とよばれる研究発表会

において、ถ国の計ࢉ機Պֶ研究者のジョン・マッカーシーによって初めて使用された言༿であるとされている。
その後、いわΏるAIは期待と失を܁りฦしつつも関連の研究が進んでいた中で、ۙ時֮ましい研究成果を出
すようになってきたことから、࠶びを集めるようになった。

具体的には、2012年10月、カナμのトロント大ֶ教तのジェフリー・ώントンを中心とするチームが、画૾
認ࣝソフトウェアの大会で2位に大ࠩをつける高いਫ਼度を示して༏উしたことが、AIに対するを集めるきっ
かけの一つとなったとされている＊2�。ώントンのチームが使用したのは、ニューラルネットワークという組み
である。これは、ਆ経ࡉ๔（ニューロン）のネットワークで構成される人間ののように、ਆ経ࡉ๔に૬当する各
ノードが層を成して接続されている情報処理のネットワークである。このネットワークに入力した情報が、中間層

（あるいはӅれ層）とݺばれるネットワーク内での処理を経てΉ情報として出力されるよう、Կ度も処理方法の
調整を行うことでֶशしていく。

また、2012年6月に、GooHMeの研究者グループ＊29が後に「キϟットϖーパー」とݺばれるจ＊30を発表した
ことも、同じくきっかけの一つとされている。:oVTVCeの動画から取り出した1000ສຕのネコの画૾を用い、

「ネコとはどのようなものか」を教えなかったにもかかわらͣ、ネコの画૾に共通するಛをந出し、ネコの画૾
を判別できるようになったというものである。このケースにおいても、ニューラルネットワークの技術が用いられ
ている。

更に、ғޟにおいて、GooHMe子会社の%eeQMJOE社が開発したAMQIBGoが2015年に初めてプロ࢜عをഁり、
2016年にはੈքトップϨベルのプロ࢜عであるؖ国のイ・セドルとのޒ൪উෛに4উ1ഊでউち越したことは、
広くিܸを༩えた。ғޟは、チェスやকعに比べて盤໘が広く、ଧつ手のબࢶが大であるため＊31、コンピュー
ターが人間を超えるのは૬当先のະ来になるとࢥわれていたためである。AMQIBGoも、やはりニューラルネット
ワークの技術を用いていることにより、従来のアマチュア高段者Ϩベルであったコンピューターғޟのਫ準を一気
に高めることとなった。

AIʹؔ͢ΔجຊతͳΈ�
AIͱػցֶशɾਂֶशͷؔ

ۙ時、様々なメディアにおいて「AI」のޠに৮れない日はないほど、AIはブームとなっているといえる。しか
しながら、平成28年൛情報通信ന書でड़べたとおり、AIに関する確立した定ٛはないのが現状である。あえてい
えば、「AI」とは、人間のߟࢥプロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的とײじる情報
処理・技術といった広い概೦で理解されている。「AI」、「機ցֶश」、「深層ֶश（ディープラーニング）」といっ
た言༿がよく使われるようになっているが、その関係はਤද�������のとおりである。

＊2�	͜Ε·Ͱのେ会Ͱ、ޡೝࣝ25�ఔと͍͏Ͱ༏উ͍ͯ͠た͕、ώンτンڭतのνʔムのޡೝࣝ16.4�Ͱ͋ったɻ
՝ఔのֶੜͰ࢜oogMeのιフτΣΞΤンδχΞͰ͋るととに、スλンフΥʔυେֶത)࣌-e、	7.	のத৺とͳったと͞Εる2uocڀݚ	29＊

͋ったɻ
＊30	 -e	2.	et	aM.ʢ2012ʣʠ#uiMding	)igh�MeWeM	'eatures	6sing	-arge	4caMe	6nsuperWised	-earningʡ
	 https://storage.googMeapis.com/puC�tooMs�puCMic�puCMication�data/pdf/3�115.pdf
＊31	ίンϐϡʔλʔ͕ඞཁͳ୳ྔࡧ、νΣス͕10の120、ক10͕عの220Ͱ͋るのにର͠、ғޟ10の360Ͱ͋ると͞Εるɻ
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ۙ時のAIブームの中心となっているのは、「機ցֶश」である。機ցֶश（マシーンラーニング、ML）とは、
人間のֶशに૬当する組みをコンピューター等で実現するものであり、一定の計ࢉ方法（アルΰリζム）に基づ
き、入力されたデータからコンピューターがパターンやルールを発見し、そのパターンやルールを新たなデータに
当てはめることで、その新たなデータに関するࣝ別や༧ଌ等を可能とする手法である。例えば、大量のニンジンと
ジϟガイモのࣸਅをコンピューターに入力することで、コンピューターがニンジンとジϟガイモを区別するパター
ンやルールを発見する。その後は、ニンジンのࣸਅを入力すると、それはニンジンであるというճが出せるよう
になるものである。AIブームの中で、機ցֶशがAIとほ΅同ٛで使われている場໘が多いが、あくまでもいわΏ
るAIの手法の一つとして位置付けられるものである＊32。

また、機ցֶशの手法の一つに、「深層ֶश」（ディープラーニング、%L）があり、ۙ時のAIブームのきっかけ
となった手法としてಛにされている。深層ֶशとは、多数の層から成るニューラルネットワークを用いて行う
機ցֶशのことである（ਤද�������）。深層ֶशという概೦は、あくまでもこの多層的なニューラルネットワー
クにணしたものであるが、深層ֶशにより、コンピューターがパターンやルールを発見する上でԿにணするか

（「ಛ量」という。）を自らந出することが可能となり、Կにணするかをあらかじめ人が設定していない場合で
もࣝ別等が可能になったとされる。例えば、લड़の機ցֶशの例では、あらかじめ人間がコンピューターに「৭に
ணする」という指示を༩えることで、より円滑にニンジンとジϟガイモのࣝ別が可能となる。深層ֶशでは、こ
の「৭にணする」とうまくいくということ自体もֶぶことになる。深層ֶशは、あくまでも機ցֶशの手法の一
つであるが、このようにಛ量を人間が指示することなく自ら作り出す点が大きなブϨークスルーであるとされ
る＊33。他方、深層ֶशにおいては、AIがどのようなࠜڌにより判断を行ったかを人間が理解することが難しいと
いう点も指ఠされている。

લड़のώントンの事例や「キϟットϖーパー」、そしてAMQIBGoでを集めたAIは、「深層ֶशという手法
を使った機ցֶशというAI」ということになる。このようなAIがۙ時されるようになった理由としては、後
ड़のGP6をはじめとするコンピューティング資源の高度化により計ࢉ能力が向上してきたこと、計ࢉ能力向上と
インターネット上のデータ流通が進Ήことでビッグデータが利用できるようになってきたこと、そしてこれらをഎ
。られる͛ڍに研究が進んできたことがܠ

ਤද������� ցֶश・ਂֶशのؔػ・*"

ਓ能
"*ɿ"SUJpDJBM�*OUFMMJHFODF

ցֶशػ
.-ɿ.BDIJOF�-FBSOJOH

z�ਓؒのߟࢥϓϩηスとಉ͡Α͏なܗでಈ࡞する
� ϓϩάラム全ൠ
z�あるい、ਓ͕ؒతと͡ײる情報ॲཧ・ٕज़全ൠ

z�"Iの͏ͪ、ਓؒのʮֶशʯに૬するみを
� ίンϐϡーλー等で࣮ݱするの
z�ೖྗ͞れたσーλかΒパλーン�ϧーϧをൃ見し、
� ৽たなσーλにてめる͜とで、その৽たなσーλ
� にؔするࣝผや予ଌ等͕Մ

zػ�ցֶशの͏ͪ、ଟのかΒ成るχϡーラϧωοτ
� ϫーΫを用いるの
zパλーン�ϧーϧをൃ見する上でԿにணするか
�ʢʮಛྔʯʣを自Βநग़する͜と͕Մ

ਂֶश
%-ɿ%FFQ�-FBSOJOH

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ցֶशҎ֎の"*とͯ͠、ྫ͑ΤΩスύʔτシステム͕͋るɻػ	32＊
＊33	͜のΛࢦఠ͍ͯ͠るののྫとͯ͠、দඌ๛ʢ2015ʣh 人人ؒΛ͑る͔ʱ͕͋るɻ
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Δͷ͔͢༺׆ցֶशͰͲͷΑ͏ʹσʔλΛػ
機ցֶशにおいては、データが重要であるといわれる。それでは、データは具体的にどのようなプロセスで、ど

のように活用されるのͩろうか。この点を理解する上では、次のことが重要となる。
まͣ、機ցֶशには大別して「ֶश」と「推」の2つのプロセスがあり、基本的にそれͧれのプロセスでҟな

るデータを用いることとなる。ֶशとは、入力されたデータを分析することにより、コンピューターがࣝ別等を行
うためのパターンを確立するプロセスである。この確立されたパターンを、「ֶशࡁみモデル」という。推とは、
ֶशのプロセスを経て出来上がったֶशࡁみモデルにデータを入力し、確立されたパターンに従い、実際にその
データのࣝ別等を行うプロセスである。

このように、機ցֶशで活用するデータには、ֶशのプロセスで用いるものと、推のプロセスで用いるものの
2種類がある。ここでは便ٓ的に、લ者を「ֶश用データ」、後者を「推用データ」とݺぶ。たͩし、推用デー
タを使って推を行うことが、加的なֶशとなってֶशࡁみモデルが改善するケースもある。

次に、ֶश用データと推用データは、ֶश・推にదした形とする必要がある。྆者はいͣれも、طに自ら
持っているデータや、自ら新たに収集するデータのほか、外部から入手したデータを活用することができ、例えば
ਤද�������のようなデータセットが公開されている。しかしながら、これらデータは必ͣしもそのままֶश用・
推用に活用できるわけではない。例えば、ニンジンの画૾をֶशさせようとしているときに、画૾にミカンもࣸ
りࠐんでいれば、Ήようなֶशや推が出来ない可能性がある。このため、ミカンを画૾からআ去するといった
クϨンジングが必要となる。また、গない画૾データでे分なֶशをさせる場合には、画૾のࠨӈ転等により
データを૿やすというデータ拡ுが必要となる場合がある。

これらをֶश用・推用データの加工あるいはલ処理といい、この部分が機ցֶशにデータを活用する際のハー
ドルとなることがあり得る。ಛに、後ड़の「教ࢣありֶश」においては、ֶश用データにラベルを付けること（ア
ノテーション）が必要であり、その分データ活用に当たっての難易度は高くなる。このように、機ցֶशに使用す
るためには、単にデータを収集すればྑいのではなく、「使えるデータ」を用ҙすることが必要である点にཹҙが
必要である。

以上の機ցֶशにおけるデータ活用のプロセスを整理したものが、ਤද�������である。

ਤද������� ਂֶशのΈ

σーλΛೖྗ

σーλΛೖྗ

σーλΛೖྗ

σーλΛग़ྗ

σーλΛग़ྗ

σーλΛग़ྗ

ೖྗ ग़ྗதؒʢӅれʣ

zਓؒのਆࡉܦ๔ʢχϡーϩンʣのΑ͏に、各ϊーυ͕をなしてଓ͞れるの͕χϡーラϧωοτϫーΫ
zχϡーラϧωοτϫーΫの͏ͪ、தؒʢӅれʣ͕ෳのとなͬているのを用いるの͕ਂֶश

ϊーυ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成
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ਤද������� ެ։͞Ε͍ͯΔσーληοトのྫ

ΧςΰϦー σーλఏ໊ऀڙ σーλ໊ σーλ༰

ಈը

(PPHMF :PVTVCF��.�%BUBTFU ・�00万݅Ҏ上ʢ��万ؒ࣌ʣのಈըにؔする情報をެ開。
(PPHMF :PVTVCF�#PVOEJOH#PYFT�%BUBTFU ・2�万݅のಈըをެ開。

%FFQNJOE ,JOFUJDT ・��0万݅の:PVTVCFಈըに、�00種ྨにྨ͞れたਓؒのΞΫシϣン͕ラϕ
Ϧンά͞れたσーλをެ開。

6OJWFSTJUZ�PG�
CFOUSBM�'MPSJEB 6C'�0����"DUJPO�3FDPHOJUJPO�%BUB�4FU ・ਓؒのߦಈ�0�͕݅ྨ͞れたラϕϦンά͞れた��000のಈըをެ開。

(PPHMF "7" ・�ಈըのதにਓؒのෳのߦಈにؔするラϕϦンά͕付༩͞れているಈըをެ
開。

UXFOUZCO 20#/�+&4T&3�%"T"4&T�7� ・�ϋンυδΣスνϟーのラϕϧ͕付༩͞れたಈըσーληοτを��万݅ެ
開ʢUXFOUZCOυイπϕースのϕンνϟʣ

.IT�I#. .PNFOUT�JO�TJNF�%BUBTFU ・��ඵのಈըにΞΫシϣンラϕϧʢラϕϧ��0݅ʣ͕付༩͞れて͓り、
ެ開݅�00万݅。

ը૾

:BOO�-FCVOࢯଞ ./I4T ・ख書͖文ࣈのࣈʮ0ʙ�ʯにਖ਼解ラϕϧ͕付༩͞れたσーληοτをެ開。
6OJWFSTJUZ�PG�

TSPOUP CI'"3��0 ・�0種のラϕϦンά͕付༩͞れた、�万݅のը૾をެ開。

;BMBOEP 'BTIJPO�./I4T ・ϑΝοシϣンにؔするը૾�万݅をެ開ʢテスτσーλ�万݅ެ開ʣ。
CPNQVUFS�7JTJPO�

-BCPSBUPSZ 'PPE��0� ・�0�のラϕϧ͕付༩͞れた、�0万݅の৯ը૾をެ開。

6OJWFSTJUZ�PG�
8BTIJOHUPO .FHB'BDF し、���2万ਓ、��0万ຕのը૾ࢪ認ࣝΞϧΰϦζムのίンテスτを࣮إ�・

をެ開。
TIF�CIJOFTF�
6OJWFSTJUZ�PG�
)POH�,POH

CFMFC"�%BUBTFU ・�0のラϕϧ͕付༩͞れた、20万ਓҎ上のੈքதの༗໊ਓのإのը૾をެ開。

6OJUFE�4UBUFT�
%FQBSUNFOU�PG�

%FGFOTF
TIF�'&3&T�%BUBCBTF ・����໊をҟなる֯度でࡱӨしたը૾を��000ެ開。

2JPOH�CBPࢯଞ 7(('BDF2�%BUBTFU ・����໊の���万に及Ϳإのσーλをެ開。

/I) /I)�CIFTU�9�SBZ�%BUBTFU�PG����
CPNNPO�TIPSBY�%JTFBTF�CBUFHPSJFT

・���のڳ෦࣬ױにྨ͚͞れた�万ਓのഏのϨンτήンࣸਅ��万݅のσー
λをެ開。

そのଞ

"NB[PO 1VCMJD�%BUB�4FUT ・�地ཧۭؒσーλʢӴը૾ʣ、ڥσーλʢؾը૾ʣ、ήϊム、8FCσー
λ等ෳσーλをެ開。

.JDSPTPGU "[VSF�.-�EBUBTFUT ・�"[VSF�.-ʢΫラυで"IػをఏڙするαーϏスʣで利用Մなσーλ
ηοτをެ開。

%BUB.BSLFU %BUB.BSLFU ・ҝସϨーτ、ਓ口推Ҡ、ڕのྔ֫ړ等のྻܥ࣌のσーληοτをެ開。
（出య）総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経ࡁ検討会」資ྉを基に作成

ਤද������� ցֶशʹ͓͚Δσーλ活༻のϓϩηスػ

ᶃֶश༻σーλのऩू ᶅֶशの࣮ࢪᶄֶश༻σーλのՃ
ʢલॲཧʣ

ࣾੵσーλ
ʢطଘʣの活用

ࣾで৽たにσーλを
ऩूして活用

֎෦σーλ
ʢ༗ྉ�ແྉʣの活用

ΫϨンδンά
ʢϊイζআڈ等ʣ

σーλ֦ு
ʢࠨӈస等にΑり
σーλを૿やすʣ

・務等の自ಈԽۀ
ޮԽ

務・αーϏスのۀଘط
高度Խ

৽αーϏスの開ൃ

ᶃਪ༻σーλのऩू ᶄਪ༻σーλのՃ
ʢલॲཧʣ ᶅਪの࣮ࢪ ᶆ݁Ռの活༻

ࣾੵσーλ
ʢطଘʣの活用

ࣾで৽たにσーλを
ऩूして活用

֎෦σーλ
ʢ༗ྉ�ແྉʣの活用

ΫϨンδンά
ʢϊイζআڈ等ʣ

ʮֶशʯの
ϓϩηス

ʮਪʯの
ϓϩηス

パλーン�ϧーϧを
確ཱ

Ξϊテーシϣン
ʢラϕϧを付͚るʣ

パλーン�ϧーϧを
てめてࣝผ・予ଌ

ֶशࡁΈϞσϧの
࡞

ֶशࡁΈϞσϧΛར༻

推のֶ࣮͕ࢪशとなる߹ある

（出య）総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経ࡁ検討会」資ྉを基に作成
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Խֶशʯڧͳֶ͠शʯʮࢣڭΓֶशʯʮ͋ࢣڭցֶशͷ�ͭͷֶश๏ʕʮػ
લड़のGooHMeによるネコの画૾のࣝ別が大きなインパクトを༩えたのは、ֶश用データとして用いたネコの画

૾に、「これはネコである」という情報を༩えなかったにもかかわらͣ、ネコとそれ以外のࣝ別を行うことができ
たからである。このようなֶश法を、「教ࢣなしֶश」という。

機ցֶशのֶश法は、「教ࢣありֶश」「教ࢣなしֶश」「強化ֶश」に大別される（ਤද�������）。
「教ࢣありֶश」においては、ਖ਼解のラベルを付けたֶश用データが用いられる。すなわち、ネコの画૾に、こ

れはネコであるというラベルを付けた上でデータを入力し、ֶशさせる。これにより、ֶशࡁみモデルは、推用
データとして動の画૾を入力されたとき、それがネコであるかどうかを判別できる。このようなಛから、教ࢣ
ありֶशは「分類」によるจࣈや画૾の認ࣝ、「ճؼ」によるച上͛の༧ଌやҟ常の検知といったといった用途に
用いられる。
「教ࢣなしֶश」においては、ਖ਼解のラベルを付けないֶश用データが用いられる。すなわち、それがネコであ

るという情報は༩えͣネコの画૾のデータを入力してֶशさせる。ֶशࡁみモデルは、推用データとして動の
画૾を入力されたとき、それがネコとݺばれるものであるかどうかは判別できないものの、ネコと他の生きとを
区別できる。このようなಛから、教ࢣなしֶशは「クラスタリング」による٬ސのグループ化といった用途に用
いられる。
「強化ֶश」においては、コンピューター

が一定の環境の中でࢼ行ޡࡨを行うことがֶ
श用データとなり、行動に報ुを༩えるとい
うプロセスを܁りฦすことで、Կが期的に
ྑい行動なのかをֶशさせる。例えば、二
า行ロボットがาく速度や٭の͛ۂ方につい
てࢼ行ޡࡨを行い、いڑをาいた場合に
報ुを༩えるといったことを܁りฦし、࠷ऴ
的にはれͣにスムーζなา行ができること
になる＊34。

これらのֶश法は、機ցֶशの一種である
深層ֶशと組み合わせることが可能である。例えば、強化ֶशと深層ֶशを組み合わせたものが深層強化ֶशであ
り、「キϟットϖーパー」やAMQIBGoとその後継プログラム等に使われている。また、教ࢣありֶशと教ࢣなし
ֶशを組み合わせた、「教ࢣありֶश」も利用されてきている。

ਐΉʮAIͷຽओԽʯ�
ʮAIͷຽओԽʯͱԿ͔

AIがされ、様々な分野での活用が進んでいく中で、「AIの民主化」という概೦が広まっている。これは、
2017年3月に、ถ国スタンフォード大ֶ教तからGooHMeに転じていたAI研究者のフェイ・フェイ・リー＊35が
初めて示した概೦とされる。具体的には、AIを୭もが使えるようにするというものである。その後、GooHMeのみ
ならͣ、様々なICT企業がこの概೦を͛ܝるようになっている。

この「AIの民主化」とは、より具体的にはどのようなことを指すのͩろうか。この点を理解するためには、機
ցֶशを८る構造をѲしておく必要がある。
ߏցֶशʹ͓͚ΔϨΠϠʔػ

通常、機ցֶशを利用する場合、画૾認ࣝ、Ի認ࣝ、機ց༁、チϟットボットといった具体的なアプリケー
ションを利用することとなる。このようなアプリケーションは、どのようにして開発されているのͩろうか。アプ
リケーションの開発の基盤をϨイϠーとしてଊえると、プロセッサー、フϨームワーク、プラットフォームという
要素に大別される（ਤද�������）。

ਤද������� ցֶशのछྨػ

●ਖ਼解のラϕϧを付͚たֶश用σーλにΑりֶश
●ʮྨʯにΑる文ࣈやը૾の認ࣝ、ʮճؼʯにΑる
　ച上͛の予ଌ等に利用

●ਖ਼解のラϕϧを付͚ないֶश用σーλにΑりֶश
●ʮΫラスλϦンάʯにΑる٬ސのάϧーϓԽ等に利用

●Ұ定のڥのதでޡࡨߦࢼをߦい、報ुを༩͑る
　͜とにΑりֶश
●ઓུήームやϩϘοτの੍ޚ等に利用

りֶश͋ࢣڭ

なしֶशࢣڭ

Խֶशڧ

ցֶशػ

͜れΒの΄か、ࢣڭありֶशとࢣڭなしֶशをみ߹Θͤたʮࢣڭありֶशʯある

（出య）総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経ࡁ検討会」資ྉを基に作成

＊34	લड़の"Mpha(oߋにਐ化Λଓけ͍ͯる͕、࠷৽の"Mpha;eroͰ、人ؒಉ࢜のର局عේのֶशΛશ͘ߦΘͳ͍ڧ化ֶशにΑΓ、ؒ࣌Ͱ
ॳの"Mpha(oΛる͔に上ճる͞ڧΛ࣮ݱͰ͖るのとͳっ͍ͯるɻ

＊35	Ϧʔ、αόテΟΧϧとΑΕるٳظՋΛ利用ͯ͠(oogMeͰಇ͍ͯおΓ、ٳՋ͕ऴྃ͠た201�ळにスλンフΥʔυେֶڭतに෮ͯ͠ؼ
͍るɻ
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まͣ、プロセッサーとは、プログラムに従った計ࢉ等の処理を行うためのハードウェアである。元々は3%のコ
ンピューターゲーム用を中心に発展してきたGP6（GSBQIJDT PSoDeTTJOH 6OJU）が、現在機ցֶशにおけるプロ
セッサーとして広く使われている＊36。他方、もともとGP6は機ցֶशのために設計されているものではないた
め、機ցֶशにおける様々な処理に当たっての電力消費が大きいとされており、ಛ定の用途にಛ化したASIC

（AQQMJDBUJoO SQeDJpD IOUeHSBUeE CJSDVJU）として、機ցֶशにಛ化したプロセッサーも使われるようになって
いる。機ցֶश用のASICの代表的なものとしては、GooHMeが開発したTP6（TeOToS PSoDeTTJOH 6OJU）があ
る。また、造後にճ࿏の書換えが可能な'PGA（peME�QSoHSBNNBCMe HBUe BSSBZ）が使われるケースも出て
きている。

次に、フϨームワーク＊37とは、機ցֶशのための機能やアルΰリζム＊3�を提供するものであり、その中から必
要なものを組み合わせてプログラムを作成する＊39ことで、アプリケーションを開発することができる。フϨーム
ワークは様々なICT企業等からオープンソースで提供されており、無ྉで利用することが可能である。代表的な
ものとして、TeOToS'MoX、CB⒎e、CB⒎e2、MJDSoToGU CoHOJUJWe TooMLJU（CNT,）、M9OeU、PZUoSDI等が
あり、それͧれಛや得ҙ分野がある。

そして、プロセッサーによる計ࢉ能力とフϨームワーク等をセットにしてアプリケーションを開発する環境を提
供するものが、プラットフォームである。プラットフォームは、通常クラウドサービスの形で提供されている。単
にフϨームワークを使ってアプリケーションを開発する場合と比べ、クラウドの利用ྉが必要となるものの、クラ
ウド経由で提供事業者の計ࢉ能力が活用できる点でメリットがある。また、計ࢉ能力やフϨームワークのみなら
ͣ、ֶशࡁみモデルについてもAPI経由で提供しているものがある＊40。この場合、そのままアプリケーションと
して利用できるほか、自らがアプリケーションを開発する際に利用することも可能である。更に、自ら用ҙしたֶ
श用データを使ってֶशさせることができるものも出てきている＊41。

ਤද������� ߏցֶशʹ͓͚ΔϨΠϠーػ

ϓϥοトϑΥーϜ
ڙ算ྗとϑϨームϫーΫ等をηοτでఏܭ
� ྫɿ�(PPHMF�CMPVE�.-ʢ(PPHMFʣ�� "[VSF�.BDIJOF�-FBSOJOHʢ.JDSPTPGUʣ
� � 8BUTPO�.BDIJOF�-FBSOJOHʢI#.ʣ� "NB[PO�.BDIJOF�-FBSOJOHʢ"NB[POʣ

ϓϩηοサー
ϓϩάラムにैͬたܭ算等を͏ߦためのϋーυΣΞであり、ܭ算ྗをఏڙ
� ྫɿ�(16、T16ʢ(PPHMFʣ、"84�IOUFSFOUJBʢ"NB[POʣ、1SPKFDU�#SBJOXBWFʢ.JDSPTPGUʣ

ϑϨーϜϫーΫ
ڙやΞϧΰϦζムをఏػցֶशのためのػ
� ྫɿTFOTPS'MPXʢ(PPHMFʣ、CB⒎Fʢ6C�#FSLFMFZʣ、CB⒎F2ʢ'BDFCPPLʣ、.JDSPTPGU�CPHOJUJWF�TPPMLJUʢ.JDSPTPGUʣ
� � .9OFUʢ"NB[POʣ、1ZUPSDIʢ'BDFCPPLʣ、1BEEMF1BEEMFʢόイυΡʣ、CIBJOFSʢϓϦϑΝーυωοτϫーΫスʣ

ΞϓϦέーγϣϯ
ը૾認ࣝ、Ի認ࣝ、ػց༁、νϟοτϘοτ等

オーϓンιースでఏڙ

ΫラυαーϏス�"1Iܦ༝でఏڙ

Ϣーβー

ϑϨームϫーΫやϓラοτϑΥームを利用する͜とで、
ΞϓϦέーシϣンの開ൃ͕Մ

ΞϓϦέーシϣンの利用にΑり、自Βϓϩάラムの࡞成を͜͏ߦとなく、
ֶशࡁみϞσϧの利用やֶशࡁみϞσϧ自体の࡞成͕Մ

（出య）総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経ࡁ検討会」資ྉを基に作成

＊36	 (16、$16とൺた߹、ྻߦԋࢉにಛ化͍ͯ͠るたΊ、ػցֶशのॲཧΛ高Ͱ͜͏ߦと͕Մとͳっ͍ͯるɻ
Εる߹͋るɻݺに「フϨʔムϫʔΫ」とҙຯ͕ҟͳる֓೦Ͱ͋る͕、「ライϒラϦ」とີݫ	37＊
たखॱͰ͋Γ、αϙʔτɾϕΫλɾϚシʔン、ܾఆ等の༷ʑͳΞϧΰϦζム͕͋るɻ͠ݱ๏ֶशํ๏Λֶతにදํࢉܭ	�3＊
用͍ΒΕる͜と͕ଟ͍ɻ͕ޠݴにたっͯ、1ython$��等のϓϩάラϛンά࡞ցֶशのϓϩάラムのػ	39＊
＊40	ྫとͯ͠、(oogMe͕ը૾ೝࣝ用にఏ͍ͯ͠ڙる$Moud	7ision	"1*$Moud	"uto.-	7ision͕͋るɻ
＊41	ྫ͑、$Moud	7ision	"1*طଘのֶशࡁΈϞσϧΛ利用͢るのΈͰ͋る͕、$Moud	"uto.-	7isionにお͍ͯ、ֶशͤ͞る͜とՄとͳっ

͍ͯるɻ
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このように、フϨームワークやプラットフォームを利用することにより、アプリケーションの開発が可能とな
る。現在、スタートアップ企業を含め、様々な事業者がAIのアプリケーションを提供しているલ提となっている
のは、各種のフϨームワークやプラットフォームがオープンになっていることによるところが大きいといえよう。
AIΛར༻͢Δ͜ͱͷϋʔυϧԼ͕Γɺ༷ʑͳϦιʔε͕͑͘ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ

以上から、機ցֶशを利用する方法については、①アプリケーションを利用する、②プラットフォームを利用し
た上で、アプリケーションを開発して利用する、③フϨームワークを利用した上で、アプリケーションを開発して
利用する、の3つがある。

①から③に行くに従って、ಠ自の開発の余地が大きくなる໘、より高度な知ࣝが必要となるが、③であって
も、オープンソースのフϨームワークを利用することで、開発のハードルは下がっている。②の場合は、①に加え
て大手クラウド事業者の計ࢉ能力を利用することができる。これらにより、他者に提供するための様々なアプリ
ケーションを開発することができるほか、自らが利用するために開発することも可能である。また、①のアプリ
ケーションの利用においても、単にطଘのֶशࡁみモデルを利用するͩけではなく、自ら用ҙしたֶश用データを
使ってֶशさせることにより、従来であれば②や③が必要であったような方法での機ցֶशの利用が可能となって
いる。

更に、機ցֶशに関する様々なプログラムのソースコードはGJU)VC＊42上で日々公開・共有され続けており、
。新の研究結果は迅速にBS9JW＊43上で公開・共有されるようになっている࠷

このように、様々なリソースが広く使えるようになってきていることにより、AIを利用することのハードルが
下がって来ていることが、「AIの民主化」であるといえよう。「AIの民主化」の中で、例えば自社のڝ૪力の源ઘ
となるものについては、自ら開発する、あるいは自らデータを用ҙしてֶशさせる形でAIを利用し、そうでない
ものについては、طଘのֶशࡁみモデルを利用するといった使い分けの判断が必要となってくるͩろう。他方、こ
の「AIの民主化」を支える基盤の多くは、大手デジタル・プラットフォーマーが提供しており、AIを८るエコシ
ステムがこのようなデジタル・プラットフォーマーに大きくґଘする࢟が、どのようなӨڹを及΅していくのか
は、ࢹが必要といえよう。

AIͷར༻͕ࡁܦޏ༻ʹ༩͑ΔӨڹ�
AIʹΑΔੜੑ࢈ͷޮ্Ռ

AIの利用は、業務の効率化や新たな・ビジネスモデルの開発につながることが期待されている。また、人
間をࡶな業務から解放し、人間ならではの創造的な業務に集中することを可能とすることによるイノベーション
創出効果もߟえられる。

いくつかの調査機関において、AIによる生産性の向上効果等についての分析が行われている。例えば、アクセ
ンチュアによる分析では、日本では2035年に࿑働生産性がベースライン比で34�向上するとしている（ਤද
�������）。

＊42	 (it)uCʢΪοτϋϒʣ、ιフτΣΞ։ൃ者のたΊのϓラοτフΥʔムͰ͋Γ、Φʔϓンιʔスのιʔスίʔυ͕ଟ͞ࡌܝΕ͍ͯるɻ
(it)uCӡӦ会社、201�にϚイΫϩιフτ͕ങऩ͍ͯ͠るɻ

＊43	 ar9iWʢΞʔΧイϒʣ、ֶ、ίンϐϡʔλʔαイΤンス、౷ֶܭ等の༷ʑͳจΛऩͯ͠ެද͍ͯ͠るΣϒαイτͰ͋Γ、ถࠃίʔω
ϧେֶのਤॻ͕ؗӡӦ͍ͯ͠るɻจ͕ߘݪ͠たޙ、ࠪಡϓϩηスΛܦるલにจΛ͢ࡌܝる͜と͕௨ྫとͳっͯおΓ、ؒظΛཁ͢る
ࠪಡϓϩηスにΑるλイムラάͳ͘ਝͳՌൃදɾڞ༗͕Մとͳっ͍ͯるɻ"*にؔ͢るڀݚՌ͕ଟ͞ࡌܝΕͯおΓ、"*のൃలΛ͑ࢧ
るインフラとͳっ͍ͯると͍ΘΕるɻ
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また、マッキンθーによる分析では、ച上高の上ঢ率という観点から産業別のAIによるポテンシϟルをࢉ出し
ている。その結果、「ཱྀ行」分野が࠷も高く、年間でച上高を7�2�～11�6�上ঢさせるとしている。そして、AI
が大きなӨڹを及΅す他の産業として、「ハイテク（ソフトウェア、オンライン、ハードウェアメーカー等）」「保
。られている（ਤද�������）͛ڍ等が「医ༀ」「通信」「運送・流」「メディア・エンターテイメント」「ݥ

このほか、総務省、情報通信総合研究所（ICR）及び日本経ࡁ研究センター（JC&R）が東証一部上場企業を中
心とする日本企業を対象として実施したアンケート調査結果と個別企業の財務データを関連付けて行ったミクロ分
析では、2017年の総資産利ӹ率と2016年時点でのAI・IoTの導入状況をճؼ分析したところ、AIの導入は有ҙ
にプラスであるとの結果が得られている＊44。分析結果は૬関関係であるものの、AI導入は2016年、総資産利ӹ

ਤද������� "*ʹΑΔ࿑ಇ生࢈性のޮ্ՌʢΞΫηϯνϡΞʹΑΔੳʣ

（出య）ADDeOUVSe（2016）ʠWIZ ASUJpDJBM IOUeMMJHeODe JT UIe 'VUVSe oG GSoXUIʡ

ਤද������� ผの"*ʹΑΔポςϯγϟϧʢϚοΩϯθーʹΑΔੳʣۀ࢈

（出య）MD,JOTeZ（2018）ʠNOT&S 'ROM T)& AI 'RONTI&Rʡ

＊44	૯লʢ2019ʣ「"*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ"*ݕࡁܦ౼会ใࠂॻ」
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率は2017年の状況を用いていることを踏まえれば、AIの導入は企業業に対して一定程度の効果があると見るこ
ともできる。
AIͷීٴʹΑΓޏ༻ͲͷΑ͏ʹͳΔͷ͔

AIが生産性やച上͛に༩えるӨڹとともに、ޏ用に༩えるӨڹについてもが集まっている。2013年にӳ国
のAI研究者のマイケル・オζボーンが、ถ国において今後10～20年内に、࿑働人口の47�が機ցに代ସされる
リスクが70�以上との見ࠐみを発表した。この数ࣈはੈքをڻかせ、AIとޏ用についての研究が深まるܖ機と
なった。

これに対しては、AIによって代ସされる可能性が高い職業とされたものについて、職業ではなく具体的な業務
（タスク）にணすれば、手作業等AIでは代ସできない業務があるとのがなされた。このような業務にணし
た分析として、ドイπのハイデルベルグ大ֶの研究者のメラニー・アーンπらは、O&C%加ໍ国21か国の職業に
ついて、自動化可能性が70�を超える職業は9�という推計を公表した＊45。同様に、࿑働経ֶࡁ者の
NeEeMLoTLBは、O&C%加ໍ国32か国の職業について、自動化可能性が70�を超える職業は14ˋ、また、り
のうち32�が自動化により事の内容が大きく変化すると推計した＊46。

しかも、これらの数ࣈについては、AIの発展・普及により新たに生じるとߟえられるޏ用をྀߟに入れておら
ͣ、AIによるޏ用へのӨڹについては、現時点では様々な議が行われている段֊であるといえる。これらを含
Ή主な調査分析結果の概要はਤද�������のとおりである。

લड़の総務省、ICR及びJC&Rのアンケート調査では、対象の日本企業に対し、AI等の導入が進展した場合、
今後3年から5年を途に業務量が૿える（減る）見ࠐみの事についてもਘͶている。2016年時点におけるAI
の導入ʗະ導入別に比較したところ、調査分析や研究開発系の事が૿えるというճ割合は、AIの導入ʗະ導

ਤද������� "*ʹΑΔޏ༻のӨڹʹؔ͢Δ様々なੳ݁Ռ

調査໊ڀݚ ओな݁Ռ
ʢޏ༻のӨڹʣ

"*ʹΑͬͯସ͞ΕΔ
可能性͕͍ߴ৬ۀ

"*ʹΑͬͯସ͞ΕΔ
可能性͕͍৬ۀ ͦのଞ

'SFZ�C��#����0TCPSOF�.��
"��ʢ20��ʣ
ʮTIF�GVUVSF�PG�FNQMZNFOU��
IPX�TVTDFQUJCMF�BSF�KPCT�
UP�DPNQVUFSJ[BUJPO ʯ

・�ถ国に͓いて�0ޙࠓʙ20
年に࿑ಇਓ口の���͕ػ
ցにସ͞れるϦスΫ͕
�0�Ҏ上

・�ʮ認ࣝ・ૢੑ࡞ʯʮత
ੑʯʮࣾձతੑʯと݁ͼつ
͖͕ऑい৬ۀ

ʢྫʣ�ӡ༌・༌送、事務、�
生࢈ఔ、αーϏス、�
Ӧݐ、ۀઃ

・�ʮ認ࣝ・ૢੑ࡞ʯʮతੑʯ
ʮࣾձతੑʯと݁ͼつ͖͕強
い৬ۀ

ʢྫʣ�ཧ・ܦӦ・ۚ༥、�
ίンϐϡーλ・ֶ・Պֶ、
�・ҭ・๏・ܳज़ڭ
ϝσΟΞ、ҩྍ・հ護

・�ସੑՄੑとۚ、ڭ
ҭにෛの૬͕ؔある

ଜ૯߹ڀݚॴʢ20��ʣ
ʮຊの࿑ಇਓ口の��ˋ͕ਓ
やϩϘοτ等でସՄ
にʯ

・�ຊに͓いて�0ޙࠓʙ20
年に࿑ಇਓ口の���͕ػ
ցにସ͞れるϦスΫ͕
���Ҏ上

・�ඞͣしಛผのࣝ・スΩ
ϧ͕ٻめΒれない৬ۀ

・�σーλのੳやடংత・体
ۀめΒれる৬ٻ͕࡞తૢܥ

・�நతな概೦をཧ・ग़す
るための͕ࣝ要͞ٻれる৬
ۀ

・�ଞ者とのڠ調やଞ者のཧ解、
આಘ、ωΰシΤーシϣン、αー
Ϗスࢤ向ੑ͕ٻめΒれる৬ۀ

・�'SFZ�C��#����0TCPSOF�
.��"��ʢ20��ʣとಉ༷の
ख๏にΑるੳ

ඛ6'+Ϧαーνˍίンαϧࡾ
テΟンάʢް生࿑ಇলҕ託事
ʣʢ20��ʣۀ
ʮIPT・Ϗοάσーλ・"I等͕
にؔڹ用・࿑ಇに༩͑るӨޏ
するڀݚձ報ࠂ書ʯ

・�"I等にΑるলྗԽޮ果͕ਓ
खෆを上ճれ、ࣦ͕ۀ
生͡るՄੑ͕ある。

・�"I等をޮ・生ੑ࢈向上の
తで活用しΑ͏とい͏ا
のׂ߹͕高い෦ۀ

ʢྫʣ�૯務、ਓ事、生࢈、�
調達ŋೖ

・�ਓ͕ରԠする͜と͕࣭・
Ձの向上につな͕るαーϏ
スにる事

・�"I等にΑるۀ務やׂの
มԽへのରԠʢྗ開ൃ
等ʣ͕ඞ要ڙձのఏػ

・�"I等を৽しいՁのग़
につな͛るਓࡐの確保・
ҭ成に向͚たରԠ͕ඞ要

"SOU[�.��(SFHPSZ�T����
;JFSBIO�6�ʢ20��ʣ
ʮTIF�3JTL�PG�"VUPNBUJPO�
GPS�+PCT�JO�0&C%�
CPVOUSJFT��"�CPNQBSBUJWF�
"OBMZTJTʯ
˞0&C%のϫーΩンάϖー
パー

・�0&C%Ճໍ国ʢ2�ϲ国ʣの
৬ۀの自ಈԽՄੑを推ܭ
した߹、自ಈԽՄੑ͕
�0�を͑る৬ۀฏۉ
��

ҭਫ४やॴಘਫ४͕いڭ�・
࿑ಇ者の事

ʵ ・�'SFZ�C��#����0TCPSOF�
.��"��ʢ20��ʣ͕৬ۀϕー
スでੳしているのにର
して、λスΫʢۀ࡞ʣϕー
スでੳ

-KVCJDB�/FEFMLPTLB�
(MFOEB�2VJOUJOJʢ20��ʣ
ʮ"VUPNBUJPO�TLJMMT�VTF�BOE�
USBJOJOHʯ
˞0&C%のϫーΩンάϖー
パー

・�0&C%Ճໍ国ʢ�2ϲ国ʣの
৬ۀの自ಈԽՄੑを推ܭ
した߹、自ಈԽՄੑ͕
�0�を͑る৬ۀ���

りの、�2ˋ自ಈԽに�・
Αり事の༰͕େ͖くม
Խするため、ڭ࠶ҭ͕ඞ要

ҭのみをඞڭϨϕϧのૅج�・
要とする৬ۀ

ʢྫʣ�ۀ、ۀ、郵便ۀ、
༌送ۀ、৯αーϏスۀ

・�ઐతな܇࿅や高等ڭҭをඞ
要とする৬ۀ

・� ੳ ର  を"SOU[�.��
(SFHPSZ�T����;JFSBIO�
6�ʢ20��ʣΑり֦େし
てੳしている

（出య）総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経ࡁ検討会」資ྉを基に作成

＊45	.eManie	"rnt[	et	aM.ʢ2016ʣʠ5)&	3*4,	0'	"650."5*0/	'03	+0#4	*/	0&$%	$06/53*&4:	"	$0.1"3"5*7&	"/"-:4*4.ʡ	0&$%	
40$*"-	&.1-0:.&/5	"/%	.*(3"5*0/	803,*/(	1"1&34	/o.	1�9

＊46	 -juCica	/edeMkoska	and	(Menda	2uintiniʢ201�ʣʠ"utomation	skiMMs	use	and	trainingʡ
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入にかかわらͣ高く、AIを導入している企業でより高くなっている。AIを導入していない企業では、営業や接٬
サービスが૿加するというճ割合も比較的高い。他方、減る見ࠐみの事としては、AIの導入ʗະ導入にかか
わらͣ一ൠ事務系が高くなっており、ϗワイトカラーの業務の一部が代ସされることが見ࠐまれていることがうか
がえる（ਤද��������）＊47。

� αΠόʔηΩϡϦςΟʹؔ͢Δಈ
デジタル経ࡁの進化の中で、サイバーセキュリティに関するリスクに対応することの重要性が高まっている。

2019年1月にੈք経ࡁフォーラムが公表した「TIe GMoCBM RJTLT ReQoSU 2019」では、ੈքにおいて今後10年
間で大規模な損害をもたらすおそれのある大規模な事象を「グローバル・リスク」として、その発生可能性やӨڹ
規模、૬ޓの関連等について整理している＊4�。

これによると、経ࡁ・社会・環境・技術等にわたる広ൣなྖ域におけるグローバル・リスクのうち、サイバー߈
ܸ、重要インフラのఀ止、データ不ਖ਼・౪等のセキュリティڴҖは、発生可能性・Өڹ規模共に上位に位置して
いる（ਤද�������）。

ਤද�������� ຊۀاΞϯέート調査݁ՌʹΑΔޙࠓ�ʙ�Ͱ૿͑ΔʢݮΔʣࠐݟΈのࣄ

0 20 �0 �0 �0ʢ�ʣ ʢ�ʣ
૯務・事務・ܦཧ等

Ұൠ事務・受付・ൿ書
Ӧۀ・ൢച

٬・ରਓαーϏス
ཧ・ಜ

調査ੳ・๏務など事務ܥઐ৬
ઐ৬ܥ開ൃ・ٕज़ڀݚ

ҩྍ・հ護・ڭҭؔઐ৬
・生࢈ఔ・ཧ
ཧ・ఔۀ࡞・ઃݐ

༌送・ӡస
උ・ਗ਼ܯ

そのଞ
૿͑る見ࠐみの事ない

૿͑ΔࠐݟΈのࣄ

ಋೖ ະಋೖ ಋೖ ະಋೖ

0 20 �0 �0 �0
૯務・事務・ܦཧ等

Ұൠ事務・受付・ൿ書
Ӧۀ・ൢച

٬・ରਓαーϏス
ཧ・ಜ

調査ੳ・๏務など事務ܥઐ৬
ઐ৬ܥ開ൃ・ٕज़ڀݚ

ҩྍ・հ護・ڭҭؔઐ৬
・生࢈ఔ・ཧ
ཧ・ఔۀ࡞・ઃݐ

༌送・ӡస
උ・ਗ਼ܯ

そのଞ
事ないみのࠐる見ݮ

ࣄΈのࠐݟΔݮ

東証一部上場企業を中心とする日本企業を対象として実施したアンケート調査結果（ճ293社）に基づく
（出య）総務省・ICR・JC&R（2019）「AI・IoTの取組みに関する調査」

ਤද������� ʮάϩーόϧ・ϦスΫʯのൃ生可能性ͱӨنڹ

（出య）ੈք経ࡁフォーラム「TIe GMoCBM RJTLT ReQoSU 2019」

＊47	૯লʢ2019ʣ「"*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ"*ݕࡁܦ౼会」ใࠂॻ
＊4�	 https://www.weforum.org/reports/the�gMoCaM�risks�report�2019
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また、リスク間の関連性をみると、サイバーܸ߈は、データの不ਖ਼利用や重要インフラの故োのみならͣ、社会
の不安定化や国Ո間ฆ૪、国Ո౷治の失ഊといったものにまで関係していることが分かる（ਤද�������）。

このようなサイバーセキュリティの社会・経ࡁ全体における重要な位置付けにཹҙした上で、サイバーセキュリ
ティに関する現状と新たなڴҖ、サイバーܸ߈の経ࡁ的損失についてड़べる。

αΠόʔηΩϡϦςΟʹؔ͢Δݱঢ়ͱ৽ͨͳڴҖ�

ア　サイόーセキュリティのトϨϯド
現在あるいは今後ҙが必要となるサイバーセキュリティのトϨンドは、具体的にどのようなものͩろうか。こ

の点について分析・༧ଌを行っているものを3点介する。
IPAʮใηΩϡϦςΟ��େڴҖʯ

ಠ立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、2019年1月
に「情報セキュリティ10大ڴҖ」を公表している。これは、
2018年に発生した社会的にӨڹが大きかったとߟえられ
る情報セキュリティにおける事Ҋを基に、IPAがڴҖީ補
をબ出し、情報セキュリティ分野の研究者や企業の実務者
等で構成されるબߟ会においてܾ定したものである＊49。

これによれば、個人については、「クϨジットカード情
報の不ਖ਼利用」がલ年にҾき続き1位となっている。また、
4位の「メール等を使ったڴഭ・ٗの手口によるۚમ要
が新たに登場しているほか、「ِ警告によるインター「ٻ
ネットٗ」の順位がલ年の10位から6位へと上ঢして
いる（ਤද�������）。

ਤද������� ϦスΫの૬ؔޓ連性

（出య）ੈք経ࡁフォーラム「TIe GMoCBM RJTLT ReQoSU 2019」

ਤද������� *1"ʮใηΩϡϦςΟ��େڴҖʯ
ʲݸਓʳ

����
ॱҐ

લ年
ॱҐ

�Ґ ΫϨδοτΧーυ情報のෆਖ਼利用 �Ґ
�Ґ ϑΟοシンάにΑるݸਓ情報等のऔ �Ґ
�Ґ ෆਖ਼ΞϓϦにΑるスϚーτϑΥン利用者へのඃ �Ґ
�Ґ ϝーϧ等をͬたڴഭ・ٗのख口にΑるۚમ要ٻ ৽
�Ґ ωοτ上の㒷ᨱ・தই・σϚ �Ґ
�Ґ ٗにΑるインλーωοτࠂܯِ �0Ґ
�Ґ インλーωοτόンΩンάのෆਖ਼利用 �Ґ
�Ґ インλーωοταーϏスへのෆਖ਼ϩάイン �Ґ
�Ґ ランαムΣΞにΑるඃ 2Ґ
��Ґ IPTثػのෆదなཧ �Ґ

（出య）IPA（2019）「情報セキュリティ10大ڴҖ」を基に作成

＊49	 https://www.ipa.go.jp/security/WuMn/10threats2019.htmM
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企業等の組৫については、「標的型ܸ߈による被害」が
લ年にҾき続き1位となっている。また、4位の「サプラ
イチェーンのऑ点をѱ用したܸ߈の高まり」が新たに登場
している。これは、ݪ材ྉから部の調達、造、在ݿ管
理、流、ൢചまでの一連の流とこれらに関わる複数の
組৫܈（ҕୗ先の外部組৫を含Ή。）の中で、セキュリ
ティ対策をదに実施していない組৫等をܸ߈するもので
ある。このほか、「内部不ਖ਼による情報࿙えい」「サービス
害ܸ߈によるサービスのఀ止」「不ҙによる情報࿙え
い」の順位がલ年から上ঢしている（ਤද�������）。
+A4AʮใηΩϡϦςΟेେτϨϯυʯ

ಛ定非営利活動法人日本セキュリティ査協会（JASA）
は、2019年1月に「情報セキュリティे大トϨンド」を
公表している。これは、同協会の公認情報セキュリティ
査人資格認定制度により認定を受けた情報セキュリティ
査人を対象としたアンケートによりબ出したものであ
る＊50。

これによれば、「Ծ想通՟の౪難、ٗの拡大」「時代
れとなりつつあるパスワード認証」「われるサイバーセ
キュリティ経営の体制」「クラウドバイデフォルトの
情報セキュリティ体系化」が新たに登場している。「わ
れるサイバーセキュリティ経営の体制」とは、サイ
バーセキュリティに関し、取క役・査役等がどのような
分担をするのか、そのをෛうͩけの準備ができて
いるのかにணしたものとしている。また、「クラウドバ
イデフォルトの情報セキュリティ体系化」とは、クラウド
がICTインフラの第一બࢶとなっている中で、企業の
情報セキュリティ基準や管理策がオンプϨミス時代のままでは実態との間にᴥᴪが生じ、本来クラウドで得られる
便ӹを損なう点にணしたものとしている（ਤද�������）。
τϨϯυϚΠΫϩʮ����ηΩϡϦςΟڴҖ༧ଌʯ

セキュリティベンμーのトϨンドマイクロは、2018年12月に「2019年セキュリティڴҖ༧ଌ」を公表してい
る＊51。これは、2019年の国内外におけるڴҖ動向を༧ଌしたϨポートである。

これによれば、まͣ、AIによるセキュリティ対策をճ避するܸ߈や、AIをѱ用したサイバーܸ߈の登場が見ࠐ
まれるとしている。AIを活用したセキュリティ対策が進Ή中で、サイバー൜ࡑ者は、マルウェア自体のファイル
を作成せͣに不ਖ਼活動を行うファイルϨス活動、実行ファイルではないスクリプトやマクロの使用等、対策をճ避
する手法をົ化させているとする。また、ユーβーからの質に自動応するチϟットボットをѱ用したサポー
トٗの登場や、標的とする企業等にଐする人の動きをAIを活用して༧想し、ܸ߈に利用するといったことがߟ
えられるとしている。

次に、テϨワークの普及が法人セキュリティにおける新たなऑ点になることが見ࠐまれるとしている。サイバー
൜ࡑ者は、テϨワークで使用するクラウドサービスの認証情報をૂうフィッシングٗを行うことや、在ۈ務が
૿加することで、よりセキュリティ強度がいϗームネットワークを経由して企業をܸ߈することがߟえられると
している。

更に、「ソーシϟルエンジニアリング」が࠶びܸ߈の中心になるとしている。すなわち、システムの੬ऑ性をૂ
うのではなく、フィッシングٗに代表される人間の心理的なऑ点をѱ用して人をͩます形でのܸ߈が拡大し始め
ているとする。そのཪ付けとして、システムの੬ऑ性をܸ߈するサイトへのアクセスブロック数が減গ向にある

ਤද������� *1"ʮใηΩϡϦςΟ��େڴҖʯ
ʲ৫ʳ

����
ॱҐ

લ年
ॱҐ

�Ґ ඪతܸ߈ܕにΑるඃ �Ґ
�Ґ ϏδωスϝーϧٗにΑるඃ �Ґ
�Ґ ランαムΣΞにΑるඃ 2Ґ
�Ґ αϓライνΣーンのऑをѱ用したܸ߈の高·り ৽
�Ґ ෦ෆਖ਼にΑる情報࿙͑い �Ґ
�Ґ αーϏスܸ߈にΑるαーϏスのఀࢭ �Ґ
�Ґ インλーωοταーϏスかΒのݸਓ情報のऔ �Ґ
�Ґ IPTثػの੬ऑੑのࡏݦԽ �Ґ
�Ґ ੬ऑੑରࡦ情報のެ開に͏ѱ用૿Ճ �Ґ
��Ґ ෆ注ҙにΑる情報࿙͑い �2Ґ

（出య）IPA（2019）「情報セキュリティ10大ڴҖ」を基に作成

ਤද������� +"4"ʮใηΩϡϦςΟेେトϨϯ
υʯ

����
ॱҐ

લ年
ॱҐ

�Ґ Ծ௨՟の౪、ٗの֦େ ৽
�Ґ のਙେԽにΑるඃܸ߈ܕԽするඪతົ 2Ґ

�Ґ Ոఉ用のIPTثػのηΩϡϦテΟෆඋにΑるϓライό
シー৵のߋなる֦େ �Ґ

�Ґ ϏδωスϝーϧٗඃのߋなるਂࠁԽ �Ґ
�Ґ ಇ͖方վֵの推進普及にΑる৽たなڴҖのൃ生 �Ґ
�Ґ れとなりつつあるパスϫーυ認証࣌ ৽

�Ґ (%13をりӽ͑てる諸֎国のϓライόシー੍ن
ϦスΫ �0Ґ

�Ґ 高度ԽするランαムΣΞにΑるඃ֦େ �Ґ
�Ґ ΘれるαイόーηΩϡϦテΟܦӦの体੍ ৽
��Ґ ΫラυόイσϑΥϧτの情報ηΩϡϦテΟ体ܥԽ ৽

（出య）JASA（2019）「情報セキュリティे大トϨンド」を基に作成

＊50	 http://www.jasa.jp/seminar/security_trend_top10.htmM
＊51	 https://www.trendmicro.com/ja_jp/aCout/press�reMease/201�/pr�201�1213�01.htmM
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一方で、フィッシングٗサイトへのアクセスブロック数は、2017年1年間で7,300ສ݅ͩったものが、2018年
では1月から9月までの集計で約2ԯ1,000ສ݅と約3ഒに૿加していることを͛ڍている。

イ　৽ͨなڴҖの台ͱなる*P5
IoTの普及が進Ήにつれ、サイバーセキュリティに関するऑ点やӨڹが、サイバー空間を超えて現実ੈքに及ん

でいくことが想定される。લड़のサイバーセキュリティに関するトϨンドにおいても、IoTに関するものは上位と
なっている。

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が2019年2月に公表した「NICT&R観ଌϨポート2018」によ
ると、NICT&R＊52により観ଌした主なサーバーܸ߈対象のѼ先ポート൪号のトップ10のうち、8൪号がWeCカ
メラやϗームルーター等のIoT機器に関連したものとなっている（ਤද�������）。また、その他のポート（OUIeS 
PoSUT）の中にも、機器のWeC管理インターフェイス用ポート等のIoT機器で使用されるポートが多数含まれて
おり、これらを合わせると、全体の約数がIoT機器で動作するサービスや੬ऑ性をૂったܸ߈であるとしてい
る。

このように、IoTが新たなڴҖの台となってきている中で、IoT機器の੬ऑ性への対応が重要となってきてい
る。また、IoTにおいては、「情報」のみの制ޚとはҟなる「モノ」の制ޚが必要となり、「ंは急に止まらない」
といった理法ଇに従う理モデルと制ޚモデルの౷合化がٻめられる等、従来のサイバーセキュリティのߟえ方
を大きく変えていく可能性があることにཹҙが必要である。

ਤද������� サーόーܸ߈ରのѼઌポート൪߸ผύέοト

˞੨৭の෦͕IPTثػにؔ連したαイόーܸؔ߈連௨信をදす。
（出య）NICT（2019）「NICT&R観ଌϨポート2018」

＊52	 /*$5&3ʢ/etwork	 *ncident	anaMysis	$enter	 for	5acticaM	&mergency	3esponseʣ、αʔόʔܸ߈τラフΟοΫの؍ଌɾੳର策のಋ出
等Λ͏ߦෳ߹తͳシステムͰ͋Γ、/*$5͕ӡӦ͍ͯ͠るɻ
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ウ　サイόーセキュリティ人ࡐのݱঢ়
デジタル化の進展にい、サイバーセキュリティの重要性も高まる中で、զが国においてはサイバーセキュリ

ティ人材が不しているといわれている＊53。զが国の状況は、ੈք的にみればどのように位置付けられるのͩろ
うか。

NRIセキュアテクノロジーζࣜג会社が
行った企業の情報セキュリティに関する実態
調査「NRI SeDVSe IOTJHIU 2018」＊54による
と、զが国とถ国・ӳ国・シンガポール・
オーストラリアの5か国で比較すると、զが
国は他の4か国に比べ、ѹ的にセキュリ
ティ人材不をૌえている（ਤද�������）。
また、人材育成・教育に係る課題について、
զが国の1位をめるのは、「キϟリアパス
不」となっていることがಛ的である（ਤද�������）。調査Ϩポートにおいては、զが国ではॾ外国と比べて
平ۈۉ続年数がいことに言及しており、サイバーセキュリティ人材が複数の企業等を移りながらઐ性を高めて
キϟリアアップするॾ外国とのҧいが、セキュリティ人材不の要Ҽの一つとなっていることがうかがい知れる。

また、不しているセキュリティ人材の種別として、ログのࢹ・分析を行う人材が1位となっているが（ਤද
�������）、アウトソースが可能とߟえられる業務についてまで自組৫に不していると認ࣝしているともみるこ
とができ、サイバーセキュリティに関して自社で行うべき業務と外部にҕͶる業務とのり分けができていない可
能性がある。

ਤද������� ηΩϡϦςΟਓࡐのॆঢ়گ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
ຊ
ถ国
ӳ国

シンΨϙーϧ
オースτラϦΞ

ෆ ॆ ΘかΒない

（出య）NRIセキュアテクノロジーζ（2018）「NRI SeDVSe IOTJHIU 2018」を基に作成

ਤද������� ਓࡐҭ・ڭҭʹΔ՝

ຊ ถࠃ ӳࠃ γϯΨポーϧ ΦーストϥϦΞ

�Ґ ΩϟϦΞύε
ෆ ����� のࢪҭ࣮ڭ

の೧ग़ؒ࣌ ����� ઐੑのੵ・
ࠔঝ͕ܧ ���2� ઐੑのੵ・

ࠔঝ͕ܧ ����� のࢪҭ࣮ڭ
の೧ग़ؒ࣌ �����

�Ґ のࢪҭ࣮ڭ
の೧ग़ؒ࣌ ����� ઐੑのੵ・

ࠔঝ͕ܧ ����� のࢪҭ࣮ڭ
の೧ग़ؒ࣌ ����� のࢪҭ࣮ڭ

の೧ग़ؒ࣌ ����� のࢪҭ࣮ڭ
予算の確保 �����

�Ґ ྗ・スΩϧ
要͕݅ෆ明 ����� のࢪҭ࣮ڭ

予算の確保 ����� ྗ・スΩϧ
要͕݅ෆ明 ����� ྗ・スΩϧ

要͕݅ෆ明 ����� ઐੑのੵ・
ࠔঝ͕ܧ �����

（出య）NRIセキュアテクノロジーζ（2018）「NRI SeDVSe IOTJHIU 2018」を基に作成

ਤද������� ࣗ৫ʹෆし͍ͯΔͱ͑ߟΔਓࡐछผʢຊʣ

0 �0 20 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0�00ʢˋʣ
ϩάをࢹ・ੳしてݥةなஹީを

いͪૣくで͖る

ηΩϡϦテΟઓུ・اըをࡦ定する

ηΩϡϦテΟインシσンτへの
ରԠ・͕شࢦで͖る

ηΩϡϦテΟϦスΫをධՁ・査する

෦ॺとの調をしな͕Β、ηΩϡϦテΟؔ
ରࡦを推進・౷ׅで͖る

ঢ়やݱ、でݱӦにରしてదなදܦ
ରࡦ༰等をઆ明・報ࠂで͖る

ηΩϡΞなシステムઃ͕ܭで͖る

ηΩϡΞなϓϩάラϛンά͕で͖る

（出య）NRIセキュアテクノロジーζ（2018）「NRI SeDVSe IOTJHIU 2018」を基に作成

＊53	ྫとͯ͠、ۀ࢈ࡁܦল「*5人ࡐの࠷৽ಈ向とকདྷਪܭにؔ͢るௐࠪ݁Ռ」ʢ20166݄ʣͰ、2020にधཁにର͢るෆ͕19.3ສ人
にୡ͢ると͍ͯ͠るɻhttps://www.meti.go.jp/poMicy/it_poMicy/jin[ai/27':/*5jin[ai_report_summary.pdf

＊54	 https://www.secure�sketch.com/eCook�downMoad/insight201��report�01
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サイバー攻撃等の経済的損失2
サイバーセキュリティに関する問題は、どの程度の経済的損失をもたらすのだろうか。この点について、国内外

で様々な調査・分析が行われており、その概要は図表1-3-3-10のとおりである。損失の範囲をどこまで捉えるか
等により、数値に幅が出てきているが、例えば、米国シンクタンクの戦略問題研究所（CSIS）がセキュリティベ
ンダーのMcAfeeの協力を得て行った分析では、2017年にサイバー犯罪により生じたコストは、全世界で6,080
億ドルとなっている。また、我が国を対象とした調査・分析もいくつか存在し、一社当たり億円単位の損失が発生
するというものとなっている。

また、一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会（JCIC）が、日本国内で情報流出等の
適時開示＊56を行った企業を調査したところ、株価は平均10%下落し、純利益は平均21%減少していたとの結果
が出ている（図表1-3-3-11）＊57。

このようなサイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的な損失を踏まえると、サイバーセキュリティ
を巡る問題は、ICT部門にとどまる問題ではなく、経営レベルで取り組むべき課題であるといえる。他方、前述
のNRIセキュアテクノロジーズ株式会社による調査では、我が国はCISO（Chief Information Security 
Officer）を設置して経営層が就任している割合が低いとともに、セキュリティ対策の計画の策定状況が低調であ

図表1-3-3-10 サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失

調査・分析の
実施主体

対象の
地理的範囲 対象年 経済的損失の概要 損失額

CSIS、McAfee 全世界 2017年 サイバー犯罪により生じるコスト 6,080億ドル

RAND 
Corporation 全世界 2017年 サイバーセキュリティインシデントにより生じるコスト

【直接】2,750億ドル
～6兆6,000億ドル

【直接＋波及】7,990億ドル
～22兆5,000億ドル

Cybersecurity 
Ventures 全世界 2021年

【予測】 サイバー犯罪による損害額 6兆ドル

Microsoft、
Frost & Sullivan アジア太平洋 2017年 サイバーセキュリティインシデントによる損害額 1兆7,450億ドル

Accenture

日・米・加・英・
独・仏・伊・西・
豪・シンガポール・

ブラジル

2018年 サイバー犯罪により生じる1社当たり平均コスト 1,300万ドル

日本 2018年 サイバー犯罪により生じる1社当たり平均コスト 1,357万ドル
JNSA 日本 2018年 個人情報漏えいにより生じる1件当たり平均損害賠償額 6億3,767万円
トレンドマイクロ 日本 2017年 セキュリティインシデントにより生じる1組織当たり平均年間被害額 2億1,153万円

（出典）各種公表資料より総務省作成＊55

図表1-3-3-11 セキュリティ事故適時開示後の株価と純利益の変化

（出典）JCIC

＊55	 CSIS	and	McAfee（https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime）
	 Cybersecurity	Ventures（https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/）
	 Microsoft	and	Frost	&	Sullivan（https://news.microsoft.com/apac/2018/05/18/cybersecurity-threats-to-cost-organizations-in-asia-pacific-

us1-75-trillion-in-economic-losses/）
	 Accenture（https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-96/Accenture-2019-Cost-of-Cybercrime-Study-Final.pdf）
	 JNSA（https://www.jnsa.org/result/incident/data/2018incident_survey_sokuhou.pdf）
	 トレンドマイクロ（https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2018/pr-20181219-01.html）
＊56	適時開示とは、金融商品取引所（東京証券取引所等）の規則により上場企業に義務付けられているものであり、重要な会社情報を投資家に対

してタイムリーに伝達することが求められている。
＊57	 https://www.j-cic.com/pdf/report/QuantifyingCyberRiskSurvey-20180919(JP).pdf
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る（ਤද��������）。

たͩし、J6ASの「企業IT動向調査2018」によれば、経営װ部の情報セキュリティへの関༩度合いが高まって
いる向が見られ、ಛにۚ融分野においては、8割が経営課題としてとらえている（ਤද��������）。経営װ部が
దにサイバーセキュリティにを持つ体制と、そのような体制を支えるサイバーセキュリティ人材の確保はं
の྆ྠであるとߟえられ、現在のզが国における人材の流動性の状況をલ提とした場合、この2つを連動的に進め
ていくことには困難がうこともߟえられる。しかしながら、あらΏる産業にデジタルが一体化していく流れの中
で、産業・企業の持続的な発展を損なわないためには、避けることの出来ない重要な課題であるといえよう。

ਤද�������� ηΩϡϦςΟʹؔ͢ΔܦӦϨϕϧのऔঢ়گ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
ຊ
ถࠃ
ӳࠃ

γϯΨポーϧ
ΦーストϥϦΞ

$*40ΛઃஔしɺܦӦ͕बし͍ͯΔׂ߹

$*40ΛઃஔしɺܦӦ͕ब

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
ຊ
ถࠃ
ӳࠃ

γϯΨポーϧ
ΦーストϥϦΞ

ηΩϡϦςΟରࡦのܭըスύϯのࠩҟ

定していないࡦըܭ ܭظըʢ�年ఔ度ʣ
தܭظըʢ�年ఔ度ʣ かΒない�そのଞ

（出య）NRIセキュアテクノロジーζ（2018）「NRI SeDVSe IOTJHIU 2018」を基に作成

ਤද�������� ͍߹෦のใηΩϡϦςΟのؔ༩װӦܦछάϧーϓผɹۀ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

��年度

して͓り、ॏେなࢹをॏ要͞ࠁくηΩϡϦテΟϦスΫのਂרをऔりۀاのࠓࡢ෦͕װӦܦ
ηΩϡϦテΟϦスΫやରࡦのॏ要ੑについて、ܦӦձٞ等で৹ٞ・報͞ࠂれる
自ࣾに͓͚るηΩϡϦテΟϦスΫ認ࣝしている͕、ରࡦIT෦など୲෦にͤている
自ࣾに͓͚るηΩϡϦテΟϦスΫ͓Αͼରࡦঢ়گについて、΄とΜどձ͞れる͜と͕ない

ઃ・ݐ

ૉࡐ

۩ثցػ

商ࣾ・ྲྀ௨

ۚ༥

ࣾձインϑラ

αーϏス

（出య）J6AS（2018）「企業IT動向調査2018」
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1990年代ばまでのコミュニティは概Ͷオフラインのコミュニティが中心であり、オンラインのコミュニティ
の利用者も大ֶ関係者や研究機関などのアカデミアや技術者といった技術に詳しい層が中心であったとߟえられ
る。その後のインターネットやSNSの普及により、オンラインのコミュニティは、年齢・性別や技能・झ向等を
わͣ୭もが容易に利用できるオープンなコミュニケーション空間となった。その結果、個人が社会を動かす情報
発信力を持てるようにもなった一方で、Ԍ上やフェイクニュースを८る題もݦ在化している。

本અでは、現代のコミュニケーションとメディアを८る環境の状況を概観するとともに、現在行われている議
を整理する。

1 ΠϯλʔωοτͷීٴʹΑΔϝσΟΞڥͷมԽ

ར༻͔ؒ࣌ΒݟΔϝσΟΞར༻ͷมԽ�
��ؒͰςϨϏࢹௌݮগɺΠϯλʔωοτར༻૿Ճ

2000年から2015年のզが国におけるテϨビࢹௌ時間（平日1日あたり）の推移をみると、全体では؇やかな
減গ向にある。年代別では、60代ではԣばい向にあるが、50代以下は減গ向にあり、ಛに10代及び20代
の減গがஶしい（ਤද�������）。

他方、インターネットの利用時間の推移をみると、利用時間は૿加向にある。ಛに10代と20代は、2015年
には1日あたり100分以上利用するようになり、テϨビࢹௌ時間とٯ転している（ਤද�������）。

ਤද������� ςϨビࢹௌؒ࣌ਪҠʢ����ʙ����
ɺฏ�͋ͨりɺ全ମ・ผʣ

ࡀ����� 20 �0
�0 �0 �0
全体

0

�0

�20

��0

2�0

�00

2000 200� 20�0 20��

�ʢʣ

ਤද�������
Πϯλーωοトར༻ؒ࣌ਪҠʢ����
ʙ����ɺฏ�͋ͨりɺ全ମ・
ผʣ

ࡀ����� 20 �0
�0 �0 �0
全体

0

�0

�20

��0

2�0

�00

2000 200� 20�0 20��

�ʢʣ

（出య）ڮ元ྑ明ฤ（2005、2010、2015）h 日本人の情報行動ʱを基に作成

ςϨϏͱΠϯλʔωοτͷฒߦར༻
たͩし、単にテϨビのようなマスメディアからインターネットへの代ସがىきているわけではなく、例えばテϨ

ビをࢹௌしながらインターネットを利用するという並行利用の動きもある。総務省（2015）を基に、調査対象日
1日に各情報行動を行う者の割合（行ҝ者率）をみると、テϨビࢹௌは85ˋ、ネット利用が74ˋに対して、྆方
の並行利用は35ˋとなっている。その他、（2）で後ड़するとおり、対໘メディア、マスメディア、ソーシϟルメ
ディアが重層的複合的にซଘすることも指ఠされている。

第�節 σδλϧࡁܦͷதͰͷίϛϡχέʔγϣϯͱϝσΟΞ
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ਤද�������
ςϨビʢϦΞϧλΠϜʣࢹௌͱΠϯ
λーωοトར༻のฒ行ར༻行ҝऀ
ʢ全・ผ・ฏʣ

テϨϏʢϦΞϧλイムʣࢹௌ ฒߦ利用 ωοτ利用

��

�� �2

��
2�

��

��
��

��

0

20

�0

�0

�0

�00

20
ʢO���2ʣ

全年
ʢO��000ʣ

�0
ʢO�2�0ʣ

ʢ�ʣ

（出య）総務省（2015）「平成26年情報通信メディアの利用時間と情報行動
に関する調査」を基に作成

ਤද�������
ςϨビʢϦΞϧλΠϜʣࢹௌͱΠϯ
λーωοトར༻のฒ行ར༻ؒ࣌ʢ全
・ผ・ฏʣ
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���
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༻
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全年 �0 20
（出య）総務省（2015）「平成26年情報通信メディアの利用時間と情報行動

に関する調査」を基に作成

֤छͷϝσΟΞʹର͢Δ৴པͷঢ়گ�

एʹ͓͍ͯϚεϝσΟΞͷ৴པΠϯλʔωοτΛ্ճΔ
લड़のメディア利用の変化にみられるように、ए年層を中心としてマスメディアれが進んでいるといわれてお

り、対にソーシϟルメディアの利用は૿加している。たͩし、զが国における各メディアの信པ度について年代
別に調査した結果によると、ए年層も含めてインターネットへの信པ度はマスメディアと比べて૬対的にくなっ
ている。（ਤද�������）

ιʔγϟϧϝσΟΞʹ͓͍ͯɺใͷൃ৴͕ݯॏ͞ࢹΕ͍ͯΔ
マスメディアではその情報の発信源が明確であったが、ソーシϟルメディアにおいては「シェア」や「リπイー

ト」といった転送จ化があり、情報の発信者と発信源がりされるというಛがある。また、例えば新ฉであれ
ば、ニュースがパッケージとして提供されることで、その新ฉあるいは新ฉを発行する主体に対する各個人の信པ
がニュースに対する信པにもつながるという構図があった。他方、ソーシϟルメディアにおいては、ニュースが記
事単位で提供されることで、このようなパッケージ提供の場合のಛがബれる。

このため、ソーシϟルメディア上の情報の発信源が信པできるものなのかは重要であるとߟえられる。14ࡀか
ら34ࡀのソーシϟルメディアユーβーも、約6割が信པ性担保のためにニュースの情報源を重ࢹしているとճ
している。（ਤද�������ɾਤද�������）

ਤද������� ϝσΟΞผ৴པʢ全・ผʣ

テϨϏ ৽ฉ インλーωοτ ࢽࡶ

��������
���2���2

���2���2 ���0���0
�������� �������� ����������������

���0���0 �������� ��������
�0���0�� �������� ��������

�0���0��
���0���0

2��22��2 ��������
��������

2���2��� 2��02��0
��������

2���2���
20��20�� 2���2��� 2���2���

�2���2�� ��������

0

20

�0

�0

�0

�00

全体 �0 20 �0 �0 �0 �0

ʢ�ʣ

（出య）総務省（2018）「平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」を基に作成

I
C
T
ͱ
σ
δ
λ
ϧ
ܦ
ࡁ

Ͳ
の
Α
͏
ʹ
ਐ
Խ
͠
ͯ
͖
ͨ
の
͔

第
�
章

σδλϧࡁܦͷதͰͷίϛϡχέʔγϣϯͱϝσΟΞ 第 �節

令和元年版　情報通信白書　第1部 99



ਤද�������
ιーγϟϧϝσΟΞ্のχϡースの৴
པ性のׂ߹ʢ��ʙࡀ��のιーγϟϧ
ϝσΟΞϢーβーʣ

ඇৗにそ͏͏ࢥ あるఔ度そ͏͏ࢥ

��ʖ20ࡀ

2�ʖ2ࡀ�

2�ʖࡀ��

	�


ιーγϟϧϝσΟΞのχϡースϑΟーϧυʹදࣔ͞Ε
ΔϑΣΠΫχϡースʹ͍ͭͯݒ೦͕͋りま͔͢ʁ

O����

0 20 �0 �0 �0 �00

ਤද������� ใݯΛॏ͢ࢹΔׂ߹ʢ��ʙࡀ��の
ιーγϟϧϝσΟΞϢーβーʣ

いつॏࢹしている ΄とΜどの߹ॏࢹしている

��ʖ20ࡀ

2�ʖ2ࡀ�

2�ʖࡀ��

ιーγϟϧϝσΟΞܦ༝ͰχϡースΛऔಘ͢Δࡍʹɺ
χϡースの৴པ性Λ୲อ͢ΔͨΊʹใݯΛॏࢹし͍ͯま͔͢ʁ

O����

	�

0 20 �0 �0 �0 �00

（出య）デロイト トーマπ コンサルティング（2018）「デジタルメディア利用実態調査 2018 ʕ日本ฤʕ」＊1

一方でSNS利用者はニュースソースよりもシェアした人にӨڹされているというւ外の研究結果もଘ在する（ਤ
ද�������）。

ॏతɾෳ߹తʹଘ͢ࡏΔϚεϝσΟΞͱιʔγϟϧϝσΟΞ�
�でड़べたようなテϨビとインターネットを並行利用する行動様ࣜが出てきているほか、対໘メディア、マスメ

ディア、ソーシϟルメディアが重層的・複合的にซଘしている状況にもすべきという見方がある。
例えばԕ౻（2018）＊3は、「メディアが発達した現在においても、対໘メディアが消໓したわけではなく、対໘

メディア、マスメディア、ソーシϟルメディアが重層的複合的にซଘするようになったということを無ࢹするべき
ではない」とड़べている。

そして、多くの者は日常的に、対໘メディア、マスメディア、ソーシϟルメディアなどを重層的に利用している
ことから、マスメディアの情報がネットを介して伝わったり、ネットの情報がマスメディアを介して伝わったりし
ているため、これらを分けてじることはできないと指ఠし、こうしたソーシϟルメディアとطଘメディアが重層
的に૬ޓ作用しながらੈを形成する現代のメディア環境を「間メディア社会」と定ٛしている。

ਤද������� ιーγϟϧϝσΟΞ্のχϡースの৴པ性ධՁ

0 20 �0 �0ʢˋʣ ʢˋʣ
事࣮をਖ਼確にଊ͑ている

ଟ༷なࢹ͕ある
͓しΖい

ॏ要な情報を見つ͚やすい
情報͕͏·くΘͬている・信པで͖る

γΣΞ͞ΕͨࣄهΛͲ͏ධՁ͢Δ͔

ʮ信པで͖るਓ物ʯ͕シΣΞしたه事
ʮ信པで͖るਓ物ʯでないਓ͕シΣΞしたه事

ʮ信པで͖るਓ物ʯ͕シΣΞしたه事
ʮ信པで͖るਓ物ʯでないਓ͕シΣΞしたه事

0 20 �0
事をシΣΞするه

情報ݯかΒのΞラーτを受͚औる
情報ݯをϑΥϩーする
情報ݯを༑ਓにનめる

事をシΣΞしたਓにै͏ه

͜のߘΛ4/4Ͱ͚͔ͨݟͱ͖ʹͲ͏͍ͬͨ行ಈΛ͢Δ͔ʁ

（出య）TIe ANeSJDBO PSeTT IOTUJUVUe BOE TIe ATToDJBUeE PSeTT�NORC CeOUeS GoS PVCMJD A⒎BJST ReTeBSDI（2017）
ʠbWIo SIBSeE IU `� )oX ANeSJDBOT %eDJEe WIBU NeXT Uo TSVTU oO SoDJBM MeEJBʡ＊2

＊1	 https://www2.deMoitte.com/content/dam/%eMoitte/jp/%ocuments/technoMogy�media�teMecommunications/md/jp�md�digitaM�media�trends�
surWey�201�.pdf

＊2	 https://www.americanpressinstitute.org/puCMications/reports/surWey�research/trust�sociaM�media/
＊3	 ԕ౻܆ʢ2016ʣ「ؒϝσΟΞຽओओٛとʪੈʫ」社会ใֶ	ୈ51ר߸
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また、間メディア空間では、メディア間の
૬ޓ作用が緊密化し、かつてであればそれほ
ど大きな社会的関心事とならなかった出来事
も、以લにはなかったようなプロセスを経て
社会を༳るがすほどのӨڹ力を持つとしてい
る。

ಛに、後ड़するいわΏる「ネットԌ上」の
題に関しては、マスメディアで取り上͛ら
れることにより、さらに「Ԍ上」することも
指ఠされており 、ネットメディアのみがݪ
Ҽと断定できない点にはཹҙが必要とߟえら
れる。

2 Πϯλʔωοτͷར༻ੈΛೋۃԽ͢Δͷ͔
メディアとしてのインターネットをৼりฦると、ポータルサイトのように情報を一つの場所に集める「集約化」、

ブログ・SNSのように୭もが情報の発信者となり利用者となる「方向化」を経て、一人ͻとりにカスタマイζ
された情報が取得できる「࠷ద化」に進んできたとの指ఠ＊4がある。

インターネットは、基本的にあらΏる人が情報や知ࣝを共有可能とする組みであり、暮らしやビジネスにおい
てੈք規模で利用が拡大した理由の一つは、このようなポジティブなଆ໘であったとߟえられる。他方、「࠷ద化」
が進Ή中で、インターネットの利用がੈを二ۃ化し、社会の分断をটいているのではないかという議が出てき
ている。二ۃ化（分ۃ化）とは、例えば国民の政治向が保कとリベラルのどちらかにภり、中༱がগなくなるこ
とである。

ਤද������� ؒϝσΟΞۭؒのߏ

ωοトϝσΟΞのಛ
6(.

6(C
6(C
6(C 6(C

6(C
Ճࢀ

ࣗ
ൃ
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ࣾ
ձ
ӡ
動

ϢーβーɿΫϦΤイλーʹオーσΟΤンス
ʢൃ信者ʹ受信者ʣ

ؒϝσΟΞԽ

ωοτϝσΟΞ ϚスϝσΟΞ

自ൃతࣾձӡಈ ࣾձಈһ

ৼڞ

ର໘ϝσΟΞ

ैདྷのϚスϝσΟΞのಛ

ࣾձಈһ 1(.
1(C1(C

1(C 1(C
1(C

ϢーβーɿオーσΟΤンスʢ受信者ʣ

ϰΝイラϧʢパンσϛοΫʣԽ

ࣾ
ձ
ӡ
動
の
૿
෯

ੈܗ成

ू߹ ूஂతઙྀ

ۃԽ

情報֦ࢄ、情報࿙Ӯ

σϚ、Ԍ上、㒷ᨱதই

情報ૢ࡞

のཐટ աԽ

成ܗߦྲྀ બڍ

Իかʁ　ϦスΫかʁ

ଟ༷なϝσΟΞ͕૬࡞ޓ用・૬ޓ連携
ˠ৽しいҙຯのൃ生

（出య）ԕ౻（2018）܆h ソーシϟルメディアと公共性ʱ東京大ֶ出൛会

ਤද�������� ؒϝσΟΞ・スΩϟϯμϧのμΠφϛζϜ

৽ฉ・ࢽࡶ

ʢաなʣ
ࣾձ੍ࡋ

ਓͼとのϦΞϦテΟ
ʢϦΞϧίϛϡχέーシϣンʣ

達 Ԡ

自૿ݾ৩

T7 ωοτ

自૿ݾ৩ 自૿ݾ৩

૬ײޓછ

രൃతな
連ൃࠂ

（出య）ԕ౻（2016）܆「間メディア民主主ٛとʪੈʫ」社会情報ֶ 第51ר号

＊4	 ి௨૯ݚʢ2016ʣh ใϝσΟΞനॻ2016ʱ
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本߲では、この点についての議の状況について整理する。

Πϯλʔωοτ্Ͱͷใྲྀ௨ͷಛͱݴΘΕ͍ͯΔͷ�
ถ国の法ֶ者サンスティーン（2001）＊5はネット上の情報収集において、インターネットの持つ、同じߟࢥや

主ٛを持つ者同࢜をつな͛やすいというಛから、「集団ۃ性化」をҾきىこしやすくなる「サイバーカスケード」
という現象があると指ఠした。

集団ۃ性化とは、ྫ͑ूஂͰ౼ٞΛ͏ߦͱ౼ٞޙʹਓʑͷҙ͕ݟಛఆํʹઌӶԽ͢ΔΑ͏ͳࣄΛ͢ࢦɻ౼
ٞͷʹࣗͱҟͳΔҙݟͷਓ͕͍ΔͣͳͷͰɺ౼ٞ͢Δ͜ͱͰࣗͱରͷҙݟऔΓೖΕΒΕΔͩΖ͏
ͱࢥΘΕΔ͕ɺ࣮ݧ࣮ʹࡍΛͯͬߦΈΔͱٯʹઌӶԽ͢Δྫ͕ଟ͘ΈΒΕͨˎ�。
「カスケード」とは、֊段状にਫが流れམちていくୌのことであり、人々がインターネット上のある一つのҙ見

に流されていき、それが࠷ऴ的には大きな流れとなることを「サイバーカスケード」とশしている。
こうしたもともとある人間の向とネットメディアのಛ性の૬ޓ作用による現象と言われているものとして、

「エコーチェンバー」と「フィルターバブル」が͛ڍられる＊7。

ア　ΤίーνΣϯόー
「エコーチェンバー」とは、ソーシϟルメディアを利用

する際、自分とࣅたڵຯ関心をもつユーβーをフォローす
る結果、ҙ見をSNSで発信すると自分とࣅたҙ見がฦっ
てくるという状況を、ดじたখ部でԻがڹする理現
象にたとえたものである＊�。

サンスティーン（2001）＊9は、集団分ۃ化はインターネッ
ト上で発生しており、インターネットには個人や集団が様々
なબをする際に、多くの人々を自作のエコーチェンバーに
ดじࠐめてしまうシステムがଘ在するとしたうえで、過ܹな
ҙ見に܁りฦし৮れる一方で、多数の人が同じҙ見を支持
しているとฉかされれば、信じࠐΉ人が出てくると指ఠした。

また、サンスティーンは無作ҝにબんͩ60の政治系
ウェブサイトを対象に、各ウェブサイトのリンク先を調査
した。その結果、対ҙ見へのリンクは2割にຬたない一
方で、同ҙ見へのリンクは約6割と高くなっていた（ਤද
�������）。さらに、対ҙ見へリンクがある場合でも、

ਤද������� ۃԽのΠϝーδ

Ϧϕラϧ� 保守�

ਓ々のҙݟ�

Ϧϕラϧ� 保守�

Ϧϕϥϧ政ౘऀ࣋ࢧͱอक政ౘऀ࣋ࢧ�

（出య）ా中ୢ༤（2018）ワークショップ「ネットは社会を分断するのか」資ྉを基に作成

ਤද������� 政ܥ࣏ΣϒサΠトのϦϯΫઌの政࣏
తࢤ

ϦンΫなし ϦンΫあり

���0

����

���0

����

0

20

�0

�0

�0

�00

ରҙ見

ʢ�ʣ

ಉҙ見

（出య）キϟス・サンスティーン（2001）h インターネットは民主主ٛのఢかʱ
を基に作成

＊5	 ΩϟスɾαンステΟʔンʢ2001ʣh インλʔωοτຽओओٛのఢ͔ʱ
＊6	 ૯ল	2019「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢܚጯٛक़େֶ	ֶࡁܦ෦	ాதୢ༤ڭतʣにͮ͘جɻ
＊7	 ढ़ʢ201�ʣhݪ フΣイΫχϡʔスΛՊֶ͢るʱ
＊�	 ढ़ʢ201�ʣhݪ フΣイΫχϡʔスΛՊֶ͢るʱ
＊9	 ΩϟスɾαンステΟʔンʢ2001ʣh インλʔωοτ上ຽओओٛのఢ͔ʱ
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「૬手の見方がいかにݥةで、۪かで、൰ྼであるかを明らかにするのが的」としていた。そのうえでグループ
で議をすれば、メンバーはもともとの方向のԆ線上にあるۃ端な立場へとシフトする可能性が大きいと指ఠし
ている。

イ　ϑィϧλーόϒϧ
「フィルターバブル」とは、アルΰリζムがネット利用者個人の検ࡧཤྺやクリックཤྺを分析しֶशすること

で、個々のユーβーにとってはΉとま͟るとにかかわらͣ見たい情報が༏先的に表示され、利用者の観点に合
わない情報からはִされ、自のߟえ方や価観の「バブル（๐）」の中にݽ立するという情報環境を指す。

ถ国のインターネット活動Ոであり、バイラルメディア＊10ʠ6QXoSUIZʡの࠷高経営者でもあるパリサー
（2012）＊11は、フィルターバブルの登場により、新たな3つの題が生じてきたと指ఠする。

第一に、ͻとりͣつݽ立するという題である。例えば、テϨビのઐチϟンネルで͝くڱい分野を取りѻうも
のを見る場合でも、自分と同じ価観やߟえ方を持つ人が他にも見ているが、インターネットにおけるフィルター
バブルの中には自分しかいない。これにより、「情報の共有が体験の共有を生Ή時代において、フィルターバブル
はզ々をҾき྾くԕ心力となる」としている。

第二に、フィルターバブルはに見えないという題である。テϨビを見る際には自分がԿを見るかをબして
いる限り、なͥその൪組がબばれたのか理解しているが、パーソナライζされた検ࡧエンジンによって表示された
結果は、なͥそれがબばれたのかそのࠜڌが明確に示されることはない。フィルターバブルの内ଆにいると、表示
された情報がどれほどภ向しているのか、または情報がภ向のない٬観的ਅ実であるのかが分からないことにな
る。

後に、フィルターバブルの内ଆにいることをユーβー自がબんͩわけではないという題である。テϨビや࠷
新ฉ、ࢽࡶをࢹௌする際、どのようなフィルターを通してੈքを見るのかをユーβーは自ら能動的にબんでいる。
しかしパーソナライζされたフィルターの場合、自らબしてフィルターを使用しているのではなく、避けように
も避けにくい状態になっていると指ఠしている。

広告主にとっては、ユーβー͝とにパーソナライζするアルΰリζムを用いることは、٬֫ސ得コストを下さ
せる効果的な広告戦略であり、また利用者にとっても自分のみの情報がগないエネルΪーで手に入るという利点
がある。一方で、パーソナライζされたフィルターバブルにより、自分の関心とはҟなる情報に৮れにくくなり、
他のҙ見がଘ在することに気づかなくさせる可能性をもたらすとされている。

ΠϯλʔωοτʹΑΔੈͷೋۃԽʹ͍ͭͯͷఆྔతͳ݁ڀݚՌ�
ここでは、定量的な研究結果を基に、ネットの利用がੈ

の二ۃ化にどの程度Өڹしているのか概観する。
ถ国では過去10年の間で二ۃ化が進んͩことを示す研

究結果が出ているが＊12、զが国での実証研究例はগなく、
二ۃ化していると断定することはできない。しかしなが
ら、ੈの中の言がۃ端になってきているとײじている人
は3割ۙくଘ在するという研究結果もଘ在する（ਤද����
���）。

インターネットによって、情報のબ的接৮は、マスメ
ディアの時代よりもはるかに容易になっているとの指ఠも
ある＊13が、以下取り上͛る複数の定量的な調査結果から
は、インターネット自体が分ۃ化を進展させているのかど
うかはҾき続き議の余地があるものとߟえられる。

＊10	όイラϧʢ7iraMʣとӳޠͰ「イϧス性の」と͍͏ҙຯͰ、4/4にΑるใ֦ྗࢄΛ利用ͯ͠イϧスのΑ͏に֦͢ࢄる͜とΛ目తと͠た
ಈըը૾Λத৺と͠たϒϩάͳͲのϝσΟΞの͜と

＊11	イʔライɾύϦαʔʢ2012ʣh ด͜͡るインλʔωοτ	άʔάϧɾύʔιφライζɾຽओओٛʱ
＊12	 1ew	3esearch	$enterʢ2014ʣʠ1oMiticaM	1oMari[ation	in	the	"merican	1uCMic:	)ow	*ncreasing	*deoMogicaM	6niformity	and	1artisan	"ntipathy	

"⒎ect	1oMitics	$ompromise	and	&Weryday	-ifeʡ
＊13	⁋େհ、ଜஐʢ201�ʣ「インλʔωοτͰのχϡʔス৮とഉ֎ओٛతଶのۃ性化」ใ௨৴ֶ会ࢽ	7oM.36	/o.2

ਤද�������
ੈのதのݴɺத༱͕なくなりɺӈ
ʹな͖͍ͬͯͯۃり͔ɺدࠨり͔د
Δ

O����0

い
2��

どͪΒで
ない
���

いい͑
��

ΘかΒない
���

（出య）ా中ୢ༤、හ（2017）「結びつくことの༧期せ͟る᠘ ʵネット
はੈを分断するのかʁʵ」࢜通総研研究ϨポートNo�448
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⁋ɾଜʢ����ʣʹΑΔ݁ڀݚՌʵωοτͷར༻ʹΑΓ྆ۃͳҙݟΛͭ࣋ਓʑ͕ͦΕͧΕ૿͑ΔՄੑ
⁋・村（2018）＊14は、「ネット利用がഉ外ҙࣝを強めるのか、それとも、ഉ外ҙࣝがネット利用をうながすの

か。あるいはまた、྆者がたがいにたがいを強めあう関係（方向のҼ果）にある」のかを定量データを用いて分
析した。それによると、インターネットを利用することにより྆ۃ端なҙ見をもつ人々がそれͧれに૿える可能性
を示ࠦすることが示され、対にഉ外ҙࣝʗഉ外ҙࣝがネット利用量にӨڹするҼ果は確認されなかった。

同研究においては、ഉ外ҙࣝを持つ人々ͩけでなく、ഉ外ҙࣝを持つ人々も૿加することで、「社会全体が一
様にഉ外主ٛ化していく結果にはなりにくいͩろう」としたうえで、「྆ۃ端なҙ見をもつ人びとがそれͧれに૿
えることによって、（中略）外交関係等についてのੈが二ۃ化し、社会的な対立・分断が深ࠁ化していく」とݒ
೦している。

一方で、他の有ࣝ者からは、そもそもզが国では、ए年層を中心に多くの者が政治的に無関心、又は無関心を装
うため、政治的言空間への参加者やSNS上での政治的議が限られるとの指ఠ＊15、また、গ数の྆ۃ端なҙ見
が立つとの指ఠ＊16もある。
ాதɾʢ����ʣʹΑΔ݁ڀݚՌʵωοτϝσΟΞΉ͠ΖਓʑΛԺ݈Խͤ͞Δ

ా中・（2018）＊17は、同じ対象者の
グループに時期をして2ճの調査を行い、
それによりインターネットの利用が社会の分
。するのか明らかにしようとしたڹ化にӨۃ
1ճの調査では、લड़の二ۃ化を助する
とした調査結果と同様に「ネット利用する人
ほど過ܹな向があることがわかった」とし
た。しかし「元々政治的に過ܹな人がネット
利用にも心ͩからかもしれない」というҼ
果までは不明とし、それを確認するための2
ճの調査を実施している。

その結果、メディアの継続利用者について
見ると、全体としてメディアの継続利用によ
る政治向の変化はܰඍであった（ਤද����
���）。ԾにӨڹがあるとしてもネットメディ
ア利用の場合、'BDeCooLをআいてӨڹの方
向はマイナスであり、分ۃ化の強化ではなく
ऑ化している向が見られる。すなわち、
ネット利用が分ۃ化を進めている証ڌは乏し
く、Ήしろネットメディアの利用者はどちら
かといえばԺ݈化していると結付けてい
る。

また、1ճの調査においては、ソーシϟ
ルメディアの利用はҙ見の過ܹ化と有ҙなਖ਼
の૬関はあるものの、過ܹ度に࠷も大きなӨ
、を༩えているのは「ճ者の年齢」でありڹ
年齢が高いほど過ܹなҙ見を持つ向がある
ことが明らかになった。（ਤද�������）

これらの結果により、「もしネット利用が
分ۃ化を促進するならネット利用に心なए

ਤද������� ϝσΟΞܧଓར༻ʹΑΔۃԽ߹͍のมԽ
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（出య）ా中ୢ༤、හ（2018）「ネットは社会を分断するのか ʵパネルデータからのߟʵ」
࢜通総研2018年8月研究ϨポートNo�462
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（出య）ా中ୢ༤、හ（2017）「結びつくことの༧期せ͟る᠘ ʵネットはੈを分断するの
かʁʵ」࢜通総研 2017年10月 研究Ϩポート No�448

＊14	⁋େհʢ201�ʣ「インλʔωοτ利用人ͼとのഉ֎ҙࣝΛ高Ίる͔」ιシΦϩδ	ୈ631ר߸
＊15	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢ౦ژେֶେֶӃใֶ	ڭ໌ྑݩڮतʣに

ɻͮ͘ج
＊16	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢֶशӃେֶ๏ֶ෦	ԕ౻ڭ܆तʣにͮ͘ج
＊17	ాதୢ༤、හʢ201�ʣ「ωοτ社会Λஅ͢るの͔	ʵύωϧσʔλ͔Βのߟʵ」࢜௨૯201ݚ��݄ڀݚϨϙʔτ/o.462
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年層でこそ分ۃ化が生じているはͣであるが、そうはなっていない。Ήしろネット利用が૬対的にগない中高年で
こそ分ۃ化がىきている。この事実はネット利用が分ۃ化を促進するというԾઆにٙを抱かせる」とし、社会が
分ۃ化しているとしたら、ネット利用以外の要Ҽがଘ在するはͣであるとしている。

� ωοτ্ͰͷԌ্Λ८Δٞ
「Ԍ上」とは、「ウェブ上のಛ定の対象に対して൷判がࡴ

౸し、収まりがつかなさそうな状態」「ಛ定の話題に関す
る議のり上がり方がਘ常ではなく、多くのブログやܝ
示൘などでバッシングが行われる」状態である＊1�。

日本国内でのԌ上発生݅数はモバイルとSNSが普及し
始めた2011年を境に急ܹに૿加しており、個人・企業
わͣԌ上の対象となっている。

本߲では、このԌ上を८るいくつかの研究結果について
整理する。

୭͕Ԍ্ʹՃΘ͍ͬͯΔͷ͔�
まͣ、Ԍ上には、どのような人が参加しているのͩろうか。この点について、Ԍ上の書きࠐみに接参加する人

は、インターネット利用者のうちの͝く限られた一部に過͗ないという研究結果がある。
村（2018）＊20は、政治・社会系ニュースへのコメント分析では、過ܹな言આは1ˋ程度のߘ者が生み出す2

割程度のコメントの中にݦஶであり、り99ˋのߘ者による8割のコメントにはほとんど見られないと指ఠし
た。また、٢野（2016）＊21 は、「൷判されている人を、ネットで൷判した」経験がある者は1�1ˋであるとし、ా
中・ࢁ口（2016）＊22は、複数ճ書きࠐみを行う接ܸ߈༧備܉をインターネット利用者数の0�5ˋ以下であると推
定している。

これらの調査では詳ࡉな数のҧいはあるものの、Ԍ上参加者はインターネット利用者の数パーセント程度以下
の͝くগ数に過͗ない点において共通しているといえる。

加えて、͝くগ数のԌ上参加者のなかでもさらにわͣかの人のが「ネットੈ」を形成していることを示す調
査結果もある。ࢁ口（2018）＊23は、過去1年以内にԌ上に書きࠐんͩことがある0�5ˋの人のうち約6割はԌ上加
担݅数が年間3݅以内であり、年間11݅以上Ԍ上に加担したのは1割にཹまるとした。（ਤද�������ɾਤද����
���）更に同調査において、Ԍ上1݅当たりに࠷も多く書きࠐんͩճ数は、約7割が3ճ以下で、51ճ以上は3ˋ
程度であり、1݅当たりの書きࠐみճ数3ճ以下のユーβー全員の書きࠐみ݅数を合計しても、51ճ以上のユー
βーの書きࠐみ݅数には達しないと指ఠした。

ਤද������� ʹ͓͚ΔԌ্ൃ生݅ਪҠ＊19ࠃ
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（出య）ࢁ口ਅ一（2018）h Ԍ上とクチコミの経ֶࡁʱ

＊1�	Ԯ上νΩʢ2007ʣh ΣϒԌ上ʕωοτू܈のとՄ性ʱ
Ε、͔ͭ、5witterの͞ࡌܝఆ͢る·とΊαイτにࢦ会社Τϧテスެ։σʔλΑΓऔಘɻΤϧテス社におけるԌ上のఆٛ「Τϧテス社͕ࣜג	19＊

Ϧπイʔτ͕50ճҎ上͞Ε͍ͯるの」Ͱ͋るɻ
＊20	ଜਖ਼	201�.01
「「ωοτੈ」Ͱอकにୟ͔Εるཧ༝	࣮ূతௐࠪσʔλ͔Β」தԝެ201�1݄߸
＊21	٢ώϩ子ʢ2016ʣ「ࠃにおける「Ԍ上」ݱのల։とݱঢ়」$orporate	communication	studiesʢ20ʣ
＊22	ాதୢ༤ɾࢁ口ਅҰʢ2016ʣh ωοτԌ上のڀݚ	୭͕͋おΓ、Ͳ͏ରॲ͢るの͔ʱ
口ਅҰʢ201�ʣhࢁ	23＊ Ԍ上とΫνίϛのֶࡁܦʱ
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ਤද������� Ԍ্ͱのؔΘりํ
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ਤද������� աڈ�Ҏʹॻ͖ࠐΜͩ͜ͱ͕͋Δ
ϢーβーのԌ্Ճ୲݅
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（出య）ࢁ口ਅ一（2018）h Ԍ上とクチコミの経ֶࡁʱ

Ԍ্ͲͷΑ͏ʹೝ͞ΕΔͷ͔�
次に、Ԍ上はどのように認知されているのͩろうか。ネット利用ස度が高くネットニュースによく接する者は、

まとめサイト等でԌ上情報を知ることが多いが、平ۉ的日本人の多くはテϨビによって情報を得ることが指ఠされ
ている＊24。

٢野（2016）＊25は、Ԍ上の確認経࿏を確認したところ、約数以上のճがテϨビのバラエティ൪組からであっ
た。「テϨビのニュース൪組」の割合も3割程度と高く、マスメディア経由での認知が多いことが分かる。（ਤද
�������）

このため、マスメディアで報道され広く認知されたものがまたソーシϟルメディア上で拡ࢄされるといった「間
メディア空間」における૬ޓ作用により、Ԍ上は指数関数的に૿大していくことが指ఠされている＊26。

� ϑΣΠΫχϡʔεΛ८Δಈ
ϑΣΠΫχϡʔεͱͲͷΑ͏ͳͷ͔

フェイクニュースの定ٛは、研究者によって様々である。ӕやデマ、ӄやプロパガンμ、ޡ情報やِ情報、
ઔ情的なΰシップやディープフェイク＊27、これらの情報がインターネット上を拡ࢄして現実ੈքにෛのӨڹをも
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（出య）٢野ώロ子（2016）「国内における「Ԍ上」現象の展開と現状」

＊24	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢ౦ژେֶେֶӃใֶ	ڭ໌ྑݩڮतʣに
ɻͮ͘ج

＊25	٢ώϩ子ʢ2016ʣ「ࠃにおける「Ԍ上」ݱのల։とݱঢ়」$orporate	communication	studiesʢ20ʣ
＊26	ԕ౻܆ʢ2016ʣ「ؒϝσΟΞຽओओٛとʪੈʫ」社会ใֶ	ୈ51ר߸
＊27	人ʢ"*ʣのٕज़Ͱ߹͠たِಈըの͜とɻ
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たらす現象は、フェイクニュースという言༿で一括りにされている＊2�からである。そこには必ͣしも「フェイク
（ӕ）」ではないものも含まれており、ӕかਅ実かは主観によって変わる可能性のあるものもある。また、フェイク
ニュースは一ൠ的にインターネット上での情報流通を८る題としてଊえられているが、従来のマスメディアの報
道を൷判する際に言及されるケースもある。

インターネット上でӳࣙޠ書を提供している%JDUJoOBSZ�DoNは、2017年に「GBLe OeXT」をࣙ書にܝ載して
いる＊29。それによると、フェイクニュースとは「センセーショナル性を持ち、広告収入や、ஶ名人・政治運動・
企業などの信用失を的としたオンライン上で広く共有されるように作成されたِのニュース記事」であるとし
ている。Կを「ِ」のニュースとするかは上ड़したとおり様々であるが、「フェイクニュース」のಛを端的に示
したͻとつの例といえるͩろう。

他方で、フェイクニュースには広告収入や対象の信用失を的としたものというよりは、「ѱ;͟け」や社会
のࠞཚを的としたものもଘ在する。たͩし、いͣれの「フェイクニュース」にも共通するのは、それがフェイク
であるにも関わらͣ、そのセンセーショナル性をもって広く一ൠに拡ࢄされているということである。
ϑΣΠΫχϡʔεͷ

2016年ถ国大౷ྖબڍにおいて、「ローマ法Ԧがトランプ氏の支持を表明」や「クリントン氏を査中の'BI
査が無理心中」等のフェイクニュースがソーシϟルメディア上で大規模に拡ࢄし、બڍ戦ऴ盤には主要メディ
アによる記事を上ճるエンゲージメント（「シェア」や「いいͶʂ」などのリアクションやコメントの合計数）を
集めた。また、同年12月、フェイクニュースが現実のॐܸ事݅をҾきىこした「ピβゲート事݅＊30」もੈ間にি
ܸを༩えた。

こうした人々をわすِڏ情報が大規模に拡ࢄし、大きな社会題となったことをܖ機に、「フェイクニュース」
という言༿がされはじめた＊31。

զが国においても、2016年4月の۽本地震の際に、動Ԃからライオンがಀしているというِڏのจষとࣸ
ਅがSNS上にߘされ、動Ԃや警に合せがࡴ౸したというケースがあった。2018年には、ソーシϟルメ
ディアで流れたフェイクニュースをマスメディアも信じて報道した結果、自ࡴ者が出るというケースも発生し
た＊32。具体的には、2018年の台෩21号が関空ߓに大きな被害をもたらした際、空ߓ内にดじࠐめられた外国
人を「中国大使ؗがઐ用バスを手配して救出した」との情報がソーシϟルメディア上に出ճった。実際には、バス
は関空ߓが手配したものであり、事実ではなかったが、台のற日事務所が観していると൷判するߘが広が
り、さらに台の大手メディアも一斉に൷判したことで、໘に立たされた台大ࡕ事務所の担当者が自ࡴする事
態にまで発展した。中国による救出バスの一݅がフェイクニュースͩったことは、担当者自ࡴのཌ日に台の
NPOにより判明した。
ϙεττΡϧʔεͱ͍͏ঢ়گ

ポストトΡルースとは、「٬観的事実よりもײ情的なૌえかけの方がੈ形成に大きくӨڹする状況」を指し、
ۙ年社会はこのような状況となっているとの見方がある。

この点については、メディアの信པ性がいことがӨڹしているとする指ఠ＊33もあるが、情報を受け取るଆの
であるかが変化する状況になっているとすれば、フェイク「ِڏ」情により、その情報が「ਅ実」であるかײ
ニュース対策やその他インターネット上の言についてߟえる際にཹҙすべき事߲であろう。

ढ़ʢ201�ʣhݪ	�2＊ フΣイΫχϡʔスΛՊֶ͢るʵ֦͢ࢄるσϚ、ӄ、ϓϩύΨンμの͘͠Έʱ
＊29	ʦfake	newsʧʠfaMse	news	stories	often	of	a	sensationaM	nature	created	to	Ce	wideMy	shared	onMine	for	the	purpose	of	generating	ad	reWenue	

Wia	weC	tra⒏c	or	discrediting	a	puCMic	pgure	poMiticaM	moWement	company	etc.ʡ
＊30	 201612݄3、「ถࠃϫシンτン%$の͋るϐβϨスτラン͕ࣇಐചय़のڌにͳっ͍ͯͯ、ώラϦʔŋΫϦンτン͕ͦΕにؔΘっ͍ͯる」

と͍͏ِڏใΛ৴͡たஉ͕ᷚのϐβϨスτランにॐΛ࣋っͯԡ͠ೖΓ、ൃ๒ɻ͍ͳ͜とにෛই者出ͳ͔ったɻ
ढ़ʢ201�ʣhݪ	31＊ フΣイΫχϡʔスΛՊֶ͢るʵ֦͢ࢄるσϚ、ӄ、ϓϩύΨンμの͘͠Έʱ
＊32	「フΣイΫχϡʔスͰࣗࡴに͍ࠐ·Εたの֎ަʵຊとのળにਚ͘͠た൴Λऻった「͋るใ」と」ʢ2019.03.05ʣ+�castテϨϏ

Υονʢhttps://www.j�cast.com/tW/2019/03/05351915.htmM p�aMMʣ
＊33	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢֶशӃେֶ๏ֶ෦	ԕ౻ڭ܆तʣにͮ͘جɻ
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� Πϯλʔωοτʹ͓͚ΔίϛϡχέʔγϣϯΛ८Δ՝ͷରԠ
Ԍ上やフェイクニュースへの対策は、人間の情報બにおける認知向とも関連しており非常に難しいとの指

ఠ＊34もあるものの、利用者、民間企業、政府のそれͧれに示ࠦ的な動きが出つつあるとߟえられ、以下これらを
概観する。

ར༻ऀʹΑΔϦςϥγʔͷ্�
ICTの発展によりインターネット上には様々な情報が集ੵされたことで、人々はあらΏる情報をଈ࠲に収集し、

かつ発信できるようになった。一方で、インターネット上にはP7数を稼͙ために過ܹな表現を用いたり、ある一
定の方向にҙ見を༠導したり、あるいは、わ͟と対立がىこっているように見せかける等、必ͣしも٬観的にਖ਼し
いと判断される情報ばかりがଘ在するわけではない＊35。

ネットԌ上については、以લはԌ上すると一方向のҙ見でネット上が੮רされていたが、ۙ࠷はある程度の
があまり時間を置かͣに出てくるようになっており、ঃ々に社会全体でリテラシーが上がりつつあるとの指ఠがあ
る＊36。他方、Ԍ上対象となるような不ద行ҝをߘする一ൠのए者が、一୴減ったとࢥわれたにもかかわらͣ
えるのは、Ԍ上によるトラブルを見てֶशした教訓がੈ代を超えてҾき継がれなかっࢥ度૿えてきているように࠶
たのではないかとの見方もある。このようなことがىこっているとすれば、ੈ代を超えてリテラシーを高めていく
ためにֶߍ等で継続的に教育していく取組が重要となる。

また、Ԍ上やϔイトスピーチに加担する者は非常に立つものの͝くগ数であり、ҹ象として形成される「ネッ
トੈ」と実態が必ͣしも一கしないことを理解し、企業等はきちんと見ۃめた上でదな対応を取ることがٻめ
られるという指ఠもある＊37。

フェイクニュースにわされないための取組として、例えばカリフォルニアभでは、2018年9月にメディアリ
テラシーの教育をֶߍで行うようभ法で定めるなど、ユーβーのリテラシーを高める取組が進められている＊3�。

インターネット上の情報のਅِを見ۃめることの重要性は、インターネット普及開始の頃から指ఠされてい
る＊39が、オンラインでのコミュニケーションがより一ൠ化するとともに、ディープフェイク等、フェイクニュー
スの手段のົ化により情報のਅِを見ۃめることがますます困難になっている中で、ઔ情的な情報を安易に拡ࢄ
しないような啓発を継続的に行っていくことが重要であろう。

σδλϧɾϓϥοτϑΥʔϚʔͷຽؒۀاʹ͓͚Δಈ͖�
2016年大手؝具メーカーのϨΰ社は、ӳ国の保क系タブロイドࢴ「デイリー・メール」とのܖ約解আを発表し

た。このഎܠには、&6をう国民票に端を発する、同ࢴの移民や難民などへの、あからさまな「ѱઔ動」
の調があるという指ఠがある＊40。

こうした「不దなサイトやコンテンπに表示されることで企業やのブランド価が損なわれるのではない
か」という「ブランドセーフティ」のߟえから、'BDeCooLやGooHMe等のデジタル・プラットフォーマーからも
広告をҾき༲͛るという企業も出てきている＊41。

国内においても、2018年以降、エプソンなどの企業や、国内࠷大ڃのアフィリエイトサービス「A8�OeU」等が、
ࠩ別的な記事などをܝ載しているとされるまとめサイトへの広告出ߘの取りやめや、提携の解আなど、ϔイトや
フェイクのԹচとなっているとされるサイトの資ۚ源を断つという動きが始まっている＊42。

また、いわΏるデジタル・プラットフォーマーにおいても動きが出てきている。従来、デジタル・プラット

＊34	「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢॣՏେֶ	ܦࡁܦӦֶ෦	ീాਅߦ।ڭतʣにͮ͘جɻ
口ਅҰʢ201�ʣhࢁ	35＊ Ԍ上とΫνίϛのֶࡁܦʱ
＊36	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢܚጯٛक़େֶ	ֶࡁܦ෦	ాதୢ༤ڭतʣにج

ͮ͘ɻ
＊37	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢܚጯٛक़େֶ	ֶࡁܦ෦	ాதୢ༤ڭतʣにج

ͮ͘ɻ
＊3�	「フΣイΫχϡʔスର策「ݴ౷੍」に利用͞Εͯ͠·͏の͔」ʢ201�.10.11ʣ*5mediaϏδωスΦンライン
	 ʢhttps://www.itmedia.co.jp/Cusiness/articMes/1�10/11/news012.htmMʣ
＊39	࣌·ͩ利用者͕少ͳ͔ったࣔܝ൘のཧ人͕、χϡʔス൪のインλϏϡʔにର͠、「͏ͦ͏ͦͰ͋るとݟൈける人Ͱͳ͍とʢࣔܝ൘Λ

͏のʣ͍͠」と͍͏झࢫのίϝンτΛࣔܝ、͍ߦ൘の利用者Λத৺にೝࣝ͞Ε͍ͯたɻ
＊40	「Ϩΰ͕「ϔイτスϐʔν્ࢭ」に立͕ͪ͋ったʵ「͠Έの֦େ」にҟΛএ͑たҰ௨のखࢴ」ʢ2016.11.15ʣܦϏδωス
＊41	ాେհʢ201�ʣh ใ戦૪Λੜ͖ൈ͘	ثとͯ͠のใϦテラシʔʱ
＊42	「「อकใ」のࠂऔΓΊ૬͙࣍	ࠃ࠷େڃのΞフΟϦΤイτఏܞղআ」ʢ201�.06.19ʣ#u[['eed/ews
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フォーマーは、個人が情報を発信する「場」を提供しているにす͗ͣ、発信される情報の内容については関༩しな
いとの態度を示してきた。しかしながら、フェイクニュース等に端を発した૽動の多発によるੈք的な൷判のが
高まってきたことに加え、こうした広告主の対応や、後ड़する政府におけるルール整備の動きへの対応という観点
から、デジタル・プラットフォーマーも情報の内容に一定の社会的をෛう立場として対策をଧち出すように
なっている。

例えば、ϔイトスピーチ対策としては、2016年5月にԤभҕ員会と'BDeCooL、TXJUUeS、GooHMe、
MJDSoToGUが合ҙした「行動規ൣ」＊43に基づき、ϔイトスピーチとして通知を受けたߘに対して削আや非表示な
どの対応を取るという自主規制ルールを࠾用した。この成果としてԤभҕ員会が2019年2月に発表した調査結果
によると＊44、'BDeCooL、:oVTVCe、TXJUUeSは、ϔイトスピーチとして見なされたコンテンπの4分の3ۙく
を24時間以内に削আしていることが示された。

国内では、ポータルサイト大手であるϠフーの提供する「:BIoo�ニュース」の記事にಡ者がҙ見やײ想をߘ
できるコメント機能（通শϠフコメ）に、ϔイトスピーチ等が多数書きࠐまれる状態がԣ行していたが、ঃ々に対
策が強化されている＊45。同社では、ઐ部ୂによる24時間・365日体制のパトロールを行っているとともに、
2017年5月にマルチポスト（同じจষを期間に܁りฦしߘする行ҝ）への対策強化として、同じ内容の複数
ߘを一括で削আできるπールを導入している。また、AIにより「ݐ設的なߘ」を判断して上位表示するなど、
プラットフォームとしての中立性を保ちつつ݈全な言空間の創出に向けた取組をੵみ重Ͷているとしている。

対ҙ見を介することで社会的分断を防͝うとする取組みも進められている。ワシントン・ポストは2017年
11月から、ウェブサイトのオピニオン記事に、自社の主ுと対立する記事をϨコメンドする新機能「カウンター
ポイント」を導入した。ワシントン・ポストのこの取組みでは、AIを活用して自社記事のなかから自動でબ定し
ているという。

フェイクニュース対策として、ファクトチェックの取組も進められている＊46。'BDeCooLは、2016年のถ国大
౷ྖબ期間内にトランプީ補に有利に働くフェイクニュースを記事として上位に表示していて൷判をཋびたこ
とをܖ機に、第三者ファクトチェックを導入した。ถ国には「'BDUCIeDL�oSH」をはじめ、「ポリティファクト」、

「スノープス」など政治Ոや公人の発言の事実関係をチェックするઐ機関が多数ଘ在し、多くの先進国でも同様
に複数のファクトチェック機関を抱えている。日本においては、このような動きは限定的であるが、一ൠ社団法人
日本報道検証機構（Go)oo）が「ファクトチェック・イニシアティブ」を運営している。

デジタル・プラットフォーマーがこうした対策を進める一方で、طにユーβーの個人データを大量にੵしてい
るデジタル・プラットフォーマーが情報を౷制しうることへのݒ೦もଘ在する。

例えば、デジタル・プラットフォーマーによるアルΰリζムを用いた対策に対し、「アルΰリζムを事後的に検
査・査できるようにすべき」との指ఠがある＊47。これは、AI等のアルΰリζムによりϔイトスピーチやフェイ
クニュースをഉআするとしても、アルΰリζム構築の時点で構築者のҙࢥが（ҙ図的�無ҙࣝ的によらͣ）өさ
れる可能性はഉআできないためである。そして、アルΰリζムを全て公開した場合、それがѱ用されるڪれはある
ものの、ಁ明性の確保は必要であるとする。

また、「デジタル・プラットフォーマーの役割が大きいことは間ҧいないが、マスメディア、ֶߍ、地域など
様々な組৫・コミュニティが共に知ܙを出し合い、議に参加していく必要がある」との指ఠもある＊4�。

ʹΑΔϧʔϧඋͷಈ͖�
言の自由やインターネット上の民主主ٛの保持の観点から、政府による規制はదでないとするҙ見もある一

方で、ۙ年では過ܹな言やフェイクニュースがຮԆするインターネットコミュニティにർฐしてきたユーβーが

＊43	 &uropean	$ommssion�	1ress	 reMeaseʢ2016.05.31ʣʠ&uropean	$ommission	and	 *5	$ompanies	announce	$ode	of	$onduct	on	 iMMegaM	
onMine	hate	speechʡʢhttp://europa.eu/rapid/press�reMease_*1�16�1937_en.htmʣ

＊44	 &uropean	$ommssion�	1ress	 reMeaseʢ2019.02.04ʣʠ$ountering	 iMMegaM	hate	speech	onMine	r	&6	$ode	of	$onduct	ensures	swift	
responseʡɹʢhttp://europa.eu/rapid/press�reMease_*1�19��05_en.htmʣ

＊45	「:ahoo�χϡʔス「ίϝンτϓϩδΣΫτ」のऔΓΈʵײڞと͖ͮؾΛଅ͠、ݐઃతͳٞのΛͭ͘る」ʢ201�.11.15ʣnews)"$,
	 ʢhttps://news.yahoo.co.jp/newshack/inside/yjnews_comment201�.htmMʣ
＊46	ాେհʢ201�ʣh ใ戦૪Λੜ͖ൈ͘	ثとͯ͠のใϦテラシʔʱ
＊47	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢॣՏେֶܦࡁܦӦֶ෦	ീాਅߦ।ڭतʣ

にͮ͘جɻ
＊4�	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢֶशӃେֶ๏ֶ෦	ԕ౻ڭ܆तʣにͮ͘جɻ
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法規制やプラットフォーム運営者による対策を求める声が強くなってきたとの指摘もある＊49。
政府によるルール整備等の動きとしては、EUにおいて、欧州委員会が2016年5月に前述のデジタル・プラッ

トフォーマー4社との「行動規範」に合意を交わし、プラットフォーム事業者の自主的な取組を促している。この
ように、政府が直接規制を行うのではなく、民間企業の自主規制を組み合わせた形でルールを設ける手法を共同規
制という（第3節参照）。ドイツにおいては、ソーシャルメディア上で流通するフェイクニュースについても24時
間以内の削除を求めるとともに、削除できなかった場合は罰金を科すという法律を2018年1月に施行した。マ
レーシアでは、2018年4月に虚偽の情報を発信した個人や企業に罰則を科す法が成立し＊50、その他の国でもフェ
イクニュースへの対処方法や拡散した人々の処遇について検討が開始されている。なお、韓国においては、かつて
利用者10万人以上のサイトすべてに対して実名使用を強制する制度が設けられていたが、現在は廃止されてい
る＊51。

我が国では、総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」において、フェイクニュースや偽情報への対
応に関する議論が行われており、同研究会の中間報告書では、「民間部門における自主的な取組を基本として、正
しい情報が伝えられ、適切かつ信頼しうるインターネット利用環境となるよう、ユーザリテラシー向上及びその支
援方策、また、ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム事業者とファクトチェック機関との連携などの自浄
メカニズム等について検討をすることが適当」とされている。

サイバー空間の自由で安心・安全なデータの流通を実現する観点から、データの信頼性を確保する仕組みとし
て、EUではデータの改ざんや送信元のなりすまし等を防止するトラストサービスに着目している。2016年7月
に発効したeIDAS（electronic Identification and Authentication Services）規則により、電子署名、タイム
スタンプ、eシール等のトラストサービスについて包括的に規定している。我が国では、前述の「プラットフォー
ムサービスに関する研究会」の下に「トラストサービス検討ワーキンググループ」を開催し、トラストサービスに
関する①人の正当性を確認できる仕組み（利用者認証、リモート署名）、②組織の正当性を確認できる仕組み（組
織を対象とする認証、ウェブサイト認証）、③IoT機器等のモノの正当性を確認できる仕組み、④データの存在証
明・非改ざんの保証の仕組み（タイムスタンプ）、⑤データの送達等を保証する仕組み（eデリバリー）に関する
現状や制度的課題について検討を行っている。

＊49	総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方への影響に関する調査研究」有識者ヒアリング（学習院大学法学部	遠藤薫教授）に基づく。
＊50	ナジブ政権が2018年総選挙直前に成立させたもので、成立直後から当時野党連合のトップだったマハティール氏を調査対象とするなど強権

的な手段として活用したことで、フェイクニュース対策を名目に政府が言論を取り締まる手段になるとの恐れが指摘されている。
＊51	 2004年から2012年まで導入。このポリシーによって減少した迷惑コメントは0.9％であり、実名性は罵倒や悪意あるコメントの排除には効

果がないことが判明した。（柳文珠（2013）「韓国におけるインターネット実名性の施行と効果」）
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*P5のීٴʹΑりɺ͋らΏΔਓϞϊ͕Πϯλーωοトʹͭな͕りɺूੵ͞Εͨσーλ͕৽ͨなՁΛ生Έग़͢͜
ͱͰɺ暮らしࣾձ͕ྑ͍ํʹมԽ͢Δʮ*P5ࣾձʯ͕౸དྷし͍ͯΔɻ
૯লͰɺ͜のΑ͏な*P5ࣾձの౸དྷΛ౿ま͑ɺզ͕ࠃの*$5ۀ࢈のڝࡍࠃ૪ྗڧԽʹ͚ͨଌఆࢦඪͱしͯ

ʮ*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪʯΛ����͔らࡦఆしɺެදし͍ͯΔɻʮ*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪʯɺੈքの*$5�*P5・
サービスの࣍ച্ߴ֤ۀاࠃのγΣΞの؍͔らɺ*$5ۀ࢈ʹ͓͚Δຊۀاのڝ૪ྗのҰ໘Λܭଌしͨࢦඪͱ
ଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʮ*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪʯのߏɺਤද�のͱ͓りɻ
ʪਤද�　ʮIPT国ڝࡍ૪ྗࢦඪʯのߏ成ʫ
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ɾੈքࢢͰ͓ͯ͠ΓɺຊۀاͷࢢγΣΞ͍ߴͷԿ͔
��ੈքͷࢢͱຊۀاͷࢢγΣΞͷํ͕͍ߴɺʮਾஔܕήʔϜʯݶఆత
��ʮܞଳجہʯʮλϒϨοτʯʹ͍ͭͯɺํڞʹ͍
γΣΞΛ࣠ͱ͢Δάϥϑࢢのۀاͱɺ����ʹ͓͚Δຊࢢɺ���������ʹ͓͚Δੈքのʹ࣍
Ͱɺӈ্ʹҐஔ͢Δの΄Ͳɺੈքのࢢ͕ߴくɺຊۀاのࢢγΣΞ͍ߴͱ͍͏͜ͱʹなΔ
͕ɺʮਾஔܕήーϜʯݶఆతʹな͍ͬͯΔɻଞํɺࠨԼʹҐஔ͢Δʮ携ଳجہʯʮλϒϨοトʯʹ͍ͭͯɺ
ੈքのࢢͱຊۀاのࢢγΣΞɺڞʹ͍ͱ͍͏͜ͱʹなΔɻʢਤද�ʣ

ɾຊۀاͷച্ߴͷ૿Ճɾݮগ͕ࢢγΣΞ֦େɾॖখʹ݁ͼ͔ͭͳ͍έʔε͕͋Δ
ຊۀاのࢢγΣΞ֦େ͕まΕΔɻし͔しɺવな͕らɺຊۀاのച্ߴの૿Ճ・ݮগ͕ɺͦのままࢢ
γΣΞの֦େ・ॖখʹ݁ͼͭくΘ͚Ͱな͍ɻຊۀاのച্૿͕ߴՃしͨ߹Ͱ͋ͬͯɺੈքࢢの֦େの
߹͍ΛԼճ͍ͬͯΕɺࢢγΣΞॖখ͢Δ͜ͱʹなΔɻ
ಉ様ʹɺຊۀاのച্
গしͨ߹Ͱ͋ͬͯݮ͕ߴ
ɺੈքࢢのॖখの߹
͍のํ্͕ճ͍ͬͯΕɺ
γΣΞ֦େ͢Δ͜ͱࢢ
ʹなΔɻʢਤද�ʣ
͜のͨΊɺࢢγΣΞの
૿ՃݮগΛΈΔࡍʹɺͦのഎܠΛѲ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͱなΔɻ
͜のʹ͍ͭͯɺখجܕہΛྫʹͱͬͯΈͯΈΔʢਤද���ʣɻંΕઢάϥϑ͕ࢢγΣΞの૿ݮΛࣔしɺͦの
ཁҼの༁Λɺᶃੈքࢢの֦େ・ॖখʢΉら͖͞ʣͱɺᶄຊۀاのച্ߴの૿ݮʢΦϨϯδʣΛάϥϑͰࣔ

ʪਤද�　ੈքに͓͚るICTʗIPT等のࢢ成ʢ20���20��ʣ・ࢢنʢ20��ʣとຊۀاのࢢシΣΞʢ20��ʣʫ
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ຊۀاのࢢγΣΞ

ʢग़యʣ૯務লʮIPT国ڝࡍ૪ྗࢦඪʯʢ20��ʣ

ʪਤද�　ຊۀاのࢢシΣΞ֦େ・ॖখのパλーンʫ
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し͍ͯΔɻ
ྫ͑ɺ����͔ら����ʹɺຊۀاのࢢ
γΣΞ૿Ճし͍ͯΔ͕ɺ͜Εຊۀاのച্ߴの૿Ճ
͕ੈքࢢの֦େの߹͍Λ্ճ͍ͬͯͨͱ͍͏͜ͱʹな
Δɻʢਤද���ʣ
����͔ら����ʹɺຊۀاのࢢγΣΞݮ
গし͍ͯΔ͕ɺ͜Εɺ૬ରతʹΞδΞଠฏ༸ҬなͲの
ੈքࢢ͕֦େ͢Δதʹ͋ͬͯɺࠃࢢখن＊1͔ͭ
ख़Խʹ͋りɺຊۀاച্ߴΛॖখͤͨ͜͞ͱʹ
͋Δͱ͑ߟらΕΔɻʢਤද���ʣޙࠓɺ�(͚T9(1͚のࢢの͕ࠐݟまΕɺੵۃతなࢢ։͕ظ͞
ΕΔɻ

�ɹओཁ��͔ࠃɾҬͰࢢシΣΞΛൺֱ͢Δ
*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪͰɺຊ・ถࠃ・தࠃؖ・ࠃ・・υΠπ・ϑϥϯス・Φϥϯμ・スΣーσϯ・ϑΟϯ
ϥϯυの��͔ࠃ・ҬのۀاΛରʹɺࢢγΣΞΛ調査・ੳし͍ͯΔɻͦのதͰɺຊͲのΑ͏な
ͰੈքトοϓγΣΞΛΊ͍ͯΔのͩΖ͏͔ɻ
���ຊɺIP5Ͱʮۀ࢈༻ϩϘοτʯʮίϯγϡʔϚϔϧεέΞثػʯʮσδλϧαΠωʔδʯͷ�߲ɺI$5
ͰʮϙʔλϒϧήʔϜʯʮਾஔܕήʔϜʯʮը૾ηϯαʔʯͷ�߲ͰੈքτοϓγΣΞΛΊΔ
*P5のࠃ・ҬผࢢγΣΞΛࣔしͨの͕ਤද�ɺ*$5のࠃ・ҬผγΣΞΛࣔしͨの͕ਤද�Ͱ
͋Δɻ*P5Ͱʮۀ࢈༻ϩϘοトʯʮίϯγϡーϚϔϧスέΞثػʯʮσδλϧサΠωーδʯの�߲ɺ�*$5
ͰʮポーλϒϧήーϜʯʮਾஔܕήーϜʯʮը૾ηϯサーʯの�߲ͰੈքトοϓγΣΞΛΊ͍ͯΔ͜ͱ͕͔
Δɻまͨɺถࠃதੈ͕ࠃքトοϓγΣΞΛΊ͍ͯΔ͕ଟ͍͜ͱ͔Δɻ

ʪਤද���　খجܕ地局　ωοτϫーΫߏ成ਤʫ
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ʪਤද���　ΞδΞଠฏ༸地域に͓͚るখجܕ地局ग़ՙۚ額ʢ୯Ґɿ�000υϧʣʫ
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ʪਤද��2　ࢢシΣΞの૿ݮ要Ҽの解ʢখجܕ地局のྫʣʫ

ʵ0�2

ʵ0��

0

0��

0�2

20���20�� 20���20�� 20���20�� 20���20��

ʢग़యʣ૯務লʮIPT国ڝࡍ૪ྗࢦඪʯʢ20��ʣσーλかΒ࡞成

＊1	 ຊのܞଳج局ࢢ、ϚΫϩηϧج局にΑるΧόʔൣғ͕͘ෆײଳ等向けのࢢ͕খنとの͕͋ํݟるɻ
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ʪਤද�　IPTの国・地域ผࢢシΣΞʫ
ຊ ถ国 ಠ国 ؖ国 த国 国 オランμ スΣーσン ϑΟンランυ 
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ʢग़యʣ૯務লʮIPT国ڝࡍ૪ྗࢦඪʯʢ20��ʣ

ʪਤද�　ICT等の国・地域ผࢢシΣΞʫ
ຊ ถ国 ಠ国 ؖ国 த国 国 オランμ スΣーσン ϑΟンランυ 
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#2�Ҡಈܥ
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ܥ定ݻ��#
�����ωοτϫーΫثػ

%��情報

%2�Ոి・0"ثػ

C��ಋ体

"�Ϋラυ�
���σーληンλー

%��情報σόイス

0�αーϏス�
����ΞϓϦέーシϣン

C2�௨信έーϒϧ

˞ޫϑΝイό、20��年

ʢग़యʣ૯務লʮIPT国ڝࡍ૪ྗࢦඪʯʢ20��ʣ
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�ɹ「*P5ڝࡍࠃ૪ྗ」ͱԿ͔
*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪɺ͋くまͰۀاののച্ߴのσーλΛ༻しɺまͨɺͦのۀاのຊ͕ࣾଐ͢Δࠃ・
ҬΛجʹཧΛ行͍ͬͯΔɻし͔しな͕らɺ*$5のൃల・ීٴΛഎܠͱしͯάϩーόϧ・όϦϡーνΣーϯのߏ
ங͕ਐΜͰ͓りɺྫ͑ຊ࠷͕ۀاऴΛしɺ༌ग़͢ΔのͰ͋ͬͯɺ෦ଞ͔ۀاࠃら༌ೖ͢Δ
ͱ͍ͬͨঢ়͕گແࢹͰ͖なくな͖͍ͬͯͯΔɻʢਤද�ʣ
͜の*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪͰɺ֤・サービスの༌ग़ֹʹ͓͚ΔγΣΞ͜のΑ͏な࠷ऴ・෦のؔΛܭ
ଌし͍ͯな͍ͨΊɺ༌ग़ֹ͕ॏෳし্ͯ͞ܭΕ͍ͯΔ可能性ɺ࣮ࡍʹͦの͕ࠃͲΕ͚ͩのՃՁΛग़しͨの
͔ܭଌͰ͖͍ͯな͍͜ͱʹなΔɻ͜のΑ͏なதͰɺ0&$%ͰɺՃՁϕースのқ౷ܭΛ࡞しσーλΛఏ
し͍ͯΔཁҼΛऔりআ͖ɺՃՁのྲྀΕのΈ্ܭ行の૯༌ग़ֹ͕ॏෳݱɺํ͑ߟし͍ͯΔɻʢਤද��ʣͦのڙ
Λܭଌ͢Δͱ͍͏のͰ͋Δ＊2ɻ
͜のΑ͏な͜ͱΛഎܠʹɺ୯ʹ֤ۀاࠃʹΑΔのച্ߴࢢγΣΞ͚ͩΛΈͯɺͦΕ͕ͦの͕ۀاଐ
͢Δࠃ・Ҭのʮڝࡍࠃ૪ྗʯͱ͍͑Δの͔ͱ͍͏͕͋Δɻ
ʪਤද�　ຊのICTࡒ種ྨผ・ର地ผ༌ग़ೖ額の推Ҡʫ
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＊2	 0&$%	ʠ*/5&3$0//&$5&%	&$0/0.*&4:	#&/&'*5*/(	'30.	(-0#"-	7"-6&	$)"*/4ʡʢ2013ʣΛࢀর

IP5 ίラムಈࢢඪʢ����࣮ʣʹΈΔࢦ૪ྗڝࡍࠃ

I
C
T
ͱ
σ
δ
λ
ϧ
ܦ
ࡁ

Ͳ
の
Α
͏
ʹ
ਐ
Խ
͠
ͯ
͖
ͨ
の
͔

第
�
章

令和元年版　情報通信白書　第1部116



まͨɺਓ能ʢ"*ʣ*P5のར༻ʹΑͬͯ生Έग़͞ΕΔσーλのྔ࣭͕Ձのݯઘͱな͖͍ͬͯͯΔʹΑ
りɺ*$5ۀ࢈のߏมԽ͕͍͖ͯͯͬ͜ىΔɻྫ͑ɺσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーͱݺΕΔ͕ۀاɺ.�"Λ
Ί͖͍ͯͯΔɻߴʹΛେ෯ײࡏͰのଘࢢしͭͭɺੈքۦ
*P5ʹ͍ͭͯɺ*%$ʹΑΔͱɺ����Ҏ߱の*P5ࢢͰɺҎ্ʹϓϥοトϑΥーϜσーλੳサービ
スͰの͍ߴ͕ࠐݟまΕ͍ͯΔɻʢਤද��ʣ͜のΑ͏なதͰɺ*P5ڝࡍࠃ૪ྗࢦඪʹ͓͍ͯɺ*P5ʹ͍ͭͯ͋
くまͰのച্ߴΛ༻͍͍ͯΔɻ͜の؍͔らɺʮ*P5ڝࡍࠃ૪ྗʯΛత֬ʹධՁͰ͖͍ͯΔの͔Ͳ͏͔ͱ͍
͏՝͕͋Δɻ

ʪਤද�0　付ՃՁϕースқ౷3＊ܭʫ

付ՃՁϕースқ౷ܭの͑ߟ方
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ʪਤද��　ੈք及ͼຊのIPTࢢ支ग़額予ଌとٕज़ผׂ߹ʫ
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年ฏۉ成
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テΟιϑτΣΞʗそのଞιϑτΣΞιϑτΣΞ、ΞφϦテΟΫスιϑτΣΞ、IPTϓラοτϑΥームʣ、ʢ�ʣαーϏスʢಋೖ
αーϏス、ӡ用αーϏスʣとい͏�つのʮٕज़άϧーϓʯにྨしてい·す。
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2���ˋ

����ˋ

2���ˋ
�0��ˋ

����ˋ

�000

0

ʢग़యʣᶃ国、I%C+BQBOࣜגձࣾʮ国IPTࢢ�テΫϊϩδーผ予ଌʯʢ20��年�݄�2付ϓϨスϦϦースʣかΒ、ᶄੈք、I%C�
CPSQPSBUF�64"�ʠI%C�'PSFDBTUT�8PSMEXJEF�4QFOEJOH�PO�UIF�IOUFSOFU�PG�TIJOHT�UP�3FBDI������#JMMJPO�JO�20���-FE�CZ�UIF�

.BOVGBDUVSJOH�CPOTVNFS�TSBOTQPSUBUJPO�BOE�6UJMJUJFT�4FDUPSTʡʢ20��年�݄�付ϓϨスϦϦースʣかΒ૯務ল࡞成

＊3	 େֶڀݚࡁܦॴใɹୈ31߸ɹ「2050のੈքに向けͯຊԿΛ͖͔͢」ɹp134ਤද30	ʢ0&$%	ʠ*nterconnected	
&conomies:	#enepting	'rom	(MoCaM	7aMue	$hainsʡ	Λجに/55σʔλܦӦڀݚॴ͕࡞ɻʣ

IP5 ಈࢢඪʢ����࣮ʣʹΈΔࢦ૪ྗڝࡍࠃ ίラム
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�ɹ४ఱӴシεςϜʢΈͪͼ͖ʣのར׆༻ଅ進ʹؔ͢Δऔ
զ͕ࠃͰɺ����Αりจ෦Պֶল・ڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓӉڀݚۭߤ։ൃߏػʢ+"9"ʣɺ૯লɺۀ࢈ࡁܦলɺ
ਫ਼なଌҐ͕可能なʮ४ఱӴγスςϜʢΈちͼ͖ʣʯߴΛड͚ʹくくڹӄのӨࢁަ௨ল͕連携しɺビϧࠃ
の։ൃʹணखしɺ������݄�ΑりֳʹΑΔػ�ମ੍ͰのサービスΛ։࢝しͨɻ
ຊ൛(14ͱݺΕΔʮΈちͼ͖ʯɺ४ఱيಓʹػ�ɺ੩يࢭಓʹػ�のଌҐӴΛஔしͨզ͕ࠃಠࣗ
のӴଌҐγスςϜͰ͋Δɻ४ఱيಓͱɺ੩يࢭಓʹରしͯيಓ໘Λ��ʙ��͚ͨೆඇରশのପԁيಓͰ
͋りɺ੩يࢭಓͱಉ様ʹٿのࣗసͱಉظしͯؒ࣌��Ͱ�पしɺ্͔らݟΔͱมܗしͨʮ�ʯのࣈΛඳくΑ͏
Δͱ͍͏ಛΛ༗し͍ͯΔɻ͢ࡏɺຊ্ۭʹ͍ؒ͑ݟʹ

ʮΈちͼ͖ʯ͔らɺओʹ࣍の�ͭのサービス͕ఏ͞ڙΕΔɻ
ɹᶃɹ�ӴଌҐサービスʢ(14ͱޓ性の͋ΔӴଌҐ৴߸Λ৴しɺӴ૿ՃʹΑΔଌҐਫ਼の্ΛਤΔ

のʣ
ɹᶄɹ�ଌҐ補ڧサービスʢߴਫ਼なଌҐ補ڧใʢηϯνϝーλٴڃͼサϒϝーλڃʣΛ৴しɺӴଌҐのਫ਼

্ΛਤΔのʣ
ɹᶅɹ�ϝοηーδサービスʢɺͱ͍ͬͨࡂใなͲの৴ɺආॴͰऩूしͨආऀの安൱֬ೝ

ใΛୡ͢Δのʣ
ɺۚ༥の様々なࡂஙɺ௨৴ɺݐΔॏཁなΠϯϑϥͱしͯɺަ௨ɺ͑ࢧ活ಈΛࡁܦɺʮΈちͼ͖ʯɺࣾձޙࠓ
Ͱ活༻͞ΕΔ͜ͱ͕ظ͞Ε͓ͯりɺࡏݱɺզ͕ࠃͰɺಛʹηϯνϝーλڃʹද͞ΕΔߴਫ਼なଌҐ補ڧ
サービスΛ活༻し࣮ͨূ࣮ݧ࣮ূۀࣄのऔֶ͕࢈Λͯ͛ڍਪਐ͞Ε͍ͯΔɻサϒϝーλڃଌҐ補ڧサービ
スʹ͍ͭͯɺطʹ࣮ビδωスʹ͓͍ͯ活༻͕ਐΜͰ͍ΔɻまͨɺʮΈちͼ͖ʯのيಓɺຊ্ۭのΈならͣΞδ
Ξ・ଠฏ༸ҬΛくΧόー͢Δ͜ͱ͔らɺ͜ΕらのҬʹରしͯɺզ͕͔ࠃらʮΈちͼ͖ʯΛ活༻しͨサービス
ιϦϡーγϣϯビδωスΛల։͢Δ͜ͱظ͞ΕΔɻ
͜のͨΊɺ૯লͰɺʮΈちͼ͖ʯのւ֎ల։ʹ͚ɺ����ΑりスϚートۀの࣮ূۀࣄΛΦーストϥϦ
Ξʹ͓͍࣮ͯࢪしͨɻ͜の࣮ূۀࣄͰɺݱのऀؔۀͱ連携しͯɺʮΈちͼ͖ʯのߴਫ਼なଌҐ補ڧサービ
スΛ活༻しͨػのࣗಈԽυϩーϯʹΑΔޮతな࡞の生ҭঢ়گのѲなͲɺスϚートۀの࣮ݱΛࢦしͯ
͍Δɻ͜ΕまͰの࣮ূの݁Ռɺ��DNのؒʢ࡞Λ২͑ͨྻʢʣのִؒʣΛ��DNのλΠϠ෯のۀトϥ
Ϋλー͕ແਓͰࣗಈ行Ͱ͖Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨɻまͨɺݩ࣍�のϚοϓͱυϩーϯΛ活༻しͨߴਫ਼なηϯγ
ϯάʹΑりɺ༿の২生എৎใの可ࢹԽɺࡶのࣗಈݕなͲΛ࣮ݱしɺのݟճりؒ࣌のॖなͲۀ࡞の
ޮԽʹ͕ܨΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨɻ

ʪਤද�　ʮみͪͼ͖ʯのي道ʢػ�体੍ʣʫ

道

ʲ੩يࢭ道ʳ
道上ۭ　地上��000ᶳ
ඵ�ᶳʢ等ʣ　�प�
௨信Ӵ、ؾӴなどで࠾用

ʲ४ఱي道ʳ
੩يࢭ道を�0ʙ �0度͚たي道　地上��000ᶳ
ʢຊの上ۭを௨աするΑ͏͚ているʣ
ʢ地上かΒ�のيࣈ道に見͑る͕、࣮ࡍ円ي道ʣ
ඵฏۉ�ᶳ　�प�

ຊ ຊの΄΅ਅ上に
ʢؒ࣌�ʣ

ຊかΒ見てۭ
しく上ۭにいない

度い

�0度ʙ�0度

度い

いؒ࣌

いؒ࣌

ԕ
͍

ۙ
͍

ʢग़యɿֳӉ開ൃઓུ推進事務局ʮ४ఱӴシステムʰみͪͼ͖ ʯɦ＊1ʢ20��ʣをجに࡞成ʣ

४ఱӴγεςϜ

ίϥϜ�COLUMN2

＊1	 http://R[ss.go.jp/usage/userreport/isos7j000000j17g�att/use�cases_20190130.pdf
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૯লͰɺʮΈちͼ͖ʯΛ活༻しͨサービス͕ࠃ֎Ͱ෯くビδωスのج൫ͱしͯ活༻͞ΕΔ͜ͱΛࢦしɺ
Ҿ͖ଓ͖ɺۀاؔলிͱ連携しな͕らɺ࣮ূۀࣄʹऔりΉ͜ͱͱし͍ͯΔɻ

�ɹੈքʹ͓͚ΔӴଌҐシεςϜのಈ
ӴଌҐɺਓӴ͔らの৴߸Λड৴͢Δ͜ͱʹΑり্のҐஔ・ࠁ࣌Λಛఆ͢Δٕज़Ͱ͋りɺ(/44ʢ(MPCBM�
/BWJHBUJPO�4BUFMMJUF�4ZTUFNɿ全ߤٿ๏ӴγスςϜʣͱ͍͏Πϯϑϥ͕༻͍らΕ͍ͯΔ＊2ɻ(/44ʹɺ全
の(14ɺϩγΞのࠃのӴγスςϜ͕͋りɺʮΈちͼ͖ʯの΄͔ɺถ͚ΛରͱしͨのಛఆҬٿ
(-0/"44ɺ&6の(BMJMFPɺதࠃの#FJ%PVʢేʣɺΠϯυの/"7*$͕͋Δɻදతな(/44Ͱ͋Δ(14ɺ
ถࠃࠃ૯ল͕ӡ༻し͍ͯΔػ��ఔのਓӴ͔らߏ͞ΕΔγスςϜͰɺ֤ਓӴߴ�ສLN্ۭΛ
Λ�पし͍ͯΔɻʢਤද�ʣٿͰؒ࣌��

ʪਤද2　ʮみͪͼ͖ʯを活用した߽भに͓͚るスϚーτ࣮ۀ証ʫ

高ਫ਼度Ґஔ情報

ػのࣗಈ行
υϩーϯʹΑΔ
ηϯγϯάޮߴ

υϩーϯ

ແਓۀトϥΫλー

λイϠ෯�0DN

ؒ�0DN

ਫ·͖ ංࢪ
༿の২生 എৎ

Ӧۀ࡞の自ಈԽ

४ఱӴ

ݕΛࣗಈࡶ

ਫ਼Ґஔใߴ

地८ճのޮԽ

४ఱӴ υϩーϯ

υϩーϯʹΑΔޮߴηϯγϯά

ʢग़యɿ૯務ল࡞成ʣ

ʪਤද�　諸֎国に͓͚るඋঢ়گʫ

ଌҐӴシステム
ถ国

ϩシΞ

ຊ

インυ

த国

Ԥभ

(14
(MPCBM�1PTJUJPOJOH�4ZTUFN

�� ʙ 20�<N>
ʢิ強情報をͬて20DNఔ度を

ࢦしているʣ

�ʙ �0�<N>
DN

ʢDNڃのิ強情報活用࣌ʣ

�0ʙ 2��<N>

�0 ʙ ���<N>

ʙ 20�<N>

� ʙ �0�<N> 体੍でӡ用தػ��

体੍でӡ用தػ�2

体੍でӡ用தػ��
ʢࣼର地ಉيظ道�Ӵػ�と、੩يࢭ道Ӵػ�をؚΉ。ผ途࣮証Ӵ͕ػ�ӡ用தʣ

2020年·でに�0ػ体੍を予定

体੍でӡ用தػ�
ʢ̐ػのࣼର地ಉيظ道�Ӵと̏ػの੩يࢭ道Ӵでߏ成ʣ

体੍に֦େすると͞れているػ��ϑΣーζでੈ࣍˞

体੍でӡ用தػ�
202�年度途にػ�体੍を予定

体੍でӡ用தػ��
2020年·でに�0ػ体੍を予定

(-0/"44

(BMJMFP

/"7IC
/"7JHBUJPO�IOEJBO�CPOTUFMMBUJPO

४ఱӴシステム
2;44

2VBTJ�;FOJUI�4BUFMMJUF�4ZTUFN

#FJ%PV

ӡ用ঢ়گ
ʢ20��年�0݄࣌ʣ

�ɿ४ఱي道ࣼର地ಉيظ道のҰつ

信߸ਫ਼度

ʢग़యɿֳӉ開ൃઓུ推進事務局ʮ४ఱӴシステムʰみͪͼ͖ ʯɦʢ20��ʣʣ

＊2	 (4"「(/44	.arket	3eport	*ssue5」にΑると、(/44と͍͏用ࡍࠃ͕ޠతに用͍ΒΕ͍ͯるɻ

४ఱӴγεςϜ ίラム
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�ɹシεςϜʹؔ͢Δੈքࢢのঢ়گ
ถࠃӴڠۀ࢈ձʢ4*"ʣʹΑΔͱ＊3ɺ����のੈքのӴۀ࢈のച্ߴ����ԯυϧʢରલൺ��૿ʣͰɺ
͏ち্ثػ����ԯυϧʢରલൺ����૿ʣͱな͍ͬͯΔɻ͜の্ثػの�ׂఔΛӴଌҐثػ
͕Ί͍ͯΔͱ͑ߟらΕΔ＊4ɻʢਤද�ʣ

まͨɺԤभ(/44ಜிʢ(4"ʣ＊5ʹΑΔͱɺ����ࡏݱɺ全ੈքͰ��ԯの(/44ରԠ͕ثػར༻͞Ε͓ͯ
りɺ����ʹ��ԯʹୡ͢Δͱ༧ଌ͞Ε͍ͯΔɻ༻్ผ༁ɺҐஔใサービスʢ-#4ʣ͕େଟΛΊ
͓ͯりɺಛʹスϚートϑΥϯ͕࠷େ͖くʢ����Ͱ��ԯʣな͍ͬͯΔɻ-#4ʹ͙࣍༻్ɺಓ࿏・ࣗಈंؔ
ʢ3PBEʣͱな͍ͬͯΔɻʢਤද�ʣ

ʪਤද�　ੈքに͓͚るӴۀ࢈のച上高推Ҡ及ͼ༁ʫ

ʢ୯Ґɿ�0ԯυϧʣ

��0

20�� 20�� 20�� 20�� 20��

�2��
�2�� �2�� �2�� �2��

��00

���0

�200

�2�0

(SPVOE
&RVJQNFOU

������#ʢ���ʣ

4BUFMMJUF
4FSWJDFT

��2���#�
ʢ���ʣ

4BUFMMJUF�.BOVGBDUVSJOH
�����#ʢ��ʣ

�2����#
20���(MPCBM�3FWFOVFT

20���・20��
(MPCBM
(SPXUI

�ˋ

-BVODI�JOEVTUSZ
����#ʢ2�ʣ

ʢग़యʣ4I"ʮ20���4UBUF�PG�UIF�4BUFMMJUF�IOEVTUSZʯʢ20��ʣ

ʪਤද�　ੈքに͓͚るผʫ

0

�
�
2
�

�
�
�
�
�

�0

20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 2020 202� 2022 202� 202� 202�

-#4 3PBE 1SPGFTTJPOBM



ớ
୯
Ґ
⽅
�0
ԯ
Ờ

ʢग़యʣԤभ(/44ಜிʢ(4"ʣʮ(/44�.BSLFU�3FQPSU�ITTVF�ʯʢ20��ʣ

＊3	 ถࠃӴڠۀ࢈会ʢ4*"：4ateMMite	*ndustry	"ssociationʣ͕ൃ͢ߦる「201�	4tate	of	the	4ateMMite	*ndustry」にΑるɻ
＊4	 2017ެදͰ、上ثػΛ「ωοτϫʔΫثػʢ9.1ˋʣ」「ӴଌҐثػʢ74.6ˋʣ」「ຽੜثػʢ16.3ˋʣ」にྨͯ͠Λެ

ද͍ͯ͠た͕、201�ެදΑΓ、「ӴଌҐثػ」「ຽੜثػ」に౷߹͞Ε͍ͯるたΊ、ਖ਼֬ͳෆ໌ɻʢҰൠ社ஂ๏人
ຊۭߤӉۀ会会ใ「ۭߤとӉ」ୈ777߸、ୈ765߸Λࢀরʣ

＊5	 Ԥभ(/44ಜிʢ(4":	&uropean	(/44	"gencyʣ
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ˋ�ࠃɺؖˋ��ࠃɺԤभ���ɺຊ��ˋɺதˋ��ࠃγΣΞɺถࢢҬผの・ࠃ6ɺ＊͍ͯͭʹۀ࢈44/)
ͱな͍ͬͯΔɻまͨɺʮ෦ϝーΧーʯʮγスςϜΠϯςάϨーλーʯʮՃՁサービスϓϩόΠμーʯࢢのό
ϦϡーνΣーϯʹ͓͚Δ্Ґ��ࣾのதʹɺຊۀاෳ͕ࣾొし͍ͯΔɻʢਤද�ʣ
ʪਤද�　(/44ۀ࢈のݱঢ়ʫ

生Έग़͢ऩӹ͕ࠃओཁ͍͓ͯʹۀ࢈44/)
ʢ����ऩӹのׂ߹ʣ

����ऩӹʹ͓͚ΔόϦϡーνΣーϯʹ͓͚Δओཁ��ࣾ

&VSPQF
2��

64"
2��

CIJOB
���

0UIFS
��

4PVUI�,PSFB
��

+BQBO
2��

2VBMDPNN 64" TPZPUB +1 (PPHMF 64"

.BTT�.BSLFU�
6TFST
1SPGFTTJPOBM�
6TFST
6TFST�8JUI�
4QFDJBM�
/FFET�
3FUBJMFST

#SPBEDPN 64" (FOFSBM�.PUPST 64" )FSF�(MPCBM� %&
.FEJBUFL� C/ (BSNJO 64" 1JPOFFS +1
TSJNCMF�/BWJHBUJPO� 64" 'PSE 64" %FOTP +1
)FYBHPO 4& CIJOB�'JSTU C/ .JDSPTPGU 64"
V�CMPY� C) 7PMLTXBHFO %& #PFJOH� 64"
4T.� � C) 4BNTVOH�&MFD� ,3 &SJDTTPO� 4&
CPCIBN 6, "QQMF 64" (BSNJO� 64"
'VSVOP�&MFDUSJD +1 /JTTBO +1 CMBSJPO +1
TPQDPO� � +1 )POEB +1 TPNUPN /-

CPNQPOFOU
NBOVGBDUVSFST

4ZTUFN�
JOUFHSBUPST

"EEFE�WBMVF�
TFSWJDF

QSPWJEFST
�

(/44�
BQQMJDBUJPOT�

VTFST

��/FX�&OUSBOUT�JO�UIF�TPQ��0

ʢग़యʣԤभ(/44ಜிʢ(4"ʣʮ(/44�.BSLFU�3FQPSU�ITTVF�ʯʢ20��ʣ

＊6	 3eport	.arket	る「(/44͢ߦൃ͕"4)	*ssue5」2017にΑるɻ
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ਓʢAIʣͷͨΒ͢
৽ͨͳνϟϯεͱϦεΫ
ʵӳࠃέϯϒϦοδେֶʹ͓͚ΔAIڀݚΛ௨ͯͨ͑͜͠ߟͱʵ

ίϥϜ�COLUMN3

能ϩϘοトɺスϚートϑΥϯɺ4/4なͲΛઐͱしɺਓڀݚतɺϝσΟΞ・ίϛϡχέーγϣϯڭڮߴ
Λਓจ・ࣾձՊֶのཱ͔らੳし͍ͯΔɻਓ能のࣾձతΠϯύΫトϩϘοトのར活༻なͲʹ͍ͭͯɺϋー
όーυେֶίϩϯビΞେֶɺέϯϒϦοδେֶͱڞࡍࠃಉڀݚ行͓ͬͯりɺ�����݄͔ら�����݄まͰ
έϯϒϦοδେֶͰڀݚ֎ࡏʹ携ΘらΕͨɻӳࠃͰの֤ऀڀݚࠃͱのٞ౿ま͑ɺਓ能ʢ"*ʣのͨら͢
৽ͨなνϟϯスͱϦスΫʹ͍͍͍ͭͯͨͩͨߘدɻ

"*ʹର͢Δӳࠃの༕ྀ
ਓ能ʢ"*ʣͱ͍͏ݴ༿͕ΛूΊ͍ͯま͕͢ɺ
ຊͰɺమΞトϜυϥ͑Μʹද͞ΕΔΑ͏なɺポ
δςΟϒなΠϝーδ͕ͨ࣋ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ͱ͍ࢥま͢ɻま
ͨɺͨࢲち͕ޙࠓ໘͢ΔྸߴԽਓݮޱগʹରしͯɺ
"*ϩϘοト͕ͨら͢৽ͨなνϟϯスʹେ͖なظ͕د
ͤらΕ͍ͯま͢ɻし͔しな͕らɺӳࠃԤभͰɺλーϛ
ωーλーのөըʹද͞ΕΔΑ͏なਓؒΛࢧしɺࣾձΛ
ഁյ͢ΔωΨςΟϰなΠϝーδ͕ͨ࣋ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍Α͏
Ͱ͢ɻͦしͯɺࣦۀ֨ࠩなͲɺ"*͕ͨら͢৽ͨなϦス
Ϋʹର͢Δෆ安͕ΑりଟくޠらΕ͍ͯま͢ɻ
ॴͰ͋Δڀݚ*"ॴଐし͍ͯΔέϯϒϦοδେֶの͕ࢲ

ʮのະདྷʯڀݚॴʢ$'*��-FWFSIVMNF�$FOUSF�GPS�UIF�
'VUVSF�PG�*OUFMMJHFODFʣɺϦスΫʹؔ͢Δڀݚॴʢ$4&3��
$FOUSF�GPS�UIF�4UVEZ�PG�&YJTUFOUJBM�3JTLʣΛซઃしɺظతなϦスΫ͔りͰなくظతなϦスΫؚΊͯɺ"*
ॴʢڀݚ෦ΞΠβοΫ・χϡートϯֶॴのଞʹɺڀݚ行ΘΕ͍ͯま͢ɻέϯϒϦοδେֶͰɺ͜の͕ڀݚ
ֶʣɺίϯϐϡーλー・サΠΤϯスなͲࣗવՊֶܥのΈならͣɺֶྺ࢙ɺֶޠݴなͲਓจࣾձՊֶܥのֶ෦Ͱɺ
"*ʹؔしͯΫϦςΟΧϧな͕ٞ行ΘΕ͍ͯま͢ɻ
ҰํɺۀاଟくέϯϒϦοδʹਐग़し͍ͯΔͨΊɺビδωス
ʹؔ͢Δ"*ηϛφーΠϕϯトຖिのΑ͏ʹ։͞࠵Ε͍ͯま͢ɻ
έϯϒϦοδ・ϫΠϠϨスΞϚκϯɺϑΣΠスϒοΫɺσΟーϓ
ϚΠϯυɺέϯϒϦοδ・ίϯサϧλϯトなͲʹΑΔビδωスύー
ιϯҰൠ͚の"*ΠϕϯトͰɺ"*͕ͨら͢৽ͨなνϟϯスͱ
ϦスΫʹؔしͯɺͯ͑ަֶ࢈活ൃな͕ٞ行ΘΕ͍ͯま͢ɻࢲ
έϯϒϦοδେֶ٬һڀݚһͱしͯɺ͜ΕらのΠϕϯトʹՃ͑ϩϯ
υϯͰ։͞࠵ΕͨϩΠϠϧ・ιサΠΤςΟʹΑΔ:PV�BOE�"*ɺ
5FDI6,ʹΑΔσδλϧྙཧサϛοトɺΞϥϯνϡーϦϯάڀݚॴ
ࡏӳຊେؗなͲɺଟくの"*Πϕϯトʹটし͖ͯましͨɻ
͜のίϥϜͰɺࢀ͕ࢲՃしͨ͜Εらの"*ʹؔ͢ΔηϛφーΠ
ϕϯトΛ௨しͯఏࣔ͞Εͨ՝のதͰɺͨࢲちຊਓʹͱͬͯಛʹ
ॏཁͱࢥΘΕΔ�ͭのʹしͯߟし͍͖͍ͯͨͱ͍ࢥま͢ɻͦしͯӳࠃʹ͓͚Δ"*͔ڀݚら"*࣌Λ生͖Δ
ͨΊʹඞཁなʮώϡーϚϯ・ϑΝースト・Πϊϕーγϣϯʯʹ͍ͭͯड़͍ͨͱ͍ࢥま͢ɻ

("'"ͱதࠃʹର͢Δݒ೦
ӳࠃʹ͓͍ͯ"*ʹؔしͯඞͣࣔࠦ͞ΕΔのɺΞϝϦΧɺͦしͯதࠃʹର͢Δݒ೦Ͱ͢ɻޙࠓΞϝϦΧதࠃͰ
։ൃ͞Εͨ"*͕ੈքதͰར༻͞ΕΔ可能性͕͋ΔͰしΐ͏ɻ͜の͜ͱ͕ͨらࣾ͢ձతなΠϯύΫトʹ͍ͭͯɺ

έンϒϦοδେֶηϛφーにて

ʪਤද�　Χオスのԑの"Iࣾձʫ

ਓؒੑのࣦ

ഉআ

Χオス

自ݱ࣮ݾ

แઁ

ଓՄࣾձ࣋

νϟϯス ϦスΫ

ࣾձूஂ

ਓݸ

ૣҴాେֶจֶֶज़Ӄ
तڭ�ࢬརڮߴ

国連ʮ"I�GPS�(PPEʯάϩーόϧαϛοτにて

ਓʢAIʣͷͨΒ͢৽ͨͳνϟϯεͱϦεΫɹʵӳࠃέϯϒϦοδେֶʹ͓͚ΔAI ͱʵίラムͨ͑͜ߟΛ௨ͯ͠ڀݚ
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な͚Εならな͍の͔しΕまͤΜɻ͑ߟちͨࢲ
ӳࠃͰฉくΞϝϦΧʹର͢Δݒ೦ɺ("'"ʢάーάϧɺΞϚκϯɺϑΣΠスϒοΫɺΞοϓϧʣʹΑΔσーλ
のಠͱόΠΞスʹू͞Εま͢ɻྫ͑ɺࡏݱɺനਓのதஉ性ʹภͬͨσーληοト͕༻͍らΕ͍ͯΔͨΊɺ
のਃΛしͨ߹ʹɺेなσーλ͕な͍ͨΊʹ"*ਃΛ٫Լ͢Δ可能性͕͋りま͢ɻݥਓのए͍ঁ性͕อࠇ
まͨɺब৬ݧࢼʹ"*Λ༻͍ͨ߹ɺஉ性ίϯϐϡーλー・ΤϯδχΞɺঁ性ઐۀओ්ͱ͍͏ैདྷのσーληο
ト͕༻͍らΕΔ͜ͱʹΑりɺঁ性͕ࣄΛಘらΕʹくくなりɺ݁Ռతʹอकతなஉ性த心ࣾձΛڧԽしͯしま͏可
能性͕͋りま͢ɻ
Ұํɺதࠃʹؔしͯಛʹݒ೦͕ଟくޠらΕ͍ͯま͢ɻӳࠃԤभͰϓϥΠόγーอޢ๏͕ݫしく༻ग़དྷな
͍Α͏なσーλΛɺதࠃͰࣗ༝ʹ༻Ͱ͖ΔͨΊɺத͕ۀاࠃఏࣔ͢Δଟֹのใुͱͱʹɺଟくの༏लなΤϯ
δχΞ͕"*։ൃのͨΊʹதࠃʹྲྀΕ͍ͯΔͱ͍͏のͰ͢ɻまͨதࠃの"*։ൃʹ͓͚Δྙཧ৴པ性ʹର͢Δݒ೦
ଟくද໌͞Ε͍ͯま͢ɻ
しな͚ΕなりまྀߟしͯؔʹڹՌ͔りʹΛୣΘΕ͕ちͰ͕͢ɺ"*͕ͨら͢จԽతなӨޮࡁܦちͨࢲ
ͤΜɻϨΠϞϯυ・ΟϦΞϜζʢ3BZNPOE�8JMMJBNTʣจԽΛʮ生活様ࣜʯͱఆٛし͍ͯま͢ɻਓͼͱのৗ
生活Λ௨しͯ々生͞ΕΔେなσーλΛ༻͍ͯ։ൃ͞Εͨ"*まͨɺจԽతなӨڹΛड͚Δ͜ͱʹなΔͰしΐ
͏ɻ��ੈلԤभॾࠃʹΑΔఇࠃओ͕ٛੈքΛݖしͨͱݴΘΕましͨɻͦしͯɺ��ੈلϚΫυφϧυίΧ
ίーϥなͲのফඅจԽϋϦουΛத心ͱしͨΞϝϦΧʹΑΔʮϝσΟΞจԽఇࠃओٛʯʹΑりɺੈքのΞϝϦ
ΧԽ͕ࢦఠ͞Εましͨɻ��ੈلΞϝϦΧதࠃʹΑΔʮ"*จԽఇࠃओٛʯの࣌ʹಥೖ͢ΔのͰしΐ͏͔ʁ

"*ྙཧのջٙɿຊのロϘοτจԽʹର͢Δݒ೦
͜のΑ͏なถࠃͱதࠃの"*ڧ�ʹରしͯɺӳࠃԤभɺྙཧ੍نʹΑΔରࡦ߅Λ͍ͯ͡ߨΔΑ͏ʹࢥΘΕま
͢ɻࡏݱɺ"*ྙཧのΨΠυϥΠϯݪଇ͕ࠃҬͰఏࣔ͞Εɺࡍࠃϧーϧ࡞り͕ٸͱ͞Ε͍ͯま͢ɻέϯϒϦο
δେֶΦοΫスϑΥーυେֶͰɺଟくのਓจࣾձՊֶऀ͕த心ͱなͬͯɺ֤ࠃؔػࡍࠃʹΑͬͯఏࣔ͞Εͨ
"*ྙཧݪଇの༁Λ行͍ɺΜʹൺֱݕ౼͞Ε͍ͯま͢ɻし͔しな͕らࡍࠃϧーϧ࡞りʹ͚͕ٞͯ࢝まͬͨࠓɺ
なʹ໘し͍ͯま͢ɻࠁਂ
Կނなら"*ྙཧͰ༻͍らΕ͍ͯΔ֓೦ʢʮެฏ性ʯʮઆ໌ʯɺʮಁ໌性ʯなͲʣඇৗʹߴͰந͕ߴ
͍ҰํͰɺ࣮ࣾݱձʹ͓͚Δྙཧݸ々のࣾձతจ຺ʹґڌし͍ͯΔ͔らͰ͢ɻྫ͑ɺέϯϒϦοδେֶのΤΠ
υϦΞϯ・Σϥーʢ"ESJBO�8FMMFSʣത࢜ɺʮಁ໌性ʯの֓೦Ұͭͱͬͯɺ։ൃऀɺར༻ऀɺ੍نなͲ政ཱࡦ
ҊऀのཱʹΑͬͯҙຯ͢Δの͕ҧ͏ͨΊɺఆ͚ٛͭΔ͜ͱࠔͰ͋Δͱड़͍ͯま͢ɻ
͞らʹɺࡍࠃϧーϧ࡞りʹͯͬࢸɺֶऀ͕͜ΕまͰॏཁࢹしͯ͜な͔ͬͨจԽతなࠩҟのʹ໘し͍ͯ
ま͢ɻྫ͑ɺԤभʹ͓͚ΔϩϘοトの੍نΛݕ౼し͍ͯΔԤभٞձのϚσΟ・σϧϰΥーʢ.BEZ�%FMWBVYʣٞ
һ࣍のΑ͏ʹड़͍ͯま͢ɻʮͨࢲちຊʹ͋ΔਓؒのΑ͏なϩϘοトཉしくな͍のͰ͢ɻϩϘοトਓؒΛ
ॹతʹґଘͤ͞Δ͖Ͱな͍ͱ͍͏ݑষの੍ఆΛఏҊしましͨɻཧతな࿑ಇʹؔしͯͨࢲちϩϘοトʹґ
ଘ͢Δ͜ͱͰ͖ま͕͢ϩϘοト͕ਓؒΛѪ͢Δͱ͔ࣗの൵しΈΛͯ͡ײくΕΔなͲͱܾしͯ͑ߟΔ͖Ͱ
な͍のͰ͢ɻʯ
ӳࠃԤभͰɺϝσΟΞϩϘοトʹաʹ心ཧతؔ༩ࣾձతີ性Λ๊くਓʮWVMOFSBCMFʢই͖ͭ͢
͍ਓʣʯͱしͯଊ͑らΕ͍ͯま͢ɻ"*ྙཧのࠜఈʹ͋Δʮਓؒのଚݫʯʹ͍ͭͯɺ��ؒʹΘͨͬͯ"*ڀݚのಈ
Λݟଓ͚͖ͯͨϚーΨϨοト・Ϙーσϯʢ.BSHBSFU�"��#PEFOʣɺ"*։ൃʹ͓͍ͯͨࢲち͕ӽ͍͚͑ͯな͍Ұ
ઢʢSFE�MJOFʣͱしͯɺʮຊֹ͕ڊのۚࢿΛࢿしͯਪしਐΊ͍ͯΔΑ͏なհޢݽಠなਓのέΞΛ"*ϩϘοト
ʹͤ͞Δ͖Ͱな͍ɻਓؒのଚݫΛकΔ͖Ͱ͋Δʯͱओுし͍ͯま͢ɻ
ࣾྸߴձΛܴ͑Δࠓɺͨࢲちຊਓʹͱ͍͚ͬͯ͑ͯな͍ҰઢʢSFE�MJOFʣͱͲ͜なのͰしΐ͏͔ʁ

ϗϠԽ͢Δਓؒʁɿ"*ґଘʹΑΔਓؒੑのࣦ
͜のΑ͏ʹӳࠃԤभͰɺΞϝϦΧதࠃʹΑΔ"*։ൃɺຊʹ͓͚ΔϩϘοトͱਓؒのؔ性ʹରしͯ൷
తݟղ͕ଟくݟらΕΔҰํͰɺΑりࠜຊతなͱしͯɺ"*ʹաʹґଘ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺຊདྷਓؒʹͱͬͯඞ
ཁな能ྗΛࣦ͏ݥة性ʹ͍ͭͯݒ೦͞Ε͍ͯま͢ɻ
ֶऀのϔϯϦΫ・γϡーωϕϧΫʢ)FOSJL�4DIPFOFCFSHʣɺϗϠのྫΛ༻͍ͯɺ"*ʹΑΔਓؒ性のࣦʹ

ਓʢAIʣͷͨΒ͢৽ͨͳνϟϯεͱϦεΫɹʵӳࠃέϯϒϦοδେֶʹ͓͚ΔAI ͱʵͨ͑͜ߟΛ௨ͯ͠ڀݚ ίラム
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ͲりͨʹؠなΔͱ生֔ཹまΔʹظ࣌ւΛӭ͗まΘりま͕͢ɺ͋ΔظΛ໐らし͍ͯま͢ɻϗϠɺ༮গܯ͍ͯͭ
ண͖ま͢ɻͦしͯ࠷ॳʹ͢Δ͜ͱɺࣗのͱਆܥܦΛ৯ͱしͯফԽ͢Δ͜ͱͩͦ͏Ͱ͢ɻ
"*͕ҩྍ࢘๏のݱʹಋೖ͞ΕΔ͜ͱʹΑりɺҩࢣห࢜ޢなͲઐՈの͞ݮ͕ܰࣄΕͨりɺࣗಈӡసのಋೖ

ʹΑりӡసٕज़ΛֶͿඞཁ͕なくなͬͨりɺڭҭʹ͓͍ͯॏ͞ࢹΕ͖ͯͨهԱྗࣝྔ͕άーάϧࡧݕ4JSJなͲ
ʹΑりඞཁ͕なくなΔなͲɺ"*のಋೖʹΑͬͯ͜ΕまͰඞཁͱ͞Ε͖ͯͨスΩϧ͕ඞཁなくなΔ可能性͕͋りま͢ɻ
し͔しな͕らͦのҰํͰɺ৽ͨなスΩϧඞཁͱ͞ΕΔͰしΐ͏ɻྫ͑ϑΣΠΫχϡースʮσΟーϓϑΣΠ
ΫʯͱݺΕΔ"*ʹΑͬͯ࡞らΕͨϑΣΠΫಈըなͲʹର͢Δ൷తղऍޙࠓま͢ま͢ඞཁͱなΔͰしΐ͏ɻ
"*の͜͏ݴͱΛӏವΈʹしɺࣗͰ͑ߟΔ͜ͱΛΊͯしまͬͨらɺਓؒϗϠのΑ͏ʹ͕ඞཁなくなͬͯし
ま͏のͰしΐ͏͔ʁ

ώューϚンɾϑΝーετɾΠϊϕーションʹ͚ͯ
"*ʹΑͬͯͨら͞ΕΔ৽ͨなνϟϯスΛ࠷େʹڗडしɺϦスΫΛ
ࠃӳʹޙ࠷খʹ͢ΔͨΊʹͲのΑ͏ʹしͨら͍͍のͰしΐ͏͔ʁ࠷
ʹ͓͚Δ"*͔ڀݚらʮώϡーϚϯ・ϑΝースト・Πϊϕーγϣϯʯʹ
͍ͭͯఏҊし͍ͨͱ͍ࢥま͢ɻ
ʢ�ʣώューϚンɾϑΝーετ
ΞΫηϯνϡΞ・σδλϧのσΟϨΫλーͰ͋ΔϑΣϧφϯυ・ϧ
γχʢ'FSOBOEP�-VDJOJʣɺ"*Λ։ൃし͖ͯͨΤϯδχΞのཱ
͔らʮࠓ���ਓ͕ͦΕͧΕಓ࿏Λ͍ͯͬ࡞Δͱ͢Δͱɺ୭ͦのಓ
͕Ͳ͜ʹ͍͔ͯͬΔの͔Θ͔らな͍ɻۀاதࠃ୭ʹΘ͔らな
͍ɻʯͱड़͍ͯま͢ɻ
૪ʹউͭͨΊͱ͍ٕͬͨज़ओಋのʮ"*ϑΝーストʯʹな͍ͬͯڝࡍࠃʹりΕな͍ͨΊɺ࣌։ൃɺ*"ࡏݱ
ま͢ɻνϟοϓϦϯのʮϞμϯλΠϜζʯͰ෩͞ΕͨΑ͏ʹਓ͕ؒػցԽしな͍ͨΊʹɺͨࢲちਓ͕࣮ؒࣗݾ
しɺΑりྑ͍ࣾձΛΔͨΊのπーϧͱしͯ"*Λར活༻しな͚Ε͍͚まͤΜɻ͢なΘちʮ"*ϑΝーストʯͰݱ
なくɺ͏͔͖ඪΛͨͬ࣋ʮώϡーϚϯ・ϑΝーストʯͰな͚Εならな͍のͰ͢ɻ
�����݄δϡωーϰͰ։͞࠵Εͨࠃ連ʮ"*�GPS�(PPEʯάϩーόϧサϛοトʹ͓͍ͯɺ*56ిؾ௨৴ඪ४Խ෭
͢ʹ۩ʢ54#ʣのϥΠϯϋϧト・γϣーϧʢ3FJOIBSE�4DIPMMʣɺʮ"*様々な։ൃඪΛୡ͢ΔͨΊのಓہ
͗な͍ɻͦのͨΊ"*ʹؔ͢Δಛఆの։ൃඪ͕ඞཁなのͰなくɺ"*4%(Tの全ͯの։ൃඪʹΠϯύΫトΛ༩
͍͑ͯくのͰ͋Δʯͱࢦఠしましͨɻࠃ連͕ͨ͛ܝサスςφビϦςΟͱ͍͏ඪΛୡ͢ΔͨΊのʮπーϧʯͱ
しͯ"*Λ։ൃ͖͢Ͱ͋Δͱड़͍ͯま͢ɻ
ϒϩοΫνΣーϯ*P&ʢ*OUFSOFU�PG�&WFSZUIJOHʣなͲ৽ͨなςΫϊϩδーʹΑͬͯɺͨࢲちのࣾձま͢ま͢
ີʹͭな͕͍͖ͬͯま͢ɻͦのͨΊͨࢲちのࣾձ͕࣋ଓ可能ͱなΔͨΊʹҰ͚ͩࠃのརӹΛ͢ٻΔʮωー
γϣϯʯϑΝーストͰなくنٿʹ͓͍ͯ全ͯのਓྨのͨΊͱ͍͏ҙຯͰのʮώϡーϚϯʯϑΝーストͰな͚
Εならな͍Ͱしΐ͏ɻ
͜のΑ͏なώϡーϚϯ・ϑΝーストなΠϊϕーγϣϯΛͨ͢͜ىΊʹͲ͏しͨら͍͍のͰしΐ͏͔ʁ

ʢ�ʣΫロεσΟシϓϦンɿࣾձతศӹੑの͍ߴ"*開ൃ
ςΫϊϩδーจԽʹΑͬͯنఆ͞Εま͕͢ɺจԽまͨςΫϊϩδーʹΑͬͯنఆ͞Ε͍ͯま͢ɻσーλのό
ΠΞスʹΑͬͯɺ"*നਓ্ࢸओٛஉ性த心ࣾձのڧԽɺϚΠϊϦςΟʹର͢ΔࠩผഉআなͲɺ৽ͨなϦスΫ
Λͨら͢可能性͕͋りま͢ɻͦのͨΊɺσーληοトʹ͓͚ΔόΠΞスʹରしͯɺΫϦςΟΧϧな͕ূݕඞཁͱ
なΔͰしΐ͏ɻまͨɺถࠃதࠃͰ։ൃ͞Εͨ"*ʹରしͯɺຊのจԽʢ生活様ࣜʣɺ͢ࢦ͖কདྷのࣾձ
Θͤͯྲྀ༻͢Δඞཁ͕͋ΔͰしΐ͏ɻ߹ʹൣن
ӳࠃͰɺࣾձతެӹ性の͍ߴҩྍのʹؔしͯɺΞϝϦΧの("'"͕ೖखͰ͖な͍ࣗࠃの/)4ʢ/BUJPOBM�
)FBMUI�4FSWJDFʣのσーλΛ͜͏ͱʹΑりɺϔϧスέΞʹؔ͢Δ"*։ൃΛ行͍ɺੈքʹӳൃࠃの"*γスςϜΛಋ
ೖ͍ͤͨ͞ͱし͍ͯま͢ɻまͨɺビοΫσーλੳʹΑりɺڥٿなͲ֤ྗڠ͕ࠃしͯάϩーόϧなʹ
औりΉΑ͏なࣾձతڠಇなͲɺ"*ʹΑͬͯͨら͞ΕΔ৽ͨなแઁʢΠϯΫϧーδϣϯʣの可能性ʹ͍ͭͯੵ

ʪਤද2　ώϡーϚン・ϑΝースτ・イϊϕーシϣンʫ

ώϡーϚン
ϑΝースτ

Ϋϩス
σΟシϓϦン

自ݾ

ਓʢAIʣͷͨΒ͢৽ͨͳνϟϯεͱϦεΫɹʵӳࠃέϯϒϦοδେֶʹ͓͚ΔAI ͱʵίラムͨ͑͜ߟΛ௨ͯ͠ڀݚ
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ま͢ɻ͍ࢥతʹऔりΜͰ͍ま͢ɻ͜のΑ͏なҩྍแઁのͰの"*։ൃຊʹେ͖なνϟϯス͕͋Δͱۃ
ҰํͰɺ"*ྙཧのઐՈͰ͋りɺΦοΫスϑΥーυ・Πϯλーωοトڀݚॴのσ

δλϧྙཧϥϘॴのϧνΞーϊ・ϑϩϦσΟʢ-VDJBOP�'MPSJEJʣڭतɺ
5FDI6,ओ࠵のʮσδλϧྙཧʯサϛοトʹ͓͍ͯɺΞΠϩϯ͕͚ϩϘοトΛྫʹͱ
りՈఉʹ͓͍ͯͨࢲち͕ཉし͍のࣸਅのΑ͏なώϡーϚϊΠυͰなくɺγϯϓϧ
なՈిͰ͋ΔͱࢦఠしましͨɻϩϘοトֶのݖҖͰ͋ΔΠλϦΞのύΦϩ・μϦΦ
ʢ1BPMP�%BSJPʣڭतまͨɺকདྷのϩϘοト։ൃϩϘοトࣗऀڀݚのڵຯؔ
心Ͱ࡞ΔのͰなくɺࣾձのղܾのͨΊのϩϘοト͕ඞཁͱࢦఠし͍ͯま͢ɻ
ࣾձతศӹ性の͍ߴ"*ϩϘοトΛ։ൃ͢ΔͨΊʹɺスλϯϑΥーυେֶί

ϩϯビΞେֶ͕ੵۃతʹऔりೖΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺࣗવՊֶͱਓจࣾձՊֶのนΛ
͑ͨΫϩスσΟγϓϦφϦーなΞϓϩーν͕ඞཁͱなΔͰしΐ͏ɻ

ʢ�ʣࣗݾ
"*͕ͨら͢࠷େのϦスΫࣦۀͰ͢ɻϢώϰΝϧ・ϊΞ・ϋϥϦʢ:VWBM�/PBI�)BSBSJʣɺେなʮແ
܁Εな͍ͨΊʹɺҰ生Λ௨しֶͯͼଓ͚͞ʹ͓͍ͯʮਓ͕ؒऔり࣌*"�ఠしɺࢦ性Λݥةʯのग़のڃ֊ऀ༺
りฦしࣗΛ࡞りม͑Δし͔なくなΔͩΖ͏ɻʯͱड़͍ͯま͢ɻώϡーϚϯ・ϑΝーストなࣾձɺਓ々ʹࣗݾΛ
しଓ͚ΔͨΊの様々なࢧԉػձΛ༩͑な͚Εならな͍Ͱしΐ͏ɻͦしͯͨࢲちɺ"*ڥʹదԠしな͕らɺ
͜ΕまͰҎ্ʹࣗݾΛΫϦΤΠςΟϒʹしଓ͚ΔͨΊのྗ͕ඞཁʹなΔͰしΐ͏ɻ
ʮࣗݾʯͱ͍͏֓೦ɺ��ؒʹΘͨり͕ࢲϑΟーϧυϫーΫͰग़ձͬͨਓͨちのಠతなࣗܗݾのಛ性
ʹରしͯൃୡ͖ͤͯͨ֓͞೦Ͱ͢ɻγϡーωϕϧΫɺਓؒͰ͋Δূͱɺʢྑ͍ܾఆѱ͍ܾఆؚΊͯʣҙܾࢥ
ఆ͕Ͱ͖Δ͜ͱͰ͋Δͱ͍ݴま͢ɻԿނなら͕ࣗԼしͨѱ͍ܾఆɺࣦഊ͔らଟくの͜ͱΛֶͼɺͦのޙのਓ
生Λྗڧく生͖ൈく৽ͨなࣗݾΛ࠶͢ΔͨΊのେ͖なνϟϯスͱなΔͨΊɺ݁Ռతʹྑ͍ܾఆʹస͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δ͔らͰ͢ɻ৽ͨなจԽʹग़⁊ͬͨりスΩϧΛֶΜͩり͢Δ͜ͱʹΑりɺ͜ΕまͰࣗͰؾづ͔な͔ͬͨ
ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔しΕまͤΜɻݟの能ྗ可能性Λݾࣗ
͢ͰʹੈքͲΜͲΜサΠόーۭؒのதʹٵऩ͞Εɺͨࢲちのৗ生活ϦΞϧなମత͔֮ײらʹʹԕ͟
͔͍ͬͯま͢ɻʮσδλϧ・ωΠςΟϒʯͱ͍͏ݴ༿の生ΈのͰ͋ΔϚーΫ・ϓϨϯスΩΟʢ.BSD�1SFOTLZʣɺ
携ଳి͕な͍ͱのΛࣦ͏ͱͨͬݴएऀのྫ͔らɺʮσδλϧΟζμϜʯのॏཁ性ʹ͍ͭͯఏࣔし͍ͯま͢ɻ
"*͕ͨら͢νϟϯスΛ࠷େʹしɺϦスΫΛ࠷খʹ͢ΔͨΊʹɺ৽ͨなਓؒのӥஐͰ͋ΔʮスϚートΟζμϜʯ
͕ඞཁʹなΔͰしΐ͏ɻ
しͨࢲち͕"*ʹաʹґଘしɺਓ生ʹͱͬͯେなબʹ͍ͭͯɺΜͩりͬͨりしな͕らΑ͏くܾఆ͢
Δͱ͍͏͜ͱΛࢭΊͯしまͬͨらͲ͏なΔのͰしΐ͏͔ʁɹ行く͋ͯのな͍ਓ生ͱ͍͏͍ಓのりΛ"*のϦίϝϯ
υʹैͬͯͨͩҋӢʹಥ͖ਐΜͰ行くのͰしΐ͏͔ʁɹ"*ࣾձ͕ま͞ʹ౸དྷしΑ͏ͱし͍ͯΔࠓɺͨࢲちҰਓҰਓ
ΈΔඞཁ͕͋ΔのͰな͍Ͱしΐ͏͔ͯ͑ߟ͍ͯͭʹେなҙຯ࠷なͲɺ生͖͍ͯΔ͜ͱのݱ࣮ݾ͕ࣗͤ
ʕʮਓؒのଚݫʯΛकΔͨΊʹɻ
͋なͨͲΜなʮਓؒʯʹなり͍ͨͰ͔͢ʁɹͨࢲち��ޙͲΜなࣾձΛங͖͍ͨのͰしΐ͏͔ʁ

ࢬརڮߴ
ૣҴాେֶ文ֶֶज़Ӄڭत。ϋーόーυେֶόーΫϚンΫラインڀݚॴϑΝΧϧテΟ・ΞιシΤイτ。έンϒϦοδେֶ

なΒͼにίϩンϏΞେֶ٬һڀݚһ。オοΫスϑΥーυେֶέϩοάΧϨοδ・ίϞンϧームϝンόー。
ઐϝσΟΞ・ίϛϡχέーシϣンڀݚ。ਓやϩϘοτ、スϚーτϑΥン、4/4などをਓ文・ࣾձՊֶのཱか

Βੳ。
͓のਫঁࢠେֶଔۀʢཧֶ࢜ɿֶʣ。౦ژେֶେֶӃम࢜課ఔमྃʢࣾձֶम࢜ɿࣾձ情報ֶʣ。౦ژେֶେֶӃത࢜

課ఔ୯Ґऔಘຬظୀֶ。ӳ国ϩンυン・スΫーϧ・オϒ・ΤίϊϛΫスʢ-4&ʣେֶӃത࢜課ఔमྃ1I�%�औಘʢࣾձՊֶത
त、オοΫスϑΥーυେֶ٬һϦαーν・ϑΣڭେֶ।ڭཱ、ࢣߨɿϝσΟΞŋίϛϡχέーシϣンֶʣ。ॱఱಊେֶઐ࢜
ϩー、ϋーόーυେֶϑΝΧϧテΟー・ϑΣϩーをܦてݱ৬。
のࣾձతインパΫτやϩϘοτの利活用などについて、ϋーόーυେֶやίϩンϏΞେֶ、έンϒϦοδਓ、ࡏݱ

େֶと国ڞࡍಉڀݚをͬߦている。
ओなஶ書ʰσδλϧ・Οζμムの࣌へ� ʢɦ৽༵ࣾ、20��年、テϨίムࣾձՊֶೖʣ。౦ژオϦンϐοΫ・パラϦ

ンϐοΫٕڝେձ৫ҕһձテΫϊϩδーࢾҕһձҕһ。

6OJWFSTJEBE�CBSMPT�III�EF�.BESJE

ਓʢAIʣͷͨΒ͢৽ͨͳνϟϯεͱϦεΫɹʵӳࠃέϯϒϦοδେֶʹ͓͚ΔAI ͱʵͨ͑͜ߟΛ௨ͯ͠ڀݚ ίラム
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第1節 σδλϧࡁܦͷಛ࣭Կ͔

ਓʑͷϚΠϯυͳͥมΘ͖ͬͯͨͷ͔
「はじめに」でड़べたように、ۙ時、「所有から利用へ」と言われるように、人々はモノを所有するのではなく、

使いたいときに使うというߟࢥ・行動様ࣜに変化してきたといわれている（ਤද�������）。
また、従業員として企業等の組৫にଐした上

で事をするのではなく、フリーランスとして
単発又は期の事を受するという働き方が
生まれている。このഎܠの一つには、人々は時
間や人間関係にറられない生き方をΉように
なってきたことがあるといわれている。

これらは、単に人々のマインドが変わったと
いうことをҙຯするのͩろうか。Ծにマインド
が変わったということであるとしても、それで
はなͥそのように変わったのͩろうか。
ͳͥมΘ͖ͬͯͨͷ͔ߏͷۀ࢈

あらΏる産業のビジネスモデルやバリュー
チェーン構造にも変化が生じている。平成30年
൛情報通信ന書においては、従来のB Uo BやB Uo Cに加え、C Uo CやC Uo Bといった取Ҿ関係が生まれている
ことや、業種内でのバリューチェーン構造が変化していること、業種の֞ࠜを越えた連携・౷合が進んでいること
についてड़べた（ਤද�������）。

例えば民ധは、個人が॓ധというサービスの提供主体となるC Uo Cであり、従来のཱྀؗやϗテルと同様の機能
を果たしている。また、自動ंメーカーが自動ंの造からモビリティサービスの提供へのシフトを指す動きを
見せているほか、次ੈ代モビリティサービスの推進のため、自動ंメーカーやICT企業のほか、ҿ৯・流・খ
ച・不動産・ۚ融等の様々な業種が連携するといった動きが出てきている＊1。

これらについても、なͥそのような変化が生じているのͩろうか。

ਤද������� ʮॴ༗͔らར༻ʯのมԽ

年

年

̖ɽϨンλϧやϦースʢ͓ۚをग़してのΛआりΔ͜とʣを͜͏とに߅な͍　ˡ̖ʹ͍ۙͱճ͢Δׂ߹
̗ɽ自の͏の、なるく買ͬてࣗののʹしͨ ʢ͍ϨンλϧやϦースいたくないʣ
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Լ

（出య）野村総合研究所（2018）「生活者1ສ人アンケート」を基に作成

第�ষ Society 5.0が真価を
発揮するために何が必要か

＊1	 「.0/&5ίンιʔシΞム」のઃ立にؔ͢るϓϨスϦϦʔス
	 https://www.monet�technoMogies.com/news/press/2019/2019032�_01/
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I$5ैདྷͷΈ֓೦ʹʮΏΒ͗ʯΛͨΒ͠ɺੈͷதͷΈΛେ͖͘ม͍͑ͯΔ
これらに共通することは、従来の枠組みや概೦に、「Ώら͗」が生じているということである。例えば、「所有か

ら利用へ」は、人がモノを自由に使うための方法という枠組みに、Ώら͗が生じていることをҙຯする。また、フ
リーランスの૿加や、C Uo Cといったビジネスモデルの登場は、「企業」と「個人」の関係にΏら͗が生じている
ことの表れである。

そしてもう一つの共通点は、「Ώら͗」の中で新たに登場してきた形がICTを利用して成り立っていることであ
る。「所有から利用へ」の流れを体現しているシェアリングサービスは、通常インターネットの利用をલ提として
いる。フリーランスは、クラウドソーシングに見られるように、インターネットを通じて事を行うことが可能に
なっている。また、民ധやフリマアプリ等のC Uo Cは、WeCサービスとして提供されている。このことにরら
せば、この「Ώら͗」は、ICTの発展・普及に関係しているということである。

ICTは、従来の枠組みや概೦に「Ώら͗」をもたらすことで、ੈの中の組みを大きく変えている。それでは、
なͥICTがこのような「Ώら͗」をもたらしているのͩろうか。別の言༿を使うと、ICTはなͥੈの中の組み
を大きく変えているのͩろうか。

このにえるためには、デジタル経ࡁのಛ質はԿかを理解しておくことが重要であり、本અではこの点につい
てઆ明する。まͣ、「デジタルデータ」「限ք費用」「取Ҿ費用」というキーワードをԡさえた上で、デジタル経ࡁの
具体的なಛ質として、「データが価創造の源ઘとなる」「時間・場所・規模の制約を超えた活動が可能となる」

「様々な主体間の関係࠶構築が必વとなる」という点についてઆ明する（ਤද�������）。

ਤද������� ビδωスϞσϧόϦϡーνΣーϯߏのมԽ

ۀا
#VTJOFTT

ۀا
#VTJOFTT

ফඅ者
$POTVNFS

ফඅ者
$POTVNFS

#UP#

#UPC

CUPC

ۀا
#VTJOFTT

ۀا
#VTJOFTT

ফඅ者
$POTVNFS

ফඅ者
$POTVNFS

CUP#

ैདྷ ޙࠓ・ࡏݱ

ଟ
༷
ͳ
औ
Ҿ
Λ
ࢧ
͑
Δ
I
C
T

種やόϦϡーνΣーンの֞ࠜをӽ͑たۀ
༷ʑなऔҾܗଶ͕進展

ফඅ者自͕生څڙ�࢈ଆとなり
活ಈのҰओ体にࡁܦ

όϦϡーνΣーϯ

ۚ༥ۀ

খചۀ

ྛۀ

ۀ

ۀઃݐ

ϚーέテΟンά
ըا

開ൃ
調達

生࢈


Ӧۀ
ൢച

保守
٬ରԠސ

・・・

छۀ

ফ
අ
ऀ
ۀ種の֞ࠜをӽ͑た連携・౷߹

種の౷߹・ۀ

のมԽߏछ͔らΈͨόϦϡーνΣーϯۀ
σδλϧσーλの生成・ऩू・ੳ

ϓϩηス・オϖϨーシϣン

物ཧతなϋーυΣΞ	IPTثػ等


छԣஅతなϨΠϠーʢ֊ʣԽۀ・छۀ

・・・・

（出య）総務省（2018）「平成30年൛情報通信ന書」を基に作成

ਤද������� �ͭのΩーϫーυͱσδλϧࡁܦのಛ࣭

σδλϧσーλ

͋らΏΔࡁܦ活ಈの
ίストߏΛมֵ

औҾඅ用ݶքඅ用

͋らΏΔใのりͱりの
ίスト͕ൈຊతʹ྿Խ

͋らΏΔใ͕
σδλϧσーλʹ

の੍Λӽしͯن・ॴ・ؒ࣌
様々なࡁܦ活ಈ͕可能ʹ

༷ʑな情報をॠ࣌にく
送信・ڞ༗する͜と͕Մ
˔ʮతʯとしての情報

Իָ、ө૾、χϡースなどの
いΘΏる情報ίンテンπ

˔ʮखஈʯとしての情報
調、ࣔࢦ、報ࠂ、ࠂなど

ᶃࢢでऔҾ PS ᶄࣾにऔりࠐΉ
"ࣾ

#ࣾʗݸਓ

"ࣾ

ਓʣؒの・ۀا活ಈのओମʢࡁܦ
ʹங͕ඞવߏ࠶のؔ

ίスτߏのมֵにΑり、ᶄかΒᶃへ、
あるいᶃかΒᶄへのมԽ͕ඞ要となる

औҾඅ用ۀاのܗやنにӨڹ

#事ۀ෦
ʗࣾһ

どͪΒの
औҾඅ用͕
҆いか

σーλ͕Ձग़のݯઘʹ

Ϗοάσーλʴ"IにΑるʮະのൃ見ʯ

ICTのൃ展・普及にΑり、ਓ・
Ϟϊのঢ়ଶ・活ಈ・ಈ࡞を८
る༷ʑな情報͕σδλϧσー
λとしてه・ऩूՄに

活ಈにඞ要なෳのओ体ࡁܦ
のؒのやりとりのίスτʢऔ
Ҿඅ用˞ʣ͕มԽ
˞　૬खを୳すඅ用、交বするඅ用、
औ決めをࣥߦするඅ用

σδλϧσーλ、ෳや
達͕༰қであり、͜れΒをߦ
͏ためのՃతなඅ用ʢݶք
අ用ʣ͕΄΅θϩ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成
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1 σδλϧࡁܦͷಛ࣭Λཧղ͢ΔͨΊͷ�ͭͷΩʔϫʔυ
デジタル経ࡁのಛ質を理解する上では、3つのキーワード、すなわち、「デジタルデータ」、「限ք費用」、「取Ҿ

費用」が重要である。それͧれについて、なͥこれらがキーワードとなるのかも含めてઆ明する。

�ͭͷΩʔϫʔυɿσδλϧσʔλ�
ใɺσδλϧσʔλͱͳΔ͜ͱͰഔମ͔Βͨ͠

ICTの発展・普及により、人やモノの状態・活動・動作を८る様々な情報が、デジタルデータとして記可能
になっている。この結果、あらΏる情報がデジタルデータとなり、社会・経ࡁ活動に活用されている。

デジタルデータは、情報をഔ体からりした点が画期的であった。例えばจࣈの情報は、伝౷的にࢴといった
ഔ体に記されてきた。また、Իָやө૾の情報は、かつては࣓気テープ等に記されていた。これらのഔ体と一
体となった情報は、コピーするとྼ化が生じ、かつ、情報の伝達にはഔ体というモノのやり取りを行う必要があっ
た。
σδλϧσʔλͷੜ͔Βར༻ʹࢸΔϓϩηεͷྗڧԽ͞Εͨ

デジタルデータが生成されてから利用されるまでには、
一ൠ的にਤද�������のようなプロセスを経る。そして、
プロセスの各段֊を通信が支えている。

このプロセスのうち、デジタルデータの生成・収集につ
いては、ݻ定・移動のブロードバンドをはじめとする通信
のインフラやサービスの発展によって、その能力がஶしく
強化された。ಛに、スマートフォンの登場と普及は、イン
ターネット等のネットワークにつながるۙなデバイスとして、人の状態や活動を८る様々なデジタルデータの生
成・収集・伝達を可能とした。このほか、ネットワークにつながるセンサー等の普及により、様々なモノのデジタ
ルデータについても生成・収集が可能となっている。

デジタルデータのੵ・処理については、ԋࢉ・制ޚを行うプロセッサー（CP6等）や、記Աを行うメモリ
（RAM等）・ストϨージ等の大෯な性能の向上とコストの྿化が主なݪ動力となり、その能力が強化されてきた。
ಛに、記Ա装置＊2のコストの྿化は、もはや必要がなくなったかにࢥわれる過去のデータを期間保ଘするこ
とを可能にした。

ハードウェアのみならͣ、ソフトウェアの発展も重要である。例えば、2006年に公開されたオープンソースの
ミドルウェア＊3である)BEooQは、当時ハードウェアの性能向上が処理を行うデータの量の૿大にいつけてい
なかった中で、大容量のデータの処理を複数のコンピューターに分ࢄして並ྻで行わせることを可能にするもので
あり、処理能力の向上にݙߩした。

加えて、O&C%（2013）は、クラウドコンピューティング＊4がデジタルデータのੵ・処理能力の向上に重要
な役割を果たしたとする＊5。

更に、デジタルデータの分析についても、このようなコンピューティング資源の高性能化にい能力が強化され
てきた。そして、機ցֶशを中心とするAIの発展により、分析能力は新たな段֊を迎えている。

�ͭͷΩʔϫʔυɿݶքඅ༻�
σδλϧσʔλɺՃతͳඅ༻ʢʹݶքඅ༻ʣ͕΄΅θϩͰෳɾୡ͕Մ

通常、あるモノやサービスの生産を૿やすときには、加的な費用が発生する。例えば、自動ंを一台加生産
する場合には、そのݪ材ྉ費や組立てに必要な人݅費などが加的にかかる。このように、ある財・サービスを一
単位૿やすために要する費用を、限ք費用という（ਤද�������）。

ਤද������� σδλϧσーλの生͔らར༻まͰの
ϓϩηス

生成 ऩू ੵ ॲཧ ੳ 利用

௨信
（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊2	 Ұൠに、「ೖྗஔ」「出ྗஔ」「هԱஔ」「੍ޚஔ」「ԋࢉஔ」Λ、ίンϐϡʔλʔの5େஔと͍͏ɻ
＊3	 ίンϐϡʔλʔのجຊతͳ੍ޚΛ͏ߦΦϖϨʔテΟンάシステムʢ04ʣと、ݸผの用్にଈ͠たॲཧΛ͏ߦΞϓϦέʔシϣンのதؒͰػ͢

るιフτΣΞΛ͍͏ɻ
＊4	 の利用ΛՄと͠たݯࢿͳίンϐϡʔテΟンάنΛඞཁとͤͣେࢿظ͏と͍͏ํ๏にΑΓ、େ͖ͳॳࢧったͩけ利用ྉۚΛ
＊5	 0&$%ʢ2013ʣʠ&YpMorting	%ata�%riWen	*nnoWation	as	a	/ew	4ource	of	(rowth:	.apping	the	1oMicy	*ssues	3aised	Cy	ʠ#ig	%ataʡʡ
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デジタルデータでは、ほ΅完全な複を、加的費用すなわち限ք費用がほ΅θロ＊6で行うことが可能である。
また、ICTのネットワークがつながっている所であれば、デジタルデータはଈ時に伝達可能であり、これらの
加的な費用すなわち限ք費用もほ΅θロであるというಛ質を持つ。

このようなಛ質のഎܠには、લड़したとおり情報がࢴや࣓気テープ等のアナログな手段で記されていたときに
は、ഔ体と一体となっていたために、その複や伝達には加的なコストが生じたが、ഔ体とはりして情報の
処理が可能となったことがある。また、લड़したコンピューティング資源の高性能化とコストの྿化や、ネット
ワーク上での通信コストの大෯な྿化というഎܠも重要である。

�ͭͷΩʔϫʔυɿऔҾඅ༻�
͋ΒΏΔ׆ࡁܦಈʹɺෳͷओମؒͷΓऔΓʹؔ࿈͢Δ༷ʑͳίετʢʹऔҾඅ༻ʣ͕ൃੜ͢Δ

自څ自の経ࡁでなければ、あらΏる経ࡁ
活動は、複数の主体のやり取りを通じて行わ
れる。例えば、モノを生産し、そのモノをཉ
しい人がଘ在すれば、྆者はചങというやり
取りを行う。また、モノを生産するに当たり、
他の୭かから様々なݪ材ྉを調達したり、他
の人に作業を分担してもらったりということ
を行う。このような複数の主体間Ͱのやり取
りには様々なコストが生じ、これを総শして

「取Ҿ費用」という。
例えば、Aさんが持っているચ୕機の調子

がѱく、新しいચ୕機がཉしいというケース
を想定する。Aさんには、①どのચ୕機がྑ
いかを調べるためのコスト、②ཉしいચ୕機
がどこでചっているかを調べるコスト、③価格の安さやアフターサービスのྑさ等を踏まえてどこでങうのがྑい
かを調べるコスト、④ళに出向くコスト、⑤ళ員と価格や݅を交বするコスト、ᶈ新しいચ୕機がಧくかどうか
確認するコストといったものが発生する＊7（ਤද�������）。

これらが取Ҿ費用であり、大別して、「૬手を୳す費用」（①～③）、「૬手と交বする費用」（④～⑤）、「૬手との
取ܾめをࣥ行する費用」（ᶈ）である。

ਤද������� քඅ༻のྫݶ

༺քඅݶ
�୯ҐՃతに生࢈するために要するඅ用

༺ఆඅݻ
生࢈にؔΘΒͣݻ定తにかかるίスτ

wࡐྉඅ
wޫඅ
w༌送අ
wՃ・ཱのためのਓ݅අ

w開ൃ・ઃܭඅ
wݐઃඅ
wઃඋࢿඅ
wࠂඅ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ਤද������� औҾඅ༻のྫ

ચ୕ػを調る
ϝーΧーʁ

や༰ྔʁػ

υラムࣜʁ

店ฮを調る
Ոిྔൢ店でʁ

҆い店ʁ

ΞϑλーαーϏスʁ

店にग़向いて交বする

ྉۚ�万円Ҏ、
明ޙ·でに

ಧく͜とを確認する
定したにࢦ
ಧ͚てΒ͑るͩΖ͏かʁ

ચ୕ނ͕ػো

༷ʑなۚમత・ؒ࣌తίスτ

৽しいચ୕ػを
買͏しかない

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

＊6	 σδλϧσʔλΛෳɾૹ͢るたΊのઃඋͦのӡӦにඅ用Λཁ͢る͕、͜͜Ͱ͍ͯ͠ٴݴるの͋͘·Ͱ「Ճతͳ」අ用Ͱ͋るɻ
＊7	 ͜͜Ͱの「ίスτ」に、ؒ࣌తͳίスτؚΉ͕、ཁ͠たؒ࣌Λ͑出དྷたͣの利ӹΛੜΉ׆ಈ͕Ͱ͖ͳ͔ったと͍͏、͍ΘΏるػ会

අ用の͕ํ͑ߟॏཁͰ͋るɻ
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I$5ɺऔҾඅ༻ΛҾ͖Լ͛Δ
ICTは、これらのコストすなわち取Ҿ費用をҾき下͛ることになる。先のચ୕機の例でいえば、インターネッ

トで検ࡧして୳せば、①～③のようなコストは大෯に安くなる。また、インターネット上でのจを行えば、④の
コストは不要となり、ネットオークションであれば⑤のコストが安くなることもあるかもしれない。更に、イン
ターネット上で配送状況の確認を行えば、ᶈのコストも安くなることになる。

これらは、લड़のあらΏる情報がデジタルデータとなり、限ք費用がほ΅θロで複・伝達されることにより可
能となっている。①～ᶈのような取Ҿ費用には、情報のやり取りに関するコストが含まれるためである＊�ɻすなわ
ち、デジタルデータに関する限ք費用がほ΅θロという組みの中で、情報のやり取りに関するコストが大෯に下
がることで、取Ҿ費用をҾき下͛ることとなる。

2 σδλϧࡁܦͷಛ࣭ᶃɿσʔλ͕Ձग़ͷݯઘͱͳΔ
以上3つのキーワードをԡさえた上で、デジタル経ࡁのಛ質についてઆ明する。一点は、「データが価創出

の源ઘとなる」ということである。

σʔλͲͷΑ͏ʹͯ͠ՁΛग़͢Δͷ͔�
ϏοάσʔλͱAI͕ʮະͷൃݟʯΛ͜͏ߦͱʹΑΓɺσʔλ͕ՁΛग़͢Δྗ͕ඈ༂తʹߴ·͍ͬͯΔ

伝౷的に、モノやサービスの価を生Ήものは、地、人による࿑働、機ց設備の稼働といったものであるとߟ
えられてきた。例えば、ジϟガイモ・ニンジン・タマネΪといった生の野ࡊや生のڇは、ਥ・ྉ理人・調理器
具というリソースが活用されることで、カϨーやじΌがとなり、人がおいしく৯べることができるという形で新
たな価を生Ή。また、広いਥ、多数のྉ理人、多数の調理器具を用ҙすれば、より多くのカϨーやじΌがを
作ることが可能であり、価を量的に૿大させる。

もっとも、この例では、材ྉのదな分量や作業手順を整理したϨシピも必要である。Ϩシピとは、まさにデー
タであり、従来からデータは価の創出に必要なものであったといえる。デジタル経ࡁにおいてಛ的なことは、
いわΏるビッグデータとAIが発展してきたために、このデータが価を創出する力がඈ༂的に高まってきている
点である。

コンピューティング資源の高性能化・྿化や、通信インフラʗサービスの発展・普及は、多種多様で大なデ
ジタルデータを迅速にલड़の生成から利用に至るプロセスにせることを可能とした。この結果されるように
なったのが、いわΏるビッグデータ＊9である。同時に、このことが機ցֶशを中心とするAIの発展にもつながっ
ている。

AIは、データにより「ະ知の発見」を可能としている。例えば、2017年12月、NASAはະ知の星ケプラー
90Jを発見したことを公表した＊10。これは、ケプラーӉԕڸ（୳査機）が収集してきたデータを用いてAIで
分析した結果、発見したものである。また、2018年3月、ถ国エネルΪー省の研究者等から成るチームは、大量
のҨ伝子情報のデータをAIで分析することにより、約6000種類の新たなウィルスを発見したことをՊֶࢽのネ
イチϟーにおいて発表した＊11。

このほか、AIの能力を広くੈքに知らせることになったきっかけの一つであるғޟにおいては、AIが新たな定
ੴを生み出し、トップ࢜عもこの「AI定ੴ」をֶび、実戦で使用するようになってきている。ғޟのプロ࢜عを
ഁったAIを開発したことで話題となった%eeQMJOE社は、GooHMeのデータセンターの࠷దなྫྷ٫方法をAIによ
り開発し、従来に比べて平30ۉ�の省エネルΪー化を実現している＊12。

このように、ビッグデータとAIは、従来人間が可能ͩったことを代わりに行うのみならͣ、これまで人間では
いもよらなかった「ະ知の発見」も行うことで、データを単に価の創出に必要なものから、価の創出の源ઘࢥ

＊�	 औҾΛ͏ߦෳのࣄ者ؒにお͍ͯ、औҾのରとͳるϞϊαʔϏスの࣭に͍ͭͯのใに͕ࠩ͋ると͍͏「ใのඇରশ性」͕͋るたΊ、
ใのΓऔΓ͕ඞཁとͳるɻ

＊9	 「Ϗοάσʔλ」に͍ͭͯの֬立͠たఆٛͳ͍͕、ฏ29൛ใ௨৴നॻにお͍ͯ、「σδλϧ化のߋͳるਐలωοτϫʔΫの高
化、·た、スϚʔτフΥンηンαʔ等*o5ؔ࿈ثػのখܕ化ɾίスτ化にΑる*o5のਐలにΑΓ、スϚʔτフΥン等Λ௨͡たҐஔใߦ
ಈཤྺ、インλʔωοτテϨϏͰのࢹௌɾফඅߦಈ等にؔ͢るใ、·たখܕ化͠たηンαʔ等͔ΒಘΒΕるେͳσʔλ」と͍ͯ͠るɻ

＊10	 https://www.nasa.goW/press�reMease/artipciaM�inteMMigence�nasa�data�used�to�discoWer�eighth�pManet�circMing�distant�star
＊11	 https://www.nature.com/articMes/d415�6�01��0335��3
＊12	 https://www.CMog.googMe/inside�googMe/infrastructure/safety�prst�ai�autonomous�data�center�cooMing�and�industriaM�controM/
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といえるまでにしている。
σʔλʹՁΛͨΒ͢ʮ�7ʯ

いわΏるビッグデータをಛ付けるものとして、「47」
と い う 概 ೦ が あ る＊13。 す な わ ち、「WoMVNe（ 量 ）」、

「WBSJeUZ（多様性）」、「WeMoDJUZ（速度）」、「WeSBDJUZ（ਖ਼
確性）」である。これらは、データが価創出の源ઘとな
る組みでもあるといえる（ਤද�������）。
「WoMVNe」については、ߪ入ཤྺを例に取ると、ある1

人があるモノを1ճߪ入した際のデータから分かることは
入ཤྺを分析すれߪめてগないが、多数の人の多数のۃ
ば、人々のߪങ行動の向を見いͩすことができる。これ
により、人のক来のߪങ行動を༧ଌしたり、更には広告等
で働きかけることにより、ߪങ行動をҾき出したりするこ
とが可能となる。
「WBSJeUZ」については、上記の例において、ߪ入者の年

齢や性別のみならͣ、住所やՈ構成、更には交༑関係、
झຯ、関心事߲といったデータが入手できれば、より៛密
な分析が可能となる。また、時間・場所・行動等に関するよりཻࡉ化されたデータは、この点の価を更に高める
ことになる。
「WeMoDJUZ」については、「ナウキϟスト」すなわち「同時的な༧ଌ」が͛ڍられる。例えば、GooHMeは、検ࡧ

データを用い、ほ΅リアルタイムかつ公ࣜな発表のલにインフルエンβにかかった人の数を推計できるといわれて
いる＊14。

また、「WeSBDJUZ」について、例えば౷計では調査対象全体（集団）から一部をબんで標本とすることが行わ
れるが、ビッグデータでは、この標本を集団によりۙづけることにより、集団すなわち調査対象全体の性質を
よりਖ਼確に推計できるようになる。
σʔλ͕ՁΛग़͢ΔϓϩηεͱΈ

データは、具体的にはどのようなプロセスと組みで価を創出するのͩろうか。これを図で示したものがਤද
�������である。

ਤද������� σーλʹՁΛͨら͢�7

7FMPDJUZ
度

7FSBDJUZ
ਖ਼確ੑ

7PMVNF
ྔ

7BSJFUZ
ଟ༷ੑ

σーλに
ՁをたΒす�7

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ਤද������� σーλ͕ՁΛग़͢ΔϓϩηスͱΈ

௨৴
ωοトϫーΫ
ϞόΠϧɺޫճઢ

ਓϞϊ˞ʹؔ͢Δ
様々なσーλΛ

ૹ৴

ۭ࣮ؒݱۭ࣮ؒݱ サΠόーۭؒ

ίϯϐϡーλー͕"*
ʹΑりੳ

ੳ͞Εͨ
σーλΛૹ৴

ビοάσーλ

˔ɹࣗಈӡస
˔ɹΑりޮత・
ɹޮՌతなػց
ɹのՔಇ

高・ଟಉ࣌ଓ・Ԇの�(にΑり、ߋにେྔ・ଟ༷なσーλをϦΞϧλイムで活用Մに
४ఱӴγスςϜにΑり、Ґஔ・ࠁ࣌にؔするΑりਫ਼度の高いσーλの活用͕Մに

˔ɹλーήοトʹଈしͨ
ɹϚーέςΟϯά
˔ɹ৽ͨなビδωスの
ɹ

˔ɹ生活スλΠϧʹ߹ͬͨ
ɹཱͭใのೖख
˔ɹ生活スλΠϧʹ߹ͬͨ
ɹՈిの0/�0''௨৴
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（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊13	 (artner社͕用͍た「3ͭの7」	ʢWoMume	Wariety	WeMocityʣ͕͘ΒΕ͍ͯる͕、*#.社͜ΕΒにՃ͑ͯWeracityΛ͛ڍ、「4ͭの7」と͠
͍ͯるɻ·た、0&$%ʢ2013ʣ、WaMueΛՃ͑た「4ͭの7」と͍ͯ͠るɻ͜のΑ͏に、「˓ͭの7」に͍ͭͯ、༷ʑͳ͕͋ํݟるɻ

＊14	 4tucke	and	(runesʢ2016ʣʠ#ig	%ata	and	$ompetition	1oMicyʡ0Yford	6niWersity	1ress
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人の状態や行動に関する様々なデータは、PCのほか、広く普及が進んだスマートフォンを通じて記録・収集さ
れている。このようなデータには、どのようなWebサイトを閲覧し、SNSでどのような投稿を行い、どのような
インターネット上のサービスをどれだけ利用したのか、といったサイバー空間上でのデータが含まれる。また、ス
マートフォンを常に携帯していれば、今日一日のうち何時頃にどのような所へ行き、どれだけ歩いたのか、階段は
何階分上がったのかといった現実世界でのデータも収集可能である。

このほか、IoTの導入が進むにつれて、人に関するデータに加え、モノの状態や動作に関するデータもセンサー
等の機器を通じて記録・収集できるようになっている。このような機器には、家庭内の家電や住宅設備のほか、工
場や建設現場における産業用機器が含まれる。

収集されたデータは、ネットワークを通じてコンピューターに送られ、分析される。近年、クラウドサービスの
利用が進んでおり、分析を行うコンピューターは、家庭や職場といった目の届く所ではなく、クラウドサービスを
提供する事業者のデータセンターにあるということも多くなってきている。また、コンピューターによる分析に当
たっては、前述のAIが使われるようになってきている。

そして、分析されたデータは、再びネットワークを通じて実際に動作する機器（これを「アクチュエーター」と
いう。）まで送られ、サイバー空間上や現実世界の中で、実際に活用されることになる。例えば、サイバー空間に
おいては、その人個人の趣味や関心に沿ったおすすめの商品の提示といった形で活用される。また、現実空間にお
いては、分析された気温等のデータがエアコンに伝えられ、自動的に温度を調整するといった形で活用される。

この一連のプロセスについて、自動運転を例にとると、次のとおりとなる。まず、人間の目や耳に代わり、車や
道路、衛星等に取り付けられたセンサーが、走行経路上で起きていることをデジタルデータとして取り込み、瞬時
に送信する。次に、車に搭載されたコンピューターが、AIを利用し、過去に学習したデータに基づき、周りで何
が起きており、何をすれば良いかを瞬時に判断する。そして最後に、この判断を車の運転装置に伝達し、運転を制
御するということになる。
5Gや準天頂衛星システムは、データによる価値創出の仕組みを更に進化させる

このようなデータが価値を創出するプロセスにとって、今後重要な役割を果たすと考えられるのが、我が国にお
いて2020年より本格的な開始が見込まれている第5世代移動通信システム（5G）と、準天頂衛星システムである。

5Gは、これまでの移動通信システムと比べた場合、①超高速、②多数同時接続、③超低遅延という特徴がある。
①の「超高速」については、最高伝送速度は10Gbpsとなっており、現行LTEの100倍であることから、4K/8K
といった高精細映像の伝送が可能となる。このため、遠隔医療といった用途への活用が期待されている。ただし、
データによる価値の創出という観点からより重要なのは、②と③である。②の「多数同時接続」については、例え
ば1km2当たり100万台と、現行LTEの100倍の機器と接続することができる。このため、膨大な数のセンサー
等が同時に通信を行うことを可能とする。③の「超低遅延」については、遅延が1ミリ秒と現行LTEの1/10の水
準となり、実質的にリアルタイムの通信が可能となる。前述の自動運転の場合、多数の自動車や各種センサーが同
時に通信を行うこととなるとともに、特に事故の回避といった場面を考えると、通信によるデータのやり取りはリ
アルタイムで行われる必要がある。5Gは、まさにこのような通信を支える基盤となり、IoTの可能性を大きく高
めることが期待されている。

準天頂衛星システムは、人工衛星からの信号を受信することにより、地上の位置や時刻を特定する衛星測位シス
テムの一つである。我が国においては、これまで衛星測位システムとして、米国国防総省が運用するGPS（Global 
Positioning System）が広く活用されてきたが、我が国が構築した準天頂衛星システムでGPSを補完することに
より、更に高精度な位置・時刻の特定が可能となっている（コラム2参照）。特に、2018年11月より準天頂衛星
システムは4機体制となったため、精度は更に高まることとなった。このように、準天頂衛星システムは、我が国
やアジア・オセアニア地域において、自動運転や様々なIoTでより精度の高いデータを活用するための基盤となる
ことが期待されている。
APIの公開は、データの価値創出力を更に高める

データによる価値の創出に当たっての重要性の認識が広がっているのが、API（Application Programming 
Interface）の公開である。APIとは、あるアプリケーションの機能やデータ等を他のアプリケーションからでも
利用できるようにするための仕組みをいう。APIの公開により、あらゆる人や企業の持つデータ／サービスと自社
のデータ／サービスを連携させることで、自社のサービスの利用を他社の顧客にも拡大することや、他社のサービ
スを取り込んだ利便性の高いサービスの開発を効率的に行うといったことが可能となる。
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例えば、Ϡマト運༌ࣜג会社は、APIを公開することにより、自社の配送データをネットൢച事業者やその利用
者が活用できる組みを設けている。これにより、ネットൢച事業者の利用者にとっては、จしたをコンビ
ニ等の指定した場所で指定した日時に受け取るといったことが可能となり、利便性が向上する。このことは、ネッ
トൢച事業者にとっても利用者をҡ持・拡大する手段となる。同時に、Ϡマト運༌ଆにとっても、自社の流サー
ビスの利用拡大につな͛ることが可能となる。

また、ۚ融分野においては、2017年5月に成立した「ۜ行法等の一部を改ਖ਼する法律」＊15により、ۜ行等には
オープンAPIの導入に係る体制の整備を行うࢫの力ٛ務が課せられることとなった。例えば、ۜ行と電子ܾࡁ
等代行業者（以下「電代業者」という。）のシステムがAPIを通じて接続されると、電代業者が提供するサービス
の利用者は、I%やパスワードを電代業者に提供することなく、ۜ行等の༬ۚ口࠲高や取Ҿཤྺなどの情報を取
得してՈ計アプリと連携させたり、スマートフォンを用いて手ܰにܾࡁや送ۚを行ったりすること等が可能とな
り、利便性が高まることになる。

σʔλ͕ՁΛग़͢Δྫ�
σʔλʹΑΔՁͷग़Λ͍ͯͬߦΔͷɺI$5͚ͩۀاͰͳ͍

データによる価創出の例としては、GooHMeや'BDeCooLが収集したデータをターゲティング広告に活用して
いる例や、ANB[oOが利用者のڵຯにଈしたのおすすめに活用しているといった事例が有名である。他方、
当વながらデータによる価の創出は、これらւ外のڊ大プϨイϠーをはじめとするデジタル・プラットフォー
マーとݺばれるICT企業のみが行っているものではない。զが国において、ICT企業以外がデータによる価創
出を行っている例をいくつか͛ڍておきたい。

例えば、ࣜג会社খদ作所は、ݐ設現場のあらΏるデータを活用してݐ設生産プロセス全体を࠷ద化する「ス
マートコンストラクション」を推進している＊16。この「スマートコンストラクション」では、同社の造・ൢച
するݐ設機ցに取り付けたセンサーから収集する様々な施工現場のデータのほか、ドローンにより収集したଌ量
データ、設計図໘のデータ、地質・地下ຒ設のデータ等を3次元データとして構成する。これにより、ਖ਼確な施
工計画や、施工中のリアルタイムでの進ちΐく管理が可能となるとしている。また、施工現場で事લに༧ଌが困難
な事態がىこった場合であっても、現場ಜや現場作業者の会話・日報等からֶशしたAIが、࠷దな対処方法を
提Ҋするとしている。更に、施工のプロセスのみならͣ、調査ଌ量や設計、ҡ持保कといった全てのプロセスの見
える化を可能とし、全体࠷ద化を図っている点にಛがある（ਤද�������）。
ਤද������� খদ࡞ॴのスϚートίϯストϥΫγϣϯ
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ΘΔ全ͯのサϓϥΠϠーؔʹࢪ
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Δ͢ݱదΛ࣮࠷తʹͭな͗ɺ全ମػ৽の*$5Ͱ༗࠷
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（出య）ະ来資会議資ྉ

＊15	ฏ29๏ୈ49߸
＊16	 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kei[aisaisei/miraitoshikaigi/dai1/siryou6.pdf
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地方のళにおいても、来٬༧ଌ等の事業༧ଌソリューションを導入したことにより、大෯なച上高や利ӹの૿
加につな͛ている例がある。三重県ҏ市において産ళや和৯ಊ等を営Ή有限会社Κびやは1912年創業の
ฮళであるが、༵日・ఱ気༧報等のデータや、画૾解析AIによる来ళ٬の性別や年齢層といったデータ、「観ޫ
༧報プラットフォーム」＊17のオープンデータによるۙྡの॓ധ者数等、400߲ۙいデータを分析することによ
り、ཌ日の来٬数を平9ۉ割の的中率で༧ଌするとされるシステムを開発した＊1�。これにより、無ବな入れの
ճ避やྉ理提供時間の大෯なॖ等を実現し、2012年からの4年間でച上͛を4ഒ、利ӹ率を10ഒに૿加させた
という。また、従業員に対しても、ि2ٳ日制と通常の有ٳڅՋとは別に、9～15日のಛ別ٳՋを可能としたとし
ている。

このように、ICT企業ではない企業においても、また、地方の企業においてもデータを活用して価の創出が
行われていることは、後ड़するデジタル・トランスフォーメーションの進展を示すものであるといえる。

� σδλϧࡁܦͷಛ࣭ᶄɿؒ࣌ɾॴɾنͷ੍Λ͑ͨ׆ಈ͕ՄͱͳΔ
デジタル経ࡁのಛ質の2点は、「時間・場所・規模の制約を超えた活動が可能となる」ということである。こ

のಛ質により、市場は「拡大化」と「ཻࡉ化」の一見૬する྆方向に変化していくことになる。

�ͷ֦େԽʯ͕͓͜ΔࢢΔʮ͕ͱॴͷ੍Λ͑ΔʵόϦϡʔνΣʔϯ͕ؒ࣌
インターネットの利用により、あるモノをߪ入したいときに、ԕくれた地にあるళに対していつでもจす

ることが可能になっている。また、かつてԻָをָしΉときには、ൢചళでC%をߪ入するか、Ϩンタルళでआり
るかといったことが通例であったが、現在ではインターネットを利用してੈք各地のサイトからいつでもฉくこと
ができるようになっている。今では当たりલにࢥえるこれらのことは、「市場の拡大化」ということができるが、
લड़した情報に関する費用構造の変化と大きく関係している。
ίϯςϯπʹؔ͢Δʮࢢͷ֦େԽʯͳ͓ͥ͜Δͷ͔

情報をコンテンπというとして提供する活動について見てみる。この活動には、Իָやө૾を伝えるものの
ほか、ニュースを伝えるといったものがある。これらは、情報自体が経ࡁ活動の的となっているといえる。そし
て、コンテンπがデジタルデータとなり、限ք費用がほ΅θロでଈ時にあらΏる場所に伝達できるようになったた
め、時間と場所の制約を超えて提供できるようになった。

これが、コンテンπに関して「市場の拡大化」が生じるݪ理である。
ʮࢢͷ֦େԽʯ͕׆ࡁܦಈશൠʹ͍ͭͯੜ͡Δͷͳ͔ͥ

重要な点は、時間と場所の制約を超えて「市場の拡大化」がおこるという現象は、コンテンπに関する経ࡁ活動
にとどまらͣ、広く経ࡁ活動全ൠについて生じているということである。

あらΏる経ࡁ活動においては、通常複数の主体間で情報をやり取りすることになる。ここでの「情報」は、લड़
のコンテンπが的としての情報であったのに対し、手段としての情報であるといえる。このような手段としての
情報は、લड़のとおり取Ҿ費用と深く関係しており、これら情報を限ք費用がほ΅θロでଈ時にあらΏる場所に伝
達できるということは、取Ҿ費用の下を通じ、生産やൢചに関する取Ҿが時間と場所をわͣに行うことができ
るということになる。そしてその結果、経ࡁ活動自体を時間と場所の制約から解放することにつながっている。

に、電子メールというやり取りの手段がなければ、ւ外から部を調達して加工するという形で生産活動を行ٯ
うことのハードルはۃめて高いͩろう。また、インターネットを通じてจを伝達する組みがなければ、ԕく
れた地にを提供するというビジネスはे分に成り立たないͩろう。

経ࡁ活動のグローバル化とは、ւ外の企業や消費者をバリューチェーンに組みࠐΉこととଊえることができる。
グローバル化はなͥ進展したのかという点について、当વながらߤ空サービス等の༌送手段が発達したことがഎܠ
の一つにある。同時に、લड़のような情報のやり取りに関する変化すなわちICTの発展・普及がલ提となって生
じているのであり、グローバル化はデジタル経ࡁの中で生じた一つの事象であるというࢹ点が重要である＊19。

＊17	 2015のۀ࢈ࡁܦলҕୗۀࣄにΑΓߏங͞Ε、2016ΑΓޫ؍༧ใϓラοτフΥʔムਪਐٞڠ会͕ཧɾӡӦ͍ͯ͠るɻ
＊1�	 https://japan.cnet.com/eYtra/ms_eCiya_201710/35112�61/
	 https://www.inshokuten.com/foodist/articMe/4933/
	 https://tech.nikkeiCp.co.jp/atcM/nYt/news/1�/03535/
＊19	ϦνϟʔυɾϘʔϧυΟンʢ201�ʣh ੈքࡁܦɹେ͍ͳるऩᏑʱ
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�Խʯ͕͓͜Δཻࡉͷࢢͷ੍Λ͑ΔʕχονϚʔέοτཱ͕͢Δʮن
デジタル経ࡁにおいては、あらΏる活動が時間と場所の制約のみならͣ、規模の制約を超えるという点も重要で

ある。すなわち、લड़の「市場の拡大化」のみならͣ、これまでは一定の規模がなければ成立しなかったミクロの
取Ҿの成立を可能とし、新たなニッチマーケットを創出している。これは、いわΏる「ロングテール現象」とݺば
れるものであるとともに、「市場のཻࡉ化」とݺぶこともできる。
I$5ʹΑΔίετߏͷมֵ͕ɺଟछগྔੜ࢈ͷϩϯάςʔϧࢢΛՄʹͨ͠

インターネットが普及する以લは、ԕく
れた場所に住Ή一部の人にとってのみ価を
持つ一の書੶を、その人にಧけるというビ
ジネスは困難であった。これは、そのような
書੶がཉしい人がいる、あるいはそのような
書੶をചってもྑいとߟえている人がいると
いうことを୳し当てること自体が困難であっ
たし、Ծに୳し当てることができたとしても、
一の書੶ͩけでは供څする際のコストに見
合わないことから、マッチングが不可能で
あったことによる。このように、点在してい
るখさなロットのध要に対してモノやサービ
スを供څすること、すなわち個人のそれͧれ
のニーζに合わせたを提供することは、
取Ҿ費用が高いものとなるため、困難であっ
た。ICTによるコスト構造の変革により、これらが可能となった。その結果、個人やগ数の主体のニーζにଈし
た、多種গ量生産のロングテール市場が成立するようになった（ਤද�������）。
γΣΞϦϯάΤίϊϛʔɺI$5ʹΑΔίετߏͷมֵ͕Մʹͨ͠

シェアリングエコノミーの登場も、この観点からઆ明することができる。これまでは、ങうかങわないかという
0か1かのબであった消費に、「必要な時に、必要な分ͩけങうʗआりる」というબࢶが生まれることとなっ
た。

ICTがなければ、このような「必要な時に、必要な分ͩけങうʗआりる」ことは、コストがかかりす͗るのが
通常である。例えば、あるモノが必要な時に、モノの持ち主にそのことを連絡し、ങうまたはआりるための݅を
交বし、モノがきちんとಧくかどうかをࢹすることには、大なコストがかかる。そもそも、モノが必要なタイ
ミングでそのモノを提供してもྑいとߟえている人を見つけ出すことや、モノがआりられる状態となっているかを
確認すること自体にコストがかかる。このため、あるモノが必要な時にす͙使えるようにしておくためには、その
モノを所有するという方法が確実であり、また、コストの観点からも都合がྑかったということになる。

他方、ICTによるコスト構造の変革は、これらのコストを大෯に下させた。インターネットを使えば、લड़
のような୳ࡧ・交ব・ࢹは、さほどコストをかけͣにできることになる。Ήしろ、自動ंの所有には様々なҡ持
費用が必要であることからも分かるとおり、所有することのコストが૬対的にஶしく高くなる場合もあり得る。こ
の点にを付けたのが、いわΏるシェアリングビジネスである。シェアリングビジネスが、基本的にインターネッ
ト上のプラットフォームの形で展開しているのも、まさにこのような理由がある。

� σδλϧࡁܦͷಛ࣭ᶅɿ༷ʑͳओମؒͷؔߏ࠶ங͕ඞવͱͳΔ
デジタル経ࡁのಛ質の3点は、「様々な主体間の関係の࠶構築が必વとなる」ということである。このಛ質に

より、企業と企業の関係、個人と企業の関係さらには社会やコミュニティの在り方に変革がٻめられていく。
Δͷ͔͍ͯ͠ࡏͳͥଘۀا

企業はなͥଘ在するのか。現代に生きるզ々は、このようなٙは持たないかもしれない。企業というものがଘ
在し、そこで働くということは、あまりにも自明のことにࢥえるからである。この一見ֶ的な題について、

ਤද������� χονࢢͱϩϯάςーϧ

支
ҙࢥ額

ফඅ者

ൢചՁ֨

͜れ·でࢢとして
成ཱしていた

͜れ·でࢢとして
成ཱしていなかͬた

ϩϯάςーϧࢢ
જࡏతにχーζあるのの、Ձ֨や商・
αーϏスのதについてফඅ者͕ٻめるの
とζϨ͕あり、ࡏݦԽしていないࢢ

（出య）三ඛ総合研究所
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ノーベル経ֶࡁを受した経ֶࡁ者のロナルド・コースは、1937年に「企業の本質」というจ＊20において分
析している。コースの題ҙࣝは、次のようなものであった。経ࡁ活動に複数の主体がやり取りすることが必要ͩ
としても、それは市場を通じて行うことが可能である。なͥ市場を通じて行うのではなく、企業という౷制組৫が
必要なのか。例えば、ある人が他の人に資ྉの作成をґཔする場合、外部発という形で行わせることも可能であ
るが、その人を࠾用した上で、上࢘と部下という関係の下で行わせることも可能である。企業がなͥଘ在するかと
いう題は、なͥ、後者の形を取るのかという題でもある。

ここで、コースは取Ҿ費用にணしている。自څ自経ࡁでなければ、経ࡁ活動には複数の主体が関わることに
なるが、そのやり取りには取Ҿ費用が発生する。そして、市場を通じてやり取りするよりも、内部化する方が取Ҿ
費用が安い場合、企業は成立するというものである。લड़の例でいえば、外部発するよりも、部下として࠾用し
て資ྉを作成させる方が取Ҿ費用が安ければ、後者をબぶということである。他の人に資ྉ作成という作業をґཔ
するに当たっては、୭に作業をґཔするかを୳す費用、ґཔの内容や݅を交বする費用、作業を的確に行ってい
るかをモニターする費用がかかる。上࢘と部下という関係であれば、確かにこれらの費用をくえることができ
そうである。
ΊΒΕ͍ͯΔٻӦஅ͕ܦΛ౿·͑ͨʮͱ֎ʯΛ८Δߏ༺ɺI$5͕ͨΒ͢৽ͨͳඅʹۀا

લड़のとおり、ICTは、取Ҿ費用をҾき下͛る効果をもたらす。ここで重要なのは、企業にとって、市場を通
じた外部とのやり取りに関する取Ҿ費用と、上࢘と部下の関係のような内部における取Ҿ費用の方が下がるとい
うことである。例えばલ者の場合、インターネットを使えば、作業をґཔする૬手を୳し、ґཔ内容や݅を交ব
し、作業状況をモニターすることはۃめて容易になっている。クラウドソーシングは、まさにこのような場となっ
ている。後者の場合も、様々なICTπールを使うことで、従来の対໘でのଧ合せに比べて効率的に行うことが可
能となっていることに加え、従来であれば1人の上࢘が10人の部下をマネージすることしかできなかったのが、
20人の部下をマネージすることができるようになっているかもしれない。

したがって、企業には、ICTがもたらす新たな費用構造を踏まえ、外部に発するか、内部で行うかという判
断を、改めて行うことがٻめられている（ਤද�������）。

ここには、これまで内部で行っていたものを外部発に
りସえるという「組৫の市場化」と、あるいはこれまで
外部発していたものを内部に取りࠐΉという「市場の組
৫化」の判断も含まれる。また、導入するICTπールを
踏まえ、内部の組৫の在り方や業務の進め方についても、
見しがٻめられることになる。ࣰ㟒（2014）＊21は、
ICT導入にう企業改革のྖ域が、企業の枠内にとどま
らͣ、「企業の境ք」をどこにҾくかという局໘にも及ぶ
ことに৮れつつ、高度な経営判断がഭられる以上、トッ
プ・マネージメントによる改革へのコミットメントが不可
欠としている。
ʮͱ֎ʯΛ८ΔܦӦஅʹͨΓɺऔҾඅ༻Ҏ֎ʹཹҙ͖͢͜ͱԿ͔

取Ҿ費用は企業のコストの全てではなく、また、リソースを内部化することは、「規模の経ࡁ性」や「ൣғの経
する。しかしながら、このようなメリットの位置付けも変化していることにもཹҙش性」といったメリットも発ࡁ
することが必要である。例えば、「規模の経ࡁ性」は大規模な設備資や研究開発によるݻ定費といった供څଆに
ணしたものであるが、デジタル経ࡁにおいては、利用者が多ければ多いほど更に利用者をݺびࠐΉという、ध要
ଆにணした「ネットワーク効果」が重要である。また、「ൣғの経ࡁ性」は、組৫の内部にあるリソースを複数
の生産活動に応用することでメリットを発شするものであり、企業の多֯化にਖ਼当性を༩えてきたものであるが、
複数の主体の提携による外部のリソースの共有がメリットを生Ή「連携の経ࡁ性」を重ࢹする見方も出てきてい
る＊22。例えば、スマートフォンのOSは、第三者（サードパーティ）によるアプリの開発をલ提としたエコシス
テムとなっているため、発展してきている。

ਤද������� औҾඅ༻ʹΑΔۀاのߏのมԽ

"ࣾ

#ࣾʗݸਓ

"ࣾ
#事ۀ෦
ʗࣾһ

どͪΒの
औҾඅ用͕
҆いか

ᶃ ᶄ

ᶃʻᶄの߹、෦に๊͑るのなく֎෦かΒ調達
ᶃʼᶄの߹、֎෦かΒ調達するのでなく෦にऔりࠐΉ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊20	 3.).	$oaseʢ1937ʣʠ5he	/ature	of	the	'irmʡ
＊21	ࣰ㟒জʢ2014ʣh インフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʱ
＊22	ྫとͯ͠、ࣰ㟒ʢ2014ʣ͕͋るɻ
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このほか、第2߲でड़べたとおり、データが価創出の源ઘとなってきたことを踏まえ、Կをコア業務として内
部に持つのかを改めて判断する必要がある。第1ষ第1અでみたとおり、これまでզが国の多くの企業においては、
ICTはコア業務ではないとして、外部のICT企業にアウトソースされる向があった。このような「内と外」の
在り方でྑいのか、改めて経営判断がٻめられることになる。
ΪάΤίϊϛʔʵਓͱۀاͷؔͷߏ࠶ங

個人と企業の関わりにを向けると、これまで個人が企業に対して࿑働力を提供し、対価を得る方法としては、
その企業にब職するという形が一ൠ的であった。経ࡁ活動の主体としての個人にとって、このような働き方は、࿑
働の対価としてۚを支ってくれる૬手を୳し、࿑働とۚの内容や݅を交বし、確実にۚをってくれる
ことをモニターするという取Ҿ費用が安く、また、継続的な収入を得て安定的な生活を送れるという安心ײを得る
ことができたͩろう。企業にとっても、その人をޏ用することは、取Ҿ費用の観点から合理的と҉のうちにߟえ
ていたといえる。

他方、ۙ࠷では、あるಛ定の企業にब職するのではなく、市場を通じた個別のܖ約関係の中で、様々な企業に対
して࿑働力を提供するという働き方の方がྑいというߟえ方が出てきている。そのయ型が、本અ಄でड़べたフ
リーランスという働き方である。

このように、インターネットを通じて単発又は期の事を受するという働き方は、Ϊグエコノミーとݺばれ
ている。Ϊグエコノミーは、લड़したシェアリングエコノミーの一種であり、「市場のཻࡉ化」の表れであると同
時に、経ࡁ活動の主体間の関係の࠶構築の表れと見ることができる。そして、このような個人を८る関係の࠶構築
は、社会やコミュニティの在り方にも変革をٻめていくことになるͩろう。
ϞδϡʔϧԽͱάϩʔόϧόϦϡʔνΣʔϯͷܗ

モジュール化とグローバルバリューチェーンの形成も、ICTによるコスト構造の変革がもたらす企業と企業の
関係の࠶構築とみることができる。

モジュール化とは、複ࡶなシステムを、機能的なまとまりのあるಠ立した要素に分割し、システムの設計や管理
を行うことを指す。そして、このような分割された個別の要素を、「モジュール」という。例えばPCのハードウェ
アの場合、CP6、ストϨージ、メモリ、ディスプϨイ、キーボードといったモジュールを組み合わせる形で構成
されている。

モジュール化は、各モジュールにಛ化した大量生産を行うことにより各モジュールのコストの減を可能とする
他、各モジュールを様々に組み合わせることにより多種多様なの開発を可能とするといったメリットがଘ在す
るとされる。他方、各モジュールを組み合わせて一つのを作る上では、モジュール間の関係を調整するための
コストを要することとなる。モジュール間のインターフェースを標準化することにより、このような調整コストを
一定程度えることは可能であるが、各モジュールを別々の企業が造する場合、これら企業間のやり取りのコス
トすなわち取Ҿ費用が高ければ、લड़のようなモジュール化のメリットが総体として発شできないことになる。そ
のҙຯで、ICTの発展・普及による取Ҿ費用の下が企業間の分業によるモジュール化のメリットの発شを可能
としているのであり、企業の中にดじたの造から、複数の企業の分業による造という方向へと企業を८る
関係の࠶構築が行われていることになる＊23。

このようなモジュール化に基づく分業がੈ
ք規模で進展している中で形成されてきたの
が、グローバルバリューチェーンであるとい
える。グローバルバリューチェーンとは、
の構想から設計・造・マーケティング・
ൢച等に至るまでのバリューチェーンがੈք
規模で展開されているものを表す＊24。

スマートフォンを例にとると、通常はզが
国の企業のほか、ถ国・中国・台・ؖ国と
いった様々な国・地域の企業がモジュール化
された部の造等を行っており、グローバ

ਤද������� スϚートϑΥϯʹ͓͚ΔάϩーόϧόϦϡーνΣー
ϯのྫ

ΞϓϦέーシϣン・ϓϩηοαー　ؖ国

ϕースόンυ、τランシーόー　υイπ
ϝϞϦ　ถ国

σΟスϓϨイ　ຊ・ؖ国
λονスΫϦーン　ถ国・

όοテϦー　ؖ国

ؖ国　ϑラοシϡϝϞϦ

ถ国　8J'J、#MVFUPPUI、(14

υイπ　ిݯཧϝインσόイス

ถ国　λονスΫϦーンίンτϩーラー、
　　　オーσΟオC0%&C
ຊ　ిࢠίンパス
ϑランス　Ճ度ܭ、δϟイϩスίーϓ

（出య）O&C%（2013）を基に作成

＊23	Ԟਖ਼ɾా৴ʢ2001ʣh ใ化とࡁܦシステムのసʱ
＊24	 0&$%ʢ2013ʣʠ*nterconnected	&conomies:	#enepting	from	(MoCaM	7aMue	$hainsʡ
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ルバリューチェーンを構成している（図表2-1-4-2）。このようなグローバルバリューチェーンの形成は、ICTの
発展・普及が世界規模での企業間のやり取りのコストを引き下げたことが大きな要因となっている＊25。そして、
第2節で後述するとおり、このことが先進国から新興国・途上国への労働機会の移転といったことにもつながって
いる。

5 デジタル・トランスフォーメーション－あらゆる産業にICTが一体化していく
ここまで述べた3つの特質が具体的な形で現れている姿として、「あらゆる産業にICTが一体化していく」とい

うことが挙げられる。このことは「デジタル・トランスフォーメーション」と呼ばれている。
デジタル・トランスフォーメーションと従来の情報化／ICT利活用は何が違うのか
「デジタル・トランスフォーメーション」という概念は、スウェーデンの大学教授のエリック・ストルターマン
が提唱した概念であるとされ、「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」である
とされる。ICTが人々の生活を良くしていくことについては、従来から主張されていたことであり、産業のあら
ゆる領域において、「情報化」あるいは「ICTの利活用」というスローガンで進められてきた。それでは、このデ
ジタル・トランスフォーメーションと、従来の情報化／ICT利活用では、何が異なるのだろうか。
最大の違いは、従来の情報化／ICT利活用

では、既に確立された産業を前提に、あくま
でもその産業の効率化や価値の向上を実現す
るものであったのに対し、デジタル・トラン
スフォーメーションにおいては、その産業の
ビジネスモデル自体を変革していくというこ
とである＊26（図表2-1-5-1）。
そして、ICTの位置付けは、前者において

は補助ツールにすぎなかったものが、後者に
おいては事業のコアということになる。例え
ば、従来銀行においてICTを利用してオン
ラインバンキングや決済のシステムを構築す
るといったことは行われてきたが、銀行は
ICT企業ではなかった。他方、近時様々な
フィンテックと呼ばれるサービスが提供されるようになったが、フィンテック企業は金融サービスを提供する企業
であるとともに、ICTサービスを提供する企業という側面も持つ。そして、フィンテック企業は、伝統的な金融
業界自体も変革している。
デジタル・トランスフォーメーションの別の表現として、様々な産業にテクノロジーをかけ合わせるという意味

のX-Tech（クロステック）や、フィジカルとデジタルが融合するという意味のDigicalあるいはPhysitalという
ものがあるが、いずれも産業にICTが一体化するという本質を表したものであるといえよう。
新たなコスト構造に適した非連続的な進化を企業に求めるデジタル・トランスフォーメーション
ここまで述べたとおり、ICTがあらゆる経済活動の根本となるコスト構造を変えているために、ICT企業はこ

の新たなコスト構造に適した形のビジネスモデルを構築してあらゆる産業に進出している。同時に、あらゆる産業
における伝統的なプレイヤーは、新たなコスト構造に適した形へと自らを変えていくことが求められている。これ
がデジタル・トランスフォーメーションの本質の一つであるといえよう。
すなわち、デジタル・トランスフォーメーションは、単にICTを利活用して企業のビジネスを改善する取組で

はなく、企業に組織やビジネスモデル自体の変革という非連続的な進化を求めるものである。そして、次に述べる
とおり、このような進化を果たすことができない企業には市場からの退出を余儀なくするものであり、伝統的なプ

図表2-1-5-1 従来の情報化／ICT利活用とデジタル・トランス
フォーメーションの違い

ۀ࢈

*$5
*$5

ۀ࢈

ैདྷͷใԽʗ *$5ར׆༻ σδλϧɾτϥϯεϑΥʔϝʔγϣϯ

*$5ɺཱ֬͞Εͨۀ࢈ͷ
ޮԽՁͷ্Λ
Δิॿπʔϧ͢ݱ࣮

*$5ɺۀ࢈ͱҰମԽ͢Δ͜ͱͰɺ
ϏδωεϞσϧࣗମΛมֵ͢Δ

ͷίΞͱͳΔۀࣄ
（出典）各種公表資料より総務省作成

＊25	 OECD（2013）は、ICTが遠隔地にある企業内・企業間の複雑な調整のコストを抜本的に下げたことがグローバルバリューチェーンの発展の
理由としている。山本謙三「IoTでつながる世界経済、日本企業～業種を超えた競争・協調の新時代へ」成城大学経済研究所年報第31号
（2018）による解説も参照。

	 （http://www.seijo.ac.jp/research/economics/publications/annual-report/jtmo420000000mtr-att/a1528090521816.pdf）
＊26	 Alina	Bockshecker,	Sarah	Hackstein,	Ulrike	Baumöl（2018）“Systematization:	digital	transformation	and	phenomena”

S
o
c
i
e
t
y  

5・0
が
真
価
を
発
揮
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か

第
2
章

デジタル経済の特質は何か第 1節

令和元年版　情報通信白書　第1部138



ϨイϠーにとって生きるための取組でもあることにཹҙが必要である。
σδλϧɾσΟεϥϓγϣϯʵैདྷͷίετߏΛલఏͱͨ͠ϏδωεϞσϧͷଘଓ͕ࠔͱͳ͍ͬͯΔ

ICT企業の市場参入によって、伝౷
的な企業が市場からのୀ出を余ّなく
される事例が出てきている。これを、
デジタル・ディスラプション（デジタ
ルによるഁ壊）という。例えば、ถ国
においては、ブロックバスター、ToZT 

ʠRʡ 6T、シアーζといった大規模な有
名企業が経営ഁした。これらは、
ICT企業による市場参入への対応がで
きなかったためとされる（ਤද�������）。

このようなデジタル・ディスラプションは、伝౷的な産業における従来のコスト構造をલ提としたビジネスモデ
ルが、ICTによる新たなコスト構造にదした形のビジネスモデルとのڝ૪の中で、ଘ続が困難となる場合がある
ことを示しているといえよう。

զが国においても、デジタル化によるӨڹの認ࣝが高まってきている。一ൠ社団法人日本情報システム・ユー
βー協会（J6AS）とࣜג会社野村総合研究所がICTのユーβー企業を対象として行った「デジタル化の取り組み
に関する調査」（2019年4月）＊27によれば、デジタル化の進展が自社のطଘビジネスの༏位性やӬ続性に༩えるӨ
とճしており、લ年度の9�1�から大きく「が出ているڹにӨط」について、2018年度調査では、15�8�がڹ
૿加している。また、32�7�が「ഁ壊的なӨڹをもたらす可能性がある」としている（ਤද�������）。

ਤද������� ถࠃʹ͓͚Δσδλϧ・σΟスϥϓγϣϯのྫ

ϒϩοΫόスλー
ถ国のେखϨンλϧϏσオ・%7%νΣーン
�/FUGMJYなどのインλーωοτಈը配信αーϏスなどにѹഭ͞れ、
20�0年�݄に連࢈๏ୈ��ষにͮجく࢈खଓʢܕݐ࠶ʣを申請

5PZT�ʠ3ʡ�6T

ถ国のେख؝۩ྔൢ店
�"NB[POなどのインλーωοτ௨ൢαーϏスなどにѹഭ͞れ、20��
年�݄に連࢈๏ୈ��ষにͮجく࢈खଓʢܕݐ࠶ʣを申請
20��年�݄Αりถ国事ۀのਗ਼算を開࢝

γΞーζ
ถ国のେख百՟店
�"NB[POなどのインλーωοτ௨ൢαーϏスなどにѹഭ͞れ、20��
年�0݄に連࢈๏ୈ��ষにͮجく࢈खଓʢܕݐ࠶ʣを申請

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ਤද������� σδλϧԽʹΑΔӨڹ

20��年度

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ

�����2������

20��年度 �������2���

20��年度 0�0 2� �0��

ग़ている͕ڹにӨط ഁյతなӨڹをたΒすՄੑ͕ある
あるఔ度ӨڹするՄੑ͕ある そのଞ

（出య）J6AS・野村総合研究所（2019）を基に作成

＊27	 https://juas.or.jp/cms/media/2017/03/%igitaM19_ppt.pdf
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1 σδλϧࡁܦͷਐԽࣾձΛ๛͔ʹ͢Δ͔
デジタル経ࡁが進化する中で、人々はインターネットを通じて様々な情報を入手できるようになっているととも

に、自らがੈքに向けて情報を発信する主体となることも可能になっている。しかも、これらは無ྉであることも
多い。また、情報の入手や発信ͩけではなく、モノのചങや事の受など、様々な経ࡁ活動に個人の立場で参加
できる機会が拡大している。

他方、ۙ年、格ࠩを८る題がੈք的に議となっている。その中で、എܠあるいはݪҼとしてしばしば言及さ
れるテーマは、グローバル化であり、そしてデジタル化である。更に、この格ࠩを८る題に関連して社会の分断
や対立が進んでいるという見解もある。

デジタル経ࡁの進化は、社会を๛かにしているのͩろうか。この点に関連する様々な点と、主な議を介す
る。

σδλϧࡁܦͱ(%Pʗੜੑ࢈Λ८Δٞ�
ઌਐڞʹࠃ௨ͯ͠(%P͕৳ͼΜͰ͍Δʵ࠶ͼݱΕͨʮιϩʔɾύϥυοΫεʯ

現在、国の๛かさを評価する指標としてੈք的に広く用いられているのは、国内総生産（G%P）である。G%P
とは、国内で生産された「付加価」の合計を表すものである。「付加価」の概೦には難しい໘があるが、基本
的なߟえ方は、生産されたものからそのݪ材ྉ等となった中間入をআいたもの、ということである。

すなわち、ある企業が1ԯ円のモノを生産した際に、生産に使用したݪ材ྉ等が4000ສ円であれば、付加価
は6000ສ円ということになる。付加価の6000ສ円は、企業に融資しているۚ融機関への利ଉの支、企業に
出資しているג主への配当、政府への納税等のほか、企業の従業員に対する人݅費の支といった形で社会に分配
される。

このように、付加価が高ければ、多くの人々がより多くの分配を受けることができるため、社会を๛かにする
ことになる。また、この付加価を࿑働者一人当たりあるいは࿑働の単位時間当たりで計ଌしたものが、࿑働生産
性である。

2008年のリーマン・ショックにより、ੈք各国のG%Pは大෯なམちࠐみを経験した。その後、各国ともにお
おΉͶճ復基調にあるものの、先進国に共通してG%Pが৳びんでいるという向が出てきている（ਤද������
�）。ੈք的に、ICTをはじめとする先端技術の導入や利用が進Ήとともに、働く人々の教育Ϩベルも向上し、経
。われる中で、なͥこのような現象が生じているのͩろうかࢥ活動が活発になっているとࡁ
ਤද������� ओཁઌਐࠃのҰਓͨり࣮࣭(%1のਪҠ
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第�節 σδλϧࡁܦͷਐԽͲͷΑ͏ͳࣾձΛͨΒ͢ͷ͔
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第1ষ第̍અにおいて、かつてถ国においてICTの導入にもかかわらͣ生産性が上ঢしないという現象（ソ
ロー・パラドックス）があったことを介した。現在のG%Pの৳びみという状況は、一度解ܾしたかにࢥわれ
たこのソロー・パラドックスが࠶び現れているのではないかとの議を生んでいる。更にいえば、ICTは本当に
経ࡁを成させるのかというٙすら͛かけられている。
I$5(%PΛͨΒ͞ͳ͍ͷ͔ʵʮٕज़൵؍ʯͱʮٕज़ָ؍ʯ

このようなG%Pʗ生産性の৳びみ
については、ICTとの関係を指ఠする
議がんになっている＊1（ਤද����
���）。

まͣ、ICTはそれほど革新的な技術
ではないため、G%Pの高い成をもた
らさない、という見方がある。産業革
໋におけるかつての技術革新と比べる
と、ICTが人間生活に及΅すӨڹは限
定的であるというものであり、「技術
൵観」ともݺばれている＊2。具体的
には、ICTによるイノベーションはޘ
ָや情報通信自体といった分野に限られ、ৠ気機関や電力といった人間生活のあらΏるྖ域にわたって大きなӨڹ
を༩えた過去の技術革新には及ばないというものである＊3。

次に、ICTは無ྉでのサービス提供やطଘのモノのシェアを促進するため、そもそもG%Pの成にݙߩしない、
という見方がある＊4。例えば、インターネット上の検ࡧサービスや地図サービス、動画配信サービス、スマート
フォン上の各種アプリケーション等、消費者は無ྉで様々なサービスを利用できるようになっている。また、
WJLJQeEJBが従来のඦՊ事యに取って代わっているとされるように、かつては有ྉで行われていた経ࡁ活動が、
無ྉのものへと置き換えられている。このような無ྉサービスについては、いくら多く使われるようになったとし
ても、あるいは利用者の実ײとして高い価を持つものであっても、গなくとも接的にはG%Pに表れないこと
になる。このほか、例えばフリマアプリを通じたモノのシェアにより、中ݹが有効活用されることになるが、中
のചങはG%Pに計上されない一方で、新たなモノの消費が制されることとなれば、G%Pにはマイナスのݹ
Өڹが出ることになる。

これらの見方がある໘、ICTはやはり革新的な技術でありG%Pの成にも大きな効果があるが、現在はまͩ
その効果が表れていないͩけである、という見方がある。このような見方は、લड़の「技術൵観」に対߅するも
のとして、「技術ָ観」ともݺばれている＊5。
「技術൵観」と「技術ָ観」のં的なものとして、ICTにより先端的な企業は生産性を大きく高めている

一方、他の企業ではそのようになっておらͣ、これらを平ۉすると総体で生産性が৳びんでいる、という見方も
ある＊6。この見方においては、企業間でのࠩが生じる理由として、ICTには「一人উち」をもたらすಛ性がある点
にணしている。

これらの4つの見方のうち、2点の見方については、現在のG%P౷計はデジタル経ࡁにおける生産活動をे
分にัଊできていないという計ଌ上の課題としてଊえられてきている。また、3点の「技術ָ観」に関連し、
過去の大きな技術革新からの教訓をֶぶべきであるという議がある。それͧれについて、次にઆ明する。

ਤද������� (%1ʗ生࢈性の৳ͼΈͱ*$5のؔΛ८Δٞの֓ཁ

ٕज़൵؍

に͓͚るかつてのٕज़ֵ৽とൺると、ICT͕ਓؒ生活に及ֵ໋ۀ࢈�
΅すӨڹݶ定త
�ICTにΑるイϊϕーシϣン、ָޘや情報௨信自体といͬたにݶ
Βれる
͜のため、ICTのൃ展にかかΘΒͣ、ޙࠓ生ੑ࢈のఀଓく

ʮσδλϧࡁܦのܭଌʯの
ʹ͢Δํ͑ߟ

ICT、ແྉでのαーϏスఏڙやطଘのϞϊのシΣΞをଅ進する
�͜ れΒについて、ࡏݱの(%1౷ܭेにัଊで͖ていないՄੑ
͕あり、·た、ัଊす͖かど͏かについて͕ٞඞ要

ٕज़ָ؍
ICT、ࣾձ・ࡁܦのあΒΏるྖ域にӨڹを及΅すֵ৽తなٕज़
�たͩし、ICTのಋೖ・普及かΒ生ੑ࢈の向上とい͏ޮ果のൃݱ·でに
λイムラά͕あり、ࡏݱ·ͩޮ果͕ेにग़ていない

ٕज़൵؍ͱָ؍の
ંతなํ͑ߟ

ICTにΑり、ઌతなۀا生ੑ࢈をେ͖く高めている
�ଞ方、ଞのۀاでそのΑ͏なޮ果͕ग़て͓Βͣ、ฏۉすると૯体と
して生͕ੑ࢈৳ͼΜでいる

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊1	 ͜の΄͔、ถࠃのࡒݩͰֶࡁܦ者のϩʔϨンスɾαϚʔζにΑる「ఀظ」にݟΒΕるΑ͏に、(%1の৳ͼΈのݪҼΛधཁ
ෆにΑるࢿのఀにٻΊるٞ等͕͋るɻ

＊2	 ٕज़൵؍者のදとͯ͠、ถࠃϊʔスΣスλンେֶڭतのϩόʔτɾ+ɾΰʔυン͕͛ڍΒΕるɻ3oCert	+.	(ordonʢ2012ʣʠ*s	64	
economic	growth	oWer 	'aMtering	innoWation	confronts	the	siY	headwindsʡ	$&13	1oMicy	*nsight	63

＊3	 3oCert	+.	(ordonʢ2016ʣʠ5he	3ise	and	'aMM	of	"merican	(rowthʡ
＊4	 ͜のに͍͍ͭͯͯ͡るのとͯ͠、/."hmad	and	1.4chreyerʢ2016ʣʠ.easuring	(%1	in	a	%igitaMi[ed	&conomyʡ͕͋るɻ
＊5	 ٕज़ָ؍者のදとͯ͠、ถࠃϚανϡʔηοπՊେֶڭतのΤϦοΫɾϒϦχϣϧフιン͕͛ڍΒΕるɻ
＊6	 "ndrews	%.	$.	$riscuoMo	and	1.	(aMʢ2016ʣʠ5he	#est	Wersus	the	3est:	5he	(MoCaM	1roductiWity	4Mowdown	%iWergence	across	'irms	and	

the	3oMe	of	1uCMic	1oMicyʡʢhttps://doi.org/10.17�7/63629cc9�enʣ
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ʮσδλϧࡁܦͷܭଌʯΛ८Δٞ�
(%P౷ܭσδλϧࡁܦͷ׆ࡁܦಈΛัଊͰ͖͍ͯͳ͍ͷͰͳ͍͔

ӳ国のイングランドۜ行元෭総ࡋで経ֶࡁ者のチϟールζ・ビーンは、ӳ国政府からの要請を受け、2016年に
デジタル経ࡁにおける国民経ࡁ計7＊ࢉに関する報告書＊�を提出した。このことをきっかけとして、「デジタル経ࡁ
の計ଌ」というテーマが、国際的にされることとなった。すなわち、現在のG%P౷計は、デジタル経ࡁにお
ける様々な経ࡁ活動をे分にัଊ・өできていないのではないかという議である。
ແྉαʔϏε(%Pʹө͞ΕΔͷ͔

現在のG%P౷計がัଊできていない可能性があるとされるものの一つに、લड़の無ྉサービスがある。無ྉ
サービスは、インターネット上の検ࡧサービスや地図サービス、動画配信サービス、スマートフォン上の各種アプ
リケーション等にみられる。

消費者が無ྉで利用できるサービスというもの自体は、インターネットの登場・普及以લからଘ在する。このた
め、無ྉサービスを८る経ࡁ活動のัଊというテーマは、ܾして新しいものではない。例えば、地上波の民間放送
は、無ྉでࢹௌすることができる組みとなっている。このビジネスモデルにおいては、ࢹௌ者は無ྉである
໘、広告主が放送局に対して広告ྉを支っている（ਤද�������）。このため、広告に関連する経ࡁ活動をѲ
していれば、無ྉの地上波放送を取りרく経ࡁ活動が全くัଊできていないというわけではない。たͩし、これは
あくまでも広告という経ࡁ活動の価をัଊしているのであって、放送サービス自体の価をัଊしているもので
はない。すなわち、たとえ放送サービスの質を高めるために様々な活動を行ったとしても、それが広告収入を૿や
すものでない限りにおいては、G%Pにはөされないことになる。

インターネット上の無ྉサービスについても、多くは
広告収入により支えられている。このため、基本的な構
図は地上波放送の場合と同じであり、インターネット上
の無ྉサービスの質を高めようとする様々な活動は、広
告収入を૿やすものでなければG%Pにはөされないこ
とになる。インターネット上で次々と無ྉサービスが登
場・普及しており、その提供のための生産活動が拡大し
ている中で、このような無ྉサービスを८る題のӨڹ
は、かつてないほど大きくなっているといえる。
γΣΞϦϯάΤίϊϛʔ(%Pʹө͞ΕΔͷ͔

現在のG%P౷計との関係で題となっているもう一つ
のテーマとして、シェアリングエコノミーがある。シェ
アリングエコノミーは、空間・移動・モノ・スキル・お
ۚをシェアするものであり＊9、従来消費者とされていた
主体がモノやサービスを提供する、いわΏるC Uo CやC 
Uo Bの取Ҿが含まれる。

これらの取Ҿは、フリマアプリにみられるように、デ
ジタル・プラットフォーマーとݺばれる事業者が介す
る形となっているのが通例である。そして、介してい
るデジタル・プラットフォーマーは、介手数ྉといった形でԿらかの収入を得ることになる。このため、このよ
うなデジタル・プラットフォーマーの収入等をัଊしている限りにおいては、シェアリングエコノミーについて一
定程度Ѳすることが可能である。

しかしながら、シェアリングエコノミーにおける࠷大の経ࡁ活動は、従来消費者とされていた主体によるモノ・
サービスの提供すなわちC Uo CやC Uo Bの取Ҿであり、この取Ҿの規模や付加価については、従来の౷計では
なかなかଊえられない。この点についても、ܾして全く新たな課題というわけではなく、以લよりG%P౷計には

ਤද������� ແྉサービスのߏ

サービスఏऀڙ サービスར༻ऀ
αーϏスのఏڙ

サービスྉۚのࢧなし
ʹແྉ

ओࠂ

ڙखஈのఏࠂ ࢧྉのࠂ

ڙのఏࠂ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ਤද������� γΣΞϦϯάΤίϊϛーのߏ

खྉの
ࢧ

αーϏスのఏڙ

サービスྉۚのࢧ

खྉの
ࢧ のఏڙ

サービスར༻ऀ
ʢݸਓʣ

サービスఏऀڙ
ʢݸਓʣ

ओࠂ

のఏڙ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊7	 ඪのҰͭͰ͋るɻࢦͮ͘جにࢉܭࡁܦຽࠃ͢るのͰ͋Γ、(%1هతにܥのશମ૾Λମࡁܦのࠃ
＊�	 #ean	$.ʢ2016ʣ┍┲┨┩┴┩┲┨┩┲┸ⓤ┖┩┺┭┩┻ⓤ┳┪ⓤ┙┏ⓤ┩┧┳┲┳┱┭┧ⓤ┷┸┥┸┭┷┸┭┧┷⓾ⓤ╓┲┥┰ⓤ┶┩┴┳┶┸⓰	).	5reasury	$aCinet	0⒏ce.
＊9	 シΣΞϦンάΤίϊϛʔڠ会のఆٛにΑるɻ
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Ո事࿑働が計上されないといったことがあった＊10が、シェアリングエコノミーが伝౷的な経ࡁ活動を代ସしつつ
あるといわれる中で、大きな点となっている。

具体的には、介者であるデジタル・プラットフォーマーの収入等からC Uo CやC Uo Bの取Ҿ規模を推計する
方法や、個人による取Ҿを接ัଊする方法等、ੈք的に様々な方策が検討されている。

σδλϧࡁܦͱ֨ࠩΛ८Δٞ�
ΤϨϑΝϯτɾΧʔϒͷিܸ

2012年に経ֶࡁ者のブランコ・ミラノϰィッチ
が示した「エϨファント・カーブ」は、ੈքの格ࠩ
に関する現状を象的に示すものとして、大きな話
題をݺんͩ。すなわち、ਤද�������に示すとおり、
1988年から2008年までの20年間で、先進国の高
所得者層と、新ڵ国・途上国の中間層の所得が大෯
に上ঢしている一方で、先進国の中所得者層は、所
得を減গさせているというものであった。このグラ
フの形があたかもඓを上͛た象の࢟のように見える
ため、「エϨファント・カーブ」とݺばれている。

これは、ੈք全体でみれば、格ࠩはॖখしている
ことを示すものであるといえる。すなわち、新ڵ
国・途上国の人々の所得は、先進国の人々の所得に
ۙ付いていることになる。

他方、先進国に限ってみると、高所得者層と中間層の格ࠩが拡大していることになり、このことがถ国における
トランプ大౷ྖの生や、ӳ国における&6に向けた動き（BSeYJU）等、現在の国際情における大きな動き
にも関係しているという見方もある。
I$5֨ࠩΛੜΜͰ͍Δͷ͔
「エϨファント・カーブ」に象されるੈքの格ࠩに関する変化は、ICTと関係しているのͩろうか。更にいえ

ば、ICTが格ࠩを生んでいるのͩろうか。
この点に関連する分析を行ったものとして、

2017年にIM'のエコノミストが公表したワーキン
グϖーパー＊11がある。このワーキングϖーパーで
は、1991年から2014年にかけて、ੈքで࿑働分
配率がどのように変化したのか、そしてどのような
要素がこの変化にӨڹをもたらしたのかについて分
析している。࿑働分配率とは、生み出された付加価
のうち、どの͙らいの割合がۚ等の形で࿑働者
にؐ元されたかを示すものである。

これによれば、࿑働分配率は、高スキルの࿑働者
についてのみ高まり、中スキルとスキルの࿑働者
については減গしている。そして、先進国の中スキ
ルの࿑働者に限ってみれば、࿑働分配率の減গをも
たらした要Ҽの大部分を「技術」がめ、これに次
͙「グローバルバリューチェーンへの参加」と合わ
せた2つの要Ҽで大部分をめている（ਤද�������）。

ਤද������� ΤϨϑΝϯト・Χーϒ

৽ࠃڵதؒ

ઌਐࠃதؒ

ઌਐࠃ༟

民̍ਓͨりのࠃ
ॴಘの৳ͼʢˋʣ
��

��

��

��

��

��

��

��

��

�
� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

ʵ��
 ॴಘ ߴ

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ਤද������� ࿑ಇのมԽͱ֤ཁૉのد༩

ٕज़�2

�0

�

�

�

2

0

ʵ2

ʵ�

ʵ�

ʵ�

άϩーόϧόϦϡーνΣーンへのࢀՃ

高スΩϧ தスΩϧ スΩϧ ઌ進国தスΩϧ

ۚ༥౷߹
࿑ಇ配のมԽ

スΩϧڅڙのมԽ等

˞ਤ����年かΒ20��年·での࿑ಇ配のมԽと各要ૉのد༩度を࿑ಇ者のス
Ωϧผにࣔしたの

（出య）M� C� %Bo, eU BM�（2017）を基に作成

＊10	͜のたΊ、͋る人͕Ոࣄ࿑ಇΛ͏ߦ用人Λޏ用͠、ۚΛࢧっ͍ͯるとͯ͠、ͦの人͕用人と݁ࠗ͠た߹、Ҿ͖ଓ͖ಉ༷にՈࣄ࿑ಇ
Λお͍͠ئたと͢Ε、たと͑ԿΒ͔のۚમతใुΛࢧ͍ଓけたとͯ͠、(%1減少͢る͜とにͳるɻ

＊11	.ai	$hi	%ao	.itaMi	%as	;soka	,oc[an	8eicheng	-ianʢ2017ʣʠ8hy	*s	-aCor	3eceiWing	a	4maMMer	4hare	of	(MoCaM	*ncome 	5heory	and	
&mpiricaM	&Widence.ʡ	*.'	8orking	1aper	81/17/169
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「技術」について、ワーキングϖーパーでは、ICTが機ցを含ΉあらΏるモノの価格を下͛ることにより、ルー
ティンタスクの機ց化が進Ή＊12点にணしている。「グローバルバリューチェーン」については、第̍અでड़べた
とおりICTの発展・普及がもたらした現象ととらえることができ、ワーキングϖーパーにおいてもこの点を指ఠ
している。その上で、スキルの࿑働集約的な生産過程が先進国から新ڵ国・途上国に移る点にணしている。こ
のように、࿑働分配率からみた格ࠩの状況には、ICTが大きく関係していると結付けている。

具体的には、どのようなことがىこっているのͩろうか。あくまでもถ国を対象とした別の研究結果＊13におい
て、次のような分析がなされている。

1979年から2012年にかけての全ൠ的な向として、・中スキルの職業の࿑働者が減গする一方で、より高
いスキルとよりいスキルの࿑働者の方が૿加している。・中スキルの職業の࿑働者の減গのഎܠとしては、
ICTの導入等による機ցへの代ସや、新ڵ国への業務の移転等がߟえられる。

他方、10年͝とにࡉかくみると、1999年まではスキルよりも高スキルの࿑働者の方が૿加していたものの、
1999年以降は高スキルよりもスキルの࿑働者の方が૿加している。すなわち、ۙ年では中スキルの職業の࿑働
者が、高スキルの職業ではなくスキルの職業へと移動する向にあることを示している。高スキルの職業への移
動が進まないのは、中スキルの職業の࿑働者が期間でスキルを高めることで高いスキルを要する職業に移動する
ことが、ۙ年は難しくなってきているといったことがߟえられる（ਤද�������）。

զ͕ࠃʹ͓͍ͯɺϧʔνϯۀ͕ൺֱత͍ͯͬΔ
զが国においても、中スキルの職業の࿑働者が機ցにより代ସされているのͩろうか。この点に関連し、ICTの

活用度＊14とルーチン業務の૬対的な多さ＊15の関係について、O&C%加ໍ国を対象に各国比較を行った分析があ
る＊16。これによると、ถ国、フィンランドɺデンマーク等ではɺICTの活用が進Ήと同時にɺルーチン業務が減গし
ている一方でɺզが国ではICTの活用はさほど進んでおらͣɺルーチン業務も比較的多い（ਤද�������）。この点
について、զが国においては、ルーチン業務は機ցではなく非ਖ਼規ޏ用に代ସされた可能性が指ఠされている＊17。

ਤද������� ถࠃʹ͓͚ΔスΩϧผのޏ༻のมԽ
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スΩϧの度߹いʢ����年のฏۉۚをجにઃ定ʣ
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˞ਤ����年かΒ20�2年·でのޏ用者にめるシΣΞのมԽを࿑ಇ者のスΩϧผにࣔしたの
（出య）%BWJE )� AVUoS（2015）を基に作成

ࢿຊのίスτΛԼ͛る͜とͰ、࿑ಇのίスτΑΓ割҆とͳΓ、࿑ಇ͕ࢿた߹、*$5ྀ͕͠ߟຊと࿑ಇΛࢿཁૉとͯ͠࢈ると、ੜ͍͑ݴ	12＊
ຊにସ͞Εると͍͏͜とͰ͋るɻ

＊13	 %aWid	).	"utorʢ2015ʣʠ8hy	"re	5here	4tiMM	4o	.any	+oCs 	5he	)istory	and	'uture	of	8orkpMace	"utomationʡ
＊14	 0&$%のࡍࠃ人ྗௐࠪʢ1*""$ʣにΑΓ2011͔Β2012に͔けͯऩू͠たσʔλの͏ͪ、ۀͰのインλʔωοτ׆用、スϓϨου

シʔτʢ&YceMʣの用、ϓϩάラϛンάޠݴの用等にؔ͢るの͔Βࢉ出͞Ε͍ͯるɻ
＊15	 1*""$のσʔλ等Λ用͍、35*ʢ3outine	task�intensityʣとͯ͠ࢉ出͞Ε͍ͯるɻ
＊16	 4ara	%e	Ma	3ica	and	-ucas	(orta[arʢ2016ʣʠ%i⒎erences	in	+oC	%e�3outini[ation	in	0&$%	$ountries:	&Widence	from	1*""$ʡ
＊17	͜ΕΒのੳに͍ͭͯ、࣍のจݙΛߟࢀに͍ͯ͠るɻ
	 ʣ「ྉࢿ会౼ݕࡁܦ*"ୈ3ճ"*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ」ʢ૯ল「にؔ͢るཧϝϞ࢈ࢿܗແ」Ұʢ2019.02.25ʣాؠ
	 ʢhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000604412.pdfʣ
	 ʣ「ྉࢿ会౼ݕࡁܦ*"ୈ3ճ"*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ」ʢ૯ল「用ޏとࡁܦ*"」ʢ2019.02.25ʣ܄ຊࢁ
	 ʢhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000604413.pdfʣ
	 性向上࢈のੜۀاΛੜ͖ൈ͘たΊのຊֵ໋ۀ࢈࣍Ұʢ2019.01.21ʣ「*o5/インμスτϦʔ4.0͕༩͑るインύΫτɹୈ��ճ「ୈ4ߊຊؠ

ʢ6ʣʵ	ͳͥ、ຊۀاのੜ࢈性͍の͔	ʵ」ʢhttps://www.rieti.go.jp/users/iwamoto�koichi/seriaM/0��.htmMʣ
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I$5ʮҰਓউͪʯΛੜΉͷ͔
ICTは、ネットワーク効果＊1�等により「一人উち」を生Ήという向を持つことが指ఠされている。先端的な

企業と他の企業で生産性の向上にࠩがあるというલड़のような分析があるとおり、この点が格ࠩにつながっている
との見方がある。

ネットワーク効果とは、第1ষ第3અでड़べたように、あるネットワークへの参加者が多ければ多いほど、その
ネットワークの価が高まり、更に参加者をݺびࠐΉというものである。例えば、Ոや༑人が使っているSNS
と、そうでないSNSとでは価がҟなるため、「Ոや༑人が使っているSNSを自分も使う」というબは自વ
ͩろう。その結果として、一定規模の利用者の֫得に成ޭしたサービスを提供する事業者は、サービスの更なる拡
大が実現することで市場での成ޭにۙ付くが、そうでない事業者は失ഊすることになる。

また、第1અͰड़ͨͱ͓Γɺデジタル化された情報の複・伝達の限ք費用がほ΅θロとなり、市場が「拡大
化」する中で、「一人উち」のӨڹは急速かつ広ൣғに広がるとの見方がある＊19。

このような「一人উち」を生Ήデジタル経ࡁのಛ性を、「スーパースター経ࡁ」とݺぶ者もいる＊20。
֨ࠩʹؔ͢ΔٞɺσδλϧࡁܦͷਐԽͱ͍͏ࢹͰଊ͑Δ͜ͱ͕ॏཁ

ここまで介したとおり、ੈքにおける格ࠩを८る現在の状況には、ICTが関係しているとの見方は有力であ
るといえよう。গなくとも、格ࠩに関する議は、個別の政策の効果といったࢹ点を超えて、デジタル経ࡁの進化
というࢹ点でଊえることが重要となる。
৽ͨͳ֨ࠩੋਖ਼ࡦΛ८Δ͕ٞग़͖͍ͯͯΔ

先進国においては格ࠩが拡大する向にあることを踏まえ、格ࠩのੋਖ਼策が必要であるという議が出てきてい
る。その具体的な方策として、様々な新たなߟえ方が示され、議となっている。

例えば、ベーシックインカムというߟえ方が提এされている。ベーシックインカムに確立された定ٛはないもの
の、一つの例として、「定期的な現ۚのڅ付であり、全ての人に個人単位で、資力調査や࿑働の要݅なしに無݅
で提供するもの」が͛ڍられる＊21。フィンランドにおいては、2017年1月から2018年12月までの2年間、無作
ҝにબ出した2000人の失業者を対象として月ֹ560ユーロをڅ付する実験が行われた。実験の定結果によれば、
用への効果はなかったとのことである＊22。ベーシックインカムにつޏは高まったものの、1年におけるײ福
いては、その効果を८る議があるとともに、財政ෛ担をどうするのかといった題や、働くことによる生きがい
をୣうのではないかとの൷判がある。

また、ロボット税というߟえ方も出てきている。これは、࿑働者を機ցにより置き換えることに対し、Կらかの
課税を行うべきというものである。2016年にԤभ議会で議されたものの、൱ܾされている。

ਤද������� *$5活༻ͱϧーνϯۀの૬ରతなଟ͞のࡍࠃൺֱ
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（出య）S %e MB RJDB BOE GoSUB[BS（2016）を基に作成

＊1�	「ωοτϫʔΫ֎෦性」と͍͏ɻ
＊19	ϒϦχϣϧフιン、h βɾηΧンυɾϚシンɾΤイδʱのதͰ、ᶃσδλϧ化にΑるݶքੜ࢈අ用のԼ、ᶄ௨৴ɾ輸ૹٕज़のਐาにΑる

Ҽと͍ͯ͠るɻݪのϦʔν、ᶅωοτϫʔΫޮՌ͕「উ者૯औΓ」͕૿͑るࢢ͍
＊20	「スʔύʔスλʔࡁܦ」、4herwin	3osenʢ19�1ʣʠ5he	&conomics	of	4uperstarsʡ͕ॳΊͯ͡たと͞Ε、ϒϦχϣϧフιン͜の֓೦

ΛݩにٞΛల։͍ͯ͠るɻ
＊21	ϕʔシοΫインΧムにؔ͢るࡍࠃతͳ׆ൃܒಈΛߦっ͍ͯるϕʔシοΫɾインΧムɾΞʔスɾωοτϫʔΫʢ#*&/ʣにΑるఆٛɻ
＊22	 https://www.keMa.p/weC/en/news�archiWe/�/asset_puCMisher/M/0�(:2n*r;o/content/preMiminary�resuMts�of�the�Casic�income�eYperiment�

seMf�perceiWed�weMMCeing�improWed�during�the�prst�year�no�e⒎ects�on�empMoyment
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σδλϧࡁܦʹ͓͚Δ๛͔͞ͱԿ͔�
(%Pσδλϧࡁܦʹ͓͚Δ๛͔͞ΛධՁ͢Δࢦඪͱͯ͠༗ޮ͔

デジタル経ࡁが進化する中で、๛かさをどのようにଊえていくべきであろうか。無ྉで利用できるサービスが拡
大・૿加していくことは、たとえG%Pにはөされなかったとしても、可処分所得の૿加につながることになる。
また、これらサービスの利用による様々な体験や人とのつながりは、人々を๛かにするͩろう。

まͣ、લड़のシェアリングエコノミーのѲのように、国民経ࡁ計ࢉのัଊ技術を向上させることにより、デジ
タル経ࡁにଈしたG%P౷計へと改善していくというߟえ方がある。現在、様々な国際機関等において、この点の
議・検討が行われている。

他方、G%P自体がデジタル経ࡁの中で๛かさを評価する指標としてもはや有効とはいえないのではないかとい
う見方もある＊23。この点については、G%Pは当初からあくまでも生産量に関する指標であり、人々の๛かさを評
価するための指標としてG%P౷計が作成されているのではないという点にཹҙすべきであろう。

G%Pの源流は、1930年代の大߄ڪ時代にある。当時のۃめて厳しい経ࡁ状況の中で、ถ国政府は国の経ࡁ状
況をよりਖ਼確にѲすることで、不況から抜け出すための方策を見つけ出す必要にഭられていた。このような政府
からのґཔを受けて、後にノーベル経ֶࡁを受する経ֶࡁ者のサイモン・クζネッπは、国民所得計ࢉの推計
を実現した＊24。クζネッπは同時に、この指標には政府の支出である܉事費等が含まれており、人々の福の指
標としては不備であることを指ఠしていた＊25。この点が、デジタル経ࡁの進化の中で、よりݦ在化しているとみ
ることができるͩろう。

それでは、G%Pではない指標として、どのようなものがあるͩろうか。その一つに、消費者余がある。これ
は、消費者が支ってもྑいとߟえる価格と実際に支う価格とのࠩをҙຯする。例えば、無ྉサービスであって
も、消費者が1ສ円支ってもྑいとߟえるのであれば、1ສ円の消費者余が発生することとなる。デジタル経
の中でのG%Pに関する点の多くが、G%Pが消費者にとっての価をे分にөしていない可能性に基づくࡁ
ことによることからすれば、このアプローチはదにみえる。しかしながら、消費者余については、現時点で確
立された計ଌ方法があるとはいえͣ、政策立Ҋ等のલ提とする指標にはなり得ていない状況である。

このような中で、G%Pという単一の指標により経ࡁを見るのではなく、様々な指標を総合的に見ることが重要
というߟえ方もある＊26。デジタル経ࡁにおいて、Կによって๛かさを評価するのかという点についての議は、
当໘続いていくものとߟえられる。
σδλϧࡁܦͷதͰɺਓԿΛ๛͔͞ͱ͡ײΔͷ͔

伝౷的な経ֶࡁのݪ理では、利५を࠷大化するのは、価格が限ք費用と等しくなるような生産量の場合である
が、デジタル経ࡁにおいては、限ք費用がθロにۙ付いていくことにより、資本主ٛ自体が成り立つ基盤が損なわ
れているのではないかというߟえ方がଘ在する。ԾにあらΏるものの限ք費用がθロとなれば、価格もθロになる
こととなり、企業が利५をٻするという資本主ٛのલ提が成り立たないというものである。複・伝達の限ք費
用がほ΅θロとなっているデジタルコンテンπを८る知的財産ݖは、ૣい段֊からこのࢼ練に立たされてきたとい
える。そして、代わりに他者と結びついてシェアしたいというཉٻがݪ動力となり、協働しながら運営する「協働
型コモンζ」が市場資本主ٛに代わりつつあるという見方である＊27。このような見方はۃであるかもしれない
が、গなくとも、産業革໋以降確立されてきた資本主ٛの様々なݪ理がデジタル経ࡁの進化の中で大きく変化して
いる可能性はある。

実際に、人々の行動ݪ理が多くのۚમを得ることを標とするものではなくなってきているという見方がある。
例えば、SNS上に様々な情報をアップし、「いいͶʂ」をもらおうとすることは、多くの人々の行動を動機付けて
いるとߟえられる。また、GJU)VCのようなオープンソースのコミュニティでの活動は、ྑい評判を得ることがݪ

＊23	ྫとͯ͠、ϒϦχϣϧフιンʢ2015ʣh βɾηΧンυɾϚシンɾΤイδʱ݈ଞʢ201�ʣh σδλϧࢿຊओٛʱ͕͋るɻ
＊24	μイΞンɾίイϧʢ2015ʣh (%1ʪখͯ͘͞େ͖ͳࣈʫのྺ࢙ʱ
＊25	ΤϦοΫɾϒϦχϣϧフιン、ΞンυϦϡʔɾϚΧフΟʔʢ2015ʣh βɾηΧンυɾϚシンɾΤイδʱ
＊26	ྫ͑、ࡁܦಉ༑会、(%1౷ܭと͍͏Ұͭのࢦඪにաにґଘ͢るのͰͳ͘、༷ʑͳ౷ܭΛෳ؟తにੳ͢る͜と͕ΑΓඞཁにͳると͠

ͯ、20169݄に「(/*ϓラス」の策ఏݴΛߦっ͍ͯるɻʢhttps://www.doyukai.or.jp/poMicyproposaMs/articMes/2016/pdf/16092�a.pdfʣ
	 ·た、h (%1ʪখͯ͘͞େ͖ͳࣈʫのྺ࢙ʱのஶ者のμイΞンɾίイϧ、ෳのࢦඪΛҰཡに͢る「μοシϡϘʔυ」のϝϦοτにٴݴ

͍ͯ͠るɻ
＊27	δΣϨϛʔɾϦフΩンʢ2015ʣh քඅ用θϩ社会ʱݶ
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動力の一つになっているͩろう＊2�。人々は、より多くのつながりと、その中での評価を๛かさに大きく関係する
ものとײじてきているのかもしれない。

また、人と企業との結びつきがΏるやかになることで、自らのੵۃ的なબにより働くことや社会に参加するこ
とが、より大きな生きがいとなることもߟえられる。第1ষ第3અでड़べたとおり、AIによるޏ用失の可能性を
८る議があるものの、ॊೈな働き方の中で、事を失うのではなく、余Ջの創出となり、余Ջを८る活動に関連
して新たな産業やޏ用が産み出されるといった॥環が生じることもߟえられる。

デジタル経ࡁの進化による資本主ٛの変化が、人々が๛かさとײじること自体も変えていく可能性があることに
Ҿき続きཹҙする必要がある。

2 σδλϧࡁܦͷਐԽͲͷΑ͏ʹ4PDJFUZ����Λ࣮͢ݱΔ͔
デジタル経ࡁの進化は、ICTの更なる発展・普及を通じ、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する

SoDJeUZ 5�0へとண実に向かっていくであろう。他方、その道ےはどのようなものになるのͩろうか。この点につ
いては、ICTのಛや、過去の革新的な技術が社会変革をもたらした際の教訓からߟえてみることが有用である。
その上で、SoDJeUZ 5�0のਅ価が発شされた社会はどのようなものになるのかを展する。

ਐతͳมԽ͕͋Δ͔࣌ΒܹٸͳมԽͱͳΔ�
ΤΫεϙωϯγϟϧɾςΫϊϩδʔʵࢦؔతͳൃలΛಛͱ͢ΔI$5

ICTは、指数関数的な発展をಛとしているといえる。すなわち、10Oではなく、10Oという෩に発展していく
ಛがあるといえる。その結果、例えばO�10のとき、લ者では100ͩが、後者の指数関数的な発展では100ԯ
となる。
「ムーアの法ଇ」は、指数関数的な発展の代表例である。この法ଇは、導体の集ੵճ࿏（LSI）の造・生産

における期的な向から発見された経験ଇであり、集ੵճ࿏上のトランジスタの集ੵ密度は、18か月͝とにഒ
になるというものである。実際、導体の計ࢉ性能やコストは、20ੈل初಄から現在に至るまで、指数関数的な
向上を果たしている。また、別の例として、「メトカーフの法ଇ」がある。これは、ネットワークの価は、接続
している利用者数の2に比例するというものであり、લड़のネットワーク効果にۙいߟえ方である。
「ムーアの法ଇ」については、ۙ年プロセッサーの処理能力の向上がಷ化してきており、そのऴᖼを指ఠする

もある＊29。たͩし、LSI以外にも、ディスクドライブの容量（18か月で2ഒ）等においても、指数関数的な性能
向上を実現している。

このような指数関数的に発展する技術は、ۙ年エクスポネンシϟル・テクノロジーとݺばれ、具体例としてバイ
オテクノロジー、AI、ロボティクス、ナノテクノロジー等が͛ڍられる。
ͳΔʹܹٸؔతͳൃలʹ͓͍ͯɺมԽ͋Δ͔Βࢦ

このような指数関数的な変化のಛとして、࠷ऴ的に大な量になる点のみならͣ、ある時点までは変化がԺや
かであるが、その時点を超えると、急ܹに変化するという点が͛ڍられる。この例として、མޠՈの始ともいわ
れるી࿊利新ࠨ衛のҳ話がある＊30。新ࠨ衛が๛臣ल٢から๙ඒۚをもらう時に、20の大広間にあるো子の
マスの数を基に、1マスは1จ、2マスはഒの2จ、3マスはそのഒの4จと計ࢉしていき、࠷ऴ的に全て
のマスの分のおۚをもらうということをرした。ल٢はそんなにগなくてྑいのかと不ࢥ議にࢥったが、צ定
方が計ࢉしたところ、マスは1560あり、わͣか23マスの段֊で103ສ8976จ（約260྆、1จを80円で
計ࢉすると約8312ສ円）になることが分かった。ल٢は新ࠨ衛にँり、ઍ྆（同じ計ࢉで約3ԯ2000ສ円）
を๙ඒとして༩えたというものである＊31。

＊2�	っと、͜のΑ͏ͳ׆ಈ、人とۀاのؔにΏΒ͕͗ੜ͍ͯ͡るதͰ、స৬׆ಈΛ೦಄にஔ͍たྗ向上ചΓࠐΈと͍͏ଆ໘͕͋ると
のํݟ͋るɻ

＊29	Ұྫとͯ͠、/7*%*"の$&0ΛΊる+ensen	)uang͕2017にࢦఠ͍ͯ͠るɻʢhttps://eetimes.jp/ee/articMes/1706/05/news053.htmMʣ
	 ·た、ถࠃಋମڠ会ʢ4*"ʣ、「2015のࡍࠃಋମϩʔυϚοϓ」にお͍ͯ、2021にムʔΞの๏ଇ͕ऴᖼΛܴ͑るとのݟ௨͠Λެ

ද͍ͯ͠るɻʢhttps://www.semiconductors.org/resources/2015�internationaM�technoMogy�roadmap�for�semiconductors�itrs/ʣ
＊30	Ֆࢄ人ʢ1911ʣh ଠ߰とી࿊利ʱ立จ໌ಊʢhttp://dM.ndM.go.jp/info:ndMjp/pid/�90462/113 toc0pened�1ʣ
＊31	ϒϦχϣϧフιンʢ2013ʣにお͍ͯ、ݹインυのಉ༷のҳΛհ͠、「νΣス൫のΓ」とද͍ͯ͠ݱるɻ
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このように、指数関数的な変化のプロセスにおいては、
当初は進的な変化であるが、ある時点を過͗ると変化は
急ܹなものとなる。かつては1部全体分のコンピュー
ターをۦ使していたԋࢉ能力が、2000年代ばに登場し
たスマートフォン1台で可能となったのは、この急ܹな変
化を象するものといえよう。また、急ܹな変化の段֊に
入れば、非連続的な進化となり、طଘの事業にデジタル・
ディスラプションをもたらすとともに、連続的な進化の中
で産み出された新や新技術のコモディティ化をもたら
す可能性がある。ICTの効果がे分に現れていない現在
は、このような変化の境にある可能性があり、ICTの
本格的なインパクトは、Ήしろこれから現れてくる可能性
がある。

աڈͷ൚༻ٕज़ͷ܇ڭԿ͔�
൚༻ٕज़͕ޮՌΛൃ͢شΔ·Ͱʹ͔͔͕ؒ࣌Δ

平成30年൛情報通信ന書においてड़べたとおり、コンピューターやインターネットは൚用技術（GPTɿ
GeOeSBM PVSQoTe TeDIOoMoHZ）であるとされている（ਤද�������）。൚用技術とは、広いൣғで多様な用途に
使用され得る基װ的な技術のことであり、社会・経ࡁのあらΏる分野におけるイノベーションにつながるという性
質を持つ。また、現在は新たな技術としてされているAIやブロックチェーンについても、ক来的に൚用技術
となるのではないかとの見方がある。

過去の൚用技術による経ࡁ効果の出現には、一つの法ଇがある。それは、技術の登場から普及を経て経ࡁ効果の
出現に至るまでに、タイムラグがあるということである。例えば、18ੈل末から19ੈل初಄にかけて登場したৠ
気機関の場合、技術の確立から経ࡁ効果の発現まで80年程度を要したとされている。同様に、19ੈل末に技術が
確立した電力の場合、確かな生産性の向上効果が現れるまで40年程度を要したとされている＊32。
Δ͢شతͳΠϊϕʔγϣϯ͕͏͜ͱͰ൚༻ٕज़ޮՌΛൃิ

これら൚用技術の効果の発現には、なͥ時間がかかったのͩろうか。それは、൚用技術を補完するイノベーショ
ンが必要ͩったからであると分析されている。例えば、電力の場合は工場の形の変革が重要であった。電力が登場
した頃、すなわちৠ気機関が動力の中心であった時代には、工場は一ൠ的に複数֊から成るॎの࢟をとってい
た。ৠ気機関の技術的なಛ性を踏まえ、大型のৠ気機関を中央にਾえ、機ց類をৠ気機関からのڑが࠷খとなる
ように配置されていたためである。電力が工場に導入され始めたときも、当初は大型の発電機をৠ気機関に置き換
えるのみであった。しかしながら、発電機はখ型化が可能であり、工場の各機ցにখ型の発電機を取り付けること
が効率的・効果的であるとの認ࣝが広まり、࠷ऴ的に工場の形は平ݐてのものへと変わっていった。この工場の
形の変革に代表される補完的イノベーション＊33があって初めて、電力は効果をे分に発شすることができるよう
になったとされる。

このように、൚用技術は①従લの方ࣜのࠜװはҡ持したまま部分的に新技術に置き換える第一段֊、②当֘新技
術のポテンシϟルを発شできるように生産や業務のプロセスを変更して新たな付加価を生み出す第二段֊、③当
֘新技術が社会に定ணし、社会・産業に変革をもたらす第三段֊という3つの段֊を経て展開するとされる。

ਤද������� ؔతなมԽのϓϩηスࢦ

؇͔なมԽ

͜の͔࣌らの
มԽܹٸʹ

＊32	 1auM	".	%aWidʢ1990ʣʠ5he	%ynamo	and	the	$omputer:	"n	)istoricaM	1erspectiWe	on	the	.odern	1roductiWity	1aradoYʡ	"merican	
&conomic	3eWiew	7oM.�0	/o.2	pp.355�361

＊33	͜の΄͔、ੜݱ࢈とϞϊのҠಈにඞཁͳۭؒతͳஔΛけるととに、ੜ࢈ラインにおけるݶݖ等Λࡉ化͠、৽たͳۀΛө
ͯ͠人һΛ࠶ஔ͢ると͍ったิతイϊϕʔシϣン͕͋ったɻ
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新たな技術はバブルと恐慌を経て普及してきた
このほか、新技術はバブルと恐慌を経て普

及するという見方がある＊34。新たな技術が
研究開発段階から市場化を迎える「整備期」
には、起業家が新たなビジネスを開始しよう
として、投資家が多額の拠出を行うが、この
ことが金融的なバブルと恐慌につながるとす
るものである。そして、バブルと恐慌を乗り
越えることで、「普及期」へと移行するとさ
れている。
ICTについても、1990年代から2000年

にかけて「ITバブル」（あるいは「ドットコ
ムバブル」）が生じたとされ、2000年から
2002年までの間は「ITバブル崩壊」（あるい
は「ドットコムクラッシュ」）の時代とされ
ている。この観点からは、ようやく「普及期」に入っているという見方も可能である。
また、ICT分野の調査会社であるGartner社は、新たな技術は「黎明期」「『過度な期待』のピーク期」「幻滅期」

「啓蒙活動期」を経て「生産性の安定期」に至るとしており、各技術が現在どの期に位置付けられるかを示す「ハ
イプ・サイクル」を毎年公表している。このように、技術の登場から普及に至るまでを長期的に見る視点が重要で
あろう。

図表2-2-2-2 ͜Ε·Ͱの൚用ٕज़ʢ(15ʣ

/P� ൚用ٕज़ʢ(15ʣ 時期
� ২ͷഓ લ����ʙ����ݩل
� ಈͷՈசԽ લ����ʙ����ݩل
� ߭ੴͷਫ਼࿉ લ����ʙ����ݩل
� ंྠ લ����ʙ����ݩل
� චه લ����ʙ����ݩل
� ੨ಔ લ����ݩل
� మ લ����ݩل
� ਫं தੈॳظ
� �ຊϚετͷൕધ لੈ��
�� ҹ لੈ��
�� ৠؔػؾ ॳ಄لʙ��ੈلੈ��
��  ॳ಄لʙ��ੈلੈ��

/P� ൚用ٕज़ʢ(15ʣ 時期
�� మಓ لੈ��
�� ߯ؿધ لੈ��
�� ೩ؔػ ऴΘΓلੈ��
�� ؾి ࠒلੈ��
�� ࣗಈं لੈ��
�� ඈػߦ لੈ��
�� େྔੜ࢈ لੈ��
�� ίϯϐϡʔλʔ لੈ��
�� Ϧʔϯੜࣜํ࢈ لੈ��
�� Πϯλʔωοτ لੈ��
�� όΠΦςΫϊϩδʔ لੈ��
�� φϊςΫϊϩδʔ لੈ��

（出典）総務省（2018）「平成30年版情報通信白書」を基に作成

図表2-2-2-3 新たなٕज़のʮ整備期ʯͱʮ普及期ʯ

整備期 普及期

創案 ビッグバン ビッグバン時間

技
術
の
普
及
度
合
い

崩壊 回復

バブルの
発生

新たな
パラダイムの
適用

転換点

（出典）Perez（2013）を基に作成

＊34	 Carlota	Perez（2003）“Technological	Revolutions	and	Financial	Capital”
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4PDJFUZ����ͷਅՁ͕ൃ͞شΕͨࣾձͷ࢟�
σδλϧࡁܦͷਐԽͷઌʹ͋Δ4PDJFUZ����

デジタル経ࡁの進化は、どのような社会を実現するのͩろうか。その一つのコンセプトが、զが国が提এする
SoDJeUZ 5�0である。

SoDJeUZ 5�0とは、サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経ࡁ発展と社
会的課題の解ܾを྆立する人間中心の社会である。ङྌ社会（SoDJeUZ 1�0）、ߞ社会（SoDJeUZ 2�0）、工業社会

（SoDJeUZ 3�0）、情報社会（SoDJeUZ 4�0）の次に来る社会というҙຯがࠐめられている。当初は、第5期Պֶ技術
基本計画においてଧち出されたキϟッチフϨーζであったが、今や研究開発の標を超えて、政府としての社会
標となっている＊35。

SoDJeUZ 5�0のਅ価は、ICTが現実空間の様々なものを個別に高度化する部分࠷దではなく、ICTと現実空間が
༹け合い、ICTによるつながりを活かすことで、社会の全体࠷దを実現する点にあるといえる。そして、このこ
とを通じ、単なる経ࡁ発展にとどまらない社会的課題の解ܾを実現しようとするものである。લड़の「技術൵観
」では、ICTはด͟されたྖ域に限定されたイノベーションであるという主ுが行われているが、SoDJeUZ 5�0
は、現実空間との融合による全体࠷దのイノベーションを指すものであり、「技術൵観」への戦でもあると
いえよう。そして、SoDJeUZ 5�0がਅ価を発شする時代においては、デジタル経ࡁは「経ࡁ」そのものとなるͩろ
う＊36。
σδλϧԽʹΑΔ4PDJFUZ����ͷ࣮ݱ4%(Tʹ͢ݙߩΔ

SoDJeUZ 5�0の実現による社会的課題の解ܾは、国際連合が͛ܝるS%GT（持続可能な開発標ɿSVTUBJOBCMe 
%eWeMoQNeOU GoBMT）の達成にもݙߩすることが期待される＊37。S%GTとは、国際連合が2015年に࠾した

ਤද������� (BSUOFSࣾʹΑΔຊʹ͓͚Δٕज़のϋΠϓ・サΠΫϧ

（出య）GBSUOeS社

＊35	ಉ͡目ඪΛࢦ向͢るίンηϓτとͯ͠、ۀ࢈にண目͠た「ୈ4ֵ໋ۀ࢈࣍」͕͋るɻ
＊36	 #ukht	and	)eeksʢ2017ʣͰ、σδλϧ化͕Մと͢る׆ࡁܦಈΛ「σδλϧࡁܦ」と͢るのͰ͋Ε、αʔϏス、͞ΒにҰ࣍ੜ

にͳっ͍ͯ͘と͍ͯ͠るɻ「ࡁܦ」୯ͳる「ࡁܦσδλϧ」、のとͳるにͭΕͮ͘جͰ͕Ұ*$5に·࢈
るɻʢhttp://www.keidanren.or.jp/poMicy/201�/095_honCun.pdfʣ͍ͯ͛ܝ4%(s」と͍͏ίンηϓτΛ	for	5.0	࿈にお͍ͯ、「4ocietyஂܦ	37＊
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2016年から2030年までの国際標＊3�であり、持続可能なੈքを実現するための17のΰールと169のターゲッ
トを͛ܝている。

総務省は、2018年12月より、「デジタル変革時代のICTグローバル戦略࠙ஊ会」を開催し、その中でデジタル
化によるS%GTへのݙߩイメージを整理している。

4PDJFUZ����͕ਅՁΛൃ͢شΔͨΊʹඞཁͳվֵԿ͔
લड़の過去の൚用技術の教訓を踏まえると、ICTについても、補完的なイノベーションとなる改革をわなけ

ればे分な効果を生み出せͣ、SoDJeUZ 5�0のਅ価の発شが困難となることになる。ٯに、必要な改革をଵった結
果、他国において順調にICTの効果が発現し、そのことが生産性や産業のڝ૪力にӨڹする場合、զが国は国際
的なڝ૪の中で厳しい立場となり、様々な社会的課題が新たに発生していくおそれがある。

それでは、զが国において必要となるそのような改革とは、どのようなものになるのͩろうか。この点について
は、第3અで詳しくड़べる。

�ʢิʣσδλϧࡁܦͷܭଌ
デジタル経ࡁの計ଌに関する国際的な議が本格化したのは、接的には、AINBE BOE SDISeZeS（2016）＊39

と、BeBO（2016）＊40（通শビーンϨポート）がきっかけとされる（ᓎ本（2018））＊41。
その後ɺถ国ɺIM'ɺ国連等でも議がなされているほかɺ研究者によるจも複数出されている（ਤද�������）。
先進国でデジタル化が進んͩにもかかわらͣ、先進国でG%Pの৳びがみられないという議もある中、デジタ

ル経ࡁの計ଌとG%Pとの関係はどのようになっているのͩろうか。

ਤද������� σδλϧԽʹΑΔ4%(TのݙߩΠϝーδ

 ຊ・ੈքʹ͓͚Δ՝ *$5ιϦϡーγϣϯʢྫʣ ఆ͞ΕΔޮՌ 4%(T

Πϯϑϥ
˕ インϑラのෆ
˕ インϑラのٺԽ
˕ ௨信༰ྔのෆ

w �(ωοτϫーΫのඋ
ޫϑΝイόー、ޫ ւఈέーϒϧ等のෑઃ
ICT・郵便インϑラの࣭の向上等を௨͡た生活支援
に強い強㔸なインϑラの開ൃଅ進ࡂ

w
w
w

w 生活ج൫の確保
w 生ੑ࢈の向上

൫ج
生活

˔ 元証明ج൫のະඋ
˔ ࡏ੶児のଘށ民ొのෆపఈ、ແࢢ
˕ ॴಘ֨ࠩ

w 国民I%システムʢग़生ొ・ཧ、元確認等ʣ
　　　˞国民I%システムの࣮用Խ事 ʦྫ"BEIBBSʢインυʣ、FI%�9�SPBEʢΤスτχΞʣ等ʧ
生体情報を活用した認証ج൫にΑるެڞαーϏスのఏڙ
ICTを活用したबۀϚονンά

w
w

w 生活ج൫の確保
w Խࢹձ活ಈのՄࣾ・ࡁܦ
w αーϏスのޮԽڞެ

ҩྍ
հޢ

˔ ҩࢣෆ等に͏ࢮの高ࢭ·り
˕ ප・͕ Μ・৺ଁප等の૿େ

w ԕִҩྍにΑるҩྍػձのఏڙ
ηンαー等を活用したϞχλϦンάやஅ、予ҩྍ・予ஹ検
"I・IPT・Ϗοάσーλを活用したҩྍஅシステムの開ൃ

w
w

w ҩྍ֨ࠩのੋਖ਼
w ݮのࢮ
w ҩࢣෛ୲のܰݮ

ҭڭ

˔ ශしい国・地域に͓͚るෆेなڭҭ
ҭのະबֶ児の૿େڭॳ等、ڥ

˕ 地ཧతຢࡁܦత事情にΑる高等ڭ
ҭのػձのෆߧۉ

˕ ٕ・ϊϋのܧঝ

w ԕִڭҭシステムを௨͡たڭҭػձの確保
　　　˞.00CTの࣮用Խ事 ʦྫ6EBDJUZʢถ国ʣ、FEYʢถ国ʣ、CPVSTFSBʢถ国ʣ、+.00C
　　　　ʢຊʣ等ʧ
高ਫ਼ࡉө૾やインλラΫテΟϒな࣭の高いڭҭίンテンπのఏڙ
"Iを活用したݸผڭҭϓϩάラムのఏڙ、ϦΧϨンτڭҭの࣮ݱ
ٕ・ϊϋのσδλϧԽ

w
w
w

w ҭ֨ࠩのੋਖ਼ڭ
w ਓࡐ交ྲྀのଅ進
w ਓࡐҭ成のଅ進

ۀ
৯ྐ

˔ ৯ྐෆ、ऩ֭ϩスへのରԠ
˔ ਫෆ
˔ ৯の҆全ੑの向上確保
˕ ۀ生ݱ࢈のਓखෆ

w スϚーτۀシステムを活用したޮతなۀӡӦʢԕִૢ࡞、IPTを活用した情報ऩ
ू等ʣ
自తな生࢈ཧ
ICTを活用したधڅཧ

w
w

w 生ੑ࢈の向上
w ৯ഇغϩスのݮ
w ৯の҆全・ӫཆվળ
w ਫの利用ޮの向上

ࢢ
Ҭ

˕ 高齢Խの進展
˕ ਓ口૿Ճに͏ࢢへのਓ口
˕ ࣾձインϑラのҡ࣋ཧ
˕ ి ・ྗΤωϧΪーのෆ

自ಈӡస・ۭߤ交௨システム高度ԽにΑるҠಈػձのఏڙ
ICTを活用した買物等の生活支援
"I・IPT・Ϗοάσーλを活用したૅجインϑラと生活インϑラ・αーϏスのޮతな
ཧ・ӡӦʢスϚーτシテΟʣ
தখۀاにΑる"I・IPT・Ϗοάσーλの活用
ICTを活用したΤωϧΪーϚωδϝンτ

ूத

w
w
w

w
w

w ࢢ・地域のαステΟφϦϏϦ
テΟ確保

w 生ੑ࢈の向上
w ࣾձインϑラの自Խ
w 生ՄΤωϧΪーの利用֦େ࠶
w ΤωϧΪーޮの向上

ࡂ
ڥ

˕ 自વࡂの૿Ճ
˕ にΑるਙେなඃࡂ
˕ のഁյܥにΑる生ଶߦԽの進ۀ
˕  ・ྛਫݯࢿ࢈のҡ࣋ཧ

w Ӵ・υϩーン・ηンαーを活用した情報ऩू・ࡂ情報の配信
༗システムの࣮用Խ事ڞ情報ࡂ˞　　　 ʦྫ̡Ξラーτʢຊʣ等ʧ
"IŋIPT等を活用した各種ࡂの؍ଌ・予
自ಈӡస・υϩーンにΑる自ಈٸٹ
"I・IPT・Ϗοάσーλを活用したϞχλϦンά・ݯࢿཧ

w
w
w

w ૣ、の੍ඃࡂ چ෮ظ
w の੍ࢮにΑるࡂ
w 生ଶܥのճ෮

ޫ؍
ਓతަྲྀ

˕ ٬͕Ұ෦地域にूதޫ؍
˕ 交ྲྀやίϛϡχテΟのஅ

w ์送ίンテンπを௨͡て地域のັྗをൃ信し、インόンυを֦େ
　　　˞ଟޠݴԻ༁システムの࣮用Խ事 ʦྫ7PJDFTSBʢຊʣ等ʧ
ଟ༷な情報へのΞΫηス、"Iを活用したଟޠݴ༁システムw

w 地方生
w ࣾձతแઁの࣮ݱ

ۚ༥
˔ 決ࡁ等のۚ༥αーϏスの͕څڙෆे
˔ ۚ༥システムج൫のෆඋ
˕ ෆਖ਼送ۚへのରԠ

w ۚ༥αーϏス向͚ۀװج務システム
ϒϩοΫνΣーンを用いたϚイΫϩϖイϝンτ・ΩϟοシϡϨスج൫
　　　˞গ額決ࡁシステムの࣮用Խ事 ʦྫ.�1FTBʢΞϑϦΧʣ、άラϛンϑΥンʢόンάラσシϡʣ等ʧ
σδλϧ情報でΧスλϚイζ͞れたαーϏスにΑるফඅଅ進

w

w

w 、の༗ޮかつޮతな配ۚࢿ
ࢿଅ進

w ۚ༥҆定のҡ࣋

όϦΞϑϦー
δΣϯμー

˕ 高齢ԽにΑる࿑ಇਓ口のݮগ
˕ ࢢへの࿑ಇྗूத
˕ δΣンμーόイΞス

w テϨϫーΫにΑるबػۀձのఏڙ
ϩϘοτ・"Iを活用した࿑ಇସやো͕い者支援
࿑ಇ者と৬܇ۀ࿅やڭҭαーϏスとのϚονンά
ICTを活用したϝンλϦンάシステム

w
w
w

w ࿑ಇ生ੑ࢈の向上
w ଟ༷なਓのबػۀձ૿
w ਓࡐ配ஔの࠷దԽ・վળ

ɿ̞ຊ・ੈքにڞ௨する課題 ɿ̝ओにੈքに͓͚る課題˞4%(Tのඪ̍ʢශࠔをなくそ͏ʣ、ଞのඪ達成を௨͡て౸達Մな࠷ऴతなΰーϧである。

（出య）総務省「デジタル変革時代のICTグローバル戦略࠙ஊ会」資ྉ

＊3�	 2001に࠾͠たϛϨχΞム։ൃ目ඪʢ.%(sʣのܧޙと͍͏ҐஔけͰ͋るɻ
＊39	 /adim	"hmad、1auM	4chreyer、ֳࡁܦ社会૯߹ڀݚॴ༁ʢ2016ʣ「σδλϧ࣌Λܴ͑たࠓ、(%1	ਖ਼͘͠ܭଌ͞Ε͍ͯる͔ʁʢԾ

༁ʣ」	ࡁܦੳ	192߸
＊40	 $harMie	#eanʢ2016ʣʠ*ndependent	reWiew	of	6,	economic	statistics:	pnaM	report	).	5reasury	$aCinet	0⒏ce
＊41	ᓎຊ	݈ʢ201�ʣ「σδλϧΤίϊϛʔのོڵにΑっͯたΒ͞Εるࠃຽࢉܭࡁܦɾࡁܦ౷ܭにおけるัଊํ๏のਐ化」
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μイアン（2015）＊42は、「現在ࢲたちが使っているよう
なG%Pができたのは、ੈքを༳るがした二つのྺ࢙的事
݅がきっかけͩった。1930年代の大߄ڪと、それにつづ
く第二次ੈք大戦（1939ʵ1945年）である」として
G%Pのྺ࢙をड़べ、またμラス連ۜのϨポートをҾ用し

「G%Pは大量生産に合わせて作られた౷計である。そのや
り方は単७に数を数えるというもの。Կ個作られたかがす
べてであり、形のない価はଌれないのͩ」としつつも、

「G%Pは（略）資本主ٛ市場経ࡁが生み出した自由や可能
性をөし出す重要な指標でもある。完ᘳではないにせよ、
G%Pは人間の可能性の広がりやイノベーションを数で
示してくれる。（略）ۙ࠷はやりの「福度」のような指
標よりは確実に役に立つ」とし「G%Pを今す͙͛出す
べきではない」としている。

ถ国の経ֶࡁ者であるハーバード大ֶのジョルゲンソン教तは、G%P及びް生（WeMGBSe）の計ଌをԣ断的に
サーベイしたจにおいて、生産とް生とを分けてじつつ、ถ国経ֶࡁ者のスティグリッπ等のϨポートをҾ用
して本来は生産をଌる指標であるG%Pがあたかもް生をଌ定するかのようにޡ用される向にあると指ఠしてい
る＊43 。

ᓎ本（2018）は、「国民経ࡁ計ࢉ周ลの分野において端的にはデジタルエコノミーの重要性は2点に分かれる。
経ࡁ౷計やSNAにおいてัଊ力を強化していく必要があること、そしてطଘの経ࡁ౷計でଌれない๛かさの程度
を࠶検討すべきͩということである」と指ఠしている。

以下、طଘのG%P（国民経ࡁ計ࢉ）の枠内、G%P（国民経ࡁ計ࢉ）の枠外の๛かさに分け、関連するトピック
を概観する（ਤද�������）。

ਤද������� ओなٴࠃͼؔػࡍࠃʹΑΔσδλϧ
ଌのϨポート・ٞのྫܭࡁܦ

ӳࠃ
��#FBOʢ20��ʣʮӳ国のࡁܦ౷ܭにؔするϨϏϡーʯ
シΣΞϦンάΤίϊϛー、ແ࢈ࢿܗࢿ、࣭のมԽのܭଌ等
0&$%
��"INBE�BOE�4DISFZFS�ʢ20��ʣ�ʮσδλϧࡁܦに͓͚る(%1のܭଌʯ
Σϒϕースのফඅ者ؒのαーϏス、生࢈者としてのফඅ者、
インλーωοτ上のແঈαーϏス等
ถࠃ
��)VMUFO�BOE�/BLBNVSB�ʢ20��ʣʮインλーωοτ࣌の成のܭଌʯ
અతなٕज़มԽのॏ要ੑについてઆ明
*.'
��I.'�ୈ�ճ౷ܭϑΥーラムʢ20�����ʣ
σδλϧ࣌に͓͚るްࡁܦ生のܭଌ等
連ࠃ
��σδλϧࡁܦにؔするϋイϨϕϧηϛφーʢ20�����ʣ
国連、0&C%、ถ国に͓͚るσδλϧࡁܦのܭଌ等

（出య）総務省「AI経ࡁ検討会第3ճ資ྉ」を基に作成

ਤද������� σδλϧࡁܦのܭଌʹؔ͢ΔトϐοΫྫͱࢦඪྫ

τϐοΫྫ ඪྫ、調査ྫࢦ

(%1
ʢࠃ民ࢉܭࡁܦʣ
の

(%1
ʢࠃ民ࢉܭࡁܦʣ
の֎

国民ܭࡁܦ算の֦ு

ଓՄੑ࣋

ʢ༨Ջ等ʣؒ࣌

ް生、ফඅ者༨

˞ٕज़తなัଊのࠔ͞
ಉҰでない
ʢたͩしัଊ͕ࠔな߹で
概೦上(%1にؚ·れるʣ

シΣΞϦンάΤίϊϛー��

インλーωοτ上のແঈαーϏス��

σϑϨーλーؔ連

ແ࢈ࢿܗのҰ෦

w ΫラυαーϏスのՁ֨とྔ、ࢿຊࢿの定ྔԽ方๏
#ZSOF�FU�BM�ʢ20��ʣ

w ӳ国௨信αーϏスに͓͚るσϑϨーλーのࢼ算
"CEJSBINBO�FU�BM�ʢ20��ʣ

w ແ࢈ࢿܗのಛ・ྨ
)BOTLFM�+���8FTUMBLF�4�ʢ20��ʣ

w ऩೖを௨͡たଌ定Ξϓϩーνࠂ
w ӳ国に͓͚るシΣΞϦンάΤίϊϛーのܭଌ

0/4ʢ20��ʣ
wʮシΣΞϦンά・Τίϊϛー等৽のࡁܦ活ಈのܭଌにؔ

する調査ڀݚʯֳʢ20��ʣ

w

w 国連ਓؒ開ൃࢦ
w 0&C%�#FUUFS�-JGF�IOEFY
w ैདྷの(%1に、ফඅ者の支ҙࢥ額をՃ͑た֦ு

(%1ʢ&YQBOEFE�(%1��&(%1ʣ概೦をఏএ
)VMUFO�BOE�/BLBNVSBʢ20��ʣ

w ੈքۜߦにΑる�2�Χ国の����年、2000年、200�年を
ରとした自વࢿຊ、ਓతࢿຊをؚΉ๛か͞のܭଌ
TIF�8PSME�#BOLʢ20��ʣ

w 各種λイムϢーζαーϕイ

��ɿফඅ者のຬ度等(%1の֎
�2ɿ国民ܭࡁܦ算ຊ体にಋೖするલにݧࢼతにಋೖするのであり、কདྷతに(%1のにҠߦするՄੑ͕ある

0&C%でシΣΞϦンάΤίϊϛー、Ϋラυίンϐϡー
テΟンά等のσδλϧࡁܦのܭଌをతとするσδλϧܦ
2のඋをఏএ�定צαテライτࡁ

（出య）μイアン	2015
, AINBE BOE SDISeZeS	2016
, ジョルゲンソン	2018
, ᓎ本	2018
, 川	2018
 等を基に作成

＊42	μイΞンɾίイϧʢ2015ʣh (%1ʪখͯ͘͞େ͖ͳࣈʫのྺ࢙ʱ
＊43	 %aMe	8.	+orgenson	ʢ201�ʣ	ʠ1roduction	and	8eMfare:	1rogress	in	&conomic	.easurementʡ
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(%Pͷ�
概೦上طଘのG%Pに含まれるものにも、技術的にัଊが容易であるものと、経ࡁのグローバル化、サービス化

等が進Ή中で技術的にัଊが困難なものとに分けられる。後者のయ型例が、第2અでも取り上͛たシェアリングエ
コノミーであり、インターネット上の無ঈサービスである。

ア　イϯλーネット্のແঈサービス
本અでલड़のとおり、インターネット上の無ྉサービスについても、多くは広告収入により支えられている。無

ྉサービス自体は、定ٛ上G%Pのൣᙝに含まれるものではないが、広告収入の付加価を通してG%Pへのө
がなされていることになる（G%Pのൣᙝを超えた消費者余（消費者のຬ度）等については、̎で後ड़）

イ　ແ࢈ࢿܗ
無形資産としてのデータをどのように計ଌするかという議もある。データベースへの資からのアプローチ

は、インターネットサービスを通して収集した消費者の様々な情報をビッグデータとしてൢചすることで収入を得
る、または自社の新たなサービスに活用するといったビジネスモデルを想定したものである。従って、無ঈサービ
スの生産コストを、新たなサービスの生産にҾき続き使用されるデジタル資産（ビッグデータ）の構築に対する
資とଊえることができる。この場合、サービスの提供者に代わって、データをߪ入する第三者がいれば、関連する
支情報を取得することで価格データをࢉ出することが理上可能である。一方で、第三者（データߪ入者）が関
༩していない場合は、サービスの生産にう、データベースの市場価の上ঢ分を見ੵもることが必要となる。こ
の場合、全てのサービス生産者において、自社のデータベースの資産価を見ੵもる必要があるという点が課題と
なる。

ウ　シΣアリϯάΤίϊϛー
本અで示した通り、デジタルサービスの中でも、ۚમ的取Ҿが発生するシェアリングエコノミーの多くは、概೦

上G%Pで計ଌできる。しかし、実務上は、様々な課題が生じている。
ʢΞʣΠΪϦε

イΪリスでは、シェアリングエコノミーのัଊに関する先進的な取組が実施されており、シェアリングエコノ
ミーの定ٛを行ったうえで、その計ଌ方法の検討が行われている。ONS（2016）ˎ��では、まͣ計ଌ対象とする
シェアリングエコノミーを定ٛしたうえで、その取Ҿֹ・量、࿑働時間、所得等の計ଌにあたって、生産、支出、
所得（分配）のG%Pの三ଆ໘からの計ଌを検討している（ਤද�������）。

サービスの生産というࢹ点からのアプローチとしては、年次企業調査（AOOVBM BVTJOeTT SVSWeZ）等のطଘの
企業౷計から、シェアリングエコノミー事業者をந出し、そのച上データ等を計ଌする方法がࢼみられている。た
ͩし、ここでѲされる情報は、サービス取Ҿの介手数ྉであり、シェアリングエコノミー全体の経ࡁ規模を
Ѳしているものではないことにཹҙが必要となる。また、ੈ帯サテライトצ定（)oVTeIoME SBUeMMJUe ADDoVOU）
などを活用することで、個人がシェアリングエコノミーに関する経ࡁ活動に費やした時間をัଊすることも検討さ
れている。

サービスに対する支出というࢹ点からのアプローチとしては、Ո計調査（LJWJOH CoTU BOE 'ooE SVSWeZ）等
の調査から、シェアリングエコノミーに関するサービスに対するՈ計の支出をัଊすることが検討されている。

サービス生産から得る所得というࢹ点からのアプローチとしては、財務省の税務データからѲする方法や、࿑
働力調査（LBCoVS GoSDe TVSWeZ）から、シェアリングエコノミーに関する経ࡁ活動の所得をัଊするといった手
段が検討されている。たͩし、個人がシェアリングエコノミーからの所得を「事業による収入」と認ࣝするか、

「個人的な所得」と認ࣝするかで、ัଊされる౷計が変わる点にཹҙが必要である。

＊44	 0⒏ce	for	/ationaM	4tatistics		2016
ʠ5he	feasiCiMity	of	measuring	the	sharing	economyʡ
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ʢΠʣΧφμ
カナμにおいても、マクロ経צࡁ定におけるシェアリングエコノミーのัଊについて、STATCANが検討を進

めている。STATCAN（2017）＊45では、॓ധ・༌送・資の3分野におけるシェアリングエコノミーに関する経
�定体系（CBOBEJBO SZTUeN MBDSoeDoOoNJD ADDoVOUTצࡁ活動が、マクロ経ࡁ CM&A）においてどの様に
Ѳされるべきか、あるいは現状どの程度Ѳされているか、ক来のัଊに向けてどの様な作業が必要かについて整
理・検討が行われている。

STATCANでは、Ҿき続き、シェアリングエコノミー関連主体とその経ࡁ活動実態をѲ・分類すること、（॓
ധや༌送など）シェアリングエコノミーが産出の比重において重要な割合をめるಛ定の産業を割り出して、明示
的な計ଌ方法を検討すること、現状の利用可能な調査や管理データでシェアリングエコノミーの経ࡁ活動をัଊで
きているかについてデータソースの見しを行うことなどに取り組んでいくとされている。また、サテライトアカ
ウントの構築についても検討していくとड़べられている。
ʢʣΞϝϦΧ

アメリカにおいても、務省経ࡁ分析局（B&A）を中心に、シェアリングエコノミー౷計的ัଊについて検討
が始まっているが、イΪリスやカナμと比較するとまͩ具体的な取組みには至っていない。

2017年のチリ中央ۜ行主催のカンファϨンスʠMeBTVSJOH UIe &DoOoNZ JO B GMoCBMJ[eE WoSMEʡにおける
報告＊46によれば、シェアリングエコノミーに関わる企業についての情報は、ビジネスϨジスターや行政データ、
税務データなどを通してัଊされているとされているものの、一方で個人の࿑働者がしばしば被ޏ用者ではなく

「ಠ立した請ෛ人」となることで、収入が（事業者所得として分類され、税務署に申告されているとߟえられるが）
過গ申告されている可能性が指ఠされている。

また、アメリカ国内のシェアリングエコノミーの経ࡁ規模に関しても、現在のSNAにおける分類がこれらの企
業や࿑働者を別個の分類としてัଊできͣ、また単ಠの大企業により成り立っている分野の場合は、企業データの
非公開等によってデータが制限されるであろうと指ఠされている。

Τ　σϑϨーλーؔ࿈
経ࡁ成を示す実質成率は、実質G%Pの૿加率で示される。実質G%Pは、その年々の価でそのまま計ଌ

するG%P（名G%P）を、価格変動の程度を表す指数（デフϨーター）でআしてࢉ出される。通信サービスなど
技術進าがஶしいサービスでは、価格の下མの実態がデフϨーターにөされにくく（上方バイアス）、実質G%P
や実質成率は実態よりもくࢉ出されている（下方バイアス）との指ఠがなされている。

ਤද������� ΠΪϦスʹ͓͚ΔγΣΞϦϯάΤίϊϛーのܭଌํ๏

αーϏス等のఏڙʢ自ಈंཱྀ٬、॓ധなどʣ

ରՁの支い

ϓラοτϑΥームۀاに͓͚る、
αーϏスのऔҾ額をัଊ

のシΣΞϦンάΤίϊϛーۀا・ਓݸ
をัଊگの)1へのΞΫηスঢ়ۀا

ॴಘʢ配ʣ
).3C等੫務σーλの活用
࿑ಇྗ調査の活用˰配໘
でのัଊʢॴಘをัଊʣ

者څڙ
αーϏスのఏڙ者

ʢݸਓʣ

生࢈
ੈଳ࿑ಇαテライτצ定の活用

ध要者
αーϏスの利用者

ʢݸਓʣ

հऀ
ϚονϯάのϓϥοトϑΥーϜ
ʢ6CFS�"JSCOCのۀاʣ

खྉの支い खྉの支い

支ग़
-JWJOH�CPTU�BOE�'PPE�4VSWFZ

ʢՈܭ調査ʣの活用

（出య）内閣府 	2018
「シェアリング・エコノミー等新分野の経ࡁ活動の計ଌに関する調査研究」報告書を基に総務省作成

＊45	 4tatistics	$anada		2017
ʠ.easuring	the	sharing	economy	in	the	$anadian	.acroeconomic	"ccountsʡ
＊46	 #&"		2017
ʠ5he	$haMMenge	of	.easuring	the	%igitaM	&conomyʡ
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ACEJSBINBO他（2017）＊47 は、ӳ国の通信サービスについて、使用量は2010～2015年に約900ˋ૿加した一
方で、実質G7Aが4ˋ減গするなど、ஶしい技術進าが公的౷計にөできていないことを指ఠし、デフϨー
ターのਫ਼度を向上させることでこの題が解消されるとしている。その上で2種類のデフϨーターをࢉࢼし、現在
のデフϨーターは上方にภっており、実際のサービスの価格は2010年から2015年の間に35～90ˋ下する可能
性があると示ࠦしている。
͍ۙͯ͠ٴීʹܹٸΔΫϥυαʔϏεʹ͍ͭͯɺߏࡁܦɺੜੑ࢈ͷ্ͷଌఆʹॏཁͳӨڹΛ༩͑ΔՄ
ੑ͕͋Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ#ZSOFଞʢ����）＊4�ɺ࠷ऴधཁͰͳ͘தؒతͳϏδωεೖͰ͋Δ͜ͱɺ
ถࠃͰ·ͩΫϥυϕʔεͷαʔϏεͱैདྷͷαʔϏεΛ۠ผͰ͖Δ౷ܭใ͕ଘ͠ࡏͳ͍͜ͱ͔Βɺެత౷ܭ
ͰࡁܦͷΛಛఆ͢Δ͜ͱࠔͰ͋Δͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻͦͷ্ͰɺถࠃͷΫϥυαʔϏεͷՁ֨ͱྔɺ
ͷେ෯ྔ༺ͳԼɺٸͷఆྔԽํ๏Λ։ൃ͍ͯ͠Δɻͦͷ݁ՌΛͱʹɺΫϥυαʔϏεͷՁ֨ͷࢿຊࢿ
૿Ճɺࢿͷ૿େΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ
ΫϥυαʔϏεͷදྫͱͯ͠"84ΛऔΓ্͛ɺੜ࢈ΛίϯϐϡʔςΟϯάɺσʔλϕʔεɺετϨʔδ
ͷ�छྨʹཧ͠ɺίϯϐϡʔςΟϯάαʔϏεͷՁ֨ɺؒ�ˋԼʢ����ʙ����ʣɺσʔλϕʔεαʔ
Ϗε��ˋͷԼʢ����ʙ��ʣɺετϨʔδαʔϏε��ˋఔͷԼʢ����ʙ��ʣͰ͋ͬͨ͜ͱɺϚ
ΠΫϩιϑτͱ(PPHMFͷࢀೖલ͔ޙΒେ෯ͳՁ֨Լ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺΫϥυαʔϏεͷٸͳʹ͏େنͳΫϥυϓϩόΠμʔʹΑΔઃඋ͕ࢿɺถ%1)ࠃ౷ܭ

ʢ/*1"ʣͷ*5ࢿʹө͞Εͳ͍ཧ༝ʹ͍ͭͯɺΫϥυϓϩόΠμʔͷ͍ߴՔಇʹΑΔՄੑͱɺΫϥυ
ϓϩόΠμʔʹΑΔࣗצݾఆ্ܭ͕ࢿͰ͖͍ͯͳ͍ՄੑΛ͍ͯ͛ڍΔɻऀޙʹ͍ͭͯɺ(%1౷ܭͷ*5ࢿ
ʹؚ·Ε͍ͯͨ߹ɺ����͔Β����·Ͱͷ*5ثػͷ࣮ࡍͷࢿͷฏۉͰ�ύʔηϯτϙΠϯτ
ͳΔͷͱਪఆ͍ͯ͠Δɻ͘ߴ���ύʔηϯςʔδɾϙΠϯτۉͳΓɺ࣮࣭(%1ฏ͘ߴ

(%Pͷ֎�
ア　ফඅऀ༨

消費者余とは、消費者が支ってもྑいとߟえる価格と実際に支う価格とのࠩである。デジタル化によりݻ
定費用、限ք費用の方が下མすると、生産者余（価格と費用のࠩ）が減গし、消費者余が૿加する（ਤද
�������）。

生産者余はG%Pとして定量的に推計され、消費者余は主観的なものであり確立した計ଌ方法がないが、લ
ड़のインターネット上の無ঈサービスの消費者余を推計する研究もଘ在する。

本અで示した通り、ۚમ的なत受がないサービスは、G%Pを接計ଌすることが困難であるため、機会費用、
広告、データベースへの資、消費者余などの観点から間接的に計ଌすることが議されている。

機会費用アプローチは、インターネットにアクセスすることで、消費者がఘめたその他の時間の使い道により得

ਤද������� σδλϧԽʹΑΔফඅऀ༨のมԽ

ফඅऀ༨

Ձ֨

αーϏス・ࡒ
Ձ֨のԼ

ྔ

ध要

څڙ

Ձ֨

ྔ

څڙ
ध要

（出య）総務省（2016）「平成28年൛情報通信ന書」を基に作成

＊47	.o	"Cdirahman	%iane	$oyMe	3ichard	)eys	8iMM	4tewart		2017
ʠ$omparison	of	"pproaches	to	%eqating	5eMecoms	4erWices	0utputʡ
＊4�	 %aWid	#yrne	$aroM	$orrado	%an	4icheM		2017
	ʠ5he	3ise	of	$Moud	$omputing:	.inding	:our	1`s	2`s	and	,`sʡ
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られる価（機会費用）によって、無ঈサービスの価を評価するというߟえ方である。デジタルサービスの評価
をࢼ行したBSZOKoMGTToO BOE OI（2012）＊49によると、アメリカでは2007年から2011年のG%Pの年平ۉ成
率が0�75�向上するという推計結果が報告されている。

広告からのアプローチは、NBLBNVSB他（2017）＊50が、SNAの々交換（CBSUeS USBOTBDUJoO）の概೦を援用
し、以下のような新しい概೦を提Ҋするものである。まͣ、消費者が「無ྉコンテンπ」を受け取る代わりに、

「広告ࢹௌ」という生産活動を行い、その「広告ࢹௌ」を広告事業者がߪ入する。またその取Ҿ価ֹは、広告事業
者による広告収入に等しいとする。これらの取ҾについてSNA上では、広告事業者がߪ入した「広告ࢹௌ」が広
告事業者の中間消費および産出として、Ո計がࢹௌ（ʹ消費）した「広告」分がՈ計࠷ऴ消費として、それͧれٖ
制的に計上される。その結果G%Pがԡし上͛られる、というߟえ方である。

イ　ؒ࣌
余ՋもG%Pに含まれない経ްࡁ生の代表的なものとされる。

ウ　࣋ଓՄੑ
μイアン（2015）では、「財やサービスの生産量૿加を数ࣈで示すときに、現在の成がະ来の成を٘ਜ਼にし

ているかどうかがྀߟされていない（略）。たしかにG%P౷計には資産価の下མ分（資本減）が計上されて
いる。ͩが、明日の消費分を今日৯いつぶしてしまう現象をଌ定するのに、この指標ではあまりにも限定的過͗
る」と指ఠし、「持続可能性についてはૣ急にਖ਼ࣜな指標を用ҙしなくてはならないͩろう」とड़べている。

・日（2018）ށでは、「たとえば、ੈքۜ行が開発を進めている「ウェルス・アカウンティング（の会計）」
などの౷計を補完的に利用する必要があるͩろう。これは資産・資本にしたというҙຯで、企業会計の貸आ対
র表に֘当するが、ڵຯ深いことに理的な資本（ݐ・設備等）ͩけではなく、人的資本、社会資本、そして自
વ資源も含めた「แ括的な（CoNQSeIeOTJWe XeBMUI）」を計ଌしようとしている。ウェルス・アカウンティン
グはまͩ開発途上であるが、ক来的に国内総余とϖアにすることで、企業が行うような資産ճ転率などの分析
や、自વ資源の減を可ࢹ化した上での経ࡁ成といった新たなࢹ点がマクロ経ࡁにおいても提供されることが期
待できる。」と指ఠしている。

Τ　サテライトצఆ
SNA（G%P౷計）体系は、生産、分配、支出といったそれͧれのצ定が密接な関係をもって定ٛされ、その経

の計ଌを改善させることは容易でࡁ活動量を計ଌしているため、この関係を่さないようにしつつ、デジタル経ࡁ
はない。そのため、O&C%ではシェアリングエコノミー、クラウドコンピューティング等のデジタル経ࡁの計ଌ
を的とするデジタル経ࡁサテライトצ定の整備を提এしている。サテライトצ定とは、あるಛ定の経ࡁ活動を経
定として推צ活動量と密接な関係を保ちながら別ࡁ分析的や政策的のために中体系（SNA本体系）の経ࡁ
計するצ定であり、ཱྀ行・観ޫ、環境保護活動、介護・保育、NPO活動、無ঈ࿑働などの分野で整備されている。

O&C%での取組はRJCBSTLZ, AINBE（2018）＊51など、アメリカでの取組はBBSeGooU他（2018）＊52などで報
告されている。

＊49	 &rik	#rynjoMfsson	+oo	)ee	0hʢ2012ʣʠ5he	attention	economy:	.easuring	the	WaMue	of	free	digitaM	serWices	on	the	internetʡ
＊50	 3acheM	4oMoWeichik	+on	4amueMs	and	-eonard	/akamuraʢ201�ʣʠ#artering	for	b'ree`	*nformation:	*mpMications	for	.easured	(%1	and	

1roductiWityʡ
＊51	 +ennifer	3iCarsky	/adim	"hmadʢ201�ʣʠ5owards	a	'ramework	for	.easuring	the	%igitaM	&conomy	r	0&$%ʡ
＊52	 ,eWin	#arefoot	%aWe	$urtis	8iMMiam	".	+oMMi⒎	+essica	3.	/ichoMson	3oCert	0mohundroʢ201�ʣʠ%epning	and	.easuring	 the	%igitaM	

&conomyʡ
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第̎અにおいて、൚用技術としてのICTが効果を発شするためには、補完的なイノベーションとなる改革が必
要であることをड़べた。զが国がSoDJeUZ 5�0を実現してそのਅ価を発شするためには、どのような改革が必要に
なるのか、現在のզが国の状況にরらしてड़べる。

1 ඞཁͳվֵᶃɿI$5ͷҐஔ͚ͷ࠶ఆٛ
第1ষୈ̍અٴͼୈ̎અでは、զが国のICT資の量やその効果は限定的であり、そのഎܠとして、ICTの位

置付けが重ࢹされていないことをड़べた。まͣ、ICTの位置付けを改めて定ٛしす必要がある＊1。

ϓϩϑΟοτηϯλʔʗϑϩϯτΦϑΟεͷI$5ͷస�
ैདྷͷI$5ίετηϯλʔʗόοΫΦϑΟεۀͰ͋ΓɺඇίΞۀͰ͋ͬͨ

平成30年൛情報通信ന書において、զが国のICT導入は、業務の効率化等の手段として位置付けられているこ
とを示した。すなわち、ICTはプロセス・イノベーションに活用されているものの、プロμクト・イノベーショ
ンへの活用はे分ではない状況にある＊2。また、第1ষ第̎અで見たとおり、զが国におけるICTへの資は、8
割が現行ビジネスのҡ持・運営に当てられている。

このような中で、զが国においては、企業においてICTの導入を推進する情報システム部は、利ӹを生まな
い「コストセンター＊3」としてଊえられてきたといえる。また、情報システム部の業務は、の開発や提供を
行う事業部等の社内の他部に対して価を提供する「バックオフィス業務」であったといえる。そして、ICT
の導入は企業のコア業務としては位置付けられておらͣ、情報システム部からSIeSとݺばれるICT企業にҕୗ
する形が広くみられ、しばしば「ベンμーؙ͛」ともশされている＊4。
ͱͳΔۀͰ͋ΓɺίΞۀͷI$5ϓϩϑΟοτηϯλʔʗϑϩϯτΦϑΟεޙࠓ

第1અでड़べたとおり、今後、ICTは、データが価創出の源ઘとなり、企業にとってはプロμクト・イノベー
ションやビジネスモデルの変革を実現するものとなる。また、ICTを導入する業務は、社内ではなく٬ސに対し
て価を提供するものであり、「フロントオフィス業務」となる。このようなICTは、企業のコア業務として位置
付けられ、従来のSIeSへのґଘが高い在り方には見しがഭられることになる。

今後、フロントオフィス業務としてのICTの導入に当たり、情報システム部やSIeSのサポートを受けた事業
部がより重要な役割を果たし、全体としてプロフィットセンター＊5となる体制へと変化していくことがٻめら
れる。طにそのような体制への変化はみられ、例えばJ6ASと野村総合研究所が実施した「デジタル化の取り組み
に関する調査2019」においては、デジタル化施策の推進主体について、2017年度調査では情報システム部（IT
部）を中心とする割合が約3割となっていたものの減গ向にある一方で、5年後のক来には情報システム部
と共同チームを中心とするという割合が約5割に達している（ਤද�������）。

＊1	 ಠ立ߦ๏人ใॲཧਪਐߏػʢ*1"ʣ、ୈ4ֵ໋ۀ࢈࣍に向けͯٻΊΒΕる৽たͳྖҬのʠֶͼ͠ʡのࢦとͯ͠、「*544�」Λ策ఆ͠、
20174݄にެ։͍ͯ͠るɻࢦ策ఆのഎܠとͯ͠、৽たͳ*5͕ࢿόοΫΤンυ͔ΒフϩンτΤンυにͳる͜と、Φʔφʔ͕ใシステ
ム෦͔Βۀࣄ෦にͳる͜と、*5ϕンμʔの֎ओମ͔ΒύʔτφϦンάにΑる։ൃ͕ओମとͳる͜と等Λ͍ͯ͛ܝるɻ

	 ʢhttps://www.ipa.go.jp/jin[ai/itss/itsspMus.htmMʣ
＊2	 イϊϕʔシϣンにؔͯ͠0&$%と&urostatʢԤभҕһ会౷ܭ૯局ʣ͕߹ಉͰ策ఆ͠たࡍࠃඪ४ʢΦスϩɾϚχϡΞϧʣにお͍ͯ、イϊϕʔ

シϣン、ᶃϓϩμΫτɾイϊϕʔシϣンʢࣗ社にとっͯ৽͍͠ɾαʔϏスΛࢢにಋೖ͢る͜とʣ、ᶄϓϩηスɾイϊϕʔシϣンʢࣗ社
におけるੜ࢈ఔɾૹํ๏ɾͦΕΒΛࢧԉ͢る׆ಈに͍ͭͯ、৽͍͠のຢطଘののΛେ෯にվળ͠たのΛಋೖ͢る͜とʣ、ᶅ৫イ
ϊϕʔシϣンʢۀߦ׳、৬৫のฤ、社֎とのؔにؔͯ͠、ࣗ社͕͜Ε·Ͱ利用ͯ͜͠ͳ͔った৽͍͠৫ཧのํ๏Λಋೖ͢る͜
とʣ、ᶆϚʔέテΟンάɾイϊϕʔシϣンʢࣗ社のطଘのϚʔέテΟンάख๏とେ෯にҟͳΓ、͔ͭ͜Ε·Ͱに利用͠た͜とのͳ͔った৽͠
͍ϚʔέテΟンάɾίンηϓτϚʔέテΟンά戦略Λಋೖ͢る͜とʣの4ྨ͛ܝ͕ܕΒΕ͍ͯるɻ

＊3	 「ίスτηンλʔ」と、ۀاにお͍ͯ利ӹΛੜ·ͳ͍෦Ͱ͋Γ、جຊతにඅ用のΈΛू͠ܭ、͍͔にඅ用Λ͑ͭͭྑ͍ύフΥʔϚンス
Λൃ͢شる͔に͍ͭͯΛ༗͢るɻҰൠに、૯ɾ人ࣄɾܦཧと͍ったόοΫΦフΟスۀ͕֘͢ると͞Εるɻ

＊4	 ྫとͯ͠、ۀ࢈ࡁܦলʢ201�ʣ「%9Ϩϙʔτ」͕͋るɻ
＊5	 「ϓϩフΟοτηンλʔ」と、ۀاにお͍ͯ利ӹΛੜΉ෦Ͱ͋Γ、͍͔に利ӹΛൃੜͤ͞る͔に͍ͭͯΛ༗͢るɻ

第�節 4PDJFUZ����͕ਅՁΛൃ͢شΔͨΊʹͲͷΑ͏ͳվֵ͕ඞཁ͔
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また、ICTがビジネスモデル自体を変革していくことに加え、第1અでड़べたとおり、企業の「内と外」の境を
変えるからこそ、経営のϨベルでの判断が必要となる＊6。これまでも経営ϨベルのCIO（࠷高情報者ɿCIJeG 
IOGoSNBUJoO O⒏DeS）を設ける動きが進んできたが、CIOはあくまでも情報システム部の者であり、事業
部の行うの開発・提供等への関༩は限定的であることが多いとされる。このような中で、C%O（࠷高デジ
タル者ɿCIJeG %JHJUBM O⒏DeS）として事業部の業務にも深く関わるICTの者を設ける企業も出てきて
いる。名শはどのようなものであれ、後者の役割を果たす者によるリーμーシップの発شもٻめられていくͩ
ろう。J6AS・野村総合研究所（2019）においても、デジタル化の取組が他社と比べて進んでいるとする「トップ
ランナー」企業においては、デジタル化推進の者が明確となっており、かつ、CIOではなくC&OやC%O等
が者となっている向がある。他方、デジタル化の取組が他社と比べてかなりれているとする「フォロワー」
企業においては、デジタル化推進の者が明確ではないという割合が約5割となっている（ਤද�������）。

以上を踏まえ、新たなICTの位置付けとその推進主体について整理したものがਤද�������である。

ਤද������� のਪਐମ੍ࡦࢪΔσδλϧԽ͚͓ʹۀا

কདྷʢ�年ޙʣ

20��年度

20��年度

IT෦த৺ 事ۀ෦த৺ IT෦と事ۀ෦のڞಉνームத৺
σδλϧԽ推進෦த৺ そのଞ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ

（出య）J6AS・野村総合研究所（2019）を基に作成

ਤද������� ΔσδλϧԽਪਐのऀ͚͓ʹۀا

全体

τοϓランφー

ηΧンυランφー

ϑΥϩϫー

C&0、ࣾ、දऔక

0 �0 20 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ

C%0、CT0等のσδλϧ୲һ CI0しくIT෦
事ۀ෦୲һ 明確でない そのଞ

˞σδλϧԽのऔঢ়͕گଞࣾとൺてʮかなり進Μでいるʯຢʮあるఔ度、進Μでいるʯとճしたۀاをʮτοϓランφーʯ、ʮあ·り進Μでいないʯとճ
したۀاをʮηΧンυランφーʯ、ʮかなりれているʯとճしたۀاをʮϑΥϩϫーʯとしている。

（出య）J6AS・野村総合研究所（2019）を基に作成

ਤද������� *$5のҐஔ͚のస

ຊʹ͓͚Δ͜ΕまͰの
*$5のҐஔ͚

σーλʗ *P5 ʗ "* ʗ̑(࣌の
৽ͨな*$5のҐஔ͚

ΛޮԽۀ
ʮकりʯの*$5

৽ͨなՁΛ
ʮ߈Ίʯの*$5

όοΫΦϑΟスۀ
৫ʹՁΛఏڙ

ϑϩϯトΦϑΟスۀ
ڙՁΛఏʹ٬ސ

ίストηϯλー
རӹ生まな͍

ϓϩϑΟοトηϯλー
རӹΛ生Ή

ʴۀا$5*
Ϣーβーۀا�ใγスςϜ෦

Ϣーβーۀࣄۀا෦ʴ
ʏ�ใγスςϜ෦ʴ

ۀا$5*

୭͕ਪਐ͢Δの͔ʁ
$%0˞�$*0˞�

˞�　CIJFG�IOGPSNBUJPO�0⒏DFSɿ࠷高情報者 ˞2　CIJFG�%JHJUBM�0⒏DFSɿ࠷高σδλϧ者

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

＊6	 ࣰ㟒ʢ2014ʣh インフΥϝʔシϣンɾΤίϊϛʔʱにお͍ͯ、*$5ಋೖに͏ۀاվֵのྖҬ͕ۀاのにとͲ·Βͣ、「ۀاのڥք」Λ
Ͳ͜にҾ͔͘と͍͏局໘にٴΜͰ͍るͳΒ、ۀࣄ෦の割.�"と͍った高ͳܦӦஅ͕ഭΒΕるҎ上、τοϓϚωʔδϝンτにΑる
վֵのίϛοτϝンτ͕ෆՄܽと͍ͯ͠るɻ
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ॏཁͱͳΔ#J[%FW0QTͷίϯηϓτ
લड़のような࢟に関連し、ۙ時その重要性がএえられているものとして、BJ[%eWOQTというコンセプトがある。

これは、「BJ[」すなわち事業担当者、「%eW」すなわち開発担当者、「OQT」すなわち運用担当者の3者が連携して
デジタル化に取り組Ήというものである。通常、事業担当者は収ӹ向上、開発担当者はྑ質なシステムの迅速な導
入、運用担当者はシステムの安定的な稼働を主な標として活動しており、これら活動はしばしば別々のものとし
て行われてきた。BJ[%eWOQTにおいては、3者が事業上の標を共有しつつ、迅速な開発と提供を指すことに
なる＊7（ਤද�������）。

このようなコンセプトが重ࢹされるようになってきたഎܠとして、インターネットを通じたサービスの提供に代
表される٬ސとの接点のデジタル化がある。また、このようなデジタル化の中で、アプリへの評価が使いউ手のྑ
さやクラッシュのしにくさに大きくөされるように、システムの稼働の題が事業の題に結するという認ࣝ
が広まったということがある。更に、様々なデータがリアルタイムで収集可能になってきたことで、事業とシステ
ムの関係性は見える化され、それͧれの担当者が管理するデータを持ちدることにより、データを価の源ઘとす
ることが可能となるということもあるとߟえられる。

サイバー空間と現実ੈքの融合が進んでいく中で、ICTと事業との連携は一層重要になっていくとߟえられる。
ICT企業や、ユーβー企業の情報システム担当部は、事業についての業務知ࣝを向上させるとともに、ੵۃ的
に事業に関༩していくことがٻめられる＊�。
4IFSͷϏδωεϞσϧʹมֵ͕ٻΊΒΕΔ

以上のようなICTの位置付けの転換の中で、ւ外で多くみられるように、自社のڝ૪力にӨڹするシステムに
ついては内し、そうでないものについてはパッケージのものを調達するといった方針への転換もࢹ野に入れるべ
きであろう。これにい、受ୗ開発を中心に行ってきたSIeSのビジネスモデルにも、大きな変革がٻめられるこ
とがߟえられる（ਤද�������）。

ਤද������� #J[%FW0QTのίϯηϓト

#J[
෦ۀࣄ

#J[
෦ۀࣄ

0QT
ӡ༻෦

%FW
։ൃ෦

௨のڞ
ඪۀࣄ
ୡ

#J[と%FW・0QT͕ؒஅ͞れて͓り、
ICT͕ޮత・ޮ果తに利用͞れていない

0QT
ӡ༻෦

%FW
։ൃ෦

ґཔۀ

γスςϜの
安ఆతなՔಇ

ϓϩϑΟοト
ηϯλー

ίスト
ηϯλー

ऩӹの্

�者連携にΑͬて、事ۀඪにݙߩする
ΞϓϦέーシϣンなどのޮతな開ൃ͕Մ
ˠ�ICTをڝ૪ྗのίΞとして事ۀに活用

全ମͱしͯ
ϓϩϑΟοトηϯλーʹ

ྑ࣭な
γスςϜのಋೖ

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

＊7	 +6"4ɾଜ૯߹ڀݚॴʢ2019ʣにΑΕ、σδλϧ化にؔ͢る戦略策ఆɾࢪ策ਪਐの͍ͣΕにお͍ͯ、「৽ۀࣄɾϏδωスϞσϧの出」
「৽ɾ৽αʔϏスの出」のྖҬͰՌΛ出͍ͯ͠るۀا、*5෦とۀࣄ෦のڞಉνʔム͕த৺とͳっ͍ͯる割߹͕高͍ɻ

＊�	 https://www.nttdata�strategy.com/monthMy/2016/0509/indeY.htmM
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I$5ਓࡐͷ࠶ஔ�
ॾ֎ࠃͱҟͳΔզ͕ࠃͷI$5ਓࡐͷஔ

2017年のՆ、ある自動ंメーカーが、大手ICT企業の事業所が集まるJRೆ線Ԋ線のӺに大々的なٻ人広告
を出したことが話題となった。このことに象されるように、ユーβー企業がICT人材を࠾用するという動きが
広まってきている。

લड़のようなICTの位置付けの転換を行う上で鍵をѲるのは、人材である。զが国においては、ICT人材がユー
βー企業ではなく、ICT企業に多く配置されていることがಛである。ಠ立行政法人情報処理推進機構が調査し
た結果によると、ICT企業に所ଐするICT人材の割合は、2015年時点で日本が72�0�であるのに対し、ถ国で
は34�6�、ӳ国では46�1�、ドイπでは38�6�等となっている（ਤද�������）。

Ϣʔβʔۀاଆʹ͓͚ΔI$5ਓࡐͷॆ࣮͕ඞཁ
第1ষ第̍અ及び第̎અでड़べたとおり、զが国においては、ICTの導入は企業のコア業務として位置付けられて

おらͣ、情報システム部がICTの導入をSIeSにҕୗすることが一ൠ的であるとされてきた。どちらがݪҼでどち
らが結果ということは難しい໘があるものの、લड़のようなICT人材の配置は、これまでのզが国におけるICT導
入の効果を限定的にしてきたとともに、今後のプロフィットセンターʗフロントオフィス業務としてのICTを実現

ਤද������� 4*FSのビδωスϞσϧのมֵのྫ

情報システム
෦

事ۀ෦
#J[

#J[
%FW

%FW

%FW

0QT

0QT

0QT

#J[

#J[

#J[

#J[
事ۀ෦

事ۀ෦

4*FS
システムの受託開ൃத৺

Ϣーβーۀا

ใγスςϜ෦ͱの
りऔり͕ϝΠϯ

事ۀ෦

事ۀ෦

事ۀ෦

4*FS
αーϏスのఏڙ、ϓラοτϑΥームのߏங等

Ϣーβーۀا

ビδωス՝ʹ݁しͨ
サービスのఏڙ


ใ
γ
ε
ς
Ϝ
෦
%FW

0QT

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

ਤද������� *$5ਓࡐのஔʹؔ͢Δࡍࠃൺֱ

ຊ

ถ国

Χφμ

イΪϦス

υイπ

ϑランス

ITۀا

0 20 �0 �0 �0 �00 0 �0 20 �0 �0 �0 �0 �0 �0ʢˋʣ ʢˋʣ

Ϣーβۀا

�2�2

����

����

����

����

����

ICTۀا

ۀ߭・ۀړ・ۀྛ・ۀ等

ઃ・ݐ

ૉࡐ

۩ثցػ

ࣾձインϑラ

商ࣾŋྲྀ௨

ۚ༥

αーϏス

ެ務

そのଞ

ओཁࠃʹ͓͚Δ*$5ਓࡐのஔ ถʹ͓͚Δ*$5ਓࡐのॴଐۀք

ຊ
ถ国

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
IPA調査を基に作成
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していく上では、োนとなることがߟえられる。この観点からは、લड़のようなユーβー企業がICT人材をੵۃ的
に࠾用する動きはましいものであり、ユーβー企業ଆにおけるICT人材のॆ実を更に促進していく必要がある。
ΞδϟΠϧ։ൃΛਐΊΔͨΊͷਓࡐஔ

ICTの位置付けがプロμクト・イノベーションを実現するものへと変化する中で、アジϟイル開発の重要性が
指ఠされている。従来のウォーターフォール型開発においては、࠷初に៛密な計画を立てた上で、要݅定ٛから設
計・開発・テスト・運用までに至る工程を順൪に行うものであった。他方、アジϟイル開発においては、機能を分
割し、機能͝とにͻとまͣ動作するシステムを作った上でૣ期にリリースし、٬ސからのフィードバックをөさ
せながら改善していくアプローチとなる（ਤද�������）。

プロμクト・イノベーションのためのICTにおいては、٬ސニーζの多様化を踏まえると、システムの安定性
のみならͣ、新たなサービスを次々と迅速に開発・提供していくことが重要となるとともに、一度提供を開始した
サービスについても、継続的な改善を迅速に行うことが必要となってくる。このようなシステム開発には、ウォー
ターフォール開発ではなく、アジϟイル開発がదしているといわれ、લड़のBJ[%eWOQTとも和性があるとされ
る＊9。このようなアジϟイル開発を効果的に行う上でも、ユーβー企業にे分なICT人材がଘ在することは重要
であるといえよう。

I$5ਓࡐͷෆͱྸߴԽͱ͍͏՝
このようにICT人材を取りרく環境が大きく変化していく中で、զが国のICT人材は量的に不しており、不

は今後ますます深ࠁ化するとされている＊10。
また、量のみならͣ質の໘でも不しているとの見方がある＊11。これは、ICT人材にٻめられるスキルが従来

から変化してきていることとも関係しているとߟえられる＊12。例えば技術໘においては、ソーシϟル（SoDJBM）、
モバイル（MoCJMe）、アナリティクス（AOBMZUJDT）、クラウド（CMoVE）、センサー・セキュリティ（SeOToS・
SeDVSJUZ）の಄จࣈをとった「SMACS」に関するスキルが重要となってきているといわれている。また、デβイ
ン13＊ߟࢥやલड़のアジϟイル開発のスキルの重要性も指ఠされる。したがって、これまでICT企業において「क

ਤද������� ΥーλーϑΥーϧ։ൃͱΞδϟΠϧ։ൃのൺֱ

ॳの要݅を
ຬたすΑ͏に開ൃ
ʢ༷の途தมߋ

定しないʣ

ΥーλϑΥーϧ։ൃ ΞδϟΠϧ։ൃ

ཁ݅ఆٛ

ઃܭ

։ൃ

ςスト

要݅定ٛ

ઃܭ

開ൃ

テスτ

要݅定ٛ

ઃܭ

開ൃ

テスτ

要݅定ٛ

ઃܭ

開ൃ

テスτϦϦース

෮ʢイテϨーシϣンʣ�

イテϨーシϣンにΑる
テスτ݁果を౿·͑、
վળ・ߋなどをม༷

ϦϦース

ϦϦース

ϦϦース

෮ʢイテϨーシϣンʣ2

෮ʢイテϨーシϣンʣ�

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
ITNeEJB エンタープライζ記事を基に作成

＊9	 ΥʔλʔフΥʔϧ։ൃとΞδϟイϧ։ൃにͦΕͧΕϝϦοτʗσϝϦοτ͕͋Γ、高͍࣭と҆ఆ性͕ٻΊΒΕるେنシステムにお͍
ͯ、Ҿ͖ଓ͖Ξδϟイϧ։ൃΑΓΥʔλʔフΥʔϧ։ൃ͕ద͍ͯ͠ると͍͏͕͋ํݟるɻ

＊10	ྫ͑、ۀ࢈ࡁܦল「*5人ࡐधڅにؔ͢るௐࠪ」ʢ20194݄ʣにΑΕ、*5人ࡐ201�Ͱ22ສ人ෆͯ͠おΓ、2030に45ສ人
ʢதҐシφϦΦʣのෆ͕ࠐݟ·Εると͍ͯ͠るɻ

＊11	 *1"「*5人ࡐനॻ201�」にΑΕ、ωοταʔϏス࣮ۀاࢪの*5人ࡐʢωοτܥʣの「࣭」にର͢るෆײとͯ͠、39.3�͕「େ෯にෆ
͍ͯ͠る」、49.3�͕「ෆ͍ͯ͠る」と͍ͯ͠るɻ

「ॻࠂಈใ׆ϫʔΩンάάϧʔϓɹ201�ࡐ人*"」フΥʔラムʢi43'ʣڀݚಈ๏人*5スΩϧ׆"*のಋೖ͕ਐΜͰ͍る͕、ಛఆඇӦ利ࡏݱ	12＊
Ͱ、「*5ܥϩʔϧのスΩϧと"*ܥϩʔϧのͦΕに͋·Γ͕ؔͳ͘、ڑ͕͋る」と͍ͯ͠るɻ

	 ʢhttps://www.isrf.jp/home/forum/working/ai/indeY.aspʣ
＊13	「σβインߟࢥ」と、ܳज़ݐஙと͍ったのσβイφʔ͕σβインΛࡍ͏ߦとಉ༷のํ͑ߟɾखॱΛとる͜とͰ͋Γ、۩ମతに、٬ސ

の؍にΑるײڞ、のఆٛ、ղܾ策のൃ、ূݕ、࡞ࢼと͍͏ϓϩηスΛܦるのと͞Εるɻ
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り」のICTであるSoR（SZTUeNT oG ReDoSE）を
中心とするスキルをに付けてきた人材が、ち 
に「߈め」の ICTである So&（SZT UeNT  o G 
&OHBHeNeOU）を中心とする新たな位置付けのICT
を支える人材となり得るものではない可能性があ
る。

更に、զが国のICT人材の構成は高齢化が進んで
いる。2008年にはICT人材の8割超が30代以下で
あったが、2018年には30代以下の比率が6割強へ
と下している。高齢化はICT人材のみの課題では
ないものの、全職種と比べた場合であっても、高齢
化の進展度合いは大きいものとなっている（ਤද
�������）。

これらのことを踏まえると、ユーβー企業ଆにお
けるICT人材のॆ実は、現在ICT企業に所ଐする
ICT人材がユーβー企業に移ることに加え、新たに
ICT人材が産み出されていくことにより実現すると
いう道ےも重要であろう。この観点からは、後ड़す
るような人を活かすための改革が必要となってく
る。

2 ඞཁͳվֵᶄɿΦʔϓϯɾΠϊϕʔγϣϯͱͯ͠ͷ.�Aͷऔ

ͳͥΦʔϓϯɾΠϊϕʔγϣϯʵࣗલओ͔ٛΒͷ٫͕ඞཁͱͳ͍ͬͯΔͷ͔�
զが国の企業のಛとして、自લ主ٛが͛ڍられることが多い。基ૅ研究からの開発、そして造やൢചと

いったビジネスのバリューチェーンを、自社（あるいは自社の系ྻ企業）のリソースにより構成した上で、を
提供するというものである。

このような自લ主ٛには、ಛに様々な種類のを大量に生産する上で、規模の経ࡁ性やൣғの経ࡁ性が働くと
いうメリットがあるとߟえられる。また、リソースを内部に抱えることにより、取Ҿ費用をえるといったメリッ
トがあったとߟえられる。これらは、スピーディーな開発・提供を可能にするଆ໘もあったͩろう。

他方、デジタル経ࡁの進化の中で、企業と企業の関係は、価の源ઘやコスト構造の変化を踏まえた࠶構築がٻ
められている。すなわち、これまでは自社の内部で行っていた企業活動について、外部からの調達が必要になるこ
とがߟえられる。例えば、モジュール化の進展は、複数社のリソースを活用した生産の༏位性を高めることとなっ
た。この点を含め、ビジネスモデル自体の変革を含めた新たなの開発を次々に行うことがٻめられている中
で、クϨイトン・クリステンセンが指ఠする「イノベーションのジϨンマ」＊14がݦஶとなり、自લ主ٛでの対応に
限քが出てきている。

これらのことをഎܠに、「オープン・イノベーション」が重要となってきている。オープン・イノベーションと
は、「企業が自社のビジネスにおいて外部のアイディアや技術を更に多く活用するとともに、利用していないアイ
ディアを他社に活用させるべきということ」をҙຯする＊15。

ΦʔϓϯɾΠϊϕʔγϣϯͱͯ͠ͷ.�Aͷॏཁੑ�
.�AʹΑΓ͖ͯͨ͠(A'A

スマートフォンのOSであるAOESoJE、動画共有サービスの:oVTVCe、広告配信基盤の%oVCMeCMJDLは、いͣ
れもGooHMeの事業のコアとなっているものであるが、これらには共通点がある。それは、いͣれもGooHMeがങ

＊14	 $Mayton	..	$hristensenʢ2011ʣʠ5he	*nnoWator`s	%iMemma:	5he	3eWoMutionary	#ook	5hat	8iMM	$hange	the	8ay	:ou	%o	#usinessʡ
＊15	 )enry	8.	$hesCroughʢ2003ʣʠ0pen	*nnoWation	r	5he	/ew	*mperatiWe	for	$reating	and	1ropting	from	5echnoMogyʡ

ਤද������� *$5ਓࡐのྸߏのมԽ

*$5ਓࡐ 全৬छ

�0Ҏ上
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˞ICTਓࡐɿʮϓϩάラϚーʯ及ͼʮシステムΤンδχΞʯのஉঁ߹ܭ

ฏ�� ฏ�� ฏ�� ฏ��

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
ް࿑省「ۚ構造基本౷計調査」を基に作成
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収したスタートアップ企業から始まったものであるということである。ୈ�ষୈ̏અͰड़ͨGA'Aとݺばれる
デジタル・プラットフォーマーは、ੵۃ的なM�Aを通じて成を実現してきている（ਤද�������）。

オープン・イノベーションについては、これまでզが国においては産ֶ連携という手法を中心に活発な議が行
われてきた＊16が、企業と企業の関係の࠶構築としてのM�Aという手法も含まれる。લड़したとおり、企業にお
いてはデータが価の源ઘとなることにいコア業務が変化するとともに、コスト構造の変化を踏まえたビジネス
モデルの変革がٻめられる中で、単なる業務提携や共同研究を超え、M�Aという形で組৫の在り方自体を変革す
る手法が重要となってくる。
ಛʹେۀاʹͱͬͯॏཁͱͳΔ.�A

あらΏる産業にICTが一体化していく中で、これまでICT企業ではなかった企業においても、ICTを活用した
サービスの開発・提供が必要となってくる。ICTによるサービスは、開発に大きな設備を必要としない一方、変
化の速い٬ސニーζに対応するため、新なアイディアと事業化のスピードが重要とされている。他方、大企業に
おいては、社内調整等を要することからスピードײを欠く向にあるとされる。また、大企業にはલड़の「イノ
ベーションのジϨンマ」がଘ在し、طଘを改ྑする「持続的イノベーション」には༏れているものの、طଘ
の価をഁ壊するような新たな価を生み出す「ഁ壊的イノベーション」をܰࢹする向があるともいわれてい
る。大企業に比べると規模がখさいスタートアップ企業は、より迅速なҙܾࢥ定が可能という໘を持つため、ಛに
ICTによるイノベーションの創出力という໘では、༏位性を持つとߟえられる。

これらのことを踏まえると、ಛに大企業は、自らの研究開発等によるイノベーション創出にこͩわるのではな
く、このようなスタートアップ企業との協調により、その能力を活用するというࢹ点が重要となる。そのための一
つの方法としてM�Aの活用がٻめられ、M�Aにより、٬ސや市場、技術やノウハウのほか、人材の֫得につい
て時間をかけͣに行うことを可能とする。また、M�Aで֫得した事業とطଘの事業とのシナジー効果も期待でき
る。ಛに、લड़のICTによるサービスのಛ性も踏まえると、リアルのੈքで事業を行ってきた企業がデジタルྖ
域に進出する場合に有効であるとߟえられる。同時に、M�Aにより外部のリソースを内部化するͩけではなく、
コア業務でないものについては外部化していくという方向からのM�Aも重要である。

また、研究開発の代ସ手段としてM�Aをとらえるࢹ点も重要であるといえよう。研究開発をR�%（ReTeBSDI 
BOE %eWeMoQNeOU）というが、A�%という言༿がある。これは、ADRVJTJUJoO BOE %eWeMoQNeOUの略であり、
自社で技術の研究開発を行うのではなく、༏れた技術を持つ企業をങ収することにより、その技術を֫得するとい
うものである。A�%には、༏れた外部リソースの取りࠐみというメリットに加え、自社で研究開発を行う場合の
リスクをܰ減できるというメリットもあるとされている＊17。シスコシステムζは、このA�%で成したయ型的

ਤද������� ("'"ʹΑΔ͜ΕまͰの.�"のن

໊ۀا

ରؒظதのࣾ ରؒظதのֹࢿ

ങऩۀا
૯

ങऩۀا
の͏ちٕज़ܥ
ܭ߹

ങऩۀا
の͏ちٕज़ܥ
ܭ߹

ʢങऩֹۚ໌ʣ

ٕज़ۀاܥのങऩֹۚ
ʢങऩֹۚ໌のۀاのΈʣ

ʢߟࢀਪఆʣ
ٕज़ۀاܥの૯ങऩֹۚ

(PPHMF
ʢ200�年2݄ʙ
　20��年�݄ʣ

22�ࣾ 20�ࣾ ʢ��ࣾʣ �0�ԯถυϧ
ܭ߹ࣾ��

ʢ��0ԯถυϧʣ
ฏۉ買ऩ額ܭ算࣌に
.PUPSPMBをআ֎

"QQMF
ʢ����年�݄ʙ
　20��年�݄ʣ

�0�ࣾ ��ࣾ ʢ�0ࣾʣ ��ԯถυϧ
ܭ߹�0ࣾ

ʢ���ԯถυϧʣ
ฏۉ買ऩ額ܭ算࣌に
#FBUT&MFDをআ֎

'BDFCPPL
ʢ200�年�݄ʙ
　20��年�݄ʣ

��ࣾ ��ࣾ ʢ��ࣾʣ 2�0ԯถυϧ
ܭ߹ࣾ��

ʢ���ԯถυϧʣ
ฏۉ買ऩ額ܭ算࣌に
8IBUT"QQをআ֎

"NB[PO�DPN
ʢ����年�݄ʙ
　20��年2݄ʣ

��ࣾ ��ࣾ ʢ��ࣾʣ �0ԯถυϧ
ܭ߹ࣾ�� ʢ���ԯถυϧʣ

˞各ࣾॳめての.�"࣮ࢪ事ྫΑりΧンτ
（出య）日経BP総研とテクノアソシエーπによる調査「GA'AのM�Aの状況」

＊16	զ͕ࠃのΦʔϓンɾイϊϕʔシϣン策に͍ͭͯ、ֶ࢈࿈ܞにภॏ͍ͯ͠るとのࢦఠ͋るɻྫとͯ͠、౻ా༤ʢ201�ʣ「σδλϧ࣌の
Φʔϓンɾイϊϕʔシϣンのల։とຊの՝」͕͋るɻʢhttps://www.jri.co.jp/.edia-iCrary/pMe/report/jrireWiew/pdf/10266.pdfʣ

＊17	͜ののϝϦοτに͍͍ͭͯͯ͠ٴݴるのとͯ͠、).$hesCroughʢ2006ʣʠ0pen	#usiness	.odeMs:	)ow	to	5hriWe	in	the	/ew	*nformation	
-andscapeʡ͕͋るɻ·た、.asahiko	"okiʢ2001ʣʠ5oward	a	$omparatiWe	 *nstitutionaM	"naMysisʡにお͍ͯ、3�%とൺֱ͠た߹の
"�%のϝϦοτとͯ͠、システムઃܭにؔ͢るෆ࣮֬性͕減少͢る·ͰଞのબࢶΛҡ࣋Ͱ͖る͜とのॊೈ性Λ͍ͯ͛ڍるɻ
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な企業である。AT�Tに源流を持つベル研究所がѹ的なଘ在ײを持っていた中で、大規模な研究開発ڌ点を持っ
ていなかったシスコ社はੵۃ的なM�Aにより急速な成を実現したとされる。

経団連が2019年2月に公表した報告書「SoDJeUZ 5�0実現に向けたベンチϟー・エコシステムの進化」＊1�にお
いても、大企業によるオープン・イノベーションの取組強化の必要性について言及している。具体的には、「大企
業には資ۚ、技術、人材、そして知ࣝ・データなどのアセットが集ੵしている。ベンチϟー・エコシステムを次の
ステージに進めるためには、大企業が抱えるこれらのアセットをエコシステムへといかに「解放」していくかがカ
Ϊとなる。オープンイノベーションは、こうした資産の「解放」に資するとともに、大企業自を変革する手段と
しても有効である。」「Ԥถ企業でݦஶなように、スタートアップの先端技術や人材、ビジネスモデルを取りࠐΉ
M�Aをわが国でもより普及させることが必要である。」としている。
$7$ͷ׆༻ͱ͍͏બࢶ

経団連の報告書では、伝౷的なM�Aのみならͣ、コーポϨートベンチϟーキϟピタル（C7C）を設立してス
タートアップ企業に資を行うという手法にもணしている。C7Cとは、資会社ではないいわΏる事業会社が、
スタートアップ企業への資を行うため、資ۚをڌ出して組成する資ファンドである。通常のベンチϟーキϟピ
タル（7C）が、主にۚમ的なリターンを的として資を行う＊19のに対し、C7Cの場合はスタートアップ企業
との連携や事業のシナジー効果を的として資を行う＊20ことが多い（ਤද�������）。

ੈք的に見ても、C7Cによる資は活発化しており、資݅数にめるC7Cの割合は૿加向にある。また、
7Cに比べ、C7Cによる資は1݅当たりの平ۉ資ֹが大きいというಛがある（ਤද�������）。また、զが
国とถ国・中国で比較した場合、資݅数・資ֹۚともにถ国がѹ的である。զが国と中国は、資݅数では
大きくは変わらないものの、資ֹۚでは中国がはるかに多く、զが国のC7Cは比較的খ規模な資を行ってい
ることになる（ਤද�������）。

ਤද������� ௨ৗのϕϯνϟーΩϟϐλϧʢ7$ʣͱίーポϨートϕϯνϟーΩϟϐλϧʢ$7$ʣのΈのൺֱ

ձࣾۀࣄ
ʢେۀاʣ

スλートΞοϓ
ۀا

スλートΞοϓ
ۀا

スλートΞοϓ
ۀا

$7$ϑΝϯυ
ۀڠ

ຊؔࢿ

ग़ڌのۚࢿ

ࢿ෦
ࢠࢿձࣾ

ʢຢ7Cにҕ託ʣ ӡ用

୯ಠの事ۀձࣾ

ࢿ

ձࣾۀࣄ
ʢେۀاʣ

スλートΞοϓ
ۀا

スλートΞοϓ
ۀا

スλートΞοϓ
ۀا

7$ϑΝϯυϕϯνϟー
Ωϟϐλϧ
ʢ7$ʣ ӡ用

ࢿ

Ոࢿؔػ
ਓݸ

ʢΤϯδΣϧʣ

ग़ڌのۚࢿ

ෳのࢿՈ

ΩϟϐλϧήΠϯなͲʹΑΔ
తϦλーϯࡒ

γφδーʹΑΔۀࣄ
ച্૿ɺۀاՁ্

7$のΈ $7$のΈ

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」
QXD 「C7C実態調査2017」を基に作成

＊1�	 http://www.keidanren.or.jp/poMicy/2019/012.htmM
＊19	͜のΑ͏ͳࢿՈΛ、フΝイφンシϟϧɾインϕスλʔと͍͏ɻ
＊20	͜のΑ͏ͳࢿՈΛ、スτラテδοΫɾインϕスλʔと͍͏ɻ
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େۀاʹΑΔ.�Aͷੑ׆ԽʹΑΔελʔτΞοϓۀاͷڥۀࣄͷվળ�
զ͕׆ۀى͍͓ͯʹࠃಈ͕ௐͳͷͳ͔ͥ

զが国においては、ى業活動が調であるといわれている。ຖ年ੈք的規模で実施されている「ى業Ոਫ਼ਆに関
する調査� GMoCBM &OUSeQSeOeVSTIJQ MoOJUoS」（以下 G&M）においても、զが国の総合ى業活動指数（ToUBM 
&OUSeQSeOeVSJBM ADUJWJUZ（T&A）RBUeT）＊21は49か国中45位といਫ準となっている＊22。

他方、個別の要素をみると、「市場環境（IOUeSOBM MBSLeU %ZOBNJDT）」は54か国中3位とۃめて高いほか、
「理的インフラ（PIZTJDBM IOGSBTUSVDUVSe）」（54か国中7位）、「R�%の移転（R�% TSBOTGeS）」（54か国中8
位）、「政府の支援（GoWeSONeOU QoMJDJeT� TVQQoSU BOE SeMeWBODe）」（54か国中12位）、「ى業ファイナンス」

（54か国中16位）といった߲も高い評価となっている。しかしながら、「จ化・社会規ൣ（CVMUVSBM BOE 
ToDJBM OoSNT）」（54か国中47位）や「ֶߍにおけるى業教育（&OUSeQSeOeVSJBM eEVDBUJoO）」（54か国中48位）
の評価がくなっている（ਤද�������）。

զが国においては、個人のى業マインドや社会のى業への評価がいという指ఠがあるが、それではなͥそのよ
うな状況になっているのͩろうか。

ਤද������� ੈքʹ͓͚Δ$7$ʹΑΔࢿの活ൃԽ

ʢ�00万υϧʣʢˋʣ

0
20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

�0

20

�0

�0

�0

�0

�0

�0

�0

�00

0�0

��0

�0�0

���0

20�0

2��0

�0�0

݅ࢿʹΊΔ$7$のׂ߹のਪҠ 7$ͱ$7$の�݅ͨりฏۉֹࢿのൺֱ

/PO�C7C C7C 7C C7C

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

ਤද������� $7$ʹΑΔࢿの活ൃԽ

ຊ�ۚࢿ額 த国�ۚࢿ額 ถ国�ۚࢿ額
ຊ�݅ࢿ த国�݅ࢿ ถ国�݅ࢿ

ʢ݅ʣ

0
20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

200

�00

�00

�00

�000

�200
ʢ�0ԯυϧʣ

0�0

��0

�0�0

���0

20�0

2��0

�0�0

（出య）総務省（2019）「デジタル経ࡁのক来૾に関する調査研究」

＊21	 5&"1͔ࡀ�Β64ࡀの人100人にΊる׆ۀىಈ者ʢۀى४	උதʙ3.5ޙۀىະຬのۀىՈʣの割߹Λ͢ࢦɻ
＊22	 /ieMs	#osma	and	%onna	,eMMeyʢ2019ʣʠ(MoCaM	&ntrepreneurship	.onitor	201�/2019	(MoCaM	3eportʡ
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ʮग़ޱʯ͕ݶΒΕ͍ͯΔզ͕ࠃͷڥۀى
業の「出口」が限られているということがある。スタートアップ企業には、ベى、えられる一つの要Ҽとしてߟ

ンチϟーキϟピタル（7C）とݺばれる資ファンドが出資を行うことが通例である。7Cは一定の時期にࣜגを
ച٫（エグジット）することとなるが、その方法を大別すると、上場すなわちࣜג公開（IPO）と、大企業等の他
の企業によるࣜג取得すなわちM�Aがある。

զが国においては、このエグジットがIPOにภ重していることがಛ的である。シリコンバϨー等のスタート
アップ企業が新たなイノベーションを次々に生み出しているถ国を見ると、エグジットの9割程度がM�Aとなっ
ている。他方、զが国ではM�Aも૿加してきているものの、ґવとしてIPOによるエグジットが多く、IPOの
݅数はถ国を上ճるਫ準となっている。ى業に関心を持つ人の立場からこのことを見れば、エグジットがほ΅
IPOに限定されるということは、ى業の「出口」が「IPOか失ഊか」の二者一となってしまうことになり、事
業成ޭのリスクをஶしく高いとײじさせることとなる（ਤද�������）。

ਤද������� ૯߹ۀى活ಈࢦΛߏ͢Δ֤ཁૉʹ͓͚Δզ͕ࠃのධՁ

ۀى
ϑΝイ
φンス

の支援 ੫などの
ࡦ

の
Ոۀى

ϓϩάラム
に͓͚ߍֶ
るڭۀىҭ

高等ֶߍに
͓͚るۀى

ҭڭ
3�%
のҠస

商・๏త
インϑラ ڥࢢ ೖࢀのࢢ

োน
物ཧత
インϑラ

文Խ・ࣾձ
ൣن

ຊのॱҐ
ʢ��ϱ国தʣ �� �2 22 2� �� �� � �� � 2� � ��

0
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�
�

ϑΝイφンスۀى
ʢ&OUSFQSFOFVSJBM�pOBODFʣ
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ʢCVMUVSBM�BOE�TPDJBM�OPSNTʣ

物ཧతインϑラ
ʢ1IZTJDBM�IOGSBTUSVDUVSFʣ

ೖোนࢀのࢢ
ʢIOUFSOBM�NBSLFU�CVSEFOT�PS�FOUSZ�SFHVMBUJPOʣ

ڥࢢ
ʢIOUFSOBM�.BSLFU�%ZOBNJDTʣ

商・๏తインϑラ
ʢCPNNFSDJBM�BOE�MFHBM�JOGSBTUSVDUVSFʣ

3�%のҠసʢ3�%�USBOTGFSʣ

高等ֶߍに͓͚るڭۀىҭ
ʢ&OUSFQSFOFVSJBM�FEVDBUJPO�BU�QPTUrTDIPPM�TUBHFʣ

ҭڭۀىに͓͚るߍֶ
ʢ&OUSFQSFOFVSJBM�FEVDBUJPO�BU�TDIPPM�TUBHFʣ

のۀىՈϓϩάラム
ʢ(PWFSONFOU�FOUSFQSFOFVSTIJQ�QSPHSBNTʣ

੫などのࡦ
ʢ(PWFSONFOU�QPMJDJFT��UBYFT�BOE�CVSFBVDSBDZʣ

の支援
ʢ(PWFSONFOU�QPMJDJFT��TVQQPSU�BOE�SFMFWBODFʣ�

ຊ ถ国 த国

（出య）G&M（2019）ʠGMoCBM &OUSeQSeOeVSTIJQ MoOJUoS 2018�2019 GMoCBM ReQoSUʡを基に作成

ਤද������� ϕϯνϟーࢿઌのެࣜג։ʢ*10ʣͱ.�"݅のถൺֱ
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���

�200
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�00
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ຊ ถ国 ຊ ถ国 ຊ ถ国
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開ެࣜג .�"

ʢ年、年度ʣ

˞�　ຊのI10及ͼ.�"݅、年度ϕース
˞2　ถ国のI10及ͼ.�"݅、ྐྵ年ϕース

（出య）ベンチϟーエンタープライζセンター（2017）「ベンチϟーന書」を基に作成
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େۀاʹΑΔ.�Aͷੑ׆ԽɺελʔτΞοϓۀاΛऔΓ͘רΤίγεςϜࣗମΛม͑ΔՄੑ͕͋Δ
このようなIPOภ重に比べた場合のM�Aの調は、これまでの大企業等による自લ主ٛのཪฦしでもあると

いえよう。すなわち、M�Aによりスタートアップ企業の技術・ノウハウ・人材等を取りࠐΉのではなく、自社の
これらリソースの活用を༏先するという࢟がഎܠにあったとߟえられる。

今後、大企業等によるM�Aが活発になれば、スタートアップ企業の事業環境は改善されるとߟえられる。また、
そのことにとどまらͣ、զが国のى業を取りרくエコシステム自体を大きく変えていくことが期待される。シリコ
ンバϨーにおいては、複数ճى業を܁りฦすシリアル・アントϨプϨナー（連続ى業Ո）とݺばれる人々がいる＊23。
このような人々のଘ在が可能となるのは、立ち上͛た企業を大企業等にച٫し、また新たに別の企業を立ち上͛る
ことが出来るためである。また、ى業経験を持つ人材が、7Cに移って資とその後のハンζオン＊24を行う立場
に転じることや、コンサルティングファーム等に移ってスタートアップ企業を様々な໘から支援する立場に転じる
といった人材の流動性を࣠とするエコシステムがଘ在する。大企業等によるM�Aの活性化は、զが国においてそ
のようなエコシステムを形成するきっかけとなる可能性がある。લड़の経団連の報告書においても、「M�Aによっ
て&YJUを果たしたى業Ոが資Ոとなって次のੈ代のى業Ոを支援する॥環が構築され、エコシステムはより
一層強ݻなものとなる。」としている。

� ඞཁͳվֵᶅɿಇ͖ํվֵ
政府は、平成29年3月にܾ定した実行計画＊25に基づき、「働き方改革」の取組を推進している。これは、զが

国が「গ子高齢化にう生産年齢人口の減গ」、「育ࣇや介護の྆立など、働く方のニーζの多様化」等の状況に
໘している中で、資やイノベーションによる生産性向上とともに、ब業機会の拡大やҙཉ・能力をଘ分に発شで
きる環境を作ることが重要な課題となっていることを踏まえたものである。

働き方改革は、人々の生き方をよりྑいものとしつつ、生産性向上につながることが期待されている。同時に、
デジタル経ࡁの進化の中で必વ性を持つ企業と人との関係の࠶構築としてଊえることもできる。働き方改革を進め
ることは、デジタル経ࡁにおける人々の生活を๛かにするとともに、イノベーションを生み出すݪ動力となること
が期待され、SoDJeUZ 5�0がਅ価を発شする上で必要な取組となる。
ςϨϫʔΫΛऔҾඅ༻ͷ؍͔Βଊ͑Δ

政府は、働き方改革の中で、「ॊೈな働き方がしやすい環境整備」として、テϨワークの推進を͛ܝている。テ
Ϩワークとは、ICTを活用して時間や場所を有効に活用できるॊೈな働き方であり、子育てや介護と事の྆立
の手段となり、多様な人材の能力発شが可能となるものである。テϨワークは「ޏ用型」と「自営型」に大別さ
れ、લ者は企業等にޏ用される࿑働者が行うものであり、後者はフリーランス等の個人事業者やখ規模事業者等が
行うものである＊26。
についてみると、テϨワークが可能となったのは、ICTの発展・普及により、企業がオフィス等以外「用型ޏ」

の場所で従業員に事をさせる上での、また、従業員が企業にオフィス等以外の場所から࿑働を提供する上での取
Ҿ費用が྿化したということが͛ڍられる。すなわち、例えばメール等の手段がなければ、れた場所で事を
行うことの取Ҿ費用は高いものとなり、困難ということになる。しかしながら、現在の様々なICTπールの発展・
普及を踏まえると、オフィス等に通ۈさせたʗした上で事をさせるʗすることの方が、取Ҿ費用は高いものとな
る可能性がある＊27。その場合、テϨワークを導入しない企業はこの新たなコスト構造の中で、ڝ૪力を失うこと
となる。
「自営型」についてみると、第1અでड़べたとおり、取Ҿ費用の変化から、企業と個人の方にとって、市場を

通じた個別のܖ約関係を結ぶことが合理的になってきたことがഎܠの一つにあるといえる。
σδλϧࡁܦͷਐԽͷதͰͳͥ෭ۀɾ݉ۀΛਪਐ͖͢ͳͷ͔

政府の働き方改革では、෭業・݉業の普及促進も図っている。෭業・݉業は、企業にとっては新たな技術の開発

＊23	ྫ͑、テスラスϖʔス9のۀ者Ͱ͋るイʔϩンɾϚスΫ、͔ͭͯ1ay1aM等ෳのスλʔτΞοϓۀاΛ立ͪ上͛ͯおΓ、シϦΞϧɾ
ΞンτϨϓϨφʔのҰ人Ͱ͋るɻ

＊24	ࢿઌのܦӦにࢀը͢る͜と等にΑΓ、ࢿઌۀاΛࢧԉ͢る͜とΛ͍͏ɻ
＊25	「ಇ͖ํվֵ࣮ܭߦը」ʢฏ293݄2�ಇ͖ํվֵ࣮ݱ会ܾٞఆʣ
＊26	テϨϫʔΫに͍ͭͯ、http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/teMework/1�02�_01.htmMΛࢀরɻ
＊27	たͩ͠、ԕִͰۈ͢る͜とにΑΓ、࿑ཧ等のผのऔҾඅ用͕高͘ͳる͜と͑ߟΒΕるɻ
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やオープン・イノベーション、個人にとってはى業の手段や第2の人生の準備として期待されている。
この෭業・݉業についても、デジタル経ࡁが進化する中でのコスト構造の変化を受けた、企業と人の関係の࠶構

築の現れの一つであるといえる。同時に、働く人のଆから見た場合には、コスト構造の変化を受けた多様な生き方
の一つであるといえる。現代の個人は、会社という単一社会に従ଐするのではなく、共通のझຯやᅂでつながっ
た複数の集団にؼଐҙࣝを持つ「複ଐ」や、૬手・場໘に応じて現れる複数の人格に分けられる「分人」の総体と
いう性格を強めているとの見方があるが＊2�、このような「複ଐ」「分人」化はデジタル経ࡁの進化の中での必વで
あるともいえる。

同時に、෭業・݉業は、ಛ定の企業に所ଐすることのリスクへの対応という機能を果たすものでもあるとߟえら
れる。すなわち、ICTの発展・普及にいطଘのビジネスモデルにΏら͗が生じ、લड़のデジタル・ディスラプ
ション等も発生している中で、個人が企業との関係においてॊೈ性を欠くことは大きなリスクとなる可能性があ
る。この点からも、デジタル経ࡁの進化の中で、෭業・݉業の推進に向けた環境整備を進めていく必要があるとい
えよう。

� վֵʹ͓͍ͯڞ௨͢Δ՝Կ͔
ਓΛ͔ͨ͢׆Ίͷվֵ

લड़の1から�までの改革に共通する課題として、人を८る題がある。例えば、ICTの位置付けの転換を行う
に当たっては、ユーβー企業ଆでのICT人材のॆ実が必要となってくるが、その処۰やキϟリアパスについて、
人材の企業間の移動という流動性の中で確立していくという観点も踏まえつつ対応する必要がある。また、これま
での大企業による自લ主ٛも、自社の人的リソース活用の༏先という観点が関係している。そして、働き方改革は
人そのものを८る政策課題である。

したがって、1から�まででड़べたような改革を進めていく上では、このような人を८る題にదに対応して
いく必要があり、いわば人を活かすための改革がซせて必要となる。例えば、ユーβー企業がICT人材をޏ用す
る場合においては、他の従業員とはҟなる報ु体系や、ઐ性を生かしたキϟリアアップが可能な組みを用ҙす
るといったことが必要になるͩろう。

たͩし、各企業において対応できることには限քがある可能性がある。デジタル経ࡁの進化が進Ή中で、個人自
らのҙࢥによるものと、社会・経ࡁ環境によるものとの྆໘から、人材の流動性が更に高まっていく、あるいは高
めていか͟るを得ないことが想定される。政府や社会全体で、この流動性の題に対応していく必要がある。
େֶχʔζʹ͋ͬͨΧϦΩϡϥϜΛఏڙͰ͖Δ͔

人材の流動性が高まっていく中で、新たな事のためのスキルをश得することが可能となる機会がٻめられ、そ
の一つが社会人のֶびしというリカϨント教育である。このリカϨント教育については、୭がどのように行うべ
きかという点がある。

この点について、平成30年൛経ࡁ財政ന書においては、զが国では大ֶ等の教育機関でֶびしを行っている
人の割合が他国と比べてগないことを指ఠしている。そのഎܠの一つとして、ֶびしに対応したत業Պの開設
を行っている大ֶがগないことを͛ڍている。また、大ֶ等が重ࢹするカリキュラムと、社会人・企業が期待する
カリキュラムにဃがあることも指ఠしている。例えば、これまでICTに関するスキルとの関係が大きな点と
はなっていない法Պ大ֶӃにおいても、日ถではਤද�������のようなҧいがある。ถ国においては、大ֶ等の研
究の場と、企業・プロフェッショナルファームや政府等の実務の場の方で経験をもつ教員がগなくないことも、
このようなカリキュラムの提供を支えているとߟえられる。

＊2�	「ෳଐ」「人」に͍ͭͯղઆ͍ͯ͠るのとͯ͠、ঙ࢘ণʢ2015ʣ「「人ɾෳଐ」とి子ߦ」͕͋るɻ
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また、同ന書では、ֶびしが処۰等によりదに評価されない企業も多いことを指ఠしている。લड़の大ֶ等
が重ࢹするカリキュラムͱظ͕ۀا͢ΔΧϦΩϡϥϜͷဃʹΑΓɺۀاେֶͰͷֶͼ͠ΛධՁͤͣɺͦͷ
͜ͱ͕ࣾձਓͷֶͼ͠Λফۃతͳͷʹ͢Δͱ͍͏ѱ॥環となっている可能性がある。大ֶ等のカリキュラムが
より社会人・企業のニーζにあったものへと変革することとともに、伝౷的な教育機関ではない主体がインター
ネットの活用等によりリカϨント教育の場を提供していくことも重要であろう。ߋʹɺ"*͕ٴʹ༺ޏ΅͢Ө͕ڹ
ٞ͞Ε͍ͯΔதͰɺϦΧϨϯτڭҭͷॏཁੑɺٕߴͷਓݶʹࡐఆ͞ΕΔͷͰͳ͘ɺ͋ΒΏΔਓʑʹͱͬ
ͯͯ·ΔͷͰ͋Δ͜ͱʹཹҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ

� ͳΔมԽʹඋ͑Δ͜ͱͷඞཁੑߋ

σδλϧࡁܦͷਐԽͷதͰΘΕΔʮࣗ໌ʯ�
ۙ年「所有から利用へ」と人々のҙࣝが変化しているといわれるものの、もともと人はモノを所有することを必

要としていたから所有していたわけではない。ถ国の経ֶࡁ者セオドア・Ϩビットは、1969年に発表した書੶＊29

において、「ドリルをങう人がཉしいのはドリルではなく、݀ である」＊30という今やマーケティングの格言となった
言༿を示している。もちろん、モノを所有することで෭次的なຬを得ることはあるものの、本来はԿかΉもの
を得る手段として、モノを所有しているのである。このように、「モノをいつでも自由に使うためには、モノを所有
することが必要」といった従来「自明」であったことは、デジタル経ࡁの進化の中で「自明」ではなくなってくる。

企業についても、かつて経ֶࡁ者のコースがそもそも企業はなͥଘ在するのかというٙをఄしたとおり、ܾし
て自明のଘ在ではない。産業革໋により大量生産が可能になった時に、当時における新たな社会・経ࡁにదした方
法として発展していったものである。

自から通ۈ電ंにり、あるいは自Ո用ंにってຖே会社に向かうという現在の日常のޫܠも、日常ではな
くなるかもしれない。人をޏ用する際、従来の「ジョブ型」や「メンバーシップ型」＊31にとどまらない形が出てく
ることも想定され、例えば、事はཻࡉ化されたタスクの単位での業務となることもߟえられる＊32。

また、グローバルバリューチェーンの発展により企業の生産ڌ点がグローバルに分ࢄするとともに、ւ外デジタ
ル・プラットフォーマーのサービスにみられるように、外国から接日本にサービスを提供されるものもあり、国
と企業の関係にはΏら͗が生じているといえる。日本に住みながら外国の企業で働くという形態が広まると、受ӹ
とෛ担のζϨが大きくなっていき、国と国民の関係にもΏら͗が生じるかもしれない。

更にいえば、第2અでड़べたとおり、産業革໋以降確立されてきた資本主ٛの様々なݪ理が更に変化していき、
デジタル経ࡁにଈした新たな資本主ٛのݪ理が産み出されていく可能性もある。

デジタル経ࡁの進化の先にあるSoDJeUZ 5�0では、これまでの「自明」であったものの多くが「自明」ではなく
なっている可能性があり、更なる変化に備えることが必要となってくるͩろう。

ਤද������� ๏ՊେֶӃʹ͓͚Δత࢈ࡒ・ςΫϊϩδーؔՊのถൺֱ

ຊ
ʲ౦ژେֶ๏ՊେֶӃʳ త࢈ࡒ๏、ίンϐϡーλ๏

ถࠃ
ʲΧϦϑΥϧχΞେֶ
όーΫϨーߍ๏ՊେֶӃʳ

త࢈ࡒ๏、ஶݖ࡞๏、ಛڐ๏、商ඪ๏、ۀاൿີ๏、ӽڥత࢈ࡒ๏、ܳज़・文Խࡒ๏、
ϫイン๏、త࢈ࡒ๏のֶࡁܦ、త࢈ࡒϏδωス、త࢈ࡒとۀى、ಛڐग़ئखଓ、
ಛڐૌু、ༀࡎࡦ、த国త࢈ࡒ๏、T7ۀ࢈に͓͚るΤンλーテイϝンτ๏、
Ϗσオήーム๏、ిؾ௨信の๏とࡦ、Ӊ๏、情報ϓライόシー๏、
ٕज़者のためのϓライόシー๏、国Ո҆全保ো๏、αイόーηΩϡϦテΟ、
αイόー൜ࢹ、ࡑにؔする๏とٕज़、テοΫۀ࢈のܖ、๏ՈのためのテΫϊϩδー、
ഁյతテΫϊϩδーと੍ن、FίϚースと商にؔする๏తॿݴ

˞౦ژେֶについて、20��年度のतۀՊΑり、明ࣔతにత࢈ࡒ・テΫϊϩδーをରとするՊをநग़。ΧϦϑΥϧχΞେֶόーΫϨーߍについて、
20��年ळֶ20・ظ��年य़ֶظのՊの͏ͪIOUFMMFDUVBM�1SPQFSUZ�BOE�TFDIOPMPHZ�-BXのΧテΰϦーにྨ͞れているՊをநग़。いͣれ、ηϛφーや
ΫϦχοΫʢҰൠ向͚の๏૬ஊʣআく。

（出య）東京大ֶWeCサイト・カリフォルニア大ֶバークϨーߍWeCサイトを基に作成

＊29	 5heodore	-eWittʢ1969ʣʠ5he	.arketing	.odeʡのংจにお͍ͯ、-eo	.c(iWenaのݴ༿とͯ͠հ͍ͯ͠るɻ
hoMes	Ruarter�inch	Cuy	5hey	จ、ʡݪ	30＊	not	Ruarter�inch	driMMs.ʡʢ人ʑ1/4インνの݀Λങ͏のͰ͋っͯ、1/4インνのυϦϧͰͳ͍ɻʣ
＊31	「δϣϒܕ」ޏ用と、৬ʢ+oC	discriptionʣ等Λ໌֬に͠た上Ͱͦの৬のたΊにޏ用͢るのΛ͍͏ɻଞํ、「ϝンόʔシοϓܕ」ޏ用

と、৬等Λ໌֬に͠ͳ͍ޏ用のࡏΓํΛ͍͏ɻ
＊32	ྫとͯ͠、「δϣϒܕ」「ϝンόʔシοϓܕ」と͍͏֓೦のఏএ者Ͱ͋るᖛ口ܡҰ࿑ಇ策ڀݚɾݚमߏػ࿑ಇڀݚॴのインλϏϡʔࣄه

Λࢀরɻʢhttp://www.works�i.com/coMumn/poMicy/1�03_01/ʣ
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ઈ͑ͣٻΊΒΕ੍͍ͯ͘໘ͷରԠ�
企業と企業、企業と人の関係の変化を踏まえた制度໘の対応も必要となってくるͩろう。すなわち、ICTがも

たらす変革に制度໘の対応がわなければ、実際の変革は不可能となるということである。ICTが情報に関する
取Ҿ費用を下させることで、様々な変革の可能性をもたらすとしても、情報以外に関する取Ҿ費用に変化がなけ
れば、変革は生じない。Ήしろ、ICTがもたらす変革を現在の組みに合わせようとして、加的な取Ҿ費用を
発生させることになる可能性がある。このため、情報に関する取Ҿ費用の下が機能を果たすための制度を整備す
ることが重要となってくる。

取Ҿ費用には、交বやࢹのためのコストが含まれることは第1અでड़べたとおりである。これらは、情報に関
するコストを含Ήが、それͩけではない。例えばܖ約という形で取ܾめを行っても、૬手がそのとおりに実行して
くれなければ、実行させるためのコストがかかる。また、ܖ約のલ提となった情報にِりがあれば、改めて交বす
るといったコストがかかる。制度によって担保されることで、このような取Ҿ費用はܰ減できるのであり、市場が
的確に機能するためには、情報と制度の྆ྠが機能することが必要である＊33。

このような観点からすると、企業や人をはじめとする経ࡁ活動の各主体を८る制度は、今後も絶えͣ見してい
くことがٻめられるͩろう。

� σδλϧࡁܦͷਐԽͷதͰͷํͷνϟϯε
デジタル経ࡁの進化の中で、地方はどのようになっていくのͩろうか。地方には、ピンチとチϟンスの྆໘があ

るとߟえられる。
地方のピンチとして、第̍અでड़べたデジタル・ディスラプションが͛ڍられる。ICTによりコスト構造が変

革している中で、都市・地方をわͣ、従来のビジネスモデルは継続できない可能性がある。また、ICTにより
集ੵのメリットが高まっていることについて指ఠするߟえ方もある＊34。すなわち、ICTの発展・普及は、当初想
定されていたように分ࢄ型モデルを有利にするのではなく、Ήしろ集ੵのメリットを発شすることで都市部の方に
便ӹをもたらしているというものである。事実、人口の点で見れば、ۙ時東京を始めとする大都市に集中する向
があり＊35、デジタル経ࡁの進化は、Ήしろಛ定地域への集ੵを進めているようにもࢥわれる。

それでは、地方にどのようなチϟンスがあるのͩろうか。重要なࢹ点の一つは、第2અでड़べたとおり、ICTの
もたらすਅの効果はまͩे分に出て来ておらͣ、Ήしろこれから出現するとともに、かつ急ܹな変化となる可能性
があるということである。したがって、大都市への集中という現象は、あくまでも一時的なものであるのかもしれ
ない。そしてもう一つ重要なࢹ点は、その変化は様々な活動から時間・場所・規模の制約を取りうとともに、
様々な主体間の関係の࠶構築をもたらすものであるということである。

ଘの様々な関係にはΏら͗が生じている。例えば、地方には東京の大企業からの下請とطくרに、地方を取りط
して事業を行う企業はগなくないが、インターネットにより、東京を経由せͣੈքとつながって事業を行うケース
が出て来ている。また、地方の個人がクラウドソーシングにより、ԕִ地から接事を受する形も出て来てい
る。このほか、AIロボットの活用等により、人手不を機ցの力で補うことも可能となっている。

このように、طにデジタルにଈした新たな関係が࠶構築されてきており、今後これらは深化し、ཻࡉ化し、そし
て複合化することが見ࠐまれる。その行きணく࢟がどのようなものとなるかは、現時点では具体的に༧ଌできない
໘はあるが、このようなطଘの関係の࠶構築が進Ή流れをチϟンスとଊえた上で、取組を行っていくことが重要で
あろう（ਤද�������）。

それでは、どのような取組を行っていくべきなのͩろうか。この点について次にड़べる。

＊33	ࣰ㟒ʢ2014ʣ、࠶ۀاฤ๏੍のඋ等、2000લޙに૬͍ͩ࣍๏ʢ会社๏ʣのվਖ਼、ਐల͢るใ化に੍ΛରԠͤ͞たのͰ͋っ
たと͍ͯ͠るɻ͢ͳΘͪ、*$5͕ۀاとۀاとのؔのߏ࠶ஙΛٻΊ͍ͯるதͰ、ॊೈͳ࠶ۀاฤ๏੍のඋ͕ٻΊΒΕたと͍ͯ͠るɻ

＊34	ྫとͯ͠、ࠓʢ2001ʣ「*5͕ࢢަ௨に༩͑るインύΫτɹʵࣝࡁܦ化のྲྀΕのதͰ」͕͋るɻ
	 http://www.osipp.osaka�u.ac.jp/archiWes/%1/2001/%12001+001.pdf
＊35	૯ল「ॅຽجຊா人口Ҡಈใࠂɹฏ30ʢ201�ʣ݁Ռ」にΑΕ、ಓݝผͰΈた߹、సೖաとͳっ͍ͯるの౦ژ、࡛

、ݝ৽ׁ、ݝౡ、ݝͰ͋るɻଞํ、స出աとͳっ͍ͯるのἚݝの�ݝլ࣎ͼٴࡕେ、ݝԬ、ݝѪ、ݝઍ༿、ݝਆಸ、ݝۄ
࡚ݝ等39ಓݝͰ͋るɻࢢொଜผͰΈΕ、సೖաશࢢொଜの27.9�、స出աશࢢொଜの72.1�とͳっ͍ͯるɻ·た、౦ݍژ
23࿈ଓのసೖաとͳっ͍ͯるɻ
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ਤද������� σδλϧࡁܦのதͰのํのνϟϯス

ํ ౦ژ

ਓݸ ۀا

Լ ݩ

ਓؒ ցػ

σδλϧԽʹΑΔ
のΏら͗ଘのؔط

౦ژをܦ༝ͤͣ
ੈքとつな͕る
ྫɿωοτにΑる情報ൃ信

ʮۀاにΑるޏ用ʯ
Ҏ֎のಇ͖方͕͕る
ྫɿΫラυιーシンά

औҾઌ͕ଟ༷Խし、
商֦͕ݍେする
ྫɿిࢠ商औҾ

ਓखෆを
ցのྗでิ͏ػ
ྫɿ"IϩϘοτの活用

σδλϧʹଈしͨ
৽ͨなؔのߏ࠶ங

ࠓ
ޙ
͜
Ε
Β
͕
ਂ
Խ
・
ࡉ
ཻ
Խ
・
ෳ
合
Խ


ํ
ʹ
ͱ
ỳ
ͯ
ͷ
ν
Ỿ
ϯ
ε
ʹ

ফඅऀ ऀڅڙ
୭͕Ϟϊ・αーϏスの
ఏڙओ体となり͏る
ྫɿシΣΞϦンάαーϏス

（出య）各種公表資ྉより総務省作成

ॏཁͳऔᶃɿI$5Πϯϑϥͷඋ�
地方がチϟンスをつかΉためには、地方においてもデジタル・トランスフォーメーションを進めていく必要があ

る。そのલ提となるものとして、まͣはICTインフラの整備を進めていくことが重要である。例えば、Ոఉや事
業所でのݻ定・移動のブロードバンド環境に加え、公衆無線LAN環境は、訪日外国人ཱྀ行者のニーζが高く（ਤ
ද�������）、インバウンド観ޫの活性化のためには重要なインフラとなっている。

また、今後重要となってくるとߟえられるものに5G
がある。5Gは、これまでの人によるコミュニケーショ
ンをલ提としたものではなく、モノすなわちIoTのイン
フラとなり、様々な価を生み出す点が重要である。こ
のことを踏まえ、2019年5月の周波数割当てに当たっ
ては、人のډ住地に限らͣ広ൣかつண実な全国展開をٻ
める݅を付している。これにより、暮らしや産業、医
療、災害対応等の෯広い分野で応用され、地方の課題を
解ܾすることが期待されている（ਤද�������）。このほ
か、スマートシティを含め、各地域や個別のニーζに応
じて様々な主体が5Gを活用できるローカル5Gについ
て、2019年内に制度整備をऴえ、໔ڐ申請を受け付け
ることとしている。

ਤද������� ๚٬ޫ؍のཁ

�0�0
���0
�0�0
���0
�0�0
2��0
20�0
���0
�0�0
��0
0�0

ʢˋʣ ๚֎ࠃਓཱྀ行ऀཱྀ͕行தʹͨͬ͜ࠔͱ

20��年度
	O�����


20��年度
	O����2


20��年度
	O��0��


����������

����������
����������

�����

���� ����
�0���

����� �0�0�

20�2�
2����

�����

�����
�2���

20���

����� ����� �����

ແྉެऺແઢ-"/ڥ

4I.Χーυのߪೖ
ΫϨδοτ�σϏοτΧーυの用

ଟޠݴදࣔのগな͞・Θかりにく͞ʢޫ؍Ҋ൘・地ਤ等ʣ
ઃ等のスλοϑとのίϛϡχέーシϣン͕とれないࢪ

交௨の利用ڞެ

（出య）観ޫ庁（各年）「h 訪日外国人ཱྀ行者の国内における受入
整備に関するアンケートʱ結果」を基に作成
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ॏཁͳऔᶄɿσʔλͷ׆༻�

次に、価創出の源ઘとなるデータを活用することが重
要である。地方においてデータを活用するに当たっての入
口 と な り 得 る も の と し て、 地 域 経 ࡁ 分 析 シ ス テ ム

（R&SAS）＊36がある（ਤද�������）。R&SASは、地方創
生の様々な取組を情報໘から支援するために、地域におけ
る産業構造や人口動態、人の流れ等の民ビッグデータを
集約し、可ࢹ化するシステムである。2015年4月からま
ち・ͻと・し͝と創生本部による提供が開始され、自治体
職員や、地域の活性化に関心を持つ様々な分野の人々に
よって、効率的な施策の立Ҋ・実行・検証のため等に広く
利用されている＊37。

ਤද������� ํʹ͓͚Δ�(のϢースέース

ରԠࡂҭڭ

ྛਫݐ・ۀ࢈ઃ



暮らし

υϩーンや自ಈӡసを活用した
買物支援

ҩྍ

ԕִでのஅやखज़支援
σーλを活用した

スϚーτなݐ・ۀઃ事

ԕִでのतۀ
σーλを活用した
ޚのޮతな੍

ඃঢ়گのਝなѲにΑる
援活ಈٹ・ॿٹ

（出య）MRI

ਤද������� 3&4"4の֓ཁ

ᶉޏ用ʗҩྍ・ࢱϚοϓ

ᶄ地域ࡁܦ॥Ϛοϓ

3&4"4ʢϦーサスʣͱʁ
ʢ地域ࡁܦੳシステムɿ3FHJPOBM�&DPOPNZ�4PDJFUZ�"OBMZ[JOH�4ZTUFNʣ

地域ࡁܦにؔする༷ʑなϏοάσーλʢۀ࢈の強み、ਓのྲྀれ、ਓ口ಈଶなどʣを、
地ਤやάラϑでかりやすくʮ見͑るԽʢՄࢹԽʣʯしたシステム。

インλーωοτで୭で利用Մʂ
୭͕ײతに͑る、かりやすいը໘ૢ࡞ʂ
σーλにͮجいて、地域の࣮情をѲ・ੳで͖るʂ

ᶃਓ口Ϛοϓ ᶅߏۀ࢈Ϛοϓ

ᶈ·ͪͮくりϚοϓᶆۀا活ಈϚοϓ

地域のۀൺ、ಛڐ、
ิॿۚ࠾ۀاなど

ᶇޫ؍Ϛοϓ

国੶ผの֎国ਓのࡏঢ়گや、
॓ധ者のಈ向など

ਓ͕ଟくू·ͬているॴや事ۀ
ॴཱ地のಈ向など

地域のޏ用や、ҩྍ・հ護のध
などڅ

ᶊ地方ࡒϚοϓ

各自治体のࡒঢ়گなど ·Μ͕のϒοΫϨοτ
ެ開தですʂ

全��ϝχϡー
˞20��年2݄に
　ϝχϡーをՃし·した

ਓ口推ܭ・推Ҡ、ਓ口ϐラϛου、
సೖసग़など

自治体の生࢈・配・支ग़に͓͚る
͓ۚのྲྀれなど

用・ച上で地ޏ、成ߏのۀ࢈
域を支͑るۀ࢈など

l3&4"4z Ͱࡧݕ 3&4"4 ࡧݕ

ʢ IUUQT���SFTBT�HP�KQ� ʣ

ֳ·ͪ・ͻと・し͝と生ຊ෦事務局ʗֳ地方生推進ࣨ

（出య）まち・ͻと・し͝と創生本部WeCサイト

＊36	 https://resas.go.jp/
＊37	 3&4"4のαイτにお͍ͯ、֤छの׆用͕ྫࣄհ͞Ε͍ͯるɻ
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また、総務省においても、2017年5月より、「౷計μッシュボード」＊3�を提供している。これは、各府省等が作
成する主要౷計をグラフ等に加工して一ཡ表示し、利用者にとって֮ࢹ的に分かりやすく、簡易なデータ利活用を
実現するためのシステムである＊39（ਤද�������）。都道府県や市区町村͝との「地域の産業・ޏ用創造チϟート」
をはじめ、データを活用した地域の見える化を推進する取組となっている。

これらの利用を通じ、データが実際にۙな課題の解ܾに役立ち、価を生Ήことを実ײすることが、更にデー
タを活用していくことにつな͛る上で重要であろう。実際に、第1અで介したとおり、地方のళ等においても
データの活用により価を創出している例があり、データの活用はܾしてԑԕいものではないという認ࣝを持つこ
とがまͣ必要とߟえられる。

ॏཁͳऔᶅɿ৽ͨͳ࿈ܞ૬खͷ։�
その上で、طଘの関係にとらわれͣ、様々な個人・企業・組৫をީ補としつつ、新たな連携૬手を開すること

が重要である。これは、デジタル経ࡁのಛ質が、様々な主体間の関係を࠶構築している点にあるためである。ま
た、データが価の源ઘとなる中で、一ൠにデータの量が創出する価をࠨӈするとされていることとも関係す
る。すなわち、連携を行うことにより、データの量を補完するという効果も期待できる。

新たな連携૬手の開に当たっての重要なࢹ点として、まͣ、「深い」「重い」関係ではなく、「ઙい」「ܰい」関
係であってもҙຯを持つということがある。デジタル経ࡁにおいては、様々な活動が「ཻࡉ化」していくことにな
る。つまり、あるಛ定の的ͩけのために、ある時間に限って、খさなϨベルでつながるといったことが可能と
なっている。移住する「定住人口」でもなく、観ޫに来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様な形で
関わる「関係人口」＊40にが当たっているのも、このような「ઙい」「ܰい」関係を可能としているデジタル経
え方であるといえよう。このように、「複ଐ」「分人」的な個人との関係を結んでいくことは一層重要ߟにదしたࡁ
になってくるとߟえられる。

次に、「ཻࡉ化」の結果としてニッチマーケットが成立していることにணするということも重要であろう。地
方ಠ自のニッチな「ചり」「強み」「ブランド」は、従来であればなかなか発見されない、あるいは発見されたとし
てもマーケットとして成り立たない場合があった。デジタル経ࡁの進化の中で、これらはւ外からも発見され、
マーケットとして成立するようになっている。このような「ചり」「強み」「ブランド」を一層ຏいていくことは、
他者からみた場合の連携૬手としてのັ力を高めることにもなるͩろう。

ਤද������� ౷ܭμογϡϘーυ

౷ܭσーλ

ܗԽ

利用者
σーλの見͑るԽ

σーλのެ開

౷ܭμοシϡϘーυ

（出య）総務省WeCサイト

＊3�	 https://dashCoard.e�stat.go.jp/
＊39	5000の౷ܭσʔλΛ17にཧͯ͠ऩ͠、55のάラフΛ͍ͯ͠ࡌܝるɻ
に͍ͭͯ、૯ল「h「人口ؔ」	40＊ রɻʢhttp://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/ʣࢀ人口ʱϙʔλϧαイτ」Λؔ
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1 ਓؒʹΑΔI$5ͷड༰
経ࡁ・社会で広ൣに使われてきた技術のྺ࢙をৼりฦると、൚用的な新技術を社会に取りࠐΉことができたか൱

かで、一国又は一地域のਰが分かれてきたといえる。
మ道を例にとると、ށߐ時代に֗道Ԋいにӫえていた町が、明治～ত和初期にかけてమ道のෑ設をڋ൱したこと

でਰୀしていった例がある。自動ंを例にとると、ӳ国では1865年にض法が施行された。これは、自動ंは߫
外で時速4マイル（6�4LN�I）以下ɺ市֗では時速2マイル（3�2LN�I）の速度制限とし、自動ंがるલ方をض
を持った者が先導し、ݥةの接ۙを知らせなければならͣ、この結果、同国では自動ंの普及がれたとされる。

新たな൚用技術と期待される人工知能（AI）についても、経ࡁ・社会でਅに活用されるためには、人々の受容
と理解とが必要とߟえられる。

AIɾϩϘοτͷड༰ੑͷ֤ࠃൺֱ�
人々が人工知能（AI）を、どの程度受容するかに関連

して、ロボットの生活への受容性を日本、ถ国、ドイπで
比較した調査結果＊1を基に概観すると、いͣれの国でも6
～7割が「受け入れられる」とճしており、ײ߅のあ
る層はগない（ਤද�������）。

また、一ൠの生活者がロボットをどうଊえているのか、
「人型ロボット」「おআロボット」「খചళにある༠導ロ
ボット」「工場の組み立てロボット」の4つを見せ、自
がߟえているロボットのイメージと合கするか質した結
果では、զが国は、ถ国及びドイπと比較した場合、૬対
的に人型ロボットをイメージする割合が高いことがわかる

（ਤද�������）。そのߟえられる要Ҽとして、మアトム
やドラえもんなどのアニメのӨڹとの指ఠがある＊2。

たͩし、一ൠ的な生活者がAIについて
े分に理解しているかどうかはҙが必要
である。ಛにզが国では、ニュースなどで
サービスが取り上͛られる際、単にAIを
使っているとのઆ明にとどまり、サービス
全体のうちのどこでAIを使い、Կができ
て限քはԿかまでઆ明されることはগな
く、もうগしAIへの理解を進めるべきと
の指ఠ＊4がある。

ਤද������� ϩϘοトの生活のड༰性

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ

ຊ

ถ国

υイπ

とて受͚ೖれΒれる やや受͚ೖれΒれる
あ·り受͚ೖれΒれない ·ͬたく受͚ೖれΒれない
ΘかΒない

（出య）野村総合研究所（2016）「ロボット・AIに関する日・ถ・ಠインター
ネット調査」を基に総務省作成

ਤද�������ɹ ϩϘοトのΠϝーδɹ
͋なͨのϩϘοトのΠϝーδʹҰகし͍ͯΔ͔＊3

とてҰகしている どͪΒかとい͑Ұகしている
どͪΒかとい͑Ұகしていない とてҰகしていない ΘかΒない

0 20 �0 �0 �0 �00ʢ�ʣ
ຊ
ถ国

υイπ

ຊ
ถ国

υイπ

ຊ
ถ国

υイπ

ຊ
ถ国

υイπ

ਓܕϩϘοτ

͓আϩϘοτ

খച店にある
༠ಋϩϘοτ

のみཱて
ϩϘοτ

（出య）野村総合研究所（2016）「ロボット・AIに関する日・ถ・ಠインターネット調査」
を基に総務省作成

＊1	 ଜ૯߹ڀݚॴʢ2016ʣ「ϩϘοτɾ"*にؔ͢るɾถɾಠインλʔωοτௐࠪ」ࣜג会社ଜ૯߹ڀݚॴʰత࢈ࢿʱ20165݄߸
	https://www.nri.com/�/media/$orporate/jp/'iMes/1%'/knowMedge/puCMication/chitekishisan/2016/05/cs20160509.pdf


＊2	 ށɾ୩ࢁɾҴ ʢ֞2016ʣ「ϩϘοτɾ"*ٕज़のಋೖΛΊ͙るੜ׆者のड༰性と՝ɹถಠ3Χࠃௐ͔ࠪΒのࣔࠦ」	త࢈ࢿ20165݄߸
＊3	 1ʣɹインλʔωοτΛ௨ͯ͡ຊʢ1390人ʣ、ถࠃʢ1369人ʣ、υイπʢ13�2人ʣのຬ16ʙ69ࡀの人にௐࠪΛ࣮ࢪ
	 2ʣɹͦΕͧΕϩϘοτΛද͢ը૾Λఏࣔ͠た上Ͱ、「とͯҰக͍ͯ͠る」͔Β「とͯҰக͍ͯ͠ͳ͍」·Ͱの4ஈ֊ईͰճͯ͠

Βっ͍ͯる
＊4	 ૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢଂେֶ	தਸจ।ڭतʣにͮ͘جɻ
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զ͕ࠃͷAIɾϩϘοτड༰ʹؔ͢Δੳ�
զが国を対象とした別の調査＊5から、

AI・ロボットの受容性を概観する。
AI・ロボットが生活にどうӨڹするかと

いう質に関して、単७集計した結果では、
ֶྺが高くなるにつれプラスのӨڹがある
とճした割合が高くなっている（ਤද
�������）。また、ଐ性がどのようにӨڹす
るか分析した結果でも、高ଔと比べて大ଔ、
大ֶӃଔがプラスにӨڹすることに加え、
จՊ系よりも理Պ系の方がプラスにӨڹす
ることがわかっている。

AIについて理解することが、AIと人間
とが補完しプラスのӨڹをもたらすとߟえ
ることにつながる可能性がうかがわれる。

また、AI・ロボットの事へのӨڹに関
して、20代、30代は事が失われるおそ
れがあるとճした割合が高くなっている

（ਤද�������）。

ਤද������� "*・ϩϘοトのࣄのӨڹ

"��ੑผ・ֶྺผ
ΘΕࣦ͕ࣄ
Δ͓ͦΕ͕͋Δ

ΘΕࣦ͕ࣄ
Δ͓ͦΕな͍ Θ͔らな͍

ܭྺֶ 2���� ����� �����
ɹ͏ちஉ性 2���� ����� 2����
ɹ͏ちঁ性 �0��� ����� ���2�
খֶߍ・தֶߍ 2���� ����� �����
த੍ֶچ・ߍߴ 2���� ����� �����
ઐֶߍ 2���� ����� �2�2�
େ・ߴઐ 2���� ����� �����
େֶ ����� �0�2� 2����
େֶӃ 2���� ���2� �����

#��年齢֊ผ
ΘΕΔࣦ͕ࣄ
͓ͦΕ͕͋Δ

ΘΕΔࣦ͕ࣄ
͓ͦΕな͍ Θ͔らな͍

ྸ֊ܭ 2���� ����� �����
�� ����� 2���� 2����
�� ����� 2���� �����
�� �0��� ����� ���2�
�� 2���� ����� ���0�
��Ҏ্ ����� 2���� �0�2�

�事をしているਓऩೖのあるࡏݱ˞���ਓをରとしたू݁ܭ果。
（出య）川ਖ਼೭（2017）「人工知能・ロボットとޏ用ɿ個人サーベイによる分析」 

経ࡁ産業研究所ディスカッションϖーパー

ਤද������� "*・ϩϘοトの生活のӨڹ

"��性ผ・ֶྺผ
େ͖なϓϥス
のӨڹ ϓϥスのӨڹ Ͳちらͱ

な͍͑ݴ
ϚΠφスの
Өڹ

େ͖なϚΠφ
スのӨڹ

ܭྺֶ ���2� ����� �2��� ���� 2���
ɹ͏ちஉ性 ����� �0��� ����� ���� ��0�
ɹ͏ちঁ性 ��2� ���0� ����� ���� 2���
খֶߍ・தֶߍ ���� �0��� ����� ��0� ����
த੍ֶچ・ߍߴ ���� ����� ����� ���� 2���
ઐֶߍ ��2� ����� ����� ��0� ����
େ・ߴઐ ���� ����� ���0� ���� 2���
େֶ ����� ����� ����� ���� 2���
େֶӃ ����� �2��� �0��� ���� ����

#��ྸ֊ผ
େ͖なϓϥス
のӨڹ ϓϥスのӨڹ Ͳちらͱ

な͍͑ݴ
ϚΠφスの
Өڹ

େ͖なϚΠφ
スのӨڹ

ྸ֊ܭ 2��� ���� �2��� ����� ���2�
�� ���� ��0� ����� ���0� ���2�
�� ��0� ���� �2��� ����� �2���
�� ���� ���� ����� ����� ����
�� 2��� ���� ����� ����� ���2�
��Ҏ্ ���� ���� ����� ����� �����

（出య）川ਖ਼೭（2017）「人工知能・ロボットとޏ用ɿ個人サーベイによる分析」 
経ࡁ産業研究所ディスカッションϖーパー

＊5	 ਖ਼೭ʢ2017ʣ「人ɾϩϘοτとޏ用：ݸ人αʔϕイにΑるੳ」ڀݚۀ࢈ࡁܦॴσΟスΧοシϣンϖʔύʔ
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Ո事又は育ࣇをAI・ロボッ
トに代ସできるとྑいとߟえ
るかどうかについて、ଐ性が
どのようにӨڹするか分析し
た結果＊6では、年代別では20
代、30代 で あ る こ と が ポ ジ
テ ィ ブ に Ө ڹ す る こ と が 分
かっている（ਤද�������）。

これらから、एいੈ代では
他のੈ代と比較して、平ۉ的
には自の事がAI・ロボッ
トに代ସされることへのݒ೦
が強いこと、一方で生活のう
ちのՈ事や育ࣇではAI・ロ
ボットを受容する向が示ࠦ
される。

ड༰ੑ͔Β͑ߟΔຊͳΒͰͷAI׆༻ͷࣔࠦ�
લड़のとおり、ಛに20～30代のएいੈ代では、平ۉ的には自の事がAI・ロボットに代ସされることへのݒ

೦が強い。たͩし、2019年時点ではAI・ロボットはマクロ的にみて、ஶしい生産性向上やޏ用の代ସをىこして
いる状況ではない。

IoTやAIが現場に導入され、かつ実が出ている企業は限られているとߟえられるが、ؠ本（2018）＊7は、こ
うした大規模造業の企業へのインタビュー結果の総括として、「現代の日本では、人口減গ・গ子高齢化により
現場のख़練作業員が不し、その࿑働分を機ցが代ସする、又は多種গ量生産が૿え、人間へのෛՙが૿してい
るため、人間を「エンパワー」するために新技術が現場に導入され、現場も迎するという方向で導入されてい
る」と指ఠしている。

加えて、طଘの事業にAIを応用することや、ベンチϟー企業等がスモールデータを用いてಛ定の分野における
ʠখさなAIʡを開発すること、こまめにプロμクトアウトし実用の中で技術をブラッシュアップしていく必要性に
ついての指ఠもある＊�。

生活者ࢹ点で日本でのAI受容が比較的高い理由として、फ教的価観のҧいとの指ఠ＊9や、またそれΏえに
様々なところにAIが入ることを受け入れる可能性の指ఠ＊10があることも踏まえると、ユーβーである企業や生活
者が、自らや社会の課題の解ܾのために、খさなことからでもAIを使ってみることに、日本ならではのAIの活用
への示ࠦがある可能性がある。

ਤද������� "*・ϩϘοトʹସͰ͖Δͱྑ͍Ոܭサービス生࢈活ಈ
ʢϓϩビοトਪܭʣ

ʢ�ʣ
Ոࣄ

ʢ�ʣ
ҭࣇ

ʢ�ʣ
հޢ・ޢ

ʢ�ʣ
ങ͍

ঁੑ
ʵ0�0�2� ʵ0����� ˎˎˎ 0�0��� ʵ0����� ˎˎˎ

0�02�0 0�0�2� 0�02�� 0�0�0�

20
0����� ˎˎˎ 0����2 ˎˎˎ ʵ0����� ˎˎ 0��0�� ˎˎˎ
0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0���

�0
0����� ˎˎ 0�2��� ˎˎˎ ʵ0�0��2 0�20�2 ˎˎˎ
0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0���

�0
ʵ0�002� ʵ0��0�0 0�0��0 0����0 ˎˎˎ

0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0�2�

�0Ҏ上
0��2�� ˎˎˎ ʵ0����0 ˎˎ 0�222� ˎˎˎ 0�0���
0�0��� 0�0��2 0�0��� 0�0���

ࠗط
0����� ˎˎˎ 0�02�� 0�0�2� 0�00��
0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0��0

ब࿑
0�0��2 ˎˎˎ 0�0��� ʵ0�0��2 0�0�0� ˎˎ
0�0�2� 0�0��2 0�0�2� 0�0���

高ߍҎ上のڙࢠ
ʵ0�00�� ʵ0�0��� ʵ0�00�� ʵ0�0�2�

0�0��2 0�0��� 0�0��� 0�0���

খதのڙࢠ
0�0�0� ʵ0�0��� ʵ0�0��� 0�00��
0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0���

बֶલのڙࢠ
0�0�0� 0�02�� ʵ0����2 ˎˎˎ 0����� ˎˎˎ
0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0��0

要հ護者あり
ʵ0�00�� ʵ0�2��� ˎˎˎ ʵ0�22�� ˎˎˎ 0�0���

0�0��� 0�0��� 0�0��� 0�0���
˞上ஈݶքޮ果、Լஈඪ४ࠩޡ。ˎˎˎ、ˎˎ、ˎ��、��、�0�の༗ҙਫ४。
。ࡀরΧテΰϦー、உੑ、�0ࢀ　

（出య）川ਖ਼೭（2017）「人工知能・ロボットとޏ用ɿ個人サーベイによる分析」 経ࡁ産業研究所ディスカッショ
ンϖーパー

＊6	 ۩ମతに、ϓϩϏοτਪܭと͍͏ख๏Λ用͍͍ͯるɻৄࡉ、出యࢀݩরɻ
＊7	 Ұʢ201�ʣhߊຊؠ "*とຊのޏ用ʱ
＊�	 ૯ল「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢଂେֶ	தਸจ।ڭतʣにͮ͘جɻ
＊9	 ԕ౻܆ʢ201�ʣh ϩϘοτ͕Ոにっ͖ͯたΒʜ人ؒと"*のະདྷʱͰ、ຊͰ「ਆ人ؒ人、ͲΕ͕༏ӽ͍ͯ͠ると͍͏のͰ

ͳ͘、ڞଘ、ڞੜ͍ͯ͠る」ɻҰํͰΩϦスτڭతੈք؍Ͱ、「ͯ͢にӽ͍ͯ͠るの͕ʰਆʱͰ͋Γ、ͦのԼにਆのඃͰ͋る人ؒ、
͞ΒにͦのԼに人ؒのඃͰ͋る人͕ҐஔͮけΒΕ͍ͯる」と͍ͯ͠るɻ

	 ·た、ଂେֶதਸจ।ڭतଟਆڭӨ͍ͯ͠ڹるՄ性Λࢦఠ͍ͯ͠るʢ૯ল「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢る
ௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʣɻ

＊10	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」༗ࣝ者ώΞϦンάʢଂେֶ	தਸจ।ڭतʣにͮ͘جɻ
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本અ಄で例に͛ڍたమ道や自動ंも、実用化された当初からզが国にあったわけではなく、そのҙຯではզが
国は「後れて」いたといえる。しかしながら、మ道に関しては、ࡕ急や東急のような不動産開発との組み合わせと
いうビジネスモデルを創出するとともに、ੈքで高く評価される新װ線を生み出した。自動ंに関しても、զが国
の基װ産業となって、զが国の経ࡁや社会を大きく変えてきたྺ࢙がある。খさなことからでもAIを使ってみる
ことは、創ҙ工の方次第で成果をڗ受することにつながり、持続的に経ࡁ・社会を๛かにすることに資すると
もߟえられる。

2 I$5Λ׆༻ͨ͠৽ͨͳಇ͖ํ
第3અでड़べたとおり、デジタル経ࡁにおいては、人と組৫との関係の࠶構築としての働き方改革を進めていく

ことが重要となる。
たͩし、技術の進าと比較して、人々のద応や経ࡁ・社会の変革には時間ࠩが生じる向にあり、ಛに多くの

人々の生き方そのものに大きく関わる働き方については、期的なࢹ点のみならͣ、中期的なࢹ野も持ちつつ
人・組৫の関係の࠶構築をߟえることが必要になってくる。

ここでは、新たな働き方に関して、テϨワークなどの具体的な例を取り上͛つつ、各種の調査結果に基づきその
現状や効果等についてߟする。

ςϨϫʔΫͷಋೖͦͷޮՌʹؔ͢Δௐࠪ݁Ռ�
ア　テϨワークಋೖঢ়گ

テϨワークとは、ICTを活用した時間や場所を有効に活用できるॊೈな働き方である。
在ۈ務、サテライトオフィスۈ務、モバイルワークの3形態がある。働き方改革実現のりࡳとも言われてお

り、ワークライフバランスの実現 、人口減গ時代における࿑働力人口の確保、地域の活性化などへのد༩、企業
にとっては効率化や従業員のアウトプットへのプラスの効果も期待されている。

例えば、ࢴにґଘしオフィスの自੮が中心の事スタイルでは、自੮にいなければ事ができͣ、移動時間や伱
間時間を有効に活用できなかったが、ϖーパーϨス化とテϨワークを組み合わせれば、伱間時間を活用するなどし
てよりい時間で業務をऴわらせることも可能になる。

また、育ࣇや介護で一ൠ的なオフィスۈ務に制約がある者も、テϨワークを活用することでब࿑が可能となる。
総務省（2019）＊11を基に、企業におけるテϨワーク導入状況を概観すると、2018年は13�9ˋであったが、

2019年は19�1ˋとなっている（ਤද�������）。企業規模別では、おおΉͶ規模が大きいほど導入が進んでいる
。向にある

ਤද������� ςϨϫーΫの�ྨܕ

ۈࡏ �のۈ務ؒ࣌の͏ͪ、Ұ度オϑΟスにग़ۈ、しく٬ސ๚やձٞࢀՃなどをしつつ、Ұ෦のؒ࣌自でۀ務を͏ߦʮ෦ࡏۈ
務ʯ֘。

サςϥΠト
ΦϑΟスۈ ॴଐするオϑΟスҎ֎のଞのオϑΟスやシΣΞオϑΟス、ίϫーΩンάスϖース、ԕִۈ務用のࢪઃをबۀॴとするಇ͖方。

ϞόΠϧϫーΫ Ӧۀ活ಈなどで֎ग़தにۀ࡞する߹。Ӧۀ৬などのैۀһ͕オϑΟスにΒͣにҠಈதの交௨ؔػや駅・ΧϑΣなどでϝーϧや報の
。ଶ֘ܗ͏ߦ務をۀ成などの࡞

（出య）総務省（2019）「平成30年通信利用動向調査」を基に作成

＊11	૯লʢ2019ʣ「ฏ30௨৴利用ಈ向ௐࠪ		ۀاฤ
」
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ਤද������� のςϨϫーΫಋೖのਪҠۀا
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（出య）総務省「通信利用動向調査」各年൛を基に作成

ਤද������� ผʣنのςϨϫーΫಋೖʢۀا
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（出య）総務省（2019）「平成30年通信利用動向調査」

イ　テϨワークのϝリットɾҙٛにؔ͢るఆྔ的ௐࠪ݁Ռ
テϨワークは、具体的にどのような効果を生んでいるのͩろうか。定量的かつ一定のサンプルサイζを有する調

査結果を基に、テϨワークのメリットやҙٛについて概観する。ここでは、࿑働参画の促進、時間通ۈの؇和、
主観的福度について取り上͛る。
ʢΞʣ࿑ಇࢀըͷଅਐ

総務省「通信利用動向調査」を基に、企業のテϨワーク導入的の推移をみると、「ۈ務者の移動時間のॖ」
͕�൪ʹׂ߹͕͘ߴɺ·ͨʮ௨ۈऑऀͷରԠʯʮ༏लͳਓࡐͷޏ༻֬อʯの割合がۙ年上ঢ向にある。企
業が従業員の働きやすさを向上させることや、人手不が見ࠐまれる中でのޏ用継続や人材確保といった的のた
めにテϨワークを活用しようとする動きがうかがえる。

時間通ۈの෭作用については後ड़するが、テϨワークにより通ۈ時間がॖされることで、ब࿑促進、育ࣇで
の職や介護職の؇和につながる可能性もߟえられる。
ʢΠʣ௨ؒ࣌ۈͷॖɾࠞࡶ؇

経ࡁのサービス化の進展の結果、人口集ੵ地ほど生産性が高いという研究結果がଘ在する。このように、経ࡁ活
動の大都市への集中は、サービス産業の生産性向上にد༩する可能性がある一方、通ۈの時間化やঁ性ब࿑の
制という෭作用を持つことも指ఠされている＊12。テϨワークには、この෭作用の؇和の効果も期待されている。

川（2018）＊13では、調査結果から、ۈ務時間がくなることよりも通ۈ時間がくなることへのس避ײが強
いこと、ಛにその向がঁ性・非ਖ਼規ޏ用者でݦஶであることを指ఠし、「働き方改革の中で通ۈ時間の題を
過すべきでないこと、通ۈ時間がঁ性のब࿑形態のબに強くӨڹしていることを示ࠦしている」としている。

ਤද������� のςϨϫーΫಋೖతのਪҠۀا
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（出య）総務省「通信利用動向調査」各年൛を基に作成

＊12	ਖ਼೭ʢ201�ʣh ੜ࢈性ɹޡղとਅ࣮ʱ
＊13	ਖ਼೭ʢ201�ʣ「ؒ࣌௨ۈとテϨϫʔΫ」ڀݚۀ࢈ࡁܦॴσΟスΧοシϣンϖʔύʔ
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また、2012年ロンドンオリンピック・パラリンピックڝ技大会では、交通ࠞࡶによってロンドン市内での移動
に支োが生じるとの事લの༧ଌを基に、市内の企業の約8割がテϨワークを導入し、ࠞཚをճ避できたとされてい
る。զが国においても、政府が東京都及び関係団体と連携して2020年東京オリンピックの開会ࣜにあたる7月24
日を「テϨワーク・デイ」と位置づけ、働き方改革の国民運動を展開している。
ʢʣओ؍త

ւ外では、テϨワーク実施と福度との間に૬関関係があるとの調査結果がある。（2016）＊14では、イタリ
アのϰェローナ大ֶのエϨフセリオス・ジオバニース氏の研究結果をҾ用している。これによると、イΪリスのパ
ネルデータ（1991～2009年）を使い分析したところ、உঁわͣ、テϨワーカーになればよりՈ事・育ࣇへ時
間を割くようになり、உঁをわͣ、Ո事・育ࣇが配ۮ者とシェアできれば、福度が૿加することを示したとし
ている＊15。

川（2018）では、性別、年齢、ब࿑形態、࿑働時間、通ۈ時間、ۚ、テϨワークが主観的な事ຬ度に
どうӨڹするか分析した結果として、テϨワーカーの事ຬ度は高く、গなくとも࿑働者の立場からはましい
働き方ͩと言えるとしている。たͩし、同調査結果からは、テϨワークをしている人は観ଌ可能な他のॾಛ性をコ
ントロールした上で高ۚであり、もともと生産性の高い人がテϨワークしている可能性、テϨワークに向いた業
務に携わっている人が現実にテϨワークを行っている可能性が高いという事自体のҟ質性が関わっている可能性
もഉআはできないとしている。

ウ　テϨワークͱੜੑ࢈ͱのؔのఆྔ的ੳ݁Ռ
テϨワークの導入と（経ࡁ分析で一ൠに使われるҙຯでの）生産性＊16との関係に関連する定量的な分析結果

（一定のサンプルサイζを有するもの）を概観する。
内閣府（2018）＊17では、ٯのҼ果関係をコントロールした推計を行ったうえで、ॊೈな働き方の促進は、生産

性を向上させる可能性が高いとしている。具体的には、テϨワーク等非導入企業と比べた場合、導入企業は2012
～16年の࿑働生産性の৳び率がさらにे数ˋポイント、年平ۉで3～4ˋポイント高まるとしている＊1�。

たͩし、ٯ向きのҼ果関係又は他の要ҼのӨڹをྀߟしたうえで、あるいは同一の対象者への調査の結果と
して、テϨワークの導入が࿑働生産性又は全要素生産性に౷計的に有ҙにプラスであるとする調査結果は限られて
いる状況にあるのも事実である。テϨワーク等が組৫のアウトプットにプラスの効果があるとする先行研究は国際的
にもଘ在するが、アウトプットの計ଌをどうଊえるかや分析対象が限定的という課題もされているとߟえられる。
ਤද������� ςϨϫーΫͱΞトϓοトʹؔ͢Δఆྔੳ݁Ռの֓ཁͱཹҙ

݁Ռ֓ཁ ཹҙ
ถテΩαスେֶμイΞン・ϕイϦー।ڭतΒの文。
���0年かΒ2000年ࠒ·でのԤถのテϨϫーΫにؔするෳのڀݚをαーϕ
イ。ଟくの͕ڀݚテϨϫーΫにΑる生ੑ࢈向上のޮ果を確認して͖た͜とを
հしつつ、自ݾධՁやӅれたؒ࣌࿑ಇの題͕あるࢫࢦఠ。
ʢ%JBOF�&�#BJMFZ�/BODZ�#��,VSMBOE�2002ʣ

ಉ文で、生ੑ࢈向上͕ैۀһの自ݾධՁにΑる߹調査ର者͕成ޭし
ていると͑ߟるόイΞス、生ੑ࢈向上͕࣮ࡍに࿑ಇؒ࣌の૿ՃにΑるので
ある調査ྫ͕あるࢫࢦఠ。

ถスλンϑΥーυେֶχίラス・ϒϧームڭतΒの文。
த国のཱྀߦձࣾのίーϧηンλーのैۀһ͕�ϲ݄ؒ、ࡏۈ務とオϑΟスۈ務
にランμムにׂりてΒれるとい͏࣮ݧを活用し、྆者の௨ྔを定ྔతに
Ѳしたと͜Ζ、ࡏۈ務のैۀһパϑΥーϚンス͕��ˋ上ঢ。
ʢ#MPPN�FU�BM��20��ʣ

ίーϧηンλーのみをରとしている。
��ˋの͏ͪ�ˋテϨϫーΫのڥԼで生૿͕ੑ࢈Ճしたの͕ͩ、�ˋ
Ҽするのであり、見かىの૿Ճにؒ࣌গにΑる࿑ಇݮՋのٳؾやපؒ࣌ܜٳ
͚の生ੑ࢈向上のதに࿑ಇ૿ؚؒ࣌·れる。

ถオϋイオେֶのάϨン・μονϟーॿڭの文。
େֶ生を࣮ࣨݧと֎とにランμムに͚た上で、それͧれに、λイϐンάのΑ
͏な୯調なۀ࡞と、Αりੑ͕ඞ要なۀ࡞をͤ͞る࣮ݧをͬߦた。࣮ࣨݧの֎
ʢテϨϫーΫにۙいঢ়گʣでのۀ࡞ࣨでのۀ࡞とൺֱして、୯調な事生
。事の߹��ʙ20ˋ上ঢ�ʙ�0ˋԼするҰ方、ੑを要する͕ੑ࢈
ʢ&��(MFOO�%VUDIFS�20�2ʣ

୯७ۀ࡞Αり、ੑを要する事にテϨϫーΫ͕దしているՄੑ。
たͩし、ICTʢϏδωスπーϧ等ʣの進ԽにΑり、ۀ務の進ḿや成果のϞχλϦ
ンάίスτ͕Լ͕れ、上هมΘるՄੑ。

（出య）（2016）、川（2018）を基に作成

＊14	ޫଠʢ2016ʣh 人֮ࡐ੧ࡁܦʱ
＊15	テϨϫʔΫととのௐࠪ、ଞに(imene[�/adaM	+.	 *gnacio	+osÉ	"MCerto	.oMina	and	+orge	7eMiMMaʢ201�ʣʠ5eMework	the	5iming	

of8ork	and	*nstantaneous	8eMM�#eing:	&Widence	from	5ime	6se	%ataʡ	*;"	%iscussion	1aper	/o.11271.ͳͲ͕͋るɻ
ΘΕΘΕ͍ͯる͕、͝ΖにΑ͘ͰたΓલのΑ͏にֶࡁܦ」、༿に͍ͭͯݴと͍͏「性࢈ੜ」、Ͱ「性とԿ͔࢈ੜ」ʢ201�ʣٶ	16＊

͍ͯるݴ༿Ͱͳ͔ったɻと͜Ζ͕、ຊͰ͜のݴ༿͕͜͜にΘ͔に目͞ΕるΑ͏にͳっ͍ͯるɻʢ略ʣ͜Ε·ͰΘΕ͖ͯたఆٛと
ҟͳる͕͕ํ͍ると、ੜ࢈性にର͢るؒҧったཧղ͕ॏͳっ͍ͯ͘たΊ、େ͛͞に͑ݴదͳੜ࢈性向上્͕͞Ε、݁Ռతにຊ
೦Λ͍ࣔͯ͠るɻݒͳ͍݁ՌΛたΒ͢」との͘͠·にとっͯࡁܦ

＊17	ֳʢ201�ʣ「ฏ30ࡒࡁܦനॻ」
＊1�	たͩ͠、ಉੳͰ、ύωϧσʔλੳͰͳ͘向スίΞ๏Λ用͍ͯおΓ、テϨϫʔΫ等のಇ͘ॴΛॊೈにબるऔΛ࣮͠ࢪたάϧʔ

ϓとͦ͏Ͱͳ͍άϧʔϓとΛϚονンά͢るࡍ、Ϛονンάに用͍たมҎ֎のཁҼ͕Ө͍ͯ͠ڹるՄ性ଘ͢ࡏると͑ߟΒΕるɻ
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川（2018）＊19では、テϨワークと生産性との関係に関する複数の研究結果について৮れつつ、「まͩ一ൠ性の
ある結を導ける状況にはない」とした上で、「ワークライフバランスの向上は、伝౷的な表現では࿑働者の処۰
改善であり、それ自体が࿑働者にとってましいことである。（略）ワークライフバランスの改善は、生産性への
効果ではなくそれ自に価があるという観点から取り組Ήべきものと理解した方が素である」と指ఠしてい
る。

また、日経TNBSU XoSLプロジェクト（2018）＊20では、602社の企業データを使い、企業のಛや取組と企業
パフォーマンスとの関係を分析している。高生産性企業のグループと生産性企業とのグループに分けたところ、
人材活用に関するテクノロジー（ICT、RPA、AIなど）やテϨワークの導入と成果指標（ROA）との関係につい
ては、高生産性企業と生産性企業との間で有ҙなࠩは見られなかったとし、新たなテクノロジーや施策は導入し
てから現実に企業のパフォーマンスにӨڹを༩えるまでには時間がかかると見ࠐまれるが、こうした企業の取組が
企業のパフォーマンスにӨڹを༩えるかどうかは今後の課題であるとしている。

テϨワークよりもやや広い概೦となるが、ワークライフバランスと生産性との関係に関する2015年以લの先行
研究についても、例えば、ࢁ本・21＊（2014）ాࠇは、パネルデータを用いた分析結果としてワークライフバラン
スが高い企業は生産性が高いという૬関関係はあるが、これは見せかけの૬関に過͗ͣ、「経営の質」という྆者
のഎ後にある要Ҽをྀߟに入れると、ワークライフバランスと生産性の関係は消失することを指ఠしている。この
点についても、やはり取組が効果を生Ήまでにはタイムラグがある可能性がある。

たͩし、個別にはクラウドサービスを社内外で活用するなどして、業と社員のワークライフバランスを྆立
させている企業もଘ在している＊22ことから、今後ICTを活用した働き方がզが国でもਁಁするとともに、研究が
ੵされていくことが期待される。

৽ͨͳಇ͖ํʹඞཁͱͳΔI$5ͷಋೖͱଞͷऔͷ߹ͤ�
զが国のテϨワーク導入企業の割合がલड़のとおり

19�1ˋであるのに対し、ब࿑者にめるテϨワーク経験
者の割合は8�7ˋ（ਤද�������）となっている。

このことから、導入企業の中でもテϨワークを実際に行う
者はさらに限られ、テϨワークを導入している企業を含め、
平ۉ的な日本企業においては、従業者がテϨワークを利用す
るにはԿらかの્害要Ҽがある可能性が高いとߟえられる。

先行研究やલઅまでの結果から示ࠦされるのは、第一に新
技術の導入と新技術のਅの効果が発現するまでの間には時間
ࠩがあること、第二に、新技術の導入と企業内の組みの見
しとの྆方が必要ということである。

以下、総務省（2019）＊23での調査結果を基に、新たな働き
方にはICTの導入と合わせてどのような取組を行っていくこ
とが必要か概観する。

ア　ಇ͖方վֵの֤ࢪ策のऔঢ়گ
まͣ、લ提として働き方改革の各施策の取組状況について概観する（ਤද�������）。取り組んでいる施策とし

て、「ٳՋ取得を促進している」の割合が比較的高く、次いで「時間࿑働の削減のため、࿑働時間の削減標を
設定している」「「働き方改革」に関するトップのメッセージが発信されている」「࿑働時間の見える化を推進してい
る」が続く。比較的わかりやすく、また૬対的に現場や企業内のルールとの調整コストがいとߟえられる施策か
ら取り組まれている状況が示ࠦされる。

ਤද������� ςϨϫーΫ࣮ࢪ༗ແʢ全・ແճ
Λআくʣ

したࢪ࣮
����

してࢪ࣮
みたい
����

どͪΒかとい͑
してみたいࢪ࣮

���0�

してみたくないࢪ࣮
���0�

（出య）総務省（2019）「平成30年 通信利用動向調査（ੈ帯構成員ฤ）」

＊19	ਖ਼೭ʢ201�ʣh ੜ࢈性ɹޡղとਅ࣮ʱ
＊20	4ܦmart	8orkϓϩδΣΫτʢ201�ʣ「ಇ͖ํվֵとੜ࢈性、྆立の݅」
子ʢ2014ʣhాࠇ、܄ຊࢁ	21＊ ࿑ಇؒ࣌のࡁܦੳʱ
＊22	ྫ͑、2017に「テϨϫʔΫઌۦ者ඦબɹ૯େਉ」Λड͠たຊϚイΫϩιフτࣜג会社、ηʔϧスフΥʔスɾυοτίムʢί

ラム4ࢀরʣͳͲɻ
＊23	૯লʢ2019ʣ「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐࠪڀݚ」
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一方で、「෭業・݉業が認められている」「RPAやロボット・AI等を導入しデジタルトランスフォーメーション
を推進している」「業代の削減ݪ資を༩や教育支援でؐ元している」等の施策に取り組んでいる割合はい。

どの施策とテϨワーク導入＊24が合わせて取り組まれているかを概観するため、各施策の取組の有無別にテϨ
ワーク導入率をࢉ出したところ、࠷もテϨワーク制度の導入率が高かったのは、「RPAやロボット・AI等を導入
しデジタルトランスフォーメーションを推進している」とճした企業であった。その他、業代のؐ元、෭業・
݉業制度の導入、ࡋ量࿑働制の導入といった取組を行っている企業においてテϨワーク制度の導入率が高くなって
おり、おおΉͶ組৫の制度的な組みをより大きく見しているグループでテϨワークの導入率が高いという૬関
関係が見てとれる（ਤද�������）。

ਤද������� ಇ͖ํվֵのऔঢ়گ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
Ջऔಘを推進しているٳ

ؒ࣌࿑ಇのݮのため、࿑ಇؒ࣌のݮඪをઃ定している

ʮಇ͖方վֵʯにରするτοϓのϝοηーδ͕ൃ信͞れている

࿑ಇؒ࣌の見͑るԽ	ೖୀࣨϩάや1Cϩάཧ等
を推進している

ʮϊーۀσーʯを֨ݫに࣮ࢪしている

ແବなۀ務のચいग़し、ݮをͬߦている

ているͬߦ務վળをۀ務ϑϩーの見しやۀ

ձٞのӡӦ方๏を見している

ྉの؆ૉԽを推進しているࢿ成する࡞

ϑϨοΫスλイム੍をಋೖしている

ҭ児・հ護தのࣾһ͕ۈؒ࣌務でಇ͖やすいΑ͏なਓࡐ配ஔをͬߦている

全ࣾһをରとしたಇ͖方にؔするʮҙࣝվֵʯやʮϚωδϝンτʯにؔするݚमを࣮ࢪしている

オϑΟスや事務ثػのϨイΞτ・活用方๏を見している

ॴ定のؒ࣌でのオϑΟスফ౮や1Cシϟοτμン等でۀを੍نしている

࿑ಇ੍をಋೖしているྔࡋ

ʮテϨϫーΫ੍度ʯをಋೖしているʢࡏۈ務、ϞόイϧϫーΫ、αテライτオϑΟスۈ務等ʣ

ҭ支援でؐ元しているڭを༩やࢿݪݮのۀ

ૣேۈ務を推進している

31"やϩϘοτ・"I等をಋೖしσδλϧτランスϑΥーϝーシϣンを推進している

෭ۀや͕݉ۀ認めΒれている

ଓしていͬて΄しいܧ、औΜで͓りࡏݱ
੍度等͕ないので、औΜでΒいたい

して΄しいࢭऔΜで͓り、தࡏݱ
੍度等ない͕、ඞ要ੑを͡ײない

੍度等ある͕、֚ܗԽしている
かつてऔΜでいた͕、ഇ͞ࢭれた

ΘかΒない

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද������� گのऔ༗ແผのςϨϫーΫ੍ಋೖঢ়ࡦࢪ֤

0 20 �0 �0 �0ʢˋʣ
全体

31"やϩϘοτ・"I等をಋೖしσδλϧτランスϑΥーϝーシϣンを推進している
ҭ支援でؐ元しているڭを༩やࢿݪݮのۀ

෭ۀや͕݉ۀ認めΒれている
ૣேۈ務を推進している

ॴ定のؒ࣌でのオϑΟスফ౮や1Cシϟοτμン等でۀを੍نしている
࿑ಇ੍をಋೖしているྔࡋ

オϑΟスや事務ثػのϨイΞτ・活用方๏を見している
ҭ児・հ護தのࣾһ͕ۈؒ࣌務でಇ͖やすいΑ͏なਓࡐ配ஔをͬߦている

ྉの؆ૉԽを推進しているࢿ成する࡞
ϑϨοΫスλイム੍をಋೖしている

ձٞのӡӦ方๏を見している

औあり औなし

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

＊24	લड़のとおΓ、௨৴利用ಈ向ௐࠪにおけるۀاのテϨϫʔΫಋೖ19.1ˋͰ͋る͕、「σδλϧ化にΑるੜ׆ɾಇ͖ํのӨڹにؔ͢るௐ
っ͍ͯるたΊ、௨৴利用ಈ向ௐࠪとテϨϫʔΫಋೖ͕ҟͳっ͍ͯるɻߦにௐࠪΛجʢ2019ʣͰҟͳるαンϓϧΛ「ڀݚࠪ
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働き方改革施策でどのようなプラスの変化があったのかを߲別にみると、「࿑働時間が減গしている」「ٳՋが
取得しやすくなっている」の割合が全体で20ˋલ後と比較的高くなっており、かつ企業規模が大きいほどその割
合が高くなっている。それ以外の成果やຬ度に資する߲は૬対的にくなっており、「プラスの変化はない」
の割合も全体で20ˋ程度ଘ在する。

働き方改革施策でどのようなマイナスの変化があったのかを߲別にみると、「人手不がѱ化している」が全
体で26�5ˋと࠷も高く、業の制限やٳՋ取得が促進されている一方で、業務の効率化が進んでいない可能性が
示ࠦされる。

ਤද������� ಇ͖ํվֵࢪ࣮ࡦࢪʹΑΔϓϥスのมԽʢ全ମ・نۀاผʣ

0

20

�0

�0
ʢˋʣ

全体ʢO�2���ʣ �0ਓະຬʢO��2�ʣ �0ʙ ��ਓʢO��0�ʣ �00ʙ 2��ਓʢO��0�ʣ
�00ʙ ���ਓʢO��0�ʣ �000 ʙ ����ਓʢO����ʣ �0000ਓҎ上ʢO�2�0ʣ

݈
߁
ঢ়
ଶ
͕
ྑ
͘
ͳ
ỳ
ͯ
͍
Δ

ؾ
࣋
ͪ
ʹ
༨
༟
͕
ੜ
·
Ε
ͯ
͍
Δ

ۀ

ޮ

Խ
ʹ
Α
Γ
ỏ
ແ
ବ
ͱ
ߟ
͑

Β
Ε
ͯ
͍
ͨ
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͕
ͳ
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ͳ
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Խ
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ỹ
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（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද�������� ಇ͖ํվֵࢪ࣮ࡦࢪʹΑΔϚΠφスのมԽʢ全ମ・نۀاผʣ

全体ʢO�����ʣ �0ਓະຬʢO���0ʣ �0ʙ ��ਓʢO�2�2ʣ �00ʙ 2��ਓʢO�2��ʣ
�00ʙ ���ਓʢO����ʣ �000 ʙ ����ਓʢO����ʣ �0000ਓҎ上ʢO�2�0ʣ

0

20

�0

�0
ʢˋʣ

݈
߁
ঢ়
ଶ
͕
ѱ
Խ
͠
ͯ
͍
Δ
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࣋
ͪ
ʹ
༨
༟
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イ　ビδネス*$5πーϧのಋೖঢ়گ
次に、ビジネスICTπールの導入状況に

ついて概観する。ビジネスICTπールは、
多様な人材の࿑働参加や、場所や時間にとら
われない多様な働き方を支えることが期待さ
れており、ここでは情報共有やコミュニケー
ションのためのπールと、࿑務・ॸ務管理の
ためのπールに大別している。

まͣ、会社に導入されている端末デバイス
について見ると、デスクトップPC・ノート
PCは利用が限定されているものも含めると
8割以上の会社で導入されている。他方、モ
バイル端末である携帯電話やスマートフォン、
タブϨット型端末については約数程度の導
入率であることが分かる（ਤද��������）。

次に、情報共有・コミュニケーションのためのシステムʗπールについては、電子メール・アドϨス帳は8割ۙ
くの企業で導入されているものの、1割以上がいͣれも導入されていないとճしている。

社内でのオンラインܝ示൘やファイル共有・管理は4割程度の企業が導入しているが、他方で社外とのファイル
共有・管理の導入は進んでおらͣ、同様にチϟット・メッセンジϟー、WeC会議等の普及はまͩ進んでいないこ
とが分かる（ਤද��������）。

導入されているシステムʗπールのうち、業務効率の向上又は下につながるものをճ（࠷大3つまでの複数
બ）してもらったところ、業務効率の向上につながるものとしては、電子メールʗアドϨス帳やファイル共有・
管理システム等が͛ڍられた。他方、業務効率の下については、電子メールʗアドϨス帳とճした者のみが1
割を超えたものの、その他のシステムʗπールについては、数ˋ程度であった（ਤද��������）。

ਤද�������� ใڞ༗・ίϛϡχέーγϣϯのͨΊ
のγスςϜʗπーϧのಋೖঢ়گ
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（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調
査研究」

ਤද��������
ڞԼʹͭな͕Δใ・্ޮۀ
༗・ίϛϡχέーγϣϯのͨΊのγス
ςϜʗπーϧ
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（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調
査研究」

࿑務・ॸ務管理のためのシステムʗπールの導入状況について見ると、ۈଵ管理とスケジューラーの導入率が高
くなっている（ਤද��������）。また同様に、業務効率の向上または下につながるシステムʗπールをฉいたと
ころ、業務効率向上につながるとճした割合は、システムʗπールの導入状況とほ΅比例している。他方、業務
効率の下については、ۈଵ管理システムとճした者のみが1割を超えたものの、その他のシステムʗπールに
ついては、数ˋ程度であった（ਤද��������）。

ਤද�������� σόΠスのಋೖঢ়گ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
σスΫτοϓ1C

ϊーτ1C

定ిݻ

ϑΟーνϟーϑΥン・1)4

スϚーτϑΥン

λϒϨοτܕ

'"9

全ࣾһ͕利用している
ಛ定の৬種・৬Ґのࣾһ͕利用している
ಛ定のۀ務をࡍ͏ߦにのみ利用で͖る
෦ॺ͝と·た全ࣾでڞ༗͞れている
ಋೖ͞れていない

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」
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ਤද�������� ࿑・ॸཧのͨΊのγスςϜʗ
πーϧのಋೖঢ়گ
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（出య）総務省（2019）
「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද�������� ・Լʹͭな͕Δ࿑・্ޮۀ
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（出య）総務省（2019）
「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ビジネスICTπールは、ࢴで行われてきた業務を単に電子に置き換えるのみならͣ、デジタルならではの価
を創出することも期待される。（2016）では、「ICTの活用で従来よりも従業員の事ぶり（力）のモニタリ
ングや成果の計ଌが容易になったことも見ಀせない。在ワークの場合でも、従業員の事ぶりを接観できな
いため、従来は成果がଌりやすい業務に限られる向にあったが、モニタリングや成果が観しやすくなれば、業
務の෯は広がる」と指ఠしている。第1અでड़べたとおり、ICTは取Ҿ費用を減させるというಛがあり、この
ようなಛ質を活用することにより、従来のコスト構造では不可能であったことが可能となるという点は、働き方に
ついても֘当するとߟえられる。

ウ　ビδネス*$5πーϧのಋೖͱಇ͖方վֵ࣮ࢪのޮՌͱのؔ
ビジネスICTπールの導入は、働き方改革実施の効果とどのように関係しているのͩろうか。πールの導入の

ほか、社内の制度整備等も含め、どのような取組を実施しているグループがプラスの変化というྑいパフォーマン
スをあ͛ているのかを୳るため、調査対象者を4グループに分類して分析を行った。

具体的には、「働き方（制度）改革度」＊25と「デジタル・リモートワーク度」＊26の二࣠を設定し、それͧれの大
খから、「ະ導入」グループ、社内制度がいつかͣ現場でのシステム・πール導入の取組が先行する「現場先行」
グループ、取り組んではいるものの社内制度が先行し、システム・πールの導入が不े分な「制度先行」グループ、
社内制度とシステム・πールの導入の方にੵۃ的に取り組んでいる「バランス型」グループの4つに分類した。
ਤද�������� ֤άϧーϓのಛ

σδλϧ・ϦϞートϫーΫ

খ
খ େ

େ
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ํ
ớ
੍

Ờ
վ
ֵ


άϧーϓᶆόϥϯスܕ
�੍ 度໘、πーϧ໘で࠷
� ているͬߦతにऔをۃੵ
�σδλϧを活用した
� ϑϨΩシϒϧなಇ͖方͕
� Մになͬているάϧーϓ

άϧーϓᶅ੍ઌ行
�੍ 度໘でのऔଟくಋೖ
� ͞れている͕、ϑϨΩシϒ
� ϧなಇ͖方をՄにする
� πーϧ໘でのඋ͕れて
� る

άϧーϓᶄݱઌ行
�੍ 度໘でのऔ͕れているҰ方、πーϧ
� උ͞れている

άϧーϓᶃ
ະಋೖ
�੍ 度໘、
� πーϧ໘とにऔ͕গ
� なく、σδλϧを活用し
� たಇ͖方վֵ͕ະඋ

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

＊25	૯লʢ2019ʣͰ࣮͠ࢪたΞンέʔτௐࠪに֤ͯۀاのಇ͖ํվֵのؔ࿈੍にؔ͢る߲目ʢ13߲目ʣͰ、੍にऔΓΜͰ͍ると͠た
Λ「ಇ͖ํʢ੍ʣվֵ」ࢦඪと͠たɻ

＊26	ಉΞンέʔτௐࠪに֤ͯۀاのテϨϫʔΫΛத৺と͠たフϨΩシϒϧͳಇ͖ํΛՄに͢るシステムɾπʔϧの߲目ʢ25߲目ʣͰ、利׆用͠
͍ͯると͠たΛ「σδλϧɾϦϞʔτϫʔΫ」ࢦඪと͠たɻ
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その結果、働き方改革実施でプラスの変化があったとճ
した者の割合を、4グループ別に比較したところ、社内
制度の整備とシステム・πールの導入の方にੵۃ的に取
り組んでいる「バランス型」が80�8ˋと他の3類型より
も高くなっている。そして、システム・πールの導入が先
行している「現場先行」は、社内制度の整備が先行してい
る「制度先行」よりも、プラスの変化があったとճした
者の割合がগなかった。

このように、システム・πールの導入のみならͣ、社内
制度の整備もซせて取り組Ήことが、働き方改革実施の効
果を上͛るために有効であることが示ࠦされる。

業種別に4グループの
分を概観すると、ݐ設
業、ۚ融・保ݥ業では、

「バランス型」の割合が
比較的高い一方、運༌・
༌送業、医療・福ࢱでは、

「ະ導入」の割合が比較
的高いことがわかる。

規模別では、規模が大
きいほど「バランス型」
の割合が高まっている。

システム・πールの導
入や社内制度の整備を行
うに当たっては、規模の
খさい組৫の方がॊೈか
つ迅速に行える可能性と、
これらには一定程度のリ
ソースが必要であることから間接部が比較的ॆ実している業種又は規模の企業から進Ή可能性の2つがߟえられ
るが、本調査結果を基にする限りでは、後者の可能性が高いとߟえられる。

� ਓؒͷʮ֦ுʯ
ここまで、デジタル経ࡁの進展のインパクトについてਵ所で取り上͛てきたが、ICTについても、過去の൚用

技術がそうであったように、技術それ自体のҙຯ以上に、新たな社会・経ࡁの組みを生み出す中で、人々がその
主体的な活用を通じて「できること」を強化していくことによるҙٛが大きいとߟえられる。本અでは、これらの
点について、人間の「拡ு」という観点からߟえる。

ਤද�������� ϑϨΩγϒϧのʢۀछผʣ

छۀ ᶃ�ະಋೖ ᶄݱઌ行 ᶅ੍ઌ行 ᶆόϥϯスܕ ܭ߹
ઃݐ ʢO�22�ʣ �0��� ����� ���2� ����� �00�
 ʢO�2��ʣ ����� ����� ����� 2���� �00�
Ψス・ਫ道・ؾి ʢO�2��ʣ ����� ���0� 2���� �0�0� �00�
情報௨信 ʢO�22�ʣ 2���� 2���� �2�2� ���0� �00�
ӡ༌・༌送 ʢO�2��ʣ �2��� ����� ����� ���0� �00�
ྲྀ௨・Էച・খച ʢO�2��ʣ ����� 20�0� ���� 2��0� �00�
ۚ༥・保ݥ ʢO�22�ʣ 2���� ���0� ���0� ����� �00�
ෆಈ࢈・物ିۀʢO����ʣ �2�0� 2���� �2�2� �2�0� �00�
॓ധ・ҿ৯ ʢO�20�ʣ ����� ����� 20��� 2���� �00�
ҩྍ・ࢱ ʢO����ʣ ����� ���0� ����� ����� �00�
そのଞαーϏス ʢO�22�ʣ ����� ����� ����� 2���� �00�

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද�������� ϑϨΩγϒϧのʢنผʣ

ผن ᶃ�ະಋೖ ᶄݱઌ行 ᶅ੍ઌ行 ᶆόϥϯスܕ ܭ߹
�0ਓະຬ ʢO��2�ʣ ����� ��0� �2��� 2��� �00�
�0ʙ��ਓ ʢO��0�ʣ ����� ����� ���2� ���� �00�
�00ʙ2��ਓ ʢO��0�ʣ ����� 2���� 20��� 20��� �00�
�00ʙ���ਓ ʢO��0�ʣ 2���� 22��� ����� ���2� �00�
�000ʙ����ਓ ʢO����ʣ ���0� 2���� ����� ����� �00�
�0000ਓҎ上 ʢO�2�0ʣ �2�2� ����� ����� ����� �00�

（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

ਤද�������� ಇ͖ํվֵ࣮ࢪʹΑΔϓϥスのมԽ
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（出య）総務省（2019）

「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」
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ٕज़ਓؒΛʮ֦ுʯ͢Δ͜ͱͰʮͰ͖Δ͜ͱʯΛڧԽ�
మ道や自動ंは、人々をよりԕくへと行くことを可能にしたことで、人間の器の一つであるを「拡ு」した

といえる。このように、これまで登場してきた技術は、人間のあらΏる能力を「拡ு」させることにより、人々が
「できること」を強化していったといえる。

ICTについても、体・ଘ在・֮ײ・認知の点で、人間の能力を更に「拡ு」することが期待される（ਤද
�������）。

これにより、人々の生活や働き方にも大きな変革をもたらすとߟえられる。「拡ுのੈل」のஶ者であるブϨッ
ト・キング（2018）＊27も、「テクノロジーは、ࢲたちの生活のあらΏる໘を拡ுする。݈߁状態をモニターするデ
バイスからやサービスߪ入の支いの方法、余Ջの過͝し方、移動の方法、アドバイスの見つけ方、交流の方
法、事の方まで、「拡ு時代」にはすべてが対象となる」とड़べている。

他方、طにみたとおり、ICTは人間が「できること」を代ସし、人々のޏ用をୣうのではないかという議が
ある。この点について、エリック・ブリニョルフソンほか（2018）＊2�は、「テクノロジーはたしかに多くの事を
ୣってきたが、しかし同時に、多くの事を生み出してきた」「人間には、創造的にߟえること、ਖ਼しいいを発
すること、ソーシϟルスキルを備えること、チームで働くことができる。これらはマシンにはできない。セカン
ド・マシン・エイジには、Կか新しいものを生み出したいというཉٻがいっそう価を持つようになるはͣͩ。テ
クノロジーはその実現を助けるͩろう」とड़べている。

過去の൚用技術のྺ࢙を見ても、ৠ気機関はమ道を生み出したのみならͣ、༣便、新ฉ、ۜ行などそれまでଘ在
しなかった新産業の登場につながった。そして、これら新産業で新たなޏ用が生まれるとともに、産み出される新
たなモノやサービスを利用することにより、人々の能力は「拡ு」され、「できること」は強化されていった。現
在の技術を基に、ক来の新しい技術が経ࡁ・社会をどのように変えるのかをਖ਼しく見通すのは困難であるが、技術
により新たなフロンティアが開され、人間の「拡ு」が続いていくことは、デジタル経ࡁの進化の過程において
も当てはまるとߟえられる。

I$5ʹΑΔਓؒͷʮ֦ுʯͷੜ׆ɾಇ͖ํͷӨڹ�
ICTによる人間の「拡ு」は、具体的には生活や働き方にどのようなӨڹを及΅すのͩろうか。この点につい

ては、「ICTにより拡ுされた人間」がネットワーク上でつながるというࢹ点からߟしてみたい。「ICTにより
拡ுされた人間」の例としては、7R（7JSUVBM ReBMJUZɿԾ想現実）�MR（MJYeE ReBMJUZɿ複合現実）�AR

（AVHNeOUeE ReBMJUZɿ拡ு現実）端末や、自動༁機等を備えた人間が͛ڍられる。
IoTの発展・普及により、あらΏるモノがインターネットとܨがり、フィジカル空間からより多くの情報が収集

可能となってきている。そしてサイバー空間にੵされたビッグデータは、AIによって分析・活用されることで、
フィジカル空間における新たな価創造につながっている。今後、これが更に進展し、「ICTにより拡ுされた人
間」とモノ、あるいは「ICTにより拡ுされた人間」同࢜がネットワーク上でつながっていくことがߟえられる。

このようなネットワーク上のつながりが、生活や働き方をどのように変えうるのか、ߟえられるイメージを示
す。

ਤද������� *$5ʹΑΔਓؒのʮ֦ுʯの�ͭのํ性

֦ுのछྨ ֓ཁ
体の֦ு をิ௲するのなどػखٛのΑ͏に、体ٛ・֨ࠎ֎
ଘࡏの֦ு テϨϓϨθンスのΑ͏な、ԕִ地でのʢڞಉʣۀ࡞をՄにするのなど
の֦ு֮ײ たりするのなど͑などにஔ͖֮ײ情報をൽෘ֮ࢹ、者のためにো֮ࢹ、をٕज़で強Խしたり֮ײやௌ֮などの֮ࢹ
認の֦ு "Iとਓؒのڠ調にΑり、Կかをཧ解したりशಘしたりするϓϩηスそののを֦ுするのなど

（出య）ྐྵ本७一・ຯീᜁ・ੴࠇ生（2018）「東京大ֶ大ֶӃ情報ֶ環ώューマンオーグメンテーションֶ（ソニーد付講࠲）活動記ᶗ」を基に作成

＊27	ϒϨοτɾΩンάʢ201�ʣh ֦ுのੈلʱ1.1�ʙ19
＊2�	ΞンυϦϡʔɾϚΧフΟʔ、ΤϦοΫɾϒϦχϣϧフιンʢ201�ʣh ϓラοτフΥʔムのֶࡁܦʱ1.15
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ア　ੜ活のӨڹ
ʮॴଐͱѪͷཉٻʯʮࣗݱ࣮ݾཉٻʯͷॆ

これまで技術は、「人間のཉٻ」＊29（ਤද�������）をຬたすためのものとして発展してきた໘があるといえる。
ICTについても、例えばSNS上でのコミュニケーションは、第3段֊の「所ଐとѪのཉٻ」をຬたすものである
とともに、多くのフォロワーを૿やすことは、第4段֊の「ঝ認ཉٻ」をຬたすことにつながっているとߟえられ
る。そして、自作のখઆ・ֆ・Իָ・གྷり等をこれらの共有サイトにߘすることは、第5段֊の「自ݾ実現ཉٻ」
についてもຬたすものであろう。

今後普及が見ࠐまれるICTにおいても、例えば外国ޠを話す人との会話がリアルタイム༁され、より円滑に
コミュニケーションを取ることを可能とする＊30ことで、第3段֊の「所ଐとѪのཉٻ」をຬたすことがߟえられ
る。また、自分がするモビリティの外装や内装（ಛに৭）を、自由にସ可能になること等＊31は、第5段֊
の「自ݾ実現ཉٻ」をຬたす手段となることがߟえられる。
͋ΒΏΔࣾձΠϯϑϥͷશମ࠷దԽ

センシング技術の向上により、フィジカル空間のあらΏるモノͩけでなく、「ICTにより拡ுされた人間」もセ
ンサーネットワークにつながり、様々な事象や行動がきめࡉかくセンシングの対象となるサイバーインフラストラ
クチϟーが構築されることがߟえられる。これを活用したCPS（サイバー・フィジカル・システム）＊32等により、
エネルΪー、流、人流、交通といったあらΏる社会インフラが࠷ద化され、社会全体としての効率化やコスト
化が図られることが期待される。

例えば、エネルΪー関連等の各種のリソースマッチングが࠷ద化されることで、環境・エネルΪーへのෛՙの
下やԚછ現象等のܰ減による生活空間の改善といったこともߟえられる。また、自動運転ं等による配送と配達ロ
ボットが組み合わされることで、コストでの自動配が実現・普及する可能性等＊33もߟえられるͩろう。
ੜ׆Λศརʹ͢ΔαʔϏεͷύʔιφϥΠζԽ

また、あらΏる事象や行動がきめࡉかくセンシングされ、AIにより分析されるようになることで、生活を便利
にする様々なサービスを、その受け手に合わせてパーソナライζ化させることが可能となるͩろう。

このようなパーソナライζ化として、これまでもスマートフォンでのアプリのカスタマイζや、アルΰリζムを
用いた広告配信等が実現しているが、今後、リアルタイムセンシングにより個人にಛ化する形で形状やԹ度等が変

ਤද������� Ϛζϩーのཉٻ�ஈ֊

֓ɹཁ

・�ؔ ٻになりたいとい͏ཉࡏのあるଘྗڹのதで͞Βに認めΒれたい、Өੑ
・�ʮ֦֮ײுにΑりॆײ・ӽײ等をຯΘ͑るʯといͬたཉٻแؚ

ࣾձతなׂ͕あり、ίϛϡχテΟとのつな͕り、ਓとのつな͕りを͡ײΒれ
ると͖にຬた͞れるཉٻ

・֎෦のӨڹにΑり生໋のڴ͕ݥةか͞れる͜とのない͜とをΉཉٻ
・ʮޮԽしたいʯཉٻแؚ

৯ཉ、ਭཉ、ੑཉ等の生໋をҡ࣋するためのຊతなཉٻ

ୈೋஈ֊ɿ安全ཉٻ

ୈҰஈ֊ɿ生ཧతཉٻ

ୈ࢛ஈ֊ɿঝೝཉٻ

ୈࡾஈ֊ɿॴଐͱѪのཉٻ

ୈޒஈ֊ɿࣗݱ࣮ݾཉٻ
・�Αり自͕Ήతな͜とをしたい、自の໘かΒग़てくるئを࣮ݱ
� したいとい͏ཉٻ
・�ʮ৽しいՁを生みग़したいʯとするཉٻแؚ

˞Ϛζϩーのཉٻ�ஈ֊をΞϨンδ
（出య）総務省（2019）「デジタル化による生活・働き方へのӨڹに関する調査研究」

＊29	͜͜Ͱ͍͏「人ؒのཉٻ」と、Ϛζϩʔのཉ5ٻஈ֊આにおける、「ੜཧతཉٻ」「҆શཉٻ」「ॴଐとѪのཉٻ」「ঝೝཉٻ」「ࣗݱ࣮ݾཉٻ」
のϐラϛουͰߏ͞Εるのと͢るɻ

＊30	ӳʰΤίϊϛスτฤू෦ ɾɦํಸඒ༁ʢ2017ʣh 2050のٕज़ɹӳʰΤίϊϛスτʱࢽ༧ଌ͢るʱ
会ฤஶʢ2015ʣhڀݚಓमɾ/55ٕज़༧ଌ߂ݪࣰ	31＊ 2030のใ௨৴ٕज़ɹੜ׆者のະདྷ૾ʱ
＊32	༷ʑͳใシステムɾίンϐϡʔテΟンάΛ、ΑΓΦʔτϚテΟοΫʢࣗಈతɾࣗతʣ͔ͭϦΞϧλイムにՔಇͤ͞る͜とͰ࣮͢ݱるのɻ

ࣗಈӡసंにΑるࣗಈӡసυϩʔンにΑるࣗಈରとͳるɻ
＊33	ϒϨουɾΩンάʢ201�ʣh ֦ுのੈلʱ
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化する৸ࣨ、৸具、৸רが登場し、ਭの質を向上させることがߟえられる＊34。また、情報収集やスケジュール
調整といったものも、現在よりも進化したAIが用いられたパーソナルアシスタントが担うことにより、人手を介
さͣ、迅速かつշదに行われるといったことがߟえられる。また、ウェアラブルや体内ઁ取可能な医療デバイスが
進化することで、治療が自動管理されることも可能となる＊35といったことが期待されている。

イ　ಇ͖方のӨڹ
ʮମͷ֦ுʯʮଘࡏͷ֦ுʯʹΑΔ৽ͨͳಇ͖ํ
ਤද�������で͛ڍた4つのICTによる人間の「拡ு」のうち、「体の拡ு」として、Ծ想ワークスϖースと

連動する「グローブ型インタフェース」等、新しい種類のデバイスが登場し、一層効率的かつストϨスなしに知的
生産業務が行えるようになる＊36ことがߟえられる。また、「ଘ在の拡ு」としては、7R�MR�AR技術により、ԕ
ִコラボϨーション（共同作業）が、対໘でのコラボϨーションと比べてほとんどḮ৭がないものとなる＊37こと
で、テϨワークをはじめとするワークスタイルの変化やオフィスのあり方にも変化が生まれる可能性がある。
ਓ͕ؒಇ͘͜ͱͷϙδςΟϒͳସ

技術の進展により、機ցが人間の࿑働を代ସすることは、人間のޏ用をୣうという໘ͩけではなく、人間が関わ
らͣとも様々な事が行えるようにもなるというメリットがある。例えば߭ࢁやӉ等、人間が活動する場合には
体や݈߁・生໋を損なうリスクが高い空間での作業をロボットが代行するようになる＊3�とともに、必要となる
工具等の器具は3%プリンティングで人手による༌送なしに準備することが可能となる＊39こともߟえられる。

また、人手を要するものの付加価がい作業について、完全に自動化される＊40ことがߟえられる。この場合
であっても、人間が行う方がよりྑ質なサービスを提供できるのであれば、このようなサービスが有ྉ化・プϨミ
アム化といったようにࠩ別化される＊41可能性もあるͩろう。

＊34	૯লʢ2015ʣ「2020Ҏ߱にී͢ٴるֵ৽తͳ*$5αʔϏスにؔ͢るௐࠪڀݚ」
＊35	ϒϨουɾΩンάʢ201�ʣh ֦ுのੈلʱ
会ฤஶʢ2015ʣhڀݚಓमɾ/55ٕज़༧ଌ߂ݪࣰ	36＊ 2030のใ௨৴ٕज़ɹੜ׆者のະདྷ૾ʱ
会ฤஶʢ2015ʣhڀݚಓमɾ/55ٕज़༧ଌ߂ݪࣰ	37＊ 2030のใ௨৴ٕज़ɹੜ׆者のະདྷ૾ʱ
＊3�	ถࠃࠃՈใ会ٞฤɾ୩ொਅच༁ʢ2013ʣh 2030ੈք͜͏มΘるʱ
＊39	ϒϨουɾΩンάʢ201�ʣh ֦ுのੈلʱ
＊40	૯লʢ2015ʣ「2020Ҏ߱にී͢ٴるֵ৽తͳ*$5αʔϏスにؔ͢るௐࠪڀݚ」
	 ʢhttp://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/Minkdata/h27_0�_houkoku.pdfʣ
＊41	ϒϨουɾΩンάʢ201�ʣh ֦ுのੈلʱ
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�ʢิʣେنࡂͱI$5ͱͷؔΘΓ

සൃ͢ΔେنࡂͱI$5�
զが国では、平成の30年間に大規模な地震や߽Ӎがස発し、気象庁が名শを定めたものに限っても27になる

（ਤද�������）。
ਤද������� ฏの��ؒʹൃ生しͨେنなٴͼ߽Ӎʢؾி໊͕শΛఆΊͨのʣ

໊শ ؒظ Ҭಠࣗの໊শɺओなඃ
ฏ成�年ʢ����年ʣ۴࿏ԭ地 ฏ成�年�݄�� ݯのਂ͕͞�00LNҎਂのඃ地。Ոやߏ物にඃ。
ฏ成�年ʢ����年ʣւ道ೆԭ地 ฏ成�年�݄�2 ʮԞ৲ౡの地ʯ、ʮԞ৲ౡのʯと。とՐࡂでେ͖なඃ。

ฏ成�年�݄߽Ӎ ฏ成�年�݄��
ʙ�݄� ʮ�ŋ�ਫʯ、ʮࣛ児ౡਫʯ。ࣛ児ౡࢢʢࣛ児ౡݝʣの࠭ߑ・ࡂਫ等。

ฏ成�年ʢ����年ʣւ道౦方ԭ地 ฏ成�年�0݄� 方࢛ౡにେ͖なඃ。౦地方でにΑりඃ。
ฏ成�年ʢ����年ʣࡾるかԭ地 ฏ成�年�2݄2� Ո等のݐ物や道࿏ଛյ等のඃ。

ฏ�ʢ����ʣฌݝݿೆ෦ ฏ成�年�݄�� ʮࡕਆ・୶࿏େࡂʯ。ฌݝݿに度�の地域。ՈのյやՐࡂにΑりେ͖なඃ。
高道࿏や৽װઢの高Սにඃ。

ฏ成�2年ʢ2000年ʣௗऔݝ෦地 ฏ成�2年�0݄� Ո等のඃや่ࢁれ、ӷঢ়Խݱ͕ൃ生。
ฏ成��年ʢ200�年ʣܳ予地 ฏ成��年�݄2� Ո等のඃやӷঢ়Խݱ͕ൃ生。
ฏ成��年ʢ200�年ʣेউԭ地 ฏ成��年�݄2� にΑりඃ。ੴ༉λンΫのスϩοシンάにΑるՐࡂൃ生。

ฏ成��年�݄৽ׁ・ౡ߽Ӎ ฏ成��年�݄�2
ʙ�� ʮ����৽ׁ߽Ӎʯ。

ฏ成��年�݄Ҫ߽Ӎ ฏ成��年�݄��
ʙ�� Ҫݝのਁਫ・࠭ࡂ等。

ฏ��ʢ����ʣ৽ׁݝதӽ ฏ成��年�0݄2� ʮ৽ׁݝதӽେࡂʯと。口ொʢݱɿԬࢢʣで度�。نのେ͖な่ࢁれやؠ
൫่յ͕ൃ生し、道࿏͕ੇஅ。Տ道ด࠹ൃ生。

ฏ成��年�݄߽Ӎ ฏ成��年�݄��
ʙ2�

ʮฏ成��年�݄ࣛ児ౡݝ෦߽Ӎʯ。ਡ๚ބʢݝʣपลの࠭ࡂ・ਁਫ、ఱཽ
ʢݝʣの൙ཞ等。

ฏ成��年ʢ200�年ʣొౡ地 ฏ成��年�݄2� Ո等のඃや่ࢁれ͕ൃ生。
ฏ成��年ʢ200�年ʣ৽ׁݝதӽԭ地 ฏ成��年�݄�� Ո等のඃの΄か、่ࢁれにΑりమ道͕ੇஅ。
ฏ成20年ʢ200�年ʣؠख・ٶ地 ฏ成20年�݄�� Ո等のඃの΄か、େنな่ࢁれやՏ道ดൃ͕࠹生。

ฏ成20年�݄߽Ӎ ฏ成20年�݄2�
ʙ�� 。等ʣのਁਫݝʢѪࢢԬ࡚・ࢢݹ໊

ฏ成2�年�݄த国・भ෦߽Ӎ ฏ成2�年�݄��
ʙ2� ʮฏ成2�年�݄2�߽Ӎʯ、ʮࢁ口߽Ӎࡂʯ。

ฏ��ʢ����ʣ౦ํଠฏ༸ԭ ฏ成2�年�݄�� ʮ౦ຊେࡂʯ。ࢢݪ܀ʢٶݝʣで度�。౦地方をத৺ににΑりେ͖なඃ
。ൃ生にΑりඃݱ地ಈやӷঢ়Խظप。

ฏ成2�年�݄৽ׁ・ౡ߽Ӎ ฏ成2�年�݄2�
ʙ�0 。ʣの൙ཞ等ݝཛྷ・Ѩլʢ৽ׁेޒ

ฏ成2�年�݄भ෦߽Ӎ ฏ成2�年�݄��
ʙ��

ʮ۽ຊ域େਫʯ、ʮ���2ా߽ࢢӍࡂʯ。ീঁࢢʢԬݝʣ・ాࢢʢେݝʣの
࠭ߑ・ࡂਫ、෦ʢԬݝʣの൙ཞ等。

ฏ���݄߽Ӎ ฏ成2�年�݄�0
ʙ�݄2�

ʮౡ߽Ӎࡂʯ、ʮ��20࠭ࡂʯ、ʮ20��年�݄ౡେن࠭ࡂʯ、ʮ୮߽ࢢӍ
。ʯ、ʮ20��高߽Ӎʯࡂ

ฏ成2�年�݄ؔ౦・౦߽Ӎ ฏ成2�年�݄�
ʙ�� ʮَౖਫʯ。َౖʢἚݝʣ・ौҪʢٶݝʣの൙ཞ等

ฏ��ʢ����ʣ۽ຊ ฏ成2�年�݄��
��

ӹொʢ۽ຊݝʣʢ�݄��、�݄��ʣ、ݪଜʢ۽ຊݝʣʢ�݄��ʣで度�。
Ո等のඃの΄か、େنな่ࢁれ͕ൃ生。

ฏ成2�年�݄भ෦߽Ӎ ฏ成2�年�݄�
ʙ� ேࢢ・౦ๆଜʢԬݝʣ・ాࢢʢେݝʣのߑਫ・࠭ࡂ等。

ฏ���݄߽Ӎ ฏ成�0年�݄2�
ʙ�݄�

ʮຊ߽Ӎʯ。ౡݝ・Ѫඤݝの࠭ࡂ、ෑࢢਅඋொʢԬݝࢁʣのߑਫなど、
。域తなඃ

ฏ��ւಓৼ౦෦ ฏ成�0年�݄� ްਅொʢւ道ʣで度�。ްਅொをத৺にଟの่ࢁ
（出య）気象庁「気象庁が名শを定めた気象・地震・Րࢁ現象一ཡ」を基に作成
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平成の30年間は、ICTとりわけインターネットと携帯
電話の発展・普及に象される時代であることはここまで
みてきたとおりであるが、そのઅには大規模災害も関
わっている。

1995年のࡕਆ・୶࿏大震災においては、ݻ定電話網が
ੇ断され又は輻輳する中、当時普及の初期段֊にあった携
帯電話はつながるということがされたʢਤද������
̎ʣ。また、同じく普及の初期段֊にあったインターネッ
トを用いて被災地の状況を発信することも行われた（ਤද
�������）。

2011年の東日本大震災とICTとの関係については、ࡕਆ・୶࿏大震災時に比べると携帯電話が広く普及してお
り、SNSも活用された一方で、東・関東地方を中心に、ճ線の途絶やఀ電等によりICT機器が使用できなくな
るなどの被害が発生した。また、東日本大震災での教訓を基に、LIN&が開発されたことでも知られる。

ฏ���݄߽Ӎʹ͓͚Δ௨৴ͷঢ়گ�
ア　߽Ӎࡂのಛͱ情報ୡ

߽Ӎ災害を大規模な地震と比較した場合、3つの点でICTの活用との関係性がより深いとߟえられる。
第一に、߽Ӎ災害のස度が比較的高いため、データがੵされるという点である。ਤද�������でみたとおり、

平成の後では、気象庁が名শを定めたものに限ってもほ΅ຖ年のようにզが国のいͣれかで߽Ӎ災害が発生して
いる。広ౡ市やभ部のように数年おきに߽Ӎ災害が発生している地域もあれば、߽Ӎ災害への対応はະ経験又
はे数年ぶり、場合によっては数े年ぶりというところもあるなど地域によってҧいはあるものの、過去ある地域
でىきた߽Ӎ災害対応における知見やノウハウをデジタルデータの形でੵし、ক来他の地域でも含め活用するこ
との現実性やҙٛは大きいとߟえられる＊42。

第二に、地震を数日から数時間લに༧知することと比較して、߽Ӎの発生や߽Ӎ災害の༧ଌは༧見可能性が高い
ことが͛ڍられる。このため、警報や避難に関する情報が発信されてから災害が発生するまでの間、被害ܰ減等の
ために情報伝達が果たす役割も大きいとߟえられる。

第三に、場所により状況がҟなり、必要な情報を必要とする人に伝える観点からは、よりきめࡉかな情報伝達が
必要となるとߟえられる点である。このため、従来型メディア以上にインターネット等を活用したメディアの重要
性が૬対的に高まるとߟえられる。

ਤද������� Δ͚͓ʹࡂਆେࡕ
چఆిճઢの෮ݻ

（出య）༣政省（1995）「平成7年൛通信ന書」

ਤද������� ڙใのఏࡂΑΔΠϯλーωοトΛ௨ͨ͡ඃʹࢢށͰのਆࡂਆେࡕ

（出య）༣政省（1995）「平成7年൛通信ന書」

＊42	ֳʢࡂ୲ʣ͕201�6݄にެද͠た、「ࢢொଜのたΊのਫରԠのखҾ͖」の͡Ίににお͍ͯ、「தԝࡂ会ٞࡂର策࣮ߦ会
ٞ「ਫ࣌のආɾԠٸର策ݕ౼ϫʔΩンάάϧʔϓ」ใࠂʢฏ2�3݄ʣにお͍ͯ、ઌൠのؔ౦ɾ౦߽Ӎ͔ࡂΒಘΒΕた՝ڭ
Γฦ͞Ε͖͍ͯͯるの܁にお͍ͯのਫڈऔΓΉ͖ର策ΛऔΓ·とΊたと͜ΖͰ͋る͕、͜ΕΒの՝のதにաޙࠓ、Λཧ͠܇
͕ଟ͍ɻ」と͞Ε͍ͯるɻ
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イ　ฏ���݄߽Ӎの֓ཁ
2018年に発生した平成30年7月߽Ӎ（日本߽Ӎ）では、日本を中心に多くの地域でՏ川の൙ཞやਁਫ害、

࠭災害が発生し、ࢮ者数が200人を超える平成で࠷大のਫ害となった。
2018年6月28日以降、લ線と台෩第7号のӨڹにより日本付ۙに非常にԹかく࣪った空気が流れࠐみ、広いൣ

ғで大Ӎとなった。ಛに7月6日から8日にかけては、日本を中心に広いൣғで記的な߽Ӎとなった。気象庁
は、7月5日にྟ時記者会見を開き、8日頃にかけて広いൣғでの大Ӎが続く見ࠐみであり、記的な大Ӎとなる
おそれがあること、࠭災害やい地のਁਫ、Տ川の૿ਫ・൙ཞに厳重な警ռが必要とݺびかけた。7月6日に
は、1府10府県に大Ӎಛ別警報＊43を発表した。

7月7日になると、日本を中心に広域的に大規模なਁਫや࠭災害が発生した状況がঃ々に明らかになった。
これにより、ࢮ者237名、行方不明者8名、Ոの全壊等2ສ2000౩以上、Ոのਁਫ2ສ8000౩以上の

。めてਙ大な被害＊44が広ൣғで発生したۃ

ウ　ฏ���݄߽Ӎに͓͚る௨৴ઃඋのඃঢ়گ
平成30年7月߽Ӎにより、通信設備にも被害が発生した。一部では、่࠭れによる電力ケーブル断等による

ఀ電や通信の伝送࿏断のほか、通信施設内へのਁਫによる設備のਫが発生したことにより、迅速な復旧が困難な
状況となった。また、道࿏ੇ断等により道࿏の通行や通信施設への立入りが困難になるなどにより、復旧までの時
間が期化した施設もあった。たͩし、携帯電話に関しては、サービスに支োが生じたエリアは限定的であり、施
設の復旧が期化したエリアであっても、応急復旧により通信を復旧させたケースもあった。
ʢΞʣݻఆిɾΠϯλʔωοτ

まͣ、ݻ定電話・インターネットճ線の被災・復旧状況の推移を概観する。
7月7日に、高知県内全域においてNTT日本のフϨッπޫ等約10ສճ線が不通になったことにより、Өڹճ

線数は࠷大の115,680となっている。Өڹճ線数は、7月8日に2ສ1000程度となった後は減向となり、7
月12日以降7月中は8000強で推移し、8月6日には0となっているʢਤද�������ʣ。復旧に時間を要した事例は、
่࠭れにより中継伝送࿏が絶たれたケース、局舎がਫした事例であり、લ者はᷖճルートのԾ設等の応急的ા
置もとりつつ復旧させた。

ʢΠʣܞଳి
次に、携帯電話に関する被災・復旧状況の推移を概観する。携帯電話基地局のఀ波ݪҼの割合は、伝送࿏断が

56ˋ、ఀ電が36ˋ、ਫが5�、設備故োが3�となっている。平成29年भ部߽Ӎの際のఀ波ݪҼの割合は、
伝送࿏断が50ˋ、ఀ電が41ˋであり、ࣅた向を示しているʢਤද�������ʣ。۽本地震の際は、約75ˋが用
電源のఀ電であったことと比較すると、߽Ӎ災害では่࠭れによる伝送࿏断のӨڹが大きい。

ਤද������� ฏ���݄߽ӍʹΑΔݻఆి・ΠϯλーωοトのӨڹճઢ
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（出య）総務省（2018）「平成30年7月߽Ӎに係る被害状況等について」を基に作成

＊43	ಛผܯใ、2013�݄にӡ用͕։࢝͞Ε、ܯใのൃදج४Λる͔に͑るେӍେ等͕༧͞Ε、ॏେͳࡂの͜ىるおͦΕ͕ஶ
͘͠高·っ͍ͯる߹にൃද͞Εるɻಛผܯใ͕ൃද͞ΕたҬͰ、ेにҰの、͜Ε·Ͱに͠ݧܦた͜とのͳ͍Α͏ͳॏେͳ͕ݥة
ࠩ͠ഭったҟৗͳঢ়گに͋Γ、େӍの߹෩ूத߽ӍにΑΓेに1の߱ӍྔとͳるେӍ͕༧͞Εる߹にൃද͞Εるɻ

＊44	ফிใ20191݄916ࡏݱ࣌ɹֳ「ฏ307݄߽ӍにΑるඃঢ়گ等に͍ͭͯʢฏ311݄917:00ࡏݱʣ」
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2011年の東日本大震災において、ݻ定系では約190ສճ線が被災し、移動系では約2ສ9000局がఀ波した経
験を基に、電気通信事業者では対策を講じるとともに、マニュアルの作成や訓練、その後の大規模災害での対応結
果を基に見しを進めてきた。

2016年の۽本地震においては、上記の対策の効果や局地的な地震であったこともあり、被害は比較的限定的で
あった。

平成30年7月߽Ӎにおいては、ఀ波した基地局数が一時400程度に達した事業者もあったものの、応急復旧、
またۙྡの基地局からカバーするなどの対策も含めれば、講じられた対策がサービスの継続やૣ期復旧に大きくد
༩したといえるʢਤද�������ʣ。

Өڹ市町村数及びエリア状況からも、一部のエリアで被害及び通信に支োが生じたものの、ૣ期に復旧が行わ
れ、多くの場所ではサービスが継続されていたことがわかる＊46ʢਤද�������ʣ。

ਤද������� ฏ���݄߽ӍʹΑΔ携ଳిجہのఀ＊45
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（出య）総務省（2018）「平成30年7月߽Ӎに係る被害状況等について」を基に作成

ਤද������� ฏ���݄߽ӍʹΑΔ携ଳిճઢඃࡂのӨࢢڹொଜ
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（出య）総務省（2018）「平成30年7月߽Ӎに係る被害状況等について」を基に作成

Λද͢のͰͳ͍ɻنのڹ局、αʔϏスӨج局֤社ͰҟͳΓ、ఀதのج者͕ઃஔ͍ͯ͠るۀࣄଳి等ܞ	45＊
＊46	ௐࠪରҬݶఆతͰ͋る͕、ୈ3߲Ͱޙड़͢るΞンέʔτの݁Ռ͔Β֓ͶܞଳిにΑる௨৴͕ՄͰ͋ったと͑ߟΒΕるɻ·た、イ

ンλϏϡʔ݁ՌͰ、ܞଳిにΑる௨৴ෑࢢਅඋ۠ͰਫにΑΓج局͕用ෆとͳったたΊҰ࣌తにͭͳ͕Βͳ͍ຢͭͳ͕Γ
に͔͘ったࢫのίϝンτ͕͋った͕、ͦΕҎ֎֓Ͷͳ͑͘ߦたとのίϝンτ͕େͰ͋ったɻ
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ฏ���݄߽Ӎʹ͓͚Δใߦಈ�
ア　ฏ���݄߽Ӎに͓͚るඃऀࡂの情報ߦಈ
ʢΞʣௐࠪ֓ཁɾରͱ͢ΔϝσΟΞ

総務省では、被災地域における住民の情報行動を分析するためのアンケート調査を、また、自治体職員や企業の
関係者、ボランティアの活動をなされていた方々等を対象にインタビュー調査を実施した。

対象地域は、被害状況等に基づきબ定した、広ౡ市安ܳ区、広ౡ県ࡔ町、広ౡ県三ݪ市、岡ࢁ県ෑ市ਅ備地区
としている。

アンケート調査に当たっては、東日本大震災における情報通信の在り方に関する調査結果（以下「東日本大震災
調査」という。）及び۽本地震におけるICT利活用状況に関する調査結果（以下「۽本地震調査結果」という。）＊47

とも比較できるよう、対象のメディアを放送系のメディア、移動及びݻ定通信、防災行政無線などとし、各端末で
のアプリケーションの活用状況等も調査したʢਤද�������ʣ。

ਤද������� ෮چஈ֊ʹ͓͚Δ携ଳి֤ࣾのΤϦΞঢ়گ

ɿαーϏス支ো༗
ɿαーϏス支োແ

ݝౡ

Ѫඤݝ

Ԭݝࢁ

ιϑτόンΫʢ���0�0��00࣌ʣ,%%Iʢ���0�0��00࣌ʣEPDPNPʢ�������00࣌ʣ

˞ਤதのઢのΑ͏に、ؒࢁ෦等をൣғにΤϦΞԽしている߹、෮چ·でにؒ࣌を要する߹͕ある。
（出య）各社ϗームϖージを基に総務省作成

＊47	ฏ23൛ใ௨৴നॻɹhttp://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h23.htmM
	 ฏ24൛ใ௨৴നॻɹhttp://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h24.htmM
	 ૯লʢ2012ʣ「࣌ࡂにおけるใ௨৴のࡏΓํにؔ͢るௐࠪ」	http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/Minkdata/h24_05_gaiyo.pdf、

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/Minkdata/h24_05_houkoku_siryo.pdf
	 ฏ29൛ใ௨৴നॻɹhttp://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/htmM/nc150000.htmM
	 ૯লʢ2017ʣ「۽ຊにおけるใ௨৴のࡏΓํにؔ͢るௐࠪ݁Ռ」	
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin02_0200010�.htmM
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ҎԼɺຊ߲ʹ͓͍ͯɺ্هௐࠪ݁Ռʹ͢ٴݴΔ߹ɺʮΠϯλϏϡʔௐࠪ݁ՌʹΑΔͱʯʮΞϯέʔτௐࠪ݁Ռ
ʹΑΔͱʯͱද͢هΔɻ

ਤද������� ରͱ͢ΔϝσΟΞ

テϨϏラδオ
".�'. Ψラέー スϚϗ 1C 定ిݻ ผށ

受信ػ

テϨϏ
์送

ラδオ
์送

௨ ௨

ωοτి

携ଳϝーϧ

ωοτϝーϧ

TXJUUFS・'BDFCPPL

-I/&

ݴࡂ ݴࡂ

検ࡧαイτ

各種ϗームϖーδ

ߦࡂ
ແઢίϛϡχέーγϣϯ

πーϧ

4/4

Πϯλーωοト
サービス

ΤϦΞ・ࠂٸۓϝーϧ




α
ồ
Ϗ
ε

Ξ
ϓ
Ϧ
έ
ồ
γ
ἀ
ϯ

ί
ϛ
ỿ
χ
ς
ỹ
'.

（出య）総務省（2017）「平成29年൛情報通信ന書」を基に作成

ਤද������� 調査ରऀ＊4�

調査ରऀʗ調査ख๏
調査ରҬʗ調査ରऀ

ʣࡂʢ࠭ܭ߹ ʢߑਫʣ
安ܳ۠ࢢౡ ொࡔݝౡ ෑࢢਅඋ۠ ࢢݪࡾݝౡ

Πϯλビϡー調査
自治体・ۀا・ϘランテΟΞ等ؔ者
Ξϯέート調査ʢඃࡂ地の住民ʣ
ճ者 �00 �� �2� ��� ���
උߟ ΣϒΞンέーτ調査 Ծઃ住のೖډ者に調

査ථを配
住民جຊாかΒநग़
したඃࡂ地のੈ���ܭ
ଳに調査ථを送付

住民جຊாかΒநग़
したඃࡂ地の��0ੈܭ
ଳに調査ථを配

（出య）総務省（2019）「߽Ӎ災害におけるICT利活用状況調査」

ਤද�������� Ξϯέート調査ରऀのଐ性

調査 �� �� �� �� ��Ҏ্

全　体
��� �� �� �� �� 2��

�00�0 ��� ���� ���� ���� ����
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ମ
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ʣࡂொʢ࠭ࡔݝౡ
�� � 2 � � ��

�00�0 ��� 2�� ���� ��� ���2

ʣࡂʢ࠭۠ܳ҆ࢢౡ
�00 �� 22 20 2� ��

�00�0 ���0 22�0 20�0 2��0 ���0

ෑࢢਅඋ地۠ʢߑਫࡂʣ
�2� � �� �� �2 �2

�00�0 ��2 ��� ���� ��� ����

ʣࡂਫߑʢࢢݪࡾݝౡ
��� �� �0 �� �� ��

�00�0 ��2 ���� ���0 2��� ���2

ੑ
ผ

உੑ
2�� 2� �2 �0 �� �22

�00�0 ��� �2�� ���� ���� ����

ঁੑ
2�� 20 �� �� �� ��

�00�0 ��� ���� ���2 20�� ����
（出య）総務省（2019）「߽Ӎ災害におけるICT利活用状況調査」

＊4�	౦ຊେࡂのΞンέʔτௐࠪ、インλϏϡʔௐࠪର者ʢ࣏ࣗମ、ۀاのؔ者ٴͼϘランテΟΞ等ʣΛରと͠、۽ຊのΞンέʔ
τௐࠪ、インλϏϡʔௐࠪର者とΣϒΞンέʔτௐ͔ࠪΒߏ͞Ε͍ͯるのにର͠、ࠓճௐࠪのΞンέʔτௐࠪ、ࡔொ、ࢢݪࡾにͭ
͍ͯ๚ௐࠪ、ෑࢢに͍ͭͯ郵ૹௐࠪͰߦっ͍ͯるɻ
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調査対象地域によって、年齢構成、利用機器・サービス、被災状況等がҟなるため、ICT機器の利用状況につ
いては、対象地域別、年代別の結果も交えつつ概観する。

普段使っているICT機器の利用率は、テϨビ（地上波放送の受信）が各地域で70ˋ～80ˋと割合が高くなって
いる。携帯電話、パソコン等の通信機器の利用率については、年齢構成のҧい等により各対象地域でҟなってお
り、比較的50代以下の構成比が高い広ౡ市安ܳ区及び三ݪ市ではスマートフォンやパソコンが多く利用されてい
るʢਤද��������ʣ。

年代別にICT機器の利用状況を概観すると、50代以下でスマートフォンの利用率が高い一方で、60代以上では
スマートフォンの利用率が下がる向がݦஶになっているʢਤද��������ʣ。

ਤද�������� Ξϯέート調査ରऀの*$5ثػのར༻ঢ়گʢରҬผʣ
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ʢΠʣඃऀࡂͷใߦಈ
インターネットサービスの利用状況についてみたものが、ਤද��������である。年代別の向のҧいがݦஶで

あり、20代30代では90ˋ程度がインターネットを、80ˋ程度がLIN&をよく利用するとճしているが、60代
では20ˋ台にまで下している。

ਤද�������� Ξϯέート調査ରऀの*$5ثػのར༻ঢ়گʢผʣ
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警報発令時、発災時、発災後から発災1ि間以内、発災1ि間以降に分けて、情報収集に利用した手段をみると、
携帯電話による通話が࠷も多く、次いで地上波放送、携帯メール、LIN&となっており、普段から利用されている
手段がよく利用される向にある。

時系ྻでの変化が大きいのは地上波放送、比較的変化があるのはケーブルテϨビ放送、ۙྡ住民の口コミ、行政
機関のϗームϖージとなっており、その他の手段については、ͩった時系ྻ変化はみられない。

ಛに、地上波放送の推移がಛ的であり、警報発令時には40ˋであったのが発災時には30ˋ程度となり、発災
1ि間以降では50ˋ程度利用されている。ߑਫや࠭災害の発災લ～発災時は場所による状況のҧいが大きい
ことから、放送以外の手段でのよりきめのࡉかい情報がٻめられた一方、復旧期の情報収集では放送が活用された
とߟえられるʢਤද��������ʣ。

ਤද�������� 調査ରऀのΠϯλーωοトサービスのར༻ঢ়گ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ
全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

全体
20
�0
�0
�0

�0Ҏ上

イ
ン
λ
ー
ω
ο
τ

ి
ࢠ
ϝ
ー
ϧ

ಈ
ը
ڞ
༗
α
イ
τ

TX
JUU
FS

'B
DF

CP
PL

-I/
&

Αく利用する た·に利用する ΄とΜど利用しない ·ͬたく利用しない Βない

（出య）総務省（2019）「߽Ӎ災害におけるICT利活用状況調査」

令和元年版　情報通信白書　第1部 197

4
P
D
J
F
U
Z��

�ɾ�
͕
ਅ
Ձ
Λ
ൃ
ش
͢
Δ
ͨ
Ί
ʹ
Կ
͕
ඞ
ཁ
͔

第
�
章

ਓؒͱ I$5ͷ৽ͨͳؔ 第 �節



情報収集に役立った手段も、概Ͷ情報収集に利用した手段と同様の向を示しているʢਤද��������ʣ。

なお、情報収集に役立った手段の時系ྻ変化を、東日本大震災調査、۽本地震調査と比較すると、東日本大震災
では、多くのメディアで時間経過によって役立ったというճの割合が上ঢ（たͩしラジオは時間経過により
下）したのに対し、۽本地震調査では時間経過による変化がখさくなっており、平成30年7月߽Ӎの調査結果も
、本地震や平成30年7月߽Ӎにおいては۽、向を示しているʢਤද��������ʣ。これはたࣅ本地震調査と概Ͷ۽
通信・放送インフラへの被害が比較的限定的であったことを示すものとߟえられる。

ਤද�������� ใऩूʹར༻しͨखஈʢྻܥ࣌มԽʣ
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イ　ආ࣌の*$5ڥのඋ
避難時のICT環境に関しては、地方公共団体、電気通信事業者やメーカー等による公衆無線LANの開放や携帯

電話ॆ電器の貸༩、被災者や避難所等へのテϨビ設置等の支援が行われた。
公衆無線LANについては、携帯電話事業者等による「0

ファイブθロ
0000JAPAN」の提供等を通じて、被災者の通信環境

を確保する取組が実施された。
「00000JAPAN」とは、各事業者が提供するWJ�'Jサービスを、大規模災害発生時に被災者の通信接続手段の1

つとして利用してもらうことを的に、災害用の౷一SSI%「00000JAPAN」として公衆無線LANサービスを提
供するものである。本取組は東日本大震災を教訓として始められており、2013年9月にؠ手県佂ੴ市で実証実験
が行われた。その後、2014年5月にਖ਼ࣜ運用が開始され、2016年の۽本地震で初めて実運用に至った。

平成30年7月߽Ӎの避難所でのICT環境について、アンケート調査の対象者に「携帯電話ճ線による通信」「無
ྉWJ�'Jサービス」「ॆ電サービス」「無ྉ公衆電話による通話」のそれͧれの利用状況をਘͶた結果が、ਤද����
����である。

ਤද�������� ౦ຊେٴࡂͼ۽ຊͰใऩूʹཱͬͨखஈʢྻܥ࣌มԽʣ
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平成30年7月߽Ӎにおいては、概Ͷ携帯電話による通信が可能であったことから、アンケート調査対象者の避
難者では携帯電話ճ線による通信の利用が多く、無ྉWJ�'Jの利用や無ྉ公衆電話による通話の利用は限定的で
あった。また、60代以上を中心に無ճが立つことから、認知度やわかりやすさの点で課題がされている可
能性がある。もっとも、災害時においても複数の通信や情報伝達手段を確保することの重要性はਵ所で指ఠされて
おり、この点で無ྉWJ�'Jサービスの果たす役割は重要とߟえられる。

また、ॆ電サービスについては、۽本地震の調査結果と比較するとे分に利用できた者の割合が高まっている
向にある。۽本地震の際は、電気通信事業者から「避難所にॆ電器を設置してճったが、避難所の情報が整理され
ておらͣ、設置に時間がかかった」とのҙ見もあったが、平成30年7月߽Ӎの際は、電気通信事業者から「これ
までの別の災害時の対応と同様に、行政の)Pで情報を確認しながら能動的に動きつつ、要請にも対応した」等の
ҙ見があり、被災地が広ൣであったものの、過去の災害の教訓を生かし対応した様子がうかがえる＊49。

なお、インタビュー調査の対象者のうち複数の役場の職員や避難所の運営者からは、WJ�'J、ॆ電器及び無ྉ公
衆電話が役立った、避難者に活用されているࢫのコメントもあった。

ਤද�������� ආॴʹ͓͚Δ*$5サービスのར༻
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ࢢݪࡾ
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�0
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�0Ҏ上
スϚϗ利用

スϚϗඇ利用

す͙にඞ要な͚ͩ利用で͖た す͙に利用で͖た͕ඞ要な利用で͖なかͬた
かかͬた͕ඞ要な͚ͩ利用で͖た͕ؒ࣌ をか͚れ利用で͖た͕ඞ要な利用で͖なかͬたؒ࣌
利用しΑ͏とした͕·ͬたく利用で͖なかͬた そのαーϏスを利用するඞ要なかͬた
そのଞ ආしていない
ແճ

携ଳి
ճઢにΑる
௨信

ແྉ8Jʵ'J
αーϏス
ʮ00000
+"1"/ʯ等

ॆిαーϏス

ແྉެऺ
ిにΑる
௨

（出య）総務省（2019）「߽Ӎ災害におけるICT利活用状況調査」

＊49	たͩ͠、࣏ࣗମ͝とにආॴのใͳͲ)1Ͱ։ࣔ͞Εるใの༷͕ࣜҟͳる͜とใのに͍ͭͯのࢦఠ͋ったɻたと͑、「300人
ऩ༰」とॻ͍ͯ͋るたΊආ者ͩとࢥっͯߦったと͜Ζ࣮ࡍに人͔͠ආ͍ͯ͠ͳ͔ったΓ、ආॴの౷ഇ߹にΑっͯආ者͕少ͳ͍
とࢥっ͍ͯたと͜Ζにආ者͕͋;Ε͍ͯたྫ͕͋ったͳͲɻ
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ฏ���݄߽Ӎͷ܇ڭͱI$5�
第1߲から第3߲までの結果も踏まえ、平成30年7月߽ӍにおけるICT活用の教訓と示ࠦをߟする。

ア　௨৴イϯϑラの強ਟ化による҆৺ɾ҆શの࣮ݱ
ͷऔऀۀࣄ௨৴ؾి͚ͨʹI$5Πϯϑϥ͍ڧʹࡂ

電気通信事業者各社は、東日本大震災における携帯電話基地局のఀ波のݪҼの多くがఀ電や伝送࿏断によるもの
であったことから、ఀ電対策や伝送࿏断対策、ఀ波した場合のエリアカバー対策を強化してきた。ソフト໘でも、
平時には災害対応のマニュアルの作成・見し、訓練や関係機関との連携等を行いつつ、大規模災害がىこる度に
これらの見し等を行ってきた。

ఀ電対策としては、移動電源ंや可ൖ型発電機の૿配備、基地局バッテリーの強化が行われている。また、伝送
࿏断対策としては、伝送࿏の複数経࿏化の拡大、衛星エントランスճ線やマイクロエントランスճ線による応急復
旧対策の拡ॆが行われている。また、エリアカバー対策として、可ൖ型基地局やं載型基地局の૿配備、大κーン
基地局の設置が進められていた。

平成30年7月߽Ӎにおいては、一部で࠭災害による伝送࿏断等が発生したものの、電気通信事業者等の取組
が一定の成果をあ͛、移動系通信インフラの被害は概Ͷ局地的なものにとどまったとߟえられる。

東日本大震災以降の大規模災害の経験に基づき、ハード、ソフト྆໘で対策が講じられた結果として、平成30
年7月߽Ӎでの対応に関しては過去の教訓が生かされたといえる。

イ　��·ͰスϚートϑΥϯར用͕Ұൠ化ʙ活用Ͱ͖るٕज़活用Λʙ
ʢΞʣॅຽ

今ճのアンケート調査結果では、20～40代は8割程度、50代は7割程度がスマートフォンを利用していた。
また、߽Ӎ災害では、લ後の段֊と比較して発災時に地上波放送の情報収集手段としての利用率等が下がってい

た点がಛ的であり、警報発令時以降発災時までの間、避難するか൱かの判断がഭられる時間帯に各地区の状況に
応じたきめࡉかな情報が必要となっている可能性が示ࠦされる。

普段から利用されており緊急時でも利用されやすい点、放送系のメディアと比較して個々人の状況に応じたきめ
こまかな情報伝達が可能である点、自治体の人員等リソースの制約からಛに大規模災害では公助に限քがあり住民
による自助共助がٻめられる点等をྀߟすると、߽Ӎ災害の際スマートフォンを活用することのҙٛは大きいとߟ
えられる。

たͩし、60代以上では、フィーチϟーフォンや地上波放送を利用する割合は一定程度あるものの、それ以外の
機器やメディアを利用する割合はい向にあり、コミュニティ内で比較的एい年齢層と60代以上との間で必要
な情報の伝達が行われることがましいとߟえられる。

その他、インタビュー調査結果では、被災者支援に携わった複数の組৫から、LIN&のグループを活用したこと、
現場のࣸਅを共有したことがݺびかけなど次の行動に有効であったࢫのҙ見があった。

にデジタル化が一定程度発展・普及し、スマートフォンの普及により通信やセンサー等の単価が下མしたことط
もあり、活用できるテクノロジーは活用することがましいとߟえられる。
ʢΠʣ࣏ࣗମ
ํެஂڞମϥΠϑϥΠϯ͔Β์ૹऀۀࣄͷใൃ৴ɾୡʹ͍ͭͯɺ-Ξϥʔτ͕׆༻͞Εͨɻ૯
লʢ����ʣ＊50ʹΑΔͱɺฏ��݄߽̓Ӎ͕ϐʔΫΛܴ݄͑ͨ̓̐ʙ̕ͷؒͰɺ̡ΞϥʔτΛܦ༝ͨ͠
ใൃ৴ΛஂͨͬߦମશࠃͰ���ஂମʢํެஂڞମ：���ஂମɺϥΠϑϥΠϯऀۀࣄ：̑ࣾɺࠃަ௨ল：̎
৫ʣɺ̡ΞϥʔτΛܦ༝ͨ͠ใൃ৴݅�����݅ʢආࠂקɾࣔࢦ：����݅ɺආॴ։ઃใ：����݅ɺ
͓Βͤ：����݅ʣͰ͋ͬͨɻΠϯλϏϡʔ݁ՌʹΑΔͱɺ࣏ࣗମ͔Βʮଈ͘ߴ͕ੑ࣌ɺൃ৴͕खܰʯ�＊51ɺ
์ૹ͔ऀۀࣄΒʮ-�ΞϥʔτಋೖʹΑΓɺใऩूʹ͔͔Δ࿑ྗ֨ஈʹݮͰ͖ͨʯͱͷίϝϯτ͕͋ͬͨɻ

＊50	૯লʢ201�ʣ「ޙࠓの-ΞラʔτのࡏΓํݕ౼会ใࠂॻ」
＊51	たͩ͠、̡Ξラʔτにؔࡂ࿈ใΛൃ৴͢るたΊのシステムૢํ࡞๏、ಓݝ୯ҐͰࣗओతにඋ͕ߦΘΕ͍ͯる「ࡂใシステ

ム」にґଘ͢るたΊ、ݱঢ়、ࡂใシステムのҧ͍Ώ͑のૢ࡞性の͕ࠩଘ͢ࡏる͜と、ࢢのࡂใڞ༗システムのใΛݝのシステム
にஞ࣍खೖྗ͍ͯ͠るྫࣄ͋Γ、কདྷతͳվળ͕ظ͞Εるɻ
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ͷൃྩ۠ࣔࢦใୡɺςΩετใͷୡʹͱͲ·͓ͬͯΓɺΑΓආࡂɺ-Ξϥʔτʹ͓͚Δࡏݱ
Λ༰қʹཧղ͢Δ͜ͱΛՄʹ͢ΔͨΊͷ-ΞϥʔτใͷਤԽ͕ਐΜͰ͍͘͜ͱ͕ظ͞ΕΔɻ
ͷखͰɺిࢿஈ֊ʹ͓͚Δඞཁچஈ֊ɾ෮ٸͷѲɺԠگମʹ͓͚Δঢ়࣏Εͨ՝ͱͯ͠ɺࣗ͞
ΛؚΉޱ಄Ͱͷୡ'"9ΛؚΉࢴͰͷୡ͕ଟ͘͞Ε͍ͯΔ͜ͱɺͦΕΒʹਓखׂ͕͔ΕΔ͜ͱ͕͛ڍΒ
ΕΔɻࢿͷखʹؔͯ͠ɺҰ෦ͰɺϏοάσʔλղੳΛ׆༻ͨ͠ඞཁࢿͷखɺλϒϨοτΛ׆༻ͨ͠ใ
ͷڞ༗4/4ʹΑΔχʔζͷൃ৴ߦΘΕ͕ͨɺΠϯλϏϡʔ݁ՌʹΑΔͱଟ͘ର໘ɺిɺ'"9ʹΑΔ
ୡͰ͋Γɺ4/4ʹΑΔχʔζͷൃ৴ʹ͍ͭͯʮ͜Ε͕Γͳ͍ʯͱൃ৴ͨ݁͠ՌɺఆҎ্ͷྔͷ͕ࢿಧ͖
อॴ͕ͳ͘ͳΔͳͲผͷൃੜ͕ͨͨͬ͋͠ྫࣄͳͲɺ૯ͯ͡۽ຊௐࠪࢦʹ࣌ఠͨ͠՝͕͞Εͯ
͍ͨͱ͑ߟΒΕΔɻࡂঢ়گཁγεςϜ%-46..＊52ͷ͑ߟ͕༺׆ΒΕΔ΄͔ɺ-*/&Λ༻͍ͯνϟοτϘοτ
͔Βඃऀࡂʹର͍͔͚ͯ͠Λൃ͠ɺճΛ"*Ͱू͢Δ͜ͱͰɾ࣏ࣗମʹΑΔঢ়گѲඃऀࡂͷχʔζ
ʹ߹ͬͨใఏڙΛͨ͏ߦΊͷ࣮ূ࣮ݧ������݄͔ΒߦΘΕ͓ͯΓɺར༻ऀʹ͓͚Δ׆༻ͱ߹Θͤͯޙࠓ
ͷऔ͕ظ͞ΕΔɻ

ウ　なͥආ͕Ε٘ਜ਼ऀ͕ग़ͨの͔ʙʮ͑るʯ͔ΒʮΘるʯɺͦͯ͠ߦಈʙ
ʢΞʣͳͥɺආ͕ࣔࢦग़͞ΕɺϋβʔυϚοϓ͕͋ͬͨʹ͔͔ΘΒͣආ͕Εͨͷ͔

発災時・発災後に関しては、طに各種報道や政府の৹議会又は検討会等でも指ఠされているとおり、避難ק告
等が出されていたにもかかわらͣ、また、ハβードマップで被害が༧ଌされていたにもかかわらͣ、住民の避難が
れ、٘ਜ਼者が出たという事実がある。

避難がれた要Ҽとしては、ਖ਼常性バイアスや情報過多が指ఠされている。
三༑（2019）＊53では、広（2014）、広（2017）を踏まえつつ次のとおり指ఠしている。

「日本߽Ӎにおける࠭災害、అ防のܾ壊、μムの放ਫ等によるਫ害では、行政による警報の出し方の題の
ほかに、住民の避難のれにが集まった。被災者に話をฉくと、テϨビやネットで警報が出されていることは
知ってはいたものの、「自分が災害にあうとはࢥっていなかった」、「ྡの人がಀ͛ていないから大ৎͩとࢥった」、

「ාくてಀ͛ることができなかった」といったが多い。災害からの被害をগなくするには、避難が重要であるが、
実は、それが大変難しい。人にはなかなかಀ͛ることができない「心の᠘」がଘ在している。人間は合理的に生き
ているとࢥわれているが、実際は、明らかなݥةに໘してもಀ͛ることは容易ではないのである。心理ֶでは、
自分ͩけは大ৎͩとࢥいࠐΉことを「ਖ਼常性バイアス」、ྡの人がಀ͛ないから自分が大ৎͩとࢥいࠐΉこと
を「同調性バイアス」、想定外のことに಄がਅっനになって応ができなくなってしまうことを「ౚり付きީ܈」
とݺぶことがあるが、いͣれも人間の心の向の題であり、大きな災害発生する度に܁りฦし指ఠされている」

例えば、ෑ市ਅ備地区では、1976年（ত和51年）にもਁਫがあったが、その時のਁਫが深さ50DN程度で
あったこと、その後大きな被害がなかったことが2018年の平成30年̓月߽Ӎにおいてのਖ਼常性バイアスをもた
らしたࢫの指ఠもある。

ਖ਼常性バイアスに関して、人間は、しばしば事実や数ࣈよりもײやストーリーを基に判断することが、行動経
機をճة、やストーリーは、ਖ਼常性バイアスにもなりうる一方でײや人จֶでも指ఠされている。たͩし、ֶࡁ
避する方向にも作用し得るとߟえられる＊54。

アンケート調査結果を基に、避難の有無及び場所の類型別に、判断要Ҽを集計したʢਤද��������ʣ。これによ
ると、外に避難した者は、「周ғの環境がѱ化してきたから」「自分のいる場所でਁਫ又は่࠭れがىこったか
ら」「周ғの人に促されたから」とճした割合が40ˋલ後と高くなっており、ײ的又はわかりやすい出来事が
避難を促進させた可能性がうかがえる。Կもしなかった又は自の2֊等に避難した者は、「これまで災害を経験
したことはなかったから」「大Ӎやਁਫにより外に出る方がͩݥةとࢥったから」を͛ڍる者が比較的多い向に
あり、上ड़のਖ਼常性バイアス、判断のれにより状況がѱ化するલに避難できなかった可能性がうかがえる。

＊52	 5witter上のؔࡂ࿈ใΛϦΞϧλイムにੳ͠、ࣗ システムɻ͏ߦԉΛࢧԉ、ආのٹ、ѲɾஅΛՄと͠گମ͝とにཧͯ͠Ұ目Ͱঢ়࣏
	 https://disaana.jp/d�summ/
ฤஶʢ2019ʣhࢤ༑ਔࡾ	53＊ େࡂとใɾϝσΟΞ	ϨδϦΤンスの向上とҬ社会のڵ࠶に向けͯʱ1.10
＊54	人ྨ͕スτʔϦʔΛڞ༗͢る͜とظతに人ྨΛਐ化͢るํ向に࡞用͖ͯ͠たと͑ߟΒΕるɻϢϰΝϧɾϊΞɾϋラϦஶॻʰϗϞɾ

σスʱにお͍ͯ、人ྨ͕ਐ化͠、人ྨΑΓମతに༏ҐͰ͋ったωΞンσϧλʔϧ人͕໓͠た͜とΛͭͭ͛ڍ、人͕ؒจ໌Λ࡞Γٿ
Ͱ人口Λ૿Ճͤ͞たの、スτʔϦʔΛڞ༗͠た͔Βͩとࢦఠ͍ͯ͠るɻ
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現状、避難の判断要Ҽとしてネット系メディアを͛ڍる割合は必ͣしも高くはなかったが、周ғの環境のѱ化を
伝えたり、ۙな人による避難を促したりする際に、補助的に活用することもߟえられる。きめࡉかい情報をもと
に、避難の必要な人が必要なタイミングでզが事としてଊえられる情報伝達が有効とߟえられる。

ʢΠʣʮ͑Δʯ͔ΒʮΘΔʯɺͦͯ͠ߦಈɿ͖Ί͍͔ࡉใΛجʹͨࣔࠦ͠తͳऔྫࣄ
地区の住民が主体となって取り組Ήことも有効とߟえられる。
ここまでの調査結果や先行調査の結果からは、避難が必要な場合に避難できたか൱かについては、わかりやすい

「きっかけ」が鍵であり、その一例として、ۙྡ住民によるֻけも効果的であったことがうかがわれる。また、
ۙ年の防災行政においては、公助の限քや自助・共助の重要性が指ఠされており、これらに関連してICTが果た
しうる役割も大きいとߟえられる。

スマートフォンの普及によりセンサーやカメラの単価が下མしたことが、IoTの進展につながっており、防災・
減災の分野でもICT活用の野が広がりつつあるとߟえられる。各地でՏ川にライブカメラを設置してਫ位等の
状況をӾཡ可能にするという事例は出つつあるが、地区の住民と大ֶとが連携する示ࠦ的な事例として、広ౡ市安
区三ࠤ

み い り
入地区の取組が͛ڍられる。

同地区では、2014年に発生した平成26年8月߽Ӎで࠭災害が発生し、地区内で2名が٘ਜ਼となった。地区の
自主防災組৫会の新

あたらしき
信ത氏は、被災を伝ঝする取組を進めているほか、広ౡ市立大ֶ環境情報ֶ部の教तと

共同で、地区を流れるࠜ୩川にࢹカメラを設置するとともに、ࢁにガスをײ知するセンサーを設置している＊55。
これにより、住民が安全な場所でパソコンやスマートフォンから川の状況を確認することができるようになったほ
か、࠭災害のલஹをガスײ知器で༧ଌすることもࢼ行している。

ਤද�������� ආॴྨܕผのஅཁҼ

Կしなかͬたʢ/��0�ʣ
֎にආʢ/�20�ʣ
自の2֊等にආʢ/ʹ���ʣ

0 20 �0 �0 �0ʢˋʣ

पғの͕ڥѱԽして͖たかΒ

自のいるॴでਁਫຢ่࠭れ͕ͬ͜ىたかΒ

पғのਓにଅ͞れたかΒ

ࡂແઢでආをݺͼか͚ていたかΒ

テϨϏやラδオでආをݺͼか͚ていたかΒ

ϋβーυϚοϓでඃࡂする定になͬていたかΒ

携ଳిのΤϦΞϝーϧを見たかΒ

4/4をؚめたインλーωοτの情報を見たかΒ

2֊にආすれ҆全ͩとͬࢥたかΒ

͜れ·でࡂをݧܦした͜となかͬたかΒ

େӍやਁਫにΑり֎にग़る方͕ͩݥةとͬࢥたかΒ

や高齢者等͕いてҠಈで͖なかͬたかΒڙࢠ

ආするࡍのҠಈखஈ͕なかͬたかΒ

（出య）総務省（2019）「߽Ӎ災害におけるICT利活用状況調査」

＊55	͜ΕΒのઃஔに͋たっͯ、૯ল戦略తใ௨৴ڀݚ։ൃਪਐۀࣄʢ4$01&ʣのडୗڀݚʢ16230�001ʣにΑるࢧԉ͕׆用͞Ε͍ͯるɻ
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こうした取組は、避難の必要性の判断や、避難が必要な場合の避難行動に役立つ可能性がある。実際、平成30
年7月߽Ӎの際、地区に大きな被害はなかったものの、ࢹカメラの画૾をスマートフォンで見た三入地区のए者
が比較的速やかかつ自主的に避難する動きがあった＊56ʢਤද��������ʣ。

ਤද�������� ࠜの୩のࢹΧϝϥઃஔの様ࢠ

（出య）総務省ࡱӨ及び広ౡ市立大ֶ環境情報ֶ部ਖ਼ത教त提供資ྉ

ਤද�������� ฏ���݄߽ӍのࡍのࢹΧϝϥのө૾

Տ൙ཞݥةਫҐ
൙ཞまͰ��DN

�݄�　�2ɿ00 �݄�　��ɿ00 �݄�　0ɿ00 �݄�　�ɿ00

�݄�　�2ɿ00 �݄�　��ɿ00 �݄�　��ɿ00 �݄�　2�ɿ00

注ɿ੨ઢ普ஈのਫҐ、ઢそのؒ࣌のਫҐをࣔすため、ө૾にهしたの
（出య）広ౡ市立大ֶ環境情報ֶ部ਖ਼ത教त及び広ౡ市安ࠤ区三入地区自主防災組৫提供資ྉ

＊56	 2014のฏ26�݄߽Ӎのࡍ、ආ者͍ͳ͔ったʢたͩ͠、͜の߽Ӎのൃੜؒ࣌ଳ͕ਂͰ͋った͜と等ॾ͕݅ҟͳる͜とにཹҙ
ඞཁと͑ߟΒΕるʣ
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たͩし、ए者はࢹカメラのө૾をスマートフォン等で確認できるが、高齢者は見ることができなかったという
課題はった。対策としてカメラのө૾を各ՈఉのテϨビに配信するࢼみも行っており、今後の取組も期待され
る。

ਤද�������� ฏ���݄߽Ӎʹ͓͚Δౡࢢ安ࠤ۠ࡾೖ۠のආऀ

ٴͼؒ࣌ଳ ࠁ࣌ ରҬ ߲ࣄ
�のߍೖখֶࡾ
ආऀ�

ʢຖ࣌ਖ਼࣌࣌ʣ

�݄� �� �2��� ۠全域ࠤ҆
��
�� 2
�� 2
�� ����� ೖֶ۠΄かࡾ ආࠂקʢ࠭ʣൃ令 2
�� ����2 ೖֶ۠΄かࡾ ආ४උʢߑਫʣൃ令 �
�� ����0 全域ࢢౡ େӍಛผܯ報ൃ令 �
20 20�02 ۠全域ࠤ҆ ආࣔࢦʢ࠭ʣൃ令 22
2� �0
22 ��
2� ��

�݄� 0 �00
（出య）広ౡ市安ࠤ区役所資ྉを基に作成
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ՎݝࢁനொのサςϥΠトΦϑΟスɺまͨɺՎ͕ݝࢁऔりΉʮϫーέーγϣϯʯɺ͜͜まͰ͖ͨͯݟσ
δλϧࡁܦのಛ࣭�ैདྷのΈؒ࣌・ۭؒΛӽ͑৽ͨな߹ͤͱՁΛ͢Δ��Λ生͔ͦ͏ͱ͢Δ๖ժతྫࣄ
Ͱ͋Δͱͱʹɺݸ・ۀاਓʹͱͬͯのʮಇ͖ํվֵʯҬの࣋ଓతʹݙߩし͏Δऔのྫͱ͑ߟらΕΔɻ

�ɹՎݝࢁനொのαςϥΠτΦϑΟε
Ξɹ๛͔ͳࣗવͱݯࢿޫ؍Λ༴͢ΔՎݝࢁനொ
ԹஆなܙʹީؾまΕΔののݥし͍ࢁ͕ւʹഭりฏのগな͍Վݝࢁɺͦのೆ෦ʹനொҐஔし͍ͯΔɻ
ொのਓޱ�ສਓ͕ͩɺԹઘɺւਫཋɺ۽ݹಓɺ৽なڕհྨなͲの๛͔なࣗવͱݯࢿޫ؍Λ༴しɺؒ
���ສਓʢ����ʣの٬͕ޫ؍๚ΕΔɻݝʹߴࢁɺ۽ࢁࡾなͲੈքతなޫ؍スポοトଘ͢ࡏΔɻ

ʪਤද�　നொのҐஔʫ

ʢग़యʣനொ)1

ʪਤද2　നொのւਫཋʢനྑʣʫ

ʢग़యʣനொఏࢿڙྉ

Πɹਓྲྀޱग़͕進Ήதɺ͍͔ʹҬʹۀ࢈ޏ༻Λग़͢Δ͔
നொେࡕத心෦͔らిंຢߴόスͰ�ʙؒ࣌�ఔɺொʹۭߓ͋り౦͔ژらؒ࣌�ఔͰΞΫη
ス可能Ͱ͋Δ͕ɺ����Ҏ߱ɺ͕ۀاอཆॴ＊1Λด͢Δಈ͖͍͋まͬͯ٬ޫ؍৳ͼΜͰ͍ͨɻ͞らʹ
Վݝࢁߍߴଔۀ生のݝ֎ਐֶ͕全ࠃトοϓͰ͋りɺޫ؍Ҏ֎のҬのۀ࢈ޏ༻Λ͍͔ʹग़͢Δ͔ͱ͍͏
՝͕͋ͬͨɻ
ɹឯ༨ંۂΛͯܦಇ͖ํվֵɾҬの࣋ଓత成の๖ժͱͳΓͭͭ͋ΔαςϥΠτΦϑΟε
͜のͨΊɺՎݝࢁݝのࢢொଜݝの*$5ۀاの༠கΛੵۃతʹਐΊ͖͍ͯͯΔɻҰྫͱしͯ����ɺന
ொ͕ւΛݟԼΖ͢ߴʹ͋ΔۀاのอཆॴΛվしͨିしΦϑΟスͱしͯ։ઃし ʮͨനொ*5ビδωスΦϑΟ
スʯ͕͛ڍらΕΔɻ͜Εɺด͞ΕͨอཆॴࢪઃΛ༗
ޮʹ活༻しͭͭɺۀا༠கʹΑΔҬৼڵΛਤΔͱ͍͏
政ࡦతΛͭ࣋のͰ͋ͬͨɻし͔しɺॳೖډし͍ͯ
な͍ঢ়ଶ͕ۀاډしͯҎདྷɺ�Ҏ্ೖڈୀ͕ۀا�ͨ
͕ଓ͍͍ͯͨɻ
ͦのޙɺനொ૯՝の୲ͱしͯணしͨࡔຊେ
ɺʮ生活ࡍの୲ऀʹฉ͖औりΛ行ͬͨۀاしͨڈୀࢯ
໘ΛؚΊϑΥϩー͕な͔͕ͬͨෆຬʯͱݴΘΕͨ͜ͱ
Λड͚ࢭΊɺͦの͔ۀاޙらೖډのଧΛड͚Δࡍɺ
住ΜͩらͲ͏ؚ͔ΊͯཪදなくΛ͢ΔΑ͏ʹしࡍ࣮
ͨɻまͨɺೖډしͨۀاʹொ͔らΞϑλーϑΥϩーΛ
行͏Α͏ʹしɺࢲ生活ͰのަྲྀਓؚؒؔΊ૬ஊʹ
ΔΑ͏ʹし͍ͯΔɻ

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔ

ίϥϜ�COLUMN4

＊1	 ๛͔ͳࣗવとݯࢿޫ؍Λ༗͢るനொ、ۀا等のอཆとͯ͠人͕͋ؾΓ、നொ୲者にΑると࠷ظにඦ݅Ҏ上のอཆॴ͕
ଘ͍ͯ͠ࡏたɻ

ʪਤද�　നொITϏδωスオϑΟスのೖ口ʫ

ʢग़యʣനொఏࢿڙྉ

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔίラム
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ೖډしͨۀاɺਐग़ΛܾΊͨཁҼͱしͯɺަ௨のศɺ௨৴ʢޙड़ʣʹՃ͑ɺொʹΑΔサポートΛ͛ڍΔɻ
����ɺࣜגձࣾηーϧスϑΥース・υοトίϜ͕ɺ����ɺ/&$ιϦϡーγϣϯΠϊϕーλࣜגձ͕ࣾೖډ
ΛܾΊͨɻࣜגձࣾηーϧスϑΥース・υοトίϜのനΦϑΟスのトοϓͰ͋Δ٢ོ生ࢯʹΑΔͱɺॴʹͱ
らΘΕな͍ಇ͖ํಇ͖ํվֵ͕നͰͲ͜まͰͰ͖Δ͔ࢼしͯΈ͔ͨͬͨɺ;Δ͞ͱςϨϫーΫ͕ೖډの͖͔ͬ
͚ͱなͬͨͱの͜ͱͰ͋Δɻനொٴͼೖۀاډ૯ল͕ਪਐ͢Δʮ;Δ͞ͱςϨϫーΫਪਐのͨΊのҬ࣮ূ
ͱしͯ全໘తʹվڌ͞ΕɺΦϑΟス�֊෦のΛςϨϫーΫ࠾ʹۀࣄʯʹԠืしͨɻಉ�݄ʹಉۀࣄ
し্ͨͰ��݄ʹ։ॴΛܴ͑ͨɻ
༗໊ۀاのೖډʹΑΔ্໊ɺཌ����ʮ;
Δ͞ͱςϨϫーΫਪਐۀࣄʯͰのΦϑΟス�֊෦のվ
मɺ政ࡦͱしͯのํ生ಇ͖ํվֵなͲのಈ͖͋
りɺサςϥΠトΦϑΟスの͕ߴまͬͨ͜ͱͱ͍͋
まͬͯɺനொ*5ビδωスΦϑΟス�ࣨͯ͢ຬ͕ࣨ
ଓ͖ɺ�����݄ʹୈ�ΦϑΟス͕完しͨɻͦのୈ
�ΦϑΟスૣ々ʹ�͕ࣨͯ͢ຬࣨͱなり＊2ɺ�౩の
։ઃݕ౼͞Ε͍ͯΔʢ�����݄ࡏݱʣɻ
ΤɹαςϥΠτΦϑΟεೖऀډのʑのࣄͱΒ͠
૯ͯ͡ɺೖऀډΫϥυίϯϐϡーςΟϯάサービ
スΛ活༻͢Δ͜ͱʹΑりผڌͱのؒͰなくࣄ
ΛਐΊ͍ͯΔɻまͨɺ౦ژͱൺͯ௨ؒ࣌ۈ͜Εʹ
͏ストϨス͕ݮΔͱͱʹɺझຯՈͱのؒ࣌ɺݩ
Ͱの活ಈΛຬ٤し͓ͯりɺ͜Εら͕ۀʹྑ͍ӨڹΛ
༩͍͑ͯΔ͕͔͑͏͕Δɻ
ʢアʣ/&$ιリューシϣϯイϊϕーλࣜגձࣾのྫ
/&$ιϦϡーγϣϯΠϊϕーλࣜגձࣾɺγスςϜΠϯςάϨーγϣϯۀࣄɺサービスۀࣄɺج൫ιϑトΣ
Ξ։ൃۀࣄΛ行͏ຊిࣜגؾձࣾʢ/&$ʣの���ˋࢠձࣾͰ͋Δɻࣾһ�����ਓҎ্Λ༴しɺຊ֤ʹڌ
Λ༗͢ΔɻനηϯλーͰのओなۀ༰ɺΠϯサΠυηーϧス＊3ɺܥװجγスςϜのサポートɺҬͰの࣮ূ
ϓϩδΣΫトʢΦͰޙड़ʣͰ͋りɺ͜の΄͔ɺまͩ*$5Λಋೖし͍ͯな͍ҬのதখۀاΛରʹしͨษڧձΛ։࠵
しͨりɺ/&$άϧーϓΛؚΊͨ߹॓のͱしͯ活༻しͨりし͍ͯΔɻ
നηϯλーॴのࡕ
����の։ࢯޗ৴ޱ
ॴ͔らനηϯλーʹۈ
し͓ͯりɺͦのଞのϝ
ϯόーɺനʹҠ住し
ͨऀɺ�ʙ�ؒఔന
ʹෝ͢Δऀɺ౦ژͱന
ͱΛৗతʹ行͖དྷし
ͭͭಇくऀͱ様々なಇ͖
ํの͕͋ܗΔɻ
നηϯλーͰϓϩ
δΣΫトཧΛ行͏ํΛ
ྫʹͱΔͱɺҎલ౦ژͰۈし͍ͯͨ࣌ͱൺֱしͯɺ௨͕ؒ࣌ۈくなΔ͜ͱʹΑり༦৯Ҏ߱のՈͱのؒ࣌֬
อͰ͖͍ͯΔͱの͜ͱͰ͋Δɻ
ʢイʣセーϧスϑΥースɾドットίムࣜגձࣾ
ηーϧスϑΥース・υοトίϜɺ$3.ʢ٬ؔސཧʣΛத心ͱしͨΫϥυίϯϐϡーςΟϯάサービス

ʪਤද�　നۈ務と౦ۈژ務の生活パλーンのൺֱʫ

౦ژ
ۈ

ന
ۈ

ؒ࣌

� � � �0 �2 �� �� �� 20 22 2�

௨ۈ
�0
.

ى
চ
�
࣌

1+支援、ݱվળ、ಇ͖方վֵ
ʢର໘ʣ

௨ۈ
�0
.

༦
�0
.

༦
৯

自༝
ؒ࣌
�0.

ब৸
࣌�2

ى
চ
�
࣌
�0

ே
�0
.

ே
৯

௨
ۈ
�
.

1+支援、ݱվળ、ಇ͖方վֵ
ʢテϨϫーΫʣ

௨
ۈ
�
.

༦
৯

自༝
ؒ࣌
��0.

ே
৯

ब৸
࣌22

ब৸

ब৸

ʢग़యʣ/&CιϦϡーシϣンイϊϕーλࣜגձࣾఏࢿڙྉ

＊2	 ୈ2ΦフΟスに、ࡾඛॴࣜג会社ೖ͠ډ、ಉ社͕٬ސと͍ͯ͠るۀاの৽ۀࣄنの立ͪ上͛にؔ͢る߹॓ݚम等のϫʔέʔ
シϣン向けのॴのఏڙߦっ͍ͯるɻ

＊3	 ख๏ɻۀӦ͏ߦಈΛ׆ۀ用͠ͳ͕Βඇର໘ͰӦ׆Έ٬にରͯ͠、ϝʔϧిɾΣϒ会ٞπʔϧͳͲΛࠐݟ

ʪਤද�　നொITϏδωスオϑΟスの༷ࢠʫ

ʢग़యʣ/&CιϦϡーシϣンイϊϕーλࣜגձࣾఏࢿڙྉ

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔ ίラム
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ʢ4BB4ɿ4PGUXBSF�BT�B�4FSWJDFʣΛఏ͢ڙΔάϩーόϧۀاͰ͋Δɻຊ๏ਓͱしͯࣜגձࣾηーϧスϑΥース・
υοトίϜ͕ઃཱ͞Ε͓ͯりɺ౦ژɺ໊ݹɺେࡕɺԬʹՃ͑ɺനʹΦϑΟスΛઃ͚͍ͯΔɻ
നΦϑΟスͰのओなۀ༰ɺΠϯサΠυηーϧスͰ͋ΔɻಉࣾੈքతʹΠϯサΠυηーϧスΛॏࢹし
͓ͯりɺϚーέςΟϯάͱӦۀͱのؒʹཱちɺϚーέςΟϯά͕औಘしͨࠐݟΈ٬ʹରしͯɺిϝーϧɺ%.な
ͲΛۦしͯΞϓϩーνしɺࠐݟΈ٬ΛӦۀ෦ʹҾ͖͙ܧׂΛ୲͏ɻ
ಉࣾࣗのビδωスϞσϧΫϥυར༻Λલఏͱし͍ͯΔ͜ͱɺまͨɺビδϣϯɺՁɺํ๏ɺোٴͼج४＊4

Λ্෦ؚΊ全ࣾһ͕ఆΊΔ͜ͱͰ৫ͱしͯのҙࢥ౷ҰΛ࣮ݱし͍ͯΔ͜ͱ͋りɺେ͔ࢢらΕͯനͰಇ
く͜ͱͰのେ͖な生ͣ͡ɺΉしΖࠃのଞのڌͱൺֱしͯനΦϑΟスのํͰҊ͕݅��ˋଟ͍݁
Ռͱな͍ͬͯΔɻ
നΦϑΟスのトοϓͰ͋Δ٢ོ生ࢯʹΑΔͱɺ౦ۈژͱൺֱしͯനͰΞトϓοト্͕͢ΔཁҼͱし
ͯɺ௨͕ؒ࣌ۈॖ͞ΕストϨスͨͬ͜ݮͱɺ৫͕খ͍ࣾ͞һಉ࢜のίϛϡχέーγϣϯ͕૿͑Δ͜ͱの΄
͔ɺࣾһ͕ಈػ͚Λ行͍ͬͯΔ͜ͱɺऀࣄҙࣝΛͭ࣋͜ͱΛ͍ͯ͛ڍΔɻ
നΦϑΟスͰɺৗऀۈͰ͋Δॴଞ�໊のҬのҠ住ऀʹՃ͑ɺ౦ژ͔らرऀ͕�͔݄ؒෝしͯɺಉ
ΦϑΟスͰۈし͍ͯΔɻҬのࣾձݙߩ活ಈੵۃతʹ行͓ͬͯりɺݩのখதֶ生Λରʹしͨϓϩάϥϛ
ϯάतۀɺ৬ମݧडೖΕɺࣾһʹΑΔ۽ݹಓのಓීなͲΛ࣮ࢪし͍ͯΔɻҬの住民ͱのڑ͕͍ۙɺࣗ
の活ಈのԠ͕తʹ͔りɺ͜Ε͕ࣄͰのಈػ͚ऀࣄҙࣝʹͭな͕͍ͬͯΔͱの͜ͱͰ͋Δɻ
Φɹઌ進తͳ௨৴ωοτϫーΫͱ「ؔਓޱ」͕ੜΈग़͢Πϊϕーション
നொのέースͰɺサςϥΠトΦϑΟスΛڌͱ͢Δۀࣄ活ಈのΈならͣɺઌਐతな௨৴ωοトϫーΫɺʮؔ
Δ͜ͱ͞ΕΔɻ͖͋ͭͭىʯ͍͋まͬͯɺҬൃのΠϊϕーγϣϯ͕ޱਓ
ʢアʣ௨৴ネットワーク
サςϥΠトΦϑΟスのೖډɺまͨޙड़͢Δ͍く͔ͭのۀاのຊࣾのനҠసʹؔしͯɺۀاの୲ऀ͔ら௨
৴ωοトϫーΫのॆ࣮ΛཁҼの�ͭͱしͯ͛ڍΔ͕͋Δɻ
ωοトϫーΫのʮφーࢄのҬܕࡂʢ/*$5ʣͱനொɺ�����݄ߏػڀݚ։ൃ๏ਓใ௨৴ڀݚཱࠃ
ϒωοトʯの࣮ূ࣮ݧΛ։࢝しͨ＊5ɻφーϒωοトɺ࣌ࡂの௨৴ରࡦͱしͯઃஔ͞Εͨ௨৴Ͱ͋Δ͕ɺฏ࣌
ར༻Ͱ͖Δ͜ͱɺηΩϡϦςΟ໘ॆ࣮し͍ͯΔ͜ͱなͲのಛ͕͋りɺࣗۀاの௨৴ʢඇৗ࣌のར༻ΛؚΉʣ
の΄͔ɺ住民͚ΞϓϦʮനϦϯΫʯޙड़͢ΔϫーέーγϣϯのۈଵཧなͲのج൫ͱしͯΘΕ͍ͯΔɻ
͜ΕらのサービスΞϓϦの։ൃʹɺલड़のサςϥΠトΦϑΟスのೖۀاډޙड़͢ΔനொʹҠసしͨۀا
携Θ͍ͬͯΔɻ
͜のΑ͏なઌਐతな௨৴ωοトϫーΫɺҬൃのΠϊϕーγϣϯのग़のج൫ͱなΔ͜ͱ͕ظ͞Ε͍ͯΔɻ

ʢイʣʮؔ人ޱʯ
લड़のͱ͓りɺサςϥΠトΦϑΟスのਐग़ۀاɺ୯ʹۀࣄ活ಈΛ行͏のΈͰなくɺੵۃతʹҬͱのؔ
ΛਂΊɺҬのݙߩ活ಈΛ行͍ͬͯΔ͕ಛతͰ͋ΔɻサςϥΠトΦϑΟスͰۈ͢Δਓ々ɺඞͣしന
ொʹఆ住͢ΔΘ͚Ͱな͍ͱ͑ߟらΕΔ͕ɺ٬ޫ؍ग़ுऀのΑ͏なҰ࣌తな๚ऀʹൺΔͱɺҬͱのͭな͕
りਂくɺҬ活性Խのد༩େ͖͍ɻ͜のΑ͏なਓ々Λʮؔਓޱʯͱ͍͏ɻ
ॻʯʢ�����݄ʣʹ͓͍ͯɺʮࠂձใ౼ݕの͋りํʹؔ͢Δࡦࢪྲྀަ・ɺ૯লʮ͜Ε͔らのҠ住ޱਓؔ
ʱޱਓʱͰな͍ɺҬҬのਓ々ͱଟ様ʹؔΘΔऀͰ͋ΔʰؔޱతなʰަྲྀਓظʱͰޱతなʰఆ住ਓظ
ʹண͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δʯͱ͞Ε͓ͯりɺサςϥΠトΦϑΟスɺʮఆ住ਓޱʯͱʮަྲྀਓޱʯのؒʹ͋Δʮؔ
͞Ε͍ͯΔɻظʯΛग़͢Δ͜ͱͰɺΠϊϕーγϣϯのணՐͱなΔ͜ͱ͕ޱਓ
ʢウʣイϊϕーシϣϯ
͜͜まͰͰऔり্͖͛ͯͨͱ͓りɺਐग़ۀاʹΑΔۀࣄ活ಈʹɺઌਐతな௨৴ωοトϫーΫͱʮؔਓޱʯ͕
͍͋まͬͯɺനொͰ様々な*$5サービスのఏڙ࣮ূ͕行ΘΕ͓ͯりɺ*$5Λʮج൫ۀ࢈ʯ＊6ͱしͨΠϊϕーγϣ
ϯ͕͖͋ͭͭىΔͱ͑ݴΔɻ
લड़の΄͔ɺനொʹਐग़しͨۀاのྫͱしͯɺࣜגձࣾϑϧ͕͋Δɻಉࣾɺ*P5ɺηΩϡϦςΟٴͼΤοδ

＊4	 ಉ社Ͱ72.0.とݺΕͯおΓ、7ision	7aMues	.ethods	oCstacMes	.easuresの಄จࣈΛとったのɻ
＊5	 https://www.nict.go.jp/press/2015/04/23�2.htmM
＊6	 ਖ਼೭ʰੜ࢈性	ޡղとਅ࣮ ʢɦ201�ʣͰ、αʔϏスۀ࢈のੜ࢈性向上にたΊにूੵ͕ඞཁͰ͋る͜と、&#1.のॏཁ性にͭ

͍ͯ৮Εͭͭ、「ࣗ立ՄͰ࣋ଓ性の͋るҬࡁܦと͢るたΊに、֎͔ΒՔ͙ྗの͋る「ج൫ۀ࢈」のଘ͕ࡏෆՄܽͰ͋る」
ʢ1.217ʣと͍ͯ͠るɻ

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔίラム
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ίϯϐϡーςΟϯάサービスΛఏ͢ڙΔۀاͰ͋りɺϑΟφϯγϟϧλΠϜζ͕ࣾൃදしͨʮΞδΞのٸۀا
�����ࣾʯʹϥϯΫΠϯ͢ΔͱͱʹɺιϑトόϯΫࣜגձࣾɺ/&$ٴͼηーϧスϑΥース・ϕϯνϟーζͱࢿ
ຊ・ۀఏ携Λ行͏なͲɺۙٸし͍ͯΔɻલड़のφーϒωοトのηΩϡϦςΟΤοδίϯϐϡーςΟϯά
Λ୲͏΄͔ɺொのखͿらޫ؍サービスʹ༻͍ΔإೝূϒϩοΫνΣーϯٕज़ఏ͢ڙΔɻまͨɺҿ৯άϧーϓ
େखのࣜגձࣾTVC-JNFɺʮനொୈ�*5ビδωスΦϑΟスʯʹڌΛઃ͚ɺάϧーϓళฮのൢചଅਐサポート
Λ行͏ͱͱʹɺࣾһ͕͜ͲಉͰಇ͚ΔΑ͏なۀʢ8FCϚーέςΟϯάʣҿ৯ళの༧ۀ
行͍ͬͯΔɻ
͜の΄͔ɺՎ͔ݝࢁらӡӦݖのৡΛड͚ͯ�����݄ΑりೆلനۭߓのӡӦΛ行͍ͬͯΔࣜגձࣾೆلന
ΤΞポートɺࣜגձࣾϑϧͱのؒͰ*P5活༻ʹؔ͢Δแׅ連携ڠఆΛక݁しɺ*P5Λ活༻しͨҬの活性Խ
ͱの連携ʹΑりɺʮ*P5͓ͯなしサーऀۀࣄͼҬのٴ$&/し͍ͯΔɻまͨɺࢦΛ্性࢈ӡӦのมֵ・生ߓۭ
ビス࣮ূʯΛ行͍ͬͯΔɻ͜のΑ͏ʹɺଞࣾͱ連携しͭͭɺ*$5Λ活༻しɺۭࢪߓઃのӡӦҬの13ʹͱͲまら
ͣɺҬʹਓΛݺͼࠐΉͨΊのΈづくりҬのडೖମ੍ڧԽࢦし͍ͯΔɻ
ձࣾɺ������݄ɺຊࣾࣜגΦϑΟスΛനʹҠస͢Δಈ͖͞ΕΔɻΫΦϦςΟιϑト͕ۀاɺʹߋ
Λ౦͔ژらനொʹҠసしͨɻಉࣾΫϥυサービスͱύοέーδιϑトΣΞの։ൃٴͼൢചۀΛओな
生ま͕༺ޏΔ͕։ൃനொʹ͋ΔຊࣾͰ行͓ͬͯりɺനொͰ��ਓのʹຊ෦ژ౦ۀͱし͓ͯり＊7ɺӦۀࣄ
Εͨͱの͜ͱͰ͋Δɻ
γϦίϯόϨーɺ͏ݴまͰなくถࠃΧϦϑΥϧχΞभʹҐஔ͢Δଟくの*$5ؔ連の৽ۀاڵάϩーόϧۀا
͕ूੵ͢ΔҬͰ͋Δ͕ɺനொの୲ऀɺ͜ΕΛͬͯ͡ொΛʮγϥίϯόϨーʯͱݺΜͰ͓りɺޙࠓ
のҬൃのΠϊϕーγϣϯのൃల࣋ଓత͕ظ͞ΕΔɻ

�ɹՎ͕ݝࢁఏҊ͢Δϫーケーション＊�

Ξɹϫーケーションͱ
ϫーέーγϣϯͱɺࣄʢ8PSLʣͱٳՋʢ7BDBUJPOʣͱΛΈ߹ΘͤͨޠͰ͋Δɻ*$5Λ活༻͢Δ͜ͱʢς
ϨϫーΫなͲʣʹΑりɺϦκートなͲීஈの৬ͱҟなΔॴͰࣄΛしͭͭɺผのຢؒ࣌ଳʹٳՋऔ
ಘҬならͰの活ಈΛ行͏͜ͱ͕可能ͱなΔɻ
ΠɹՎݝࢁのऔ
ϫーέーγϣϯɺۀاɺݸਓɺҬͦΕͧΕʹϝϦοト͕͋Δͱ͑ߟらΕɺۀاʹͱͬͯࣾձతݙߩɺैۀһ
͕ϦϑϨογϡ͢Δ͜ͱͰのۀのΞトϓοト্͕͢Δ可能性ɺͦしͯҬͱのަྲྀʹΑͬͯ生まΕΔ৽ͨなܨ
͕りҬݯࢿΛ活༻しͨʮϩーΧϧ・Πϊϕーγϣϯʯのग़可能性ɺݸਓʹͱͬͯϫーΫϥΠϑόϥϯスのվ
ળɺҬʢ行政ؚΉʣʹͱͬͯࢢ෦のٕज़ਓ຺のҬのؐݩʮؔਓޱʯ૿Ճの可能性͕͛ڍらΕΔɻ
ՎݝࢁͰɺ政の政ࡦಈɺ;Δ͞ͱςϨϫーΫʹ͓͚Δന
ொのޭɺւ֎ʹ͓͚ΔϫーέーγϣϯのོΛड͚ɺϫーέー
γϣϯΛਪਐし͍ͯΔɻਪਐʹͨͬͯɺϋーυɺιϑトͦΕͧ
ΕʹՃ͑ɺબΕΔͨΊの֘Ҭಛ༗のັྗ͕ඞཁͱなΔ͕ɺま
ͣനΛλーήοトの�ͭͱしͭͭՎݝࢁの*$5・ަ௨ج൫؍
Λ活͔し͍ͯΔɻݯࢿޫ
ՎݝࢁɺϫーέーγϣϯのීٴଅਐのͨΊɺポーλϧサΠト
Λ࡞しɺϫーέーγϣϯ࣮ऀࢪʹඞཁなಉݝのࢪઃ・ઃඋϞ
σϧϓϥϯのใΛൃ৴し＊9ɺΑりԁなࡏΛࢧԉし͍ͯΔɻ
ʻఏڙใྫʼ
・ϫーέーγϣϯମهݧϞσϧϓϥϯ
・8Jʵ'JスポοトɺϫーΫϓϨΠスのॴ
・全ࠃのϫーέーγϣϯؔ連ใɹ

ʪਤද�　和Վݝࢁのϫーέーシϣンϙーλϧαイτʫ

ʢग़యʣ和Վ1(ݝࢁ

＊7	 ಉ社υϩʔンιϦϡʔシϣンؔ࿈ۀࣄӦΜͰおΓ、υϩʔンߨशとޙड़͢るϫʔέʔシϣンΛηοτに͠たϓランΛఏ͍ͯ͠ڙるɻ
＊�	 ຊ߲、ఱ「ϫʔέʔシϣン：Վ͔ݝࢁΒఏҊ͢る৽͍͠ಇ͖ํとํੜのܗ」ʢެӹஂࡒ๏人౷ܭใڀݚ։ൃηンλʔൃ

https://waWe.pref.wakayama.Mg.jp/020400/workation/indeY.htmM等	1(ݝࢁͼՎٴʣࣄهࡌܝ߸201�6݄「ΤスτϨʔラ」ߦ
Λجに࡞͍ͯ͠るɻ

＊9	 https://waWe.pref.wakayama.Mg.jp/020400/workation/indeY.htmM

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔ ίラム
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ʪਤද�　ന及ͼ和Վࢁのັྗʫ

ަ௨ େࡕத৺෦かΒ+3ຢ高道࿏で2ʙؒ࣌�ఔ度
ӋాۭߓかΒೆلനۭߓ·で��便�0

॓ധॴ നݹくかΒのԹઘ地でありଟくの॓ധࢪઃ͕ଘࡏ

ಇくॴ ϗテϧ、和Վཱݝࢁ情報交ྲྀηンλー、നொୈ2ITϏδωスオϑΟス、֎෦向͚にϫーΩンάスϖースをఏڙする地元ۀا、
ஂ体

ޫ؍
Թઘ、۽ݹ道、高ࢁ、ೆ۽لδオパーΫʢຊδオパーΫ認定地域ʣ、৯ʢڕհྨ、ϛΧンや౧等の果थ、ക等ʣ、άϦー
ンπーϦζムʢۀ体ޫ؍ܕݧʣ、Ԟफޫ・ೆ方۽ೇ・لҏಙՈ等のྺ࢙上のҒਓ、μイϏンάやシϡϊーέϦンά等のϚ
ϦンΞΫテΟϏテΟ

Ҭの活ಈ 地域でのϘランテΟΞ活ಈ、Ոとのҙ見交ۀىや地域ࣾձۀاਗ਼、進ग़؛道の道普請、ւݹ۽

ʢग़యʣ和Վࢿݝࢁྉ等をجに૯務ল࡞成

ՎݝࢁʹΑΔͱɺ࣏ࣗମϨϕϧͰϫーέーγϣϯΛਪਐしͨのՎ͕ݝࢁຊॳͰ͋Δɻਪਐし࢝Ίͨ����
ɺͰϫーέーγϣϯのϑΥーϥϜΛ։࠵しɺઌۦతʹϫーέーγϣϯΛ࣮ࢪし͍ͯΔํのߨԋΛ௨͡ϫー
έーγϣϯの࣮ऀࢪͱなり͏Δʹ13活ಈΛ行ͬͨɻ����ʹɺݝͰϫーέーγϣϯΛ行ͬͨݸਓʹରしɺ�
ສԁのྗڠඅΛࢧ͏ϫーέーγϣϯීٴଅਐۀࣄΛ࣮ࢪしͨɻ͜ΕまͰのऔͰɺΠϕϯトトϥΠΞϧͰ
の୯ൃత࣮ࢪʹͱͲまΔ͜ͱɺݩ・民ؒʹϊϋਓ຺͕ڞ༗͞Ε͍ͯな͍の՝͕͞Ε͍ͯͨ͜ͱΛ
౿ま͑ɺ����ʹϫーέーγϣϯηϛφーΛ։࠵し͍ͯΔɻ͜Εɺࢢ෦ɺ֤ҬͦΕͧΕのؔऀʢ࣮ࢪଆɺ
डೖଆɺݣଆʣ͕ఆظతʹूまΔΛઃ͚ΔのͰɺϫーέーγϣϯ͕ࣾձతなಈ͖ͱなΔΑ͏なֻ͚ૂͬ
͍ͯΔɻ
まͨɺݝのϗーϜϖーδͰϫーέーγϣϯのポーλϧサΠトΛ։ઃし͍ͯΔɻرऀ͔らʮ۩ମతなΠϝーδ
͕༙͖づら͍ʯͱ͍͏ҙ͕ͨͬ͋͜ݟͱ౿ま͑ɺϞσϧϓϥϯମهݧなͲΛࡌܝしɺίϯςϯπのॆ࣮Λਤͬ
͍ͯΔɻ

ʪਤද�　ϫーέーシϣンのスέδϡーϧྫʢιχοΫΨーσンࣾʣʫ

ʢग़యʣ和Վݝࢁϫーέーシϣンϙーλϧαイτ＊10

σδλϧԽのਐలʹΑりɺैདྷのΈؒ࣌・ۭؒΛӽ͑৽ͨな߹͕ͤ可能ʹなΔதͰɺϫーέーγϣϯΛ
௨͡ɺݸਓのϦϑϨογϡҬͰのମݧΛ௨ͨ͡ؾづ͖ɺまͨҬの活性Խ͕ਐΜͰ͍く͜ͱ͕ظ͞ΕΔɻ

＊10	 https://waWe.pref.wakayama.Mg.jp/020400/workation/1�020�00101.htmM

Վݝࢁʹ͓͚ΔαςϥΠτΦϑΟεʢനொʣɺϫʔέʔγϣϯͷऔίラム
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�ɹۀ٬ΛऔΓۙ͘רの
ʢ�ʣখചۀʹ͓͚Δ「"NB[POΤϑΣΫτ」のӨڹ
ถωοト௨ൢ࠷େखͰ͋Δ"NB[PO�DPNʢΞϚκϯ・υοト・ίϜʣ͕Ҿ͖͢͜ىʮ"NB[POΤϑΣΫトʯɺ
ถࠃʹ͓͍ͯのΈͰなく＊1ɺຊࠃのখചۀʹେ͖なӨڹΛٴ΅し͍ͯΔͱݴΘΕ͍ͯΔ＊2ɻ
ʮ"NB[POΤϑΣΫトʯͱɺΞϚκϯ・υοト・ίϜのٸʹ͍様々なࢢͰਐ行し͍ͯΔࠞཚมֵなͲ
のݱͰ͋Δɻফඅऀのߪങ行ಈ͕࣮ళฮ͔らΦϯϥΠϯγϣοϐϯάͱҠ行しͨ͜ͱͰɺถࠃのඦ՟ళ
γϣοϐϯάϞーϧ͕ดʹ͍ࠐまΕΔなͲɺطଘのถࠃのফඅؔ連ۀ͕ۀاѱԽגՁʹ͓ؕͬͯりɺ
ಉࣾʹΑΔങऩ৽֦ۀࣄنେのӨڹଞのۀ࢈ʹٴΜͰ͍Δͱのࢦఠ͋Δ＊3ɻ
Πϯλーωοト্の৽ͨなサービス͕طଘۀاのଘଓʹӨڹΛ༩͑Δ͜͏しͨσδλϧ・σΟスϥϓγϣϯ＊4

のରࡦɺ࣮ళฮʹ͓͚Δۓ٤の՝ͱ͍͑ΔͩΖ͏ɻ

ʢ�ʣਓݮޱগʹΑΔಇ͖खෆの
"NB[POΤϑΣΫトͱผʹɺਓݮޱগʹ
͏ಇ͖खෆۀ٬ʹେ͖なӨڹΛٴ΅
し͍ͯΔͱ͑ߟらΕΔɻզ͕ࠃʹ͓͚Δࡀ��
Ҏ্ࡀ��ະຬの生࢈ྸਓޱ����Λ
ϐーΫʹݮগ͕ଓ͖ɺ����ʹ���
ສਓɺ����ʹ����ສਓ͕ɺͦΕͧΕ
����ͱൺͯݮগ͢Δͱ͍ͬͨݟ௨し͕な
͞Ε͍ͯΔ＊5ɻ
͜のΑ͏なதظのトϨϯυʹՃ͑ɺۙ
のؾܠճ෮ٴͼޏ༻のվળͱ͍ͬͨظ
トϨϯυʹΑりɺ࿑ಇधཁのߴまりͱͦΕʹ
͏ਓखෆ֦͕ײେしͭͭ͋Δɻಛʹ٬
ͱ͍͜ߴ͕ͱൺֱしͯ͜のۀ࢈ଞのۀ
͕͔ΔɻまͨਓखෆΛىҼͱしͨళฮดళ・Ӧؒ࣌ۀॖͱ͍ͬͨಈ͋りɺਓखෆܕの࢈ʹ͍ͭͯ
����ա࠷ڈଟの݅ʹୡし͍ͯΔ＊6ɻ

�ɹσδλルԽ͕ݗҾ͢Δۀ٬のܹٸͳมԽ
ʢ�ʣσδλルτϥンεϑΥーϝーションの͕Γ
ΦϯϥΠϯサービスۀ࢈ʹΑΔσδλϧ・σΟスϥϓγϣϯɺಇ͖खෆͱ͍ͬͨʹ໘し͍ͯΔۀ٬
Ͱɺۙσδλϧٕज़Λੵۃతʹ活༻͢ΔσδλϧトϥϯスϑΥーϝーγϣϯʹΑり生͖りΛਤΔͱ͍ͬͨಈ
りͭͭ͋Δɻ͕ʹٸ͕͖
ΩϟογϡϨスܾࡁのଅਐɺϗςϧҿ৯ళʹ͓͚Δडۀの"*・ϩϘοトのಋೖɺখചళͰのηϧϑ
ϨδのಋೖなͲɺσδλϧٕज़ಋೖのऔطʹਓ々ʹͱͬͯۙなのͱなりͭͭ͋Δɻಛʹ͜のΑ͏なࣗಈԽ・
ແਓԽのऔΈの͏ちɺηϧϑϨδʹ͍ͭͯɺ�����݄࣌Ͱ全ମのೝ�ׂڧͱな͓ͬͯりɺ͞らʹར
のׂ߹�ׂʹୡし͍ͯΔͱ͍͏調査݁Ռ͋Δ＊7ɻऀݧܦ༺
����͔ࠒらɺηϧϑϨδのΑ͏なۀ٬のҰ෦ࣗಈԽͰなくɺདྷళऀのརศ性ΛߴΊΔͨΊʹσδλϧ
トϥϯスϑΥーϝーγϣϯΛਐΊΔళฮ͕ࠃ֎ʹ͓͍ͯొし࢝Ί͍ͯΔɻ

ʪਤද�　ۀ࢈ผະॆٻਓঢ়گʫ

Էചۀ、খചۀ

0 � �0 �� 20 2� �0

॓ധۀ、ҿ৯αーϏスۀ
ҩྍ、ࢱ

ۀ
ۀઃݐ

ӡ༌ۀ、郵便ۀ
生活ؔ連αーϏスۀָޘ、ۀ

情報、௨信ۀ
ۀҭ、ֶश支援ڭ

ֶज़ڀݚ、ઐ・ٕज़αーϏスۀ
ෆಈۀ࢈、物ିۀ

ෳ߹αーϏス事ۀ
ۚ༥ۀ、保ۀݥ

2���
2���

����
����
�2��

��2
���

��0
���
���

���
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ʢ万ਓʣ

ʢग़యʣް生࿑ಇলʢ20��ʣʮฏ成�0年上ޏظ用ಈ向調査݁果ʯをجに࡞成

খചɾҿ৯ɾ॓ധۀ٬ͷσδλϧΠϊϕʔγϣϯ͕Ҿ͖ܹٸ͢͜ىͳมԽ

ίϥϜ�COLUMN5

＊1	 ʰܦϏδωス 「ɦΦンラインθϛφʔϧɹถτイβラスഁ、ຊのళͲ͏ੜ͖るʁ」
	 ʢhttps://Cusiness.nikkei.com/atcM/report/15/110�79/0219007�4/ʣ
＊2	 ʰܦϏδωスʱ201�11݄5߸「ઍझ会、رୀ৬ؚΉେنϦスτラɹॖখߧۉආけΒΕるの͔」
＊3	 ଜূ݊ɹূ݊用ޠղઆूʢhttps://www.nomura.co.jp/terms/japan/a/"03130.htmMʣ
＊4	 「σδλϧٕज़、·たσδλϧαʔϏスఏڙ者にΑΓ、طଘのۀքߏۀքடং͕ഁյ͞Εるɻ」と͍ったࣄの͜とɻ
＊5	 ֳʢ201�ʣ「ฏ30൛高齢社会നॻ」
＊6	 20191݄「૿ٸ1.7ഒ૿と͕ܕ「人ٻ」、ଟの3�7݅ൃੜ࠷ڈա、࢈201�「人खෆ」ؔ࿈」Ϧαʔνژ会社౦ࣜג

10ެ։ʢhttp://www.tsr�net.co.jp/news/anaMysis/20190110_01.htmMʣ
＊7	 るϝϦοτɾσϝ͡ײ会社インテʔδ「るΪϟラϦʔɹηϧフϨδͲ͜·Ͱਁಁ͠たの͔ʁʙಋೖɾ利用࣮ଶと、ফඅ者͕ࣜג

Ϧοτʙ」ʢhttps://www.intage.co.jp/gaMMery/seMf�checkout/ʣ

খചɾҿ৯ɾ॓ധۀ٬ͷσδλϧΠϊϕʔγϣϯ͕Ҿ͖ܹٸ͢͜ىͳมԽ ίラム
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Ͱɺ�����݄��ʹΞϚκϯ・υοト・ίϜ͕Ϩδのな͍ίϯビχΤϯスストΞʠ"NB[PO�(Pʡの֎ࠃ
�߸ళΛถࠃγΞトϧͰҰൠফඅऀ͚ʹ։ళしͨɻಉళスϚートϑΥϯɺΫϥυίϯϐϡーςΟϯάɺ"*ɺ
*P5ͱ͍ͬͨ৽し͍σδλϧςΫϊϩδーΛపఈ活༻͢Δ͜ͱͰɺΛखʹऔͬͯήートΛ௨Δ͚ͩͰങ͕Ͱ͖
Δʠ+VTU�8BML�0VUʡΛ࣮ݱしͯΔ＊�ɻ
ձࣾʢ/&$ʣࣜגؾʹ͓͍ͯɺ������݄ʹຊిࠃ
のάϧーϓձ͕ࣾೖډし͍ͯΔ౦ژのビϧʹɺίϯビχΤ
ϯスストΞʮηϒϯΠϨϒϯʯΛӡӦ͢ΔࣜגձࣾηϒϯʖΠ
Ϩϒϯ・δϟύϯٴͼ/&$͕ɺ"*ʹΑΔإೝূγスςϜΛ༻͍
しͨ/&$άϧーϓࣾһݱΈΛ࣮ϚーέςΟϯάのࡁܾͨ
ళฮΛ։ઃしͨɻಉళͰɺίϛϡχέーγϣϯݧの࣮͚
ϩϘοト͕དྷళऀʹ͓͢͢ΊΛఏҊしͨりɺདྷళऀのإը
૾͔らདྷళऀのଐ性ΛਪଌしɺͦΕらʹԠͨ͡ࠂΛදࣔ
しͨりͱ͍ͬͨࣗಈϚーέςΟϯάのΈ࣮͞Ε͍ͯ
Δ＊10ɻ

ʢ�ʣ৽ͨͳ技術ɾαーϏεのग़
ͬͱɺ৽し͍ٕज़・サービスɺैདྷのサービスのସޮԽʹͱͲまΔ͖Ͱな͍ɻσδλϧの性࣭
Λ活༻しɺ৽ͨなधཁΛ生Έग़͢͜ͱͰͦのਅՁ͕ൃ͞شΕΔɻࣔࠦతなಈͱしͯɺళฮͰのσδλϧԽΛϚー
έςΟϯάʹ活༻͢Δಈ͛ڍ͕らΕΔɻݸ々の٬ސʹίϛϡχέーγϣϯΛਤΔμΠϨΫトϚーέςΟϯά
のख๏ɺΠϯλーωοトൢച௨৴ൢചなͲ͕ಘҙͱ͢Δख๏Ͱ͋Δ͕ɺ"*のٕज़͕ਐలし͖ͯͨ͜ͱʹΑりɺ
ϑΟδΧϧۭؒʹ͓͍ͯ͜ΕΛϦΞϧλΠϜͰ࣮ࢪ可能ʹͰ͖Δͱظ͞ΕΔɻϑΟδΧϧۭؒʹ͓͚Δࣗಈμ
ΠϨΫトϚーέςΟϯάのΈ͕࣮͢ݱΕɺैདྷのϚスϚーέςΟϯάͰ行͑な͔ͬͨݸผの・サービ
スΛɺ࠷దなλーήοトʹɺదなॴͰɺదなλΠϛϯάʹఏҊ͢Δ͜ͱ͕可能ͱなりɺΑりޮతなޮࠂ
ՌΛಘΔ͜ͱ͕可能ͱなΔͩΖ͏ɻ
まͨɺಉҰਓ͕དྷళしͨࡍʹͦの͜ͱΛࣝผしɺళฮのಈઢաڈのߪങཤྺの様々なσーλ͔らʮϦϐー
トੳʯΛ行͏ٕज़࣮ূ࣮͕ݧਐΜͰ͍Δɻ͜͏しͨੳ͕可能ͱなΕɺઌड़しͨμΠϨΫトϚーέςΟϯά
ۀاのൢചઓུʹཱͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱظ͞Ε͍ͯΔ＊11ɻ

�ɹ৽ͨͳ技術ɾαーϏεʹΑΔ՝ղܾͱ展
ਓݮޱগʹΑΔਓखෆɺ"NB[POΤϑΣΫトɺσδλ
ϧ・σΟスϥϓγϣϯͱ͍ͬͨڴҖʹΑΔܧۀࣄଓϦスΫ૿
ՃのରԠɺʠ"VUPNBUJPO���ʡͱ͍͏͖ۓ٤の՝
Ͱ͋Δͱ͑ߟらΕΔɻ
しͭͭ͋Δɺʮ٬ϩϘοトʯʮηϧϑϨδʯʮແਓٴීࡏݱ
ళฮʯͱ͍ͬͨ*P5ɺ"*ɺΫϥυίϯϐϡーςΟϯάɺϩ
Ϙοトの࠷৽のςΫϊϩδーΛۦしͨʮσδλϧトϥϯ
スϑΥーϝーγϣϯʯɺ͜͏しͨ՝Λղܾ͢Δ্ͰޮՌ
తなׂΛՌͨ͢͜ͱ͕ظ͞Ε͍ͯΔɻ͞らʹɺϚーέ
ςΟϯάٕज़なͲࠓまͰʹな͍৽ͨなΠϊϕーγϣϯのग़
ʹΑりɺޮԽ・লਓԽ͚ͩͰなくɺサービスۀ࢈のߴՃ
ՁԽΛਐΊ͍ͯく͜ͱ͕Ͱ͖Δͱظ͞ΕΔɻ

ʪਤද2　"NB[PO�(Pのޫܠʫ

ʢग़యʣ4JLBOEFS�IRCBM�CSFBUJWF�CPNNPOTʢCCʣ
"UUSJCVUJPO�4IBSF�"MJLF���0�IOUFSOBUJPOB＊9

ʪਤද�　͕ۀ٬໘するʠ"VUPNBUJPO2�0ʡʫ

ैདྷの"VUPNBUJPO	���


"VUPNBUJPO���

wʮਓ݅අݮʯʮ࣭のۉҰԽʯにΑるڝ૪ྗ向上͕త
wʢ高ίスτなʣਖ਼ࣾһをସするܗで自ಈԽ

wʢਓखෆにΑるʣۀ務ఀࢭや事ഁۀのճආ͕త
wඇਖ਼ࣾنһをସないしิするܗで自ಈԽ

ʢग़యʣ૯務লʢ20��ʣʮσδλϧԽにΑる生活・ಇ͖方へのӨڹに
ؔする調査ڀݚʯ

＊�	 #64*/&44	*/4*%&3	+"1"/	ླ३「͖ڻのίンϏχֵ໋「"ma[on	(o」の͍͢͝Έ、ຐ๏のΑ͏ͳ"*ٕज़のਅ࣮」201�
2݄15ʢhttps://www.Cusinessinsider.jp/post�16210�ʣ

＊9	 https://commons.wikimedia.org/wiki/'iMe:"ma[on_(o_�_4eattMe_	201�0�04111407
.jpg
＊10	 *5media	/&84「खͿΒͰങ͍Ͱ͖るʠإೝূίンϏχʡ、ηϒン�イϨϒンと/&$͕Ͱ։࢝ɹΦフΟス向けにల։」201�

12݄1�ʢhttps://www.itmedia.co.jp/news/articMes/1�12/17/news113.htmMʣ
＊11	 *mpress	#64*/&44	.&%*"「「ແ人ίンϏχにڵຯ͕ͳ͍」ηϒン�イϨϒンॳのল人ܕళฮとʁ」201�12݄1�
	 ʢhttps://netshop.impress.co.jp/node/605�ʣ

খചɾҿ৯ɾ॓ധۀ٬ͷσδλϧΠϊϕʔγϣϯ͕Ҿ͖ܹٸ͢͜ىͳมԽίラム
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ޱ೭ॿࢯɺະདྷ༧ଌのୈҰਓऀͱしͯੈքతʹ活༂しɺকདྷ͖ىΔ͜ͱ͕ࠐݟまΕΔܶతなมԽΛੳ・
ཧ͢ΔʮϝΨトϨϯυʯγϦーζのஶऀͱしͯらΕΔɻ
ࢯޱʹΑΕɺΤϚーδϯάॾࠃの಄͕ݦஶԽしͨ����લ͔ޙらকདྷ༧ଌʹؔ͢Δॻ੶͕࣍々ͱൃ行͞Ε
ΔΑ͏ʹな͕ͬͨɺͦのଟく͕֤のઐՈʹΑͬͯॻ͔ΕͨのͰ͋ͬͨɻ͜Εら͕ԣஅతʹ͍͖ͯىΔ
େ͖なมԽΛଊ͑Ε͍ͯな͍ͱͨ͡ײࢯޱɺʮなら͕ࣗग़ͦ͏ʯͱۈ࣌Ί͍ͯͨۀاΛࣙΊɺ�ؒの
४උؒظΛͯܦ����ʹॳ൛のʮϝΨトϨϯυʯΛग़൛しͨɻࢯޱのকདྷ༧ଌɺ֎ɺҟのઐՈʹΑΔ
ະདྷ༧ଌのஶ࡞���Ҏ্ΛಡΈൺɺա͔ڈらのมԽ͋らΏΔのมԽ͔ら๏ଇΛಋ͖ग़し͍ͯΔʹಛ͕
͋Δɻ
ͦのࢯޱɺσδλϧٕज़ޙࠓਓؒの心ʹബしɺେ͖なࣾձมֵΛͨら͢ͱઆくɻσδλϧࡁܦのߋ
なΔਐԽʹΑりɺਓؒの心ͲのΑ͏ʹมΘΔの͔ɺまͨɺਓؒのۙະདྷͲのΑ͏ʹなΔͱ͑ߟらΕΔの͔ɺਘ
Ͷͨɻ

ਓͱਓのΠンλーϑΣーε͕ॏཁʹ
サービスࡁܦ͕ۀ࢈のத心ʹなΔͱɺਓͱਓのΠϯλーϑΣース͕ॏཁʹな͖ͬͯま͢ɻྫ͑ɺঁ性ҩࢣのํ
͕உ性ҩࢣΑりɺ୲し͍ͯΔऀױのࢮ࠶ೖӃ͕༗ҙʹ͍ͱ͍͏ถࠃͰの調査݁Ռ͕͋りま͢ɻऀױ
のઆ໌のํɺऀױのؾの࣋ちΑ͏なͲཁҼ͍Ζ͍Ζ͑ߟらΕま͕͢ɺঁ性ҩࢣのํ͕ɺऀױͱΑりྑな
ίϛϡχέーγϣϯΛऔ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ใ͞ࠂΕ͍ͯま͢ɻしํͰ݁Ռ͕ྑくなΔ͜ͱのҙٛେ͖͍Ͱしΐ͏ɻ
"*Ͱସしʹく͍ਓؒらし͞ͱ͍͑ɺ͜Ε͔らঁ性の࣌ͱ͍ΘΕΔのɺ͜の͔ら͔しΕまͤΜɻ

ੜ·Εͨͱ͖͔Β*$5ʹ͍ͯ͠ΔएऀのྗΛੜ͔͢͜ͱ͕ॏཁʹ
͜Ε͔らの࣌ɺएऀ͕େࣄͰ͢ɻͲ͏しͯए͍ํ͕のࣹॠؒతなஅのͰ༏Ε͍ͯま͢ɻྫ͑ɺ
のFスポーπମྗʹؔなくָしΊΔͱࢥΘΕ͕ちͰ͕͢ɺࣹॠؒతなஅΛඞཁͱ͢Δ͜ͱ͔らɺएऀ
͕༗རͰ͋りɺトοϓϨϕϧのબख͕トοϓͰ͍らΕΔؒظطଘのスポーπΑりΉしΖ͍ͱ͍ΘΕ͍ͯま͢ɻ
まͨɺ生まΕͨͱ͖͔ら*$5ʹし͍ͯΔ͔ͦ͏Ͱな͍͔ʹΑͬͯํ͑ߟ能ྗʹҧ͍͕ग़ま͢ɻ͍ΘΏΔ

ʮχϡーλΠϓʯʮνϧυϨϯʯΛ૾しͯらͬͯྑ͍͔しΕまͤΜɻྸߴԽࣾձͰɺएऀのՁ͕૬ର
తʹߴまりま͢ɻ৽ٕज़Λࣾձʹಋೖ͢Δͱ生࢈性্͕͢Δ߹Ͱɺए͍ਓ͕ҙܾࢥఆΛ行͏ʹগな͗͢Δ
ࣾձͰɺ৽ٕज़Λ੍نしͯしま͍͔ͶまͤΜɻ

ΘΕΔ͕「Җݖ」ബԽ͠ɺ͜Ε·Ͱのرਓ͕ಛఆのूஂͱఴ͍͛Δͱ͍͏֓೦͕ݸ
ࣾձ͕ΦーϓϯʹなりɺूஂΑりݸਓ͕େ͖なҙຯΛͭ࣋ͱͱʹɺݸਓ͕ಛఆのूஂͱఴ͍͛Δͱ͍͏֓
೦͕رബʹな͖ͬͯま͢ɻݸਓ͕ಛఆのձࣾʹۈΊଓ͚ΔのͰなくɺϓϩδΣΫト͝ͱʹूまͬͯղࢄしɺま
ͨผのϓϩδΣΫト͕ܗ͞ΕΔͱ͍ͬͨܗଶ͕૿͍͑ͯくͰしΐ͏ɻ
৬のώΤϥϧΩー࣍ୈʹ࣌ʹ߹Θなくなりɺ͜ΕまͰのݖҖͱԿなの͔͕ΘΕΔ͜ͱʹな͖ͬͯま͢ɻ
͍ΘΏΔϗϥΫϥγーܦӦͰ͢Ͷɻ্࢘෦Լのらな͍ใΛͭ࣋͜ͱͰݖҖΛ͍ͯͬ࣋まし͕ͨɺ͜のΑ͏な
ʮใのඇରশ性ʯ͕なくな͍ͬͯく͔らͰ͢ɻまͨɺ"*31"のಋೖ͕ਐΉ͜ͱʹΑりɺߴなઐతࣝΛഎܠ
ʹしͨ৬ۀのݖҖΘΕͯくΔͰしΐ͏ɻใΛൿಗ͢ΔΑりΦーϓϯʹ͢Δํ͕Αりେ͖なՁΛ生Ή͜ͱ
͔らɺใΛൿಗ͢Δ৫ɺ生࢈性Λ८Δઓ͍のதͰ࣍ୈʹ౫ଡ͞ΕΔͰしΐ͏ɻ
ͦのͦのͰͦのਓのద性ɺ能ྗɺΠϯηϯςΟϒΛ͏まくΈ߹ΘͤΔΈΛࣾͨͬ࡞ձ͕ڧくなりɺ生
ΔͰしΐ͏ɻࣾձਓʹなͬͨͱ͖͔らϓϩδΣΫトϕースͰಇく͜ͱ͕ͨりલのੈ͕૿͑ͯくΕɺຊ͖
େ͖くมΘ͍ͬͯくͰしΐ͏ɻۀا

ಛผΠϯλϏϡʔ�INTERVIEW

ձࣾ�೭ॿࣜג
ޱ೭ॿ�ද

ޱ೭ॿࢯΠϯλϏϡʔ
ʕσδλϧࡁܦͷߋͳΔਐԽͰਓؒͷۙະདྷͲͷΑ͏ʹͳΔͷ͔ʕ

ޱ೭ॿࢯΠϯλϏϡʔ�ʕσδλϧࡁܦͷߋͳΔਐԽͰਓؒͷۙະདྷͲͷΑ͏ʹͳΔͷ͔ʕ ίラム
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Δ·ߴのؔ৺͕ػɺのؔ͠ఆͱܾݾࣗ
ैདྷのՁٸ͕؍ʹมΘ͖͍ͬͯͯΔΑ͏ʹ͍ࢥま͢ɻྫ͑ɺݟ߹͍݁ࠗ�ੈͰܹݮしましͨɻまͨɺඒ
༰ܗの߅গなくなりͭͭ͋Δͱ͍ࢥま͢ɻ͋Δछのʮ߹ཧతʯなஅΛ行͏Α͏ʹなͬͨのͰしΐ͏ɻͦ
のҰํͰɺଁثҠ২安ָࢮʹ͕͋߅Δਓଟ͍Ͱ͢ɻඒ༰ʹܗ༰なʮ߹ཧతʯஅ͕まΔதͰɺな͔ͥ
ͱ͍͏͜ͱʹなりま͕͢ɺ͜Εຊʹ͓͍ܾͯࣗݾఆ͕ेͰな͍͜ͱΛࣔ͢の͔しΕまͤΜɻ
のຊͰࣗࠓΔΑ͏ʹなりまし͕ͨɺ͜Εɺ͚͔ݟΛΑくɺʮਓԿのͨΊʹ生͖Δの͔ʯͱ͍ͬͨۙ࠷
ま͢ɻ߹ཧ͍ࢥ͕͍͜ͱʹͭな͕͍ͬͯΔͨΊͩͱまり֬อ͞Ε͍ͯな͍͜ͱ͕ɺຊਓの͕͋ݖఆܾݾ
తʹٻのͨΊʹͲ͏͢Δの͕Α͍͔͑ߟΔΑ͏ʹなΔͱɺϚΠϯυϑϧωスᛉϒϨΠϯ・Ϛγϯ・Πϯ
λーϑΣースʢ#.*ʣのΑ͏ʹɺのػ能ΛͲ͏ߴΊΔ͔ʹର͢Δؔ心͕ߴまりɺ͜ΕらΛ͢ٻΔサービスのधཁ
͕૿͢Ͱしΐ͏ɻしɺਓ能͕くར༻͞ΕΔΑ͏ʹなりɺまͨɺԾʹϕーγοΫΠϯΧϜͱ͍ͬͨの͕ಋ
ೖ͞ΕΕɺਓԿのͨΊʹ生͖Δの͔Λ͏ඞཁ͕ま͢ま͢ߴまΔ͜ͱ͕༧͞Εま͢ɻۀاɺैۀһʹରし
ΊらΕΔΑ͏ʹなΔͰしΐ͏ɻٻΛڙͼのఏتのҙٛಇく͜ͱのࣄͯ

౷తͳ「५༉」「͍͍Ԙക」ҙຯΛͭ࣋
৽し͍Ձ؍ͱҧ͏のͰ͕͢ɺ͍ΘΏΔʮେࡕの͓ちΌΜʯのΑ͏なϓογϡܕͰ行ಈΛଅ͢Έ͕ɺݸ
ਓͱݸਓのؒの५༉のׂΛՌͨ͢͜ͱ͋ΔͰしΐ͏ɻͨͩしɺʮͩま͞Εͨͱͯͬࢥ͖߹ͬͯΈʯͱݴΘΕɺ
ͦΕʹैͬͯྑ͍݁ՌʹなΔ͜ͱͱɺ୯なΔٗͱΛΞϧΰϦζϜͰͲ͏۠ผ͢Δ͔ɺ"*ͱしͯඞཁなػ能ʹ
なͬͯくΔͱ͍ࢥま͢ɻݸਓの৴༻ΛスίΞϦϯά͢ΔγスςϜ͕ΧΪͱなりま͢ɻ
まͨɺຊਓ͕ϦスΫΛͱり͕ͨらな͍എܠͱしͯɺʮΛͱりͨくな͍ʯͱ͍͏心͕͋Δͱ͍ࢥま͢ɻຊ
ਓ႓ா໘Ͱ͕͢ɺిंのඵ୯ҐͰのΕʹݫし͍なͲɺւ֎͔らݟΕҟৗなͱ͜Ζ͋りま͢ɻϦスΫΛͱ
らͣɺըҰతʹ͜͏ͱܾΊͯしま͑͋ΔҙຯָͰ͕͢ɺ߹ཧతʹͨ͑ߟʮ͍͍Ԙകʯ͕͋ΔͣͰ͢ɻ

ಛఆの͚ͩΛ͍ͬͯΔ͜ͱΑΓɺͭͳ͕ΓΛ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ՁΛͭ࣋
ਓ能ʹΑりɺػ能のʮ֎෦ԽʯਐΉͰしΐ͏ɻ͢なΘちɺॻ͚Δࣈ͚ͨͬݮΕͲಡΊΔࣈ૿͑
ͨɺͱ͍͏Α͏ʹɺのهԱの͕ํ͍มΘ͖͍ͬͯͯま͢ɻಛఆの͚ͩৄしく͍ͬͯΔΑりɺ৭々な
ͰͲ͜ʹԿ͕͋Δ͔Λ͓΅Ζ͛ʹͰ͍ͬͯͯɺ୭ʹΛฉ͚͍͍の͔Θ͔Δ͜ͱ͕ՁΛͭ࣋Α͏ʹなり
ま͢ɻ
ਓの৴༻ΛԽ͢Δಈ͖͕͋りま͕͢ɺͭな͕り͕͢͞Ճしɺ༩৴ػ能Λͭ࣋ʮ՟ฎʯಉ様ののʹਐԽ
͢Δ可能性͋りま͢ɻϓϥΠόγーのʹ͍ͭͯɺ৽ٕज़͕ग़ͯくΔલの࣌Λ͍ͬͯΔਓ心しま͕͢ɺ
しな͍͔しΕまͤΜɻʹؾのਓ々ͦͦ࣌の࣍

શਓ͕֨ਓͱਓのΠンλーϑΣーε৴༻ʹؔΘΔͨΊɺΦンͱΦϑ͕Ұମʹ
全ਓ͕֨ਓͱਓのΠޙࠓͱϓϥΠϕート͕͖ͬりし͍ͯまし͕ͨɺࣄձͰɺΦϯͱΦϑ͢なΘちࣾۀ
ϯλーϑΣース৴༻ʹؔΘͬͯくΔͨΊɺࣄͱϓϥΠϕート͕ᕒવҰମͱなΔͰしΐ͏ɻͭまりɺࣄதʹϓ
ϥΠϕートͰ4/4Λ͜͏ͱ͕ɺ࣍のϓϩδΣΫトʹͭな͕Δ͔しΕまͤΜɻ
ۀاไެʯͰ͋りまͤΜɻຊͰɺࢲしΕまͤΜ͕ɺ͜Εʮ໓͔͏ࢥʹʹなΔΑ͏࣌なݏͱ͏ݴ͏ͦ
の୲ऀ͕ࣗࣾの・サービスʹ͍ͭͯۤΛݴΘΕΔͱɺࣗのਓ֨Λ൱ఆ͞ΕͨΑ͏ʹ͡ײΔ͜ͱ͕͋りま
͢ɻैۀһۀاͱӡ໋ڞಉମʹなΔඞཁなくɺۤΛ٬͏ݴͱҰॹʹなͬͯձࣾʹվળΛٻΊΔ͙ら͍Ͱ͍͍ɻ
ਓ֨ΛۀاʹҰମԽ͓͖ͤͯ͞߹͍͢ΔͱɺࣗΛۤしΊΔ͜ͱʹなりま͢ɻࣗݾΛཱ֬し্ͨͰ性͋Δγ
スςϜͱ͢Δ͜ͱ͕ɺݸਓの心Λ安ら͔ʹ͢Δ͜ͱʹなりま͢ɻ
����͔らΈͯ��ޙくら͍のएऀɺ͕͑ߟมΘ͍ͬͯΔ͔しΕまͤΜɻ����ʹJ�NPEF͕ొし
͙ͯ͢のࠒɺएऀ͕ʮ༑ਓ͕ࠓԿΛし͍ͯΔ͔Θ͔らな͍͜ͱ͕ෆ安ʯͱ͏ݴͱɺ্のੈ͍ͨڻのͰ͕͢ɺ
����ʹ4/4のීٴͰͦのΑ͏なൃݴͨりલののʹな͍ͬͯま͢ɻ৽ࠃڵ΄Ͳલੈのਓ͕ޱগなくɺ
ैདྷのʮී௨のՁ؍ʯ͕ബ͍ͨΊɺ͕ࠓʮී௨ʯͰ͋りɺͦの͜ͱ͕৽し͍のΛ生ΜͰ͍Δͱ͍ࢥま͢ɻ

ޱ೭ॿࢯΠϯλϏϡʔ�ʕσδλϧࡁܦͷߋͳΔਐԽͰਓؒͷۙະདྷͲͷΑ͏ʹͳΔͷ͔ʕίラム
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ʹΛͲのΑ͏ʹϚωδϝンτ͍͔͕ͯ͘͠ॏཁ࠽
͜Ε͔らのࡁܦ・ࣾձͰɺఆۀܕのࣗಈԽ͕ਐΈɺ生࢈性େ͖くߴまりま͢ɻ�ਓのಠతなΞΠσΞ
能Λ͏まくϚωδϝϯト͢ΔͨΊʹɺ࠽ͱ૿͑ΔͰしΐ͏ɻ͜のΑ͏なͭ࣋͜Ҏ্のՁΛࣄ����ਓの͕ࣄ
ϝδϟーϦーάのΑ͏なΈ͕様々なۀاͰٻΊらΕま͢ɻͭまりɺҰ෦のఱ࠽ʹ心Αくಇ͍ͯら͏͕
ඞཁʹなりま͢ɻ
ಉ࣌ʹɺఱ࠽Ͱなくͯɺϩϯάςーϧの෦Ͱ͏まくηάϝϯトΛ͚Εɺ୭Ͱͦのχονなηάϝϯ
トͰʮਆʯʹなΕΔ可能性͕։͚ま͢ɻ͜ΕまͰ͍͔ʹଟ様なηάϝϯト͕͋ͬͨͱしͯ͏まくϚονϯάͰ
͖な͔ͬͨの͕ɺσδλϧԽのਐలͰͰ͖ΔΑ͏ʹな͖͍ͬͯͯま͢ɻ�(のීٴʹΑりɺωοトϫーΫ͕Αりߴ
ʹなΕɺߋʹ৽ͨなηάϝϯト͕ൃ۷͞Ε͍ͯくͰしΐ͏ɻ

Λ͑ͨ๏ଇੑʹϝλτϨンυ＊1Λݟൈ͘͜ͱ͕ॏཁʹ
Πϊϕーγϣϯͱɺ͋ΔγーϯͰ生͍ͯ͡ΔϝΧχζϜ͕ɺଞのγーϯͰ͍ͯͬ͜ىΔͱ͍͏ීว性Λݟग़
しɺͦの๏ଇ性Λద༻͢Δ͜ͱͱ͍ͯ͑ߟま͢ɻͦしͯɺͦΕͧΕのγーϯ͕ԕ͚Εԕ͍΄ͲΠϊϕーςΟϒͰ
͋りɺྫ͑ใ௨৴Ͱ͍ͯͬ͜ىΔ͜ͱ͕生ܳज़Ͱ͍ͯͬ͜ىΕɺΑりڵຯਂ͍のʹなりま͢ɻ
͜の๏ଇ性͕ɺϝλトϨϯυͰ͢ɻ
なりɺͦのͨʹࣄൈ͚Δ͔Ͳ͏͔͕େݟͱͰɺࠜఈʹ͋Δಉ͡ྲྀΕͰ͋ΔϝλトϨϯυΛͭ࣋͜Λࢹくઙく
ΊʹϩδοΫߏΛࣗなりʹ্ͨͬ࣋ͰɺৗのࣄΛղऍ͢Δश͕׳ඞཁͰ͢ɻใաଟͱ͍͑Δதʹ͋ͬ
ͯɺਓ͕ؒਓ能ʹෛ͚な͍ͨΊʹɺਓؒのح心Ծઆ͕ߟࢥେࣄʹなͬͯくΔͰしΐ͏ɻ

ޱ�೭ॿ�ʢ.PSJOPTVLF�,BXBHVDIJʣ
てΞーαーŋ%ŋϦτܦॴを࡞課ఔमྃ。ཱ࢜෦ଔ、ถイϦϊイେֶཧֶ෦मֶԠٛक़େֶܚ。ձࣾ�೭ॿදࣜג

ϧにࢀը。各種ۀքのઓཱུҊϓϩδΣΫτにく携Θり、ಉࣾΞιシΤーτ・σΟϨΫλーを務めたのͪに、ࣜגձࣾ
೭ॿをઃཱ。国のみなΒͣΞδΞ・த౦各国のؔػかΒのটᡈを受͚、イϊϕーシϣンやϒランσΟンάにؔするί
ンαϧテΟンάを͏ߦ。ٕज़とΧϧνϟーを体ܥతにඥ付͚たϢχーΫな方๏を展開し、ஶ࡞ʮオλΫでঁのࢠな国のϞ
ϊͮくりʯʮܦ#J[TFDIਤ書ʯを受。ੈք�か国ޠに༁͞れる。ۙஶʮϝΨτϨンυʯシϦーζで、ਫ਼៛で
をϕースにした文෦Պֶ؍なະདྷ予ଌの方๏を展開し、ϏδϣφϦスτとして各քで高いධՁを受͚る。ಉ書のੈքൣ
লのকདྷࣾձϏδϣンࡦ定ϓϩδΣΫτや、自༝民ओౘのʮ国Ոઓུຊ෦ʯ�に͓͚るϏδϣンࡦ定などに携Θる。 　
NPSJOPTLF�DPN

＊1	 「ϝλ」と、「ؒ」「」Λҙຯ͢る಄ޠɻ

ޱ೭ॿࢯΠϯλϏϡʔ�ʕσδλϧࡁܦͷߋͳΔਐԽͰਓؒͷۙະདྷͲͷΑ͏ʹͳΔͷ͔ʕ ίラム
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1 I$5ۀ࢈ͷنࡁܦ

�ֹ࢈ੜࠃ
●2017年のใ通信࢈業の໊ࠃੜֹ࢈は、શ࢈業தͰ࠷େの97��ஹ円Ͱ͋る͕、ใ通信ؔ࿈業Λத
৺に2000年͔Βは減少
2017年の情報通信産業＊1の名国内生産ֹは97�5ஹ円であり、情報通信産業は、全産業の9�7ˋをめる࠷大

の産業である（ਤද�������）。2000年時点が116�6ஹ円で࠷大となったものの、その後はいわΏるITバブル่
壊をөし、おおΉͶ減গ向で推移した。2005年を底としてճ復に転じ、2007年には113�8ஹ円に達したが、
2008～2009年のリーマンショックのӨڹで大きく減গし、2009年時点で98�9ஹ円にまで減গした。2010年以
降も減গ向は止まらͣ2012年時点で約89�9ஹ円にまで減গしたが、2013年以降はおおΉͶճ復向にある。
しかしながら、2017年と࠷大であった2000年を比較すると、約16�4�の減গ（年平ۉ成率ではʵ1�1�）と
なっている（ਤද�������ɺਤද�������）。

この2000年から2017年にかけての減গは、情報通信産業の中で࠷大の産業であった「情報通信関連造業」
において52�7ˋの減গ（年平ۉ成率ではʵ4�3�）となったことが大きくӨڹしている。また、「情報通信関連
となっている。その一方で、「情報サービス業」（�成率ではʵ11�9ۉ年平）設業」においても、88�3�の減গݐ
においては、32�5�の૿加（年平ۉ成率では1�7�）となっており、2016年からは情報通信産業の中で࠷大の
産業となっている。また、規模はまͩ大きいとはいえないものの、「インターネットෟਵサービス業」が大෯に成
している＊2。「インターネットෟਵサービス業」には、概೦上インターネット検ࡧサービスや動画ߘサイト、
SNSやオンラインゲームといったインターネット関連サービス部が含まれており、これらの関連産業が急速に
成していることがみてとれる。

2011年価格による実質国内生産ֹでみた場合、情報通信産業は99�8ஹ円で全産業の10�2�をめている。そ
の推移をみると、名の場合とはҟなり2000年以降も上ঢし、2007年には102�7ஹ円に達している。2012年
には91�3ஹ円まで減গしたが。2013年以降は࠶びճ復向となっている。2017年と2000年を比較すると、
14�7�の૿加（年平ۉ成率では0�8�）となっている（ਤද�������）。

このように名と実質で動向がҟなるのは、実質においては、価格の下をөするとともに、性能の向
上も価格の下として評価するといった事情があるためである。すなわち、あるの生産ֹが名ではલ年と
同じであったとしても、そのの性能が向上している場合には、実質ではこの性能向上分が生産ֹの૿加とし
て表れる。技術革新のܹしい情報通信分野については、この点にಛにҙが必要である＊3。

第�ষ ICT分野の基本データ

第1節 I$5ۀ࢈ͷಈ

＊1	 ใ௨৴ۀ࢈のൣғに͍ͭͯ、ר4Λࢀরɻ
＊2	 2010ʙ2017のฏۉ、12.4ˋとͳっ͍ͯるɻ
＊3	 ͜のたΊ、ใ௨৴ۀ࢈のଟ͘の෦にお͍ͯ、໊目ΛσフϨʔλͰআ͢る͜とにΑΓࢉ出͞Εる࣮࣭、໊目Λ上ճる͜とにͳるɻ

「௨৴ۀ」Ͱಛに「Ҡಈిؾ௨৴」、「ใ௨৴ؔ࿈ۀ」Ͱಛに「ి子ػࢉܭ」͕ݦஶͰ͋るɻࠃੜֹ࢈の໊目と࣮࣭のେখൺֱ
に͍ͭͯר5Λࢀরɻ
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ਤද������� ओなۀ࢈のࠃ生ֹ࢈ʢ໊ٴͼ࣮࣭ʣʢ༁ʣʢ����ʣ

ઃݐ
����ஹ円
����

ର事ۀॴ
αーϏス
����ஹ円
����

ର事ۀॴ
αーϏス
����ஹ円
����

༌送ػց
���2ஹ円�����

༌送ػց
���2ஹ円�����

ରݸਓ
αーϏス
����ஹ円
����

ରݸਓ
αーϏス
����ஹ円
����

ʲ໊ࠃ生ֹ࢈ʳ ʲ࣮࣭ࠃ生ֹ࢈ʳ

全ۀ࢈の
໊ࠃ生ֹ࢈
������ஹԁ
ʢ����ʣ

全ۀ࢈の
໊ࠃ生ֹ࢈
������ஹԁ
ʢ����ʣ

全ۀ࢈の
໊ࠃ生ֹ࢈
������ஹԁ
ʢ����ʣ

全ۀ࢈の
ֹ࢈生ࠃ࣭࣮
�����ஹԁ
ʢ����ʣ

ઃݐ
����ஹ円
����

ର事ۀॴ
αーϏス
�2��ஹ円
��2�

ର事ۀॴ
αーϏス
�2��ஹ円
��2�

༌送ػց
����ஹ円�����

༌送ػց
����ஹ円�����

ରݸਓ
αーϏス
�2�0ஹ円
��2�

ରݸਓ
αーϏス
�2�0ஹ円
��2�

情報௨信ۀ࢈
����ஹ円
����

情報௨信ۀ࢈
����ஹ円
����

商ۀ
����ஹ円
����

商ۀ
����ஹ円
����

ෆಈ࢈
����ஹ円
����

ෆಈ࢈
����ஹ円
����

そのଞۀ࢈
ʢ上هҎ֎ʣ
�2���ஹ円
�2�2�

そのଞۀ࢈
ʢ上هҎ֎ʣ
�2���ஹ円
�2�2�

情報௨信ۀ࢈
����ஹ円
�0�2�

情報௨信ۀ࢈
����ஹ円
�0�2�

商ۀ
����ஹ円
����

商ۀ
����ஹ円
����

ෆಈ࢈
����ஹ円
����

ෆಈ࢈
����ஹ円
����

ҩྍ・ࢱ
�0��ஹ円
����

ҩྍ・ࢱ
�0��ஹ円
����
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）
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ʲ໊ࠃ生ֹ࢈ʳ ʲ࣮࣭ࠃ生ֹ࢈ʳ

ҩྍ・ࢱ商ۀ ෆಈ࢈ ର事ۀॴαーϏスݐઃ 情報௨信ۀ࢈༌送ػց ରݸਓαーϏス

�����

����

0

20

�0

�0

�0

�00

�20

��0

2000 200� 2002 200� 200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円ʣ

ʢ年ʣ

���0

����

0

20

�0

�0

�0

�00

�20

2000 200� 2002 200� 200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円、20��年Ձ֨ʣ

ʢ年ʣ

（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

ਤද������� ใ௨৴ۀ࢈のࠃ生ֹ࢈ʢ໊ٴͼ࣮࣭ʣのਪҠ＊5
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

＊4	 のৄࡉに͍ͭͯרσʔλ1ٴͼσʔλ2Λࢀরɻ
＊5	 のৄࡉに͍ͭͯרσʔλ6ٴͼσʔλ7Λࢀরɻ
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�ʢ(%Pʣ࢈૯ੜࠃ
●2017年のใ通信࢈業の໊(%1は4��9ஹ円、શ࢈業の8��ˋΛΊる

2017年の情報通信産業の名G%Pは43�9ஹ円であり、લ年と比較すると0�9ˋの૿加となった。主な産業の
名G%Pの規模をみると、情報通信産業は全産業の8�6ˋをめ、「業」「不動産」に次͙規模となっている（ਤ
ද�������ɺਤද�������）。情報通信産業を「業」「不動産」と比べた場合、名国内生産ֹでは上ճっている
にもかかわらͣ、名G%Pでは下ճっているということは、情報通信産業はこれら産業に比べて中間入（他産
業の生産に利用されたݪ材ྉやサービス等）となっている分が多いことをҙຯする。

2011年価格による実質G%Pでみると、2017年では情報通信産業は全産業の9�5ˋをめている（ਤද������
�）。また、2016年から2017年にかけての実質G%Pの成率を産業別に見ると、情報通信産業は2�0ˋであり、

「༌送機ց」（9�2�）、「ݐ設」（4�4�）に次͙成率となっている（ਤද�������）。
情報通信産業の部別に名G%Pの推移を見てみると、名国内生産ֹの場合と同様、情報通信関連造業や

情報通信関連ݐ設業等において減গ向にある一方で、「インターネットෟਵサービス業」は大෯に૿加してい
る＊6（ਤද�������）。
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˞࣮࣭(%1、20��年Ձ֨で࣮࣭Խしたの。
（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

ਤද������� ओなۀ࢈の(%1ʢ໊ٴͼ࣮࣭ʣのਪҠ＊7
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

＊6	 2005ʙ2017のฏۉ、6.7ˋとͳっ͍ͯるɻ
＊7	 のৄࡉに͍ͭͯרσʔλ3ٴͼσʔλ4Λࢀরɻ
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�ऀ༺ޏ
●2017年࣌のใ通信࢈業のޏ༻者数は、�99�0万ਓͰશ࢈業の��8ˋΛΊており、2000年͔Βは1��9ˋ
減少
2017年の情報通信産業のޏ用者数は、399�0ສ人（લ年比0�1ˋ૿）、全産業にめる割合は5�8ˋであった。

2016年と比較すると、「インターネットෟਵサービス業」（લ年比3�4ˋ૿）、「通信業」（લ年比2�4ˋ૿）、「情報
サービス業」（લ年比1�6ˋ૿）はそれͧれ堅調に૿加している一方、「ө૾・Ի・จࣈ情報制作業」（લ年比4�0ˋ
減）、「放送業」（લ年比1�8ˋ減）、「情報通信関連サービス業」（લ年比1�5ˋ減）、「情報通信関連造業」（લ年比
0�9ˋ減）は減গした（ਤද�������）。

2000年と2017年の数を比較すると、情報通信産業全体で15�9ˋの減গとなっている。ಛに「情報通信関連
設業」は78�0ˋの減গ、「情報通信関連造業」は44�8�の減গとなっており、減গ割合が非常に大きい。他ݐ
方、「インターネットෟਵサービス業」や「情報サービス業」は、大෯に૿加している＊9（ਤද�������）。

ਤද������� ใ௨৴ۀ࢈の(%1ʢ໊ٴͼ࣮࣭ʣのਪҠ＊�
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情報௨信ؔ連ۀ 情報௨信ؔ連αーϏスۀ 情報௨信ؔ連ݐઃۀ ڀݚ
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

ਤද������� ใ௨৴ۀ࢈のޏ༻ऀのਪҠ＊10

情報௨信ؔ連ۀ
ө૾・Ի・文ࣈ情報੍์ۀ࡞送ۀ インλーωοτෟਵαーϏスۀ

情報௨信ؔ連αーϏスۀ
௨信ۀ 情報αーϏスۀ

情報௨信ؔ連ݐઃۀ ڀݚ

�����
�����

����� ����� ����� ����� �20�� ����� �20�� ����� �0��0 ����� ��0�� �02�� ����� ����2 ����� ����0

0

�0

�00

��0

200

2�0

�00

��0

�00

��0

�00

2000 200� 2002 200� 200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢ万ਓʣ

ʢ年ʣ

（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

＊�	 のৄࡉに͍ͭͯרσʔλٴ�ͼσʔλ9Λࢀরɻ
＊9	 「インλʔωοτෟਵαʔϏスۀ」、2010͔Β2017に͔けͯ36.7ˋの૿Ճ、「ใαʔϏスۀ」2000͔Β2017に͔けͯ

24.7�の૿Ճとͳっ͍ͯるɻ
＊10	のৄࡉに͍ͭͯרσʔλ10Λࢀরɻ
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2 ICT産業の我が国経済への寄与

ICT産業の経済波及効果1
●情報通信産業の経済波及効果は、付加価値誘発額において全産業中最大の規模
情報通信産業の生産活動に当たっては、様々な産業からの中間投入が行われ、これら産業において付加価値（＝

営業余剰、雇用者所得等）や雇用を創出する。このような情報通信産業の経済波及効果をみると＊11、付加価値誘
発額＊12は84.8兆円、雇用誘発数＊13は841.6万人となっている。情報通信産業の付加価値誘発額は全産業中最も
高くなっているとともに、雇用誘発数については、産業の裾野が広いとされる「輸送機械」の雇用誘発数（285.9
万人）よりも多くなっている。
ただし、2000年時点での情報通信産業の付加価値誘発額は73.8兆円、雇用誘発数は992.5万人であった。

2000年から2017年にかけて、情報通信産業の実質国内生産額は87.0兆円から99.8兆円へと増加しているにもか
かわらず、2017年には雇用誘発数は減少しており、情報通信産業による雇用誘発力は小さくなったことが分かる
（図表3-1-2-1）。

ICT産業の経済成長への寄与2
●実質GDP成長率への情報通信産業の寄与度は一貫してプラス、直近では全産業の成長の約3割を占める
実質GDP成長率への情報通信産業の寄与度を2000年から4年刻みでみると、情報通信産業の寄与度はいずれ

の期間においてもプラスとなっている。直近の2012年から2017年までの期間においては、全産業の実質GDP成
長率0.7%の約3割（29％）となる0.2%が情報通信産業によって実現されたことになる（図表3-1-2-2）。

図表3-1-2-1 ओͳۀ࢈෦ͷੜ׆࢈ಈʹΑΔࡁܦޮٴՌʢ付加価値誘発額ɺ雇用誘発数ʣͷਪҠ

情報通信産業計 商業 不動産 建設医療・福祉 対個人サービス対事業所サービス 輸送機械
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（出典）総務省「平成30年度　ICTの経済分析に関する調査」（2019）

＊11	経済波及効果の計測方法としては、①最終需要となる財・サービスに着目して、当該部門の最終需要が国内産業にもたらす経済波及効果をみ
る方法と、②産業部門に着目して、当該部門の生産活動（最終需要と中間需要の合計）が国内産業にもたらす経済波及効果をみる方法がある。
ここでは後者を採用している。

＊12	生産活動を賄うために直接・間接に発生した生産額を生産誘発額という。また、このような生産誘発に伴い発生した付加価値額を付加価値誘
発額という。生産誘発額に、付加価値係数（付加価値額／生産額）を乗じることにより、付加価値誘発額は推計される。

＊13	生産誘発（脚注12参照）に伴い発生した雇用の数を雇用誘発数とよぶ。生産誘発額に雇用係数（従業者数／生産額）を乗じることにより、雇
用誘発数は推計される。
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� ใԽࢿ
●�2017年のզ͕ࠃのใԽ14＊ࢿは2011年Ձ֨ධՁͰ12��ஹ円、ຽؒا業ઃඋࢿの1��1�ΛΊる

2017年のզが国の民間企業による情報化資は2011年価格で約12�6ஹ円（લ年比5�4ˋ૿）であった。情報
化資の種類別では、ソフトウェア（受ୗ開発及びパッケージソフト）が約8�0ஹ円となり、全体の3分の2を
めるまでになっている。また、2017年の民間企業設備資にめる情報化資比率は15�1ˋ（લ年ࠩ0�2ポイン
ト上ঢ）で、設備資の中でも情報化資は一定の地位をめている（ਤද�������）。

ਤද������� ࣮࣭(%1ʹର͢Δใ௨৴ۀ࢈のد༩
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）
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（出య）総務省「平成30年度ɹICTの経ࡁ分析に関する調査」（2019）

＊14	͜͜Ͱใ௨৴ࢿຊࡒʢి子ػࢉܭɾಉଐஔ、ిؾ௨৴ثػ、ιフτΣΞʣにର͢るࢿΛ͍͏ɻۙී͕ٴஶ͍͠ΫラυαʔϏ
スの利用、αʔϏスのߪೖͰ͋Γ、ࢿຊࡒのߪೖとҟͳるたΊ、͜͜Ͱのใ化ࢿにؚ·Εͳ͍ɻ
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� I$5ͷ༌ग़ೖ

I$5ؔ࿈қ�
●2017年にお͚る*$5ؔ࿈のࡒɾαʔϏε༌ग़ֹʢ໊ʣは9�0ஹ円、༌ೖֹは12�7ஹ円ͱͳり、༌ೖա
の傾向͕ଓいている
2017年の財・サービスの༌出入ֹ（名）については、全ての財・サービスでは༌出ֹが86�1ஹ円、༌入ֹ

が97�0ஹ円となっている。そのうちICT財・サービス＊15をみると、༌出ֹは9�0ஹ円（全༌出ֹの10�5�）、༌
入ֹは12�7ஹ円（全༌入ֹの13�1ˋ）となっている。一ൠ財、ICT財、ICTサービスが༌入超過となっている一
方で、一ൠサービスのみ༌出超過となっている（ਤද�������）。

ICT財・サービスの༌出入ֹの推移をみると、ICTサービスについては、2000年から一؏して༌入超過となっ
ている。他方、ICT財については、2000年時点では༌出超過であったものの、その後の༌出の減গと༌入の૿加
にい、ۙ時は༌入超過の向が続いている。また、ICT財・サービスの༌出ֹと༌入ֹのいͣれにおいても、
ICT財が9割ۙくをめている（ਤද�������）。

なお、これらはւ外大手ICT企業によるサービスのֹを全てัଊしきれていないとߟえられるため、今日の実
態を必ͣしもөしているものではない可能性があることにҙが必要である＊16。
ਤද������� サービスの༌ग़ೖֹ・ࡒ

ʲ໊ʳ ʲ࣮࣭ʳ
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˞࣮࣭20��年ج४Ձ֨で࣮࣭Խしたの。
（出య）総務省「情報通信産業連関表」（各年度൛）より作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�MJOL�MJOL03@01�IUNM

ଳܞ、ύιίンࡒɻ*$5͢ࢦಉදの46ʙ79Λ「ɾαʔϏスࡒҰൠ」、রʣの1ʙ45ࢀ6רੜ79෦දʢ「ɾαʔϏスࡒ$5*」	15＊
ిͳͲの௨৴ثػ、ूੵճ࿏等のి子෦、テϨϏ、ラδΦͳͲ͕、「*$5αʔϏス」ݻఆɾҠಈిؾ௨৴αʔϏス、์ૹαʔϏス、ιフ
τΣΞۀ、৽ฉɾ出൛ͳͲؚ͕·Εるɻશͯのࡒの͏ͪ*$5ࡒҎ֎ののΛ「Ұൠࡒ」、શͯのαʔϏスの͏ͪ*$5αʔϏスҎ֎ののΛ
「ҰൠαʔϏス」と͍ͯ͠るɻ

＊16	ຊߘͰ͍ࣔͯ͠る輸出ೖֹのݩσʔλͰ͋るใ௨৴ۀ࢈࿈ؔද、ฏ12�17�23ଓۀ࢈࿈ؔදʢҎԼ「ଓۀ࢈࿈ؔද」と͍͏ɻʣΛ
Έସ͑、ج४ʢݪଇ5͝とʣҎ֎の֤छ࣍౷ܭにΑΓԆਪ࡞ͯ͠ܭ͍ͯ͠るɻଓۀ࢈࿈ؔදの輸出ֹٴͼ輸ೖֹのਪܭの
লʣ、αʔϏスに͍ͭͯओࡒʢܭに͍ͭͯ、ओにқ౷ࡒ、のとおΓ「࿈ؔද૯߹ղઆฤۀ࢈ฏ23ʢ2011ʣ」、ܭとͳる౷ج
にࡍࠃऩࢧ౷ܭʢࡒলࡍࠃ局、ຊۜߦʣͰ͋るɻαʔϏスに͍ͭͯ、ࡍࠃऩࢧ౷ܭΛجにԆਪܭΛߦっ͍ͯる͕、ެද͞Ε͍ͯるࠃ
Εた݁Ռのղऍにཹҙ͕ඞཁͰ͋るɻ͞ܭの۠ૈ͍たΊ、ਪܭ౷ࢧऩࡍ

	 ·た、(%1のૅج౷ܭにؔͯ͠、(%1౷ܭのઐՈ͔Β、άϩʔόϦθʔシϣンのਐలとσδλϧΤίϊϛʔのོڵΛडけͯ、֤ࠃ
Ͱ౷ܭのัଊٕज़のෆ͕ੜ͍ͯ͡る͜と、֤ ఠ͞ΕͯおΓʢᓎຊ݈ʢ201�ʣ「σࢦௐにΑるัଊٕज़の向上に向けたऔのඞཁ性͕ڠのࠃ
δλϧΤίϊϛʔのོڵにΑっͯたΒ͞Εるࠃຽࢉܭࡁܦɾࡁܦ౷ܭにおけるัଊํ๏のਐ化」等ʣ、*$5にؔ͢る輸出ೖの౷ܭに͍ͭͯ、
ಛに͜ののཹҙ͕ඞཁͰ͋るɻ
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ٕज़қ�
●2017年度のใ通信࢈業のٕज़қֹ＊17は、༌ग़ա傾向に͋る

2017年度のզが国の技術易ֹについて、技術༌出による受取ֹ（技術༌出ֹ）が3ஹ8,844ԯ円で、そのう
ち情報通信産業は5,123ԯ円となり、全体の13�2ˋをめている。一方、技術༌入による支ֹ（技術༌入ֹ）
は、6,298ԯ円で、そのうち情報通信産業は2,417ԯ円となり、全体の38�4ˋをめている。技術易ֹ全体、
情報通信産業ともに༌出超過の状態となっている一方で、内༁のうち情報通信業ͩけは༌入超過の状態となってお
り、技術༌出ֹにおいては情報通信機ց器具造業が、༌入ֹにおいては情報通信業が࠷も大きな割合をめてい
る。（ਤද�������）。なお、2007年度から2017年度までの情報通信産業の技術易について、どの年度も༌出超
過となっている（ਤද�������）。

ਤද������� サービスの༌ग़ೖֹ・ࡒ$5*

ICTࡒʢ༌ೖʣ ICTࡒʢ༌ग़ʣ ICTαーϏスʢ༌ೖʣ ICTαーϏスʢ༌ग़ʣ
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˞2000ʙ20��年の推Ҡؒظに開͖͕あるため、ഁઢでࣔしている。
（出య）総務省「情報通信産業連関表」（各年度൛）より作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�MJOL�MJOL03@01�IUNM

ਤද������� ٕज़қֹのۀ࢈ผׂ߹ʢ����ʣ
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（出య）総務省「平成30年Պֶ技術研究調査」により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUNM

＊17	ٕज़қֹと、֎ࠃとのؒにおけるಛݖڐ、ϊϋٕज़ࢦಋ等のٕज़のఏڙʢ輸出ʣຢडೖΕʢ輸ೖʣにるରՁडऔֹຢରՁࢧ
ֹの͜とɻ

令和元年版　情報通信白書　第2部 225

I$5 ͷಈۀ࢈ 第 1節

I
C
T


の
ج
ຊ
σ
ồ
λ

第
�
章



� I$5ͷڀݚ։ൃ

�։ൃඅڀݚ
●2017年度のใ通信࢈業＊1�のڀݚඅは�ஹ7,117億円Ͱ、ا業のڀݚඅの͏ͪ2��9ˋΛΊる
「平成30年Պֶ技術研究調査」によると、

2017年度のզが国のՊֶ技術研究費（以下
「研究費」という。）の総ֹ（企業、非営利団
体・公的機関及び大ֶ等の研究費の合計）は
19ஹ504ԯ円となっている。

研究費の総ֹの約7割をめる企業の研究
費は、13ஹ7,989ԯ円となっている。また、
企業の研究費のうち、情報通信産業の研究費
は3ஹ7,117ԯ円（26�9�）をめており、
そのうち、情報通信機ց器具造業の研究費
が࠷も多い（ਤද�������）。

2007年度から2017年度までの企業研究
費の推移を見てみると、2007年度から2010
年度まで減গ向にあり、以降2011年度に
一度૿加したものの、それ以降減গまたはԣ
ばいとなっている（ਤද�������）。

2017年度の情報通信分野の研究費は2ஹ
2,448ԯ円となり（લ年比3�5ˋ૿）、2015
年度以降૿加向となっている（ਤද������
�）。

ਤද������� ใ௨৴ۀ࢈のٕज़қֹのਪҠ

ٕज़༌ग़額
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（出య）総務省「Պֶ技術研究調査」（各年）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUNM
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（出య）総務省「平成30年Պֶ技術研究調査」により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUN

＊1�	ใ௨৴ۀ࢈、͜͜Ͱใ௨৴ػցث۩ػؾి、ۀցث۩ۀ、ి子෦ɾσόイスɾి子ճ࿏ۀ、ใ௨৴ۀʢใαʔϏ
スۀ、௨৴ۀ、์ૹۀ、インλʔωοτෟਵɾͦのଞのใ௨৴ۀʣΛ͢ࢦɻ
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ਤද������� අのਪҠڀݚۀا

අڀݚۀا 情報௨信ڀݚۀ࢈අ 情報௨信ڀݚۀඅのׂ߹
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（出య）総務省「Պֶ技術研究調査」（各年）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUN

ਤද������� ใ௨৴のڀݚඅのਪҠ
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（出య）総務省「Պֶ技術研究調査」（各年）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUNM

�ऀڀݚ
者は17万1,2��ਓͰ、�4���ΛΊるڀݚ業の࢈者の͏ͪ、ใ通信ڀݚ業のا●

2018年3月31日現在のզが国の研究者
（企業、非営利団体・公的機関及び大ֶ等の
研究者の合計）は、86ສ6,950人である。
そのうち約58ˋをめる企業の研究者49ສ
8,732人のうち、情報通信産業の研究者は
17ສ1,235人となっており、企業の研究者
の34�3ˋをめている。なお、情報通信産
業の研究者の中では、情報通信機ց器具造
業の研究者が࠷も多い（ਤද�������）。

2007年度末から2017年度末までの企業
研究者数の推移を見ると、企業研究者数全体
にめる情報通信産業研究者数の割合は、
2014年度末以降、減গ向が続いている

（ਤද�������）。

ਤද������� ݱผׂ߹ʢ�����݄��ۀ࢈のऀڀݚのۀا
ʣࡏ

情報௨信ػց
ۀ۩ث
�0��0ਓ
�����

情報௨信ػց
ۀ۩ث
�0��0ਓ
�����

۩ثցػؾి
ۀ���0��ਓ�����
۩ثցػؾి
ۀ���0��ਓ�����

・෦・σόイスࢠి
ۀճ࿏ࢠి
��0�0ਓ�����

・෦・σόイスࢠి
ۀճ࿏ࢠి
��0�0ਓ�����

情報αーϏスۀ
22���ਓ�����
情報αーϏスۀ
22���ਓ�����

௨信ۀ���2�ਓ�����௨信ۀ���2�ਓ�����

インλーωοτ
ෟਵ・そのଞの情報
௨信ۀ�����ਓ�0�2�

インλーωοτ
ෟਵ・そのଞの情報
௨信ۀ�����ਓ�0�2�

そのଞのۀʢ߹ܭʣ
2���0�ਓ

�����

そのଞのۀʢ߹ܭʣ
2���0�ਓ

�����

そのଞの
ʣܭ߹ʢۀ࢈
�����ਓ

��2�

そのଞの
ʣܭ߹ʢۀ࢈
�����ਓ

��2�

ʢ全ۀ࢈のڀݚ者ɿ�����2ਓʣ

์送��0ۀਓ�0�0�์送��0ۀਓ�0�0�

（出య）総務省「平成30年Պֶ技術研究調査」により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUNM

ਤද������� のਪҠऀڀݚۀا

者ڀݚۀا 情報௨信ڀݚۀ࢈者
情報௨信ڀݚۀ࢈者のׂ߹

���� ���� ���0 ���� ���� ���� ���� �0�� ���� ���� ����

���� 20�� ���� ���0 ���� ���2 ���� ���� ���0 ���� ����

�0�� ���2 ���� ���� ����
���� ���0 ���� ���� ���0 ����

0

�

�0

��

20

2�

�0

��

�0

��

0

�0

20

�0

�0

�0

�0

200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢ万ਓʣ ʢˋʣ

ʢʢ年度ʣ

（出య）総務省「Պֶ技術研究調査」（各年）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBHBLV�JOEeY�IUNM
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� I$5ۀاͷ׆ಈ࣮ଶ
情報通信業基本調査は、日本標準産業分類大分類G「情報通信業＊19」にଐする企業の活動実態を明らかにし、

情報通信業に関する施策の基ૅ資ྉを得ることを的として、総務省及び経ࡁ産業省྆省連携の下実施している౷
計法（平成19年法律第53号）に基づく一ൠ౷計調査である（2010年開始）。以下、2018年調査による活動実態
の概要を示す。

ใ௨৴ۀΛӦΉۀاͷ֓ཁʢΞΫςΟϏςΟϕʔε＊20݁Ռʣ�
ア　ௐࠪ݁Ռのશ体֓ཁ
●ใ通信業Λ営Ήا業の売上高は49ஹ円Λ͑、ا業数は�,4�7ࣾ

情報通信業に係る2017年度
のച上高は49ஹ7,496ԯ円（全
社のച上高は66ஹ5,058ԯ円）
で、構成割合をみると、電気通
信業が35�2ˋ（લ年度ࠩ0�1ポ
イント上ঢ）、ソフトウェア業
が31�1ˋ（લ年度ࠩ0�1ポイン
ト上ঢ）、情報処理・提供サー
ビス業が12�9ˋ（લ年度ࠩ0�8
ポイント上ঢ）となっている

（ਤද�������）。
2010年度から2017年度まで

における情報通信業のച上高の
推移を見てみると、2016年度
にඍ減したものの、概Ͷ૿加
向にある（ਤද�������）。

情報通信業を営Ή企業（主業
か൱かをわͣগしでも情報通
信業を営んでいる企業をいう。）
の数は5,467社で、営業利ӹは
6ஹ2,755ԯ円、経常利ӹは6
ஹ9,263ԯ円、保有子会社・関
連会社数は10,304社となって
いる（ਤද�������）。

ਤද������� ใ௨৴ۀのച্ߴʢ����ʣ

ۀ௨信ؾి
ʢ��2ʣ
���2��
���2�

ۀ௨信ؾి
ʢ��2ʣ
���2��
���2�

ιϑτΣΞۀʢ2���ʣ
�����0
�����

ιϑτΣΞۀʢ2���ʣ
�����0
�����

インλーωοτෟਵ
αーϏスۀʢ���ʣ

�����
����

民ؒ์送ۀʢ���ʣ
2����
����

৽ฉۀʢ�2�ʣ
���20
2���

ग़൛ۀʢ���ʣ
�0���
2���

ө૾情報੍࡞・
配ۀڅʢ���ʣ

����
����

༗ઢ์送ۀʢ2��ʣ
�002
��0�

ʢ���ʣۀ࡞੍ࠂ
����
0���

Ի情報੍ۀ࡞ʢ�0�ʣ
��0�
0���

ө૾・Ի・文ࣈ情報੍࡞に
ෟଳするαーϏスۀʢ��0ʣ

����
0���

そのଞの情報௨信ۀ
����
0���

情報ॲཧ・
ఏڙαーϏスۀ

ʢ����ʣ
�����
�2���

情報ॲཧ・
ఏڙαーϏスۀ

ʢ����ʣ
�����
�2���

ใ௨৴ʹۀΔ
����ച্ߴ
��ஹ����ԯԁ

˞�　ʢ　ʣࣾ
˞2　୯Ґɿԯ円
˞�　�ʮそのଞの情報௨信ۀʯと、情報௨信ۀにるച上高༁に͓いて、ओ要事໊ۀʮそのଞʯとしてճの

あͬたのをい͏。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊19	ใ௨৴ۀのൣғٴͼใ௨৴ۀ࢈とのؔに͍ͭͯ、ר4Λࢀরɻ
＊20	ใ௨৴جۀຊௐࠪにお͍ͯ、ใ௨৴ۀΛӦΉۀاશମに͍ͭͯ、ۀاのӦΉ׆ಈ༰にண目͠た݁ՌʢΞΫテΟϏテΟϕʔスʣとओた

るۀࣄ༰にண目͠た݁Ռʢओ֨ۀけϕʔスʣの྆໘ͰऔΓ·とΊ͍ͯるɻ

ਤද������� ใ௨৴ۀのۀا・ച্ߴのਪҠ

ۀا ച上高

�0��

���2
����

����
���� ���� ���� ����

���� �2�� �2�� ���� ���� ���� ���0 ����

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
0�0

�0�0

20�0

�0�0

�0�0

�0�0

�0�0
ʢஹ円ʣ

ʢ年度ʣ
��00

��00

�000

��00

�200

��00

��00

��00

��00

��00
ʢࣾʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM
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イ　構ׂ߹
●12業छத8業छͰ、ࢿຊ͕ۚʮ1億円ະຬʯにଐするا業͕�ׂҎ上ΛΊる

ɹ情報通信業を営Ή企業の構成割合について、資本ۚ規模別にみると、12業種中8業種で「1ԯ円ະຬ」にଐす
る企業が6割以上をめている。ಛにө૾情報制作・配څ業、Ի情報制作業、広告制作業では、「5ઍສ円ະຬ」
にଐする企業が4割以上をめている（ਤද�������）。

ਤද������� ใ௨৴ۀの全ମ֓ཁ

ۀا ॴۀࣄ ऀۀै
ʢਓʣ

ച্ߴ
ʢԯԁʣ

Ӧۀརӹ
ʢԯԁʣ

ৗརӹܦ
ʢԯԁʣ

อ༗ࢠձ ・ࣾ
ؔ連ձࣾ

ৗ࣌
ऀۀै
ʢਓʣ

֘ۀछ
ച্ߴ
ʢԯԁʣ

全体
20��年度 ���� 2���� ���20�2 ������� ������ ��00�� ��0�� ����� �0��2
20��年度 ���� 2��2� ��2���� ������� ���0�� ������ �2��� ��2�� �0�0�

લ年度ൺʢ�ʣ ˛�0�� ˛���� ˛���� ˛���0 ˛���� ��� 2�� ��� ˛���0

ۀ௨信ؾి
20��年度 ��� ��22 ��2�2� ��2�0� ������ ������ �02�2 �0�2� �0��
20��年度 ��2 ���2 ���2�� ���20� 20���� ���2�� ����� �2��� ���

લ年度ൺʢ�ʣ ��� ��� ��� ��� ��� ��0 ��� ��0 ˛��2��

民ؒ์送ۀ
20��年度 ��� ��0� �02�� ���2� 2���� 2���� ���� 2��� ���
20��年度 ��� ���� ���2� ���0� 2���� 2���� 20�2 2��� ���

લ年度ൺʢ�ʣ ˛�0�� ��2 ˛��0�� ˛����� ˛�2�� ˛�0�� ˛����� ˛�0�� ���

༗ઢ์送ۀ
20��年度 2�� ��� 2���� 2���� ��0�0 �2�� ���0 ���� ��
20��年度 2�� ��2 ����� ���0� ����� �002 ���� ���� ���

લ年度ൺʢ�ʣ ˛�0�� ˛�2��� ˛����� ˛����� ˛�2�� ˛���� ˛����� ˛���� ����

ιϑτΣΞۀ
20��年度 2��0 �0��� ��0��� �����0 ���0�� ������ ����� ���2� ����
20��年度 2��� �0��� ���0�� ���0�0 2���0� �����0 ����� 202�0 ����

લ年度ൺʢ�ʣ ˛���� ˛�0�� ˛�2�� ˛�2�� ˛����� ��0 �0�� ���� ˛���2

情報ॲཧ・ఏڙαーϏス
ۀ

20��年度 ���� �0��� ����02 ��0�2� ���0�� ����� ���� ���� 2���
20��年度 ���� ���� �0���2 �0���� ����0� ����� ���� ���� 2���

લ年度ൺʢ�ʣ ��0 ˛���� ��2 ��� ˛���� ���0 ��� �0�� ���

インλーωοτෟਵαー
Ϗスۀ

20��年度 ��� ���� ��0��� ��02�� ����� �02�� ���� �02�� ����
20��年度 ��� ��0� �����2 ����00 ����� ����� �0��� �0��� 20��

લ年度ൺʢ�ʣ ˛�2�� ˛���� ˛�2�2 ˛�2�� ��0 ��� 2�� ��� �2��

ө૾情報੍࡞・配ۀڅ
20��年度 ��� �220 ����� ����2 2���� �0�0 ��2� ���� ��0
20��年度 ��� ���� ����0 ���0� 2���� ���� 2��� 2�0� �2�

લ年度ൺʢ�ʣ ˛�2�� 2��0 2�2 2�� ��� ˛�2�� 2��� 2��� ˛����

Ի情報੍ۀ࡞
20��年度 ��� 2�2 ��2� ���0 ���� ��0� ��� ��� ��
20��年度 �0� 2�� ���� �2�� ��20 ��0� �0� 2�� �0

લ年度ൺʢ�ʣ ˛��0�� ˛���2 ˛���� ˛���� ���� ˛����� ���� ���� ˛�2���

৽ฉۀ
20��年度 �2� 2��� ���0� ����2 ���2� ��2�� ��0 ��� ��0
20��年度 �2� 22�0 �22�� �20�� ����2 ���20 ��� ��2 ���

લ年度ൺʢ�ʣ ��� ��� ˛�2�� ˛�2�� ˛���� ˛���� ��� ��0 ���

ग़൛ۀ
20��年度 ��� ���0 �2�0� �202� ����� �0��� ��2� ��02 ��0
20��年度 ��� ���2 ����� ����� ��22� �0��� ���� ���� ���

લ年度ൺʢ�ʣ 0�� ˛���� ˛���� ˛���0 ˛���2 ˛���� ˛���� ˛�2�0 ˛���0

ۀ࡞੍ࠂ
20��年度 ��� ��� 2���� 2�2�0 2���� ���� ��� �2�� �0��
20��年度 ��� �2� 2��2� 2���� 22��� ���� ��� ���� �2��

લ年度ൺʢ�ʣ ���� ���2 �2�� �2�� ��� �0�� ˛����� ˛��2�� 2���

ө૾・Ի・文ࣈ情報੍
ۀにෟଳするαーϏス࡞

20��年度 ��� ��2 2���� 2�2�2 ���� ���� 2�� �2� ���
20��年度 ��0 ��� 22�20 22�22 ���� ���� �0� ��� 2��

લ年度ൺʢ�ʣ ��� ��2 ��� ��� ��2 0�� ���� ���� ����

ʢܝ࠶ʣテϨϏδϣン・
ラδオ൪੍ۀ࡞

20��年度 ��� ��0 �22�� ����� ��0�� ���� �2� ��� ���
20��年度 ��� ��� �0��� �0�22 �22�� ��2� ��� ��� 2��

લ年度ൺʢ�ʣ ˛���� ˛���0 ˛���0 ˛���0 ˛���� ˛���� ˛����2 ˛���2 ˛�2���
˞�　�ʮ֘ۀ種ച上高ʯとΞΫテΟϏテΟにるച上高をい͏ʢྫ͑ిؾ௨信ۀのʮ֘ۀ種ച上高ʯと、ձࣾ全体のച上高の͏ͪిؾ௨信ۀにるച上高

をい͏ʣ。
˞2　ʮ֘ۀ種ച上高ʯの全体、ʮそのଞʯにճした͕ۀاあるため、༁のܭにҰகしない。
˞�　�ʮʢܝ࠶ʣテϨϏδϣン・ラδオ൪੍ۀ࡞ʯと、ө૾・Ի・文ࣈ情報੍ۀ࡞の͏ͪテϨϏδϣン൪੍͓ۀ࡞Αͼラδオ൪੍ۀ࡞を߹ܭしたのをい͏。

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM
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ウ　࿑ಇੜੑ࢈のঢ়گ
●ใ通信業Λ営Ήا業の࿑ಇੜੑ࢈は1��7�4万円�ਓ

情報通信業を営Ή企業の࿑働生産性＊21は1357�4ສ円�人（લ年度比1�9ˋ૿）、࿑働装備率＊22は1245�6ສ円�
人（લ年度比ほ΅ԣばい）、࿑働分配率＊23は41�2ˋ（લ年度ࠩほ΅ԣばい）となっている（ਤද�������）。

࿑働生産性について業種別にみると、電気通信業（4347�6ສ円�人）、有線放送業（2868�5ສ円�人）、民間放
送業（2061�5ສ円�人）の順となっており、情報通信業の中では、ಛに通信ŋ放送業が高くなっている。また、全
産業の࿑働生産性と比較すると、情報通信業における࿑働生産性は平ۉよりも高いਫ準にあるといえる＊24。

2010年度から2017年度の推移についてみると、࿑働生産性はほ΅ԣばいである（ਤද�������）。

ਤද������� ߹ׂߏۀاผのنຊۚࢿ

���

���

���

��2

0��

��0

0��

0��

0��

0��
0��

� ઍ万円ະຬ �ઍ万円Ҏ上 �ԯ円ະຬ �ԯ円Ҏ上 �ԯ円ະຬ �ԯ円Ҏ上 �ԯ円ະຬ
�ԯ円Ҏ上 �0ԯ円ະຬ �0ԯ円Ҏ上 �0ԯ円ະຬ �0ԯ円Ҏ上 �00ԯ円ະຬ �00ԯ円Ҏ上
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���
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2�2

0��
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情報௨信ۀ全体ʢ����ʣ
ʢ��2ʣۀ௨信ؾి
民ؒ์送ۀʢ���ʣ
༗ઢ์送ۀʢ2��ʣ

ιϑτΣΞۀʢ2���ʣ
情報ॲཧ・ఏڙαーϏスۀʢ����ʣ
インλーωοτෟਵαーϏスۀʢ���ʣ

ө૾情報੍࡞・配ۀڅʢ���ʣ
Ի情報੍ۀ࡞ʢ�0�ʣ

৽ฉۀʢ�2�ʣ
ग़൛ۀʢ���ʣ

ʢ���ʣۀ࡞੍ࠂ
ө૾・Ի・文ࣈ情報੍࡞に
ෟଳするαーϏスۀʢ��0ʣ

ʣテϨϏδϣン・ラδオܝ࠶	
൪੍ۀ࡞ʢ���ʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� ࿑ಇ生࢈性ɺ࿑ಇඋɺ࿑ಇのঢ়گ

ۀا ࿑ಇ生࢈性ʢສԁ�ਓʣ ࿑ಇඋʢສԁ�ਓʣ ࿑ಇʢˋʣ
���� ���� લൺ ���� ���� લൺ ���� ���� લൺ ���� ���� લࠩ

情報௨信ۀ全体 ����� ����� ˛�0��� ���2�0 ������ ���� �2���� �2���� 0�0� ���2 ���2 ˛�0��QU
ۀ௨信ؾి ���� ��2� ���� ������ ������ ˛����� ������ ������ ˛����� ���� ���� 0��QU
民ؒ์送ۀ ���� ���� ˛�0��� 2�0��� 20���� ˛�2��� 2����� �2���� ����� ���� ���� ���QU
༗ઢ์送ۀ 2��� 2��� ˛�0��� 2����� 2����� 2�0� ��2��2 ������ ����� ���� ���� ���QU
ιϑτΣΞۀ 2��0� 2���� ˛����� ����� �0���� ��2� ����� ��2�� ��2� ���� ���� ˛�2�0QU
情報ॲཧ・ఏڙαーϏスۀ ����� ����� ��0� ����� ����� ���� 2���� 2�2�0 ˛�2��� ���2 ���� ��0QU
インλーωοτෟਵαー
Ϗスۀ ���� ���� ˛�2��� ������ ���0�� 0��� �2��� ����� 2��� ���� ���� ˛�0��QU

ө૾情報੍࡞・配ۀڅ ���� ���� ˛�2��� �2���0 �2���� ��0� �20��� �20��� 0��� ���� ���� ˛�2��QU
Ի情報੍ۀ࡞ ���� �0�� ˛��0��� ��02�� ��0��� ����� �2��� �22�� ˛�2��� �2�� ���� ˛����QU
৽ฉۀ �2�� �2�� ���� �����0 ������ ˛�2��� 2����� 2�00�� 2��� ���� ���� ���QU
ग़൛ۀ ���� ���� 0��� �0���� ��0��� 0��� ��2��0 ������ ���� ���� ���� 0��QU
ۀ࡞੍ࠂ ���� ���� ����� ��0��� �22��2 ˛����� ��0�0 �0���� ����� ���� ���� 2��QU
ө૾・Ի・文ࣈ情報੍
ۀにෟଳするαーϏス࡞ ���� ��0� ���� �2��� ����� ���� ����� ��0�2 ˛�0��� �2�� ���� ˛�0��QU

ʢܝ࠶ʣテϨϏδϣン・ラ
δオ൪੍ۀ࡞ ���� ���� ˛����� �����2 ���2�� ˛����� ����� �2��� ˛����� ���� ���� ���QU

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊21	࿑ಇੜ࢈性ʹՃՁֹʸैۀ者ɹैۀһҰ人たΓのՃՁֹΛΈるࢦඪɻ
＊22	࿑ಇඋʹ༗ݻܗఆ࢈ࢿʸैۀ者ɹैۀһҰ人たΓͲΕͩけのࢿຊʢ༗ݻܗఆ࢈ࢿʣΛ用͍ͯ͠る͔ΛΈるࢦඪɻ
＊23	࿑ಇʹڅ༩૯ֹʸՃՁֹʷ100ɹੜΈ出͞ΕたՃՁの͏ͪ、ͲΕͩけ人݅අに͞Εた͔ΛΈるࢦඪɻ
＊24	๏人ۀا౷ܭௐࠪ݁Ռʢฏ29ʣʢ201�9݄3ެදʣにΑると、શۀ࢈ʢۚ༥ۀ、อۀݥΛআ͘ʣの࿑ಇੜ࢈性739ສԁとͳっͯ

͍るɻ
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�26＊ۀɺ์ૹۀ௨৴ؾి

ア　ച্ߴのঢ়گ
●2017年度の売上高は、߹ܭͰ17ஹ�,412億円

電気通信業、放送業の2017年度ച上高は17ஹ5,412
ԯ円（લ年度比1�3ˋ減）であり、事業別にみると、電気
通信事業は14ஹ238ԯ円、民間放送事業は2ஹ3,207ԯ
円、有線テϨビジョン放送事業は4,790ԯ円となってい
る（ਤද�������）。

2010年度から2017年度の推移についてみると、電気
通信業と放送業の྆方においてԣばいである（ਤද����
���）。

イ　ޙࠓのۀࣄӡӦ
通信事業Ͱ4���ˋ、༗ઢςϨϏδϣϯ์ؾ業はిاている͑ߟ1年Ҏに৽ͨͳに事業ల։しͨいͱޙࠓ●
ૹ事業Ͱ4��2ˋ
今後1年以内に新たな分野に事業展開したいとߟえている企業は、電気通信事業で43�5ˋ、民間放送事業で

24�9ˋ、有線テϨビジョン放送事業で45�2ˋとなっている（ਤද�������）。事業展開したい分野をみると、電気
通信事業及び有線テϨビジョン放送事業では「'TT)サービス」を新たに展開したいとߟえる企業が多い。また、

ਤද������� ࿑ಇ生࢈性ɺ࿑ಇඋɺ࿑ಇのਪҠ＊25

࿑ಇ配ʢˋʣ

࿑ಇ生ੑ࢈ʢ万円�ਓʣ
࿑ಇඋʢ万円�ਓʣ�����2 ��0��2 ������ ������ ������

��02��
���2 ������

2�2�

20���� 20���� ������
��0��2 ������

�2���� �2����

���2 �0�2 �0�� ���� �0�� ����
���2 ���2

0

�0

20

�0

�0

�0

�0

�0

�0

�0

�00

0

�00

�000

��00

2000

2�00

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢ万円ʗਓʣ ʢˋʣ

ʢ年度ʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� ௨৴ŋ์ૹۀのച্ߴ
ʢ୯Ґɿࣾ、ஹ円ʣ

۠ɹɹ
����

ۀا ച্ߴ
௨信・์送ۀ全体 ��� ����

ۀ௨信事ؾి ��� ���0

์送事ۀ ��� ���
民ؒ์送事ۀ ��� 2��
༗ઢテϨϏδϣン์送事ۀ 2�� 0��
/), � 0��

˞/),ެදࢿྉにΑる。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� のਪҠߴ・ച্ۀاのۀૹ์・ۀ௨৴ؾి

ʲిؾ௨৴ۀʳ ʲ์ૹۀʳ

ۀا ച上高

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
0�0

��0

��0

2�0

��0

�0�0

�2�0

���0

���0
ʢஹ円ʣ

0

��0

�00

2�0

�0

200

�00

��0

�00

��0

�00
ʢࣾʣ

�00 ��� �2� ��0
�0� ��� ��0 ���

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
0�0

��0

2��

0��

���

���

2�0

��0

��0
ʢஹ円ʣ

0

�00

�00

�00

200

�00

�00

�00

�00

ʢࣾʣ

���������������

��0���
������0���2���0��������

���0��������

����������0�
��0���

�����0

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊25	 2015͔Β2016に͔けͯௐࠪରۀاのҰ෦に৫࠶ฤ͕͋Γௐࠪର֎とͳったたΊ、ൺֱにҙΛཁ͢るɻ
＊26	ใ௨৴جۀຊௐࠪの͏ͪ、֤ۀछݻ༗߲ࣄௐࠪථʢిؾ௨৴ۀ、์ૹۀʣにճ͠た737社ʢۀࣄϕʔスͰ945社ʣに͍ͭͯू͠ܭた

のɻͳお、ຊ์ૹڠ会ʢ/),ʣに͍ͭͯެදࢿྉ͔ΒΛܭ上͍ͯ͠るɻ
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民間放送事業では「ウェブコンテンπ配信」
への展開ҙ向が多い（ਤද��������）。

์ૹ൪੍27＊ۀ࡞�
ア　ച্ߴのঢ়گ
●2017年度の売上高は、�,247億円

放 送 ൪ 組 制 作 業 の2017年 度 ച 上 高 は
3,247ԯ円（લ年度比6�2ˋ減）となってい
る（ਤද��������）。

ਤද�������� ల։し͍ͨͱ͍ͯ͑ߟΔۀࣄの༰ʢෳճ্Ґʣ

2���

20��

����

����

22�2

����

�0��

�2��

����

����

����

����

'TT)αーϏス

そのଞの
インλーωοτ
ෟਵαーϏスۀ
ແઢインλーωοτ
ΞΫηス
ʢެऺແઢ-"/ʣ
情報ωοτϫーΫ・
ηΩϡϦテΟ・
αーϏス

ۀࣄ௨৴ؾి

����

����

����

���

����

2���

���

����

����

����

����

����

Σϒίンテンπ
配信

インλーωοτ
ۀࠂ

そのଞの
インλーωοτ
ෟਵαーϏスۀ
ΣϒҎ֎の
σδλϧ
ίンテンπ੍࡞

民ؒ์ૹۀࣄ

�0�0
����

���0

�2�0

�2�0

����

���2

����

����

����

����

����

'TT)αーϏス

ແઢインλーωοτ
ΞΫηス
ʢެऺແઢ-"/ʣ

έーϒϧ
インλーωοτ

そのଞの
インλーωοτ
ෟਵαーϏスۀ

༗ઢςϨビδϣϯ์ૹۀࣄ

0 �0 20 �0
ʢ�ʣ

0 �0 20 �0 �0
ʢ�ʣ

0 �0 20 �0 �0 �0
ʢ�ʣ

20��年度ʢO��2�ʣ
20��年度ʢO���2ʣ

20��年度ʢO����ʣ
20��年度ʢO���ʣ
20��年度ʢO���ʣ

20��年度ʢO���ʣ
20��年度ʢO���ʣ
20��年度ʢO��00ʣ

20��年度ʢO��0ʣ

˞、ޙࠓ�年Ҏに৽たに展開したいと͑ߟている事͕ۀあるとճしたۀاにめるׂ߹である。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� ์ૹ൪੍ۀ࡞のۀا・ച্ߴのਪҠ

ۀا ച上高

2�� �0�
���

��� �0� ��2 ��� ���

2��0 2�2�
�2��

��0�
�2��

�0�0
���0

�2��

0

�0

�00

��0
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2�0

�00

��0

�00

��0

�00

0

�00

�000

��00
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2�00

�000

��00

�000

��00

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

ʢԯ円ʣʢࣾʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊27	ใ௨৴جۀຊௐࠪの͏ͪ、֤ۀछݻ༗߲ࣄௐࠪථʢ์ૹ൪੍ۀ࡞ʣにճ͠た316社に͍ͭͯू͠ܭたのɻ

ਤද������� ৽ͨなʹۀࣄల։し͍ͨͱ͍ͯ͑ߟΔۀاのׂ
߹

20��年度ʢO���0ʣ

20��年度ʢO�2��ʣ

20��年度ʢO��0�ʣ

20��年度ʢO�2��ʣ

20��年度ʢO�2��ʣ

20��年度ʢO��0�ʣ

20��年度ʢO����ʣ

20��年度ʢO����ʣ

20��年度ʢO����ʣ

ۀࣄ௨৴ؾి

民ؒ์ૹۀࣄ

༗ઢςϨビδϣϯ์ૹۀࣄ

0 20 �0 �0 �0ʢˋʣ

���0

�2��

����

����

2���

2���

����

���2

���2

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM
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イ　テϨビ์ૹ൪のೋ࣍ར用
●ೋ࣍利༻Λͬߦているا業のׂ߹͕増加

2017年度に制作し、「完パケ」＊2�納したテϨビ放送൪組を保有している企業のうち、二次利用を行っているも
のは74�6ˋ（લ年度ࠩ4�5ポイント下）となっている。二次利用の形態は、「࠶放送への利用」（76�8ˋ）の割合
が࠷も大きい（ਤද��������）。

ΠϯλʔωοτෟਵαʔϏε29＊ۀ�
ア　ച্ߴのঢ়گ
●2017年度の売上高は、2ஹ�,�1�億円

インターネットෟਵサービス業の2017年度ച上高は2ஹ5,613ԯ円（લ年度比1�2�૿）であり、1企業当たり
のച上高は48�4ԯ円（લ年度比2�1ˋ૿）となっている。ച上高をサービス別にみると、「ウェブコンテンπ配信
業」、ʮショッピングサイト運営業及びオークションサイト運営業ʯ、ʮクラウドコンピューティングサービスʯの順
となっている（ਤද��������）。

2010年度から2017年度の推移について見てみると、ച上高は2012年度に一度མちࠐんͩものの、૿加向に
ある。一方で、企業数は2013年度がピークとなっている。

ਤද�������� ςϨビ์ૹ൪のೋ࣍ར༻のঢ়ٴگͼೋ࣍ར༻のܗଶʢෳճ্Ґ�Ґʣ

0 �0 20 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �0 �00

20��年度
ʢO����ʣ

20��年度
ʢO�220ʣ

20��年度
ʢO�220ʣ

ʢ�ʣ

ೋ࣍利用していないೋ࣍利用している

0 20 �0 �0 �0 �00

送への利用์࠶

ϏσオԽʢ%7%・
#%・C%�30.Խ
等をؚΉʣ

インλーωοτに
Αる配信

έーϒϧテϨϏ
์送൪
としての利用

Ӵ์送ʢC4をؚΉʣ
൪としての利用

ʻೋ࣍ར༻ܗଶʼ ʢ�ʣ

20��年度ʢO����ʣ
20��年度ʢO����ʣ

20��年度ʢO����ʣ

����

����

�0��

2���

20��

2���

���0

���2

�0�0

�0��

2���

����

����

�2��

2���

2���

����

����

����
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（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

શに出དྷ上͕っ͍ͯる൪の͜とΛ͍͏ɻと、ऩɾฤूͳͲ͕ऴΘΓ͍ͭͰ์ૹͰ͖るΑ͏に「ύέ」	�2＊
＊29	ใ௨৴جۀຊௐࠪの͏ͪ、֤ۀछݻ༗߲ࣄௐࠪථʢインλʔωοτෟਵαʔϏスۀʣにճ͠た529社に͍ͭͯू͠ܭたのɻ
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イ　ޙࠓのۀࣄ展開
●ใωοτϫʔΫɾηΩϡϦςΟɾαʔϏε、ใॲཧɾఏڙαʔϏεΛల։しͨいͱ͑ߟているا業͕増加

今後新たに展開したいとߟえている事業分野について、ճ企業の割合が大きかったものは「クラウドコン
ピューティングサービス」が15�4ˋ（લ年度ࠩ4�3ポイント下）、「ウェブコンテンπ配信」が15�4ˋ（લ年度
ࠩ2�6ポイント下）、「情報ネットワーク・セキュリティ・サービス」が14�9ˋ（લ年度ࠩ3�4ポイント上ঢ）と
なっている。（ਤද��������）。

ਤද�������� サービスผۀا・ച্ߴʢΞΫςΟビςΟϕースʣ

ۀا ച্ߴʢԯԁʣ ʢԯԁʣߴͨりച্ۀا�

���� ���� લൺ
ʢˋʣ ���� ���� લൺ

ʢˋʣ ���� ���� લൺ
ʢˋʣ

ܭ߹ ��� �2� ˛�0�� 2������ 2���2�� ��2 ���� ���� 2��
Σϒ情報検ࡧαーϏスۀ �� �0 ���� �0���� �20��� ���0 ���� ���� ���
シϣοϐンάαイτӡӦۀ及ͼオーΫシϣンαイτӡӦۀ �� �� ˛���� 2����� ��00�� �2�0 ���� ���0 ����
ۀ൘・ϒϩάαーϏス・4/4ӡӦࣔܝࢠి �� �� ��� ����� ����� ��� 2��� 2��� 2��
Σϒίンテンπ配信ۀ ��2 ��� ˛���� ���2�2 ��2��� ˛���� ���� ���� ˛����

͏ͪI1T7αーϏスにΑるऩೖ �� �2 ˛�20�0 ����� ��2�� ˛����� ���0 ���� ��0
ΫラυίンϐϡーテΟンάαーϏス �2� ��� ˛��0�� ������ �2���� ��� ��0 �0�� ����
ۀ認証ࢠి �� �0 ˛�2��� ���� ���� ˛���� ��2 ��� 2���
情報ωοτϫーΫ・ηΩϡϦテΟ・αーϏスۀ �� �2 ˛���� ��0�� ��0�� ˛���2 �2�� �2�� ˛����
課ۚ・決ࡁۀߦ 2� 2� ˛���0 ����� �00��� 2��� �2�� �2�0 2���
αーόཧ受託ۀ �� �2 ˛���2 2���2 �2��� �2�� ��� ��0 ���2
そのଞのインλーωοτෟਵαーϏスۀ �22 ��� 2��� ������ ��20�� ��2 ���� ���� ˛��2��
˞�　ෳ事ۀをซӦする͕ۀاあるため、ۀاの߹ܭと༁の和ඞͣしҰகしない。
˞2　ച上高の༁にճのない͕ۀاあるため、ച上高の߹ܭと༁の和Ұகしない。
˞�　�ʮシϣοϐンάαイτӡӦۀ及ͼオーΫシϣンαイτӡӦۀʯインλーωοτ・シϣοϐンά・αイτӡӦۀ及ͼインλーωοτ・オーΫシϣン・αイτӡ

Ӧۀをい͏。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� Πϯλーωοトෟਵサービスۀのۀا・ച্ߴのਪҠ

ۀا ച上高

���
��� ��2

���
��0

���
��� �2�

��2

��� ���

��� ���

2��
2�� 2��

0

�00

200

�00

�00

�00

�00

�00

0�0

0��

��0

���

2�0

2��

��0

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円ʣ

ʢ年度ʣ

ʢࣾʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� ʢෳճ্Ґʣگのঢ়ۀࣄΔ͍ͯ͑ߟ৽ͨʹల։し͍ͨͱޙࠓ

そのଞのインλーωοτෟਵαーϏス

Σϒίンテンπ配信

ΫラυίンϐϡーテΟンάαーϏス

0 � �0 �� 20 2� �0 �� �0ʢˋʣ

20��年度ʢO����ʣ20��年度ʢO����ʣ 20��年度ʢO����ʣ

����

����

����

����

���0

����

����

情報ωοτϫーΫ・ηΩϡϦテΟ・αーϏス
����

����
���0

情報ॲཧ・ఏڙαーϏス
����

�2�0 ����

����

2���

˞ճにʮޙࠓ৽たに展開したいと͑ߟている事ۀʯ͕あͬたۀاでআしたである。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM
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ใαʔϏε30＊ۀ�
ア　ച্ߴのঢ়گ
●2017年度の売上高は、17ஹ�,091億円

情報サービス業の2017年度ച上高は17ஹ5,091ԯ円であり、1企業当たりのച上高は50�1ԯ円（લ年度比
4�8ˋ૿）となっている。ച上高を業種別にみると、すべての業種がࡢ年度より૿加している（ਤද��������）。

2010年度から2017年度の推移についてみると、ച上高は૿加向にあり、企業数は2012年度以降ඍ૿を続け
ている（ਤද��������）。
ਤද�������� ʢΞΫςΟビςΟϕースʣߴͱച্ۀاछผۀ

ۀا ച্ߴʢԯԁʣ ʢԯԁʣߴͨりച্ۀا�

���� ���� લൺ
ʢ�ʣ ���� ���� લൺ

ʢ�ʣ ���� ���� લൺ
ʢ�ʣ

ܭ߹ ��0� ���� ˛�0�� ���2�� ���0�� ��� ���� �0�� ���
受託開ൃιϑτΣΞۀ 2��� 2�2� ˛���� ����� �0��� ��� ���� ���� ���
ࠐみιϑτΣΞۀ 2�� 2�� ��� 2�0� �22� 2��� �0�� �2�2 ����
パοέーδιϑτΣΞۀ ��� ��0 0�� �0��0 ���2� ��� ���� ���� ���
ήームιϑτΣΞۀ �� �� ˛���� ���� ���� ��0 ���� ���2 ����
情報ॲཧαーϏスۀ �0�� �0�0 ��2 ��2�� ����� 2�� ���� ���� ˛�0��
情報ఏڙαーϏスۀ ��� ��� ˛���� 2��� �2�� ���� ���� ���� 20��
ۀ調査・ੈ調査・ࣾձ調査ࢢ �� �0 ˛���2 ���� 2��� ���� ���� 2��2 ����
そのଞの情報αーϏスۀ �0�� ��0� ��� 2���� 2���0 ���2 2��2 2��� ���

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� ใサービスۀのۀا・ച্ߴのਪҠ＊31

ۀا ച上高

�0��
���� ���2 ���� ���� ���� ��0� ����

�2��
���� ���0 ���� ����

���� ����
����

0

�00

�000

��00

2000

2�00

�000

��00

�000

0�00

2�00

��00

��00

��00

�0�00

�2�00

���00

���00

���00

20�00

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円ʣʢࣾʣ

ʢ年度ʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊30	ใ௨৴جۀຊௐࠪの͏ͪ、֤ۀछݻ༗߲ࣄௐࠪථʢใαʔϏスۀʣにճ͠た349�社に͍ͭͯू͠ܭたのɻ
＊31	 2010͔Β2014ओ֨ۀけϕʔスʢۀاΛച上高の࠷େ͖͍ۀछに֨けͯ͠ച上ΛूܭʣにΑるू2015、ܭ͔Β2017

ΞΫテΟϏテΟϕʔスʢओ͔ۀ൱͔ΛΘͣ、少͠ͰӦΜͰ͍るۀछにۀاશମのച上ΛूܭʣにΑるूܭΛお͜ͳっ͍ͯるたΊ、ൺֱ
にҙΛཁ͢るɻ
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イ　ݩ͚ŋԼ͚のঢ়گ
ˋ��Լ͚͕�8͚͕࣍87�2ˋ、Ұݩ、業数のׂ߹はا͚ŋԼ͚ผݩ●

開発ŋ制作部における元請け・下請け別の企業数の割合は、資本ۚ規模が大きくなるに従い、元請けの割合が
૿加し、下請けの割合が減গしている（ਤද��������）。

ө૾ɾԻɾจࣈใ੍32＊ۀ࡞�
ア　ച্ߴのঢ়گ
●2017年度の売上高は、2ஹ9,041億円

ө૾・Ի・จࣈ情報制作業の2017年度ച上高は2ஹ9,041ԯ円（લ年度比2�2ˋ減）であり、1企業当たりの
ച上高は39�9ԯ円（લ年度比1�4ˋ減）となっている。ച上高を業種別にみると、新ฉ業が࠷も多く、出൛業、広
告制作業の順となっている（ਤද��������）。

2010年度から2017年度の推移についてみると、2013年度以降はച上高、企業数ともにԣばいである。（ਤද
��������）。

ਤද�������� گ͚・Լ͚のঢ়ݩ

元請͚ Ұ࣍Լ請͚ ೋ࣍Լ請͚ Ҏ߱のԼ請͚࣍ࡾ

ʲݩ͚・Լ͚ۀاのׂ߹ʳ ʲࢿຊۚنผۀاのׂ߹ʳ

���2 ����
�0��

���0

���� ����
���0

���0

2��� 2��0
����

������ �0�� ��� 2��
0

20

�0

�0

�0

�00

ܭ߹ �ઍ万円ʙ
�ԯ円ະຬ

�ԯ円ʙ
�ԯ円ະຬ

�ԯ円Ҏ上

ʢˋʣ

���� ���2

���0 ����

2��� 2���

��� ���

0

20

�0

�0

�0

�00

20��年度 20��年度

ʢ�ʣ

˞元請͚・Լ請͚の࣮ࢪෳճであり、ճのあͬたۀاでूܭ。
（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� ʢΞΫςΟビςΟϕースʣߴͱച্ۀاछผۀ

ۀا ച্ߴʢԯԁʣ ʢԯԁʣߴͨりച্ۀا�

���� ���� લൺ
ʢˋʣ ���� ���� લൺ

ʢˋʣ ���� ���� લൺ
ʢˋʣ

ܭ߹ ��� �2� ˛�0�� 2���� 2�0�� ˛�2�2 �0�� ���� ˛����
өը・Ϗσオ੍ۀ࡞ ��� �2� ˛���� �0�0 ���� ���� ��� ��2 ����
Ξχϝーシϣン੍ۀ࡞ 2� �2 �0�� ��� ��� 22�� 2��� 2��0 ����
Ϩίーυ੍ۀ࡞ 2� 2� ˛��0�� ���� ���� 0�0 �2�� ���� ����
৽ฉۀ ��� ��� 0�� �0��� ���� ˛�2�� ���� ���2 ˛���0
ग़൛ۀ ��� �0� ˛���� �2�2 ���� ˛���� 2��� 2��� ˛�0��
ۀ࡞੍ࠂ ��� ��� ˛�2�� ���� ���� ˛���� 2��� 22�� ˛����
өը・Ϗσオ・テϨϏδϣン൪配ۀڅ �� �� 2�� ���� ���� ˛���0 ���� ���� ˛����
ө૾・Ի・文ࣈ情報੍࡞にෟଳするαーϏス
ۀ ��� ��� ˛���� ���2 ��2� ˛���� ��� ��� ��0

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊32	ใ௨৴جۀຊௐࠪの͏ͪ、֤ۀछݻ༗߲ࣄௐࠪථʢө૾ɾԻɾจࣈใ੍ۀ࡞ʣにճ͠た72�社に͍ͭͯू͠ܭたのɻ
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イ　՝ۚシステムのঢ়گ
●定੍ֹの՝ۚγεςϜのׂ߹͕֦େ

ө૾ŋԻָの配信に係る課ۚシステムをみ
ると、「定ֹ制」が35�7ˋ（લ年度ࠩ1�1ポ
イント下）と࠷も高く、次いで「定ֹ制と
従量制の組み合わせ」が29�2ˋ（લ年度ࠩ
0�9ポイント下）となっている。広告モデ
ルによる無ྉ配信が26�3�（લ年度ࠩ4�2ポ
イント上ঢ）と拡大向にある（ਤද������
��）。

� ͷಈࢢ௨৴ؾి

�نࢢ
通信事業の売上高ΛΈるͱ、Ҡಈ通信ؾి●
͕શମの数Ҏ上ΛΊ、ผͰはσʔ
λૹのΊるൺ͕年々上ঢ
2017年度における電気通信事業のച上高

は、14ஹ238ԯ円（લ年度比1�1�減）と
なっている（ਤද�������）。

、定通信＊34と移動通信＊35のച上比率はݻ
ݻ 定 通 信 の 割 合 が32�4ˋ、 移 動 通 信 が
52�2ˋとなっている（ਤද�������）。また、
ച上高の役務別比率をみると、Ի伝送役務
の割合が全体の27�6ˋであり、データ伝送
役務は56�9�となっている（ਤද�������）。

ਤද�������� ө૾・Ի・จࣈใ੍ۀ࡞のۀا・ച্ߴのਪҠ＊33

ۀا ച上高

���

���
�0� ���

�2�
���

��� �2�

2�2

2��
2�� 2�� 2�� 2��

��0 2��

0

�00

200

�00

�00

�00

�00

�00

�00

0�00

0��0

��00

���0

2�00

2��0

��00

���0

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円ʣʢࣾʣ

ʢ年度ʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද�������� ө૾・Իָの৴ʹΔ՝ۚγスςϜ

ैྔ੍
ϞσϧにΑるແྉ配信ࠂ
定額੍ 定額੍とैྔ੍のみ߹Θͤ

0 20 �0 �0 �0 �00ʢˋʣ

20��年度
ʢO����ʣ

20��年度
ʢO����ʣ

20��年度
ʢO��2�ʣ

����

����

����

���

���0

���2

2��2

�0��

�2�0

2���

22��

20�0

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� のਪҠߴのച্ۀࣄ௨৴ؾి

��2��� �2���� ������ ����0� ��0��2 �����2 ��02��

0

20000

�0000

�0000

�0000

�00000

�20000

��0000

��0000

20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢԯ円ʣ

ʢ年度ʣ
˞ച上高全ճ事ۀ者のੵ上͛であり、各年度のճ事ۀ者͕ҟなるため、ൺֱに注
ҙを要する。

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊33	 2010͔Β2014ओ֨ۀけϕʔスʢۀاΛച上高の࠷େ͖͍ۀछに֨けͯ͠ച上ΛूܭʣにΑるू2015、ܭ͔Β2017
ΞΫテΟϏテΟϕʔスʢओ͔ۀ൱͔ΛΘͣ、少͠ͰӦΜͰ͍るۀछにۀاશମのച上ΛूܭʣにΑるूܭΛお͜ͳっ͍ͯるたΊ、ൺֱ
にҙΛཁ͢るɻ

ɻܭ߹の「ఆσʔλૹݻ」ͼٴ「ʣࡍࠃఆԻૹʢݻ」、「ʣࠃఆԻૹʢݻ」	34＊
ɻܭ߹ͼ「#8"σʔλૹ」のٴ「ଳຢ1)4σʔλૹܞ」、「ଳຢ1)4Իૹܞ」	35＊
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移動系通信サービス主要事業者のARP6をみると、NTTドコモは4,800円、,%%Iは6,560円、ソフトバンク
は4,360円となっている（ਤද�������）。

ਤද������� ఆ௨৴ͱҠಈ௨৴ݻのऀۀࣄ௨৴ؾి
のച্ൺのਪҠ

���� �0�� ���� 2��� ���� �2��

�0�� ���2 ����
���� ���� �2�2

�2�� �2�� ��0 ���0 ���� ����

0
�0
20
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0

�00

200� 200� 20�2 20�� 20�� 20��

ʢˋʣ

ʢ年度ʣ

定௨信ݻ Ҡಈ௨信 そのଞ

˞ച上༁ʮෆ明ʯをআいて算ग़
（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� のԻૹͱσーλऀۀࣄ௨৴ؾి
ૹのച্ൺのਪҠ

0
�0
20
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0

�00
ʢˋʣ

����
�2��

�0��
2��2 2��� 2���

2���
���� �0��

���� ���� ����

�2�� �2�� ��0 ���0 ���� ����

200� 200� 20�2 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

Ի送 σーλ送 そのଞ

˞ച上༁ʮෆ明ʯをআいて算ग़
（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

�ऀۀࣄ
通信事業者数は、�年࿈ଓ増加ؾి●

2018年度末における電気通信事業者数は1ສ9,818者（登事業者327者、ಧ出事業者1ສ9,491者）となっ
ている（ਤද�������）。また、国内における通信業քの変ભはਤද�������のとおりとなっている。

ਤද������� Ҡಈମ�ࣾのۙ�ؒのҠಈମ"316のਪҠࠃ

�2�0 �2�0 �2�0 ���0

2�20 2��0 ���0 ���0
���0 ���0 ���0 ���0

���0 ���0 ���0 ��00

�20 ��0
��0 ��0

��0��0 ��0 ��0���� ����
����

����

��00

����

���� ����
���� ����

���0

�00

����

���� ���� ���� ����

���0

����

0

�000

2000

�000

�000

�000

�000

�000

��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度 ��年度
/55υίϞ ,%%*ʢBVʣ ιϑトόϯΫ

ʢ円 �݄ʣ

Ի"316ʴ
σーλ"316
Ի"316

そのଞ"316
σーλ"316

˞�　各ࣾの"316、各ࣾ͝とのج४で算ग़、ެද͞れているの。ಉҰのܭ算方๏で算ग़͞れたのでない。
˞2　�,%%IʢBVʣのいͣれʠ"31"ʡʢ"WFSBHF�3FWFOVF�1FS�"DDPVOUʣのをҾ用したの。20��年度のについて、"316かΒ"31"にを

मਖ਼した。
˞�　/TTυίϞ及ͼιϑτόンΫの20��年度のについて、20��年度かΒ20��年度·でのと݅をἧ͑るためにをमਖ਼した。
˞�　/TTυίϞ及ͼιϑτόンΫの20��年度の、それͧれ20��年度·でのかΒදࣔ方๏͕ม͞ߋれているため、ൺֱに注ҙ͕ඞ要。

（出య）各社ܾࢉ資ྉにより作成

ਤද������� のਪҠऀۀࣄ௨৴ؾి

ʢʣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
者ۀ௨信事ؾి ��2�0� ������ ���0�� ��0��� ���2�� ���2�� ������ ����� ��0�� �����

（出య）情報通信౷計データベース
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�peME�UTVVTIJO04�IUNM
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�گੜঢ়ൃނࣄ௨৴αʔϏεͷؾి
●2017年度のॏେͳ事36＊ނのൃੜ݅数は4
݅
2017年度に報告のあった࢛期ຖの報告

を要する事故＊37は、6,205݅となり、その
うち、重大な事故は4݅であり、2016年度
より1݅減গした（ਤද�������）。なお、
2011年3月11日に発生した東日本大震災に
う電気通信役務のఀ止については、事故݅
数に含めていない。

ਤද������� քのมભۀ௨৴ࠃ

ιϑトόϯΫ##

ʢฏ成��年�0݄Χーライϧ͕ࣜגऔಘʣ

ԭೄηϧϥー

δϡϐλーςϨίϜ
ʢฏ成�年�݄ݻ定ి事ۀ開࢝ʣ

ϫΠϞόΠϧ

BV

ʢฏ成2�年�໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成2�年�݄連݁ࢠձࣾԽʣ

ʢฏ成2�年�݄߹ซʣ
-*/&ϞόΠϧ

ʢฏ成�0年�݄
務ఏ携ʣۀ

ʢฏ成��年2݄ιϑτόンΫ͕買ऩʣ

ʢฏ成��年�݄߹ซʣ

ʢত和��年�ׂ݄・৽ઃʣ

ʦฏ���ׂ݄・࠶ฤʧ
/TTʢג࣋ձࣾʣ�

ʢฏ成�年�ׂ݄・࠶ฤʣ

II+
ʢฏ成��年�݄ग़ࢿ・ච಄גओʣ

,%%

ຊߴ௨৴ʢ58+ʣ

%%*
ຊҠಈ௨৴ʢ*%0ʣ

ʢত和2�年�݄国ిࡍ開࢝、
ฏ成�年�݄国தిܧ開࢝ʣ

ʢฏ成元年�݄国தిܧ開࢝ʣ

ʢฏ成元年�݄国தిܧ開࢝ʣ

ʦত���݄民ӦԽʧ

ʢฏ成�0年�2݄߹ซʣ

ηϧラーࣾ�ܥ
ʢฏ成��年�0݄߹ซʣ ʢฏ成��年�0݄߹ซʣ

ʢฏ成2年�݄Ճೖి開࢝ʣ

ຊςϨίϜ

ຊࡍࠃ௨৴ʢ*5+ʣ

σδλϧ௨৴ʢ*%$ʣࡍࠃ

ʢฏ成元年�݄国தిܧ開࢝ʣ

ʢฏ成�年�0݄国ిࡍ開࢝ʣ

ʢฏ成�年�0݄国ిࡍ開࢝ʣ

ʢฏ成�年�0݄߹ซʣ

+ϑΥン
ຊテϨίム

+ϑΥン ϘーμϑΥン
σδλϧϗン

ʢӳ#T͕ग़ࢿʣ
ʢฏ成��年�݄

ӳϘーμϑΥン͕ࣜגऔಘʣ

ʢฏ成��年�݄ӳC�8͕買ऩ、໊ࣾมߋʣ ιϑトόϯΫςϨίϜʢฏ成��年�݄߹ซʣ

ʢฏ成�2年�0݄%4-事ۀ開࢝ʣ

/TT౦ຊʢ地域ʣ�
/TTຊʢ地域ʣ�

ʢฏ成��年�݄ϦοϓϧουかΒιϑτόンΫ͕買ऩʣ

ʢฏ成��年�0໊݄ࣾมߋʣ

ຊテϨίム)%
ʢฏ成��年�݄)%Խʣ

ϘーμϑΥン)%
ʢฏ成��年�2໊݄ࣾมߋʣ ʢฏ成��年�݄ιϑτόンΫ͕

買ऩ、�0໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成��年�݄携ଳి事ۀ開࢝ʣ

ʢฏ成20年�݄�ࣾに߹ซʣ

%%*ポέοト

ʢฏ成��年�݄%4-事ۀ開࢝ʣ

ʢฏ成��年�݄%4-事ۀ開࢝ʣΞοΧ・ωοτϫーΫス
Πー・ΞΫηス

イー・Ϟόイϧ

パϫーυίム

ʢฏ成��年�݄
ग़ࢿʣ

62ίϛϡχέーγϣϯζ

ʢฏ成2�年�݄߹ซʣ

Οϧίム
ʢฏ成22年�2݄

ऩׂʣٵ

έーϒϧŋΞンυ・ϫイϠϨスI%C

%%Iϙέοτ

ʢত和��年Ξφϩά自ಈंి開࢝ʣ

ʢ�ಛघձࣾʣ

ԭೄηϧϥー
,%%*

δϡϐλーςϨίϜʢ+�$0.ʣ
δϟύϯ・έーϒϧωοト

ʢฏ成��年�2݄ݻ定ి事ۀ開࢝ʣ ʢฏ成2�年�݄連݁ࢠձࣾԽʣ

ʢฏ成2�年�݄߹ซʣ

,%%*άϧーϓ

/55౦ຊ
/55ʢג࣋ձࣾʣ

/55ຊ
/55ίϛϡχέーγϣϯζ
/55υίϞ

##ςΫϊϩδー
ιϑτόンΫI%C

ιϑトόϯΫϞόΠϧ

ʢฏ成2�年�݄
連݁ࢠձࣾԽʣ

ʢฏ成��年�݄パϫーυίムと߹ซ・໊ࣾมߋʣ

/55άϧーϓ

/55σーλ

/TTίϛϡχέーシϣンζʢڑ・国ࡍʣ

πーΧー �ࣾ

ʢত和��年�݄σーλ送事ۀ開࢝ʣ
ຊిؾ

/&CϏοάϩーϒ ビοάϩーϒ
ʢฏ成2�年�݄連݁ࢠձࣾԽʣ

ビοάϩーϒ
ʢฏ成��年�݄ࣾʣ ʢฏ成2�年�݄ಠཱ・໊ࣾมߋʣ౦ژ௨৴ωοトϫŖΫʢ55/FUʣ

Ϡϑーʢฏ成��年�݄σーλ送事ۀ開࢝ʣ

ʢฏ成��年�݄ӳϘーμϑΥン͕ࣜגऔಘʣ

ʢত和2�年�݄ຊి信ిެࣾઃཱʣ

ʢฏ成��年�0໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成��年2໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成��年�໊݄ࣾมߋʣ

ιϑトόϯΫ

8JSFMFTT$JUZ1MBOOJOH

ιϑトόϯΫάϧーϓ

Ϡϑー

ָఱάϧーϓ

ָఱίϛϡχέーγϣϯζ
ָఱϞόΠϧ

ʢฏ成��年2݄σーλ送事ۀ開࢝ʣ
ʢฏ成��年�ָ݄ఱ͕買ऩʣ ʢฏ成2�年�2໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成2�年2݄.7/0事ۀఏڙ開࢝ʣ

ʢฏ成2�年2݄ࢠձࣾԽʣ

/TTσーλ

ϑϡーδϣϯ・ίϛϡχέーγϣϯζ

ʢฏ成22年�݄ϝοηーδ送αーϏスఏڙ開࢝ʣ ָఱ

-*/&ϞόΠϧ

քのओなมભۀ௨৴ؾのిࠃ

ʢฏ成�0年�݄���()[ଳ開ઃܭըの認定ʣָ ఱϞόイϧωοτϫーΫ ָఱϞόΠϧʢฏ成��年�໊݄ࣾมߋʣ

ʢฏ成��年�݄.7/0
事ۀҠʣ

/
5
5

,
%
%
*

ớ
ฏ

�2

�0
݄
߹
ซ
Ờ

ι
ϑ
τ
ό
ϯ
Ϋ

ớ
ฏ

2�

�
݄
߹
ซ
Ờ

ớ
ฏ

2�

�
݄
߹
ซ
Ờ

/TTυίϞʢҠಈʣ

62ίϛϡχέーγϣϯζ

ָఱίϛϡχέーγϣϯζ

＊36	ɾిؾ௨৴役のఏڙΛఀࢭຢ࣭ΛԼͤ͞たނࣄͰ、࣍のج४に֘͢るの
	 ɹҰ	ٸۓ௨ใΛऔΓѻ͏Իૹ役：
	 ɹɹ	ܧଓؒ࣌1ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者3ສҎ上のの
	 ɹೋ	ٸۓ௨ใΛऔΓѻΘͳ͍Իૹ役：
	 ɹɹ	ܧଓؒ࣌2ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者3ສҎ上ののຢܧଓؒ࣌1ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者10ສҎ上のの
	 ɹࡾ	利用者͔Βిؾ௨৴役のఏڙのରՁとͯ͠のྉۚのࢧΛडけͳ͍インλʔωοτؔ࿈αʔϏスʢԻૹ役Λআ͘ʣ：
	 ɹɹ	ܧଓؒ࣌24ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者10ສҎ上ののຢܧଓؒ࣌12ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者100ສҎ上の
	 ɹ࢛	Ұ͔Βࡾ·Ͱに͛ܝるిؾ௨৴役Ҏ֎のిؾ௨৴役：
	 ɹɹ	ܧଓؒ࣌2ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者3ສҎ上ののຢܧଓؒ࣌1ؒ࣌Ҏ上͔ͭӨڹ利用者100ສҎ上
	 ɾ	Ӵ、ւఈέʔϒϧͦのଞ͜Εに४ͣるॏཁͳిؾ௨৴ઃඋのނোの߹、ͦのઃඋΛ利用͢るશͯの௨৴のૄ௨͕2ؒ࣌Ҏ上ෆͰ͋

るの
Ҏ上ののɻؒ࣌2ؒ࣌ଓܧ利用者3ສҎ上ຢڹͰ、Өނࣄຢ࣭ΛԼͤ͞たࢭΛఀڙ௨৴役のఏؾి	37＊

ਤද������� ॏେなނࣄのൃ生݅のਪҠ
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200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ
（出య）総務省「電気通信サービスの事故発生状況（平成29年度）」
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� ์ૹࢢͷಈ

์ૹࢢͷن�
ア　์ૹऀۀࣄのച্ߴ等
●�2017年度の์ૹ事業者売上高は�ஹ9,��7億円

զが国における放送は、受信ྉ収入を経営の基盤とするN),（日本放送協会）と、広告収入又は有ྉ放送のྉ
ۚ収入を基盤とする民間放送事業者の二元体制により行われている。また、放送大ֶֶԂが、教育のための放送を
行っている。

放送事業収入及び放送事業外収入を含めた放送事業者全体のച上高については、2016年度より૿加し、2017
年度は、3ஹ9,337ԯ円（લ年度比0�1ˋ૿）となった。

その内༁をみると、地上系民間基װ放送事業者のച上高総計が2ஹ3,471ԯ円（લ年度比1�3ˋ減）、衛星系民間
放送事業者のച上高総計が3,697ԯ円（લ年度比6�8�૿）、ケーブルテϨビ事業者のച上高総計が4,992ԯ円（લ
年度比0�8ˋ減）、N),の経常事業収入が7,177ԯ円（લ年度比1�9ˋ૿）となった。

なお、市場シェアでは、地上系民間基װ放送事業者のച上高総計が、民間放送事業者のച上高総計の73�0�（લ
年度ࠩ0�7ポイント減）をめている（ਤද�������）。

有線テϨビジョン放送事業のサービス別ച上高をみると、ベーシックサービスが3,608ԯ円、ϖイサービスが
219ԯ円となっている（ਤද�������）。

地上系民間基װ放送事業者の収入の大部分は、広告収入であり、2018年の広告収入は、1ஹ9,126ԯ円となっ
ている。内༁は、テϨビジョン放送事業に係るものが1ஹ7,848ԯ円、ラジオ放送事業に係るものが1,278ԯ円と
なっている（ਤද�������）。
ਤද������� ์ૹۀ࢈のࢢنʢച্ܭूߴʣのਪҠͱ༁

Ӵ์ܥ送事ۀ者˞� /),˞�地上์װجܥ送事ۀ者 έーϒϧテϨϏ事ۀ者˞2

����� ����� �0��2 �0�22 �����
�����

��2�� ��0�� ����� ����� ���0� ����� ����2 ����2 �����

0

�000

�0000

��000

20000

2�000

�0000

��000

�0000

��000

200� 200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

ʢԯ円ʣ

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

民ؒ์送事
者ۀ

地上์װجܥ送事ۀ者 2�22�� 2����� 2����� 2�0��� 2����� 2����� 22���� 22���� 22�02� 22��0� 2�2��� 2����� 2����� 2����� 2����
ʢ͏ͪίϛϡχテΟ์送˞�ʣ ���� ��0� ��0� ���� ���� ��0� �2�� ��� �20� ���� �2�� �2�� �2�� ���� ���
Ӵ์ܥ送事ۀ者˞� 2���� ����� ����� ��2�� ����� ��0�� ����� ����� ���0� ���0� ����� ����� ��0�� ����� ����
έーϒϧテϨϏ事ۀ者˞2 ���0� ����� ���0� �0�0� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �0�0� ����� �00�� �0��� ���2

/),˞� ��0�� ����� ����� ����� ����� ��2�� ����� ���2� ����� ��0�� ���0� ����� ����� �0��� ����
ܭ߹ ������ ������ �0��2� �0�22� ������ ������ ��2��� ��0��� ������ ������ ���0�� ������ ����2� ����2� �����
˞�　Ӵ์送事ۀにるӦۀऩӹをରにूܭ。
˞2　�έーϒϧテϨϏ事ۀ者、20�0年度·で自ओ์送をچ͏ߦ༗ઢテϨϏδϣン์送๏のڐچՄࢪઃʢؾిچ௨信務利用์送๏のొを受͚たઃඋで、

ݶ者ʢӦ利๏ਓにۀҰൠ์送事ొ͏ߦ௨信ઃඋを用いて自ओ์送をؾઃとಉ等の์送方ࣜののをؚΉ。ʣを༗するӦ利๏ਓ、20��年度かΒ༗ઢిࢪ֘
る。ʣをରにूܭʢいͣれ、I1ϚϧνΩϟスτ方ࣜにΑる事ۀ者等をআくʣ。

˞�　/),の、ܦৗ事ۀऩೖ。
˞�　έーϒϧテϨϏ等を݉ۀしているίϛϡχテΟ์送事ۀ者আく。

（出య）総務省「民間放送事業者の収支状況」及びN),「財務ॾ表」各年度൛により作成
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イ　民ؒ์ૹऀۀࣄのܦӦঢ়گ
●ຽؒ์ૹ事業者の2017年度の営業ଛ益は、上ܥ、Ӵܥ、έʔϒϧςϨϏのいͣΕ黒字Λ֬อ

民間放送事業者の営業損ӹの状況は、次の
とおりとなっている（ਤද�������）。
ʢΞʣ্ܥຽؒ์װجૹऀۀࣄ

Ҿき続き営業ࣈࠇを確保し、2017年度の
ച上高営業利ӹ率は6�2ˋとなっている。
ʢΠʣӴܥຽؒ์ૹऀۀࣄ

Ҿき続き営業ࣈࠇを確保し、2017年度の
ച上高営業利ӹ率は9�6ˋとなっている。
ʢʣέʔϒϧςϨϏऀۀࣄ

ച上高営業利ӹ率は10ˋલ後をҡ持して
おり、2017年度は10�6ˋとなっている。

�گঢ়ڙͼ์ૹαʔϏεͷఏٴऀۀࣄ
ア　ऀۀࣄ
●2018年度Ͱのຽؒ์ૹ事業者数は、上ܥはલ年Αり増加

2018年度末における民間放送事業者数はਤද�������のとおりであり、内༁は、地上系民間基װ放送事業者
526社（うちコミュニティ放送を行う事業者が325社）、衛星系民間放送事業者が41社となっている。

ਤද������� 民ؒ์ૹऀۀࣄのച্ߴӦۀརӹのਪҠ

έーϒϧテϨϏ地上์送˞ Ӵ์送

ʢˋʣ
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���
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��0 ���
��2 ��� ��� ���

��� ��2

0

2
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�

�

�0

�2

200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

˞ίϛϡχテΟ์送をআく地上์װج送
（出య）総務省「民間放送事業者の収支状況」各年度൛等により作成

ਤද������� ༗ઢςϨビδϣϯ์ૹۀࣄのサービスผച
のਪҠߴ্

ࢹௌ用์࠶送
ϖイαーϏス
ϕーシοΫαーϏス
そのଞʴෆ明

ܭ߹

200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
��� �� �� ��� �� �2 �� �� �� ��
��� ��� 2�2 ��� 22� ��� �2� 2�� ��� 2��
2��� ���� ���� ���0 ���� ���2 ���� ��2� ��0� ��0�
��� ��2 ��� ��� ��� ��� �00� �2�� �2�� �2�
���2 ��2� ���� ���0 ���� ��2� ���� ���2 ���� ���0
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ʢԯ円ʣ

ʢ年度ʣ

˞ച上高全ճ事ۀ者のੵ上͛であり、各年度のճ事ۀ者͕ҟなるた
め、ൺֱに注ҙを要する。

（出య）総務省・経ࡁ産業省「情報通信業基本調査」（各年）
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

ਤද������� ্ܥ民ؒ์װجૹऀۀࣄのࠂऩೖの
ਪҠ

地上テϨϏδϣン์送ࠂऩೖ 地上ラδオ์送ࠂऩೖ

��0�2
����� ���2� ��2�� ����� ����� ����� ��0�� ����� ����� �����

����

���0 �2�� �2�� �2�� �2�� �2�2 �2�� �2�� �2�0 �2��

�����

����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ����� �����

0

�000

�0000

��000

20000

2�000

200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年ʣ

ʢԯ円ʣ

˞ 地上テϨビジョン広告費、地上ラジオ広告費を民間地上放送事業者の広告収
入とした。

（出య）電通「日本の広告費」により作成
IUUQ���XXX�EeOUTV�Do�KQ�OeXT�SeMeBTe�2019�0228�009767�IUNM
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イ　ఏڙঢ়گ
ʢΞʣ্ςϨϏδϣϯ์ૹ
●2018年度࣌Ͱ์ૹΛͬߦている上ςϨϏδϣϯ์ૹ事業者数は、127ࣾʢ͏ͪ݉営�2ࣾʣ

2018年度末における民間の地上テϨビジョン放送事業
者数はਤද�������のとおりとなっている。

なお、地上系民間テϨビジョン放送のࢹௌ可能チϟンネ
ル数を都道府県別にみると、ਤද�������のとおりとなっ
ている。
ʢΠʣ্ϥδΦ์ૹ
●2018年度࣌Ͱ์ૹΛͬߦている上ϥδΦ์ૹ事
業者数は、".์ૹにͭいては47ࣾʢ͏ͪ୯営1�ࣾ、
݉営�2ࣾʣ、'.์ૹにͭいては�77ࣾʢ͏ͪίϛϡχ
ςΟ์ૹ事業者は�2�ࣾʣ、์ૹは1ࣾ
2018年度末における民間の地上ラジオ放送事業者数は
ਤද�������のとおりとなっている。

中波放送（AM放送）については、各地の地上系民間基
放送事業者（2018年度末現在47社）が放送を行ってװ
いる。

超波放送（'M放送）については、各地の地上系民間
基װ放送事業者（2018年度末現在377社）が放送を行っ
ている。そのうち、ݪଇとして一

いち
の市町村の一部の区域を

放送対象地域とするコミュニティ放送事業者は325社と
なっている。

ਤද������� 民ؒ์ૹऀۀࣄのਪҠ

 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

地上ܥ

テϨϏδϣン
์送ʢ୯Ӧʣ

7)' �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� �� ��

6)' �� �� �� �� �� ��

ラδオ์送
ʢ୯Ӧʣ

தʢ".ʣ์送 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ʢ'.ʣ์送 2�2 2�� 2�� 2�0 2�0 2�� �0� ��� ��2 ��� ��0 ��� ��� ���

͏ͪίϛϡχテΟ์送 ��� 202 2�� 22� 2�� 2�� 2�� 2�� 2�� 2�� 2�� �0� ��� �2�
 � � � � � � � � � � � � � �

テϨϏδϣン์送・ラδオ์送ʢ݉Ӧʣ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �2
文์ࣈ送　ʢ୯Ӧʣ 2 2 2 � � � � 0 0 0 0 0 0 0
ϚϧνϝσΟΞ์送 � � � � � � �

খ　ܭ ��� �00 ��� �22 ��2 ��0 ��� ��� ��� ��� �00 �02 ��� �2�

Ӵܥ
Ӵ์װج送

#4์送 �� �2 �� �� �� 20 20 20 20 20 20 �� �� 22
౦��0ܦ度C4์送 �� �� �2 �2 �� �� �� 22 2� 2� 2� 2� 20 20

ӴҰൠ์送 �0� �0� �0� �� �� �� �2 �� �� � � � � �
খܭ ��� �2� �2� ��� ��� ��� �0� �2 �2 �� �� �� �� ��

έーϒϧ
テϨϏ

ొにる༗ઢ
Ұൠ์送
ʢ自ओ์送を͏ߦ
者にݶるʣ

ઃにΑる์送ࢪՄڐچ
ʢ自ओ์送を͏ߦ者にݶるʣ ��� ��� ��� ��� ��� �02

��� ��� ��� �20 ��0 �0� �0� ʵ
༗ઢ務利用์送چ �� �� �� 2� 2� 2�

͏ͪI1ϚϧνΩϟスτ
์送 � � � � � � � � � � � � � ʵ

খ　ܭ ��� ��� ��� ��� ��0 �2� ��� ��� ��� �20 ��0 �0� �0� ʵ
˞�　20��年度のテϨϏδϣン์送ʢ୯Ӧʣのに、Ҡಈ受信用地上์װج送をͬߦていた者ʢ�者。͏ͪ�者地上์װج送を݉ӦʣをؚΉ。
˞2　�Ӵ์ܥ送事ۀ者について、20��年�݄にվਖ਼・͞ߦࢪれた์送๏に4์#、͖ͮج送及ͼ౦��0ܦ度C4์送をӴ์װج送、それҎ֎のӴ์送をӴ

Ұൠ์送としてҐஔ͚ͮている。
˞�　�Ӵ์ܥ送事ۀ者について、ʮ#4์送ʯ、ʮ౦��0ܦ度C4์送ʯ及ͼʮӴҰൠ์送ʯの2Ҏ上を݉Ӧしている者͕あるため、それͧれのཝの߹ܭとখܭཝの

とҰகしない。·た、20��年度Ҏ߱์送をࢭٳしている者をআく。
˞�　�έーϒϧテϨϏについて、20�0年度·でچ༗ઢテϨϏδϣン์送๏にͮجくڐچՄࢪઃ事ۀ者及ͼؾిچ௨信務利用์送๏にͮجくొ事ۀ者。

20��年度Ҏ߱、์送๏にͮجく༗ઢిؾ௨信ઃඋを用いて自ओ์送をొ͏ߦҰൠ์送事ۀ者。ʢな͓、I1ϚϧνΩϟスτ์送について、20�0年度·
でچ༗ઢ務利用์送の、20��年度Ҏ߱༗ઢిؾ௨信ઃඋを用いて自ओ์送をొ͏ߦҰൠ์送事ۀ者の。ʣ

（出య）総務省「ケーブルテϨビの現状」により作成（ケーブルテϨビ事業者の数のみ）
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NBJO@DoOUeOU�000504511�QEG

ਤද������� 民্ؒςϨビδϣϯ์ૹのࢹௌ可能
なνϟϯωϧʢ����ʣ

20�� 年度
ௌՄνϟンωϧࢹ 道ݝ

̒νϟンωϧ �
̑νϟンωϧ ��
̐νϟンωϧ ��
̏νϟンωϧ �
̎νϟンωϧ �
̍νϟンωϧ 2

。したのでないهした地ਤ、զ͕国のྖをཏతにࡌه˞
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波放送については、地上系民間基װ放送事業者（2018年度末現在1社）が放送を行っている。
ʢʣϚϧνϝσΟΞ์ૹ
●2018年度࣌Ͱ์ૹΛͬߦているϚϧνϝσΟΞ์ૹ事業者数は�ࣾ

2018年度における民間のマルチメディア放送事業者数はਤද�������のとおりとなっている。
地上テϨビジョン放送のデジタル化により使用可能となった99～108M)[の周波数帯を用いる7�LoXマルチ

メディア放送については、民間基װ放送事業者（2018年度末現在6社）が放送を行っている。
ʢΤʣӴ์ૹ
●2018年度࣌Ͱ์ૹΛͬߦているӴ์ૹ事業者数は、#4์ૹにͭいては22ࣾ、౦110ܦ度$4์ૹは20
ࣾͰ͋り、ӴҰൠ์ૹ事業者は4ࣾ
2018年度末における民間の衛星放送事業者数はਤද
�������のとおりとなっている。また、զが国の衛星放送
に用いられている主な衛星はਤද�������のとおりとなっ
ている。
AɹӴ์װجૹ

BS放送については、N),、放送大ֶֶԂ及び民間放送
事業者（2018年度末現在22社）が放送を行っており、
東経110度CS放送については、民間放送事業者（2018
年度末現在20社）が放送を行っている。BS放送のテϨビ
൪組のチϟンネル配ྻ図はਤද�������のとおりとなって
いる。
#ɹӴҰൠ์ૹ

衛星一ൠ放送は、民間放送事業者（2018年度末現在4社）が放送を行っている。

ਤද������� զ͕ࠃのӴ์ૹʹ༻͍らΕ͍ͯΔओ
なӴʢ����ʣ

์ૹछผ Ӵ ʣܦಓʢ౦ي ӡ༻։࢝

Ӵ์װج送

#4"T��B ��0度 200�年�0݄
#4"T��B ��0度 20��年�2݄
#4"T��C ��0度 20��年�݄
#4"T��D�+C4"T���03 ��0度 20��年�݄
/�4"T���0 ��0度 2002年2݄

ӴҰൠ์送
+C4"T��# �2�度 20�2年�݄
+C4"T��" �2�度 200�年�݄

ਤද������� #4์ૹのςϨビ൪のνϟϯωϧྻਤ
ʲӈટʳ

�DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ
ϏーΤスே #4ʵT#4 #4テϨϏ౦ژ 80808 /),

ϒϩーυ
Ωϟスτ・
αテライτ・
σΟζχー

#4ຊ ϏーΤスϑδ ΞχϚοΫスϒϩーυ
Ωϟスτ・δϟパン /), スλー・νϟンωϧ

#4ே

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4�5#4

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4ςϨ౦

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

80808
ϓϥΠϜ

૯߹ָޘ

/),
#4ϓϨϛ
ΞϜ

σΟζ
χー・
νϟϯ
ωϧ
૯߹
ָޘ

#4ςϨ

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4ϑδ

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4
ΞχϚοΫス

Ξχϝ

/),
#4�

スλー
νϟϯ
ωϧ�

өը

スλー
νϟϯ
ωϧ�

өը

ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ�ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ

�DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ
80808 ϏーΤスே #4テϨϏ౦ژ #4ຊ ຊ#4์送 スλー・νϟンωϧ ϫーϧυ・ϋイϏδϣン・

νϟンωϧ ์送େֶֶԂ ϏーΤス'09 スΧパー・Τンλー
テイϝンτ

80808
ϥΠϒ

૯߹ָޘ

80808
γωϚ

૯߹ָޘ

#4ே
�,

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4ςϨ౦
�,

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4ςϨ

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4��

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

スλー
νϟϯωϧ�

өը

5XFMM7

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

์ૹେֶ

େֶڭҭ์送
ʲແྉʳ

'09スポーπ
ˍΤϯλー
ςΠϝϯト

૯߹ָޘ

#4
スΧύーʂ

૯߹ָޘ

ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ
��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ

/), #4ʵT#4 ϏーΤスϑδ άϦーン
νϟンωϧ δΣイ・スϙーπ δΣイ・スϙーπ

��DIʢ��������()[ʣ
80808

ϓラス δΣイ・スϙーπ δΣイ・スϙーπ りϏδϣン ຊөը์送 ϒϩーυΩϟスτ・
αテライτ・σΟζχー

/),
�#4�,

#4�5#4
�,

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

#4ϑδ
�,

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

άϦーϯ
νϟϯωϧ

ྛਫ࢈情報・
தԝڝഅ

+�410354
�

スϙーπ

+�410354
�

スϙーπ

γωϑΟϧ
80808

өը

+�410354
�

スϙーπ

+�410354
�

スϙーπ

#4り
ビδϣϯ

झຯ・ָޘ

#4ຊөը
ઐ

νϟϯωϧ
өը

%MJGF

૯߹ฤ成
ʲແྉʳ

ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

4%

˞�

์送開ࡁ࢝みの์送൪ʢฏ成��年�݄�ࡏݱʣ˞2

�,��൪��)%�2�൪ �൪ ��൪4%ܭ߹

˞2�σーλ์送、Ի์送ʢ�൪ʣをআく。

　ɿスΧパー +4"Tʢגʣ͕༗ྉ์送ཧ事ۀ者として、֘༗ྉ์送の務にるཧۀ
務をͬߦている൪。

注ɿࣼ体දࣔのテϨϏ൪ʢ�DI、��DIʣ�,。
˞��令和元年�݄�Αり、์送開࢝予定。
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ʢΦʣέʔϒϧςϨϏ
●2017年度のέʔϒϧςϨϏ事業者数は�04ࣾͰ、෯いνϟϯωϧ数Ͱ์ૹ͞Εている

2017年度末におけるケーブルテϨビ事業者数はਤද�������のとおりとなっている。ケーブルテϨビでは、地
上放送及び衛星放送の࠶放送や、自主放送チϟンネルを含めた多チϟンネル放送が行われている。登に係る自主
放送を行うための有線電気通信設備（501端子以上）によりサービスを受ける加入ੈ帯数は約3,022ສੈ帯、ੈ帯
普及率は約52�6ˋとなっている（ਤද�������）。

ʲࠨટʳ

�DIʢ��������()[ʣ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

スϩοτ

事ۀ者

൪

δϟンϧ

�DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ �DIʢ��������()[ʣ

ະɹɹ༻ ະɹɹ༻ ະɹɹ༻

4Cαテライτ
์送

27C
αテライτ

౦৽ࣾ
ϝσΟΞαーϏス

γϣοϓ
νϟϯωϧ
�,

�,27$ β・γωϚ
�,

シϣοϐンά シϣοϐンά өը

ʢ���ʣ ʢ���ʣ ʢ���ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ
��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ

ະɹɹ༻

80808 ຊ์送ڠձ

ະɹɹ༻
80808

૯߹ָޘ

/),ɹ#4�,

ʢ���ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ��ʣ ʢ���ʣ ʢ���ʣ

��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ ��DIʢ��������()[ʣ

ະɹɹ༻ ະɹɹ༻ ະɹɹ༻

ʢ���ʣ ʢ���ʣ ʢ���ʣ

˞

์送開ࡁ࢝みの์送൪ʢฏ成��年�݄�ࡏݱʣ
�,��൪���,��൪ �൪ܭ߹

注ɿ#4์送ʢࠨટʣのテϨϏ൪�,ʢ/),�,ʣ。
˞�令和̎年�2݄�Αり、์送開࢝予定。

ਤද������� ొʹΔࣗओ์ૹΛ行͏ͨΊの༗ઢిؾ௨৴ઃඋʹΑりサービスΛड͚ΔՃೖੈଳɺීٴのਪҠ

3'方ࣜ
I1ϚϧνΩϟスτ方ࣜ

普及
普及ʢ3'方ࣜのみʣ

2�0� 2��� 2�02 2��� 2�0� 2��� 2��� 2��2 2��� 2��0

��
�0

�0 �0� �� �� �0� �� �� �2

����
����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������
���0

���0
�0�� ���� ���� ���� �2�2 �2�� �2�� �2��

���� ���� ���� �0�0 ���� �0�� �0�� �0�� ���0

0
�
�0
��
20
2�
�0
��
�0
��
�0
��

0

�00

�000

��00

2000

2�00

�000

��00

200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢˋʣʢ万ܖʣ

ʢ年度ʣ
˞�　普及住民جຊாੈଳかΒ算ग़。
˞2　�20�0年度·で自ओ์送をچ͏ߦ༗ઢテϨϏδϣン์送๏のڐچՄࢪઃʢؾిچ௨信務利用์送๏のొを受͚たઃඋで、֘ࢪઃとಉ等の์送方

ࣜののをؚΉ。ʣ、20��年度Ҏ߱ొにる自ओ์送を͏ߦための༗ઢిؾ௨信ઃඋのՃೖੈଳ、普及の推Ҡ。
˞�　3'方ࣜに͓͚るʮՃೖੈଳʯ、ొにる༗ઢిؾ௨信ઃඋの૯ଓੈଳʢిোੈଳをؚΉʣをࢦす。

（出య）総務省「ケーブルテϨビの現状」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NBJO@DoOUeOU�000504511�QEG
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/),ͷঢ়گ�
ア　/),のࠃ์ૹのঢ়گ
●/),のࠃ์ૹのνϟϯωϧ数は、上ςϨϏ
δϣϯ์ૹは2νϟϯωϧ、ϥδΦ์ૹは�νϟϯ
ωϧ、ӴςϨϏδϣϯ์ૹは4νϟϯωϧ
N),が行っている国内放送については、ਤද����
����のとおりである。

イ　/),のテϨビɾラδΦ์ࡍࠃૹのঢ়گ
●/),のςϨϏɾϥδΦ์ࡍࠃૹは、ࡏ֎ਓٴͼ
ਓにରし、΄΅શੈքに向͚て์ૹࠃ֎
N),が行っているテϨビ・ラジオの国際放送につ

いては、ਤද��������のとおりである。

์ૹʹ͓͚Δ҆શੑɾ৴པੑͷ֬อ�
●2017年度にお͚るઃඋにىҼするॏେ事ނは��݅

放送は日頃から国民生活に必धな情報をあ
まͶくಧけ、災害や国民的な関心事に関する
重要な情報を広ൣな国民に対し瞬時に伝達で
きることから、ۃめて高い公共性を有する社
会基盤の一つとなっており、放送の業務に用
いられる電気通信設備にىҼした放送業務へ
の支োを防͙ことが重要である。放送法にお
いては「設備にىҼする放送のఀ止その他の
重大な事故であって総務省令で定めるものが
生じたときは、そのࢫをその理由又はݪҼと
ともに、なく、総務大臣に報告をしなけ
ればならない」と規定されている。2017年
度における放送ఀ止事故の発生݅数は517݅
であり、このうち本規定に֘当する重大事故
は33݅で全体の約6ˋであった。これを踏
まえ、各事業者における事故の࠶発防止策の
確実な実施に加え、事業者間での事故事例共
有により同様の事故を防止するための取組が
推進されている（ਤද��������）。

放送ఀ止事故の発生݅数及び重大事故は、
2013年度以降減গ向にあったが、2017年
度は地上系・衛星系の重大事故の݅数がલ年
度より૿加した。重大事故のうち自વ災害が
Ҽのものが8݅あり、ಛに1月にはམཕがݪ

ਤද�������� /),のࠃ์ૹʢ����ʣ

۠ νϟϯωϧ

地上์送
テϨϏδϣン์送

Ξφϩά์送 0
σδλϧ์送 2

ラδオ์送
த์送ʢ".์送ʣ 2
์送ʢ'.์送ʣ �

Ӵ์送ʢ#4์送ʣ テϨϏδϣン์送
Ξφϩά์送 0
σδλϧ์送 �

˞�　ラδオ์送の์送についてνϟンωϧにΑりදهしている。
˞2　ΞφϩάテϨϏ์送について20�2年�݄��をҎてऴྃした。

ਤද�������� /),のςϨビ・ϥδΦ์ࡍࠃૹのঢ়گ
ʢ�����݄ࡏݱʣ

ςϨビ ϥδΦ
͚ਓ֎ࡏ ͚ਓࠃ֎ ͚ਓࠃ֎ͼٴਓ֎ࡏ

์送ؒ࣌ �ؒ࣌�ఔ度 �2ؒ࣌� �Ԇ�0ؒ࣌��
予算ن 2�2��ԯ円ʢฏ成��年度/),予算ʣ����ԯ円ʢಉࠨʣ
ޠݴ用 ຊޠ ӳޠ ޠݴ��
์送۠域 ΄΅全ੈք ΄΅全ੈք
ઃࢪ用Ӵ�送信 ֎国Ӵ、C"T7、ଞ 国送信ॴ、ւ֎தܧ局、ଞ
˞֎国ਓ向͚テϨϏ国์ࡍ送の์送ؒ࣌、+I#ʢຊ国์ࡍ送ʣにΑる์送ؒ࣌
をؚΉ。

ਤද�������� ॏେ݅ނࣄのਪҠ

�� ��

��

2�
2�

��

0

�0

20

�0

�0

�0

20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

ʢ݅ʣ

（出య）総務省「放送のఀ止事故の発生状況」により作成

ਤද�������� ൃ生ݪҼผ์ૹ݅ނࣄのਪҠʢ্ܥɺӴܥ˞ʣ

�0�

��

�2�

�0�

��

���

��

�0�

�0

�2

��0

�0�
��

��

��

0
20
�0
�0
�0

�00
�20
��0
��0
��0
200

ઃඋ全体送信ઃඋ

ઃඋނো 自વࡂ
ୈࡾ者要Ҽ
ʢఀిଞʣ ਓҝత要Ҽ そのଞ

20��20�� 20�� 20��20��20�� 20��20��20�� 20��20��20�� 20��20��20��
ൃ生ݪҼ

ʢ年度ʣ

�� ��

��

� �

�� �2
2�

� �

�� �� �0

� �

送、ӴҰൠ์送์װج˞
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。Ҽとみられる重大事故（ੴ川県の民放2社）が発生したݪ
また、発生ݪҼ別にみると、自વ災害による事故ͩけでなく設備故োによる事故も૿加している（ਤද������
��）。

9 ίϯςϯπࢢͷಈ

զ͕ࠃͷίϯςϯπࢢͷن�
●զ͕ࠃのίϯςϯπࢢنは11ஹ8,099
億円Ͱ、ιϑτผのࢢߏൺͰは、ө૾
ιܥιϑτ͕શମの�ׂۙ͘、ςΩετܥ
ϑτ͕��ˋ、Իܥιϑτは�ˋ
զが国の2017年のコンテンπ市場規模は

11ஹ8,099ԯ円となっている。ソフト別の
市場構成比では、ө૾系ソフトが全体の6割
ۙくをめる。また、テキスト系ソフトは約
36ˋ、Ի系ソフトは約6ˋをそれͧれめ
る＊3�（ਤද�������）。

コンテンπ市場全体の市場規模は、2013
年以降、૿加向で推移している。また、ソ
フト形態別にみると、2012年までは各ソフ
トともԣばいで推移していたが、2013年以
降はө૾系ソフトが拡大している一方で、テ
キスト系ソフトはॖখしてきている（ਤද
�������）。

ਤද������� զ͕ࠃのίϯςϯπࢢの༁ʢ����ʣ

ө૾ܥιϑτ
�ஹ����ԯ円
�����

Իܥιϑτ
��0�ԯ円

����

テΩスτܥιϑτ
�ஹ2��0ԯ円

�����

өըιϑτ
����ԯ円
���� Ϗσオιϑτ

���0ԯ円
����

地上テϨϏ൪
2ஹ��2�ԯ円
2����

Ӵ・C"T7์送
�0��ԯ円
����

ήームιϑτ
�ஹ����ԯ円
�����

ωοτオϦδφϧ
2���ԯ円
2���

Իָιϑτ
����ԯ円

����ラδオ൪
200�ԯ円

����

ωοτオϦδφϧ
�2ԯ円
0���

৽ฉه事
�ஹ����ԯ円

���0�

ίϛοΫ
�2��ԯ円

����

ιϑτࢽࡶ
�2�2ԯ円

����

書੶ιϑτ
����ԯ円

����

σーλϕース情報
2��2ԯ円

2���

ωοτオϦδφϧ
�0��ԯ円
2���

ίϯςϯπࢢ
��ஹ����ԯԁ

（出య）総務省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

ਤද������� զ͕ࠃのίϯςϯπࢢنのਪҠʢιϑトܗଶผʣ

��0 ��2 ��� ���

0�� 0�� 0�� 0��

��� ��� ��� ���

���� ���� ���� ����

0

2

�

�

�

�0

�2
ʢஹ円ʣ

20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年ʣ

ө૾ܥιϑτ
Իܥιϑτ
テΩスτܥιϑτ

���

0��

���

����

（出య）総務省情報通信政策研究所「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

＊3�	ϝσΟΞผにιフτΛू͢ܭるのͰͳ͘、ιフτのຊདྷの性࣭にண目ͯ͠1ྲྀ࣍௨とϚϧνϢʔスと͍ったྲྀ௨ஈ֊ผに͠ܭू࠶た上Ͱࢢ
نΛྔܭɾੳɻ
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ϚϧνϢʔε＊39ͷঢ়گ�
●ίϯςϯπࢢの͏ͪ、1ྲྀ࣍通ࢢのنは9ஹ927億円ʢ77�0�ʣ、ϚϧνϢʔεࢢのنは2ஹ7,172
億円ʢ2��0�ʣ
2017年の1次流通市場の規模は、9ஹ927ԯ円となり、市場全体の77�0�をめる。1次流通市場の内༁は、

ө૾系ソフト5ஹ1,009ԯ円、Ի系ソフト5,938ԯ円、テキスト系ソフト3ஹ3,979ԯ円となっている（ਤද
�������）。

一方、2017年のマルチユース市場の規模は、2ஹ7,172ԯ円（全体の23�0�）となっている。マルチユース市
場の内༁をみると、ө૾系ソフトが1ஹ6,756ԯ円、Ի系ソフトが1,565ԯ円、テキスト系ソフトが8,851ԯ円
となっている（ਤද�������）。

また、マルチユース率の推移を見ると、2013年以降ほ΅ԣばいとなっている（ਤද�������ɺਤද�������）。

ਤද������� の༁ʢ����ʣࢢ௨ྲྀ࣍�

ࢢ௨ྲྀ࣍̍
�ஹ���ԯԁ

ө૾ܥιϑτ
�ஹ�00�ԯ円
�����

Իܥιϑτ
����ԯ円

����

テΩスτܥιϑτ
�ஹ����ԯ円

�����

地上テϨϏ൪
2ஹ����ԯ円
2����

ήームιϑτ
�ஹ����ԯ円
�����

Ӵ・C"T7์送
��2�ԯ円
����ө૾ܥそのଞ

���2ԯ円
����

Իָιϑτ
����ԯ円
����

ラδオ൪
��2�ԯ円

2���

Իܥそのଞ
�2ԯ円
0���

৽ฉه事
�ஹ����ԯ円

���0�

ιϑτࢽࡶ
�222ԯ円

��0�

書੶ιϑτ
����ԯ円

����

テΩスτܥそのଞ
�2��ԯ円
����

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

ਤද������� ϚϧνϢースࢢの༁ʢ����ʣ

ө૾ܥιϑτ
�ஹ����ԯ円
�����

Իܥιϑτ
����ԯ円

����

テΩスτܥιϑτ
����ԯ円

�2���

өըιϑτ
����ԯ円
�����

地上テϨϏ൪
����ԯ円
���2�

Ӵ・C"T7์送
��0�ԯ円
���2�

ө૾ܥそのଞ
2���ԯ円
����

Իָιϑτ
����ԯ円

����

ラδオ൪
�2ԯ円
0���

ίϛοΫ
�0��ԯ円

�����

書੶ιϑτ
2���ԯ円

����

ιϑτࢽࡶ
�0�0ԯ円

����

テΩスτܥそのଞ
222�ԯ円

��2�

ϚϧνϢースࢢ
�ஹ����ԯԁ

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

ਤද������� զ͕ࠃのίϯςϯπࢢنのਪҠ
ʢྲྀ௨ஈ֊ผʣ

0

2

�

�

�

�0

�2
ʢஹ円ʣ

Ұྲྀ࣍௨ࢢ ϚϧνϢースࢢ

ʢ年ʣ

��� ��� ��� ��0

2�� 2�� 2�� 2��

���� ���� ���� ����

20�� 20�� 20�� 20�� 20��

���

2��

����

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

ਤද������� ϚϧνϢースのਪҠ

22�� 22�� 22�� 22�� 2��0

20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年ʣ
0

�

�0

��

20

2�
ʢˋʣ

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

＊39	͋るιフτ͕༰のಉҰ性Λอͪͭͭ、2࣍利用Ҏ߱にお͍ͯෳのϝσΟΞͰྲྀ௨͢る͜とɻ
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௨৴ܥίϯςϯπࢢͷಈ�
●ύιίϯٴͼܞଳి向͚ͳͲΠϯλʔωοτ等Λܦ༝しͨ通信ܥίϯςϯπのࢢنは、ίϯςϯπࢢશ
ମの�1�1�ͱͳる�ஹ�,784億円
コンテンπ市場のうち、パソコン及び携帯電話向けなどインターネット等を経由した通信系コンテンπの市場規

模は3ஹ6,784ԯ円となっている。ソフト形態別の市場構成比では、ө૾系ソフトが61�5�、テキスト系ソフトが
29�7�、Ի系ソフトが8�7�をそれͧれめる（ਤද�������）。

また、通信系コンテンπの市場規模は、2013年以降ண実に૿加してきている。ソフト形態別に見ると、ゲーム
ソフトが大きく৳びたө૾系ソフトはண実に૿加しており、通信系コンテンπ市場の進展をけんҾしている（ਤද
�������）。

ਤද������� ௨৴ܥίϯςϯπࢢの༁
ʢ����ʣ

ө૾ܥιϑτ
2ஹ2��2ԯ円
�����

Իܥιϑτ
�2��ԯ円

����

テΩスτܥιϑτ
�ஹ���ԯ円

2����
ήームιϑτ
�ஹ2���ԯ円
�����

ωοτオϦδφϧ
2���ԯ円
����

Ϗσオιϑτ
2���ԯ円
��0�

өըιϑτ
2���ԯ円
����

Ӵ・C"T7์送
�0��ԯ円

2���

地上テϨϏ൪
���ԯ円

����

Իָιϑτ
�0��ԯ円

����

Իܥそのଞ
���ԯ円

0���

ωοτオϦδφϧ
�0��ԯ円

����

書੶ιϑτ
2���ԯ円

��0�

σーλϕース情報
200�ԯ円

����

৽ฉه事
����ԯ円

����

テΩスτܥそのଞ
��02ԯ円

����

௨৴ܥίϯςϯπࢢ
�ஹ����ԯԁ

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

ਤද������� ௨৴ܥίϯςϯπࢢنのਪҠ
ʢιϑトܗଶผʣ

2��

0��

���

������

ө૾ܥιϑτ Իܥιϑτ テΩスτܥιϑτ

0�0

0��

��0

���

2�0

2��

��0

���

��0

20�� 20�� 20�� 20�� 20��

ʢஹ円ʣ

ʢ年ʣ

���
��� ��� ���

0��
0�� 0��

0��
0��

0��
��0

��0

������

������
������

������

（出య）総務省情報通信政策研究所
「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査」

์ૹܥίϯςϯπͷࢢಈ�
している์ૹ൪のछྨはʮใ൪࡞੍●
ʢύϒϦγςΟؚΉʣʯ͕71�2ˋͱ࠷高
い

「テϨビジョン൪組制作業」「ラジオ൪組制
作業」に֘当する事業を行っている企業が制
作している放送൪組の種類の割合は、「情報
൪組（パブリシティ含Ή）＊40」が71�2ˋ（લ
年度ࠩ1�7ポイント下）と࠷も高く、次い
で「CM」66�5ˋ（લ年度ࠩ0�1ポイント上
ঢ）、「バラエティ」46�5ˋ（લ年度ࠩ1�3ポ
イント下）となっている（ਤද�������）。

ਤද������� し͍ͯΔ์ૹ൪のछྨのׂ߹ʢෳճʣ࡞੍

�2��

����

����

����

���0

����

����

�2��

����

���0

�0��

���2

����

����

����

����

���2

����

�2�0

����

���2

���

0 20 �0 �0 �0
情報൪

ʢパϒϦシテΟؚΉʣ
C.

όラΤテΟ

スϙーπ

報道

υΩϡϝンλϦー

ཆڭ

Իָ

υラϚ

ϫイυシϣー

テϨϏシϣοϐンά

���
���そのଞ

2��
2��Ξχϝーシϣン

ʢ�ʣ

20��年度ʢO����ʣ20��年度ʢO����ʣ

（出య）総務省・経ࡁ産業省「平成30年情報通信業基本調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT07�IUNM

＊40	「ใ൪ʢύϒϦシテΟؚΉʣ」ཱྀߦの、ߦلのΛ͢ࢦɻ
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●զ͕ࠃの2017年度の์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹは444��億円のن
2017年度の放送コンテンπւ外༌出ֹは、Ҿき続き૿加し、444�5ԯ円となった（ਤද��������）。
で9割以上をめる。推移を見ると、インターݖ化、ݖインターネット配信、ݖ利別に見ると、൪組放送ݖ

ネット配信ݖと化ݖの૿加がݦஶである。൪組放送ݖには、൪組放送ݖとインターネット配信ݖ等がセットで
ൢചされる場合も計上されているため、 ༌出におけるインターネット配信のӨڹは非常に大きい（ਤද������
��）。

主体別に見ると、放送コンテンπւ外༌出ֹ全体では、N),及び民放キー局並びにプロμクション等で9割以
上をめる。൪組ൢചݖの༌出ֹに限った場合、放送事業者がめる割合がやや高くなる（ਤද��������）。

ਤද�������� զ͕ࠃの์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹのݖར
ผׂ߹のਪҠ
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そのଞ 0�� 0�� ��� ��� ���

2���
2���
���
��0
���2
2�2

0
�0
20
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0

�00
ʢ�ʣ

ʢ年度ʣ

˞�　�商Խݖ、Ϗσオ・%7%Խݖに、ΩϟラΫλーなどの商のച上、Ϗσ
オ・%7%のച上ؚ·れない。

˞2　�各߲に明確に۠で͖ない߹に、൪์送ݖにྨ。·た、์送ίン
テンπւ֎༌ग़額の༁をະճののについて、൪์送ݖにྨ。

˞�　�20��年度Ҏ߱、商ԽݖにήームԽݖを明確にؚめて算ग़をͬߦた等の
ม͕ߋある。

（出య）総務省「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析」
（各年）により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�IUNM

ਤද�������� զ͕ࠃの์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹの
ਪҠ
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ʢ年度ʣ
˞�　�์ 送ίンテンπւ֎༌ग़額ɿ൪์送ݖ、インλーωοτ配信ݖ、Ϗ

σオ・%7%Խݖ、ϑΥーϚοτ・ϦϝイΫ、商Խݖ等の༌ग़額。
˞2　�/),、民์Ωー局、民์ࡕࡏ४Ωー局、ϩーΧϧ局、Ӵ์送事ۀ

者、ϓϩμΫシϣン等へのΞンέーτにΑり算ग़。
˞�　�20��年度Ҏ߱、ήームԽݖを明確にؚめて算ग़をͬߦた等のมߋ

͕ある。
（出య）総務省「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析」

（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�

IUNM

ਤද�������� զ͕ࠃの์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹのओମผׂ߹のਪҠ
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์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹ全ମ
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（出య）総務省「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�IUNM
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また、2017年度においてւ外に༌出した൪組の例は一
ཡのとおりである（ਤද��������）。

●δϟϯϧผͰは、Ξχϝ͕8ׂҎ上ΛΊ、࣍いͰυ
ϥϚ、όϥΤςΟ͕ଟいɻ༌ग़ઌผͰは、ΞδΞ͕�ׂ
ۙ͘ΛΊ、࣍いͰถ、Ϥʔϩού͕ଟい
2017年度の放送コンテンπւ外༌出ֹをジϟンル別に

見ると、全体及び൪組ൢചݖの༌出ֹに限った場合とも
に、アニメが8割以上をめ、次いで、ドラマ、バラエ
ティが続く（ਤද��������）。

༌出先別に見ると、アジアが過をめ、次いで、
ถ、Ϥーロッパ、中ೆถが続き、日本の放送コンテンπ
はアジアを中心に多様な地域に展開されている。൪組ൢ
ചݖの༌出ֹに限った場合、アジアのめる割合が更に
高くなる（ਤද��������）。

ਤද�������� զ͕ࠃの์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹのδϟϯϧผׂ߹のਪҠ
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そのଞ ��2 ��� ��� 0�� ���
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์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹ全ମ

ʢ年度ʣ 20�2 20�� 20�� 20�� 20��
Ξχϝ ���� ���2 ���� ���2 ����
υラϚ 2��� ���� ���2 ���� ���
όラΤテΟ ���0 ���� ���� ���� ���
スϙーπ ��� ��� ��� 2�� ��0
υΩϡϝンλϦー ��� ��� ��� 2�� 0�2
そのଞ ���0 ���� ��� 0�� 0��

20��
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���
���
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0��
0��

൪ൢചݖʢ����まͰ൪์ૹݖʣの༌ग़ֹʹͨͬݶ߹

ʢ年度ʣ

˞�　20��年度Ҏ߱ෆ明をআいてूܭ。
˞2　20��年度のෆ明にʮήームԽݖʯの༌ग़額͕全てؚ·れ、�00ԯ円とେ͖い。
˞�　20��年度国ࡍ交ྲྀۚج事ۀでఏ͞ڙれたのを明確にؚめてूܭ。

（出య）総務省「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�IUNM

ਤද�������� ����ʹւ֎ʹ༌ग़しͨ൪のྫ
ʲ൪ൢചݖ等のൢചྫʳ

δϟϯϧ λΠトϧ

Ξχϝ

・ΫδラのࢠΒ࠭上にՎ͏
・ΫラシΧϩイυ
・ੈք໊ܶ࡞シϦーζ
・υラ͑Μ
・υラΰンϘーϧ
・/"36T0�φϧτ�࣬෩
・)6/T&3ʷ)6/T&3
・໊୳ఁίφン

υラϚ

・ΩοζΥー�
・C3I4I4ެ҆ػಈ査ୂಛ൝
ಠのάϧϝݽ・
・्ిઓୂΩϣϦϡδϟー
・υΫλー9�20��
・य़͕དྷた
・Ԭ࿀Ѫന書
・ͬͽΜ͞Μ
・ਅனのѱຐ
・ऑϖμϧ4FBTPO�2
・Ԧ

όラΤテΟ

・༗٢くΜのਖ਼͞ΜΆ
た͕Ϧーϊ͖ߦ・
・͓に͗りあたため·すか
・スイーπஉࢠ
・ੈքのຊਓ࠺見たʂ
・େվ���ܶతϏϑΥーΞϑλー
・໊ҩとつな͕るʂた͚しのՈఉのҩֶ

υΩϡϝンλϦー
Μた͝・ژ・
・ੈքҰのभ͕࢝·るʂ
・μーΟン͕དྷたʂ

スϙーπ ・ラάϏーτοϓϦーά
そのଞ ・+PZPVT�+BQBO

ʲ൪ϑΥーϚοτ・ϦϝイΫݖのൢചྫʳ
δϟϯϧ λΠトϧ

υラϚ
・ঁくど͖൧
・のϠόイ࠺
・.PUIFS

όラΤテΟ ・4"46,&
・ྉཧのమਓ

（出య）総務省情報流通行政局
「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析（2017年度）」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�IUNM
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ਤද�������� զ͕ࠃの์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹの༌ग़ઌผׂ߹のਪҠ
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ถ 22�� 2��� 2��2 2��� 2��2
Ϥーϩοパ 2��� ���� ���� �2�0 ��0
தೆถ 2�� 2�� 2�� 2�� ���
そのଞ 2�0 ��� ��2 ��� ���

����
2��0
��2
2�2
���

์ૹίϯςϯπւ֎༌ग़ֹ全ମ

ʢ年度ʣ 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
ΞδΞ ���� ���� ���� ���� ���2
ถ 22�� ���� ���� 22�� 2���
Ϥーϩοパ ���2 ���� �2�� ���� ��2
தೆถ 2�� 2�� 2�� 2�� ���
そのଞ ��� 2�0 ��� ��� ���

�2�2
2���
���
2��
���

൪ൢചݖʢ����まͰ൪์ૹݖʣの༌ग़ֹʹͨͬݶ߹

ʢ年度ʣ

˞�　20��年度Ҏ߱ෆ明をআいてूܭ。
˞2　20��年度のෆ明にʮήームԽݖʯの༌ग़額͕全てؚ·れ、�00ԯ円とେ͖い。
˞�　20��年度国ࡍ交ྲྀۚج事ۀでఏ͞ڙれたのを明確にؚめてूܭ。

（出య）総務省「放送コンテンπのւ外展開に関する現状分析」（各年）により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01SZVUTV04@02000116�IUNM
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1 Πϯλʔωοτͷར༻ಈ

ใ௨৴ثػͷอ༗ঢ়گ�
ア　ओな情報௨৴機ثのอ༗ঢ়گʢੈଳʣ
●ੈଳにお͚るεϚʔτϑΥϯのอ༗ׂ߹͕8ׂ、Ұํ、ݻ定ిのอ༗ׂ߹は�ׂにͳͬている

2018年におけるੈ帯の情報通信機器の保有状況をみると、「モバイル端末全体」（95�7ˋ）の内数である「ス
マートフォン」は79�2ˋとなり、「パソコン」（74�0ˋ）を上ճっている。また、「ݻ定電話」は64�5ˋとなってい
る（ਤද�������）。
ਤද������� ใ௨৴ثػのੈଳอ༗のਪҠ

定ిݻ �0�� ���2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� �2�2 �0��
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ʢOʹ�����ʣ

20��
ʢO���2��ʣ

ʢ年ʣ

อ
༗


そのଞインλーωοτに
ଓで͖るՈిʢスϚーτՈ
ిʣ等

インλーωοτにଓで͖る
携ଳܕԻָϓϨイϠー

インλーωοτにଓで͖る
Ոఉ用テϨϏήームػ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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イ　Ϟόイϧのอ༗ঢ়گʢ個人ʣ
ਓにお͚るεϚʔτϑΥϯのอ༗は�4�7ˋͱͳͬてݸ●
いる
2018年における個人のモバイル端末の保有状況をみる

と、「スマートフォン」の保有者の割合が64�7ˋとなって
おり、「携帯電話・P)S」（26�3ˋ）よりも38�4ポイント
高くなっている（ਤද�������）。

Πϯλʔωοτͷར༻ঢ়گɹ�
ア　イϯλーネットར用ʢ個人ʣ
●εϚʔτϑΥϯͰのΠϯλʔωοτ利༻͕ύιίϯΛ上ճͬている

2018年のインターネット利用率（個人）は79�8ˋとなっている（ਤද�������）。また、端末別のインターネッ
ト利用率は、「スマートフォン」（59�5ˋ）が࠷も高く、「パソコン」（48�2ˋ）を11�3ポイント上ճっている（ਤ
ද�������）。

ਤද������� ϞόΠϧのอ༗ঢ়گ

���� ���0 ���0

Ϟόイϧ全体 携ଳి・1)4
ʢスϚーτϑΥンをআくʣ

スϚーτϑΥン

20��年ʢO�����0ʣ
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�0��
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2��� 2���

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද������� Πϯλーωοトར༻のਪҠ
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（出య）総務省「通信利用動向調査」
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●Πϯλʔωοτ利༻のੈؒ年ऩؒの֨ࠩはい·ͩにଘࡏ
2018年における個人の年齢֊層別インターネット利用率は、13ࡀ59～ࡀまでは各֊層で9割を超えている。

また、所ଐੈ帯年収別のインターネット利用率は、400ສ円以上の各֊層で8割を超えている（ਤද�������）。

●ଟ͘のಓݝͰεϚʔτϑΥϯにΑるΠϯλʔωοτ利༻͕�0ˋΛ͑ている
都道府県別にみると、インターネット利用率が80ˋを超えているのは、࡛ۄ県、東京都、ਆಸ川県、Ѫ知県、

県、ಸྑ県、広ౡ県となっている。利用端末別にみると、40の都道府県でスマーݿ府、ฌࡕլ県、京都府、大࣎
トフォンでの利用率が50ˋを超えている（ਤද�������）。

ਤද������� Πϯλーωοトར༻のछྨ

0 20 �0 �0 �0
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20��年ʢO��0���ʣ 20��年ʢO�����0ʣ

����

���2

20��

���

���

���

����

�2��

20��

���

���

��2

そのଞ ���
���

˞֘を用いてաڈ�年ؒにインλーωοτを利用した͜とのあるਓのൺ
（出య）総務省「通信利用動向調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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●େݍࢢΛத৺にΠϯλʔωοτ利༻、εϚʔτϑΥϯにΑるΠϯλʔωοτ利༻͕高い
地方別のインターネット利用率をみると、ೆ関東、ۙـ、東ւの順に高く、スマートフォンによる利用率も、ೆ

関東、ۙـ、東ւの順に高い。いͣれの利用率も࠷も高いೆ関東は、インターネット利用率が85�4ˋ、スマート
フォンでの利用率が66�1ˋとなっている（ਤද�������）。

イ　イϯλーネットのར用的
●Πϯλʔωοτの利༻తは、ʮిࢠϝʔϧのૹ受信ʯ͕࠷ଟい

インターネットの利用的については、「電子メールの送受信」がほ΅すべての年齢層で高くなっている一方、
「ソーシϟルネットワーキングサービスの利用」や「動画ߘ・共有サイトの利用」では各年齢֊層のࠩが大きく
なっている（ਤද�������）。このうち、「ソーシϟルネットワーキングサービスの利用」については、80ࡀ以上
をআく各年齢֊層で利用率が上ঢしている（ਤද�������）。

ਤද������� ಓݝผΠϯλーωοトར༻ٴͼثػผのར༻ঢ়گʢݸਓʣʢ����ʣ

ಓݝʢOʣ
Πϯλーωοトར༻ऀのׂ߹

૯ ύιίϯ 携ଳి
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ਤද������� ྸ֊ผΠϯλーωοトར༻のత・༻్ʢෳճʣ
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ウ　イϯλーネットͰߪೖ͢るࡍのܾࡁ方๏
๏はʮΫϨδοτΧʔυํࡁܾ●
いʯ͕7ׂ
インターネットでߪ入する際のܾ

方法は、「クϨジットカードい」ࡁ
（74�7ˋ）が࠷も多く、次いで、「コ
ンビニエンスストアでの支い」

（43�0ˋ）、「代ۚҾ換」（32�7ˋ）、「ۜ
行・༣便局の窓口・ATMでのৼࠐ・
ৼସ」（27�5ˋ）となっている（ਤද
��������）。

҆શͳΠϯλʔωοτͷར༻ʹ͚ͨ՝�
ア　イϯλーネットར用Ͱ͡ײるෆ҆情報௨৴ネットワークར用্の
છのෆ͕҆ଟいײ業ͰはΠϧεا、ਓใ等の࿙͑いݸਓͰはݸ●

インターネットを利用している12ࡀ以上の個人のうち、インターネットを利用していて「不安をײじる」又は
「どちらかといえば不安をײじる」とճした者の割合が合わせて70�7ˋとなっている（ਤද��������）。

具体的な不安の内容としては、「個人情報やインターネット利用ཤྺの࿙えい」の割合が84�6ˋと࠷も多く、次
いで、「コンピュータウイルスへのײછ」（65�7ˋ）、「Ս空請ٻやインターネットを利用したٗ」（48�3ˋ）となっ
ている。また、「電子ܾࡁの信པ性」（37�8ˋ）が4�6ポイントの上ঢとなっている（ਤද��������）。

ਤද������� ྸ֊ผιーγϟϧωοトϫーΩϯάサービスのར༻ঢ়گ
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また、企業における情報通信ネットワーク（インターネットや企業内LAN等）の利用上の題点については、
「ウイルスײછに不安」という企業の割合が47�2ˋと࠷も高くなっている（ਤද��������）。

ਤද�������� Πϯλーωοトར༻࣌ʹෆ安Λ͡ײΔ
ਓのׂ߹

ʢˋʣ

20��年ʢOʹ����ʣ
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2���

どͪΒかとい͑ෆ҆を͡ײる
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ෆ҆を͡ײない
����

ෆ҆を
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����

（出య）総務省「通信利用動向調査」
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イ　イϯλーネットར用に͏ඃݧܦ
●ੈଳͰはύιίϯ、ܞଳి、εϚʔτϑΥϯのいͣΕͰ、ϝʔϧɾՍۭٻϝʔϧ受信にΑるඃݧܦ
上ঢ͕ݧܦϝʔϧのඃܕ業Ͱはඪతا、高͘࠷͕
ੈ帯におけるインターネット利用にう過去1年間の被害経験については、自のパソコン、携帯電話・P)S

及びスマートフォンのいͣれの機器の利用においても「メール・Ս空請ٻメールを受信」が࠷も多く、ಛにス
マートフォンでは、58�2ˋとなっている（ਤද��������）。

また、情報通信ネットワークを利用している企業では、インターネット利用にう過去1年間の被害経験につい
て、「Կらかの被害を受けた」企業の割合が55�6ˋと数以上であり、被害の内容は、「ウイルス発見又はײછ」

（46�9ˋ）が࠷も多く、次いで「標的型メールの送付」（35�7ˋ）となっている（ਤද��������）。

ਤද�������� Δใ௨৴ωοトϫーΫΛར༻͢Δ্Ͱのʢෳճʣ͚͓ʹۀا
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ਤද�������� ੈଳʹ͓͚ΔΠϯλーωοトར༻ʹ͏ඃݧܦʢෳճʣ

■自のパιίン

■携ଳి・1)4

˙スϚーτϑΥン
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ϝーϧ・Սۭ請ٻϝーϧを受信

Οϧスをൃ見した͕ײછなし

ϑΟοシンά

ෆਖ਼ΞΫηス

Οϧスに̍度Ҏ上ײછ

そのଞʢݸਓ情報の࿙͑い、㒷ᨱதই等ʣ
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（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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ウ　情報セキュリティ対策
●ෆਖ਼ΞΫηεࢭې๏ҧ事݅ʢ݅ڍݕ数ʣ͕एׯ減少し、ੈଳͰは7ׂ、ا業Ͱは΄΅શて͕、ͦΕͧΕԿΒ
͔のใηΩϡϦςΟରࡦΛ࣮ࢪしている
2018年中の不ਖ਼アクセス行ҝのې止等に関する法律（以下「不ਖ਼アクセスې止法」という。）ҧ事݅の検ڍ

݅数は564݅であり、લ年と比べ84݅減গした（ਤද��������）。
インターネット利用ੈ帯におけるセキュリティ対策の実施状況をみると、Կらかの対策を行っているੈ帯の割合

は68�5ˋである。主な対策としては、「セキュリティ対策ソフトの導入もしくは更新」（53�4ˋ）、「セキュリティ
対策サービスの新規ܖ約もしくは更新」（24�2ˋ）となっている（ਤද��������）。

また、情報通信ネットワーク利用企業における情報セキュリティ対策の実施状況をみると、Կらかの情報セキュ
リティ対策を実施している企業の割合は97�8ˋとなっている。対策の内容は、「パソコンなどの端末（OS、ソフ
ト等）にウイルス対策プログラムを導入」（82�9ˋ）が࠷も多く、次いで、「サーバにウイルス対策プログラムを導
入」（61�0ˋ）が多い（ਤද��������）。

ਤද�������� ʢෳճʣのηΩϡϦςΟඃࡍΔใ௨৴ωοトϫーΫར༻の͚͓ʹۀا
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ԿΒかのඃを受͚た

ಛにඃない

イϧスをൃ見ຢײછ

ίンϐϡーλイϧスを
ൃ見した͕ײછしなかͬた

ίンϐϡーλイϧスに
গなくと̍ճײછした

ඪతܕϝーϧの送付

スパムϝーϧのதܧ利用・౿み

ෆਖ਼ΞΫηス

%PTʢ%%PTʣܸ߈

ҙ・աࣦにΑる情報࿙Ӯނ

ϗームϖーδのվ͟Μ

そのଞのඃ

ʢ�ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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ਤද�������� ʢෳճʣگঢ়ࢪの࣮ࡦΔใηΩϡϦςΟର͚͓ʹۀا
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ԿΒかのରࡦを࣮ࢪしている

ಛにରࡦを࣮ࢪしていない

パιίンなどの	04、ιϑτ等ʣに
イϧスରࡦϓϩάラムをಋೖ

αーόにイϧスରࡦϓϩάラムをಋೖ

I%、パスϫーυにΑるΞΫηス੍ޚ

ࣾһڭҭ

04へのηΩϡϦテΟパονのಋೖ

ϑΝイΞΥーϧのઃஔ・ಋೖ

ηΩϡϦテΟϙϦシーのࡦ定

ΞΫηスϩάのه

֎෦ଓのࡍにイϧスΥーϧをߏங

ϓϩΩシʢཧαーόʣ等の利用

ηΩϡϦテΟ査

σーλやωοτϫーΫの҉߸Խ

ෆਖ਼৵ೖ検システム	I%4ʣのઃஔ・ಋೖ

ճઢࢹ

イϧスରࡦରԠϚχϡΞϧをࡦ定

認証ٕज़のಋೖにΑる利用者確認

ηΩϡϦテΟཧのΞτιーシンά
8FCΞϓϦέーシϣンϑΝイΞΥーϧの

ઃஔ・ಋೖ
そのଞのରࡦ

ʢ�ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� ੈଳʹ͓͚ΔใηΩϡϦςΟରࡦの
ʢෳճʣگঢ়ࢪ࣮
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ରࡦをͬߦた
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ηΩϡϦテΟରࡦιϑτの
ಋೖしくߋ৽

ηΩϡϦテΟରࡦαーϏスの
৽ܖنしくߋ৽

にパスϫーυをઃ定している

ෆ確かなインλーωοτճઢに
ଓしない

ཧ者を定め、νΣοΫしている

ʢ�ʣ

20��年ʢO�����ʣ20��年ʢO�����ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� ෆਖ਼ΞΫηスࢭې๏ҧ݅ڍݕ݅ࣄ
のਪҠ
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（出య）警庁・総務省・経ࡁ産業省「不ਖ਼アクセス行ҝの発生状況及びア
クセス制ޚ機能に関する技術の研究開発の状況」により作成
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�ΔΫϥυαʔϏεͷར༻ಈ͚͓ʹۀا
ア　クラウドサービスのར用ঢ়گ
●ΫϥυαʔϏεΛ利༻しているا業のׂ߹は�ׂͱͳͬている

クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は58�7ˋであり、લ年の56�9ˋから1�8ポイント上ঢし
ている（ਤද��������）。

イ　クラウドサービスのޮՌ
●ଟ͘のا業ͰΫϥυαʔϏεのޮՌΛ࣮ײ

クラウドサービスの効果については、「非常に効果
があった」または「ある程度効果があった」とճ
した企業の割合は83�2ˋとなっている（ਤද������
��）。

ਤද�������� Ϋϥυサービスのར༻ঢ়گ
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ۀ ��� ��� �0� ��2 ��� 2�� �� ��� 22 �
ӡ༌ۀ・郵便ۀ ��� ��� �� �� �0 �2 2� �� �2 �
Էച・খചۀ 2�� ��2 2�� ��� �22 ��� �� �2 2� �
ۚ༥・保ۀݥ ��� 2� 20 �� �0 � 2 � 0 ʵ
ෆಈۀ࢈ ��2 �� 22 �� � � � � � �
情報௨信ۀ 2�� �0� �� �� 2� �� �� � � ʵ
αーϏスۀ、そのଞ �2� ��� ��� ��� ��� 2�� �� ��� �� �

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� ΫϥυサービスのޮՌ

Ϛイφスのޮ果であͬた
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（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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ウ　クラウドサービスのར用༁
●利༻しているΫϥυαʔϏεはʮϑΝΠ
ϧอɾσʔλڞ༗ʯ͕࠷ଟい
利用したサービスの内容については、「ファ

イル保管・データ共有」の割合が53�1ˋと
、も高く、次いで「電子メール」（52�2ˋ）࠷

「サーバ利用」（51�0ˋ）となっており、「営
業支援」や「生産管理」等の高度な利用は
ਫ準にཹまっている（ਤද��������）。

ɹ

Τ　クラウドサービスΛར用͍ͯ͠るཧ༝
●ΫϥυαʔϏε利༻のཧ༝はʮ࢈ࢿ、อ
कମ੍Λࣾにͭ࣋ඞཁ͕ͳい͔Βʯ͕࠷
ଟい
クラウドサービスを利用している理由とし

ては、「資産、保क体制を社内に持つ必要が
ないから」（41�6ˋ）が࠷も多く、次いで「ど
こでもサービスを利用できるから」（33�8ˋ）、

「サービスの信པ性が高いから」（31�9ˋ）が
多い（ਤද��������）。

ɹ

ਤද�������� Ϋϥυサービスのར༻༁
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20��年ʢOʹ���2ʣ

����

�2�2

���0

�0��

����

����

2���

����

����

�2��

��2

��0

���

���

��0

���

���

2��

���

���2

����

����

����

����

2���

����

����

�2��

�0��

��2

���

���

���

���

���

���

���

���

0 20 �0�0 �0 �0 �0
ϑΝイϧ保・σーλڞ༗
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σーλόοΫΞοϓ

Ӧۀ支援

Fラーχンά

औҾઌとの情報ڞ༗

システム開ൃ、XFCαイτߏங

生࢈ཧ、物ྲྀཧ、店ฮཧ

ϓϩδΣΫτཧ

買ߪ

受注ൢച

課ۚ・決ࡁシステム

認証システム

開ൃؔ・ڀݚ

そのଞ

ʢ�ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� ΫϥυサービスΛར༻し͍ͯΔཧ༝
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利用で͖るかΒ

αーϏスの信པੑ͕高いかΒ

ଘシステムΑりط
ίスτ͕҆いかΒ

システムϕンμーに
ఏҊ͞れたかΒ

そのଞ

ʢˋʣ

҆定ӡ用、Մ用ੑ͕高くなるかΒ
ʢΞϕイラϏϦテΟʣ

システムの༰ྔのมߋなど͕
ਝにରԠで͖るかΒ

システムの֦ுੑ͕高いかΒ
ʢスέーラϏϦテΟʣ

20��年ʢOʹ���0ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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Φ　クラウドサービスΛར用͠な͍ཧ༝
●ΫϥυαʔϏεΛ利༻していͳいཧ༝は
ʮඞཁ͕ͳいʯ͕࠷ଟい
クラウドサービスを利用しない理由として

は、「必要がない」（46�0ˋ）が࠷も多く、次
いで「情報࿙えいなどセキュリティに不安が
ある」（33�3ˋ）、「クラウドの導入にうط
ଘシステムの改修コストが大きい」（18�8ˋ）
が多い（ਤද��������）。

ɹ

�گΔIP5ɾAIͷγεςϜɾαʔϏεͷಋೖɾར༻ঢ়͚͓ʹۀا
ア　*P5ɾ"*等のシステムɾサービスのಋೖঢ়گ
●*P5ɾ"*等のγεςϜɾαʔϏεのಋೖ
業は2ׂͱͳͬているا業ɾಋೖ༧定ا
デジタルデータの収集・解析等のため、

IoTやAI等のシステム・サービスを導入し
ている企業の割合は12�1ˋとなっており、
導入༧定の企業を含めると約2割となってい
る（ਤද��������）。

ਤද�������� ΫϥυサービスΛར༻しな͍ཧ༝
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վमίスτ͕େ͖い

ωοτϫーΫの҆定ੑにରするෆ͕҆ある

ϝϦοτ͕かΒない、அで͖ない

௨信අ用͕か͞Ή

χーζにԠ͡たΞϓϦέーシϣンの
ΧスλϚイζ͕で͖ない

ΫラυのಋೖにΑͬて
自ࣾίンϓライΞンスに支োを͖たす

๏੍度͕ͬていない

そのଞ

ʢ�ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� *P5・"*のγスςϜ・サービスのಋೖঢ়گ
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ಋೖし͍ͯΔ
ຢಋೖ༧ఆ
����ˋ

ಋೖしていない͕
ಋೖ予定͕ある

����

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

I
C
T


の
ج
ຊ
σ
ồ
λ

第
�
章

I$5 αʔϏεͷར༻ಈ第 2節

令和元年版　情報通信白書　第2部264



イ　σδλϧσーλのऩूɾղੳの的
●σδλϧσʔλのऩूɾղੳのతはʮޮԽɾ業վળʯ͕7ׂͱͳͬている

デジタルデータの収集・解析の的をみると、「効率化・業務改善」が73�8ˋと࠷も高く、次いで、「٬ސサー
ビスの向上」（43�2ˋ）、「事業の全体࠷ద化」（23�9ˋ）となっている（ਤද��������）。

ウ　*P5ɾ"*等のシステムɾサービスのಋೖޮՌ
●7ׂのا業ͰޮՌΛ࣮ײ

システムやサービスの導入効果をみると、
「非常に効果があった」又は「ある程度効果
があった」とճした企業の割合が73�3ˋ
となっている（ਤද��������）。

Τ　*P5ɾ"*等のシステムɾサービスΛಋೖ͠な͍ཧ༝
●ಋೖしͳいཧ༝ͱしては、ʮい͜ͳすਓ
ଟい࠷いͳい͔Βʯ͕͕ࡐ
システムやサービスを導入しない理由をみ

ると、「使いこなす人材がいないから」が
37�9ˋと࠷も高く、次いで、「導入後のビジ
ネスモデルが不明確ͩから」（37�0ˋ）となっ
ている（ਤද��������）。

ਤද�������� *P5・"*のγスςϜ・サービスΛ௨ͯ͡σーλΛऩू・ղੳ͢Δత

�0�2

��0

�2��

2���

���2

����

0 20 �0 �0 �0

そのଞ

৽ن事ܦ・ۀӦ

事ܧۀଓੑ

事ۀの全体࠷దԽ

٬αーϏス向上ސ

ޮԽ・ۀ務վળ

20��年	O�2��


	�

（出య）総務省「通信利用動向調査」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� *P5・"*のγスςϜ・サービスのಋೖޮՌ

ඇৗにޮ果͕
あͬた
�����

あるఔ度ޮ果͕あͬた
�����

มΘΒなかͬた
����

Ϛイφスのޮ果͕
あͬた
0�0�

ޮ果Αく
ΘかΒない
2����

ඇৗʹޮՌ͕͋ͬͨ
ຢ͋ΔఔޮՌ͕͋ͬͨ

����ˋ

20��年	O�2��


（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM

ਤද�������� *P5"*のγスςϜ・サービスΛಋೖしな͍ཧ༝

����

���0

����

����

���2

���

����

0 �0 20 �0 �0 �0
͕ࡐい͜なすਓ

いないかΒ
ಋೖޙのϏδωスϞσϧ͕

ෆ明確ͩかΒ
ಋೖίスτ、ӡ用ίスτ͕

かかるかΒ
ಋೖす͖システムや

αーϏス͕かΒないかΒ
ಋೖにඞ要な௨信インϑラ等͕

ෆेͩかΒ
利活用やಋೖにؔする๏令など

のඋ͕ෆेͩかΒ

そのଞ

ʢˋʣ

20��年ʢO�����ʣ

（出య）総務省「通信利用動向調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�TUBUJTUJDT�TUBUJTUJDT05�IUNM
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2 گɾར༻ঢ়گঢ়ڙ௨৴αʔϏεͷఏؾి

ఏڙঢ়گ�
ア　֓گ
ʢΞʣԻ௨৴αʔϏεͷՃೖܖͷঢ়گ
数はҰ؏して増加ܖ1ిの*ܕ+#"ͼ0ٴ数は減少傾向に͋る͕、Ҡಈ通信ܖ定通信のݻ●

定通信（NTT東加入電話（IS%Nを含Ή）、収電話＊1及びCAT7電話。0ABJ型IP電話をআく。）が減গݻ
向にある一方、移動通信（携帯電話及びP)S）及び0ABJ型IP電話は堅調な৳びを示している。また、050型
IP電話は、ۙ年ԣばいで推移している。

移動通信のܖ約数は、ݻ定通信のܖ約数の約9�0ഒになっている（ਤද�������）。

ʢΠʣϒϩʔυόϯυͷར༻ঢ়گ
●Ҡಈܥ高ϒϩʔυόϯυܖ数は年々େ෯に増加している

2018年度末でのݻ定系ブロードバンドのܖ約数＊2は、4,025ສ（લ年度比1�5ˋ૿）、移動系超高速ブロードバ
ンドܖ約のうち、3�9�4ੈ代携帯電話（LT&）は1ԯ3,664ສ（લ年度比13�2ˋ૿）、BWAは6,624ສ（લ年度比
13�8ˋ૿）となっている（ਤද�������）。'TT)と%SLのܖ約७૿数の推移をみると、%SLは७減向が続いて
いる一方、'TT)は一؏して७૿している（ਤද�������）。

デジタル化されたケーブルテϨビ施設は、テϨビジョン放送サービスのほか、インターネット接続サービス及び
IP電話サービスといういわΏるトリプルプϨイサービスを提供する地域の総合的情報通信基盤となっている。ケー
ブルテϨビ網を利用したインターネット接続サービスは、2018年度末で295事業者が提供し、ܖ約数は、686ສ
となっている（ਤද�������）。

ਤද������� Ի௨৴サービスのՃೖܖのਪҠ

定௨信ݻ Ҡಈ௨信 I1ిܕ+#"0 I1ిܕ0�0
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ʢ万Ճೖʣ

ʢ年度ʣ

˞�　Ҡಈ௨信携ଳి、1)4及ͼ#8"の߹ܭ。
˞2　�20��年度Ҏ߱のҠಈ௨信、ʮάϧーϓऔҾ調ޙʯの。ʮάϧーϓऔҾ調ޙʯと、./0͕ಉҰάϧーϓの./0かΒ.7/0のཱとして

ఏڙを受͚た携ଳిや#8"αーϏスを�つの携ଳి等の#8"αーϏスを�つの携ଳి等で自ࣾαーϏスとซͤてఏڙする߹、࣮ଶとဃした
のとなΒないΑ͏、�つの携ଳి等について2ܖでなくܖ�としてΧンτするΑ͏に調したの。

˞�　աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

＊1	 ऩిと、/55౦Ҏ֎のిؾ௨৴ۀࣄ者͕ఏ͢ڙるՃೖిαʔϏスͰ、Ճೖి、Ճೖ*4%/、৽ܕऩి、৽ܕऩ*4%/Λ
߹Θͤた૯শΛ͍͏ɻ

＊2	 ɻܭ߹のܖͼ'8"のٴ、'55)、%4-、$"57ܖϒϩʔυόンυܥఆݻ
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ਤද������� ϒϩーυόϯυܖのਪҠ
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˞աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

ਤද������� '55)ͱ%4-のܖ७૿のਪҠʢରલ࢛ظʣ
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˞աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

ਤද������� $"57ΠϯλーωοトఏऀۀࣄڙͱܖのਪҠ

��� ��� ��� ��� ��� �2� ��� ���

��� ���
��� �0� �22 ��� ��� ���

�0�

���

0
�00
200
�00
�00
�00
�00
�00
�00

0

�00

200

�00

�00

�00

�00

200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��

2��

���

20��ʢ年度ʣ

ʢ事ۀ者ʣ ʢ万ܖʣ
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˞աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM
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イ　ݻఆܥԻ௨৴
ʢΞʣݻఆిࢢ＊3

数は؇ܖにお͚るશ加ೖࢢ1ిʣ*ܕ+#"ͼ0ٴ定ిʢ/55౦加ೖి、ऩి、$"57ిݻ●
͔ͳ減少傾向
約数は2018年ܖ定電話（NTT東加入電話、収電話、CAT7電話及び0ABJ型IP電話）市場における全ݻ

度末時点で5,437ສ（લ年度比1�1ˋ減）であり、Ҿき続き減গ向となっている。
ˋ向にあり（લ年比2�4向にある一方、0ABJ型IP電話は૿加約数が全体として減গܖ定電話市場の全ݻ

約数はܖ定電話から0ABJ型IP電話をআいたݻ。定電話市場全体にめる割合も63�3ˋとなっているݻ、（૿
1,996ສであり、0ABJ型IP電話のܖ約数（3,441ສ）を下ճっている（ਤද�������）。

また、加入電話及びIS%Nの事務用と住用それͧれの向をみると、事務用、住用の加入電話、IS%Nとも
に加入ܖ約数が減গしている＊4（ਤද�������）。
ਤද������� ऀのਪҠܖఆిのՃೖݻ

/TT౦ՃೖిʢI4%/をؚΉʣ
I1ిܕ+#"0
C"T7ి
ऩి
ܭ߹
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（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

ਤද������� ఆిサービスのਪҠݻ55/

Ճೖిʢ事務用ʣ I4%/ʢ事務用ʣ Ճೖిʢ住用ʣ I4%/ʢ住用ʣ
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（出య）NTT東資ྉにより作成

＊3	 における利用ࢢのըఆに͍ͭͯ、֤ʑのࢢఆిྖҬにおけるαʔϏスݻ、にお͍ͯ「のධՁ2014گ૪ঢ়ڝ௨৴におけるؾి」
者の用్、ࢢのधཁସ性の༗ແ等ΛצҊ͠、Ճೖిに͍ͭͯ、/55౦Ճೖిʢ*4%/ΛؚΉɻʣ、ऩిʢՃೖ、৽ܕऩ、
ऩ*4%/ʣ、$"57ిٴͼ0"#+1ి*ܕの֤αʔϏスΛ͋Θͤͯ1ͭのࢢとΈͳ͠、「ݻఆిࢢ」と͍ͯ͠るɻ

＊4	 のΈΛ͍ࣔͯ͠るɻگ用とॅ用のՃೖ者/55౦にؔ͢るঢ়ࣄ
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ʢΠʣެऺి
●ެऺిࢪઃ数はҰ؏して減少

2018年度末におけるNTT東の公衆電話施設数は、減গが続き、15�5ສ台（લ年度比1�7ˋ減）となってい
る。これは、携帯電話の普及により、公衆電話の利用が減গしていることがഎܠにある（ਤද�������）。

ʢʣIPిͷීٴ
●*1ిの利༻数は2018年度Ͱ4,��0万݅Ͱ͋り、0"#+1ి*ܕ͕増加傾向

IP 電話サービスは、インターネットで利用されるIP（IOUeSOeU PSoUoDoM）を用いたԻ電話サービスであり、
ブロードバンド（インターネット）サービスの付加サービスの形態を中心に提供されている。IP電話は付༩され
る電話൪号の体系のҧいによって次の二つに大別される（ਤද�������）。
Aɹܕ���IPి

050൪号を用い、インターネット接続サービスの付加サービスとして提供され、同じプロバイμもしくは提携プ
ロバイμの加入者間の通話ྉは無ྉであることが多い。一方で、緊急通報（110、119等）を利用できない点や、
通話質の基準が加入電話に比べていといった点もある。2018年度における利用数は、889ສ݅となっている。
#ɹ�A#+ܕIPి

0ABJ型IP電話は、加入電話と同じ0ABJ൪号を用い、加入電話と同等の高質な通話や緊急通報（110、119
等）を利用できるなどのಛがある。2018年度における利用数は、3,441ສ݅あり、ґવ૿加向にある。

ਤද������� /55౦ʹ͓͚ΔެऺిࢪઃߏのਪҠ
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（出య）NTT東資ྉにより作成

ਤද������� *1ిのར༻ঢ়گ
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（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM
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ウ　Ҡಈܥ௨৴
●Ҡಈܥ通信のܖ数は毎年増加ɻ·ͨ、Ҡಈܥ通信のܖ数にΊる.7/0αʔϏεのܖ数増加傾向

2018年度末時点における移動系通信（携帯電話、P)S及びBWA）のܖ約数＊5は1ԯ8,045ສ（લ年度比4�0ˋ
૿）である。2017年度末と比較しての७૿数は、688ສとなっており、Ҿき続き૿加向である（ਤද�������）。

また、同ܖ約数における事業者別シェア（グループ別）について、NTTドコモは37�9ˋ（લ年度比0�8ポイン
ト減）、,%%Iグループは27�4ˋ（લ年度比0�2ポイント減）、ソフトバンクグループは23�1ˋ（લ年度比±0）と
なっている（ਤද��������）。各グループのM7NOシェアについては、NTTドコモのM7NOは5�6�（લ年度
比0�2ポイント૿）、,%%IグループのM7NOは3�4�（લ年度比0�6ポイント૿）、ソフトバンクグループは2�6ˋ

（લ年度比0�2ポイント૿）となっている。
移動系通信（携帯電話、P)S及びBWA）のܖ約数にめるM7NOのサービスのܖ約数＊6は、2,094ສ（2017

年度と比較して14�0ˋ૿）と૿加向である（ਤද��������）。

ਤද�������� Ҡಈܥ௨৴のܖʢάϧーϓऔҾ調
ޙʣʹ͓͚ΔऀۀࣄผγΣΞのਪҠ

ʢ年・݄ʣ
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˞,%%IάϧーϓのシΣΞに、,%%I、ԭೄηϧラー及ͼ62ίϛϡχέー
シϣンζ͕、ιϑτόンΫάϧーϓのシΣΞにιϑτόンΫ、ϫイϞόイ
ϧ、及ͼ8JSFMFTT�CJUZ�1MBOOJOHؚ͕·れる。

（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データ
の公表（平成30年度第4࢛期（3 月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

ਤද�������� .7/0ʢ./0Ͱ͋Δ.7/0Λআくʣ
サービスのܖのਪҠ
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（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データ
の公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

ਤද������� Ҡಈܥ௨৴のܖのਪҠ
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˞�　�ʮάϧーϓऔҾ調ޙʯと、./0͕、ಉҰάϧーϓの./0かΒ.7/0のཱとしてఏڙを受͚た携ଳిや#8"αーϏスを�つの携ଳి
等で自ࣾαーϏスとซͤてఏڙする߹、࣮ଶとဃしたのとなΒないΑ͏、�つの携ଳి等について2ܖでなくܖ�としてΧンτするΑ͏
に調したの。

˞2　աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM
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Τ　ઐ用ઢ等
●ۙ年、ࠃઐ༻ઢのճઢ数͕減少するҰํͰ、ҬΠʔαωοταʔϏεのܖ数は増加の傾向

2017年度末における国内ઐ用サービスのճ線数は、33�2ສճ線である。内༁は、一ൠઐ用（帯域）が20�3
ສճ線、一ൠઐ用（ූ号）が2�0ສճ線となっている。高速デジタル伝送はલ年度に比べ1�2ສճ線減গし、
10�9ສճ線となっている（ਤද��������）。

国際ઐ用サービスのճ線数は、2,454ճ線である。全てのճ線が主にデータ伝送、高速ファイル転送及びテϨビ
会議に利用されている中・高速ූ号伝送用ճ線＊7である（ਤද��������）。

一方、広域イーサネットサービスのܖ約数は૿加向となっており、2018年度時点でのܖ約数は60�8ສとなっ
ている。また、IP�7PNサービスは、ۙ年ԣばいで推移している（ਤද��������）。

ਤද�������� *1�71/サービス・ҬΠーサωοトサービスܖのਪҠ
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˞աڈのについて、事ۀ者報ࠂのमਖ਼͕あͬたため、ࡢ年のެදとҟなる。
（出య）総務省「電気通信サービスのܖ約数及びシェアに関する࢛期データの公表（平成30年度第4࢛期（3月末））」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000154�IUNM

＊7	 ௨৴1200Cpsʙ10(Cpsのճ線Ͱ、ओにσʔλૹ、高フΝイϧసૹに利用ɻ

ਤද�������� ઐ༻ճઢのਪҠࠃ
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（出య）総務省「情報通信౷計データベース」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�

ਤද�������� ઐ༻サービスճઢのਪҠࡍࠃ
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（出య）総務省「情報通信౷計データベース」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�
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Φ　ిؾ௨৴ྉۚ
ʢΞʣࠃྉۚ
通信ྉۚにͭいては減少傾向ͰਪҠؾ通信ྉۚのਫ४は2010年Ҏ߱΄΅横ばい、Ҡಈిؾ定ిݻ�●

日本ۜ行「企業向けサービス価格指数（2010年基準）」によると、ݻ定電気通信のྉۚはほ΅ԣばい、移動電
気通信のྉۚは減গ向にある。2010年と比較するとݻ定電話は0�3ポイント૿、携帯電話・P)Sのྉۚは18�7
ポイント減となっている（ਤද��������）。

ʢΠʣ௨৴ྉۚͷࡍࠃൺֱ
●౦ژのܞଳిのྉۚにͭいて、εϚʔτϑΥϯはଞのࢢͱಉਫ४

通信ྉۚを東京（日本）、ロンドン（ӳ国）、パリ（フランス）、デュッセルドルフ（ドイπ）、ソウル（ؖ国）の
6都市について比較すると、ݻ定電話のྉۚでは、IP電話を提供しているニューϤークをআき、東京は加入時一時
ۚが࠷も྿になっており、基本ྉۚはロンドン、パリ、デュッセルドルフと同ਫ準である。また、東京の平日
12時の市内通話ྉۚはデュッセルドルフと同ਫ準である（ਤද��������）。

携帯電話のྉۚでは、フィーチϟーフォンユーβについて、東京はニューϤークをআく各都市と並んで྿なਫ
準となっている。また、スマートフォンユーβについて、新規ܖ約した場合の通信ྉۚを比較すると、データ通信
量が月2GB及び5GBのプランについて東京の支ֹは中位のਫ準、データ通信量が月20GBの大容量プランにつ
いては、高いਫ準となっている（ਤද��������）。

ਤද�������� ຊۜ行ʮ͚ۀاサービスՁ֨ࢦʯʹΑΔྉۚのਪҠ
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（出య）日本ۜ行「企業向けサービス価格指数（2010年基準、消費税আく）」により作成
IUUQ���XXX�TUBU�TeBSDI�CoK�oS�KQ�
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ਤද�������� ൺֱʢ����ʣࡍࠃఆిྉۚのݻผྉۚʹΑΔݸ

住༻のՃೖ࣌Ұۚ࣌ŋجຊྉۚ �ؒ௨しͨ߹のྉۚʣʹ࣌��௨ྉۚʢฏࢢ
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˞�　�各ࢢと݄額جຊྉۚにҰ定の௨ྉをؚΉྉۚϓランや௨ྉ͕௨ؒ、௨信ڑにΑΒないϓランなどଟ༷なྉۚϓラン͕ಋೖ͞れて͓り、݄額ྉۚ
にΑる୯७なൺֱࠔとなͬている。

˞2　/TT౦ຊの住用ڃ�局ʢՃೖ者�0万ਓҎ上の۠ʣのライτϓラン＊�。
˞�　౦ژのՃೖ࣌Ұۚ࣌、ライτϓランの事අʢ2000円ʣとܖྉʢ�00円ʣ。
˞�　�χϡーϤーΫに͓いて、ࡏݱ、ैདྷのిઢを利用するݻ定ిαーϏスの৽نՃೖ受付͚て͓Βͣ、ΘりにI1ిαーϏスのఏڙをͬߦているため、

I1ిαーϏスのྉۚをࡌهʢ݄額のجຊྉのみで௨ແ੍ݶとなる͕、インλーωοτଓʢ'TT)ʣとηοτでのఏڙとなるため、ผ途インλーωοτ
ଓʢ'TT)ʣのྉ͕ۚඞ要となるʣ。

（出య）総務省「平成29年度電気通信サービスに係る内外価格ࠩに関する調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000504�IUNM
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˞�　�ϑΟーνϟーϑΥンについて、Իのみのྉۚϓランで݄ʑの支額をൺֱ。スϚーτϑΥンについて、զ͕国の携ଳిにΑる௨、ϝーϧ、σーλ
௨信の利用࣮ଶかΒϞσϧྉۚを算定し݄ʑの支額をൺֱ。

˞2　�ి ଶにΑり要するྉ͕ۚҟなる͜と等にཹҙܗし、利用ࡏଘ͕ܥめ、༷ʑな体࢝るྉۚについて、各国と௨ৗྉۚ・ׂҾྉۚのผを௨信αーϏスにؾ
͕ඞ要。

（出య）総務省「平成29年度電気通信サービスに係る内外価格ࠩに関する調査」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000504�IUNM

＊�	 Ճೖ࣌にࢪઃઃஔෛ୲ۚʢ36000ԁʣのࢧ͍ΛΘͳ͍ϓランɻࢪઃઃஔෛ୲ۚΛࢧ͏߹にൺ、ֹ݄250ԁ͕جຊྉにՃ͞ࢉΕるɻ
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�گ௨৴ͷར༻ঢ়ؾి
ア　௨৴ճɾ௨৴ؒ࣌
ʢΞʣ૯௨৴ճŋ૯௨৴ؒ࣌
●૯通信ճ数ٴͼ通信ؒ࣌は減少傾向＊9

2017年度におけるզが国の総通信ճ数は821�8ԯճ（લ年度比4�1ˋ減）、総通信時間は31�5ԯ時間（લ年度
比4�1ˋ減）であり、いͣれも減গが続いている。

発信端末別の通信ճ数では、IP電話発が160�9ԯճ（લ年度比43�9ˋ૿）とҾき続き૿加している一方、ݻ定
系＊10発は174�9ԯճ（લ年度11�7ˋ減）、移動系＊11発の通信ճ数は486�1ԯճ（લ年度比3�5ˋ減）となった（ਤ
ද��������）。

発信端末別の通信時間では、IP電話発が4�9ԯ時間とԣばいである一方、ݻ定系発は4�8ԯ時間（લ年度比
14�0ˋ減）、移動系発の通信時間は21�8ԯ時間（લ年度比2�3ˋ減）と減গ向にある。（ਤද��������）。

2017年度における、1ܖ約当たりの1日の通信時間は、ݻ定通信では、加入電話が2分22ඵ（લ年度ࠩ18ඵ
減）、IS%Nは10分55ඵ（લ年度ࠩ6ඵ減）、IP電話が1分56ඵ（લ年度ࠩ7ඵ減）、携帯電話・P)Sが2分7ඵ

（લ年度ࠩ7ඵ減）といͣれも減গしている（ਤද��������）。
ਤද�������� ௨৴ճのਪҠʢൃ৴ผʣ

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
����� ��0�� ����0 2�2�� 2���2 22��� ����� �����

�0��� ����2 ��0�� ����� �2��� ����� �0��� �����

��2�� �2��� ��0�� ����� ����� ����� ����� ��0��
��0��� �0���� �0���� ��0�� ��2�0 ����� ����� �2���

��0��� �0���� �0���� ��0�� ��2�0 ����� ����� �2���

0
200
�00
�00
�00

�000
�200
ʢԯճʣ

ʢ年度ʣ
ܥ定ݻ

Ҡಈܥ

I1ి
૯ճ

˞Ҡಈܥ௨信ɿ携ଳి・1)4ൃݻ�定ܥ௨信ɿՃೖి・I4%/・ެऺిൃ
（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

ਤද�������� ௨৴ؒ࣌のਪҠʢൃ৴ผʣ

20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
�2�� �0�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

2��2 2��0 2��� 2��� 2��2 22�� 22�� 2���

��� ��� ��0 ��2 ��� ��� ��� ���
���2 ���� ���� ���� ���0 ���� �2�� ����

���2 ���� ���� ���� ���0 ���� �2�� ����

0
�

�0
��
20
2�
�0
��
�0
��

ʢԯؒ࣌ʣ

ʢ年度ʣ
ܥ定ݻ

Ҡಈܥ

I1ి
૯௨信ؒ࣌

˞�　�Ҡಈܥ௨信ɿ携ଳి・1)4ൃݻ�定ܥ௨信ɿՃೖి・I4%/・ެऺిൃ
˞2　�୯Ґをʮ百万ؒ࣌ʯかΒʮԯؒ࣌ʯにฤूし、খୈ2Ґをޒࣺ࢛ೖ

している。ৄࡉのग़యをࢀর。
（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

ਤද�������� のਪҠؒ࣌ͨりの�の௨৴ܖ�
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��ඵ
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2�ඵ
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��ඵ

2
�0ඵ

��
�ඵ

2
�ඵ

2
��ඵ

2
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��ඵ

�
��ඵ

2
�ඵ

Ճೖి I4%/ I1ి 携ଳి・1)4

�
2�ඵ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

＊9	 ਤද3�2�2�1�͔Βਤද3�2�2�20·Ͱの֤ਤදにおける2016のに͍ͭͯ、ूޡܭΓ͕͋ったたΊҰ෦मਖ਼͠たΛ͍ͯ͠ࡌܝる
ʢमਖ਼Օॴ出యதの63-ࢀরʣ

ɻܭՃೖి、ެऺి、*4%/の૯「ܥఆݻ」	10＊
＊11	「Ҡಈܥ」ܞଳిٴͼ1)4の૯ܭɻ
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ʢΠʣڑ۠ผͷ௨৴ঢ়گ
Ͱの通信ݝଳిɾ1)4にͭいて77�1ˋ͕ಉҰಓܞ、ˋ定通信ʢ加ೖిɾ*4%/ʣにͭいては�8�8ݻ�●

定通信（加入電話及びIS%N）から発信される通信について、同一単位ྉۚ区域（MA� MeTTBHe ASeB）内ݻ
にऴ始する通信ճ数の割合は42�5ˋ、ྡ接MAとの通信ճ数割合は12�6ˋであり、྆者を合わせると、55�1ˋと
なる。県内・県外別の通信ճ数比率では、同一都道府県内にऴ始する県内通信が58�8ˋとなっている（ਤද����
����）。

また、携帯電話・P)Sの同一都道府県内にऴ始する通信ճ数の比率は77�1ˋとなっている（ਤද��������）。

ʢʣؒ࣌ଳผͷ௨৴ঢ়گ
●�通信ճ数、通信ؒ࣌にͭいては、ݻ定通信は9࣌ʙਖ਼
࣌ଳ͕、Ҡಈ通信は༦ํ18ؒ࣌の࣌ʙ18࣌�ͼ1ٴޕ
͕ϐʔΫͱͳͬている
Aɹݻఆ௨৴ͷؒ࣌ଳผ௨৴ճɾ௨৴ؒ࣌

定通信の時間帯別通信ճ数は、企業等の業務時間であݻ
る9時からਖ਼ޕまでと、13時から18時までの時間帯が多
くなっている。また、時間帯別通信時間も、通信ճ数と同
様の向を示している（ਤද��������ɺਤද��������）。
#ɹҠಈ௨৴ͷؒ࣌ଳผ௨৴ճɾ௨৴ؒ࣌

移動通信（携帯電話及びP)S）の時間帯別通信ճ数は、
ே8時頃から૿加した後、༦方18時લ後に通信ճ数のピー
クを迎え、その後減গしている。また、通話時間について

ਤද�������� ൺのਪҠߏ۠ผ௨৴ճڑఆ௨৴ʢՃೖి・*4%/ʣのݻ

ʲ."୯Ґʳ ʲಓݝ୯Ґʳ
0 20 �0 �0 �0 �00ʢ�ʣ ʢ�ʣ0 20 �0 �0 �0 �00

ಉҰ." ྡ." そのଞ ݝ ֎ݝ
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����
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���2

20��

20��

20��

20��

20��

ʢ年度ʣ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

ਤද�������� 携ଳి・1)4のڑ۠ผ௨৴ճߏൺのਪҠ

ʢ�ʣ0 20 �0 �0 �0 �00

ݝ ֎ݝ

�0��

�0��

���2

����

����

����

����

20��

20��

22��

20��

20��

20��

20��

20��

ʢ年度ʣ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

ਤද�������� ଳผ௨৴ճؒ࣌ఆ௨৴ͱҠಈ௨৴のݻ
のൺֱʢ����ʣ

ʙ� ʙ2 ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ�0 ʙ�� ʙ�2 ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ20 ʙ2� ʙ22 ʙ2� ʙ2�
0
�

�0
��
20
2�
�0
��
�0
��
�0
��
ʢԯճʣ

定ݻ Ҡಈ

ʢ࣌ʣ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM
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もே8時頃から૿加し始めるが、༦方、17時から18時͝ろにピークを迎え、その後減গするものの、深24時
を過͗ても通信時間が多い向がみられる（ਤද��������ɺਤද��������）。また、ݻ定通信と移動通信の平ۉ
通話時間を比較すると、ݻ定通信のピークが21時から22時であるのに対し、移動通信のピークは0時から1時頃
と、ҟなる向がみられる（ਤද��������）。

ਤද�������� ࣌ଳผ௨৴ؒ࣌ఆ௨৴ͱҠಈ௨৴のݻ
ؒのൺֱʢ����ʣ

ʙ� ʙ2 ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ�0 ʙ�� ʙ�2 ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ20 ʙ2� ʙ22 ʙ2� ʙ2�
0

20
�0
�0
�0

�00
�20
��0
��0
��0
200
ʢ百万ؒ࣌ʣ

ʢ࣌ʣ

定ݻ Ҡಈ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

ਤද�������� のؒ࣌௨৴ۉఆ௨৴ͱҠಈ௨৴のฏݻ
ൺֱʢ����ʣ

ʙ� ʙ2 ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ� ʙ�0 ʙ�� ʙ�2 ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ�� ʙ20 ʙ2� ʙ22 ʙ2� ʙ2�ʢ࣌ʣ

定ݻ Ҡಈ

0
�0

�00
��0
200
2�0
�00
��0
�00
��0
ʢඵʣ

（出య）総務省「通信量からみたզが国のԻ通信利用状況（平成29年度）」
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO03@02000542�IUNM

イ　トラώックのঢ়گ
ʢΞʣΠϯλʔωοτͷτϥώοΫ
●զ͕ࠃのϒϩʔυόϯυαʔϏεܖ者の૯μϯϩʔυτϥώοΫは、2018年11݄࣌Ͱฏۉ11�05CQT
に達し、લ年ಉ݄ൺ2���ˋ増加
AɹϒϩʔυόϯυܖऀͷτϥώοΫͷਪҠ

2018年11月時点の国内ISP9社＊12のブロードバンドサービスܖ約者のトラώックについては、μウンロードト
ラώック（A1 O6T）が月間平ۉで7281�8GCQT（લ年同月比21�8ˋ૿）となり、૿加向である。μウンロー
ドトラώック（A1 O6T）とアップロードトラώック（A1 INɿ929�1GCQT）の比は7�8ഒであり、μウンロー
ド型の利用が中心である（ਤද��������）。
#ɹI4PؒͰަ͞ΕΔτϥώοΫͷਪҠ

ISP間で交換されるトラώックについては、国内主要I9＊13と交換されるトラώック（B1）、国内主要I9を介さ
ͣ国内ISP等と交換されるトラώック（B2）及び国外ISP等と交換されるトラώック（B3）のいͣれも流入が流
出を上ճっている（ਤද��������）。
$ɹզ͕ࠃͷΠϯλʔωοτ্Λྲྀ௨͢ΔτϥώοΫͷਪఆ

国内ISP9社のブロードバンドサービスܖ約者（'TT)、%SL、CAT7、'WA）のトラώック（A1）と、զが
国のブロードバンドܖ約数における国内ISP9社のܖ約数のシェアから、զが国のブロードバンドサービスܖ約者
の総μウンロードトラώックをࢉࢼした。その結果、2018年11月時点では平ۉで約11�0TCQTのトラώックがイ
ンターネット上を流通していると推定される。同トラώックはલ年同月比23�3ˋ૿となるなど、ۙ年のインター
ネット上のトラώックはҾき続き૿加している（ਤද��������ɺਤද��������）。

ʣέイɾΦϓテΟίムגʢ」、「ʣ/55ΒΒגʢ」、「ʣג55ίϛϡχέʔシϣンζʢ/」、「ʣインλʔωοτイχシΞテΟϒגʢ」419社ʢ*ྗڠ	12＊
ʢ20194݄にʢגʣΦϓテʔδに社໊มߋʣ」、「,%%*ʢגʣ」、「ʢגʣδϡϐλʔテϨίム」、「ιフτόンΫʢגʣ」、「χフテΟʢגʣ」ٴͼ
「Ϗοάϩʔϒʢגʣ」ʣのूܭɻ

＊13	インλʔωοτϚϧνフΟʔυʢגʣ、ΤΫイχΫスɾδϟύンʢגʣ、ຊインλʔωοτΤΫスνΣンδʢגʣ、##*9ʢגʣٴͼ8*%&	
1roject͕ͦΕͧΕӡӦ͢る*9のूܭɻ
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ਤද�������� զ͕ࠃのΠϯλーωοトʹ͓͚ΔトϥώοΫのूࢉࢼ・ܭ˞�˞�

ʲトϥώοΫのूٴܭͼਪఆʳ

 ݄

զ͕ࠃのϒϩーυό
ϯυサービスܖऀ
の૯トϥώοΫ
ʢਪఆʣ
ʦ(CQTʧ

˞�

ϒϩーυόϯυサー
ビスܖ�ऀͨり
のトϥώοΫ
ʢਪఆʣ
ʦLCQTʧ

ʢ"�ʣ
ϒϩーυόϯυサー
ビスܖऀʢ'55)�
%4-�$"57�'8"ʣ
のトϥώοΫ
ʦ(CQTʧ

ʢ"�ʣ
ͦのଞのܖऀ

ʢઐ༻ઢɺσーλη
ϯλーʣの
トϥώοΫ
ʦ(CQTʧ

ʢ#�ʣ
ྗڠओཁ*9ͱࠃ
*41�ࣾͱͰަ͞
ΕΔトϥώοΫ
ʦ(CQTʧ

ʢ#�ʣ
ओཁ*9Λհ͞ࠃ
ྗڠ*41ͱࠃͣ
*41�ࣾͱͰަ͞
ΕΔトϥώοΫ
ʦ(CQTʧ

ʢ#�ʣ
ྗڠ41ͱ*֎ࠃ
*41�ࣾͱͰަ͞
ΕΔトϥώοΫ
ʦ(CQTʧ

ʢ9ʣ
41�ࣾの*ྗڠ
γΣΞ

ʢܖΑりࢉ
ग़ʣ
˞�

�JO�� PVU� JO PVU �JO�� PVU� �JO�� PVU� �JO�� PVU� �JO�� PVU� �JO�� PVU

20��年
�݄ ��0� �02� ���� 20��� ����� ���2�� ���0�0 ����� ��0�� ����� �20��� ����2 �2���� �22�� ������

��݄ ���0 ��0� 2��� 22��� ����� ���0�2 ��2��� ����� ��0�� ����� ������ ����� ������ ��2�� ������

20��年
�݄ ��0� �02�� ���2 2���� ��0�� ������ ������ �2��� ����� 2���� ������ ����� ������ ��2�� ������

��݄ ��0� �0��� ���� 2���0 �2��� �2���� ��2��� ����� ����� 2���� ������ ��0�� �����2 �00�� ������

ʣέイ・オϓテΟίムʢ20��年�݄גʣ/TTΒΒʯ、ʮʢגʣʯ、ʮʢגʣインλーωοτイχシΞテΟϒʯ、ʮ/TTίϛϡχέーシϣンζʢגI41�ࣾʢʮʢྗڠ　�˞
にʢגʣオϓテーδに໊ࣾมߋʣʯ、ʮ,%%Iʢגʣʯ、ʮʢגʣδϡϐλーテϨίムʯ、ʮιϑτόンΫʢגʣʯ、ʮχϑテΟʢגʣʯ及ͼʮϏοάϩーϒʢגʣʯʣのू
。ܭ

˞2　զ͕国のϒϩーυόンυαーϏスܖ者の૯τラώοΫʢ推定ʣ、ϒϩーυόンυαーϏスܖ�者たりのτラώοΫʢ推定ʣ、"�及ͼ"2について、
JOΞοϓϩーυ、PVUμンϩーυに֘。

˞�　զ͕国のϒϩーυόンυαーϏスܖ者の૯τラώοΫʢ推定ʣについて、ྗڠI41�ࣾのϒϩーυόンυܖ者のτラώοΫʢ"�ʣと、ྗڠI41�ࣾの
。算ࢼ者のシΣΞʢ9ʣΑりܖ

˞�　ʮిؾ௨信αーϏスのܖ及ͼシΣΞにؔする࢛ظσーλのެදʯΑり、ઢؒิܗにΑる推ܭ。

ʲूܭしͨトϥώοΫのछྨʳ

国I41等国֎I41等

#� 国ओ要I9と交
͞れるτラώοΫ

#2 国ओ要I9をհͣ͞
国I41等と交͞れる
τラώοΫ

#� 国֎I41等と交͞れる
τラώοΫ

"2　そのଞのܖ者のτラώοΫ
"� ϒϩーυόンυαーϏス

者のτラώοΫܖ

#�IO 0VU

IO

0VU

"�
IO

0V
U

"�

IO

0VU

#�

IO

0V
U

ʹओཁ*9ࠃ��$
͓͚ΔトϥώοΫ

"ɹܖऀผトϥώοΫ

#ɹ*41ؒͰަ͞ΕΔトϥώοΫ

ϒϩーυόンυαーϏスܖ者
ʢ'TT)�%4-�C"T7�'8"ʣ

## ##
そのଞのܖ者

ʢઐ用ઢ、σーληンλー等ʣ

国
ओ要I9
$

C%/
Ωϟοシϡ%C

##
ۀا

インλーωοτϚϧνϑΟーυ
ʢגʣ、ΤΫイχΫス・δϟパン
ʢגʣ、ຊインλーωοτΤΫ
スνΣンδʢגʣ、##I9ʢגʣ
及ͼ8I%&�1SPKFDU͕それͧれ
ӡӦするI9

#�

I41�ࣾྗڠ
ʢגʣインλーωοτイχシΞテΟϒ

/TTίϛϡχέーシϣンζʢגʣ
ʢגʣ/TTΒΒ
ʢגʣオϓテーδ

,%%Iʢגʣ
ʢגʣδϡϐλーテϨίム

ιϑτόンΫʢגʣ
χϑテΟʢגʣ

Ϗοάϩーϒʢגʣ

˞�　"�に、࣍のτラώοΫをؚΉ。
　� 　・Ұ෦I41のެऺແઢ-"/αーϏスのτラώοΫのҰ෦。
　� 　・Ұ෦Ҡಈ௨信事ۀ者のϑΣムτηϧαーϏスのτラώοΫのҰ෦。
˞2　�20��年��݄かΒ、C%/ΩϟοシϡにΑるτラώοΫや、ྗڠI41͕τランδοτをఏڙする٬ސI41とのଓにΑるτラώοΫを"2としてѻ͏͜とを明

確Խ。
˞�　#2に、࣍にΑり交͞れるτラώοΫをؚΉ。
　� 　・国I41等とのϓライϕーτ・ϐΞϦンά。
　� 　・国I41等かΒఏ͞ڙれるτランδοτ。
　� 　・国ओ要I9Ҏ֎の国I9に͓͚るパϒϦοΫ・ϐΞϦンά等。
˞�　�#�に、࣍にΑり交͞れるτラώοΫをؚΉ。たͩし、20��年��݄かΒ、͜れΒτラώοΫの͏ͪ、国のଓに͓͚るτラώοΫについて#2と

してѻ͏͜とを明確Խ。
　� 　・国֎I41等とのϓライϕーτ・ϐΞϦンά。
　� 　・国֎I41等かΒఏ͞ڙれるτランδοτ。
　� 　・国֎I9に͓͚るパϒϦοΫ・ϐΞϦンά等

（出య）総務省「զが国のインターネットにおけるトラώックの集計・2018ࢉࢼ年11月の集計結果の公表�」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000148�IUNM
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ʢΠʣҠಈ௨৴ͷτϥώοΫ
●ۙ1年ؒͰは1��ഒのϖʔεͰҠಈ通信τϥώοΫ͕増加

ۙ年、データ通信を中心としたトラώックの૿加が移動通信システムに係る周波数のͻっഭの大きな要Ҽとなっ
ていることにؑみ、移動通信事業社5社（NTTドコモ、,%%I、ソフトバンク、62コミュニケーションζ、
WJSeMeTT CJUZ PMBOOJOH）の協力を得て、移動通信のトラώック量（非Ի）のデータを集計・分析した結果、
2018年12月現在の、移動通信のトラώックは、平2911�2ۉGCQTとなり、ۙ1年間で約1�3ഒに૿加している

（ਤද��������）。

ʢʣؒ࣌ଳผτϥώοΫͷਪҠ
AɹҰिؒͷਪҠ

ISP9社のブロードバンドܖ約者の時間帯別μウンロードトラώックの一ि間の推移をみると、ピークの時間帯
はいͣれの༵日も21時から23時にある。また、༵日、日༵日は日中時間帯の利用も多い。

移動通信のトラώック推移についても同様に全ての༵日において૿加向となっている（ਤද��������ɺਤද
��������）。

ਤද�������� զ͕ࠃのΠϯλーωοト্Λྲྀ௨͢ΔトϥώοΫのਪҠ

զ͕国のϒϩーυόンυܖ者の
૯μンϩーυτラώοΫʢ推定ʣʢ˞2ʣʢ˞�ʣ

զ͕国のϒϩーυόンυܖ者の
૯μンϩーυτラώοΫʢ推定ʣʢ˞2ʣʢ˞�ʣ

国ओ要I9ʢ˞�ʣに͓͚る
τラώοΫϐーΫ

国ओ要I9ʢ˞�ʣに͓͚る
τラώοΫϐーΫ

国ओ要I9ʢ˞�ʣに͓͚る
ฏۉτラώοΫ

国ओ要I9ʢ˞�ʣに͓͚る
ฏۉτラώοΫ

զ͕国のϒϩーυόンυܖ者の
૯ΞοϓϩーυτラώοΫʢ推定ʣʢ˞2ʣʢ˞�ʣʢ˞�ʣ

զ͕国のϒϩーυόンυܖ者の
૯ΞοϓϩーυτラώοΫʢ推定ʣʢ˞2ʣʢ˞�ʣʢ˞�ʣ
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200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年ʣ

ʢ(CQTʣ

˞�　200�年�݄σーλにܽམ͕あͬたためআ֎。20�0年�2݄Ҏલ、ओ要I9�ஂ体、20��年�݄Ҏ߱ओ要I9�ஂ体のτラώοΫ。
˞2　�20��年�݄Ҏલ、Ұ෦のྗڠI41とϒϩーυόンυαーϏスܖ者とのؒのτラώοΫに携ଳిとのؒのҠಈ௨信τラώοΫのҰ෦ؚ͕·れていた͕、

֘τラώοΫを۠ผする͜と͕Մとなͬたため、20��年��݄Αり֘τラώοΫをআくܗでτラώοΫのूࢼ・ܭ算を͜͏ߦととした。
˞�　20��年�݄ΑりྗڠI41͕�ࣾかΒ�ࣾに૿Ճし、�ࣾかΒの情報にΑるूܭ及ͼ推定としたため、ෆ連ଓ͕生͡ている。
˞�　20��年�݄かΒ��݄·でのؒظに、ྗڠ事ۀ者のҰ෦に͓いてܭଌ方๏を見したため、ෆ連ଓ͕生͡ている。

（出య）総務省「զが国のインターネットにおけるトラώックの集計・2018ࢉࢼ年11月の集計結果の公表�」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000148�IUNM

ਤද�������� զ͕ࠃのҠಈ௨৴の݄ؒฏۉトϥώοΫのਪҠ

݄ܭू �����݄ �����݄ ������݄ �����݄ �����݄ �����݄ ������݄

݄ؒฏۉτラώοΫ 上り Լり 上Լ
ܭ߹ 上り Լり 上Լ

ܭ߹ 上り Լり 上Լ
ܭ߹ 上り Լり 上Լ

ܭ߹ 上り Լり 上Լ
ܭ߹ 上り Լり 上Լ

ܭ߹ 上り Լり 上Լ
ܭ߹

ฏۉʢ(CQTʣ 2���� ��2��2 ������ 2���� ���0�� 2����� ����� ������ 2����2 ����� 220��� 2����� ����� 2����� 2��2�� ����� 2����� 2����� ����� 2����� 2����2

（出య）総務省「情報通信౷計データベース」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�peME�UTVVTIJO06�IUNM
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ਤද�������� *41�ࣾのϒϩーυόϯυܖऀのμϯϩーυトϥώοΫのਪҠ
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ʢ(CQTʣ

（出య）総務省「զが国のインターネットにおけるトラώックの集計・2018ࢉࢼ年11月の集計結果の公表�」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000148�IUNM

ਤද�������� Ҡಈ௨৴トϥώοΫのਪҠ
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（出య）総務省「情報通信౷計データベース」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�peME�UTVVTIJO06�IUNM
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#ɹ༵ผͷมԽ
ISP9社のブロードバンドܖ約者の時間帯別μウンロードトラώックの༵日別変化をみると、全ての༵日におい

て21時から23時がピークの時間帯となっている。平日と比較してٳ日はேからனにかけてのトラώックの૿え方
が大きくなっている（ਤද��������）。

一方、移動通信トラώックの༵日別変化をみると、平日はேから༦方にかけてঃ々にトラώックが૿加し、னٳ
み帯（12時から13時まで）に一時的なピークがある。ٳ日はேからனにかけて急ܹに૿加している。平日及びٳ
日ともに、間帯にトラώックが૿加し、22時頃がピークの時間帯となっている（ਤද��������）。

ウ　ిؾ௨৴サービスにؔ͢る૬ஊɾۤ情等
通信αʔϏεにؔするۤɾ૬ஊ等の݅数は、減少傾向ؾి●

2018年度の総務省にدせられた電気通信サービスのۤ情・૬ஊ等の݅数は10,466݅であり、લ年度に比べ
18�3ˋ૿加した（ਤද��������）。全国の消費生活センター等及び総務省で受け付けたۤ情・૬ஊ内容をサービス
別に見ると、「'TT)サービス」に関するものが࠷も高い（ਤද��������）。

ਤද�������� *41�ࣾのϒϩーυόϯυܖऀのμ
ϯϩーυトϥώοΫの༵ผมԽ

݄༵ Ր༵ ਫ༵ ༵
༵ۚ ༵ ༵

� 2 � � � � � � � �0���2��������������202�222�2�
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（出య）総務省「զが国のインターネットにおけるトラώックの集計・ࢉࢼ
2018年11月の集計結果の公表�」により作成

IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NeOV@OeXT�T�OeXT�01LJCBO04@02000148�
IUNM

ਤද�������� Ҡಈ௨৴トϥώοΫの༵ผมԽ
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݄༵ Ր༵ ਫ༵ ༵
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（出య）総務省「情報通信౷計データベース」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�KoIoUTVTJOUoLeJ�peME�UTVVTIJO06�IUNM

ਤද�������� ૯লʹͤدらΕͨۤ・૬ஊの݅
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（出య）「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルール
実施状況のモニタリング会合（第5ճ）」等により作成

ਤද��������
全ࠃのফඅ生活ηϯλーٴͼ૯লͰड͚
͚ͨۤ・૬ஊ༰の༁ʢ�����݄ʙ
�����݄ʹड͚ͨの͔らແ࡞ҝநग़ʣ
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（出య）「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルール
実施状況のモニタリング会合（第6ճ）」
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Τ　*1W�対Ԡにるݱঢ়
ʢΞʣIPW�ΞυϨεݿࡏͷׇރঢ়گ
●"1/*$�+1/*$の*1W4ΞυϨεの通ৗׇރ͕ݿࡏ

IPW4 アドϨスについては、2011年2月3
日にIANA＊14のੈք共通在ݿがׇރし、わ
ͣか2か月後の4月15日には、アジアଠ平
༸地域にIPアドϨスを分配しているAPNIC
とզが国のIPアドϨスを管理するJPNICに
おいてIPW4アドϨスの在ݿがׇރした（༧
想より大෯なલし）。その後、2012年9月
14日にはRIP& NCC＊15が、2014年6月10
日にはLACNIC＊16が、2015年9月24日に
はARIN＊17のIPW4アドϨス在ݿがׇރし、
2017年4月にはA'RINIC＊1�も࠷後の�8か
らの分配が開始され、ׇރフェーζの第一段
֊に入った（ਤද��������）。これにより、
ੈքに5つある全ての地域インターネットϨ
ジストリのIPW4アドϨスの在ݿがׇރした
ことになる。
ʢΠʣIPW�ͷରԠঢ়گ
●େख*41Λத৺に*1W�ରԠ͕ຊ֨Խ

APNIC�JPNICにおけるIPW4アドϨス在ݿがׇރした2011年4月からアクセスճ線事業者のIPW6対応が本格
化しており、主要な事業者においてはطにIPW6インターネット接続サービスが提供されている。IPW6普及・高度
化推進協議会の調査によると、NTT東の提供する'TT)ճ線であるフϨッπޫネクストにおけるIPW6普及率
が、2019年3月時点で64�4�に達している（ਤද��������）

また、ISPについては、アクセスճ線事業者のIPW6対応に合わせて、大手ISPを中心にIPW6インターネット接
続サービスの提供が進展している。2019年1月に総務省が実施したアンケート調査に対し、加入者10ສܖ約以上
のISPでは100ˋがIPW6インターネットサービスを「提供中」とճしている。一方で加入者1ສܖ約以上10ສ
約ະຬのISPでは35�3ˋが「検討の上、提供しないとܾ定」ܖ約ະຬのISPでは35�7�が「ະ検討」、加入者1ສܖ
か「ະ検討」とճしており、大規模ISPと比較してIPW6対応がれている（ਤද��������）。

ਤද�������� *1W�ΞυϨスݿࡏのফඅ
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20��年
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"3I/ׇރ
20��年
�݄2�
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20��年
�݄�0

3I1&�/CCׇރ
20�2年
�݄��

I"/"ݿࡏ "1/ICݿࡏ

˞�ϒϩοΫ��00万のΞυϨス。
（出య）総務省「IPW6によるインターネットの利用高度化に関する研究会第三次報告書」を元に

総務省作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NBJO@ToTJLJ�KoIo@UTVTJO�QoMJDZSeQoSUT�DIoVTB�JQW6@

JOUeSOeU�01LJCBO04@02000029�IUNM

＊14	 *"/"ʢ*nternet	"ssigned	/umCers	"uthorityʣと、インλʔωοτ上Ͱ利用͞ΕるΞυϨスݯࢿΛάϩʔόϧにཧ͢るཧݩɻ
＊15	 3*1&	/$$ʢ3ÉseauY	*1	&uropÉens	/etwork	$oordination	$entreʣと、Ϥʔϩού、தۙ౦、ΞδΞのҰ෦Λ͢るҬインλʔωο

τϨδスτϦɻ
＊16	 -"$/*$ʢ-atin	"merican	and	$ariCCean	*nternet	"ddress	3egistryʣと、தೆถҬΛ͢るҬインλʔωοτϨδスτϦɻ
＊17	 "3*/ʢ"merican	3egistry	for	*nternet	/umCersʣと、ถҬΛ͢るҬインλʔωοτϨδスτϦɻ
＊1�	 "'3*/*$ʢ"frican	/etwork	*nformation	$entreʣと、ΞフϦΧҬΛ͢るҬインλʔωοτϨδスτϦɻ
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� ์ૹαʔϏεͷఏڙঢ়گɾར༻ঢ়گ

Ճೖऀ�
●2017年度の์ૹαʔϏεの加ೖ者数は、上์ૹʢ/),ʣ、/),�#4์ૹ、80808、έʔϒϧςϨϏに
ͭいてはલ年度Αり増加
ア　૯

2017年度の放送サービスへの加入状況についてみると、東経110度CS放送及び東経124�128度CS放送をআ
いて、各放送サービスの加入者数は૿加している（ਤද�������）。

ਤද�������� ϑϨοπޫωΫストʹ͓͚Δ*1W�ීٴ
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（出య）IPW6普及・高度化推進協議会「アクセス網におけるIPW6の普及状況調査」を元に総務省作成
IUUQ���W6QD�KQ�KQ�TQSeBE�JQW6TQSeBE@03�QIUNM

ਤද�������� *1W�サービスのରԠঢ়گʢ*41نผʣʢ�����݄ʣ
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検౼の上、ఏڙしないと決定
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（出య）総務省アンケート調査により作成
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イ　/),のड৴ܖ
2017年度のN),受信ܖ約数は約4,397ສ݅（લ年度比1�9ˋ૿）であり、そのうち地上ܖ約＊19数（普通ܖ約

及びカラーܖ約）が約2,250ສ݅、衛星ܖ約＊20数が約2,146ສ݅、ಛ別ܖ約＊21数が約1ສ݅となっている（ਤද
�������）。

ਤද������� ์ૹサービスのՃೖऀ
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˞�　地上์送ʢ/),ʣのՃೖ者、/),の全ܖܗଶの受信ܖ݅。
˞2　/),�#4のՃೖ者、/),のӴܖ及ͼಛผܖの݅。
˞�　80808のՃೖ者、80808のܖ݅。
˞�　౦�2���2ܦ�度C4のՃೖ者、スΧパーʂϓϨϛΞムαーϏスのܖ݅。
˞�　౦��0ܦ度C4のՃೖ者、スΧパーʂのܖ݅。
˞�　�έーϒϧテϨϏのՃೖੈଳ、20�0年度·で自ओ์送をچ͏ߦ༗ઢテϨϏδϣン๏のڐچՄࢪઃʢؾిچ௨信務利用์送๏のొを受͚たઃඋで、֘ࢪઃとಉ

等の์送方ࣜののをؚΉ。ʣ、20��年度Ҏ߱ొにる自ओ์送を͏ߦための༗ઢిؾ௨信ઃඋʢいͣれI1ϚϧνΩϟスτ方ࣜにΑる์送をআくʣのՃೖੈଳ。
（出య）一ൠ社団法人電子情報技術産業協会資ྉ、日本ケーブルラボ資ྉ、N),資ྉ

及び総務省資ྉ「衛星放送の現状」「ケーブルテϨビの現状」により作成

ਤද������� /),の์ૹड৴ܖのਪҠ
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（出య）N),資ྉにより作成

＊19	上ܖ：上にΑるテϨϏ์ૹのΈのड৴に͍ͭͯの์ૹड৴ܖɻ
＊20	Ӵܖ：Ӵٴͼ上にΑるテϨϏ์ૹのड৴に͍ͭͯの์ૹड৴ܖɻ
＊21	ಛผܖ：上にΑるテϨϏ์ૹのࣗવのܗにΑるࢹௌҬຢྻं、ిंͦのଞӦۀ用のҠಈମにお͍ͯ、ӴにΑるテϨϏ์ૹの

Έのड৴に͍ͭͯの์ૹड৴ܖ	ɻ
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� Ոܭʹ͓͚ΔI$5ؔ࿈ࢧग़

ి௨৴ྉ�
●ి通信ྉのࢧग़ֹにͭいて、Ҡಈి通信ྉは増加している͕、ݻ定ి通信ྉは減少

2018年の電話通信ྉの支出ֹはલ年比0�3ˋ૿の12ສ2,624円、消費支出にめる割合は4�15ˋとલ年から
0�03ポイント下降している。内༁をみると、移動電話通信ྉ＊22への支出が૿加向なのに対し、ݻ定電話通信ྉ
への支出は減গ向となっている。また、移動電話通信ྉへの支出は、ݻ定電話通信ྉ＊23への支出の約5�4ഒ（ࡢ
年は約4�6ഒ）となっている（ਤද�������）。

Ոܭͷ์ૹؔ࿈ࢧग़�

●2018年の1ੈଳͨりの年ؒ์ૹؔ࿈ࢧग़ֹは2万�,18�円Ͱ、΄΅横ばい
総務省「Ո計調査」によると、2018年の1ੈ帯当たりの年間放送関連支出ֹ（N),放送受信ྉ、ケーブルテϨ

ビ放送受信ྉ及び他の放送受信ྉの合計）は、2ສ6,185円（લ年比1�9ˋ૿）となっており、૿加したもののほ
΅ԣばいであった（ਤද�������）。

ਤද������� ి௨৴ྉのਪҠͱফඅࢧग़ʹΊΔׂ߹

Ҡಈి௨信ྉ
定ి௨信ྉݻ
ফඅにめるి௨信ྉのׂ߹ʢˋʣ
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˞ʮి௨信ྉʯと、ʮݻ定ి௨信ྉʯとʮҠಈి௨信ྉʯを߹ܭしたの。
（出య）総務省「Ո計調査」（総ੈ帯）により作成

IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBLeJ�JOEeY�IUNM

ਤද������� Ոܭの์ૹサービスʹର͢Δࢧग़
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˞ॲཧのため、の߹ܭඞͣし༁のし上͛とҰகしない。

（出య）総務省「Ո計調査」（総ੈ帯）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBLeJ�JOEeY�IUNM

＊22	͜͜Ͱ͍͏Ҡಈి௨৴ྉと、ܞଳి௨৴ྉ、1)4௨৴ྉٴͼࣗಈंి௨৴ྉʢσʔλ௨৴ʢύέοτ等ʣྉΛؚΉʣͳͲɻ
＊23	͜͜Ͱ͍͏ݻఆి௨৴ྉと、ిɾ高௨৴௨৴ྉʢ*1ిྉ等ΛؚΉʣ、ిใྉ、ిɾフΝΫシϛϦआ、テϨϗンΧʔυɾスʔύʔ

ϫʔϧυΧʔυͳͲɻ
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Ոܭʹ͓͚Δίϯςϯπར༻ঢ়گ�
●Ոܭにお͚るίϯςϯπؔ࿈ࢧग़は、書੶ɾଞのҹ物、์ૹ受信ྉのॱにଟい

総務省「Ո計調査」によると、2018年のՈ計のコンテンπ関連の1ੈ帯当たりの年間支出総ֹは、7ສ5,282
円（લ年比3�0ˋ減）となっている（ਤද�������）。内༁をみると、書੶・他のҹが3ສ7,013円と࠷も多く、
放送受信ྉが2ສ6,185円で続いている。

� ใ௨৴ϝσΟΞͷར༻ؒ࣌

総務省情報通信政策研究所は、2012年から東京大ֶ大ֶӃ情報ֶ環教त ڮ元ྑ明氏ほか＊24との共同研究とし
て、情報通信メディアの利用時間と利用時間帯、利用的、信པ度等について調査研究を行っている＊25。以下、
2018年度の調査結果を基に情報通信メディアの利用時間等について概観する。

ओͳϝσΟΞͷར༻ؒ࣌ͱߦҝऀ�
●શੈͰॳΊてΠϯλʔωοτ利༻のߦҝ者͕ςϨϏࢹௌのߦҝ者Λ上ճる

まͣ、「テϨビ（リアルタイム）ࢹௌ」＊26、「テϨビ（画）ࢹௌ」、「ネット利用」＊27、「新ฉӾಡ」、「ラジオௌ
取」の経年の変化を見る（ਤද�������）。

全年代で平ۉ利用時間を見ると、テϨビ（リアルタイム）ࢹௌが࠷もく、それにインターネット利用の平ۉ利
用時間が続くが、行ҝ者率で見ると2012年の調査開始から初めて、平日、ٳ日ともにインターネット利用の行ҝ
者率がテϨビ（リアルタイム）を上ճり、࠷も高くなった。

平日のテϨビ（リアルタイム）ࢹௌの平ۉ利用時間が減গした一方で、インターネットの平ۉ利用時間は、平
日、ٳ日ともに૿加向にある。

年代別に2018年度のを見ると、લճ以લの調査と同様、「テϨビ（リアルタイム）ࢹௌ」及び「新ฉӾಡ」
は、概Ͷ年代が上がるとともに平ۉ利用時間がく、行ҝ者率が高くなっている点がಛ的である。一方で、「ネッ
ト利用」については、平日、ٳ日ともに20代の行ҝ者率が࠷も高くなっている点は以લと変わらないが、平ۉ利
用時間で見ると平日、ٳ日ともに10代が࠷もくなった。

平日とٳ日を比較すると、多くの年代で平日と比べٳ日の方が在時間及び自由時間がいため、「ラジオௌ取」
以外はいͣれのメディアも概Ͷٳ日の方が平ۉ利用時間がく、行ҝ者率が高くなっている。

ਤද������� ίϯςϯπؔ連の�ੈଳͨりのؒফඅࢧग़ֹ

Իָ・ө૾ऩࡁϝσΟΞ
書੶・ଞのҹ物

์送受信ྉ
өը・ԋܶ等ೖྉ
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（出య）総務省「Ո計調査」（総ੈ帯）により作成
IUUQT���XXX�TUBU�Ho�KQ�EBUB�LBLeJ�JOEeY�IUNM

＊24	౦ࡁܦژେֶίϛϡχέʔシϣンֶ෦।ڭतɹଜɹஐࢯ	ٴͼ	౦ژେֶେֶӃใֶ૯߹ࡂใڀݚηンλʔಛॿڭɹՏҪɹେհࢯ
＊25	「ใ௨৴ϝσΟΞの利用ؒ࣌とใߦಈにؔ͢るௐࠪڀݚ」：	͔ࡀ13Β69ࡀ·Ͱのஉঁ1500人Λରʢ性ผɾ齢10ࠁࡀΈͰॅຽجຊ

ாの࣮ൺྫɻ201�ௐࠪに201�1݄のॅຽجຊாΛ用ʣに、ランμムϩέʔシϣンΫΥʔλαンϓϦンάにΑる๚ཹஔௐࠪ
Ͱ࣮ࢪɻ201�ௐࠪに͍ͭͯ20192݄23ʙ3݄1に࣮ࠪΛߦったɻ

＊26	テϨϏʢϦΞϧλイムʣࢹௌ：テϨϏड૾ػにおけるࢹௌのΈͳΒͣ、͋ΒΏるثػにΑるϦΞϧλイムのテϨϏࢹௌɻ
＊27	ωοτ利用：ثػΛΘͣ、ϝʔϧ、Σϒαイτ、ιʔシϟϧϝσΟΞ、ಈըαイτ、Φンラインήʔム等、インλʔωοτにଓ͢る͜

とͰΓ立ͭαʔϏスの利用Λ͢ࢦɻ
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（出య）総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

＊2�	͜のਤද、ਤද3�2�5�3ٴͼਤද3�2�5�4にお͍ͯ、「201�」のΈ201�のௐࠪ݁Ռʢ20192݄23ʙ3݄1࣮ࠪʣΛ͍ࣔͯ͠
るʢଞの、֘のௐࠪ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠るʣɻ

＊29	ௐࠪ1͋たΓの、͋るใߦಈのશௐࠪର者のܭ߹ؒ࣌Λௐࠪର者Ͱআ͠たɻͦのߦಈΛ1શ͘ߦっ͍ͯͳ͍人ؚΊͯܭ
ɻؒ࣌ۉたฏ͠ࢉ

＊30	ฏに͍ͭͯௐࠪ2ؒの1͝とに、͋ るใߦಈΛߦった人のൺΛٻΊ、2ؒのฏۉΛとったͰ͋るɻٳに͍ͭͯ、ௐࠪのൺɻ
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ओͳϝσΟΞͷར༻ؒ࣌ଳ�
「テϨビ（リアルタイム）ࢹௌ」、「テϨビ（画）ࢹௌ」、「ネット利用」、「新ฉӾಡ」、「ラジオௌ取」について、

一日のどの時間帯にどれ͙らいの割合の人が利用したか、行ҝ者率の推移を示したものが次のグラフである（ਤද
�������）。
「テϨビ（リアルタイム）ࢹௌ」は、平日ٳ日ともே、ਖ਼ޕ及びの3ճ時間帯別行ҝ者率が高くなっている。
「ネット利用」も、平日はே、ਖ਼ޕ及びの3ճ行ҝ者率が高くなるが、ேは「テϨビ（リアルタイム）ࢹௌ」

よりもく、一方、8時台から18時台までは職場でのインターネット利用があることから「テϨビ（リアルタイ
ム）ࢹௌ」よりも行ҝ者率が高くなっている。ಛにனٳみ中の者が多いとߟえられる12時台には、21時台や22
時台といったとほ΅同じ程度に行ҝ者率が高まっている。

�ҝऀߦͱؒ࣌༺ผͷΠϯλʔωοτརثػ
●Πϯλʔωοτ利༻は、ฏ、ٳͱにϞόΠϧ利༻͕増加し、ٳのશ年Ͱはͭいに100

機器別のインターネット利用時間を示したのが、次の表である（ਤද�������）。
平ۉ利用時間は、全年代経年で見ると、ಛにモバイルが૿加向にあり、ٳ日のモバイル利用時間がݦஶに

く、2018年度調査結果ではついに100分を超えた。
年代別に見ると、10代及び20代のモバイルネット利用の平ۉ利用時間のさがಥ出しているが、平日、ٳ日と

もに、30代以降の各年代の平ۉ利用時間も૿加向にある。

ਤද������� ओなϝσΟΞのؒ࣌ଳผ行ҝऀ
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テϨϏʢϦΞϧλイムʣࢹௌ テϨϏʢըʣࢹௌ ωοτ利用 ৽ฉӾಡ ラδオௌऔ

ʪฏʫ

ʪٳʫ

（出య）総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

I
C
T


の
ج
ຊ
σ
ồ
λ

第
�
章

I$5 αʔϏεͷར༻ಈ 第 2節

令和元年版　情報通信白書　第2部 287



ίϛϡχέʔγϣϯखஈͱͯ͠ͷΠϯλʔωοτར༻ؒ࣌ɺߦҝऀ�
●ιʔγϟϧϝσΟΞのฏۉ利༻ٴؒ࣌ͼߦҝ者の増減には֤年ͰばΒ͖͕ͭ͋る͕、શ年のߦҝ者はҰ
؏して増加
インターネットの利用時間に大きな割合をめるコミュニケーション系メディアの利用について、主なコミュニ

ケーション手段の平ۉ利用時間と行ҝ者率を比較したものが次のグラフである（ਤද�������）。
全年代で見ると、ソーシϟルメディアについては、平日の平ۉ利用時間はલճ調査から大きな変化がなかった一

方で、ٳ日の平ۉ利用時間はલճより૿加した。また、ソーシϟルメディアの行ҝ者率は、平日、ٳ日ともに一؏
して૿加向にある。

年代別に見ると、10代においては、平日、ٳ日ともにソーシϟルメディアの平ۉ利用時間はલճ調査より૿加
した一方で、行ҝ者率については減গしている。また、20代においては、平日、ٳ日ともにソーシϟルメディア

ਤද������� ओなثػʹΑΔΠϯλーωοトར༻ؒ࣌ͱ行ҝऀ

ʪฏ�ʫ

ʪٳ�ʫ

1C Ϟόイϧ λϒϨοτ 1C Ϟόイϧ λϒϨοτ

�0

ωοτ利用�ฏۉ利用ؒ࣌ʢ୯Ґɿʣ ωοτ利用ߦҝ者ʢˋʣ

1C Ϟόイϧ λϒϨοτ 1C Ϟόイϧ λϒϨοτ
ωοτ利用�ฏۉ利用ؒ࣌ʢ୯Ґɿʣ ωοτ利用ߦҝ者ʢˋʣ
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20��年

20��年

ʪฏ�ʫ

ʪٳ�ʫ
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（出య）総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」
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の平ۉ利用時間及び行ҝ者率が減গした。30代以降の各年代においては、ソーシϟルメディアの平ۉ利用時間及
び行ҝ者率が૿加しているところが多く見受けられる。ಛに50代及び60代においては、平日、ٳ日ともにソー
シϟルメディアの平ۉ利用時間はメールの平ۉ利用時間には及ばないものの概Ͷ一؏して૿加向にある。

ਤද������� ओなίϛϡχέーγϣϯखஈのར༻ؒ࣌ͱ行ҝऀ
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（出య）総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」
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ϝσΟΞͱͯ͠ͷΠϯλʔωοτͷҐஔ͚ͮ�
メディアとしてのインターネットの利用について、利用的ຖに他のメディアと比較したものが、次のグラフで

ある（ਤද�������）。
これまで「いちૣくੈの中のでき͝とや動きを知る」ために࠷も利用するメディアとしては、全年代ではテϨビ

が࠷も高かったが、2018年度調査ではインターネットが5割を超えて初めてテϨビを上ճった。年代別で見ると、
10代から40代までにおいてインターネットがテϨビを上ճっている。その一方で、「ੈの中のでき͝とや動きに
ついて信པできる情報を得る」ために࠷も利用するメディアとしては、全年代ではҾき続きテϨビが5割を超えて
いる。
「信པできる情報を得る」ために࠷も利用するメディアとしては、今ճの調査では20代及び30代においてテϨ

ビの割合が૿加した結果、10代から60代までのすべての年代においてテϨビが5割を超えて࠷も高くなった。

� ใԽͷਪਐߦ

�ͷਪਐߦࢠి

گのਪਐঢ়ߦࢠిͮ͘جखଓ等の୨Էにߦ●
行政サービス全体の利便性向上に向け、内閣を中心として、行政手続等のしっօ的な調査（୨Է調査）を実

施した結果、全行政手続等（57,668種類）のうち、種類数ベースで約1�5�にあたる年間݅数10ສ݅以上（867
種類）の手続が年間݅数ベースでは98ˋ（約21ԯ݅）をめること、ಛに年間݅数の多い57種類の改善促進手
続＊31についてはオンライン利用率がண実に上ঢしていること（年間総݅数約4ԯ3,133ສ݅中オンライン利用݅
数約2ԯ827ສ݅、オンライン利用率48�3ˋでલ年度比2�6ポイント૿）が明らかになった（ਤද�������）。ま
た、ఴ付書類の有無や本人確認手法など、オンライン利用率にӨڹを༩えている要Ҽについても一定程度明らかに
なった（ਤද�������）。

ਤද������� తผར༻ϝσΟΞʢ࠷ར༻͢ΔϝσΟΞɻ全・ผ・Πϯλーωοトར༻ඇར༻ผʣ
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（出య）総務省情報通信政策研究所「平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

ਤද������� վળଅਐखଓのΦϯϥΠϯར༻ঢ়گのਪҠ

 ૯खଓ݅ʢສ݅ʣ ΦϯϥΠϯར༻݅ʢສ݅ʣ ΦϯϥΠϯར༻ʢˋʣ
20�� ����� 20�2� �����
20�� ����� ���0� �����

（出య）内閣IT総合戦略ࣨ・総務省「行政手続等の୨Է結果等の概要」
IUUQT���DJo�Ho�KQ�UeUTVEVLJ@UBOBoSoTIJ

＊31	վળଅਐखଓ、ࠃຽۀاにΑる利用ස͕高͍ؒਃ等͕݅100ສ݅Ҏ上のखଓٴͼ100ສ݅ະຬͰ͋っͯओとͯ͠ۀا等͕෮
తຢܧଓతに利用͢るखଓΛ͍͏ɻ
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ํใԽͷਪਐ�

ア　Φϯライϯར用ঢ়گ
●ํެஂڞମ͕ѻ͏ΦϯϥΠϯ利༻ଅਐରखଓの利༻はࡢ年度Αり上ঢ

地方公共団体がѻう行政手続＊32のオンライン利用率は2017年度で52�4�となっている（ਤද�������）。

イ　ۀシステムのޮ化　
●֤छΦϯϥΠϯγεςϜのڞಉ利༻のঢ়گにͭいては、ಓݝͰはʮެڞ事業に͔͔るిࢠೖࡳʯ、۠ࢢொଜ
Ͱはʮਤ書ؗଂ書ࡧݕɾ༧ʯ͕࠷ଟ
各種オンラインシステムの共同利用の状況については、「公共事業にかかる電子入ࡳ」が都道府県では25団体

（53�2ˋ）と࠷も多く、次いで「公共施設༧約」が17団体（36�2ˋ）となった。市区町村では「公共事業にかか
る電子入ࡳ」が564団体（32�4ˋ）と࠷も多く。次いで「公共施設༧約」が都道府県では250団体（14�4ˋ）と

ਤද������� ΦϯϥΠϯར༻ʹӨڹΛ༩͑ΔཁҼ
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（出య）内閣IT総合戦略ࣨ・総務省「行政手続等の୨Է結果等の概要」により作成
IUUQT���DJo�Ho�KQ�UeUTVEVLJ@UBOBoSoTIJ

ਤද������� ํެஂڞମ͕ѻ͏ΦϯϥΠϯར༻ଅਐରखଓのར༻ঢ়گのਪҠ
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 ؒ૯खଓ݅ ΦϯϥΠϯ
ར༻݅ʢ݅ʣ

ΦϯϥΠϯ
ར༻ʢˋʣ

20�� �����0000� ���0������ �0�0

20�2 ���000000� ���������� �2��

20�� ����2�000� ����22���� ���2

20�� ������000� ����0����� ����

20�� ������000� ���������� ����

20�� �����0000� ���20����� ���2

20�� ��0���000� 20���0���� �2��

˞�　年ؒ૯खଓ݅、ରखଓをطにオンラインԽしているஂ体に͓͚る૯खଓ݅とਓ口を元に算ग़した、全国に͓͚る推ܭ
˞2　20��年度の調査݁果について、Ұ෦のஂ体にूޡܭり͕あͬたため、オンライン利用݅・オンライン利用मਖ਼͞れている。

（出య）総務省「平成29年度における地方公共団体がѻう申請・ಧ出等手続のオンライン利用の状況」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�NBJO@DoOUeOU�000610944�QEG

＊32	ରखଓ、ి子࣏ࣗମΦンライン利用ଅਐࢦにお͍ͯ、Φンライン利用ଅਐରखଓにબఆ͠たखଓɻ
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なっている（ਤද�������）。

ウ　ΦーϓϯσーλにऔΓΉ地方公共団体のਪҠ
●2019年�݄11࣌のํެஂڞମのΦʔϓϯσʔλऔは、2�ˋʢ4���1,788࣏ࣗମʣ

地方公共団体によるオープンデータ化の取組
について、都道府県の取組率に関して見てみる
と、2018年3月に取組率100ˋ（47都道府県）
を達成している。一方で市区町村の取組率につ
いてみてみると、2019年3月11日時点で約
24�0ˋ（418団体）となっている。都道府県、
市町村全体における取組率は26�0ˋとなってい
る（ਤද�������）。

ਤද������� ֤छΦϯϥΠϯγスςϜのڞಉར༻
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ʲಓݝʳ ʲ۠ࢢொଜʳ�2��
ʢ���ʣ

����
ʢ2�0ʣ ����

ʢ20�ʣ �0�2
ʢ���ʣ

��2
ʢ2�ʣ

0

�

�0

��

20

2�

�0

��
ʢˋʣ���2
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���2
ʢ��ʣ

����
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0

�0

20

�0

�0

�0

�0
ʢˋʣ

2���
ʢ��ʣ

�2��
ʢ�ʣ

（出య）総務省「地方自治情報管理概要ɹ～電子自治体の推進状況（平成30年度）～」により作成
IUUQ���XXX�ToVNV�Ho�KQ�EeOTIJKJUJ�060213@02�IUNM

ਤද������� ΦーϓϯσーλʹऔりΉํެஂڞମのਪҠ

道ݝ ொଜ۠ࢢ
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�00
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�0

�0

�0

�0

�0

�0

��・� ��・� ��・2 ��・� ��・� ��・� ��・�2 ��・2 ��・� ��・�2 ��・� ��・� ��・� ��・�2 ��・�

ʢ۠ࢢொଜʣʢ道ݝʣ

ʢ年・݄ ʣ

（出య）政府CIOポータル「オープンデータ取組ࡁ自治体一ཡ」により作成
IUUQT���DJo�Ho�KQ�QoMJDZ�oQeOEBUB
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1 ہͼແઢٴگঢ়༺

զ͕ࠃͷిͷ༻ঢ়گ�
●զ͕ࠃのप数ଳ͝ͱのओͳ༻్ͱిの特

周波数は、国際電気通信連合（IT6）ݑষに規定する無線通信規ଇにより、ੈքを3つの地域に分け、周波数帯
͝とに業務の種別等を定めた国際分配が規定されている。

国際分配を基に、電波法に基づき、無線局の໔ڐの申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数、
業務の種別、的、݅等を「周波数割当計画＊1」として定めている。同計画の制定及び変更に当たっては、電波
理৹議会へのࢾが行われている。

զが国の周波数帯͝との主な用途とಛは、（ਤද�������ʣのとおりである。
ਤද������� զ͕ࠃのपଳ͝ͱのओな༻్ͱిのಛ

߱ӍでऑめΒれる

6)'
'.์送ʢίϛϡχテΟ์送ʣ　　　　　ϚϧνϝσΟΞ์送
ߦࡂແઢ　　　　ফແઢ　　　　　ྻंແઢ
੍௨信ۭߤ　　　　　ແઢ　　　　　　؆қແઢܯ
ແઢݺग़　　　　　　ΞϚνϡΞແઢ　　ίーυϨスి

7)'

ધഫ・ػۭߤແઢ　　　์送
ΞϚνϡΞແઢ　　　　ిࢠλά



ϚイΫϩதܧ　　　　　์送൪தܧ　　　　携ଳి
Ӵ௨信　　　　　　　　Ӵ์送
Ϩーμー　　　　　　　　ిఱ文ŋӉڀݚ
ແઢ-"/ʢ�()[ଳʣ
ແઢΞΫηスシステムʢ�、22、2�()[ଳ等ʣ
ثػ.域௨信システム　　　　I4ڱ

ϚイΫϩ
ધഫ௨信　　　　　　　த์送ʢ".ラδオʣ
ΞϚνϡΞແઢ

த

ిఱ文　　Ӵ௨信
؆қແઢ　　Ϩーμー

ϛϦ
ඪ४ి　　　ిࢠλά




प


7-'

　
-'

த　
.'


)'


7)'

ۃ
6)'

ϚイΫϩ
4)'

ϛϦ
&)'

αϒϛϦ

�0LN
�0L)[

ʢ�万ϔϧπʣ

�LN
�00L)[

ʢ�0万ϔϧπʣ

�00N
�.)[

ʢ�00万ϔϧπʣ

�0N
�0.)[

ʢ�ઍ万ϔϧπʣ

�N
�00.)[

ʢ�ԯϔϧπʣ

�0DN
�()[

ʢ�0ԯϔϧπʣ

�DN
�0()[

ʢ�00ԯϔϧπʣ

�NN
�00()[

ʢ�ઍԯϔϧπʣ

0��NN
�000()[

ʢ�ஹϔϧπʣ

�00LN
�L)[

ʢ�ઍϔϧπʣ

利用ٕज़のқ度
送で͖る情報ྔ
ిのΘり方

しい

େ͖い

進する

国ؾిࡍ௨信連߹ʢIT6ʣにΑるपの国ࡍ配の決定ʢແઢ௨信نଇ等ʣ
ˣ

国ࡍ配にͮجく国配の決定ʢ૯務ল・पׂܭը等ʣ

ओな利用ྫ

খ͞い

ো物のޙΖにճりࠐΉ

қしい

携ଳి　　　　　　1)4� .C"システム
λΫシーແઢ　　　　T7์送� ߦࡂແઢ
Ҡಈ体Ӵ௨信　　　ܯແઢ　　　　��؆қແઢ
Ϩーμー　　　　　　ΞϚνϡΞແઢ　��ແઢ-"/ʢ2��()[ଳʣ
ίーυϨスి　　　I4.ثػ� λάࢠి

पଳ  ಛ
 �0ʙ�00LN 地ද໘にԊͬてΘりいࢁをӽ͑る͜と͕で͖る。·た、ਫதでΘるため、ւఈ୳査にԠ用で͖る。
 �ʙ�0LN ඇৗにԕく·でΘる͜と͕で͖る。ిܭ࣌等にؒ࣌とपඪ४をΒͤるためのඪ४प局に利用͞れている。
த �00ʙ�000N �00LNの高度にܗ成͞れるిの&にࣹしてΘる͜と͕で͖る。ओにラδオ์送用として利用͞れている。

 �0ʙ�00N 200ʙ�00LNの高度にܗ成͞れるిの'にࣹして、地දとのࣹを܁りฦしな͕Β地ٿのཪଆ·でΘͬていく͜と͕
で͖る。ԕ༸のધഫ௨信、国ࡍઢػۭߤ用の௨信、国์ࡍ送及ͼΞϚνϡΞແઢにく利用͞れている。

 �ʙ�0N 進ੑ͕あり、ిでࣹしにくいੑ࣭ある͕、ࢁやݐ物のӄにあるఔ度ճりࠐΜでΘる͜と͕で͖る。ࡂແઢやফແ
ઢなどଟ種ଟ༷なҠಈ௨信に෯く利用͞れている。

ۃ �0DNʙ�N にൺて進ੑ͕ߋに強くなる͕、ଟগのࢁやݐ物のӄにճりࠐΜでΘる͜とで͖る。携ଳిをॳめとしたଟ種ଟ༷
なҠಈ௨信システムをத৺に、σδλϧテϨϏ์送、ۭࢹߓϨーμーやిࢠϨンδ等に෯く利用͞れている。

ϚイΫϩ �ʙ�0DN 進ੑ͕強いੑ࣭を࣋つため、ಛ定の方向に向͚てൃࣹするのにదしている。ओにݻ定のதܧճઢ、Ӵ௨信、Ӵ์送やແઢ
-"/に利用͞れている。

ϛϦ �NNʙ�0NN
ϚイΫϩとಉ༷に強い進ੑ͕あり、ඇৗにେ͖な情報ྔを送する͜と͕で͖る͕、ѱఱީ࣌にӍやໄにΑるӨڹを強く受͚
てあ·りԕくへΘる͜と͕で͖ない。͜のため、ൺֱతڑのແઢΞΫηス௨信やը૾送システム、؆қແઢ、自ಈंিಥ
。Θれているߦଌ͕؍にΑるఱ文ڸϨーμー等に利用͞れているଞ、ిԕࢭ

αϒϛϦ 0��NNʙ�NN ޫにۙいੑ࣭をͬ࣋たి。௨信用として΄とΜど利用͞れていない͕、Ұ方で、ϛϦとಉ༷にిԕڸにΑるఱ文؍ଌ͕
。Θれているߦ

第�節 ిͷར༻ಈ

＊1	 प割ܭը：http://www.teMe.soumu.go.jp/j/adm/freR/search/share/indeY.htm
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ແઢہ�
●զ͕ࠃのແઢ局数は200�年Ҏ߱、Ұ؏して増加傾向

2018年度末における無線局数（P)Sや無線LAN端末等の໔ڐを要しない無線局をআく）は、2ԯ5,101ສ局
（対લ年度比7�1�૿）、うち携帯電話端末等の上移動局は2ԯ4,748ສ局（対લ年度比7�1�૿）となっており、
総無線局数にめる携帯電話端末等の上移動局の割合は、98�6�と高いਫ準になっている。また、簡易無線局
についても125ສ局（対લ年度比5�6�૿）に૿加している（ਤද�������）。

●զ͕ࠃの通信αʔϏεに利༻している੩ࢭӴͱඇ੩ࢭӴ
通信衛星には、੩止衛星及び非੩止衛星があり、広域性、同報性、災害性等のಛを生かして、企業内ճ線、

地上ճ線の利用が困難なࢁ間地・ౡとの通信、ધഫ・ߤ空機等に対する移動衛星通信サービスのほか、非常災害
時の通信手段確保等に活用されている。なお、通信衛星には、衛星放送（CS放送）にも用いられているものもあ
る。

ਤද������� ແઢہのਪҠ
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؆қແઢ局�˞2

ΞϚνϡΞ局

上Ҡಈ局�˞�

上Ҡಈ局のׂ߹

0

ʢ万局ʣ

0
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�0

�0

�0

�00

ʢ年度ʣ

ʢ�ʣ

ʢ�ʣ

���� ���� ���� ���� ���2 ���2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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˞�　上Ҡಈ局ɿ上をҠಈதຢそのಛ定しない地にఀࢭதӡ用するແઢ局ʢ携ଳి等ʣ。
˞2　؆қແઢ局ɿ؆қなແઢ௨信を͏ߦແઢ局。
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ア　੩ࢭӴ
道上高度約3ສ6,000LNのي道を地ٿの自

転と同期してճるため、地上からは੩止してい
るように見える。高度が高いため3基の衛星でۃ
地域をআく地ٿ全体をカバーすることが可能で、
定衛星通信及び移動衛星通信に用いられていݻ
る。衛星までのڑがԕいため、伝送Ԇが大
きく、また、端末ଆも大出力が必要となるため、
খ型化が難しい໘がある（ਤද�������）。

イ　ඇ੩ࢭӴ
非੩止衛星は、੩止ي道以外のي道を周ճす

るもので、一ൠに੩止ي道よりもい高度を周
ճしている。੩止ي道では困難な高Ң度地方の
通信にదしている。このため、੩止衛星に比べ
て伝送Ԇがখさく、また、衛星までのڑが
ۙいため、端末の出力もখさくてࡁみ、খ型化
や携帯化が可能であり、主に移動衛星通信に用いられている。一方、衛星は、上空を時間で移動してしまうた
め、通信可能時間を確保するため、また、広域をカバーするためには、多数の衛星の同時運用が必要となる（ਤද
�������）。

ిࢹʹΑΔॏཁແઢ௨৴ͷഉআ�
●2018年度のॏཁແઢ通信のਃ݅ࠂ数は412݅ɻෆ๏ແઢ局のાஔ݅数は1,�44݅

電波のࠞ信・害のഉআとともに電波利用環境をྑにҡ持するため、全国11Օ所の総合通信局等の職員が、
全国の主要都市のమౝやビルの上等に設置したセンサ局施設や不法無線局୳ंࡧ等により、消防・救急無線、ߤ
空・ւ上無線、携帯電話等の重要無線通信を害する電波の発ࣹ源の୳査、不法無線局の取కり等のほか、電波の
దਖ਼な利用を広めるための周知啓発活動を行っている（ਤද�������）。

ਤද������� զ͕͕ࠃ௨৴サービスͱしͯར༻தのओなඇ੩ࢭӴʢ����ʣ

ਓӴ໊ ʗӴߴ ӡ༻ऀۀࣄ զ͕ࠃのऔѻऀۀࣄ サービスΤϦΞ サービス༰ サービス։ظ࣌࢝
オーϒίム 高度�2�LNʗػ�� オーϒίム オーϒίムδϟパン 全ੈք σーλ௨信、ଌҐ ����年�݄

イϦδム 高度��0LNʗػ�� イϦδム

,%%I
αοτίムάϩーόϧ
ΩϡーϏοΫΞイ

ؾిݹ
ϚーϦンΫ

ւ֎ίϛϡχέーシϣ
ンζ

全ੈք
Ի、σーλ௨信、

シϣーτόースτσーλ、
オーϓンϙーτ

200�年�݄

άϩーόϧスλー 高度����LNʗ�2ػ άϩーόϧスλー I1Ϟーシϣン 全ੈք Ի、σーλ௨信、ଌҐ 20��年�݄

ਤද������� զ͕ࠃの௨৴サービスʹར༻தのओな੩ࢭӴ
ʢ����ʣ

Ӵ໊ ʣܦಓʢ౦ي ӡ༻ձࣾ όϯυ༺
+C4"T���

�����度
スΧパー+4"T

,V
I4��� インテϧαοτ

˔ +C4"T���0" ��0度 スΧパー+4"T ,V
˔ +C4"T��# �2�度 スΧパー+4"T ,V
˔ +C4"T��" �2�度 スΧパー+4"T C、,V

+C4"T��"
��2度

スΧパー+4"T
4、C、,V

˕ /�4T"3�E /TTυίϞ
+C4"T�� ���度 スΧパー+4"T ,V

˔ 461&3#I3%�C2 ���度 スΧパー+4"T ,V
+C4"T�� ��0度 スΧパー+4"T ,V

˔ +C4"T�2# ���度 スΧパー+4"T C、,V
˔ 461&3#I3%�#� ��2度 スΧパー+4"T ,V、,B

)PSJ[POT��F ���度 スΧパー+4"T、
インテϧαοτ C、,V

˞�　+C4"T���及ͼI4���ಉҰӴ。·た、+C4"T��"及ͼ/�4T"3�EಉҰӴ
˞2　�̞ ҹ、ओとしてҠಈ௨信用に用͞れているӴ。˔ҹ、Ӵ์送に用͞

れているӴ。
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重要無線通信の害については、2010年度から害の申告に対する24時間受付体制により、その迅速なഉআ
に取り組んでいる。また、波帯電波ࢹやӉ電波ࢹについても国際電気通信連合（IT6）に登した国際電
波ࢹ施設としてその役割を担っている。

2018年度のࠞ信・害申告等の݅数は1,813݅で、લ年度に比べ436݅減（19�4ˋ減）となっている。このう
ち重要無線通信害の݅数は412݅で、લ年度に比べ110݅減（21�1ˋ減）であり、2018年度のࠞ信・害申告
のા置݅数＊2は1,946݅となっている（ਤද�������）。

また、2018年度の不法無線局の出現݅数は4,694݅で、લ年度に比べ76݅減（1�6ˋ減）となっている。
2018年度のા置݅数＊2は1,344݅で、લ年度に比べ124݅減（8�4ˋ減）であり、内༁は告発208݅（ા置݅

数全体の15�5ˋ）、指導1,136݅（ા置݅数全体の84�5ˋ）となっている（ਤද�������）。

ਤද������� %&63"4γスςϜ֓ཁ

　૯務লで、ਖ਼しいϧーϧにଇͬてిをదਖ਼に利用で͖るΑ͏にするため、ॏ要ແઢ௨信等のແઢ局のӡ用をしたり、
์送の受信にোを༩͑るなどిの利用ڥをཚすෆ๏ແઢ局等のిのൃࣹݯを୳するࢪઃとしてʮ%&63"4ʯをඋし、
ిのۀࢹ務を࣮ࢪしている。

<�%&63"4のӡ用イϝーδ>

ᶄ ෆ๏・違ແઢ局ରࡦᶃ ॏ要ແઢ௨信ରࡦ

ʢ%&63"4ʹ%&UFDU�6OMJDFOTFE�3"EJP�4UBUJPOTʣ
ిۀࢹ務の࣮ࢪとిࢹシステムʢ%&63"4ʣ

推定地へग़ಈݯࣹൃ

申ࠂ

のಛ定ݯࣹൃ

%&63"4にΑり
の推定ݯࣹൃ

ʢෳのηンα局を
૯߹௨信局等でूத੍ޚʣ

ॏ要ແઢ௨信のൃ生

ిのൃࣹఀࢭを໋令
ʢൃࠂ·たߦॲ等のાஔʣ

ෆ๏ແઢ局୳ंࡧ等にΑる調査

ෆ๏ແઢ局୳ंࡧ

%&63"4ηンλ局

%&63"4ηンα局

ফ・ۭߤ・ٸٹແઢ等のॏ要ແઢ௨信へのࠞ信・にରす
る申ࠂରԠや、国Ոతߦ事、֎国要ਓのདྷ࣌に͓͚る์送や
事Ҋへのਝなରॲ等で活用ແઢ等へのҙਤతなܯ

ෆ๏・違ແઢ局のిのൃࣹݯのಛ定等で活用

%&63"4�%ʢηンλ局දࣔը໘ʣ

௨信・

ෆ๏ແઢ局

ηンλ局
ʢ૯߹௨信局ʣ
%&63"4�%

ෆ๏ແઢ局୳ࡧ者
ʢ%&63"4�.ʣ

%&63"4�.のදࣔը໘
ʢηンλ局とಉ༷のը໘දࣔʣ

域-"/ճઢ等

域-"/ճઢ等

域-"/ճઢ等

ηンα局 ηンα局

ηンα局

＊2	 ાஔ݅に͍ͭͯલ͔ΒのະાஔΛؚΉɻ

I
C
T


の
ج
ຊ
σ
ồ
λ

第
�
章

ిͷར༻ಈ第 �節

令和元年版　情報通信白書　第2部296



ਤද������� ແઢہのࠞ৴ŋਃ݅ࠂٴͼાஔ݅のਪҠ
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200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20��20��

ʢ年度ʣ

ʢ݅ʣ

ࠞ信・申݅ࠂ 200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
��2 ��� ��� ��2 ��2 ��� ��� �0� ��2 �0� ��� ��� �0�

���� ���� 2��� 2��� 22�� 20�� ���� ���� ��2� ���0 ���� ��2� ����
2�0� 2��� �02� 2��� 2��� 2��� 2�2� 2��� 2��� 2��� 2��� 2��� 2���

ࠞ信・申ࠂのાஔ݅
2��� 2�0� 2��� ���� 2��2 22�� 2��� 2��� 2��� 2��� 2��� 2��� 2���

�22
��2�
22��

2��0

��2
��0�
����

����

ॏ要ແઢ௨信
そのଞ
ࠞ信申ࠂのાஔ݅

ॏ要ແઢ௨信
そのଞ
ܭ߹

ࠞ信申ࠂのાஔ݅

ਤද������� ෆ๏ແઢہのग़݅ݱٴͼાஔ݅のਪҠ

200� 200� 200� 200� 200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
ෆ๏パーιφϧແઢ局 �2�� ���� �2�� ��2� ���� �20 ��� 20�� 2��� ��� ��� 2�� 2��
ෆ๏ΞϚνϡΞ局 2��� ���� 2��� 2��� �0�� 22�� ��2� ���� ��0� 222� ���2 �2�� �22�
ෆ๏ࢢ民ラδオ ��0� ���� 2��2 ���� ���2 ��2� �2�� ��� ��2 ��2 �0� ��� ���

そのଞ ��2� ���� ���� ��2� ��2� ���� �2�� ���� ���� ���� ���� �22� 2���
ܭ߹ ����� ����� �2��� �20�� �02�2 �2�0 ���� ��0� ���� ��0� ��2� ���2 ����

ෆ๏ແઢ局のાஔ݅
ൃࠂ �00 ��2 ��� �0� ��0 ��0 2�2 2�� 2�� 22� 2�� 2�0 ���
ಋࢦ ���� �20� ��22 ��2� ���0 2��� 2��0 22�� �0�� ���� ���� 2��� ����
ܭ߹ ���� ���� ��0� ���� ��20 2��� 2��2 2��� �2�� ���2 ���0 2��� ����
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����
���

2�0�
���0

���
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���
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ग़݅ݱ

ෆ๏ແઢ局のग़݅ݱ

ાஔ݅
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1 ༣ศۀࣄ

ຊ༣ศࣜגձࣾͷࡒঢ়گ�
●2017年度の郵便事業の営業利益は、241億円の黒字

2017年度の日本༣便ࣜג会社の༣便事業の営業利ӹは241ԯ円のࣈࠇとなっている（ਤද�������）。

༣ศؔۀࣄ࿈ࢪઃ�

●郵便局数は横ばい
2018年度末における༣便事業関連施設数は、༣便局数が2ສ4,367局となっており、ԣばいで推移している

（ਤද�������）。

また、2018年度末の༣便局数の内༁をみると、営の༣便局（分ࣨ及びด中の༣便局を含Ή）が2ສ153局、
簡易༣便局（ด中の簡易༣便局を含Ή）が4,214局となっている。༣便局を、営業中・ด中の別でみると、営
業中の局が2ສ3,953局、ด中の局が414局となっている（ਤද�������）。なお、ด中の༣便局については、
2011年3月の東日本大震災のӨڹにより一時ดしている局を含Ή。

ਤද������� ༣ศۀࣄのऩࢧ
ʢԯ円ʣ

 ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ӧۀ利ӹ ��� ��� ��� �2� �2� 2��

˞�　ຊ郵便ࣜגձࣾの郵便事ۀのऩ支のঢ়گをࣔしている。
˞2　20�2年�0݄�にچ郵便事ࣜגۀձࣾとچ郵便局ࣜגձ͕ࣾ߹ซし、ຊ郵便ࣜגձࣾとなͬた。

（出య）日本༣便᷂「༣便事業の収支の状況」を基に作成

ਤද������� ༣ศۀࣄのؔ連ࢪઃのਪҠ

郵便局

郵便ϙスτ

郵便खྨൢചॴ・
ҹࢴചり͖͞ॴ
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ॴ
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��000
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2�000
ʢ局ʣ

༣
ศ
ہ


200� 200� 20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
2���� 2���� 2��2� 2���� 2��2� 2���� 2���0 2���2 2��2� 2���� 2����

��22�� ����2� ������ ����0� ������ ��2��� ����2� �����2 ����2� ���22� ��0���

������ ����0� ������ ������ ������ ����0� ������ ��2�0� ��0��� �����0 ��2���

（出య）「日本༣政グループɹディスクロージϟー2017ࢽ」、日本༣便᷂ウェブサイト「༣便局局数情報ʪオープンデータʫ」を基に作成

第�節 ༣ศɾ৴ॻศۀࣄ
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Ҿड༣ศ�
●引受郵便物等物数は、郵便物は減少、荷物は増加する傾向

2018年度における総Ҿ受༣便等
数は、213ԯ7,320ສ通・個となって
いる（ਤද�������）。

2 ৴ॻศۀࣄ

ച্ߴ�
●特定信書便事業の売上高は毎年増加しており、2017年度には180億円に達している

2017年度のಛ定信書便事業のച上高は、180
ԯ円となっており、લ年度比6�5�の৳びを示
している（ਤද�������）。

ਤද������� ༣ศہの༁ʢ����ʣ
ʢ୯Ґɿ局ʣ

Ӧۀதの༣ศہ ดதの༣ศہ
ہӦの༣ศܭ

؆қ༣ศہ খܭ
Ӧの༣ศہ

؆қ༣ศہ খܭ
༣ศہ ࣨ ༣ศہ ࣨ

200�2 �2 ���� 2���� �� 0 ��� ��� 2����
˞�　ʮ؆қ郵便局ʯ、ҕ託ܖにΑりӦۀしている郵便局。
˞2　ʮดதの郵便局ʯ、Ұ࣌ดとして窓口ۀ務をࢭٳしている郵便局。
˞�　ʮดதの郵便局ʯのʮӦの郵便局ʯ��局の͏ͪ、��局౦ຊେࡂのӨڹにΑりҰ࣌ด。
˞�　ʮดதの郵便局ʯのʮ؆қ郵便局ʯ���局の͏ͪ、�2局౦ຊେࡂのӨڹにΑりҰ࣌ด。

（出య）日本༣便᷂ウェブサイト「༣便局局数情報ʪオープンデータʫ」を基に作成
IUUQ���XXX�QoTU�KBQBOQoTU�KQ�OoUJpDBUJoO�TUoSeJOGoSNBUJoO�JOEeY02�IUNM

ਤද������� ૯Ҿड༣ศのਪҠ
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��0
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2�0

ʢ年度ʣ

郵便物
ՙ物

ʢԯ௨・ݸʣ

��� ��2 ��0 ��� ��2

�� �� �� �2 ��

��� ��� ��� ��� ���

���

��

���

20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��
˞Ώ͏パοΫ及ͼΏ͏ϝーϧ、郵民ӦԽޙ、郵便๏にͮجくখแ郵便物でなく、՟物自ಈंӡ送
事ۀ๏等にͮجくՙ物としてఏڙ。

（出య）日本༣便᷂資ྉ「Ҿ受༣便等数」各年度൛を基に作成

ਤද������� ৴ॻศऀۀࣄのച্ߴのਪҠ
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�ऀۀࣄ
●特定信書便事業者数は、年々増加する傾向

2003年4月の民間事業者による信書の送達
に関する法律（平成14年法律第99号）施行
後、一ൠ信書便事業＊1への参入は行われてい
ないものの、ಛ定信書便事業＊2への参入はண
実に૿加しており、2018年度末現在で532者
が参入している（ਤද�������）。また、提供
役務の種類別にみると、1号役務および3号役
務への参集者が૿加している（ਤද�������）。

औѻ࣮�
●引受信書便物数は毎年増加しており、2017年度は1,911万通

2017年度のҾ受信書便数は、1,911ສ通
となっており、લ年度比7�1ˋの৳びを示して
いる（ਤද�������）。

ਤද������� ಛఆ৴ॻศऀۀࣄのਪҠ

��� ��� ��� ��2 ���
��� ��� ��0 ��2
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20�0 20�� 20�2 20�� 20�� 20�� 20�� 20�� 20��ʢ年度ʣ

ʢ者ʣ

ਤද������� ఏڙछྨผ・ऀۀࣄのਪҠʢಛఆ৴ॻศۀࣄʣ
ʢ୯Ґɿ者ʣ

ʢʣ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�߸務 �20 ��� ��� ��� ��2 ��� ��� ���
2߸務 �2� �20 ��� ��2 ��2 ��� ��2 ��0
�߸務 2�� 22� 222 22� 2�� 2�2 2�� 2��

˞ෳ務をఏڙする事ۀ者͕いるため、ࢀೖ事ۀ者とҰகしない。
　・�߸務　͞・෯・ް͞の߹͕ܭ��DNを͑、ຢॏྔ͕�LHを͑る信書便物を送達する務。
　・2߸務　信書便物͕ࠩしग़͞れた࣌かΒؒ࣌�Ҏに֘信書便物を送達する務。
　・�߸務　国に͓いて、そのྉۚの額͕�00円を͑る信書便物を送達する務。

ਤද������� Ҿड৴ॻศのਪҠ
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＊1	 Ұൠ৴ॻ便役Λશࠃఏ͢ڙる݅Ͱ、ͯ͢の৴ॻのૹୡ͕Մとͳる「શࠃશ໘ࢀೖܕ」のۀࣄɻ
＊2	 ҙΛڽΒ͠た「ಛఆαʔϏスܕ」のۀࣄɻಛఆ৴ॻ便役ʢ1߸ʙ3߸ʣの͍ͣΕ͔ΛΈた͢ඞཁ͕͋るɻ
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第4ষ ICT政策の動向

1 Ոઓུͷਪਐࠃ
政府は、2001年（平成13年）1月に、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」（IT総合戦略本部）を設

置し、「e�JBQBO戦略」を策定することにより、全ての国民がITをੵۃ的に活用し、そのԸܙを࠷大限にڗ受でき
るための取組を開始した。

ネットワークインフラの整備に重点を置いた施策をண実に進め、ྦྷ次の戦略見しを行い、2013年（平成25
年）1月には、IT政策の立てしに関する安ഒ総理大臣からの指示を受け、同年6月、新たなIT戦略（ੈք࠷先
端IT国Ո創造એ言）を閣議ܾ定した。

ITの利活用に重点を移し、ੈք࠷先端のIT国Ոを指して政策を推進する中、2016年（平成28年）12月に、
国が民データ利活用のための環境を総合的かつ効率的に整備するため「民データ活用推進基本法」が公・施
行された。これを受け、2017年（平成29年）5月に、全ての国民がIT利活用やデータ利活用をҙࣝせͣ、その
便ӹをڗ受し、ਅに๛かさを実ײできる社会である「民データ利活用社会」のモデルをੈքに先ۦけて構築する
観点から「ੈք࠷先端IT国Ո創造એ言・民データ活用推進基本計画」を閣議ܾ定し、同計画に基づきP%CAを
ճしながら施策を推進している。

2019年（令和元年）6月には、IT総合戦略本部において、デジタル時代の新たなIT政策大ߝ」がܾ定された。
これは、①デジタル時代の国際ڝ૪にউち抜くための環境整備と②社会全体のデジタル化による日本の課題の解ܾ
の2つを的としつつ、今後のզが国のIT政策の「ཏ針盤」とすることを図るものである。また、同月に「ੈք
受でڗを୭もがܙ民データ活用推進基本計画」を閣議ܾ定し、デジタル技術のԸ・先端デジタル国Ո創造એ言࠷
きるインクルーシブな「デジタル社会」の実現に向けた重点計画を取りまとめた。

このほか、զが国経ࡁの࠶生に向け、円高・デフϨから٫し強い経ࡁを取りすため成戦略を実現すること
等を的とする࢘令ౝとして、2012年（平成24年）12月に日本経࠶ࡁ生本部を設置した。その下で2016年（平
成28年）9月からະ来資会議を開催し、第4次産業革໋をはじめとするক来の成に資する分野における大
な資を民連携して進め、「ະ来への資」の拡大に向けた成戦略の策定に向けた具体的な議を行っている。
2019年（令和元年）6月には、「成戦略実行計画」等を閣議ܾ定し、ICT分野については、デジタル市場のルー
ル整備、スマート公共サービス等の取組を進めていくこととしている。

2 ૯লͷI$5૯߹ઓུͷਪਐ

����ʹ͚ࣾͨձશମͷI$5Խਪਐ�
「東京2020年オリンピック・パラリンピックڝ技大会」（以下「2020年東京大会」という。）は、զが国全体の

のチϟンスとして期待される。総務省では、2014年（平యであるとともに、༏れたICTをੈքに発信する絶ࡇ
成26年）から「2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する࠙ஊ会＊1」を開催し、2020年東京大会に向けて
զが国のICT環境をより高度なものにするとともに、2020年東京大会以降のզが国の持続的成も見ਾえ、社会
全体のICT化の推進方策について検討してきた。

本࠙ஊ会では、2015年（平成27年）に「2020年に向けた社会全体のICT化ɹアクションプラン」を取りまと
め、2020年東京大会に向けて、զが国が一ؙとなって「社会全体のICT化」に取り組んでいくため、8つの分野

＊1	 2020に向けた社会શମの*$5化ਪਐにؔ͢る࠙ஊ会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/2020_ict_kondankai/indeY.htmM
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（多言ޠԻ༁対応の拡ॆ、デジタルサイネージの機能拡大、オープンデータの利活用推進、放送コンテンπの
ւ外展開の推進、無ྉ公衆無線LAN環境の整備促進、第5ੈ代移動通信システムの実現、4,・8,の推進、サイ
バーセキュリティの強化）͝とに「いつまでに、୭が、Կをするのか」という工程を明確化にするとともに、分野
͝との施策をԣ断的に組み合わせ、利用者のࢹ点に立って利便性の向上を実ײできる2つのサービス（都市サービ
スの高度化、高度なө૾配信サービス）を示した（ਤද�������）。

また、2018年（平成30年）に「2020年東京大会に向けた提言＊2」を取りまとめ、2020年にフォーカスした5
つの「重点テーマ」（「IoTおもてなしクラウド」による都市サービスの高度化、多言ޠԻ༁技術の社会実装、
サイバーセキュリティの確保、テϨワークʗサテライトオフィスの推進及び社会におけるキϟッシュϨス化の普及
展開）をピックアップし、標の達成に向けて取り組んでいる（ਤද�������）。

ਤද������� ����ʹ͚ࣾͨձ全ମの*$5ԽɹΞΫγϣϯϓϥϯɹ֓ཁ

॓

ʲ֤ԣஅతなΞΫγϣϯϓϥϯʳ
ᶗɽࢢサービスのߴԽ

ᶘɽߴなө૾৴サービス

σδλϧサΠωーδのػ能֦େ Φーϓϯσーλのར活༻ਪਐ

༺な*$5ར活ߴ

ੈքߴ࠷ਫ४の*$5Πϯϑϥ

ଟޠݴԻ༁ରԠの֦ॆ

Ӻ

֗

์ૹίϯςϯπのւ֎ల։のਪਐ

ୈ�ੈҠಈ௨৴γスςϜの࣮ݱ

˞��%4Cɿ�Ұൠࣾஂ๏ਓσδλϧαイωーδίンιーシΞム

˞2�"�1"#ɿҰൠࣾஂ๏ਓ์送αーϏス高度Խ推進ڠձ

�,・�,のਪਐ

2020年·でに、各地でICTやཱྀߦ者のଐੑ情報を活用した๚֎国ਓ向͚αーϏスを࣮

サΠόーηΩϡϦςΟのڧԽແྉެऺແઢ-"/ڥのඋଅਐ

༿のนΛなく͢ݴ

㾎άϩーόϧίϛϡχέーシϣン開ൃ推進ٞڠձ
த৺に༁ٕज़のࣾձ࣮Խ。

㾎ରԠするޠݴやの֦ॆʢҩྍ、シϣοϐ
ンά、ޫ؍等ʣ。

㾎ແྉެऺແઢ-"/උଅ進ٞڠձத৺に、
利用खଓの؆ૉԽ等にணख。

㾎ڌࡂ、ඃࡂॴとして定͞れるެత
。のඋを推進ڌ

㾎ୈ̑ੈϞόイϧ推進ϑΥーラムをத৺
にओ要国・地域との国ࡍ連携を強Խ。

㾎20��年度かΒ�(のࣾձ࣮を೦಄に�
૯߹తな࣮証ݧࢼを࣮ࢪ。

㾎20��年�2݄�、৽�,�,Ӵ์送
開࢝ʢ�者��νϟンωϧʣ。

㾎"�1"#˞2をத৺に、事ۀ者等と連携して
प・報を推進。

㾎࣮ફతαイόーޚԋश等を௨͡た���
αイόーηΩϡϦテΟਓࡐのҭ成

㾎ICT�I4"Cを௨͡たICT全体にΘたる
情報ڞ༗のଅ進

2020年·でに�2ޠݴについて
࣮用Ϩϕϧの༁ਫ਼度を࣮ݱ

ใのนΛなく͢

㾎࣌ࡂの情報Ұ੪配信、ଐੑにԠ͡た�
情報ఏݱ࣮ڙ。

㾎͜のため、%4C˞�த৺にڞ௨ࡦ༷定、
αイωーδのػをڞ௨Խ。

㾎ެڞ交௨のӡߦ情報等͕ϦΞϧλイムに
ѲՄに。

㾎ެڞ交௨オーϓンσーλٞڠձをத৺に
。地等に͓͚るࣾձ࣮証ޫ؍

㾎ຊのັྗをհする์送ίンテンπ
を੍࡞・ւ֎ൃ信等するऔを推進。

20��年·でに૬ޓଓをՄとする
システムの࣮ݱ

ҠಈのนΛなく͢

20��年度·でにެڞ交௨
オーϓンσーληンλーをຊ֨Քಇ

ຊのັྗΛൃ৴͢Δ

2020年度·でに์送ίンテンπؔ連
ւ֎ച上高を�00ԯ円に૿Ճ

ʵཱྀߦ者にఏڙするαーϏスの高度Խのため、ཱྀߦ者のݸਓ情報やଐੑ情報を連携するڞ௨Ϋラυج൫͓てなしΫラυにΑり、
ଟ༷なαーϏス連携をࢦす。

ʮɻҰൠࣾஂ๏ਓө૾配信高度Խߏػʯをத৺に、�,・�,及ͼ高ྟٕज़を用いた༷ʑなੈ࣍ίンテンπの普及に向͚たڥඋ
を推進。

ߓۭ
ٕڝ

පӃ ళฮ

બखଜ
ޫ؍

ଓのนΛなく͢

20��年度·でに、�万Օॴのඋを
ࢦし、ڌࡂ等でのඋを推進

ར༻のストϨスΛなく͢ ྟײの্ɺײಈのڞ༗

2020年を途に�,�,࣮用์送の
普及に向͚、ඞ要なڥをඋ

ར༻のෆ安Λなく͢

2020年·でに、各地で高度ө૾配信αーϏスをָしめるڥをඋ

2020年にੈքにઌ͚ۦて�(を࣮ݱ 2020年に向͚、αイόーηΩϡϦテΟਓࡐ
のҭ成及ͼ情報ڞ༗体੍の֦ ・ॆ強Խ

＊2	 2020౦ژେ会に向けたఏݴ：http://www.soumu.go.jp/main_content/000557657.pdf
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本࠙ஊ会では、アクションプラン及び提言に͛ܝたICT施策について、社会全体で認知できるようにするため
の情報発信の強化や、2020年東京大会以降もϨガシーとして使い続けられる「組み」としての提供、民の役
割分担の検討に取り組んでいる。

4PDJFUZ����ͷ࣮ߏࡁܦ͚ͨʹݱվֵͷج൫ͮ͘Γ�
ۙ年、デジタル分野のプラットフォーマー（以下「デジタル・プラットフォーマー」という。）がイノベーショ

ンをݗҾし、事業者の市場アクセスや消費者の便ӹ向上にݙߩしている。また、デジタル・プラットフォーマーが
造業等のリアル分野にも事業ྖ域を拡大し、ੈքの時価総ֹ上位企業をถ国や中国のデジタル・プラットフォー
マーがめる状況もみられる。

他方、こうしたデジタル・プラットフォーマーを८っては、取Ҿ݅の不ಁ明・不公ਖ਼、データՉ、個人情報
࿙Ӯ、プラットフォーム上でのҧ法・不దな行ҝ等の題点がզが国を含め、ੈք的に指ఠされている。

こうした中、経ࡁ産業省、公ਖ਼取Ҿҕ員会及び総務省は、2018年（平成30年）6月に閣議ܾ定された「ະ来
資戦略2018」において、プラットフォーマー型ビジネスの台಄に対応したルール整備のために、同年中に基本ݪ
ଇを定め、これにԊった具体的ા置をૣ急に進めるべきものと定められたことを踏まえ、ڝ૪政策、情報政策、消
費者政策等のֶࣝ経験者から構成された「デジタル・プラットフォーマーを८る取Ҿ環境整備に関する検討会」（以
下「検討会」という。）を同年7月から開催し、調査・検討を行った。同年12月、総務省、経ࡁ産業省及び公ਖ਼取
Ҿҕ員会は、プラットフォーマー型ビジネスの台಄に対応したルール整備の基本ݪଇを策定した＊3。基本ݪଇで
は、①デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価のࢹ点、②プラットフォーム・ビジネスのదな発展の促
進、③デジタル・プラットフォーマーに関する公ਖ਼性確保のためのಁ明性の実現、④デジタル・プラットフォー
マーに関する公ਖ਼かつ自由なڝ૪の実現、⑤データの移転・開放ルールの検討、ᶈバランスのとれたॊೈで実効的
なルールの構築、ᶉ国際的な法ద用の在り方とハーモナイθーションについて方針が示されている（ਤද������
�）。

ਤද������� ����౦ژେձʹ͚ͨఏݴɹ֓ཁ

ঝʂܧにੈ࣍

˔　ຊ͕͜れかΒൟӫしଓ͚るためにICTを活用した生ੑ࢈向上、ಇ͖方վֵ等͕ෆՄܽである。そのΑ͏な認͕ࣝڞ༗͞れつつあるҰ方、
ຊܕのࣾձߏࡁܦをมֵする͜と༰қでない。

˔　2020年の౦ژオϦンϐοΫ・パラϦンϐοΫେձ、զ͕国のICTをシϣーέースとしてੈքにࣔすνϟンスであるととに、͜れを͖ͬか
͚にຊܕのࣾձߏࡁܦをมֵするνϟンスとしてଊ͑る͖である。

˔　2020·であと2年とഭるத、ຊఏݴに͓いて、�つのॏテーϚについて、2020に向͚たऔの明確なඪをࣔすととに、それͧれのϨ
Ψシーについて方向ੑをཧした。ϨΨシーとい͏で、ϚイφンόーΧーυの利活用ෆՄܽな要ૉである。ඪの達成に向͚て、ؔ者͕
Ұ体となͬてऔりΉ。

IPT͓てなし
Ϋラυ

എதをޙԡしʂ
͖ͬか͚を࡞る

ຊ൪ʂօでҰؙと
なͬてʂ

ʪॏςーϚʫ ʪΞΫγϣϯʫ ʪ����౦ژେձʫ ʪϨΨγーʫ
�　ʮIPT͓てなしΫラυʯに

ΑるࢢαーϏスの高度Խ

�　ࣾձに͓͚るΩϟοシϡϨスԽ
　��の普及展開

�　テϨϫーΫ�αテライτ
　��オϑΟスの推進

�　αイόーηΩϡϦテΟの確保

2　ଟޠݴԻ༁ٕज़の
　��ࣾձ࣮

オーϓンԽを推進し、ଟく
の方に利用していたͩく

各ۀا、ஂ体͕事者
となりτοϓμンで強ྗに
औりΉ

各ࡦࢪのੈؒతな認度の
ൃܒなる向上とपߋ

๚֎国ਓのଐੑ情報を活用
したαーϏス高度Խ

ຊਓؚめଐੑ情報を活用�
したαーϏスの全国展開

あΒΏる໘でʮݴ༿のนʯの
ない࣌に

各ࣾでのαイόーηΩϡϦテΟ
体੍、ਓࡐのॆ࣮

ࣾձのΩϟοシϡϨスԽにΑる
生ੑ࢈向上

テϨϫーΫ�αテライτオϑΟス
の普及にΑるಇ͖方վֵの定ண

૿Ճする๚֎国ਓとの円
なίϛϡχέーシϣン

େձதのαイόーۭؒの҆全
の確保

テϨϫーΫ等にΑりେձதの
和؇ࡶ等のࠞؔػ交௨ڞެ

Ϟόイϧϖイϝンτの普及に
Αる利便ੑの確保

˞地等のࡍに๚֎国ਓ͕໘する
ʮࠔり͝とʯへのରԠにཹҙ

＊3	 「ϓラοτフΥʔϚʔܕϏδωスの಄にରԠ͠たϧʔϧඋのجຊݪଇ」のެද：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin01_02000271.htmM
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2019年（令和元年）5月、検討会は、基本ݪଇ3③及び5に関連して、取Ҿ環境のಁ明性・公ਖ਼性確保に向けた
ルール整備の在り方に関するオプション及びデータ移転・開放等の在り方に関するオプションを取りまとめた。今
後、政府においては、これを参ߟとしつつ、具体的ા置の実施に向けた、より詳ࡉな検討を進めることとしている。

�ͷਪਐࡦͰͷใ௨৴ܞຽ࿈
IoT�ビッグデータ�AI等の発展によるੈք的な産業構造の変革にあたって、産ֶが参画・連携し、IoT推進

に関する技術の開発・実証や新たなビジネスモデルの創出推進するための体制を構築することを的として2015
年（平成27年）10月に「IoT推進コンソーシアム」が設立された（ਤද�������）。

本コンソーシアムでは、産ֶが参画・連携し、具体的には、IoTに関する技術開発・実証及び標準化等の推進、
IoTに関する各種プロジェクトの創出及び当֘プロジェクトの実施に必要となる規制改革に関する提言のとりまと
め、IoT機器のセキュリティに関するガイドライン等の検討、データ流通のニーζの高い分野の課題検討等に取り
組Ήこととしている。2016年度（平成28年度）にはถ国やインド、ԤभのIoT推進団体と、2018年度（平成30
年度）にはロシアのイノベーションセンター運営団体とそれͧれIoTの推進に関する֮書をక結するなど国際展開
の取組も進めており、2017年度（平成29年度）には、新たに国際連携ワーキンググループが設置され、զが国
の技術༏位の分野等のւ外展開支援策等の検討にも取り組んでいる。

ਤද������� ଇの֓ཁݪຊతج

ʲجຊݪଇの֓ཁʳ
̍ɽσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーʹؔ͢Δ๏తධՁのࢹ
検౼を進めるにたͬて、σδλϧ・ϓラοτϑΥーϚー͕、ᶃࣾձࡁܦʹෆ可ܽなج൫をఏڙしている、ᶄଟのফඅ者ʢݸਓʣや事ۀ者͕ࢀՃする
ͦののΛɺઃܭしӡӦ・ཧするଘࡏである、ᶅそのΑ͏な、ຊ࣭తʹૢ࡞性ٕज़తෆಁ໌性͕ある、といͬたಛੑを༗しಘる͜とをྀߟする。
̎ɽϓϥοトϑΥーϜ・ビδωスのదなൃలのଅਐ
ֵ৽తなٕज़・ۀاのҭ成・ࢀೖにՃ͑、ϓラοτϑΥーム・ϏδωスにରԠで͖ていないطଘのۀ๏について、見しの要൱をؚめた੍度໘のඋについて
検౼を進める。
̏ɽσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーʹؔ͢Δެਖ਼性֬อのͨΊのಁ໌性の࣮ݱ
ᶃಁ明ੑ及ͼެਖ਼ੑを࣮ݱするためのग़ൃとして、େن͔ͭแׅతなపఈしͨ調査ʹΑΔऔҾ࣮ଶのѲを進める。
ᶄ各লの๏ࣥߦやཱࡦҊをԼ支͑するための、σδλϧٕज़やϏδωスをؚΉଟ様͔ͭߴなݟΛ༗͢Δઐ৫のઃに向͚た検౼を進める。
ᶅྫ͑、Ұ定のॏ要なϧーϧやऔҾ݅を開ࣔ・明ࣔする等、ಁ໌性ٴͼެਖ਼性֬อの؍͔らのنのಋೖに向͚た検౼を進める。
̐ɽσδλϧ・ϓϥοトϑΥーϚーʹؔ͢Δެਖ਼͔ͭࣗ༝なڝ૪の࣮ݱ
ྫ͑、σーλやイϊϕーシϣンをྀߟした݁ۀا߹৹査や、αーϏスのରՁとして自Βにؔ連するσーλをఏڙするফඅ者とのؔでの༏ӽత地Ґのཞ用
。り方を検౼するࡏ๏のӡ用やؔ連する੍度のࢭې૪を確保するためのಠڝʹ͓͚Δެਖ਼͔ͭࣗ༝なࢢのద用等、σδλϧ੍ن
̑ɽσーλのҠస・։์ϧーϧのݕ౼
σーλϙーλϏϦテΟや"1I開์について、Πϊϕーγϣϯ͕ઈ͑ͣ生͡Δڝ૪ڥのඋ等、༷ʑな؍をྀߟして検౼を進める。
̒ɽόϥϯスのͱΕͨॊೈͰ࣮ޮతなϧーϧのߏங
σδλϧに͓͚るイϊϕーシϣンにेに配ྀし、自ओ੍نと๏੍نをみ߹Θͤたڞಉ੍نのॊೈなख๏ྀߟし、࣮ޮతなϧーϧのߏஙをਤる。
̓ɽࡍࠃతな๏ద༻のࡏりํͱϋーϞφΠθーγϣϯ
զ͕国の๏令のҬ֎ద༻のࡏり方や、࣮ޮతなద༻๏ྩのࣥ行のΈのࡏり方について検౼を進める。نの検౼にたͬて国ࡍతなϋーϞφイθーシϣン
ࢤ向する方向で検౼する。

ਤද������� *P5ਪਐίϯιーγΞϜ

・IPT�Ϗοάσーλ�ਓ࣌にରԠし、ۀ・ۀا種のを͑てֶ࢈で利活用をଅ進するため、民ओಋの৫としてʮIPT推進ίンιーシΞムʯをઃཱ。
ʢ20��年�0݄2�ʢۚʣにઃཱ。ʣ
・ٕज़開ൃ、利活用、ࡦ課題の解決に向͚たఏݴ等を࣮ࢪ。
・ॳ�00ࣾఔ度ͩͬたձһ、ࡏݱ、��00ࣾఔ度·で৳ு。
・20��年�0݄に、զ͕国͕ٕज़༏Ґにある等のւ֎展開支援ࡦ等の検౼をతとした国ࡍ連携8(をઃཱ。

ձһ����ࣾʢ20������0ࡏݱʣ
૯　ձ 　ձ

　෭ձ

ӡӦҕһձ

ྗڠ ྗڠ

ٕज़開ൃ8(
ʢスϚーτIPT推進ϑΥーラムʣ

ωοτϫーΫ等のIPTؔ連ٕज़
の開ൃ・࣮証、ඪ४Խ等

ઌ進తなϞσϧ事ۀのग़、
උڥվֵ等の੍ن

IPTثػのωοτϫーΫଓに
ؔするΨイυラインの検౼等

σーλྲྀ௨のχーζの高い
の課題検౼等

高いզ͕国のٕज़༏Ґの等
のւ֎展開支援ࡦ等の検౼

ઌ進తϞσϧ事ۀ推進8(
ʢIPT推進ラϘʣ IPTηΩϡϦテΟ8( σーλྲྀ௨ଅ進8( 国ࡍ連携8(

˞20��年�0݄ઃཱ

૯務ল、ۀ࢈ࡁܦল　等
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IP5�σʔλར׆༻ͷਪਐ�
ア　*P5ར活用のਪਐ
ʢΞʣIP5αʔϏεग़ࢧԉۀࣄʢۙͳIP5ϓϩδΣΫτʣ

総務省は、情報通信৹議会の「IoTʗビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方について」中間
申（第一次～第࢛次）に基づき、IoTサービスの地域実証に基づくルール整備等を通じたデータ利活用の促進に取
り組んでいる。

具体的には、地方公共団体、大ֶ、ユーβー企業等から成る地域の主体が、ྛਫ産業、医療・福ࢱ、シェアリ
ングエコノミーなど生活にۙな分野における先導的なIoTサービスの実証事業に取り組み、地域の課題解ܾに資
するリファϨンス（参র）モデルを構築するとともに、データ利活用の促進等に必要なルールの明確化等を行って
いる。これまで、2015年度（平成27年度）補ਖ਼༧2016、ࢉ年度（平成28年度）補ਖ਼༧2017、ࢉ年度（平成29
年度）当初༧2018、ࢉ年度（平成30年度）当初༧ࢉを活用し、全国各地で48݅の実証事業を実施した（ਤද
�������）。今後は、これまでに実施した事業の成果の普及・展開を推進する༧定である＊4。

ʢΠʣIP5ωοτϫʔΫӡ༻ਓࡐҭۀࣄ
IoT�ビッグデータ時代のネットワークは、センサー等のネットワークに接続される機器のര発的な૿加や流通

するデータの多様化により、トラフィックの急ܹな変動等が生じることが༧想される。このため、S%N�N'7等
のソフトウェア技術を用いて、迅速かつॊೈに通信経࿏のᷖճや容量拡大等の制ޚを行う必要があり、この技術を
活用してネットワークを運用・管理する人材が必要とされている。総務省は、そのような人材を育成する環境基盤
を整備し、基盤の構築・運用を通して人材育成を図り、ٻめられるスキルの明確化やその認定の在り方を検討する
ため、2017年度（平成29年度）から一ൠ社団法人「高度ITアーキテクト育成協議会（AITAC）」（同年7月設立）
と連携し、人材育成に向けた取組を実施している（ਤද�������）。

ਤද������� *P5サービスग़ࢧԉۀࣄʢۙな*P5ϓϩδΣΫトʣの࣮ۀࣄࢪʢ����ʣ

ฏ成���݄͔Βฏ成���݄まで、��ίンソーγアϜで実ࢪ。
ʢҩྍ・݅�ࢱ、ྛ水݅�ۀ࢈、݅�ࡂ、ࢢ・Ոఉ�݅、γΣアエί・域Ϗジωス�݅ʣ

�ɽ*PTを活用したྸߴ者ӫཆࢧԉのϞデル
ग़

�ɽʮঊの技ʯを活用した*PT技術ࢦಋ
Ϟデルのల։ۀࣄ

�ɽ水த音ڹ活用にΑΔີړରࡦ*PT
サーϏス

�ɽڞ༗型ͱまものͮ͘り*PTϓϥット
フΥーϜ

�ɽウΣアϥϒル݂ѹଌఆثͱߢޱέア
*PTにΑΔଔத"*༧ରࡦサーϏスۀࣄ

�ɽࢁొࢁ࢜におけΔࣄલࡂサーϏス
ग़ۀࣄ

�ɽཱྲྀ؛ೖݕにΑΔ水ނࣄࢭͱ
҆৺・҆શなւ༸Ϩジϟーのொの実ݱ

�ɽ҆શが୲อ͞れ生活ځࠔ者がར用
しすいフードバンクମ੍のཱ֬ۀࣄ

�ɽ*PTʷサテϥイトڌにΑΔ
ʮ生֔活༂ʯਪਐۀࣄ

��ɽޒౡ・Ϛάϩཆ৩ج化を実ݱすΔ
*PTγステϜの実証ۀࣄ

��ɽඃࡂにおけΔ*PTを活用したྸߴ者
の໋をͭな͙݈ࢧ߁ԉϞデルۀࣄ

��ɽ域Ұମ型バーνϟルέアにΑΔ
հޢ༧ਪਐۀࣄ

��ɽྸߴ者のӫཆվળ・ڏऑ༧ࢧԉϞデル
γステϜܞ࿈ࢱ型のҩྍ・ੈ࣍ʢۀࣄ
構築ʣ

��ɽ֮ࢹোがい者の自త֎ग़ࢧԉサーϏス

ౡࠜݝদࢢߐଞʢҩྍ・ࢱʣ

ʣࢱʢҩྍ・ࢢౡݝౡ

େݝେࢢଞʢҩྍ・ࢱʣ

࡚ޒݝౡࢢʢྛ水ۀ࢈ʣ

ʣࢱଞʢҩྍ・ࢢຊ۽ݝຊ۽

ੴ川ࢢ͘΄͔ݝ
ʢྛ水ۀ࢈ʣ

ฌࡾݝݿࢢ
ʢҩྍ・ࢱʣ

߳川ߴݝদࢢʢࢢ・Ոఉʣ

ւಓ૿ໟொʢྛ水ۀ࢈ʣ

ݝࢁ
ʢγΣアリンάエίϊϛー・域Ϗジωスʣ

౦ژ۠ߓʢҩྍ・ࢱʣ

੩Ԭݝࢢٶ࢜ଞʢࡂʣ

ઍ༿॓ޚݝொʢࡂʣ

੩Ԭݝౡాࢢʢࢢ・Ոఉʣ

＊4	 ۙͳ*o5ϓϩδΣΫτ：http://www.soumu.go.jp/midika�iot/
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ʢʣIP5ثػͷిར༻γεςϜͷదਖ਼ͳར༻ͷͨΊͷI$5ਓࡐҭۀࣄ
今後、多様な分野・業種において大な数のIoT機器の利活用が見ࠐまれる中で、多様なユーβーやए者・ス

タートアップの電波利用に係るリテラシー向上を図ることが不可欠である。このため、IoTユーβーを対象とした
地域͝との講श会や体験型セミナー・実地体験、開発者を指すए者等を対象としたハッカソン体験・ワイϠϨス
IoT技術実証等の取組を推進し、IoT時代に必要な人材を育成している（ਤද�������）。

イ　Φーϓϯσーλྲྀ௨ڥのඋ
2016年（平成28年）12月14日公・施）「民データ活用推進基本法」民データ活用の推進を的とする

行）においては、政府、地方公共団体等が保有するデータについて、国民が容易に利用できるよう必要なા置を講
ͣるものとされている。政府、地方公共団体等が保有するデータのうち、国民୭もがインターネット等を通じて容
易に利用（加工、ฤ集、࠶配等）できるよう、①営利的、非営利的をわͣ二次利用可能なルールがద用さ
れたもの、 ②機ց判ಡにదしたもの、③無ঈで利用できるものの3点に֘当するデータがオープンデータと定ٛ＊5

されている。
ಛに、地方公共団体のオープンデータについては、地域における新事業・新サービスの創出、行政サービスの高

ਤද������� *P5ωοトϫーΫӡ༻ਓࡐҭۀࣄ

ਤද������� *P5ثػのిར༻γスςϜのదਖ਼なར༻のͨΊの*$5ਓࡐҭۀࣄ

IPT࣌にඞ要なਓࡐをҭ成

शձߨ

࣮地体ݧ

ଟ༷な・ۀ種に͓͚るେなのIPTثػの利活用

IPTϢーβをରとした地域ຖの
ݧηϛφー・࣮地体ܕݧशձや体ߨ

IPTثػ等を
利用した

体ܕݧηϛφー

ΞイσΞ
ग़ྗ

IPTにؔする
ࣝૅج

ΤンδχΞ
Ϧンάྗ

開ൃ者をࢦすए者等をରとした
ϋοΧιン体ݧ・ٕज़࣮証

ᶃIPTのجຊతな概೦ʢిのಛੑなどʣ
ᶄIPT 活用事ۀઓུ等
ᶅIPTσーλの活用方ࡦ

ᶇIPT ؔ連のඪ४Խಈ向
ᶈIPT ؔ連の๏੍度ʢి๏などʣ

ᶆIPTシステムߏங・ӡ用・保守
　ʢηンαーの種ྨ・ಛੑなどʣ

ߨ
श

༰ớ
Π
ϝ
ồ
δ
Ờ

ෆదͳແઢγεςϜͷߏஙʹΑΓɺ
বɺϊΠζɺ͕ൃੜׯ

ిར༻ʹؔ͢Δదͳ͕ࣝඞཁ

＊5	 Φʔϓンσʔλجຊࢦʢ2017ʢฏ29ʣ5݄30高ใ௨৴ωοτϫʔΫ社会ਪਐ戦略ຊ෦ɾຽσʔλ׆用ਪਐ戦略会ܾٞఆʣ：
	 https://cio.go.jp/sites/defauMt/pMes/upMoads/documents/data_shishin.pdf

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

૯߹ઓུͷਪਐ第 1節

令和元年版　情報通信白書　第2部306



度化等を実現し、地域の経ࡁ活性化、課題解ܾ等にد༩するものとして期待されている。このような観点から、
「ੈք࠷先端デジタル国Ո創造એ言・民データ活用推進基本計画」（2018年（平成30年）6月15日閣議ܾ定）で
は、2020年度（令和2年度）までに地方公共団体のオープンデータ取組率100ˋとすることが標として定めら
れている。総務省では、2012年度（平成24年度）より、公共交通、地盤、公共施設等の様々な分野におけるオー
プンデータ利活用の実証実験や一ൠ社団法人オープンˍビッグデータ活用・地方創生推進機構（7L&%）＊6等の関
係団体や関係府省等との連携を通じて、オープンデータの公開ଆ・利活用ଆのためのガイド等の策定・改定（オー
プンデータのための標準化の推進）、オープンデータの有効活用につながるユースケースの構築、オープンデータ
伝道ࢣや地域情報化アドバイβーと連携して自治体のオープンデータ化の促進等の取組を進めてきた。

他方、2019年（平成31年）3月時点でオープンデータに取り組んでいる地方公共団体は1,788団体中465団体
（全体26ˋ）にとどまっている。内閣が実施したアンケート＊7によれば、「オープンデータの効果・メリッ
ト・ニーζが不明確」、「オープンデータを担当する人的リソースがない」といった課題が͛ڍられている。これら
の課題を踏まえ、総務省では2018年度（平成30年度）から、地方公共団体におけるオープンデータの取組を支
援するため、地方公共団体等の職員がデータ利活用のҙٛやデータ公開に関する知ࣝ・技術を体系的にश得できる
研修等を行っている（ਤද�������）。

ウ　"*ネットワーク化のਪਐ
人工知能（AI）は、インターネット等を介して他のAI、情報システム等と連携し、ネットワーク化されること

（AIネットワーク化）により、その便ӹ及びリスクの方がඈ༂的に૿大するとともに、空間を越えて広く波及す
ることが見ࠐまれている。

総務省は、2016年（平成28年）10月に「AIネットワーク社会推進会議＊�」を立ち上͛、2017年（平成29年）
7月に、AIの開発においてཹҙすることが期待される事߲を整理した「国際的な議のためのAI開発ガイドライ
ンҊ」やAIシステムの具体的な利活用の場໘（ユースケース）を想定したインパクト及びリスクに関する評価

（シナリオ分析）をその内容とする「報告書2017」を取りまとめ、公表した＊9。
また、AIネットワーク化の進展にい形成されるエコシステムの展に関する検討やAIの利活用においてཹҙ

することが期待される事߲を整理した「AI利活用ݪଇҊ」を含Ή「報告書2018」を2018年（平成30年）7月に

ਤද������� ํެஂڞମ৬һ͚Φーϓϯσーλݚमʹ͍ͭͯ

ઌ進事ྫF�MFBSOJOH

ʲݚम࣮ࢪイϝーδʳ

ʲݚमのྲྀれʳ

૯務লで、2020年度·でに地方ެஂڞ体のオーϓンσーλऔ�00ˋを࣮ݱするため、オーϓンσーλを推進する地方ެஂڞ体
৬һ͕ඞ要な見・ٕज़を体ܥతにशಘで͖るݚमを全国で࣮ࢪし、オーϓンσーλのऔに݁ͼつ͚ると͜Ζ·でܧଓతに支援。

オーϓンσーλݚमϙーλϧ

मίンテンπ�૬ஊ窓口ݚ
地域ϝンλー

地域に͓いてオーϓンσーλを推進している�
をґཔྗڠमへݚ者を地域ϝンλーとしてؔ

オーϓンσーλϦーμҭ成ݚम
地域でオーϓンσーλを推進するਓࡐをҭ成。
道ݝຖにのෳの۠ࢢொଜ͕ࢀՃ

Ϧーμݚमを受͚た۠ࢢொଜの͏ͪҙཉ͕高い۠ࢢொଜに
͓いて、Ϧーμݚमを受͚たϦーμ͕͏ߦிݚमの支援

オーϓンσーλԽ支援ݚम

をඋڥଓしてオーϓンσーλのऔを支援するܧޙߨम受ݚ

＊6	 Ұൠ社ஂ๏人ΦʔϓンˍϏοάσʔλ׆用ɾํੜਪਐߏػ：http://www.WMed.or.jp/
＊7	 ํެஂڞମのΦʔϓンσʔλのऔにؔ͢るΞンέʔτ݁ՌɾճҰཡʢ201�ʢฏ30ʣ12݄࣮ࢪʣ
	 ：https://cio.go.jp/poMicy�opendata�surWey
＊�	 "*ωοτϫʔΫ社会ਪਐ会ٞ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/indeY.htmM
＊9	 「ใࠂॻ2017」：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01iicp01_02000067.htmM
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取りまとめ、公表した＊10。
総務省では、その成果を踏まえ、AIネットワーク化に関する国際的な議を進めている。同年ळ以降に行われ

た主な国際的な議は次のものがある。今後も、各国政府や国内外の関係機関と連携して、AIに関する国際的な
議にੵۃ的にݙߩしたいとߟえている。

・ 同年9月、O&C%は、AIに関する理事会ק告策定をࢹ野に入れ、AIの信པ構築と社会実装を促すためのݪଇ
の内容について検討を実施するため、AIઐՈ会合（AIGO）を設置した。同会合は、2019年（平成31年）
2月まで、計4ճにわたって開催され、その結果、日本の検討成果等と調和の取れたAIઐՈ会合の࠷ऴจ書
が取りまとめられた。

・ 同年12月に、モントリオール（カナμ）でAIに関するG7マルチステークϗルμ会合が開催され、G7各国
の産ֶ・市民社会におけるAIઐՈ等が参加し、「社会のためのAI」、「イノベーションの解放」、「AIにお
けるアカウンタビリティ」、「事のະ来」といったテーマຖに議が行われた。զが国は、カナμとともに

「AIにおけるアカウンタビリティ」の共同議を担当した。
・ 2019年（平成31年）3月にパリで開催されたO&C%のデジタル経ࡁ政策ҕ員会アドϗック会合において、

上記AIGO࠷ऴจ書に基づいてO&C%事務局が作成した理事会ק告Ҋについて議が行われ、加ໍ国のҙ見
等を踏まえて修ਖ਼が加えられた理事会ק告Ҋが取りまとめられた。その後、同年（令和元年）5月の閣僚理事
会にて同Ҋがঝ認され、理事会ק告として公開された。

また、推進会議においては、「AI利活用ݪଇҊ」について整理された点等のさらなる検討を進めるため、同会
議の下に「AIガバナンス検討会」を開催し、「AI利活用ガイドライン」を含Ή「報告書2019（Ҋ）」を取りまと
め、2019年（令和元年）6月に広くҙ見ื集を行った。加えて、AIの社会実装の推進について、主に経ࡁ的な見
地から議を行うため、「AI経ࡁ検討会」を開催し、AI経ࡁに関する基本的政策及び中期的な戦略のあり方に
ついて検討を進め、2019年（令和元年）5月に報告書を取りまとめた。
「報告書2019」の公表後、「AI利活用ガイドライン」をはじめとして、推進会議及び྆検討会における議につ

いて、国内及び国際的に共有していくとともに、AIネットワーク化をめ͙るॾ課題の検討に役立てていく༧定で
ある。

ϚΠφϯόʔΧʔυར׆༻ਪਐ�
マイナンバーカードは݊໘情報（氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人のࣸإਅ）による対໘等で

の本人確認ͩけでなく、マイナンバーカードに載されている公的個人認証サービスを活用することにより、オン
ラインでの本人確認・本人認証を安全かつ確実に行うことができる。総務省では日常生活の様々な場໘における
民のサービスの利便性向上のため、国、地方公共団体、民間においてマイナンバーカードの利活用を推進していく
取組を進めている。

ア　ϚイφϯόーΧードɾ公的個人認証サービスのར活用ਪਐ
総務大臣主࠻の「個人൪号カード・公的個人認証サービス等の利活用促進の在り方に関する࠙ஊ会」において

は、有ࣝ者、地方公共団体、経ࡁքを構成員として、マイナンバーカードの利活用方策、利用ൣғの拡大や公的個
人認証サービスへのアクセス手段の多様化のための検討を行ってきている。

マイナンバーカードについては、݊໘を利用したࣸإਅ入り職員証としての活用のほか、ICチップの空きྖ域
を利用し、入ୀࣨ管理や端末ૢ作のݖ限確認手段等としての活用が進んでいる。

公的個人認証サービスについては、携帯電話のܖ約時、オンラインでの証݊口࠲の開設時や子݈߁情報サービ
ス（マイナンバーカードを活用して、パソコンやスマートフォンから子݈߁情報をӾཡできるサービス）登時
の本人確認に活用されるなど民間サービスにおいても利用が拡大している。更なる利用ൣғの拡大に向け、2018
年度（平成30年度）には大規模イベントにおけるボランティア管理等の本人確認について、マイナンバーカード
利活用の実現可能性を検証した。その他にも、防災や医療分野における活用の実現に向けた実証事業を実施した。
今後、地域や関係事業者等と連携しつつ、実用化を図っていく。また、公的個人認証サービスへのアクセス手段の
多様化に向け、電子証明書の利用者証明機能をスマートフォンへ載する方法について技術実証等を行い、技術・

＊10	「ใࠂॻ201�」：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01iicp01_02000072.htmM
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運用໘での課題解ܾに向けた検討を行うなど、スマートフォンを用いて公的個人認証サービスを利用するための取
組を進めていく。

公的分野においては、2017年（平成29年）11月から本格運用が開始されたマイナポータルにおいて「子育て」
分野を中心に国民が必要な自治体の行政手続を検ࡧし電子申請できる「ͽったりサービス」、コンビニ等で住民票
のࣸし等が取得可能なコンビニ交付サービス、e�TBY（国税電子申告・納税システム）等における本人確認手段と
してマイナンバーカードが活用されている。

公的個人認証サービスは、୭もが取得できるインターネット社会の基ૅ的な情報インフラであり、国、地方公共
団体、民間におけるマイナンバーカード・公的個人認証サービスの利活用を一層推進していく。

イ　ిࢠҕঢ়のීٴଅਐ
電子ҕ状は、企業の社員が、ܖ約や行政手続を電子的に行う際に、企業の代表者から代理ݖのत༩を受けたこ

とを簡易かつ確実に証明することを可能とするものである。電子ҕ状による代理ݖの証明とあわせて、マイナン
バーカード等に載された電子証明書がその社員の氏名等の情報を証明することで、企業の社員がܖ約や行政手続
を行う際に必要な情報を全て電子的に証明することが可能となるものであり、電子ҕ状の普及とマイナンバー
カードの普及は方૬的にد༩することが期待されている。

その実現に向け、電子ҕ状を円滑に利用できる環境を整備するための「電子ҕ状の普及の促進に関する法
律」（以下「電子ҕ状法」という。）及び関係政省令・基本指針が策定された（2017年（平成29年）12月27日
公、2018年（平成30年）1月1日施行）。2018年（平成30年）6月、電子ҕ状法に基づく電子ҕ状取ѻ業
務の認定をセコムトラストシステムζ、NTTネオメイトの2社に初めて行った。また、政府全体で取り組んでい
る「デジタルファースト」のૣ期実現に向けて、より利便性が高い電子ҕ状の普及のための実証にも取り組んで
いる。
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�ɹʹ͓͚Δ「ใۜߦ」ʹؔ͢Δݕ౼
ຊの*5ઓུのྩ࢘ౝͰ͋Δֳ*5૯߹ઓུࣨʹ͓͍ͯɺ����ʢฏ��ʣ�݄͔ら։͞࠵Εͨʮσー
λྲྀ௨ڥඋݕ౼ձʯのԼのʮ"*ɺ*P5࣌ʹ͓͚Δσーλ活༻ϫーΩϯάάϧーϓʯͰɺಛʹݸਓใΛؚΉ
ύーιφϧσーλのྲྀ௨・活༻ʹ͍ͭͯݕ౼͕行ΘΕͨɻ����ʢฏ��ʣ�݄ʹͱりまͱΊらΕͨʮதؒͱ
りまͱΊʯͰɺύーιφϧσーλのྲྀ௨Λ࣮ͤ͞ݱΔͨΊʹ༗ޮなΈのҰͭͱしͯɺݸਓのؔ༩のԼͰσー
λのྲྀ௨・活༻ΛਐΊΔʮใۜ行ʯ͕͛ڍらΕͨɻ͜͜Ͱɺʮใۜ行ʯΛʮݸਓͱのσーλ活༻ʹؔ͢Δܖ
ʹجづ͖ɺ1%4＊1のγスςϜΛ活༻しͯݸਓのσーλΛཧ͢Δͱͱʹɺݸਓのࣔࢦຢ༧Ίࢦఆしͨ݅
ʯͱఆٛし͍ͯΔʢਤදۀࣄΔ͢ڙʣʹఏऀۀࣄʢଞのऀࡾਓʹΘりଥ性Λஅの্ɺσーλΛୈݸづ͖جʹ
�ʣɻ

ਤද� ʮใۜ行ʯͱ

ਓݸ ༬託

ใۜ行のΠϝーδ

便ӹ

ーー
ーー
ーー
ーー

ーー
ーー
ーー
ーー

ーー
ーー
ーー
ーー

ਓにؔするݸ
σーλ

ਓにؔするݸ
σーλ

ਓにؔするݸ
σーλ

"ऀۀࣄ

#ऀۀࣄ

$ऀۀࣄ

ーー
ーー
ーー
ーー

ーー
ーー
ーー
ーー

&ऀۀࣄ

'ऀۀࣄ

ーー
ーー
ーー
ーー

%ऀۀࣄ

"ͱ#のσーλ
Λఏڙ

・・
・・

˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙

・
・
・

事ۀ者かΒ
·たؒతに
ຊਓにؐ元

˞ຊਓに便ӹ͕ؐ元͞れͣ、ࣾձ全体にのみ便ӹ͕ؐ元͞れる߹ある。

便ӹ

ใۜ行

1%4

「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループɹ中間とりまとめの概要」（内閣IT総合戦略ࣨ）より

サϒϫーΩϯάάϧーࢢ෦ձのԼのʮσーλऔҾࡦのٞΛड͚ͯɺ૯লのใ௨৴৹ٞձใ௨৴政ه্
ϓʯͰɺຊਓʹΘͬͯݸਓใΛཧ・ఏ͢ڙΔใۜ行のػ能Λʮใ৴ୗػ能ʯͱఆٛしɺ͜のػ能のఏ
͕͕ͬ͋ݟΈ͕ඞཁͱ͍͏ҙまͬͯくΔ͜ͱ͔らɺͦの৴པ性Λ֬อ͢ΔͨΊのࣾձతなߴର͢Δχーζ͕ʹڙ
ͨɻ
͞らʹɺݱஈ֊Ͱɺใ৴ୗػ能Λ୲͏ビδωスΛ行͍ͬͯΔऀۀࣄなくɺ࣮ؔࣄޙࠓΛߋʹੵΈ্͍͛ͯ
くඞཁ͕͋Δͱ͑ߟらΕΔ͜ͱɺまͨɺޙࠓのൃల͕ظ͞ΕΔࢢʹ͍ͭͯɺ࣮͕ऀࣄଶʹଈしͨϧーϧΛ
ΑΔೝఆの๏੍උͰなくɺ民ؒのஂମʹΑΔϧーϧのʹࠃ͔らɺ؍し͍ͯく͜ͱ͕まし͍ͱのܗ
ԼɺҙのೝఆのΈ͕࣮͞ࢪΕΔ͜ͱ͕まし͍ͱ͍͏݁ʹͨͬࢸɻ

�ɹ「ใۜߦ」のೝఆのΈ
ʢ1ʣʮใ৴ୗ機ͷೝ定ʹΔࢦ7FS1.�ʯͷࡦ定
能のೝఆスΩーϜのػলɺʮใ৴ୗۀ࢈ࡁܦͼٴのใ௨৴৹ٞձʹ͓͚ΔऔりまͱΊΛड͚ͯɺ૯লه্
ձʯͱ͍͏ɻʣΛ����ʢฏ��ʣ��݄͔ら����ʢฏ��ʣ�݄の౼ݕձʯʢҎԼʮ౼ݕりํʹؔ͢Δࡏ

ใۜߦೝఆʹ͍ͭͯ

ࡦϑΥʔΧε

＊1	 人͕ࣗΒのσʔλΛੵɾཧ͢るたΊのシステムݸ
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ؒʹ�ճ։࠵しɺʮใ৴ୗػ能のೝఆʹΔࢦ7FS���ʯʢҎԼʮࢦʯͱ͍͏ɻʣΛࡦఆしͨɻ
ʮࢦʯɺҰఆのਫ४Λຬͨ͢ऀۀࣄΛೝఆしɺࣾձతな৴པ性Λ֬อ͢Δ͜ͱΛతͱし͍ͯΔͨΊɺೝఆΛ
ඞਢͱ͢ΔのͰなくɺ֘ೝఆʹΑͬͯফඅऀ͕安心しͯサービスΛར༻͢ΔͨΊのஅج४Λࣔ͢ͱ͍͏؍
͔ら࡞͞Ε͍ͯΔɻ͜の؍͔らɺಛʹポΠϯトͱなΔのɺফඅऀݸਓΛىͱしͨσーλのྲྀ௨ʢίϯト
ϩーϧग़དྷΔػ能のॆ࣮ʣɺফඅऀ͔らの৴པ性֬อの�Ͱ͋Δɻ͜Εらのओなʹ͍ͭͯɺʮݕ౼ձʯͰҎԼ
のΑ͏ʹऔりまͱΊ͍ͯΔɻ

Ξɹར༻ऀ͕ίϯトϩーϧͰ͖Δ機ʢਤද �ʣ
ʮݕ౼ձʯʹ͓͍ͯɺใۜ行のීٴΛଅਐ͢Δతʹরらしɺݸਓใʹؔ͢ΔݸਓのίϯトϩーϥビϦςΟ
Λ֬อ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋ΔҰํͰɺใۜ行͕ࢢʹొしɺڝ૪͢ΔڥΛඋ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͔
らɺίϯトϩーϥビϦςΟͱサービスのଟ様性のόϥϯスΛྀߟしɺೝఆج४Λݕ౼しͨɻʮࢦʯʹ͓͍ͯɺૢ
Δ͜ͱ͕ೝఆཁ݅ͱ͞Ε͍ͯΔɻ͢ݱ能Λ࣮ػΑりɺҎԼのʹڙ༰қなϢーβΠϯλーϑΣΠスʢ6*ʣのఏ͕࡞
ᶃใۜ行ɺݸਓใのఏڙઌɺར༻తɺσーλൣғʹ͍ͭͯɺݸਓ͕બͰ͖ΔબࢶΛఏ͢ڙΔ͜ͱ
ᶄݸਓ͕ɺݸਓใのୈऀࡾఏڙのཤྺΛӾཡͰ͖Δ͜ͱʢトϨーサビϦςΟʣ
ᶅݸਓ͕ɺใۜ行ʹҕしͨݸਓใのୈऀࡾఏٴڙͼར༻Λఀͤ͞ࢭΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱʢಉҙのఫճʣ
ᶆݸ�ਓɺใۜ行ʹҕしͨอ༗ݸਓσーλの։ࣔのٻʢݸਓใอޢ๏ୈ��ʹجづくٻʣΛ༰қʹ行
͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ

ਤද� ར༻ऀ͕ίϯトϩーϧͰ͖Δػ能

˙ɹૢ͕࡞༰қなϢーβΠϯλーϑΣΠスʢ6*ʣのఏڙʹΑりɺҎԼのػ能Λ࣮ݱ

ü ఏڙઌ
ü 利用త
ü σーλ߲　等
のબࢶを用ҙ

ü ୈࡾ者ఏڙのཤྺのӾཡ
ʢτϨーαϏϦテΟʣ

ü ୈࡾ者ఏڙのఀࢭ
ʢಉҙのఫճʣ

ü 保༗ݸਓσーλの開ࣔの請ٻ
ʢݸਓ情報保護๏2�にج
ͮく請ٻʣ

ใۜ行 ফඅऀݸਓ

情報を受͚औり、
活用する事ۀ者情報ۜߦ情報をఏڙする

事ۀ者

ফඅ者ݸਓ

Πɹফඅऀ͔Βͷ৴པੑ֬อ
ʮݕ౼ձʯͰɺใۜ行の৴པ性Λ֬อ͢Δ؍͔らɺফඅऀ͕安心しͯར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊのཁ݅Λఆ
ΊͨɻओなのҎԼのͱ͓りɻ
ᶃσーλྙཧ৹査ձʢԾশʣのઃஔʢਤද�ʣ
・�֤ ใۜ行ʹɺࣾ֎ҕһΛؚΊ様々な؍͔らɺσーλར༻ʹؔしͯνΣοΫ͢Δମ੍のඋʢୈऀࡾఏڙઌ・
ར༻త・ܖ༰のద性ΛνΣοΫʣ
・ใۜ行͔らఆظతʹใࠂɺσーλྙཧ৹査ձඞཁʹԠͯ͡調査・ใࠂΛٻΊΔ
ᶄݸਓใのఏڙの੍ݶ
ࢭར༻Λఀ・ڙఏऀࡾਓใのୈݸΊͨ߹ɺ֘ٻਓ͕ݸ・
・ใۜ行͕ݸਓใΛఏڙしͨఏڙઌୈ͔ऀࡾらの࠶ఏڙࢭې
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ਤද� σーλྙཧ৹査ձʢԾশʣのઃஔ

ΤンδχΞ、ηΩϡϦテΟઐՈ、
๏࣮務Ո、σーλྙཧઐՈ、
ফඅ者ද、ϝσΟΞؔ連ઐՈ

定ظ報ࠂ

の৹査گ༰・利用ঢ়ܖ・
・利用ఀࢭのݶݖ

情報ۜߦ σーλྙཧ৹査ձ

ᶅଛഛঈʢਤද�ʣ
ΛઃஔしɺҰٛతなઆ໌Λෛ͏ޱਓͱのؒͰใۜ行͕ۤ૬ஊ૭ݸ・
・�ใۜ行͕ݸਓใΛఏڙしͨఏڙઌୈऀࡾʹ͓͍ͯใ࿙Ӯの͕生ͨ͡߹ؚΊɺݸਓʹଛ͕生
ͨ͡߹ʹใۜ行͕ݸਓʹ͢ΔഛঈΛෛ͏

ਤද� ଛഛঈ

ਓݸ

・૬ஊ窓口を௨͡たઆ明
生したൃ͕ਓにଛݸ・
　߹のഛঈ

・ඞ要にԠ͡、調査等
・情報ۜߦにଛ͕
　ൃ生した߹にٻঈ

ଛഛঈ

情報
ߦۜ

ఏڙઌ
ୈࡾ者

ʢ2ʣʮࢦʯͷ֓ཁ
ʮࢦʯɺʢΞʣใ৴ୗػ能のೝఆج४ɺʢΠʣใ৴ୗػ能のϞσϧの߲ࣄࡌهɺʢʣใ৴ୗػ能の
ೝఆスΩーϜ͔らߏ͞Ε͍ͯΔɻͦΕͧΕの֓ཁҎԼのͱ͓りɻ

Ξɹใ৴ୗ機ͷೝ定ج४
ใۜ行のೝఆج४ɺʮࢦʯʹجづ͖ೝఆΛ行͏ஂମʢҎԼʮೝఆஂମʯͱ͍͏ɻʣ͕ೝఆΛ行͏ͨΊのج४
ͱしͯɺೝఆΛड͚Δใۜ行͕ຬ͖ͨ͢ཁ݅Λࣔしͨɻೝఆج४のߏٴͼ֓ཁҎԼのͱ͓りɻ
ᶃऀۀࣄのద֨性
ᶄใηΩϡϦςΟج४
ᶅΨόφϯスମ੍
ᶆۀࣄ༰

Πɹใ৴ୗ機ͷϞσϧͷ߲ࣄࡌه
ʮࢦʯʹ͓͍ͯɺใۜ行のサービスʹ͍ͭͯɺ࠴ݖ࠴の༰ใۜ行のൣғΛ໌֬Խ͢ΔͨΊɺݸ
ਓͱใۜ行のؒΛҕؔʹؔ͢Δܖ্の߹ҙͱཧ͢Δ͜ͱͱし͍ͯΔɻ
͜のҕؔΛɺΑりݸਓのίϯトϩーϥビϦςΟΛ֬อしͨɺফඅऀݸਓΛىͱしͨサービスの࣮͢ࢿʹݱ
Δのͱ͢ΔͨΊɺݸਓのศӹҕの༰なͲの۩ମత݅Λܖؔͱしͯཧ͢Δඪ४తなܖ߲ΛʮϞ
σϧの߲ࣄࡌهʯͱしͯࣔし͍ͯΔɻಛʹɺҕؔの༰ΛܖͰΘ͔り͢くཧしɺݸਓใอޢ๏
্のୈऀࡾఏڙʹ͓͍ͯ༗ޮなแׅతಉҙʢຢݸผಉҙʣΛऔಘͰ͖ΔΑ͏ཧ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͱなΔɻ͜の
Ϟσϧɺओʹʮݸਓͱใۜ行ʯɺʮใۜ行ͱใۜ行ఏݩڙʯɺʮใۜ行ͱใఏڙઌʯのؒͰ݁ΕΔ
Λఆし͍ͯΔɻܖ
֤ೝఆஂମɺຊʮϞσϧの߲ࣄࡌهʯのҕؔʹؔ͢ΔϞσϧΛ࡞͢Δ͜ͱͱ͞Ε͍ͯΔɻ

ɹใ৴ୗ機ͷೝ定εΩーϜʢਤද �ʣ
ใ৴ୗػ能のೝఆスΩーϜͰɺೝఆஂମ͕దʹೝఆΛ行͏ͨΊのೝఆスΩーϜͱしͯɺҎԼʹ͍ͭͯཧ
し͍ͯΔɻ
ᶃೝఆஂମのద֨性
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ᶄೝఆ͢Δࡍの৹査のํ๏
ᶅೝఆূ
ᶆೝఆ͕ऀۀࣄೝఆ༰ʹҧしͨ߹ɺݸਓใ࿙Ӯ͕ͨͬ͜ى߹のରԠ
ᶇೝఆஂମͱೝఆऀۀࣄͱのؒのܖ
ᶈೝఆஂମのӡ༻ମ੍

ਤද� ೝఆஂମのӡ༻スΩーϜ

査ࢾҕһձ
認定ҕһձ

৹査୲

৹査報ࠂ書等
認定のՄ൱
を決定

ۤ情等窓口

ެฏੑ等についてのॿݴ

ެฏੑ等についてのࢾ

申請事ۀ者ʢ情報ۜߦʣݸਓ

・認定
৽ߋ・
・認定のఀࢭ�औফなど

申請

認定ஂ体

ʢ༗ࣝ者、ফඅ者、ηΩϡ
ϦテΟઐՈ等をؚΉʣ

�ɹޙࠓのใۜߦのී͚ͯʹٴ
ʢ1ʣʮࢦʯʹͮ͘جೝ定ͷ։࢝
ʮࢦʯʹجづ͖ɺҰൠࣾஂ๏ਓຊ*5ஂମ連ໍʢҎԼʮ*5連ʯͱ͍͏ɻʣ͕ɺใۜ行のೝఆΛ行͏͜ͱΛ
����ʢฏ��ʣ�݄��ʹൃදしͨɻ*5連Ͱɺใۜ行ਪਐҕһձΛઃஔしɺ����ʢฏ��ʣळ
͔らɺใۜ行のೝఆۀࣄීൃܒٴ活ಈΛ行͍ͬͯΔɻ����ʢฏ��ʣ��݄��͔らೝఆਃड։
Εͨɻ࢝͞
*5連ɺ*5ۀ࢈ʹؔΘΔຊ࠷େڃの*5ஂମの連߹ମͰ͋りɺ*5連͕ೝఆஂମͱしͯೝఆΛ行͍ͬͯく͜ͱͰɺ

ʮࢦʯのझࢫʹ͋Δͱ͓りɺใۜ行のࣾձతな৴པ性͕ߴまりɺใۜ行のී͕ٴେ͖くਐΉ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɻ

ʢ2ʣ࣮ূۀࣄ
૯লͰɺใۜ行の࣮ূۀࣄΛ௨ͯ͡Ϟσϧέースのग़ͱɺใۜ行のཁ݅ؔؒऀʹඞཁなϧーϧ
のূݕɺ՝のநग़Λ行͍ɺύーιφϧσーλのྲྀ௨・活༻のଅਐΛਤΔͨΊɺ����ʢฏ��ʣ͔ら
༧ۀࣄࢉͱしͯʮใ৴ୗػ能活༻ଅਐۀࣄʯΛ࣮ࢪし͍ͯΔɻ࣮ূΛ௨ͯ͡ɺใۜ行のサービスの۩ମԽなͲ
͕ਐΉ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɻ
まͨɺʮࢦʯΛͱりまͱΊͨ࣌Ͱใۜ行ଘࡏし͍ͯな͍தͰのݕ౼Ͱ͋ͬͨͨΊɺ࣮ূۀࣄʹ͓͚Δ۩
ମతなサービスΛ௨ͯ͡ʮࢦʯの༰ʹ͍ͭͯূݕしɺඞཁʹԠͯ͡Ճ͛ܨʹ౼ݕΔ͜ͱͱし͍ͯΔɻ

ʢ3ʣʮࢦʯͷݟ͠
ʮࢦʯɺૣظのサービス࣮ূΛݟਾ͑ͯWFS���ͱしͯऔりまͱΊΛ行͕ͬͨɺޙࠓɺʢ�ʣの࣮ূۀࣄͦ
のଞの৽ͨなサービスのల։ɺؔ連੍のӡ༻ঢ়گΛ౿ま͑ɺܧଓしͯٞ・ݟしΛ行͍ͬͯく͜ͱ͕ٻΊら
ΕΔɻ͜のͨΊɺ����ʢฏ��ʣ�݄͔らʮࢦʯݟしのͨΊɺʮݕ౼ձʯΛ࠶։しɺ*5連ʹ͓͚Δೝఆ
Λ行ͬͨɻ౼ݕ͍ͯͭʹしݟʯのࢦΔʮใۜ行ʯのऔΈなͲ౿ま͑ɺʮ͚͓ʹۀاɺ民ؒ࢝の։ۀࣄ

ʢ4ʣऴΘΓʹ
۩Λ௨ͨ͡サービスのۀࣄまΔ͜ͱɺ࣮ূߴΑりɺใۜ行の৴པ性͕ʹۀࣄʯͱ*5連ʹΑΔೝఆࢦɺʮޙࠓ
ମԽなͲʹΑりɺใۜ行の͕ۀࣄଟ様なల։Λͤݟɺใۜ行のීٴʹΑͬͯɺΑり๛͔なࠃ民生活ʹͭな͕ͬ
͍ͯく͜ͱ͕ظ͞ΕΔɻ
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�ɹܦҢ
ɺۀɺߞΑͬͯɺङྌɺʹֵ໋ۀ࢈࢛࣍Ҿし͍ͯΔୈݗɺຊͱੈքɺ"*ɺ*P5ɺビοάσーλなͲ͕ࡏݱ
ใʹଓくୈ�のࣾձͰ͋Δʮ4PDJFUZ����ʯʹ͚ͯのେ͖なมֵのதʹ͋Δɻ
͜のΑ͏なதɺզ͕͕ࠃগྸߴࢠԽɺީؾมಈɺࡂのଟൃなͲʹ͏ࣾձ՝ʹରԠしɺࡍࠃతなڝ૪ྗのڧ
ԽɺҬの活性Խͱ࣋ଓతなࡁܦΛୡし͍ͯくͨΊʹɺ*$5のࣾձ࣮ʹΑΔΠϊϕーγϣϯͰࣾձֵ৽Λ
Ϧーυしɺຊの*$5のւ֎ల։ΛਐΊ͍ͯく͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ͜の͜ͱɺࠃ連͕͛ܝΔ࣋ଓ可能な։ൃඪ
ʢ4%(T�4VTUBJOBCMF�%FWFMPQNFOU�(PBMTʣのୡΛ௨ͨ͡ੈքのࣾձ՝のղܾʹ͢ݙߩΔ͜ͱʹなΔɻ
͜ΕらΛ౿ま͑ɺ૯লͰɺ����ʢฏ��ʣ��݄ɺʮσδλϧมֵ࣌の*$5άϩーόϧઓུ࠙ஊձʯ

ʢҎԼʮ࠙ஊձʯͱ͍͏ɻʣΛ։࠵しʢਤද�ʣɺಉ࠙ஊձのԼͰɺٕज़ઓུϫーΩϯάάϧーϓٴͼࡍࠃઓུϫーΩ
ϯάάϧーϓʹ͓͍ͯͦΕͧΕઐతなݟ͔らٞΛ行্ͬͨͰɺࠃ֎ʹ͓͚ΔσδλϧԽʹΑͬͯ4%(TΛ
ୡしɺ࣋ଓ可能͔ͭแઁతなࣾձͰ͋Δ4PDJFUZ����Λ࣮͢ݱΔͨΊのઓུΛݕ౼しͨɻ
����ʢྩݩʣ�݄ɺ૯লɺऔりまͱΊらΕͨ࠙ஊձใࠂॻのఏݴΛड͚ɺʮ*$5άϩーόϧઓུʯΛެ
දしͨʢਤද�ʣɻ

�ɹ*$5グローバルઓུ
*$5άϩーόϧઓུͰɺ࠙ஊձใࠂॻのఏݴΛड͚ɺ
ᶃࣾձ全ମのσδλϧԽΛਪਐしɺ4%(Tୡʹ͢ݙߩΔɻ
ᶄ�まͨɺ4%(Tୡʹ͚ͨऔΛ௨ͯ͡ɺզ͕͛ܝ͕ࠃΔ4PDJFUZ����のཧ೦Λੈքʹ͛ɺ࣋ଓ可能͔ͭแઁ
తなࣾձΛάϩーόϧʹ࣮͢ݱΔɻ
ᶅ�͜ ΕʹΑりɺߏۀ࢈࿑ಇڥΛޮԽしɺଟ様なϥΠϑスλΠϧの࣮ݱ৽ͨなՁΛͰ͖Δ๛͔な
ࣾձΛ࣮͢ݱΔɺ
ͱ͍͏جຊཧ೦のԼɺʮਓؒத心ʯʮ࣋ଓ可能性ʯʮଟ様性ʯΛΩーίϯηϓトͱしͯɺޙࠓɺ͕ࠃऔりΜͰ͍く
͖߲ࣄΛ�ͭのઓུͱしͯཧしͨɻ

ʢ1ʣσδλϧԽʹΑΔ4%(Tୡઓུ
4%(T͕Ί͟͢ʮ্ٿの୭Ұਓͱしͯऔり͞な͍ࣾձの࣮ݱʯʹ͚ɺ民の֤ηΫλー͕૬ޓʹ連携しͯࣾ
ձ全ମのపఈతなσδλϧԽΛਐΊɺຊͱੈքのࣾձ՝のղܾΛਪਐ͢Δɻ
・*$5ʹΑΔࣾձ՝ղܾϞσϧʢ4%(Tʷ*$5ϞσϧʣΛࠃ֎Ͱల։͢Δɻ
・�ΞδϟΠϧڀݚܕ։ൃΛਪਐ͢Δʢ࣏ࣗମར༻ऀのχーζΛ্͍͛ٵΔϑΟーϧυトϥΠΞϧʹΑΔ*$5のߴ
Խ・൚༻Խʣɻɹ

ʢ2ʣσーλྲྀ௨ઓུ
σーλのࣗ༝なྲྀ௨のॏཁ性Λւ֎ʹൃ͚ͯ৴͢ΔͱͱʹɺݸਓʹΑΔσーλίϯトϩーϥビϦςΟの֬อ
औΛਪਐ͢Δɻ͚ͨʹ
・ʮใۜ行ʯのࣾձ࣮Λਪਐ͢Δɻ
・�σーλのࣗ༝なྲྀ௨ΛҰਪਐ͢ΔͨΊの৴པ性ʢトϥストʣΛ্ͤ͞ΔʢݸਓใอޢɺサΠόーηΩϡ
ϦςΟのڧԽɺత࢈ࡒのอޢʣɻɹ

ʢ3ʣ"*�*P5 ར׆༻ઓུ
"*Λਓ々のΑりྑ͍生活ʹͭな͍͛ͯくͱ͍͏ʮ"*࣌のະདྷ૾ʯΛࠃ֎ʹൃ৴͢Δɻ
・�"*ʹΑͬͯߏۀ࢈・࿑ಇڥΛޮԽ͢Δ͜ͱͰɺਓ々のϥΠϑスλΠϧ͕๛͔ʹなりɺ৽し͍ޏ༻ۀ࢈
Λग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ํ͑ߟΛൃ৴͢Δɻɹ

ʢ4ʣサΠόーηΩϡϦςΟઓུ
*P5ثػ・サービスのٸなීٴʹΑΔࣾձมԽʹରԠしͨηΩϡϦςΟʹؔ͢Δڞ௨ೝࣝΛ֤ࠃͱৢ͢Δɻ
Λਪਐ͢Δɻ্民ࣾձ͕連携しɺサΠόーηΩϡϦςΟのࢢ・ֶ࢈・
・࣮ફతなରॲ能ྗΛ༗͢Δਓࡐの֬อ・ҭਓࡐҭのΤίγスςϜのߏஙΛਪਐ͢Δɻɹ

σδλϧมֵ࣌ͷʮI$5άϩʔόϧઓུʯ

ࡦϑΥʔΧε
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ʢ�ʣ*$5ւ֎ల։ઓུ
ຊ͕ഓͬͨ৴པ性の活༻ɺϧーϧܗのؔ༩ΩϟύγςΟビϧσΟϯάのࢧԉʹΑΔւ֎ల։Λਪਐ
͢Δɻ
༗͢ΔなͲҰମతʹւ֎లڞɺ՝ɺϊϋΛྫࣄԉ৫ׂ͕୲しɺҬ͝ͱのւ֎ల։ࢧ・民・�・
։Λਪਐ͢Δɻ
・ւ֎Ͱのల։Λલఏͱしͨ։ൃۀࣄԽΛਪਐ͢Δɻɹ

ʢ�ʣΦーϓϯΠϊϕーγϣϯઓུ
����の۩ମతなকདྷ૾の࣮͚ͨʹݱΩーςΫϊϩδーのߴԽΛਪਐ͢Δɻ
・�ਓؒΛத心ͱしͨੈ࣍ίϛϡχέーγϣϯٕज़ʹΑりɺମɺޠݴの能ྗؒ࣌・ۭؒのนΛ͑ɺ生活
の࣭Λ্ͤ͞Δʢੈ࣍"*・ϩϘοトɺใ௨৴ɺྟײୡʣɻ
・�౪ௌ͞Εな͍安全性の͍ߴ௨৴ٕज़ʹΑりɺ安全安心なσーλओಋࣾձΛ࣮͢ݱΔɹʢηϯγϯά・*P5ɺサ
ΠόーηΩϡϦςΟɺྔ5$*ࢠʣɻ
ߏなωοトϫーΫΠϯϑϥΛߴΔ͑ࢧ௨৴ٕज़ʹΑりɺະདྷΛߴΔ͢ݱのඦഒの௨৴Λ࣮ࡏݱ�・
ங͢Δʢֵ৽తωοトϫーΫɺੈ࣍ϫΠϠϨスɺӉ*$5ʣɻɹ

૯লͰɺຊઓུʹجづ͍ͯɺ(��Ἒͭくқ・σδλϧࡁܦେਉձ߹ʢ����ʢྩݩʣ�݄։࠵ʣ
ͦのޙのࡍࠃձٞʹରԠしɺࠃ֎の4PDJFUZ����の࣮ۃੵʹݱతʹݙߩし͍ͯくɻ
ਤද� σδλϧมֵ࣌の*$5άϩーόϧઓུ࠙ஊձのߏһ

。࣌শུ。20��年ʢ令和元年ʣ�݄��ܟ˞

໊ࢯ ॴଐ
ʲٕज़ઓུ8(ओ査 　r૬ా　ਔ ౦ژେֶେֶӃڀݚܥֶՊڭत

σーϏου・ΞτΩンιン ࣾදऔకࣾձࣾখඒज़ࣜג
ੴށ　ಸʑࢠ /10๏ਓC"/7"4ཧ事、ܚጯٛक़େֶڭत
Ұ　ాؠ ެӹࣾஂ๏ਓຊڀݚࡁܦηンλーදཧ事・ཧ事

ࢠقຑ　ాߐ ੈքࡁܦϑΥーラムʢ8&'ʣຊද
ԕ౻　信ത Ұൠࣾஂ๏ਓຊஂࡁܦ体連߹ձαイόーηΩϡϦテΟҕһʢຊిࣜגؾձࣾදऔకձʣ
Ԭ　ૉ೭ 住༑商事ࣜגձ໊ࣾ༪ސʢ૯務লICT֗ͮくり推進ձٞ࠲�ʣ

ଠߒ　܂ ཧ事ڀݚॴڀݚ߹ձࣾଜ૯ࣜג
ᅳ　ढ़࢙ ଟຎେֶେֶӃڭत�ϧーϧܗ成ઓུڀݚॴॴ
݈　ଜࡔ I/I"%ʢ౦༸େֶ情報連携ֶ෦ʣֶ෦

ʲ࠲ཧ 　rాத　明 ڀݚࡦେֶӃେֶ
ಙా　ӳ 国ཱڀݚ開ൃ๏ਓ情報௨信ߏػڀݚཧ事
த　ਖ਼ོ ౦େֶిؾ௨信ߏػڀݚಛڭतʢ%JTUJOHVJTIFE�1SPGFTTPSʣ

தਢլ　ਅҰ ౦ژେֶେֶӃڀݚܥֶՊڭत
ʲ࠲ 　rඌ　ষ治 େࡕେֶ૯

༸　ݪ౻ ձࣾϒϩーυόンυλϫーදऔకձ݉ࣾC&0ࣜג
　ా૿ ౦ژେֶެڞࡦେֶӃ٬һڭत

ʲ国ࡍઓུ8(ओ査 　rࡾ༑　ਔࢤ ૣҴాେֶେֶӃΞδΞଠฏ༸ڀݚՊ・ڭत
ࣨҪ　রฏ ౡݝձएদࢢ
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ਤද� *$5άϩーόϧઓུの全ମ૾

̍ɽσδλϧԽʹΑΔ4%(Tୡઓུ
্ٿの୭Ұਓͱしͯऔり͞な͍ࣾձの࣮͚ʹݱɺ

連携しͯࣾձ全ମのపఈతなσδλϧԽΛਐΊɺຊͱੈքのࣾձ՝のղܾΛਪਐʹޓ民の֤ηΫλー͕૬

̒ͭのઓུ

ਓؒத心 ଓ可能性࣋ ଟ様性

ຊཧ೦ج ˔ࣾձ全ମのσδλϧԽΛਪਐしɺ4%(Tୡʹ͢ݙߩΔɻ
˔まͨɺ4%(Tୡʹ͚ͨऔΛ௨ͯ͡ɺզ͕͛ܝ͕ࠃΔ4PDJFUZ����のཧ೦Λੈքʹ͛ɺ࣋ଓ可能͔ͭแઁతなࣾձΛ
ɹάϩーόϧʹ࣮͢ݱΔɻ
˔͜ΕʹΑりɺߏۀ࢈・࿑ಇڥΛޮԽしɺଟ様なϥΠϑスλΠϧの࣮ݱ৽ͨなՁΛͰ͖Δ๛͔なࣾձΛ࣮͢ݱΔɻ�

̎ɽσーλྲྀ௨ઓུ
σーλのࣗ༝なྲྀ௨のॏཁ性Λւ֎ʹ͚ͯ

ൃ৴͢ΔͱͱʹɺݸਓʹΑΔσーλίϯトϩーϥ
ビϦςΟの֬อʹ͚ͨऔΛਪਐ

̏ɽ"*�*P5ར活༻ઓུ
"*Λਓ々のΑりྑ͍生活ʹͭな͍͛ͯく
ͱ͍͏ʮ"*࣌のະདྷ૾ʯΛࠃ֎ʹൃ৴

̐ɽサΠόーηΩϡϦςΟઓུ
*P5ثػ・サービスのٸなීٴʹΑΔ
ࣾձมԽʹରԠしͨηΩϡϦςΟʹؔ͢Δ

ͱৢࠃ௨ೝࣝΛ֤ڞ

̑ɽ*$5ւ֎ల։ઓུ
ຊ͕ഓͬͨ৴པ性の活༻ɺϧーϧܗの

ؔ༩ΩϟύγςΟビϧσΟϯάのࢧԉʹΑΔ
ւ֎ల։Λਪਐ

̒ɽΦーϓϯΠϊϕーγϣϯઓུ
����の۩ମతなকདྷ૾の࣮͚ͨʹݱΩーςΫϊϩδーのߴԽΛਪਐ

●国֎のσδλϧԽのݱঢ়をੳした上で、ICT
ΞΫηスの確保やICTϦテラシーのᔻཆ等にΑる
σδλϧ֨ࠩの解ফを推進。
●σδλϧਓࡐのҭ成・確保
●テϨϫーΫの推進等にΑるঁੑのσδλϧࡁܦ
へのࢀըをଅ進。
●தখۀاをؚΉ、あΒΏるۀ࢈に͓͚るσδλ
ϧԽを推進。�

●Ξδϟイϧڀݚܕ開ൃʢ自治体や利用者のχー
ζをٵい上͛るϑΟーϧυτライΞϧにΑるICT
の高度Խ・൚用Խʣ。

。開ൃ成果のϏδωスԽのՃԽڀݚ●
●ϕンνϟーۀاのઌಋతٕज़の利用をଅ進。

●*$5にΑるࣾձ課題解決Ϟσϧʢ4%(T̫ ICTϞσϧʣを国
֎で展開。
●ॏについて、パイϩοτϓϩδΣΫτの࣮ࢪ、国ࡍ
。との連携を推進ؔػ
●ʮ࣭の高いICTインϑラʯの国ࡍスλンμーυԽを推進。

σーλの自༝なྲྀ௨をҰ推進するための信པੑʢτラ
スτʣの向上ʢݸਓ情報保護、αイόーηΩϡϦテΟの
強Խ、త࢈ࡒの保護等ʣ。

信པੑにؔする国ࡍతなධՁࢦඪを検౼。
σーλのಛੑにԠ͡たྨやそのऔѻい等を検౼。
σーλのվ͟Μや送信元のなりす·し等をࢭする
みʢτラスταーϏスʣの੍度Խを推進。

σーλϙーλϏϦテΟのࡏり方を検౼し、ʮ情報ۜߦʯ
のࣾձ࣮や国ࡍతなϧーϧܗ成、ʮσーλऔҾࢢʯ
に͓͚るެਖ਼なڝ૪、σδλϧϓラοτϑΥーϚーを८
るऔҾڥのඋを推進。

"IにΑͬてߏۀ࢈・࿑ಇڥをޮԽする
͜とで、ਓʑのライϑスλイϧ͕๛かになり、
৽しいޏ用やۀ࢈をग़する͜と͕で͖るとい
。方をൃ信͑ߟ͏

ਓؒத৺の"Iݪଇのڞ༗やインΫϧーシϒな
"Iࣾࡁܦձの࣮ݱに向͚たσーλのׂの検
౼を推進。

ϦΞϧσーλ・ࣝを活用した"I�IPTを推進。
ਓࡐの確保・ҭ成を推進。ঁੑਓࡐのҭ成ॏ要。

ࢢ・ֶ࢈民ࣾձ͕連携し、αイόーηΩϡ
ϦテΟの向上を推進。

࣮ફతなରॲྗを༗するਓࡐの確保・ҭ成
やਓࡐҭ成のΤίシステムのߏஙを推進。

ੈքの༏れたٕज़をऔりࠐΉととに、自国
ٕज़のҭ成を推進。

・民・支援৫ׂ͕୲し、地域͝とのւ֎展開事
ྫ、課題、ϊϋ等をڞ༗するなどҰ体తにւ֎展開を
推進。

ւ֎での展開をલఏとした開ൃや事ۀԽを推進。
ʮϞϊʯ͚ͩでなく、成であるʮαーϏスʯやʮϓ
ラοτϑΥームʯのւ֎展開を推進。

զ͕国͕ഓͬたʮ信པੑʯを強みとして活用し、ւ֎展開
を推進。�

ΩーテΫϊϩδーについてҎԼの方向ੑのԼでॏతにڀݚ開ൃを推進。
　˞202�年のେࡕ・ؔ万തで、ΩーテΫϊϩδーやそれを用いた৽たなαーϏスをシϣーέー

スとしてࣔす͜とで、国֎にզ͕国ٕज़のઌ進ੑをくΞϐーϧ。

ᶃਓؒをத৺としたੈ࣍ίϛϡχέーシϣンٕज़等にΑり、体、ޠݴのྗやؒ࣌・ۭ
ؒのนを͑、生活の࣭を向上ʢੈ࣍"I・ϩϘοτ、情報௨信、ྟײ達等ʣ

ᶄ౪ௌ͞れない҆全ੑの高い௨信ٕज़等にΑり、҆全҆৺なσーλओಋࣾձを࣮ݱʢηンシ
ンά・IPT、αイόーηΩϡϦテΟ、ྔࢠICT等ʣ

ᶅࡏݱの百ഒの௨信度を࣮ݱする高௨信ٕज़等にΑり、ະདྷを支͑る高度なωοτ
ϫーΫインϑラをߏஙʢֵ৽తωοτϫーΫ、ੈ࣍ϫイϠϨス、ӉICT等ʣ

オーϓンイϊϕーシϣンをଅ進するڥඋʢ࠷ઌテスτϕου、ిΤϛϡϨーλʣ。諸֎国
とのઓུతパーτφーシοϓのߏங。Ϗδωスࢹの国ࡍඪ४Խの࣮ݱ。τοϓڃのڀݚ開ൃਓࡐ
確保に向͚たڥඋ・ਓࡐҭ成。

૯߹ઓུͷਪਐ第 1節
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1 ূݕ૪ϧʔϧͷแׅతڝʹ͓͚Δۀࣄ௨৴ؾి
電気通信事業分野においては、電気通信サービスの高度化・多様化・複ࡶ化、プラットフォームサービスが利用

者等に༩えるӨڹの拡大、動画等の大容量コンテンπの普及によるインターネットトラώックの૿加等の変化が生
じている。このような変化に加えて、第5ੈ代移動通信システム（5G）の普及や、ネットワークのIP化・Ծ想化
技術の進展等の変化が༧想されているほか、IoT時代の౸来を見ਾえ、ICTを利用する主体と電気通信事業者との
関係が強化されるなど、事業者間連携の進展による新たなサービス・ビジネスモデルの登場も想定される。

これらの変化がもたらすネットワーク構造及び市場構造の変化に対応するため、これまでの政策についてแ括的
に検証した上で、2030年頃を見ਾえた電気通信事業分野におけるڝ૪ルール等について検討を行うべく、2018
年（平成30年）8月、総務省は情報通信৹議会に対し、「電気通信事業分野におけるڝ૪ルール等のแ括的検証」
についてࢾした。これを受けて、同৹議会電気通信事業政策部会に「電気通信事業分野におけるڝ૪ルール等の
แ括的検証に関するಛ別ҕ員会」（以下「ಛ別ҕ員会」という。）を設置するとともに、ಛに集中的な検討が必要と
。えられる事߲については、研究会等を新設し、検討を行っている（ਤද�������）ߟ

௨৴ωοτϫʔΫશମʹؔ͢ΔϏδϣϯ�
上記のネットワーク構造の変化及び市場構造の変化により、ネットワークにおける「設備」と「機能」の実質的

な分や、ݻ定通信市場と移動通信市場の融合、ւ外の事業者が提供するサービスのӨڹの更なる拡大といった変
化が生じることが༧想される。このような変化に対し、ಛ別ҕ員会においては、2030年頃のネットワーク・トポ
ロジーを踏まえ、「電気通信の݈全な発達」や「国民の利便の確保」をক来にわたって実現・ҡ持する観点から必
要であるとߟえられる施策について、①通信ネットワークにおけるԾ想化の進展、②他者設備の利用、③市場の融
合、④グローバル化の進展の4߲を中心に、現在のルールの見しも含めて検討を行っている。

௨৴ج൫ͷඋͷࡏΓํ�
গ子化の進展等により、今後社会全体の人口は減গすることが༧想され、過ૄ化が進行した地域等においては現

ਤද������� ʮแׅతূݕʯʹؔ͢Δݕ౼ମ੍ʹ͍ͭͯ

ɹ情報௨信৹ٞձにಛผҕһձをઃஔして検౼するととに、各ڀݚձの検౼݁果をಛผҕһձにू。

ಛผҕһձ

෦ձࡦۀ௨信事ؾి

൫උج

ωοτϫーΫϏδϣン

連携

ʲ情報௨信৹ٞձʳ

ʲ৽ઃڀݚձʳ

ʲICTαーϏス҆৺・҆全ڀݚձʳ

ফඅ者保護ϧーϧの検証に
ؔする8(

Խやࡶ௨信αーϏスのଟ༷Խ・ෳؾి・
ফඅ者τラϒϧのݱঢ়を౿·͑たফඅ
者保護のࡏり方　等

に͓͚るۀ௨信事ؾి
૪ϧーϧ等のแׅత検証ڝ

˞ฏ成2�年に࣮ࢪしたిؾ௨信事ۀ๏վਖ਼
の�年ޙ見しをؚΉ

・20�0年ࠒを見ਾ͑たωοτϫーΫ・τϙ
ϩδーを౿·͑たڝ૪ϧーϧ等のࡏり方

・ωοτϫーΫ利用及ͼίスτෛ୲のެฏੑ
や、ಁ明ੑ確保のࡏり方　等�

・ϓラοτϑΥーム事ۀ者にΑる利用者情報
のదなऔѻいの確保のࡏり方　等

・.7/0のҰのଅ進等、ڝ૪ଅ進を௨͡
たαーϏスଟ༷Խ、ྉۚ྿Խの方ࡦ　等

・ωοτϫーΫ・Ϗδϣンを౿·͑たϢχ
όーαϧαーϏス੍度等のࡏり方　等

ωοτϫーΫதཱੑに
ؔするڀݚձ

ϓラοτϑΥームαーϏスに
ؔするڀݚձ

Ϟόイϧࢢのڝ૪ڥに
ؔするڀݚձ
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行サービスの提供ҡ持コストが上ঢする等の社会構造の変化が生じている。また、電気通信サービスの高度化等に
より国民生活に不可欠なサービスは多様化しており、このようなサービスについて社会的ഉআが生じないよう、効
率性に配ྀしつつサービスの提供を担保する組みを構築することが重要になっている。ಛ別ҕ員会においては、
ক来的に必要な情報通信サービスを୭もがదਖ਼・公平・安定的にڗ受できる環境（ユニバーサルアクセス）の実現
もࢹ野に入れ、これまでの電話をલ提としたユニバーサルサービス制度を見し、不可欠なサービスの多様化への
対応等について検討を行っている。

ωοτϫʔΫதཱੑͷࡏΓํ�
インターネットは、୭もがその上で自由に活動できる共通基盤として「オープン性」が確保されてきたことで、

社会に対し多大な効果をもたらしており、今や経ࡁ活動や国民生活にとって不可欠なものとなっている。ۙ年、コ
ンテンπの大容量化、IoT機器の普及などによるインターネットトラώックの急૿・多様化や、通信に関する様々
なビジネスモデルの登場等により、ネットワークをめ͙る環境が大きく変化してきている中で、今後もインター
ネットの「オープン性」がҡ持されるためには、「通信事業者はインターネット上のトラώックを公平（無ࠩ別）
に取りѻう」といういわΏる「ネットワーク中立性（NeUXoSL NeVUSBMJUZ）」の確保が、非常に重要なҙຯを持
つ。このため、2018年（平成30年）10月から「ネットワーク中立性に関する研究会」を開催し、ネットワーク
利用及びコストෛ担の公平性やಁ明性確保の在り方等について検討を行っている。

2019年（平成31年）̐月に取りまとめられた同研究会の中間報告書においては、インターネットの利用に関
する利用者のݖ利を明記し、コンテンπŋプラットフォーム事業者を含めた多様な関係者によってଚ重・९कされ
ることの重要性をૌえている。また、具体的事߲に対する取組の方向性として、①一部のトラώックの通信帯域を
制限する「帯域制ޚ」、②一部のトラώックを༏先的に取りѻう「༏先制ޚ」、③一部のトラώックを使用データ量
にカウントしない「θロϨーティング」や「スポンサードデータ」についてのルールを整備するとともに、ネット
ワークの持続的資の確保や、上記ルールの९क状況や情報公開を継続的にモニタリングするための体制を整備す
ることが示されている。

ϓϥοτϑΥʔϜαʔϏεʹؔ͢Δ՝ͷରԠͷࡏΓํ�
プラットフォーム事業者が大量の利用者情報を活用してサービスを提供していることを踏まえ、利用者情報のద

な取ѻいの確保の在り方等に関し、2018年（平成30年）10月から「プラットフォームサービスに関する研究
会」を開催し、検討を行っている。

2019年（平成31年）4月には中間報告書が取りまとめられ、利用者情報のదな取ѻいに係る政策対応上の基
本的方向性として、①国外のプラットフォーム事業者に対する電気通信事業法の「通信の秘密の保護」規定のద用
に係る法整備をࢹ野に入れた検討、②環境変化を踏まえた「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラ
イン」等のద用対象の見しの検討、③プラットフォームサービスに対する法律のࣥ行の確実な担保に力点を置い
た共同規制的アプローチを機能させるための方策の検討、④&6におけるeプライバシー規ଇ策定の動き等との国
際的な調和等を示した。

また、同研究会では、オンライン上のフェイクニュースやِ情報への対応についても検討を進めており、プラッ
トフォーム事業者を始めとする民間部における自主的な取組を基本とした、ファクトチェックの組みやプラッ
トフォーム事業者とファクトチェック機関との連携等の自ড়メカニζムの検討等を今後行うことを示した。

さらに、サイバー空間でのデータの自由で安心・安全な流通を実現するためには、データの信པ性を確保する
組みとして、データの改͟んや送信元のなりすまし等を防止するトラストサービスが不可欠であることから、同研
究会の下に「トラストサービス検討ワーキンググループ」を設置し、&6におけるeI%AS規ଇの制定等の動きも
踏まえつつ、国際的な૬ޓ運用性の確保の観点も含め、トラストサービスの在り方について検討を行っている。

ϞόΠϧࢢͷڝ૪ڥͷ֬อͷࡏΓํɾফඅऀอޢϧʔϧͷࡏΓํ�
携帯電話は、そのܖ約数が1ԯ7ઍສを超え、様々な社会経ࡁ活動の基ૅとなるとともに、国民にとって不可欠

なコミュニケーションの手段となっており、利用者が多様なサービスを྿なྉۚで利用できる環境整備がますま
す重要となっている。

モバイル市場においては、現時点において、MNO3社のܖ約数シェアがߧۉしつつある一方で、MNOによる
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他の電気通信事業者のങ収等によるグループ化が進み、
実質的に3グループに収れんされている。その中で、
M7NO（MoCJMe 7JSUVBM NeUXoSL OQeSBUoS）のܖ
約数は૿加向にあるものの、ۙ1年間の७૿数は
MNOの७૿数を下ճり、MNO3社の提供するྉۚプ
ランがԣ並びとなるような協調的Չの৭࠼が強い市
場が形成されている。

こうしたڝ૪環境下におけるզが国のモバイル市場
については、他の先進国と比較して利用者ྉۚが総じ
て高く、また、その推移を見ても、下がる向がಷい
状態にあることが指ఠされ、また、端末ߪ入者に対し
て大෯な割Ҿを行う׳行が広く見られることにって、
利用者のਖ਼確な理解が͛られ、ڝ૪が働くલ提であ
る利用者によるదかつ自由なサービスબが્害さ
れる、利用者間の不公平が生じるという課題が認めら
れる。このような中で、情報通信を取りרく環境の変
化を踏まえ、利用者利ӹの向上が図られるよう、モバ
イル市場における事業者間の公ਖ਼ڝ૪を更に促進し、
多様なサービスが྿なྉۚで利用できる環境を整備するための方策について検討を行うため、2018年（平成30
年）10月から「モバイル市場のڝ૪環境に関する研究会」（以下「モバイル研究会」という。）を開催している。
モバイル研究会においては、①事業者間の公ਖ਼なڝ૪の促進による利用者利ӹの確保、②利用者のニーζに合った
サービス・端末のબの確保、③技術進าの成果を利用者がڗ受できる環境の確保を検討の基本的ࢹ点とし、携帯
電話のྉۚプランに係る理解を促進するための取組などの利用者ྉۚに関する事߲と、接続ྉෛ担のܰ減と༧見可
能性の確保に向けて接続ྉのࢉ定方ࣜをক来ݪ価方ࣜへ見すことなどの事業者間のڝ૪݅に関する事߲につい
て、検討を行っている（ਤද�������）。

また、携帯電話に限らͣ、電気通信分野は急速に技術革新が進Ή分野であるため、消費者が利用する電気通信
サービスは日々高度化・多様化・複ࡶ化し、電気通信サービスを提供する電気通信事業者及びൢച代理ళと消費者
との間には、情報の非対শ性等の格ࠩが生じる向にある。このような消費者保護ルールの重要性がますます高
まっている状況を踏まえ、2015年（平成27年）の電気通信事業法改ਖ਼によりॆ実・強化された消費者保護ルー
ルの施行状況及び効果を検証するとともに、今後の消費者保護ルールの在り方について検討を行うため、2018年

（平成30年）10月から「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの検証に関するWG」（以下「消費者
WG」という。）を開催している。

消費者WGにおいては、電気通信サービスの多様化・複ࡶ化や消費者トラブルの現状を踏まえ、①事業者から
消費者に対しリテラシーに応じたదな情報提供が行われているか、②電気通信サービスの質の不確実性という
ಛ性を踏まえた消費者保護がे分になされているか、③利用者のニーζに合ったサービスをબできる環境が確保
されているかという観点から、携帯電話のྉۚプランの理解促進のための取組、携帯電話ショップでの手続時間等
のさへの対応、広告表示のదਖ਼化に向けた対応、不దな営業を行うൢച代理ళ等への対策、高齢者トラブルへ
の対応、法人ܖ約者のトラブルへの対応等について、検討を行っている。

モバイル研究会及び消費者WGでの議を通じ、多くの関係者及び構成員が共通して指ఠする課題が明らかに
なってきたことを踏まえ、2019年（平成31年）1月、྆会合合同により「モバイルサービス等のదਖ਼化に向けた
緊急提言＊1」が取りまとめられた。緊急提言においては、「シンプルで分かりやすい携帯電話に係るྉۚプランの
実現」のための通信ྉۚと端末代ۚの完全分や行き過͗た期間߆ଋのੋਖ਼、「ൢച代理ళの業務のదਖ਼性の確保」
のためのൢച代理ళのಧ出制度の導入や利用者にޡ解を༩える不దなק༠行ҝのې止等についてૣ急に取り組Ή
べきとの方向性が示された。これを受け、総務省は2019年（平成31年）3月に電気通信事業法の一部を改ਖ਼する
法律Ҋを国会に提出し、同改ਖ਼法は2019年（令和元年）5月に公された。

＊1	 「ϞόイϧαʔϏス等のదਖ਼化に向けたٸۓఏݴ」ٴͼҙूืݟの݁Ռのެද：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01kiCan03_02000529.htmM

ਤද������� ϞόΠϧଓྉʢσーλʣのਪҠ
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モバイル研究会及び消費者WGは、2019年（平成31年）4月、それͧれ中間報告書をとりまとめているが、
Ҿき続き5Gの進展、eSIMの普及を見ਾえたক来的な課題等やIoTの新サービス等がݦ在化した際の消費者保護
に係る課題について検討をしていくこととしている。

2 ެਖ਼ڝ૪ͷଅਐ

�ࢪͷ࣮ূݕࢢʹ͓͚Δۀࣄ௨৴ؾి
。今、急速なICTの進展や新たなビジネスモデルの登場などにい電気通信市場の構造はܹしく変化しているࡢ

こうした中、事後規制を基本とする電気通信事業法の枠組みにおいて電気通信事業分野における公ਖ਼ڝ૪を促進
し、利用者利便を確保するためには、市場動向を的確にѲし、దに分析・検証を行い、政策展開にөするこ
とが重要となっている。

総務省は、2016年度（平成28年度）から、従લの「電気通信事業分野におけるڝ૪状況の評価」及び「ブロー
ドバンド普及促進のための公ਖ਼ڝ૪Ϩビュー制度」をॆ実・発展させ、市場動向の分析・検証及び電気通信事業者
の業務のదਖ਼性等の確認を一体的に行う市場検証の取組を実施している。市場検証の取組の実施に当たっては、

「電気通信事業分野における市場検証に関する基本方針＊2」（2016年（平成28年）7月）において、2016年（平
成28年）Նから2019年（令和元年）Նまでの3年間における市場検証に関する基本的なߟえ方及び検証プロセ
スの全体૾を示すとともに、本基本方針に基づき、各年度における市場検証に関する重点事߲及び分析・検証の実
施方針等を示す年次計画を策定している。また、効率的かつ実効性の高い分析・検証を行い、٬観的かつઐ的な
見地から助言を得ることを的として、ֶࣝ経験者等で構成する電気通信市場検証会議を開催している。

2017年度（平成29年度）には、「ݻ定系通信・移動系通信におけるԷ及び接続」、「消費者保護ルールに関する
取組状況」及び「グループ化の動向」を重点事߲として検証を行い、電気通信市場や利用者へのӨڹの観点から重
要となる課題等を取りまとめ、「電気通信事業分野における市場検証（平成29年度）年次Ϩポート＊3」を公表し
た。2018年（平成30年度）は、「ݻ定系通信・移動系通信におけるԷ及び接続」及び「消費者保護ルールに関す
る取組状況」の継続事߲に加え、「移動系通信におけるې止行ҝ規制の؇和におけるӨڹ」を重点事߲としている。
また、2018年度（平成30年度）は、平成27年改ਖ਼事業法の施行状況に関する総合的な検証に資するため、平成
27年改ਖ਼事業法施行後における電気通信市場の変化等にཹҙして市場検証を実施することとしている。

IP࣌ͷެਖ਼ڝ૪݅ͷ֬อ�
電気通信ネットワークのIP化が進展する中、զが国の基װ的なݻ定通信網においても、IP網が基࣠となってき

ており、その中で、IP網同࢜の接続݅等、電気通信事業におけるڝ૪基盤となる接続を८るॾ点について議
、検証が必要となってきている。これを踏まえ、総務省では、2017年（平成29年）3月から、「接続ྉのࢉ定
に関する研究会＊4」を開催し、多様なサービスが公ਖ਼なڝ૪環境の中で円滑に提供されるよう、NGN、加入ޫ
ファイバ等の接続ྉのࢉ定方法やコロケーション、接続ྉ交বの円滑化等について検討を行い、同年9月に第一次
報告書を取りまとめた。同報告書を踏まえ、2018年（平成30年）2月に省令改ਖ਼（電気通信事業法施行規ଇ等の
一部改ਖ਼（平成30年総務省令第6号））等を行い、第一種指定電気通信設備のൣғ、接続機能（アンバンドル機
能）、及び接続約の記載事߲等に関する規定を見した。

同研究会では、その後も第一次報告書で͛ڍられた各種課題への取組状況を中心に議、検証を継続し、NGN
の県間通信用設備のѻい、NGNのISP接続（PPPo&＊5とIPo&＊6）、ޫファイバケーブルの取ѻい（用年数等）
について方向性の取りまとめを行った。2018年（平成30年）9月には、これらの結果を整理するとともに、フォ

＊2	 ຊํ：http://www.soumu.go.jp/main_content/000430110.pdfجにؔ͢るূݕࢢにおけるۀࣄ௨৴ؾి
＊3	 Ϩϙʔτ：http://www.soumu.go.jp/main_content/000571106.pdf࣍ʢฏ29ʣূݕࢢにおけるۀࣄ௨৴ؾి
＊4	 ଓྉのࢉఆにؔ͢るڀݚ会：	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/access�charge_caMcuMation/indeY.htmM
＊5	 1oint�to�1oint	1rotocoM	oWer	&thernet：200�ʢฏ20ʣ3݄の/(/用αʔϏス։͔࣌࢝Β用͍ΒΕ͍ͯるํࣜͰ͋っͯ、ϗʔムήʔ

τΣイ等の利用者と、ଞۀࣄ者とのଓ用ઃඋͰ͋るऴஔのؒに、ཧతͳτンωϧʢηοシϣンʣΛߏங͠、/(/֎との௨৴
ʢインλʔωοτ௨৴等ʣଞۀࣄ者の割Γͯる*1ΞυϨスにΑΓશͯ֘ηοシϣンΛ௨ա͠ଞۀࣄ者のઃඋとのؒͰૹ͞Εる͕、
/(/にด͡た௨৴ʢフϨοπ利用者ؒのޫ*1ి等ʣ、/(/用のผの*1W6ΞυϨスの割ΓͯΛडけͯࣜํ͏ߦɻ

＊6	 *nternet	1rotocoM	oWer	&thernet:	/(/にお͍ͯ*1W6にΑるインλʔωοτଓαʔϏスΛఏ͢ڙるたΊのҰํ策とͯ͠、2009ʢฏ21
ʣ�݄͔Β用͍ΒΕ͍ͯるのͰ、/55౦ຊɾຊ͕ଞۀࣄ者に割ΓৼΒΕた*1W6ΞυϨスΛ༬͔った上Ͱ֤利用者に割Γͯる
͜とにΑΓ、/(/֎との௨৴、/(/の௨৴֘*1W6ΞυϨスにΑΓ͜͏ߦと͕Ͱ͖るํࣜɻ
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ローアップ事߲を提示した第二次報告書を取りまとめるとともに、その後、同報告書も踏まえ、「網機能提供計画」
制度について、省令改ਖ਼（平成31年総務省令第15号）を行い、従来対象外であったIP網を構成するルータ等を
対象に加するとともに、ಧ出期限のॖなど手続ルールの合理化を行った。

また、ݻ定電話網のうち加入者交換機等の接続ྉࢉ定においては、期૿分費用（LRIC）方ࣜがద用されてい
るが、情報通信৹議会申「平成31年度以降の接続ྉࢉ定における期૿分費用方ࣜのద用の在り方について」

（平成30年10月）において、2019年度（令和元年度）から3年間は、IP網をલ提とした接続ྉݪ価のࢉ定に向
けた段֊的な移行の時期として対応することがద当とされた。段֊的な移行の手段として、まͣは従来から用いて
いるPSTN�LRICモデルにより接続ྉをࢉ定し、これにより価格ѹࡡのおそれが生じる場合は、PSTN�LRICモデ
ルとより効率的なIP�LRICモデルの組合せへ移行の段֊を進めることがద当とされた。

この申を踏まえ、2019年（平成31年）3月に第一種指定電気通信設備接続ྉ規ଇ（平成12年༣政省令第64
号）を改ਖ਼し、接続ྉࢉ定の段֊的な移行に係る規定を加した。

�ࡋ௨৴ฆ૪ॲཧҕһձʹΑΔ͋ͬͤΜɾؾి
ア　ిؾ௨৴ฆ૪ॲཧҕһձの֓ཁ
ʢΞʣిؾ௨৴ฆ૪ॲཧҕһձͷػ

電気通信ฆ૪処理ҕ員会（以下「ҕ員会」という。）は、技術革新とڝ૪環境の進展がஶしい電気通信分野にお
いて多様化するฆ૪事Ҋを迅速・公ਖ਼に処理するために設置されたઐ組৫であり、現在、総務大臣により໋さ
れたҕ員5名及びಛ別ҕ員8名がฆ૪処理にあたっている。

ҕ員会は、①事業者間等のฆ૪を解ܾするためのあっせん・ࡋを行う、②総務大臣が໋令、ࡋ定等を行う際に
૪ルールの改善等についてڝ、に対する申を行う中でࢾ、ࡋを受けて৹議・申を行う、③あっせん・ࢾ
総務大臣にק告を行うという3つの機能を有している（ਤද�������）。

また、ҕ員会事務局に事業者等૬ஊ窓口を設けて、事業者間のฆ૪に関する合せ・૬ஊ等に対応している。

ʢΠʣ͋ͬͤΜɾࡋ
あっせんは、ҕ員会が有ࣝ者であるҕ員・ಛ別ҕ員の中から「あっせんҕ員」を指名し、あっせんҕ員が྆当事

者のาみدりを促すことによりฆ૪の迅速・公ਖ਼な解ܾを図る手続である。必要に応じ、あっせんҕ員があっせん
Ҋを提示する。྆当事者の合ҙにより進められる手続のため、強制されることはない。

ࡋは、ݪଇとして、྆当事者の合ҙに基づきҕ員会がҕ員・ಛ別ҕ員の中から3名を「ࡋҕ員」として指名
し、ࡋҕ員によるࡋ判断に従うことを合ҙした上で行われる手続であり、ࡋ判断には当事者間において確定
判ܾと同一の効力が発生する。

イ　ҕһձの活ಈのঢ়گ
ҕ員会は、2018年（平成30年）度においては、ܖ約క結のഔ介その他の業務ҕୗに関するฆ૪についてのあっ

ਤද������� 能の֓ཁػ௨৴ฆ૪ॲཧҕһձのؾి

௨信・์送事ۀ者等 ૯務େਉ

務վળ໋令　等ۀ

૪ϧーϧのվળ等ڝ

௨৴ฆ૪ॲཧҕһձؾి

͋ͬͤΜ

๏令違のঢ়گ

者ؒۀ௨信事ؾి・
・ίンテンπ配信事ۀ者等
とిؾ௨信事ۀ者とのؒ

・έーϒϧテϨϏ事ۀ者と
地上テϨϏδϣン์送事
者とのؒۀ 等

のฆ૪

ଞ事ۀ者等かΒのҙ見申ग़

申　請

申ཱて

申　請
定　等ࡋ
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せん1݅の申請を処理した。
事業者等૬ஊ窓口においては、૬ஊ対応10݅（ਤද�������）を行った。
なお、2001年（平成13年）11月のҕ員会設立から2019年（平成31年）3月末までに、あっせん69݅（ਤද
�������）、3݅ࡋの申請を処理し、総務大臣からのࢾに対する申10݅、総務大臣へのק告3݅を実施して
いる。

ウ　૯େਉによるྩ໋ٞڠɾࡋఆ
電気通信分野においては、電気通信事業者間での電気通信設備の接続又は共用、電気通信設備設置用工作の共

用एしくはԷ電気通信役務の提供に係る協議について協議が不調等になった場合には、電気通信事業法の規定に基
づき、電気通信事業者が総務大臣に対して協議の開始又は࠶開の໋令の申立てएしくはࡋ定の申請を行うことがで
きる。

放送分野においては、ケーブルテϨビ事業者等と地上テϨビジョン放送事業者間での࠶放送同ҙについて協議が
不調等になった場合には、放送法（ত和25年法律第132号）の規定に基づき、ケーブルテϨビ事業者等が総務大
臣に対してࡋ定の申請を行うことができる。

これら総務大臣による協議໋令・ࡋ定に関するฆ૪処理手続は、ฆ૪の૬手方のҙ向にかかわらͣ、当事者の一
方の申立て又は申請により開始される。総務大臣は協議໋令・ࡋ定をしようとするときは、ҕ員会にࢾしなけれ
ばならない。

ਤද������� گΔରԠঢ়͚͓ʹޱ૬ஊ૭ऀۀࣄ
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ਤද������� ͋ͬͤΜのॲཧঢ়گ

注 �ɿʮෆ࣮ߦʯと、Ұ定の߹ʢଞ方事者͕あͬͤΜをڋ൱した߹、૬खのࣾձత信用のԼをతとしていると認めΒれる߹等ʣにҕһձ͕あͬͤΜし
ない͜と。

注 2ɿʮ߹ҙ͕成ཱし解決ʯ、事者ؒのٞڠにΑり解決した事݅ ��݅及ͼあͬͤΜҊの受にΑり解決した事݅ 2�݅の߹ܭ。

͋ͬͤΜҊ݅の༰͋ͬͤΜࣄҊのॲཧ݁Ռ
ෆ࣮ߦʢ注�ʣ

�݅ʢ���ˋʣ

߹ҙにࢸΒͣ
ʢ申請औԼ͛・ଧりʣ

��݅ʢ2���ˋʣ
߹ҙ͕成ཱし解決ʢ注2ʣ

��݅ʢ����ˋʣ

ଓの൱
�݅ʢ��2ˋʣ

ଓにඞ要な࡞物の利用
�݅ʢ��2ˋʣ

Էిؾ௨信務のఏڙのための
�݅ʢ��2ˋʣࡉのܖ

ઃඋの利用・ӡ用
2݅ʢ2��ˋʣ

ଓڠ定のࡉ2݅ʢ2��ˋʣ

క݁のഔհܖ
そのଞのۀ務ҕ託2݅ʢ2��ˋʣ

ଓにඞ要な事�݅ʢ���ˋʣ 地上์װج送の์࠶送のಉҙ�݅ʢ����ˋʣ

ଓにる
අ用ෛ୲

��݅ʢ����ˋʣ
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� ௨৴Πϯϑϥͷ҆શɾ৴པੑͷ֬อؾి

�Γํࡏ४ʹؔ͢Δ੍ͷඋɾӡ༻ͷج௨৴ઃඋͷٕज़ؾి
ア　*P5のීٴに対Ԡͨ͠ిؾ௨৴ઃඋのٕज़基४等にؔ͢る੍උ

ۙ年のIoTの普及にう通信ネットワークの高度化や利用形態の多様化を踏まえ、様々なIoTサービスを安心
して安定的に利用できるネットワーク環境の確保を的として、2017年（平成29年）12月から、情報通信৹議
会情報通信技術分Պ会IPネットワーク設備ҕ員会において、「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的
݅」について検討を行っている。

2018年（平成30年）9月には同ҕ員会の第一次検討の結果が一部申＊7として取りまとめられ、①IoT機器を
含Ή端末設備のセキュリティ対策に関する技術基準の整備、②LPWA＊� サービスに係る電気通信主技術者のબ
ٛ務の؇和、③LPWAサービスに係る事故報告基準の؇和及び④大規模なインターネットো害発生時の対策に
関する制度改ਖ਼の方向性が示された。

この一部申を踏まえ、①及び②については、情報通信行政・༣政行政৹議会電気通信事業部会からの申を受
けて、2019年（平成31年）2月に端末設備等規ଇ（ত和60年༣政省令第31号）及び電気通信主技術者規ଇ

（ত和60年༣政省令第27号）を改ਖ਼＊9するとともに、改ਖ਼後の端末設備等規ଇの運用方法や解ऍ等を明確化する
「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン」を2019年（平成31年）4月に策定・公表
した。③及び④については、電気通信事業法施行規ଇ（ত和60年༣政省令第25号）及び電気通信事業報告規ଇ

（ত和63年༣政省令第46号）における事故報告制度の規定を改ਖ਼＊10するとともに、情報通信ネットワーク安全・
信པ性基準（ত和62年༣政省告示第73号）を改ਖ਼＊11し、インターネットの経࿏設定時の人ҝ的ミスの防止等大
規模なインターネットো害発生時に有効な対策についての規定を整備した。

同ҕ員会では第二次検討として2018年（平成30年）10月から「IoTの普及やネットワークԾ想化等に対応し
た技術基準及び資格制度等の在り方」及び「新たな技術を活用した通信インフラのҡ持・管理方策」についての調
査検討が進められた。具体的には、ネットワークのソフトウェア化・Ծ想化の進展にう当໘の課題として、ハー
ドウェアのԾ想化にう機能ҡ持・性確保の在り方、ソフトウェアの信པ性確保の在り方、ネットワーク構成
のѲの在り方及びネットワークのҡ持・管理・運用にٻめられるઐ知ࣝ・能力の変化について点整理が行わ
れ、このうちソフトウェアの信པ性については、2018年（平成30年）12月に発生したソフトウェアにىҼする
携帯電話サービスの通信ো害を踏まえ、情報通信ネットワーク安全・信པ性基準（ত和62年༣政省告示第73号）
の改ਖ਼等の必要性が示された。また、ক来的な課題として5Gコアネットワークやネットワークスライシングなど
Ծ想化技術の本格導入を見ਾえた技術基準等の制度の在り方について、Ҿき続き検討することがద当とされた。さ
らに、通信インフラの効果的・効率的な保क・運用や非常時の応急復旧を含Ή通信インフラのదなҡ持・管理の
方策について、通信事業者の取組やグローバル展開を促進していくことがద当とされた。これらの検討結果が
2019年（平成31年）3月に同ҕ員会の第二次報告（Ҋ）としてとりまとめられた。

イ　࣌ࡂに͓͚る௨৴サービスの֬อ
ۙ年、զが国では、地震、台෩、大Ӎ、大ઇ、ߑਫ、࠭災害、ՐࢁՐ等の自વ災害がස発しており、大きな

被害を受けている。ۙにおいても、平成30年7月߽Ӎ、台෩第21号、平成30年ւ道ৼ東部地震等におい
て、ఀ電によるӨڹ、通信設備の故ো、ケーブル断等により通信サービスに支োが生じた。こうしたྦྷ次の災害対
応におけるৼりฦりを行い、これを踏まえ、災害時における通信サービスの確保に向けて、総務省と電気通信事業
者との間で平素から体制を確認し、よりదな対応を行うことができるよう、2018年（平成30年）10月から「災
害時における通信サービスの確保に関する連絡会」を開催している。同連絡会では、災害時における通信サービス

＊7	 「ωοτϫʔΫの*1化にରԠ͠たిؾ௨৴ઃඋにるٕज़త݅」の͏ͪ「*o5のීٴにରԠ͠たిؾ௨৴ઃඋにるٕज़త݅」にؔ͢る
ใ௨৴৹ٞ会͔ΒのҰ෦ਃʢ201�ʢฏ30ʣ9݄12ʣ

	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01kiCan05_02000159.htmM
＊�	 -ow	1ower	8ide	"reaʢ-o3a等の*o5αʔϏス用の৽たͳແ線௨৴ٕज़ʣ
＊9	 2019ʢฏ31ʣ3݄1ެ、ిؾ௨৴ओٕज़者نଇのվਖ਼ಉߦࢪ、ઃඋ等نଇのվਖ਼2020ʢྩ2ʣ4݄1ߦࢪ
＊10	 2019ʢฏ31ʣ3݄26ެ、ಉ4݄1ߦࢪ
＊11	 2019ʢฏ31ʣ3݄26ެ、ಉ4݄1ߦࢪ
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の確保に関する当໘の課題として、連携・体制໘等での課題、迅速な復旧のための課題、迅速な情報Ѳ等につい
ての課題等についてҙ見交換を行っている

ウ　ిؾ௨৴ނࣄ報ࠂのੳɾݕ証
電気通信事業者の૿加や提供サービスの多様化・複ࡶ化にい、事故の要Ҽも多様化・複ࡶ化してきていること

から、電気通信事故の防止に当たっては、事લの対策に加え、事故発生時及び事故発生後のదなા置が必要であ
る。総務省は、事故報告の検証を行うことにより、࠶発防止に向けた各種の取組に有効に活用するため、2015年

（平成27年）から「電気通信事故検証会議」 を開催し、主に電気通信事業法に定める「重大な事故」及び電気通信
事業報告規ଇに定める「࢛期報告事故」に係る報告の分析・検証を実施している。

同会議では、2017年度（平成29年度ʣに発生した電気通信事故の検証結果等を取りまとめ、2018年（平成30
年）9月に「平成29年度電気通信事故に関する検証報告」を公表している。

�ͷ֬อ༺௨৴൪߸ͷదਖ਼ͳؾి
ア　ిؾ௨৴൪߸の公ฏɾޮ的な用ٴͼదなཧ等にる੍の৽ઃ

情報通信৹議会申「ݻ定電話網の円滑な移行の在り方」（平成29年9月）を踏まえ、モバイル化・IoT化に
う൪号ニーζの૿大による電気通信൪号＊12のṧഭに対応するとともに、IP網移行に対応して全ての事業者が電気
通信൪号の管理にをෛう組みへの転換を図るため、2018年（平成30年）5月、電気通信事業法が改ਖ਼（平
成30年法律第24号）された。改ਖ਼法を踏まえ、2019年（令和元年）5月に電気通信൪号計画の制定等を行い、
൪号の公平・効率的な使用と電話サービスの円滑な提供のため、使用݅を付して事業者に൪号を割り当てるため
の制度を新設した（ਤද�������）。

イ　*P5࣌のిؾ௨৴൪߸にؔ͢るݕ౼ʢ�2�൪߸ɺ*.4*等に͍ͭͯのݕ౼ʣ
M2M（MBDIJOe Uo MBDIJOe）等ઐ用の電気通信൪号として020൪号を創設することとした情報通信৹議会

申「携帯電話൪号の有効利用に向けた電気通信൪号に係る制度の在り方」（平成27年12月）から約3年が経過
し、携帯電話事業者における020൪号の利用にも進展がみられる。

また、第5ੈ代移動通信システム（5G）によるサービスが2020年（令和2年）य़に用サービスが開始される

ਤද������� ੍උޙのిؾ௨৴൪߸の༻ʹؔ͢Δखଓ͖ʹ͍ͭͯ

൪߸ܭըʢ൪߸の用݅等ʣ

൪߸ܭ༺ը

૯務େਉ

൪߸のࢦ定

ඪ४ܭ༺ը

൪߸ܭ༺ը

みなし
認定

൪߸用
ঢ়گ報ࠂ

認定
申請

൪߸
用
ঢ়گ
報ࠂ

利用者 利用者

௨信ؾి
務をఏڙ
利用者ઃඋ
ࣝผ൪߸を
付൪ ʢどͪΒのखଓ͖બՄʣ

Δ୲อાஔؔ͢ʹ༺௨৴൪߸のదਖ਼ؾి

൪߸の
Էఏڙ

൪߸ܭ༺ը

௨ؾ者にిۀ௨信事ؾ用݅を付してి、のためڙなఏ用とిαーϏスの円௨信൪߸のެฏ・ޮతなؾి
信൪߸をׂりてるための੍度をඋ

Δखଓ͖ؔ͢ʹ༺௨৴൪߸のؾి

㾎�૯େਉ、ిؾ௨৴൪߸ܭըʢࣔࠂ˞ʣを࡞・ެࣔ
用の݅、務の༰ڙ௨信൪߸の種ผ͝とに、ఏؾి˞
ʢॏ要௨信、൪߸ϙーλϏϦテΟ、用ݶظ等ʣ等をࡌه

˞Է元ిؾ௨信事ۀ者のిؾ௨信൪߸用ܭըのൣғである等の
߹をن定

㾎�ిؾ௨信務のఏڙにたりిؾ௨信൪߸を用しΑ͏とするిؾ௨
৴ऀۀࣄ、ిؾ௨信൪߸ܭըにैͬてిؾ௨৴൪߸ܭ༺ըを࡞
し、૯େਉのೝఆをड͚な͚Εならな͍

㾎�૯େਉ、ిؾ௨৴൪߸ܭ༺ը͕ిؾ௨৴൪߸ܭըʹরらしద
なのである͜と等を৹査し、ೝఆʢซͤてిؾ௨信൪߸をࢦ定ʣ

㾎�Էઌऀۀࣄʢ.7/0・'7/0等ʣʹ͍ͭͯ、࣍のいͣれかのखଓ
͖͕ඞཁ

㾎�ೝఆ͞Εͨిؾ௨৴൪߸ܭ༺ըʹैͬͯ、ࢦ定͕あͬたిؾ௨৴൪
߸Λ༻しな͚れなΒない

㾎�ඪ४ిؾ௨৴൪߸ܭ༺ը˞ͱಉҰのిؾ௨৴൪߸ܭ༺ըを࡞
ʢ͜の߹、૯務େਉの認定を受͚たのとみな͞れるʣ

㾎�ిؾ௨৴൪߸ܭ༺ըを࡞し、૯務େਉのೝఆΛड͚Δ

㾎�違した߹、૯務େਉにΑるద߹໋ྩ
㾎�ద߹໋令にैΘない߹ೝఆのऔফし

ʲखଓ͖のΠϝーδʳ

認定
申請

൪߸用
ըの認定ܭ

൪߸ࢦ定事ۀ者ʢ./0・'/0ʣ

Էઌ事ۀ者
ʹ൪߸ඇࢦ定事ۀ者
	.7/0・'7/0等


൪߸
用ܭը
の認定
ʢ൪߸
定なࢦ
しʣ

ʢ認定
申請
等
ෆ要ʣ

	൪߸
定ࢦ
なしʣ

ʢඪ४用ܭըと
ಉҰ༰のʣ

௨信務をؾి
ఏڙʢ付൪˞しないʣ

˞͜のʮ付൪ʯ、൪߸のԷ元である൪߸ࢦ定事
のとのҐஔ付͚͏ߦ者ʢ./0・'/0ʣ͕ۀ

ʢུশʣ൪߸ܭը　　　ʹ　ిؾ௨信൪߸ܭը
　　　 ൪߸用ܭը　ʹ　ిؾ௨信൪߸用ܭը
　　　 ඪ४用ܭը　ʹ　ඪ४ిؾ௨信൪߸用ܭը

＊12	 *56ʢؾిࡍࠃ௨৴࿈߹ʣのࠂקにお͍ܻͯの上ݶʢ10ਐͰ15ܻʣ等͕ఆΊΒΕ͍ͯる༗رݶ少ͳݯࢿͰ͋Γ、ຊのࠃ൪߸「�1」
と͞Ε͍ͯるɻ
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༧定であり、あらΏる「モノ」がインターネットに接続されるIoT（IOUeSOeU oG TIJOHT）時代を本格的に迎える
ことが想定されている。

こうした状況を踏まえ、総務省では、2018年（平成30年）12月から、「IoT時代の電気通信൪号に関する研究
会＊13」を開催し、電気通信൪号（020൪号やIMSI＊14等）に関して、M2M等による更なるध要の૿大や、多数の
事業者による様々なサービス形態の進展に対応するための方策等について検討を行い、2019年（令和元年）7月
に報告書を取りまとめる༧定である。

当֘報告書においては、①020൪号のׇރ対策として020൪号のܻ૿しをૣ期に行うこと、②IMSIの指定可能
事業者数を確保するためのા置を講じること等が示されており、今後、総務省では、2019年（令和元年）内を
途として必要な制度整備を行うこととしている。

� උڥ༺௨৴αʔϏεʹ͓͚Δ҆৺ɾ҆શͳརؾి

ফඅऀࢧԉࡦͷਪਐ�
電気通信サービスの高度化・多様化により、多くの利用者に利便性の向上やબࢶの૿加がもたらされる一方

で、利用者と事業者の間の情報格ࠩや事業者の不దなק༠等により、トラブルも生じている。
このような状況をഎܠに、消費者保護ルールの更なるॆ実・強化を的の1つにした電気通信事業法等の一部を

改ਖ਼する法律（平成27年法律第26号）が2015年（平成27年）5月に成立し、2016年（平成28年）5月より施
行された。改ਖ਼法により、従લのٛ務に加えて、આ明ٛ務のॆ実、書໘交付ٛ務、不実告知等・ק༠継続行ҝのې
止、ഔ介等業務受ୗ者に対する指導等がりࠐまれた。

総務省では、これらの消費者保護ルールをదに実施し、制度の実効性を確保するため、「電気通信事業の利用
者保護規律に関するಜの基本方針」を策定し、消費者保護ルールの実施状況についてモニタリングするととも
に、有ࣝ者や関係の事業者団体が参加し、関係者の間で共有・評価等する「消費者保護ルール実施状況のモニタリ
ング定期会合＊15」を開催している（ਤද�������）。

2017年度（平成29年度）のモニタリングでは、総務省のほか各地の消費生活センター等にدせられるۤ情૬
ஊの向分析を行うとともに、MNOや'TT)、M7NOサービス等を提供する主な事業者に対し、利用者にกし
た調査員がൢച現場において具体的なઆ明状況の調査等を行う実地調査（෴໘調査）等を実施した。これらの調査
等の結果を基に、2018年（平成30年）6月の第5ճモニタリング定期会合において、「2017年度（平成29年度）
消費者保護ルール実施状況のモニタリング（評価・総括）」をとりまとめた。本評価・総括等を踏まえ、調査対象
事業者に対し所要の改善指導を実施するとともに、同年10月にはM7NOԻ通話付サービスへの初期ܖ約解আ
制度導入のための電気通信事業法施行規ଇ等の一部改ਖ਼等、制度໘における対応を行った。

2018年度（平成30年度）においても、Ҿき続きモニタリングを実施しており、実質的に利用者の通信サービ
スܖ約期間を期に߆ଋする効果のある࠴໔আ等施策（いわΏる「4年റり」）のܖ約લઆ明のٛ務化、改ਖ਼੨
গ年インターネット環境整備法の施行やM7NOԻ通話付サービスへの初期ܖ約解আ制度導入等も踏まえた実地
調査等を行っている。2019年（平成31年）2月には、第6ճモニタリング定期会合を開催し、2017年度（平成
29年度）消費者保護ルール実施状況のモニタリングにおける指ఠ事߲に対するフォローアップや、2018年度（平
成30年度）上期のۤ情૬ஊの向分析の結果及びM7NOサービスへの実地調査の結果の報告等を行い、各電
気通信サービスの要改善・検討事߲をとりまとめた。

ਤද������� ফඅऀอޢϧーϧ࣮ࢪঢ়گのϞχλϦϯάʢ֓ཁʣ

ϞχλϦンά定ظձ߹
事ۀ者の自ओతऔのଅ進

ඞ要にԠ੍͡度見しのఏҊ

・ۤ情等の向ੳ
・ຖ年度の定ظ調査
調査࣌ผ事Ҋのਵݸ・

ফඅ者保護ϧーϧの࣮ࢪঢ়گについて、վળす͖や༏ྑ事ྫ
ؚめてؔ者ؒでڞ༗・ධՁ

＊13	 *o5࣌のిؾ௨৴൪߸にؔ͢るڀݚ会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/iot_teM/
·ࠐͼ#8"にૠೖ͢る4*.Χʔυにॻ͖ٴଳిܞ、௨৴ճ線ઃඋにଓ͞ΕたઃඋΛࣝผ͢るたΊの൪߸Ͱ͋Γ、ओにؾి	14＊

Ε、Ճೖ者ࣝผに用͞Εるɻ
＊15	ফඅ者อޢϧʔϧ࣮ࢪঢ়گのϞχλϦンάఆظ会߹:	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_anshin/indeY_03.htmM
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総務省では、Ҿき続き、モニタリング等の取組を進め、消費者保護のॆ実を図っていくこととしている。

੨গͷΠϯλʔωοτར༻ڥͷඋ�
スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率がし

ている状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図るための所要のા置を講ͣる「੨গ年が安全に安心
してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改ਖ਼する法律」（平成29年法律第75号）が
2018年（平成30年）2月に施行された。改ਖ਼法では、改ਖ਼法લのٛ務＊16 に加え、携帯電話事業者及び代理ళに
対して、新規・変更ܖ約時に①ܖ約క結者又は携帯電話端末等の使用者が18ࡀະຬか確認、②フィルタリングઆ
明（੨গ年有害情報をӾཡするおそれ、フィルタリングの必要性・内容を保護者又は੨গ年に対し、આ明）、③ܖ
約とセットでൢചされる携帯電話端末等について、ൢച時にフィルタリングソフトウェアの設定を行うことをٛ務
付けた。また、フィルタリングサービスの提供ٛ務の対象機器を携帯電話・P)Sに加え、データ通信用端末（タ
ブϨット等）に拡大した（ਤද�������）。
ਤද������� ੨গΠϯλーωοトڥඋ๏ʢվਖ਼の֓ཁʣ

ʲվਖ਼લの༰ʳ
　携ଳి事ۀ者にରして、ܖ者ຢʢ携ଳి・1)4ʣの用者͕੨গ年ʢࡀ��ະຬʣの߹、ʢ保護者͕利用しないࢫを
申しग़た߹をআ͖ʣϑΟϧλϦンάαーϏスの利用を݅として、௨信αーϏスをఏڙする͜とをٛ務付͚　等
ʲվਖ਼の༰ʳ

�ɽ携ଳి事ۀ者及ͼཧ店にରして、上ٛه務にՃ͑、৽ن・มܖߋ࣌にԼهをٛ務付͚

੨গ֬ೝ

ϑΟϧλϦϯάઆ໌

ϑΟϧλϦϯά༗ޮԽાஔ

ະຬか確認ࡀ��用者͕క݁者ຢ携ଳి等のܖ

ᶃ੨গ年༗情報をӾཡする͓それ、ᶄϑΟϧλϦンάのඞ要ੑ・༰を保護者ຢ੨গ年にରし、આ明

。͏ߦにϑΟϧλϦンάιϑτΣΞのઃ定を࣌とηοτでൢച͞れる携ଳి等について、ൢചܖ
ʢ保護者͕رしないࢫを申しग़た߹をআくʣ

2ɽϑΟϧλϦンάαーϏスఏٛڙ務のରثػを携ଳి・1)4にՃ͑、σーλ௨信用ʢλϒϨοτ等ʣに֦େ
ʢ注ʣそのଞ
　ᶃ　パιίンϝーΧー等にՃ͑、携ଳిの事ۀ者にରして、ϑΟϧλϦンάιϑτΣΞのϓϦインスτーϧ等、ϑΟϧλ

Ϧンά༰қԽાஔをٛ務付͚
　ᶄ　04開ൃ事ۀ者にରして、ϑΟϧλϦンά༗ޮԽાஔ・ϑΟϧλϦンά༰қԽાஔを円に͑ߦるΑ͏04を開ൃするྗٛ務
　ᶅ　上هʮ�ɽʯの੨গ年確認に͓いて、保護者等にରして、携ଳి等を੨গ年に用ͤ͞るためにܖをక݁しΑ͏とする߹

にそのࢫを申しग़る͜とをٛ務付͚

Λࢫ者͕利用͠ͳ͍ޢະຬʣの߹、ʢอࡀ�用者͕੨少ʢ1ଳిɾ1)4ʣのܞ者ຢʢܖ、ͼཧళにରͯ͠ٴ者ۀࣄଳిܞ	16＊
ਃ͠出た߹Λআ͖ʣフΟϧλϦンάαʔϏスの利用Λ݅とͯ͠、௨৴αʔϏスΛఏ͢ڙる͜とΛٛけ等
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1 ిͷ༗ޮར༻ͷਪਐ

ి੍վֵʹ͚ͨऔ�
զが国においては、これまで、周波数をより有効に利用するための情報公開や周波数移行・࠶ฤ等に資する取組

の推進を図ってきたが、ࡢ今、公共用周波数を含め、電波の更なる有効利用に資する取組の必要性が提ىされてい
る。

総務省は、こうした状況を踏まえ、また、今後の人口減গや高齢化等の社会構造の変化に対応するための電波利
用のক来૾やそれらを実現するための方策を明らかにすることを的として、2017年（平成29年）11月から「電
波有効利用成戦略࠙ஊ会＊1」を開催した。࠙ஊ会では、公共用周波数の有効利用促進、周波数の割当て・移行制
度や電波利用ྉ制度の見し等の電波の有効利用方策、2030年代に向けた電波利用のক来૾とその実現方策等に
ついて検討し、2018年（平成30年）8月に報告書が取りまとめられた。

報告書では、ワイϠϨスがインフラとなる2030年代の電波利用社会において、「SVTUBJOBCJMJUZɹ持続可能性を
向上する」、「OQeO IOOoWBUJoOɹະ来への成エンジン」、「,OoXMeEHeɹ知ࣝを結集する」、「IODMVTJoOɹ多様
な人材が社会に参画する」、「&NQoXeSNeOUɹ全ての人を力づける」の5つの基本コンセプトの実現を標とした
上で、2030年代に実現すべき7つの次ੈ代ワイϠϨスシステムと6つの利用シーンについて提言した。その上で、
2020年（令和2年）の5G実現に向けて、当໘の標として、合計約2�5G)[෯程度の周波数を5G向けに確保し、
ଘの携帯電話用周波数やIoTで利用可能な無線LAN用周波数を含めて、2020年度（令和2年度）末までに約ط
4G)[෯の周波数確保を指すという期的な帯域確保の標が示された。またক来の周波数の帯域確保標の見
通しについて、7つの次ੈ代ワイϠϨスシステムを実現していくためには、現在の約3ഒ程度の周波数が必要であ
るとし、2040年頃までに実現が想定されるそれͧれのシステムの電波利用イメージをもとに必要周波数帯域෯及
び利用周波数帯を༧想すると、必要෯は約110G)[程度となるとの見通しを示した。同時に、約29G)[について
。ฤ（共用）が必要となるとの見通しも示している࠶

加えて、2020年代に向けた電波有効利用方策として、「周波数割当制度の見し」、「公共用周波数の有効利用
方策」、「電波利用ྉ制度の見し」、「技術の進展を踏まえた電波有効利用方策」の4߲について提言を行った。
これら各߲への対応等は次のとおりである。

ア　प੍ׂのݟ͠
2019年（平成31年）2月に国会に提出し、2019年（令和元年）5月に成立した電波法の一部を改ਖ਼する法律

（以下「2019年電波法改ਖ਼法」という。）では、طଘ周波数の利用を促進するための規定及び経ࡁ的価を踏まえ
た周波数の割当手続に関する規定の整備を行うこととしている。

ଘ周波数の利用を促進するための規定の整備については、5G等の電気通信業務用の周波数の割当て（ಛ定基ط
地局の開設計画の認定）に当たり、4G基地局の整備計画等طଘ周波数の活用計画も含めて৹査することを可能と
するものである。また、طଘ周波数が有効活用されていない場合、5G等の開設計画の認定を取り消すことが可能
となる。

経ࡁ的価を踏まえた周波数の割当手続に関する規定の整備については、5G等の電気通信業務用の周波数の割
当て（ಛ定基地局の開設計画の認定）に当たり、従来の比較৹査߲（カバー率、M7NO促進等）に、周波数の
経ࡁ的価を踏まえて申請者が申し出る周波数の評価ֹを加して、総合的に৹査することを可能とするものであ
る。認定を受けた事業者は申し出たֹۚ（ಛ定基地局開設ྉ）を国ݿに納付することとし、ಛ定基地局開設ྉの収
入は、SoDJeUZ 5�0の実現に資する施策にॆ当される。

このほか、طଘ無線システムとの高度な周波数共用を実現するための自律的（μイナミック）な周波数共用・ׯ
বճ避技術の開発等を実施するほか、5Gのಛ定基地局の開設指針（周波数の割当方針）において、M7NOに関

＊1	 ి༗ޮ利用戦略࠙ஊ会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/dempayukoriyo/indeY.htmM
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する評価߲の配点を重くする等のા置を実施し、携帯電話事業者（MNO）によるM7NOへのネットワーク提
供を促進すること等としている。

イ　公共用पの༗ޮར用方策
2��で詳ड़する「公共安全LT&」（PS�LT&）の導入を推進する。また、公共業務用無線局の公表߲について、

業務のಛघ性、個別システムの事情等にも配ྀしつつ見しを行い、2019年度（令和元年度）中に省令等の改ਖ਼
及びシステムの改修を行い、2020年度（令和2年度）から実施する༧定である。このほか、電波の利用状況調査
について、新たな評価指標等の策定、重点調査や発ࣹ状況調査を拡ॆする調査方法等の具体的な内容を検討中であ
り、2019年度（令和元年度）中に省令等を改ਖ਼するとともに、集計・分析システムの改修を行い、2020年度（令
和2年度）から見し事߲をөした調査を実施する༧定である。

ウ　ిར用ྉ੍のݟ͠
2019年電波法改ਖ਼法においては、電波利用ྉ制度の見しについても内容としている。
まͣ、電波利用ྉの使途として、ଠཅϑϨΞͷ電波伝ൖの観ଌ・分析等及び地上基װ放送等に関する災害性

強化の支援を新規に加している。
また、電波利用ྉෛ担のదਖ਼化を図るため、無線技術の進展に対応して電波利用ྉֹのࢉ定に係る周波数帯の区

分を見すとともに、広域ઐ用電波として指定が可能な周波数帯を拡大している（これにい、「広域使用電波」
に改শ）。加えて、電波利用ྉࢉ定においては、電波の普及や国民の生໋の保護等の観点から、ಛ定の無線システ
ムに一定のܰ減を行うために「ಛ性係数」が設けられているが、携帯電話について、実態として国民に広く普及し
ていること及びطଘ周波数の有効利用を促進するための新たな組みを設けること等を踏まえ、新たに1�2のಛ性
係数をద用することとしている。

このほか、電波利用ྉが減໔されている公共用無線局のうち、非効率な技術を使用していると認められるものに
ついては、電波利用ྉを収することを可能とする。

Τ　ٕज़のਐ展Λ౿·͑ͨి༗ޮར用方策
2019年電波法改ਖ਼法では、զが国の技術基準に૬当する技術基準（国際的な標準規格）をຬたす等の一定の

݅の下、技術基準ద合証明等（技ద）を取得しなくても、ಧ出により、࠷180日間、WJ�'J等を用いて新サー
ビスの実験等を行うことを可能とすることとしている。

また、IoT時代の技術基準ద合性確保に向けた取組として、3ܘミリメートル以上とされている技దマークの
大きさ要݅を「表示を容易にࣝ別することができるもの」に؇和するとともに、ディスプϨイを持たないಛ定無線
設備の技దマークを外部ディスプϨイを用いて電࣓的方法により表示することを可能とする省令改ਖ਼を行い、
2019年（平成31年）2月より施行されている。

このほか、2��で詳ड़する空間伝送型ワイϠϨス電力伝送システムに係る制度整備の検討を進めているとともに、
地域BWAが利用されていない地域においてBWAの自営利用を可能とする制度（自営BWA）の導入について、
2018年（平成30年）12月より、情報通信৹議会情報通信技術分Պ会上無線通信ҕ員会において検討を行って
おり、2019年（令和元年）末を途に申を受け、その後制度整備を進めることとしている。

ిγεςϜͷւ֎ల։ͷਪਐ�
電波の安心・安全な利用を確保するため、電波ࢹシステムをはじめとした技術やシステムの役割が大きくなっ

ており、その重要性は、電波の利用が急速に拡大しつつある東ೆアジアॾ国をはじめ、ॾ外国においても認ࣝされ
ている。

そのため、զが国が༏れた技術を有する電波システムをւ外に展開することを通じ、国際ݙߩを行うとともに、
զが国の無線インフラ・サービスを国際ڝ૪力のある有なビジネスに育てあ͛、国内経ࡁの更なる成につな͛
ることが重要な課題となっている。
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このような観点から、զが国の電波システムについて、アジアॾ国を中心としてグローバルに展開するため、
民協力して戦略的な取組を推進している。具体的には、2017年（平成29年）1月から開催している「電波システ
ムւ外展開推進会議＊2」において、①ւ外展開を推進するための戦略的な標、②戦略的な標を達成するための
。民連携の在り方、③ւ外展開を推進するための実ફ的なアクションプランについて等、検討が行われている

また、զが国の周波数事情に合う周波数利用効率の高い技術に関し、国際的な༏位性により国際標準として策定
されるようにするため、当֘技術の国際的な普及を促進する「周波数の国際協調利用促進事業」を実施している。
具体的には、国内外における技術動向等の調査、ւ外における実証実験、民ミッションのݣ、技術のユーβー
Ϩベルでの人的交流等を行っている。

2 ిར༻ͷߴԽɾଟ༷Խʹ͚ͨऔ

�ಓ࿏ަ௨γεςϜͷਪਐߴ
総務省は、人やモノの安全でշదな移動の実現に向けて、情報通信技術を用いて「人」、「道࿏」及び「ं」など

をつな͙高度道࿏交通システム（ITS� IOUeMMJHeOU TSBOTQoSU SZTUeNT）により、交通事故削減やौ解消等のた
めの取組を進めている。これまで、7ICS（7eIJDMe IOGoSNBUJoO BOE CoNNVOJDBUJoO SZTUeN� 道࿏交通情報
通信システム）や&TC（&MeDUSoOJD ToMM CoMMeDUJoO SZTUeN� 自動ྉۚ収受システム）、76�79G)[帯ं載Ϩー
μーシステム、700M)[帯高度道࿏交通システム等で利用される周波数の割当てや技術基準等の策定を行うとと
もに、これらシステムの普及促進を図ってきた。

内閣府総合Պֶ技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）においても、総務省
は、府省ԣ断の取組として、公道での実証を通じ、ंं間・࿏ं間・าं間通信によるंやา行者に関する先ಡみ
情報や、インフラϨーμーで収集する交ࠩ点等における周ล状況の情報等を組み合わせ、దにμイナミック・
マップにөさせること等を指し、ICTを活用した高度な自動行システムを実現するための事業を実施して
いる。

また、今後、ネットワークにつながるंである「CoOOeDUeE CBS」の普及・発展により、୭もが自由に安全・
便利な移動サービスをڗ受できる「CoOOeDUeE CBS」社会の౸来が期待されている一方、ネットワークにつなが
ることによるセキュリティ上のڴҖなど、「CoOOeDUeE CBS」社会における課題も指ఠされている。

このような観点から、新たな価やビジネスが創出される安全・安心な「CoOOeDUeE CBS」社会の実現に向け、
無線通信ネットワークを活用した「CoOOeDUeE CBS」がもたらす新たな社会૾やその推進方策等を検討すること
を的として、総務省は、2016年（平成28年）12月から「CoOOeDUeE CBS社会の実現に向けた研究会」を開催
し、2017年（平成29年）8月に検討結果を取りまとめた。
「CoOOeDUeE CBS」社会においては、スムーζな自動運転の実現が期待されている。2018年（平成30年）6月

に閣議ܾ定した「ະ来資戦略2018」の中でも、日本の成戦略をけんҾする新たな「フラッグシップ・プロ
ジェクト」の一つとして、「次ੈ代モビリティ・システムの構築」が位置付けられた。また、IT総合戦略本部では、

「ੈք一のITSを構築・ҡ持し、日本・ੈքにݙߩする」ことを標に、2014年（平成26年）6月以降、「民
ITS構想・ロードマップ」を策定・改定している。

2018年（平成30年）6月にIT総合戦略本部ܾ定した「民ITS構想・ロードマップ2018＊3」では、技術開発
の進展等を踏まえ、これまで͛ܝていた「高速道࿏での自動運転（Ϩベル2、Ϩベル3＊4）」、「一ൠ道࿏での自動運
転（Ϩベル2）」、「限定地域での無人自動運転移動サービス（Ϩベル4）」に、流サービスにおける「高速道࿏で
のトラックの後続ं有人ୂྻ行（Ϩベル2以上）」及び移動サービスにおける「高速道࿏でのバスの自動運転（Ϩ
ベル2以上）」を加え、2025年の完全自動運転を見ਾえた市場化・サービス実現のシナリオを策定した。2019年

（令和元年）6月には、改定൛となる「民ITS構想・ロードマップ����＊5」をܾ定し、①2020年（令和2年）
の「限定地域での無人自動運転移動サービス（Ϩベル4）」等の実用化に向けた詳ࡉな取組の明確化、②自動運転

＊2	 ిシステムւ֎ల։ਪਐ会ٞ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_system/indeY.htmM
＊3	 ŋϩʔυϚοϓ201�：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/201�0615/siryou9.pdfߏຽ*54
＊4	 4"&	*nternationaM	+3016ʢ2016ʣʠ5aYonomy	and	%efinitions	 for	5erms	3eMated	to	%riWing	"utomation	4ystems	for	0n�3oad	.otor	

7ehicMeʡ.
＊5	 ŋϩʔυϚοϓ2019：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20190607/siryou9.pdfߏຽ*54
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の社会実装に向けた持続可能なビジネスモデルの確立に向けた検討、③急速に進展するMBBSに自動運転を取りࠐ
んͩক来૾の提示等を行っている（ਤද�������）。

また、本構想・ロードマップではITS・自動運転のڞ௨ج൫ͱͯ͠ɺใ௨৴ΠϯϑϥͷߴԽを͛ܝている。
具体的には、リアルタイムかつ多量のデータ転送、交換が必要となることが見ࠐまれる中で、従来のITS用周波数
ͩけではなく、ੈքతʹLT&や5Gを活用した自動運転システムの実現に向けͨڀݚɾ࣮ূ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛ
౿·͑ɺࣗಈӡసɺίωΫςουΧʔͷχʔζʹରԠ͘͢、5Gを含Ή情報通信インフラの整備を進めていく
ことが必要としている。

こうしたことを踏まえ、総務省では、5Gの実現に向けた取組を進めているほか、SIPや、無線通信システムの
技術基準を検討する技術ࢼ験事務における実証等を通じ、「CoOOeDUeE CBS」社会の実現に向けて取り組んでい
る。

�શ-5&ͷਪਐ҆ڞެ
զが国の主な公共機関は、各々の業務にಛ化した無線システムを個別に整備、運用しているため、機関の枠組み

を超えた૬ޓ通信ができͣ、また、そのシステムは割り当て可能な周波数や整備費用の制約等から、Իを中心と
したものとなっている。ॾ外国においては、デジタル移動通信方ࣜであるT&TRA＊6やAPCOɹP�25＊7等を࠾用
する公共機関もあるが、こちらもԻ中心のシステムであり、データ通信を行う場合は数ेLCQT程度と速であ
る点が課題となっている。

このような中で、ॾ外国では消防、警等、公共安全業務を担う機関において、携帯電話で使用されている通信
技術であるLT&（LoOH TeSN &WoMVUJoO）を利用し、Իのほか、画૾・ө૾伝送等の高速データ通信を可能と
する共同利用型の移動体通信ネットワークの構築に向けた検討が進められている。このようなLT&を用いた公共
安全（PVCMJD SBGeUZ）のためのネットワークは、「公共安全LT&（PS�LT&）」とݺばれ、テロや大災害時には、
公共安全機関の૬ޓの通信を確保し、より円滑な救助活動に資すると期待されており、また、ੈք的に標準化され

ਤද������� ����完全ࣗಈӡసΛݟਾ͑ͨࢢԽ・サービス࣮ݱのγφϦΦ

ʢ注ʣ�ؔ を推進すࡦࢪըをؚΉʣにԠ͡てඞ要なܭۀϏδωスϞσϧʢ事、گスέδϡーϧを౿·͑つつ、民ؒと連携して、民ؒの۩体తな開ൃঢ়هলி、上
る。その、ࡍ民で情報ڞ༗を進め、ඞ要にԠ͡て、ؔলிΞυόイスや੍度・インϑラ໘の検౼を͏ߦ。

（出య）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・民データ活用推進戦略会議「民ITS構想・ロードマップ2019」より抜ਮ

＊6	 5&53"	ԤभͰ֨ن化͞Εたެ҆ڞશ用のσδλϧҠಈ௨৴システムͰ͋Γ、ੈք֤ࠃͰܯ、ফ、ަ௨ؔػ、ެӹۀ等に利用ɻ
＊7	 "1$0	1�25	ถࠃͰ֨ن化͞ΕたσδλϧҠಈ௨৴システムͰ͋Γ、ถ、ΦʔスτラϦΞ等Ͱ利用ɻ
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た技術を利用することから、規模の経ࡁによる機器のコスト化が可能となる等のメリットがあるとされている。
総務省では2017年（平成29年）11月から開催された

「電波有効利用成戦略࠙ஊ会」において、公共用周波数
の有効利用の観点から、公共機関が共同で利用できる「公
共安全LT&（PS�LT&）」の導入に向けた検討を行ってき
た。2018年（平成30年）8月に取りまとめられた同࠙ஊ
会の報告書を受け、今後、周波数有効利用に資する「公共
安全LT&」（PS�LT&）の実現（ਤද�������）に向けて、
PS�LT&にٻめられる技術的要݅や運用体制の在り方等の
検討を行うこととしている。

その中で、2019年度（令和元年度）においては、ಛに
զが国におけるPS�LT&の実現に࠷దな周波数の検討や、
災害時において迅速に通信カバϨッジを補完・拡大する技
術としてデバイス間通信技術や可ൖ型装置によるバック
ϗールճ線中継システム等についての検討を行うととも
に、関係省庁・関係機関が参画する場を設け、զが国にお
けるPS�LT&の実現に向けた෯広い検討を進めることとしている。

�Γํࡏඋͷہجଳిͷܞ
総務省では、携帯電話の不ײエリアを解消するため、「携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会」（2013

年（平成25年）10月から2014年（平成26年）3月開催）においてとりまとめた整備方針や具体的な推進方策等
を踏まえ、これまで、地理的に݅不利な地域のډ住エリアや、మ道・道࿏トンネル等の人工的な構築により電
波が遮へいされるエリアを中心に、対策を講じてきた。

一方、ࡢ今は、ډ住エリアに加え、地域の観ޫৼڵや災害時の通信環境の確保等の観点から、人がډ住していな
いエリア（非ډ住エリア）であっても、携帯電話の利用に対するニーζが高まっている。このような携帯電話の利
用ニーζの一層の高まりを受け、今後の携帯電話の不ײエリアの解消に関する整備標や方針を明確化するため、
2018年（平成30年）11月より、改めて同研究会を開催することとした。具体的には、不ײエリアにおける基地
局整備の現状と課題を踏まえ、次の内容について検討を行っている。

まͣ、地理的に݅不利な地域における整備方針についてであるが、ډ住エリアに関しては、これまでは携帯電
話等エリア整備事業の実施などにより、2019年度（令和元年度）末までに携帯電話を利用することができないエ
リアにډ住する人口を1ສ人ະຬ（要のないエリアをআく。）とすることを標として対策を進めてきたが、
標期限がഭっていることから、本研究会において2020年度（令和2年度）以降の新たな標などについて検討
を行っている。また、非ډ住エリアに関しては、これまでも携帯電話等エリア整備事業において、緊急時に備えた
通信の確保や観ޫৼڵ等の観点から補助対象としているところであるが、ࡢ今の対策要の高まりを踏まえ、対策
方針などについて検討を行っている。

次に、電波が遮へいされるエリアにおける整備方針についてであるが、ۙ年は新װ線トンネルを2020年（令和
2年）までに完ྃするという標を達成するため、電波遮へい対策事業により、新װ線トンネルの対策を༏先して
実施してきた。この結果、新װ線トンネル対策完ྃの処がついたが、その一方で、在来線トンネルについては、
対策が必要な࿏線が数多くଘしている。このため、在来線トンネルについて、具体的な対策標（対策区間やス
ケジュール等）や、整備方針などについて検討を行っている。また、高速道࿏や国道のトンネルについては、
かなりの部分の対策が進んでいるものの、ະ整備のトンネルや新設されるトンネルについてはҾき続き対策が必要
であり、道࿏トンネルについても今後の整備方針について検討を行っている。

これらの検討結果について、2019年（令和元年）Նを処にとりまとめを行う༧定である。

ਤද������� 安全-5&のઃɹڞのެܕ༺ಉརڞ
Πϝーδݱ࣮

のܕಉ利用ڞ
全-T&のઃ҆ڞެ
ʪ࣮ݱイϝーδʫ

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

ిࡦͷల։ 第 �節

令和元年版　情報通信白書　第2部 331



ۭؒૹܕϫΠϠϨεిྗૹγεςϜͷٕज़త݅�
空間伝送型ワイϠϨス電力伝送システムは、電波の送受信により電力を伝送するシステムであり、有線で接続す

ることなく、情報通信機器等へのॆ電やڅ電が可能であることから、工場内で利用されるセンサー機器等へのڅ
電、オフィスにおけるマルチメディア機器等のॆ電など、෯広い分野での利用が期待されており、現在、それらの
実用化に向けて国内外で実験・開発が進められている。

空間伝送型ワイϠϨス電力伝送システムは、طに実用化されているコイルを介した࣓ք結合型ワイϠϨス電力伝
送システムや電ۃを介した電ք結合型ワイϠϨス電力伝送システムとҟなり、空中線を用いて空間へҙ図的に電波
を発ࣹすることで電力を伝送するという性格を有している。このため、2018年（平成30年）8月に公表された

「電波有効利用成戦略࠙ஊ会」の報告書において、「空間伝送型ワイϠϨス電力伝送システム」の実用化に係る制
度整備に当たっては、基本的には、無線設備として規律していくことがద当とߟえられるとの提言がなされた。

これを受け、「空間伝送型ワイϠϨス電力伝送システムの技術的݅」について2018年（平成30年）12月12
日に情報通信৹議会へࢾを行い、情報通信৹議会情報通信技術分Պ会上無線通信ҕ員会に設置された空間伝送
型ワイϠϨス電力伝送システム作業൝＊�において、従来の無線システムと同様に、他の無線システムとの周波数
共用や電波の安全性について検討を開始した。検討に当たり、導入をرする空間伝送型ワイϠϨス電力伝送シス
テムの݅（送受信ڑ、利用周波数、空中線電力等）について2019年（平成31年）1月に一ൠに広くื集を
行った。その結果及び制度化の時期等を踏まえ、工場等の内での利用を想定した920M)[帯、2�4G)[帯及び
5�7G)[帯を利用したシステムの導入について、2019年（令和元年）末を途に共用が可能な技術的݅につい
て申を受けるべく検討を行っている。なお、外利用や大電力化等の可能性の検討については、用化の時期や
実用化の取組状況等を総合的にצҊして判断することとしている。

� ిར༻ڥͷඋ

ੜମి࣓ڥରࡦͷਪਐ�
総務省では、安全かつ安心して電波を利用できる環境を整備するための取組を推進している。電波の人体へのӨ

に関しては、電波防護指針＊9をもとに、電波法令により電波の強さ等に関する安全基準を定めており、その内ڹ
容は国際的なガイドラインとの同等性が担保されているとともに、電波の安全性に関する年の調査結果＊10が
өされている。これまでの調査・研究では、この安全基準を下ճるϨベルの電波と݈߁へのӨڹとのҼ果関係は確
認されていない。

、の取り組みとしては、2019年（令和元年）9月からプϨサービスの開始が༧定されている5Gをはじめۙ࠷
6G)[ を超える周波数帯の電波を利用する無線設備が人体のۙくで使用されることが想定されている状況を踏ま
え、情報通信৹議会で「高周波ྖ域における電波防護指針の在り方」及び「携帯電話端末等の電力密度のଌ定方法
等」について৹議がなされ、2018年（平成30年）9月と12月に、それͧれ申がなされた。

6G)[を超える周波数の電波については、人体のൽෘでٵ収される向が強くなることから、6G)[を超える周
波数帯で人体のۙくで使用される無線設備については、人体内部にٵ収される比ٵ収率（SAR）＊11ではなく、入
ࣹ電力密度＊12による指針がద用されることとなった。

これらの情報通信৹議会の申を踏まえ、2019年（令和元年）5月に無線設備規ଇ（ত和25年電波理ҕ員会
規ଇ第18号）等が改ਖ਼されている。

電波の利用がよりۙになる中、今後も電波の安全性に関するՊֶ的な検証をੵみ重Ͷるとともに、電波の安全
性を分かりやすく情報提供する＊13ことが重要である。

＊�	 ۭؒૹܕϫイϠϨスిྗૹシステムۀ࡞൝：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/poMicyreports/joho_tsusin/idou/C_wpt_wg.htmM
＊9	 ిࢦޢ:	http://www.teMe.soumu.go.jp/j/sys/eMe/medicaM/protect/
＊10	૯লにおけるిの҆શ性にؔ͢るڀݚ:	http://www.teMe.soumu.go.jp/j/sys/eMe/seitai/indeY.htm
＊11	「ൺٵऩʢ4"3：4pecipc	"Csorption	3ateʣ」と、ੜମ͕ి࣓քに͞Β͞Εる͜とにΑっͯ୯Ґ࣭ྔの৫に୯Ґؒ࣌にٵऩ͞ΕるΤωϧ

ΪʔྔΛ͍͏ɻ
＊12	「ೖࣹిྗີ」と、ి࣓ൖのํ向にਨͳ୯Ґ໘ੵたΓの௨աిྗΛ͍͏ɻ
＊13	۩ମతに、આ໌会の։࠵φϏμイϠϧのઃஔ、ύンフϨοτ࡞等Λ࣮ࢪ：http://www.teMe.soumu.go.jp/j/sys/eMe/indeY.htm
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総務省では、2018年（平成30年）1月の「生体電࣓環境に関する検討会」報告書及び2018年（平成30年）6
月の「生体電࣓環境に関する研究戦略検討会」第一次報告を踏まえ、2019年度（令和元年度）から、電波ばく࿐
Ϩベルモニタリングデータの取得・ੵ・活用や、新しい無線通信等によるখࣇへのӨڹに関するӸֶ研究等の新
しい研究を実施することとしている。これらの研究を通じて、今後、指針の評価・検証や国際ガイドラインの改定
等にөしていく༧定である。

医療機器へのӨڹについては、総務省は「電波の医療機器等へのӨڹに関する調査＊14」をຖ年行っており、
2018年度（平成30年度）は、携帯電話端末や無線LAN、無線電力伝送装置からの電波の২ࠐみ型医療機器及び
在医療機器等へのӨڹについて調査を行った。今後、当֘調査内容をਫ਼査し、必要に応じ「各種電波利用機器の
電波が২ࠐみ型医療機器等へ及΅すӨڹを防止するための指針」にөさせる༧定である。

さらに、医療機関におけるదਖ਼な電波環境の確保に
ついて、医療機関における電波利用の拡大にい無線
利用に関するトラブルが૿加していることを受け、
2017年（平成29年）から各地域の医療機関における
電波利用推進地域協議会（事務局ɿ各総合通信局等）
を設置し、医療機関における安全な電波利用推進のた
めの周知・啓発活動を行っている。また、「電波環境協
議会」と連携し、医療機関において電波管理を担う人
材の育成支援（e�MeBSOJOH教材等の作成）や電波管理
の観点からのපӃݐ築のガイドラインの作成支援等の
活動を行っている。

さらに、関連した取組として、2017年度（平成29
年度）から「無線システム普及支援事業費等補助ۚ」
による電波遮へい対策の対象として医療施設を加え、
医療機関において携帯電話が安心安全に利用できる環
境の整備を実施している（ਤද�������）。

ి࣓োରࡦͷਪਐ�
各種電気・電子機器等の普及にい、これらの各種機器・設備から発せられる不要電波から無線利用をकる対策

が重要となっている。情報通信৹議会情報通信技術分Պ会に設置された「電波利用環境ҕ員会＊15」において電࣓
ো害対策に関する調査・検討を行い、国際無線ো害ಛ別ҕ員会（CISPRɿCoNJUÉ IOUeSOBUJoOBM SQÉDJBM EeT 
PeSUVSCBUJoOT RBEJoÉMeDUSJRVeT）における国際規格の৹議にد༩している。総務省は情報通信৹議会の申を
受けて、国内における規格化の推進等を通じて、不要電波による無線設備への害のഉআや電気・電子機器へのো
害の防止等を図っている。

CISPRに関する国際的な活動として、電気自動ं（&7）、マルチメディア機器及びՈ電等で使用するワイϠϨ
ス電力伝送システムに関する国際規格の検討が本格化している中で、電気自動ं用ワイϠϨス電力ૹシステムか
ら発せられる࿙えい電波が、طଘの無線局等にࠞ信を༩えないようにするための技術の検討をզが国が主体となっ
てਫ਼力的に行っているところである。

CISPRに関する国内の活動として、マルチメディア機器がҙ図された動作をするために、本来備えるべきイミュ
ニティϨベルの国際規格であるCISPR35の国内規格化について検討を進め、情報通信৹議会から「国際無線ো害
ಛ別ҕ員会（CISPR）のॾ規格について」のうち「マルチメディア機器の電࣓྆立性 ʵイミュニティ要ٻ事߲ʵ」
について2018年（平成30年）12月12日に一部申を受けた。

また、ۙ年、広帯域の電力線ൖ送通信設備（PLCɿPoXeS LJOe CoNNVOJDBUJoO）＊16を、ワイϠϨス通信が困
難な工場内でのセンサー情報収集等へ利用するための技術開発や実験が進み、導入要がでてきたことから、

ਤද������� ҩྍؔػʹ͓͚Δిः͍ۀࣄの
スΩーϜਤ

̖

̗

交局

$

$
̗ ̗$

Ұൠࣾஂ๏ਓ等
��2

ҩྍؔػ
���

国
���

˞ҩྍؔػのܦӦঢ়گやઃஔओ体にΑͬて
　国Ҏ֎のෛ୲ׂ߹͜のݶりでない。

ʲҩྍࢪઃ˞ʳ

イϝーδਤʢҩྍࢪઃの߹ʣ

Ξンテφ
地局ج

ి͕ःへい

ແઢઃඋ
ઃඋݯి

＊14	ిの২ࠐΈܕҩྍثػ等のӨڹのௐࠪڀݚ:	http://www.teMe.soumu.go.jp/j/sys/eMe/seitai/chis/indeY.htm
＊15	ి利用ڥҕһ会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/poMicyreports/joho_tsusin/denpa_kankyou/indeY.htmM
ݧଳҬిྗ線ൖૹ௨৴ઃඋ：ిྗ線Λ用͍ͯ௨৴͢るシステムͰ、Ոఉ-"/等Ͱ利用͞Ε͍ͯるɻ·た、֎における࣮ূΛؚΉ࣮	16＊

ฏ16に੍化͞Ε、ࡏݱ·Ͱにଟ͘の࣮͞ࢪ࣮͕ݧΕ͍ͯるɻ
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2017年（平成29年）10月より電波利用環境ҕ員会に設置された高速電力線ൖ送通信設備作業൝において、広帯
域PLCの工場内の三૬ࡾ線での利用、ધഫでの利用、ਫ中での利用等について、無線システムとの共ଘを図るた
めの技術的݅の検討を行っている。

ిͷࠞ৴ɾͷ༧�
電波利用が拡大する中で、ࠞ信・害をഉআしྑな電波利用環境をҡ持していくことはますます重要な課題と

なってきている。このため、総務省では電波のࢹ、ࠞ信・害のഉআに加え、それらのݪҼとなり得る機器への
対応も強化している。＊17

ۙ年、携帯電話の急速な普及や電波ࢹの強化などにより、過去に社会題となった不法三ѱとݺばれる無線局
（不法市民ラジオ、不法パーソナル無線及び不法アマチュア無線）による重要無線通信等へのࠞ信・害が減গす
る一方で、インターネットの通信ൢച等で容易に手に入る電波法の技術基準にద合していない無線機器等による無
線通信へのࠞ信・害が大きな課題となっている。

このような課題への対策として、総務省では、周知啓発活動等によるະવ防止を図るほか、2013年度（平成25
年度）からは「無線設備ࢼങテスト」の取組として、ൢചされている無線設備を市場からߪ入して、電波の強さが
電波法に定める基準にద合しているかどうかのଌ定を行い、その結果を一ൠ消費者の保護のための情報提供として
ຖ年公表＊1�している。この取組は、一ൠ消費者が基準にద合していない無線設備をߪ入・使用して電波法ҧ

（無線局の不法開設）となることや他の無線局にࠞ信・害を༩えることをະવに防止することを的としている。
また、当֘設備の造業者、ൢച業者又は༌入業者に対しては、電波法で定める技術基準のద合への改善等を要請
している。

なお、無線局が他の無線局の運用をஶしく્害するようなࠞ信・害を༩えた場合には、造業者、ൢച業者又
は༌出業者に対して報告を収し、その事態をআ去するために必要なા置をとることについてק告・公表を行うこ
とが制度上できるが、ۙ年の無線設備の造・流通実態の変化に対応して、この制度の実効性を高めるため、
2015年度（平成27年度）に電波法が改ਖ਼された。これにより、2016年度（平成28年度）から、電波法で定め
る技術基準にద合しない無線設備を造、༌入又はൢചすることがないよう力ٛ務が規定されたほか、ק告に従
わない者に対するા置に関する໋令制度が導入されている。

＊17	૯লి利用ϗʔムϖʔδɹిࢹの֓ཁ：http://www.teMe.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/indeY.htm
＊1�	ແ線ઃඋࢼങテスτの݁Ռ：http://www.teMe.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/iMMegaM/resuMt/
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1 ์ૹίϯςϯπྲྀ௨ͷଅਐ

์ૹίϯςϯπͷւ֎ల։�
放送コンテンπのւ外展開は、訪日観ޫ٬の૿加や地域産のൢ࿏拡大といった経ࡁ波及効果が見ࠐまれ、また

ソフトパワーを通じた日本に対するイメージ向上にもد༩し、外交的な観点からもۃめて重要である。総務省で
は、放送コンテンπのւ外展開をサポートする民連携のԣ断的組৫である「一ൠ社団法人放送コンテンπւ外展
開促進機構（B

ビージェイ
&AJ＊1）」や関係省庁等とも連携しながら、日本とւ外の放送事業者等が、日本のັ力を発信する

放送コンテンπを共同制作し、ւ外で放送する取組を継続的に支援している。また、2018年（平成30年）10月
のMIPCOM（国・カンψ）、同年12月のAT'（シンガポール）、2019年（平成31年）1月のNATP&（ถ国・
マイアミ）、同年3月の߳ߓフィルマート（߳ߓ）のコンテンπ国際見本市において、放送事業者のブース出展支
援を行ったほか、ւ外バイϠーとのネットワーキング作りのためのイベントを開催した。

放送コンテンπのւ外展開については、「2018年度までに放送コンテンπ関連ւ外市場ച上高を2010年度の約
3ഒ（約200ԯ円）に૿加させる」ことを標としていたが、2015年度（平成27年度）において、これを達成し
たことを受け、「2020年度までに放送コンテンπ関連ւ外ച上高を500ԯ円に૿加させる」ことを新たな標に
かか͛、取組を一層強化している（ਤද�������）。

์ૹίϯςϯπͷ࡞ŋྲྀ௨ͷଅਐ�
2016年（平成28年）10月、総務省は、①ブロードバンドを活用した放送サービスの高度化の方向性、②放送

サービスの高度化を支える放送・通信インフラの在り方、③放送コンテンπのదਖ਼かつ円滑な作・流通の確保方
策等について総合的な検討を行うため、情報通信৹議会に「ࢹௌ環境の変化に対応した放送コンテンπの作・流
通の促進方策の在り方」をࢾした。これを受けて、主に①放送コンテンπの流通を支える配信システム及びネッ

ਤද������� ์ૹίϯςϯπのւ֎ల։のଅਐ

ւ֎ల։の֦େ・
ࣗԽのͨΊのڥඋ

・ւ֎ࢢ・χーζのਂ۷り
・国ڞࡍಉ੍࡞やւ֎への
ചりࠐみ͕で͖るਓࡐの
ҭ成　等

์送
์ૹऀۀࣄ

൪
ձࣾ࡞੍

連ؔࡁܦମ࣏ࣗ
ஂମ

ۀ࢈
ؔ連ۀ࢈

ۀ・৯

ޫ؍

தখۀا・
খن事ۀ者の
ٕज़・αーϏス

ຊ文Խ・
ຊޠの普及

ʪ概要ʫ
　์送ίンテンπを੍࡞する民ؒ事ۀ者等と、ۀޫ؍、地ۀ࢈、自治体等のؔ者͕෯くྗڠし、インόンυ・Ξ
τόンυの֦େや地方生等にࢿする์送ίンテンπを੍࡞、ൃ信するととに、͜れと連ಈするϓϩδΣΫτをҰ
体తに展開するऔの支援等を͏ߦ。

ฏ成�0年度ୈೋิ࣍ਖ਼予算ɿ
　　　์送ίンテンπのւ֎展開にΑるզ͕国ۀ࢈の国ڝࡍ૪ྗ強Խ及ͼ地域ࡁܦ活ੑԽ支援事ۀ　����ԯ円
令和元年度ॳ予算ɿ
　　　์送ίンテンπւ֎展開強Խ事2�0　ۀԯ円

ଞ・
ଞۀ࢈との

連携

์ૹίϯςϯπͱ
ଞのۀछ・ͱ͕
連ಈしͨऔ

国ڞࡍಉ੍࡞
・ൃ信

์送に連ಈした
औ

連ಈ

ձの商・ؗެ֎ࡏ
活用

連ಈイϕンτ�
ϓϩϞーシϣン

ؔ連商の
ൢച

զ͕ۀ࢈ࠃのڝࡍࠃ૪ྗڧԽ�Ҭࡁܦの活性Խ
ྛਫ࢈の
ւ֎ൢ࿏։

༏Εٕͨज़・サービスΛͭ࣋
தখۀا・খنऀۀࣄのւ֎ల։

Ҭの
धཁの૿Ճޫ؍

＊1	 #&"+：#roadcast	1rogram	&Yport	"ssociation	of	+apanʢhttp://Ceaj.jpʣ
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トワークの在り方、並びに②放送コンテンπのదਖ਼かつ円滑な作・流通の確保について検討が進められ、2017
年（平成29年）7月に中間申がとりまとめられた。2018年（平成30年）8月、主に中間申以降の動向及び取
組状況等を踏まえ、放送サービスの高度化の実現に向けた課題を整理するとともに、今後取り組Ήべき事߲につい
て、࠷ऴ申＊2がとりまとめられた。

ア　์ૹίϯテϯπのྲྀ௨Λ͑ࢧる৴システムٴͼネットワークのࡏΓ方
ऴ申における「今後取り組Ήべき事߲」として、モバイル端末・PC向け同時配信については、ネット同時࠷

配信を行うために必要な配信システム機能の共通化の検討を進め、ネット同時配信を継続的に実施しやすい環境を
整備すること、スマートテϨビ向け4,コンテンπの配信については、円滑な4,同時配信の提供に必要な技術
様の策定や人材育成支援等を行えるよう支援すること、ࢹௌデータの利活用については、地方自治体のオープン
データ等の連携によるࢹௌ者にۙな課題解ܾモデルの構築など、地域経ࡁや地域社会に利用・ؐ元できる組み
を支援すること等が示された。

また、規制改革実施計画（2018年（平成30年）6月15日閣議ܾ定）においても、新たな配信基盤の構築に向
けて、技術の実証を行うこととされた。

これらを受け、総務省では、2018年度（平成30年度）に、放送コンテンπの配信を通じた災害情報等の提供
の在り方に関する実証事業、ネット同時配信に係る配信システム機能に関する実証事業、ブロードバンドを活用し
た地域放送サービスの展開方策に関する実証事業等を行い、それらの技術、運用໘の課題及び有効な方策Ҋをとり
まとめた。

イ　์ૹίϯテϯπのదਖ਼͔ͭԁな࡞ɾྲྀ௨の֬อ
放送コンテンπのదਖ਼な作取Ҿの推進については、「放送コンテンπの作取Ҿదਖ਼化に関するガイドライン」

（以下、「ガイドライン」という。）の周知・啓発の徹底、取Ҿ実態の調査の実施、ガイドラインの見し、外部有
ࣝ者から構成される新たな推進体制の整備等が必要であるとされ、放送事業者による同時配信に関するݖ利処理に
ついては、放送事業者のビジネスモデルの具体૾が明確となった段֊において、ݖ利処理方法の形成に向けた取組
を継続して行うことが重要であり、継続的な検討に向けた体制を整備することが必要とされた。

また、規制改革実施計画においても、作取Ҿについて、実態調査やガイドラインの見し等に取り組Ήととも
に、中立性・信པ性を有するコンプライアンス向上の体制整備の必要性を検討することなどとされたほか、ݖ利処
理については、放送コンテンπの流通インフラ整備の必要性や課題を整理するとともに、同時配信に係るஶ作ݖ等
処理の円滑化のための所要の課題解ܾを行うこととされた。

これらを受け、総務省では、作取Ҿに関して、2018年（平成30年）6月から同年11月にかけてώアリング
による実態調査を実施し、同年10月に有ࣝ者等で構成される「放送コンテンπのదਖ਼な作取Ҿの推進に関する
検証・検討会議」（࠲ɿसాਖ਼೭ 立教大ֶ名༪教त）を開催している。同年12月には同会議において点整理
が行われ、ガイドラインの見し、研修会等におけるガイドラインの周知・啓発の強化、推進協議会＊3の自主行
動計画の改定等に向けて取り組Ήこととされた。

同時配信に係るݖ利処理に関しては、2018年（平成30年）12月から、有ࣝ者等で構成される「ネット同時配
信に係るݖ利処理に関するษ強会」を開催し、ক来、զが国においてネット同時配信が本格化した場合に備え、円
滑なݖ利処理の実現に向けて必要な対応策の検討等を進めている。

2 ์ૹαʔϏεͷߴԽ

�,ɾ�,ͷਪਐʹ͍ͭͯ�
ア　�,ɾ�,ͱ

現在、放送サービスの高度化の一環として、4,・8,放送を推進している。4,は現行のハイビジョンに比べて

＊2	 ऴ࠷ୈ24߸ʣにؔ͢るใ௨৴৹ٞ会͔Βのࢾʢฏ2�「Γํࡏɾྲྀ௨のଅਐํ策の࡞のม化にରԠ͠た์ૹίンテンπのڥௌࢹ」
ਃ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu04_02000093.htmM

＊3	 ์ૹۀࣄ者ٴͼ൪࡞会社のۀքஂମ等にΑΓߏ͢る「์ૹίンテンπదਖ਼औҾਪਐٞڠ会」ʢ2017ʢฏ29ʣ6݄ઃ立ʣ
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4ഒの画素数、8,は16ഒの画素数を有しており、4,・8,放送により、ࢹௌ者の方に超高ਫ਼ࡉで立体ײとྟ場ײ
あるө૾をָしΉことが可能となる。さらに、ً度の表現を拡大する)%R（)JHI %ZOBNJD RBOHe JNBHJOH）
という技術を取り入れることにより、いわΏるനඈびやࠇつぶれしていたً度ࠩのܹしいシーンでも大෯に自વな
表現が可能となる。日本においては、2018年（平成30年）12月からBS・東経110度CSにおける4,・8,実用
放送である「新4,8,衛星放送」が開始された。Ԥถ、アジア等のॾ外国においても%IR&CT7（ถ）やSLZ 6,

（ӳ）といった衛星放送事業者やNeUqJY（ถ）などネット配信サービス事業者が4,サービスへの取組を進めてお
り、コンテンπの高ਫ਼ࡉ化がੈքのை流となっている。こうした状況を踏まえ、政府のみならͣ、放送事業者、受
信機メーカー、ൢചళ及びその他関係組৫・団体がそれͧれの強みを活かして連携しながら4,・8,の推進に取り
組んでいる。

イ　�,ɾ�,์ૹにؔ͢るऔ
ʢΞʣ૯লʹΑΔऔ

総務省においては、2014年（平成26年）2月から「4,・8,ロードマップに関するフォローアップ会合」を開
催し、同年9月には中間報告を公表した。その後、4,については、実用放送等の開始やコンテンπ制作の進展な
ど同報告にԊった取組をண実に推進してきた。さらに、2015年（平成27年）7月に取りまとめられた第二次中間
報告においては、4,・8,のক来を展し、その対象期間を2025年（令和7年）頃までԆすること等を内容と
する「4,・8,推進のためのロードマップ」の改定を行った（ਤද�������）。

総務省では、ロードマップにԊって、新4,8,衛星放送の開始に向け、2016年度（平成28年度）に放送事業
者認定等のための制度整備を実施し、2017年（平成29年）1月、BS・東経110度CSにおいて、N),、民放キー
局系5社を含Ή11社19൪組の認定を行った（ਤද�������）。また、衛星放送用受信設備や4,・8,放送の൪組
中継装置にかかる技術的݅の検討や伝送࿏のޫ化の支援のための補助制度を創設した。

ਤද������� �,・�,ਪਐのͨΊのϩーυϚοϓ

ଓ　ܧ

�,・�,

Ӵ
ɹ

#4
ʢӈટʣ

#4
ʢࠨટʣ

��0度C4
ʢࠨટʣ
�2���2�度

C4

έーϒϧ
テϨϏ

I1T7
等

地σδ等

�,

20��年 20��年 20��年 20��年 20��年 2020年 202�年ࠒ

送์ݧࢼ,�

�,・�,
送์ݧࢼ

�,・�,
࣮用์送

�,࣮用์送

�,࣮用์送�,์ݧࢼ送

�,に向͚た࣮ݧతऔ

�,に向͚た࣮ݧతऔ

ʢ#4��DIʣ

�,࣮用์送

�,࣮用์送

�,࣮用์送

送์ݧࢼ,�

�,�70%
τライΞϧ

送์ݧࢼ,�

の2,์送ߦݱ

�,70%
࣮用αーϏス

˞τラϙンʜτランスϙンμ。ਓӴにࡌ
　　　　　　͞れ、信߸の送受信を͏ߦதثܧ。

ʢ#4��DIをؚめ、2τラϙンをࢦすʣ
τラϙンの
Ճׂ

τラϙンの
Ճׂ

・2020年౦ژオϦン
ϐοΫ・パラϦンϐο
Ϋٕڝେձのଟくの
த͕ܧ�,・�,で์送
͞れている。

・全国各地に͓͚るパϒ
ϦοΫϏϡーインάに
Αり、2020年౦ژオ
ϦンϐοΫ・パラϦン
ϐοΫٕڝେձのײಈ
͕ձのみでなく全国
でڞ༗͞れている。

・�,・�,์ 送 ͕ 普 及
し、ଟくのࢹௌ者͕ࢢ
ൢのテϨϏで�,・�,
൪をָしΜでいる。

ʪࢦす࢟ʫ

ʪイϝーδʫ
・�,及ͼ�,࣮用์
送のための送࿏
としてҐஔ付͚Β
れた#4ࠨટ及ͼ
��0度C4ࠨ ટ に
͓いてଟ༷な࣮用
์送࣮ݱ・ӈટの
受信ڥとಉఔ度に
のڥટの受信ࠨ
උ͕進ḿ

�,・�,のීج͚ͨʹٴຊతなํ͑ߟʙ �,・�,・�,のؔ
　　৽たに高ਫ਼ࡉ・高ػな์送αーϏスをٻめない者にରして、そ͏したثػの買い͑などのෛ୲を強いる͜とආ͚るඞ要͕ある
　　高ਫ਼ࡉ・高ػな์送αーϏスをແཧなくஈ֊తにಋೖする͜ととし、そのࢹ͕,�・,�・,2、ޙௌ者のχーζにԠ͡てซଘする͜とをલఏし、ແཧの
ないܗで円な普及をਤる͜と͕ద

ʢ注�ʣέーϒϧテϨϏ事ۀ者͕I1方ࣜで์͏ߦ送ʮέーϒϧテϨϏʯにྨする͜ととする。
ʢ注2ʣʮέーϒϧテϨϏʯҎ֎の༗ઢҰൠ์送ʮI1T7等ʯにྨする͜ととする。
ʢ注�ʣ#4ӈટでの�,࣮用์送について、�,及ͼ�,์ݧࢼ送に用する�τランスϙンμʢ#4��DIʣをؚめ20��年࣌にׂてՄなτランスϙンμにΑり࣮ࢪする。͜の

用Մなτランスϙンμを͑るτランスϙンμ͕ඞ要となる߹に、#4��DIをؚめ2τランスϙンμを、͑·等を౿رೖࢀ、ज़進展ٕ、گ用ঢ়प、ࡍ
。ฤにΑり�,࣮用์送のׂてにඞ要なτランスϙンμを確保する࠶して֦ுし、#4ӈટのଳ域ࢦ

ʢ注�ʣ#4ࠨટ及ͼ��0度C4ࠨટについて、そのI'にΑるطଘແઢ局とのׯবについての検証ঢ়گ、ٕज़進展、ࢀೖر等を౿·͑、20��年ຢ2020年のそれͧれの࣌に͓
いてׂてՄなτランスϙンμにΑり、�,及ͼ�,࣮用์送を࣮ࢪする。

ʢ注�ʣ2020年ࠒの#4ࠨટに͓͚る�,及ͼ�,࣮用์送֦ॆの͏ͪ�,࣮用์送֦ॆについて、受信ػの普及、ٕज़進展、ࢀೖر等を౿·͑、検౼する。
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ʢΠʣऀۀࣄʹΑΔऔ
これまでに、ロードマップにԊって、2015年（平成27年）からCS（通信衛星を利用した一部のCS放送）や

ケーブルテϨビ等において4,実用放送が開始された。ಛに、ケーブルテϨビにおいては、同年5月に、4,�7O%
（7JEeo OO %eNBOE）の実用サービスが、同年12月に4,実用放送である「ケーブル4,」が開始されている。
この「ケーブル4,」は、ケーブルテϨビ業ք初の「全国౷一ฤ成による4,放送」のコミュニティチϟンネルで
あり、当初39社のサービス提供から始まり、2018年（平成30年）4月1日時点では82社が提供中であり、ক来
的には計140社以上のケーブルテϨビ局がサービスを開始する༧定である。

また、BSにおいては、2016年（平成28年）から4,・8,ࢼ験放送が開始され、ಛに8,ࢼ験放送はੈք初の
みとして実施された（2018年（平成30年）7月放送ऴྃ）。2017年（平成29年）4月には、զが国初の東経ࢼ
110度CSࠨટ波＊4による4,ࢼ験放送が開始された（2018年（平成30年）10月放送ऴྃ）。

そして、4,・8,実用放送の円滑な開始に向け、2017年（平成29年）4月には、総務省と放送業ք、機器造
業ք及びՈ電ൢച業ք等の関係団体・事業者が連携し周知・広報等を推進する「4,・8,放送推進連絡協議会」を
立ち上͛、同年11月の第3ճ連絡協議会において「4,・8,放送に関する周知・広報計画（アクションプラン）」
を取りまとめ公表した。その具体的な取組の一環として、同年12月1日には、「新4,8,衛星放送開始1年લセϨ
モニー」が開催され、サービス名শやロΰの発表を行うなど、メディアを通じた周知・広報活動を行った。そし
て、2018年（平成30年）12月には、「新4,8,衛星放送開始セϨモニー」が開催され、新4,8,衛星放送が9者
17チϟンネルで開始された。

なお、4,（対応）テϨビについては、2019年（平成31年）2月期の出ՙ台数は約17�9ສ台、2月期のテϨビ
出ՙ台数にめる割合は51�4ˋとなっている。また、同期の4,（対応）テϨビの出ՙֹۚは256ԯ円で、テϨビ
全体の出ՙֹۚ332ԯ円にめる割合は77�3ˋとなっている＊5。

また、新4,8,衛星放送では、現行の方ࣜとはҟなる新しい伝送方ࣜが࠾用されており、ࢹௌするためには当֘

ਤද������� ৽�,�,Ӵ์ૹΛ行͏ऀۀࣄ

#4ӈટ

/P ೝఆΛड͚ͨࣾ νϟϯωϧ໊ प ์ૹ։࢝ʢ༧ఆʣ ൪のछผ
� ʢגʣϏーΤスே #4ே�, �DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成
2 ʢגʣ#4テϨϏ౦ژ #4テϨ౦�, �DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成
� ʢגʣ#4ຊ #4テϨ�, �DI 令和元年�݄� ૯߹ฤ成
� ຊ์送ڠձ　˞�, /),�#4�, ��DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成
� ʢגʣ#4�T#4 #4�T#4��, ��DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成
� ʢגʣϏーΤスϑδ #4ϑδ�, ��DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成

ટࠨ#4 ˞৽�,�,Ӵ์送の開࢝に向͚て、৽たに開์したి

/P ೝఆΛड͚ͨࣾ νϟϯωϧ໊ प ์ૹ։࢝ʢ༧ఆʣ ൪のछผ
� 4Cαテライτ์送ʢגʣ シϣοϓνϟンωϧ�, �DI ฏ成�0年�2݄� シϣοϐンά൪
2 ʢגʣ27Cαテライτ �,�27C �DI ฏ成�0年�2݄� シϣοϐンά൪
� ʢגʣ౦৽ࣾϝσΟΞαーϏス β・シωϚ�, �DI ฏ成�0年�2݄� өը
� ʢגʣ80808 80808 �2DI 令和2年�2݄� ૯߹ָޘ
� ຊ์送ڠձ　˞�, /),�#4�, ��DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ฤ成

���$4ʢ࣮༻์ૹʣ ˞৽�,�,Ӵ์送の開࢝に向͚て、৽たに開์したి

/P ೝఆΛड͚ͨࣾ νϟϯωϧ໊ प ์ૹ։࢝ ൪のछผ
�

ʢגʣスΧパー・Τンλーテイϝンτ

+�4103T4��ʢ�,ʣ �DI ฏ成�0年�2݄� スϙーπ
2 +�4103T4�2ʢ�,ʣ �DI ฏ成�0年�2݄� スϙーπ
� +�4103T4��ʢ�,ʣ ��DI ฏ成�0年�2݄� スϙーπ
� +�4103T4��ʢ�,ʣ ��DI ฏ成�0年�2݄� スϙーπ
� スλーνϟンωϧ��, ��DI ฏ成�0年�2݄� өը
� スΧνϟン���, ��DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ָޘ
� スΧνϟン2��, 2�DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ָޘ
� ຊөըʴ࣌ܶ��, 2�DI ฏ成�0年�2݄� ૯߹ָޘ

＊4	 ౦110ܦ$4ࠨટ：౦110ܦ$4のࠨટԁภのτランスϙンμʢૹ৴ػʣΑΓൃࣹ͞Εるిʢपʣ
＊5	 出య：ʢҰ社ʣి子ใٕज़ڠۀ࢈会ɹ౷ܭ
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方ࣜの受信が可能な対応受信機（チューナー）等が必要である。さらに、従来のӈટ円ภ波＊6の電波に加え、ࠨ
ટ円ภ波の電波が用いられることから、受信アンテナの交換が必要になる場合もあり、新4,8,衛星放送をࢹௌす
るために必要な対応等について消費者をはじめ多くの方々にわかり易くஸೡに伝えることがҾき続き重要である。

東京オリンピック・パラリンピックڝ技大会が開催される2020年（令和2年）には、全国の多くの方々に
4,・8,の༂動ײとഭ力のあるө૾をָしんでいたͩけるよう、今後も、総務省や関係団体・事業者が連携し、そ
のັ力やࢹௌ方法等に関する周知・広報等に取り組んでいく。
ʢʣ্์ૹͷߴԽʹ͚ͨऔ

多くの放送メディアにおいて4,・8,放送が開始される中、地上テϨビジョン放送についてはロードマップにお
いて現行の2,放送が「継続」となっており、「4,・8,の実現には技術やコスト等の解ܾすべき課題は多い」、「よ
り効率的な伝送を実現すべく、速やかに総合的な研究開発の取組を進め」などとされている。

このため、総務省では4,や8,といった超高ਫ਼ࡉ度放送など、地上テϨビジョン放送の高度化を実現する上で
必要になる要素技術の確立に向けて様々な研究開発に取り組んでおり、2019年（平成31年）2～3月には、東京
地区及び名ݹ地区において地上波による4,・8,伝送実験を実施した。

2019年度（令和元年度）からは、これまでの地上テϨビジョン放送の高度化に関する研究開発成果を踏まえ、
ٕज़ج४ࡦఆʹ͚ͨऔʢ放送用周波数を有効活用する技術方策に関する調査検討）にண手している。

έʔϒϧςϨϏ�
地上波テϨビ放送の難ࢹௌ区域の解消を当初の的として生したケーブルテϨビは、自主放送（コミュニティ

チϟンネル等）や多チϟンネル放送など、放送サービスの高度化と合わせてサービスのॆ実を図ってきた。さらに
は、各Ոఉまでෑ設したケーブルを活かして電気通信サービスであるインターネット接続サービスやݻ定電話サー
ビスを展開し、放送サービスと合わせ、いわΏる「トリプルプϨイ」サービスを提供している。さらに、ۙ年は
M7NOサービスや地域BWAサービスといった無線による移動通信サービスを展開するなど、ケーブルテϨビは、
時代の変化に対応しながら地域の総合的な情報通信メディアとして成を遂͛ている。

総務省では、4,・8,や動画配信サービスの普及などケーブルテϨビを取りרく環境がۙ年大きく変化している
中、地域にدりఴうメディアであるケーブルテϨビが、今後もその公共的役割を果たすことが出来るよう、ケーブル
テϨビのক来૾を検討することを的として、2016年（平成28年）11月より「放送を८るॾ課題に関する検討会ɹ
地域における情報流通の確保等に関する分Պ会」の下に「ケーブルテϨビワーキンググループ」を開催し、2017年

（平成29年）5月にワーキンググループでの検討結果を報告書（「ケーブルビジョン2020�」）として取りまとめた。
報告書では、公共的なメディアであるケーブルテϨビが災害時の情報伝達手段としての役割や2018年（平成

30年）12月開始の「新4,8,衛星放送」を普及させる役割を果たすためにも、ケーブルテϨビネットワークのޫ
化（'TT)化）を進め、その強㔸化・高度化を図る必要があるとまとめている。総務省では、ケーブルテϨビネッ
トワークの災害性を高めるとともに、4,・8,の送受信環境を確保することを的として、ケーブルテϨビネッ
トワークのޫ化に対する補助（ケーブルテϨビネットワークޫ化促進事業、ケーブルテϨビ事業者のޫケーブル化
に関する緊急対策事業）を実施している（ਤද�������）。また、Ҿき続き有線・無線、放送・通信にまたがるサー
ビスを提供していくため、ケーブルテϨビ事業者が૬ޓの連携を深めるとともに、IoTサービスやスマートシティ
等の新たなサービスにも取り組んでいくべきであるとしており、今後の更なる取組の深化が期待される。

また、大容量の4,・8,コンテンπをケーブルテϨビにおいて伝送するための制度的検討も行っている。総務省
は、ケーブルテϨビがインターネットプロトコル（IP）を活用して、放送と通信のトラώックを効率的かつ安定
的に伝送できるよう、IPマルチキϟスト方ࣜを用いた放送のあり方等について検討することを的に、2017年

（平成29年）11月から「4,・8,時代に向けたケーブルテϨビのө૾配信の在り方に関する研究会＊7」を開催し、
2018年（平成30年）6月に࠷ऴ報告書＊�が取りまとめられ、情報通信৹議会情報通信技術分Պ会放送システムҕ
員会において一部申が示され、有線一ൠ放送の質に関する技術基準を定める省令（平成23年総務省令第95

＊6	 ӈટԁภɾࠨટԁภ：ిのਐํߦ向にରͯ͠ภ໘͕ӈճΓにճస͍ͯ͠るిΛӈટԁภ、ࠨճΓにճస͍ͯ͠るిΛࠨટԁภ
と͍͏ɻ

＊7	 4,ɾ�,࣌に向けたέʔϒϧテϨϏのө૾৴のࡏΓํにؔ͢るڀݚ会：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/4k�k_caCMe_ip/indeY.htmM
＊�	 4,ɾ�,࣌に向けたέʔϒϧテϨϏのө૾৴のࡏΓํにؔ͢るڀݚ会ɹใࠂॻٴͼҙ݁ूืݟՌのެද：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/4k�k_caCMe_ip/02ryutsu12_04000135.htmM
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号）を2019年（平成31年）1月に改ਖ਼した。

� ์ૹωοτϫʔΫͷڧ㔸Խ
放送ネットワークの強㔸化に向けた放送事業者や地方公共団体等の取組を支援するため、総務省は、2014年度

（平成26年度）に創設した「ラジオ放送を行う基װ放送事業者又は基װ放送局提供事業者が取得した災害対策のた
めの一定の無線設備に係るݻ定資産税の課税標準のಛ例ા置」を2019年度末（令和元年度末）まで実施するとと
もに、2019年度（令和元年度）༧ࢉにおいて、一ൠ財源による「放送ネットワーク整備支援事業（地上基װ放送
ネットワーク整備事業及び地域ケーブルテϨビネットワーク整備事業）」（ਤද�������）や、電波利用ྉ財源によ
る「民放ラジオ難ௌ解消支援事業」（ਤද�������）及び「地上基װ放送等に関する災害性強化支援事業」（ਤද
�������）を実施している。

ਤද������� έーϒϧςϨビऀۀࣄのޫέーϒϧԽʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦ

ओମۀࣄ˓
ηΫλーࡾொଜの連携ओ体ຢୈࢢ、ொଜࢢ　

˓補ॿରҬ
ɹҎԼのᶃʙᶅのいͣれຬたす地域
　　ᶃέーϒϧテϨϏ͕地域ܭࡂըにҐஔ付͚Βれているࢢொଜ
　　ᶄ݅ෆ利地域
　　ᶅࡒྗࢦ͕0��ҎԼのࢢொଜそのଞಛにඞ要と認める地域

˓補ॿ
　ᾇࢢொଜ及ͼࢢொଜの連携ओ体ɿ��2
　ᾈୈࡾηΫλーɿ���

˓補ॿରܦඅ
　ޫϑΝイόέーϒϧ、送受信ઃඋ、Ξンテφ　等

Πϝーδۀࣄ

ʲྩݩ༧ࢉɿ����ԯԁʳ
ʲฏ��ୈ࣍�補ਖ਼༧ࢉɿ����ԯԁʳ

　ฏ成�0年�݄߽Ӎ等を౿·͑、έーϒϧテϨϏ事ۀ者をରに、局ࣷॴࡏ地のൃࡂ生ݥة度、送࿏の方ࣜ及ͼ局ࣷのఀిରࡦ
の確認のٸۓ検をߦい、ఀి及ͼ局ॴత߽Ӎࡂ等にऑいなど課題͕あるέーϒϧテϨϏ事ۀ者͕明したため、έーϒϧテϨϏ
ωοτϫーΫのੑࡂ強ԽʢέーϒϧテϨϏωοτϫーΫޫԽʣのためのٸۓରࡦを࣮ࢪする。

ޫϊーυ

λοϓオϑ
ϔουΤンυ

Ξンテφ

ޫέーϒϧԽ

ޫέーϒϧ
ಉ࣠έーϒϧ
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ਤද������� ์ૹωοトϫーΫඋࢧԉۀࣄʢҰൠݯࡒʣ

ඃࡂ情報やආ情報など、国民の生໋・࢈ࡒの確保にෆՄܽな情報を確࣮にఏڙするため、ൃࡂ生࣌に地域に͓いて
ॏ要な情報達खஈとなる์送ωοτϫーΫの強㔸Խを࣮ݱする。

ᶃ্์װجૹωοトϫーΫඋۀࣄ

予උ送信ॴઃඋ等、ࡂରิࡦ送信ॴ等、
地報ઃඋ等のඋをଅ進ٸۓ

情報のࡂ
ਝ・ਖ਼確な達

์送ϝσΟΞ

์送ࢪઃの
強Խࡦରࡂ

予උ送信ॴઃඋ等

送信ॴ等ิࡦରࡂ 地報ٸۓ 報์送ܯٸۓ 等

ᶄҬέーϒϧςϨビωοトϫーΫඋۀࣄ

国民の生໋・࢈ࡒの確保にෆՄܽな情報の確࣮なఏڙ
�ɹࡦࢪの֓ཁ
ɹʢ�ʣࡦࢪのഎܠ
　　　　౦ຊେࡂを͡め、ਂࠁなࡂʢ地、෩、߽Ӎ、ཽר等ʣ͕සൃしている

͜とや、ೆւτラϑڊେ地・टԼ地等のେنൃࡂ生のՄੑ͕ࢦఠ͞れ
ている͜とを౿·͑、์送ωοτϫーΫの強㔸Խを推進し、住民͕地方ެஂڞ体等か
Βؔࡂ連情報等を確࣮にೖखで͖るΑ͏なڥをߏஙする。

ɹʢ�ʣࡦࢪの۩ମత༰
　　　　์送のःஅのճආ等といͬたࡂ上の؍かΒ、࣍のඅ用のҰ෦をิॿ
　　　　ᶃ์送局の予උ送信ॴઃඋ等、ࡂରิࡦ送信ॴ等、
地報ઃඋ等のඋඅ用ٸۓ　　　　　
ɹɹɹɹɹʢ্์װجૹωοトϫーΫඋۀࣄʣ

　　　　ᶄέーϒϧテϨϏװઢの2ϧーτԽ等のඋඅ用
　　　　　ʢ݅ෆ利地域について、ٺԽしたطଘװઢをಉ࣌にߋվする
　　　　　�と͖ิॿରʣ
ɹɹɹɹɹʢҬέーϒϧςϨビωοトϫーΫඋۀࣄʣ

ɹʢ�ʣۀࣄओମɺ補ॿ
　���　　地方ެஂڞ体　　ิॿ��2
　���　　ୈ�ηΫλー、地上์װج送事ۀ者等　　ิॿ���

ຊ
ࣾ

送信ॴ

Ճೖ者・ެ民ؗ

λοϓオϑ

C"T7局ࣷ
ʢ送ग़ஔ・ϔουΤンυʣ

Ξンϓ

ʢ݅ෆ利地域にݶるʣ

ԕִػޚ੍ࢹをඋ

ٺԽしたطଘװઢのߋ৽

ແઢԽ

2ϧーτԽ

自ओ์送・地上์࠶送

ޫϊーυ
14 14

ط
ଘ
װ
ઢ

ਤද������� 民์ϥδΦௌղফࢧԉۀࣄʢిར༻ྉݯࡒʣ

国民生活にີணした情報や࣌ࡂに͓͚る生໋・࢈ࡒの確保にඞ要な情報のఏڙを確保するため、ඞ要࠷খのۭதઢిྗ
のதܧ局උにΑりラδオのௌを解ফ等し、ిのదਖ਼な利用を確保する。

�ɹࡦࢪの֓ཁ
　ʢ�ʣ์送、国民生活にີணした情報ఏڙखஈとして、ಛにラδオ࣌ࡂのʮϑΝースτ・インϑΥーϚーʯʢୈҰ情報ఏڙ者ʣとして、ޙࠓそのࣾձత務

を果たしていく͜と͕ඞ要。
　ʢ2ʣラδオについて、地ܗత・地ཧత要Ҽ、֎国ࠞ信の΄か、ిثػࢠの普及やݐ物のݎ࿚Խ等にΑりௌ͕૿Ճして͓り、その解ফ͕課題。
　ʢ�ʣฏ࣌や࣌ࡂに͓いて、国民にରする์送にΑるਝかつదな情報ఏڙखஈを確保するため、ௌ解ফのためのதܧ局උを͏ߦラδオ์送事ۀ者等にର

し、そのඋඅ用のҰ෦をิॿするととに、ௌରࡦのޮ果తな推進にد༩するऔを࣮ࢪ。　

�ɹスΩーϜʢ補ॿۚʣ
　ʢ�ʣ事ۀओ体
　　　民ؒラδオ์送事ۀ者、自治体等
　ʢ2ʣิॿର
　　　ௌରࡦとしてのதܧ局උ
　ʢ�ʣิॿ
　　　・地ཧత・地ܗతௌ、֎国ࠞ信　2��
　　　・ܕࢢௌ　　��2
�　　　　　　　　　　

ཧతɾܗతௌ
త要ҼΑܗ෦、ౡ等、地ཧత・地ؒࢁ
りి͕ಧ͖にくい地域に͓͚るௌ　

ɹɹɹɹɹܕࢢௌ
、物の高Խݐの普及やثػࢠి
෦に͓͚ࢢҼのݪ࿚Խ等͕ݎ
るௌ

ɹɹɹɹ֎ࠃࠞ৴
֎国の".ラδオのڑ
ൖにΑるࠞ信

Իࡶؾ物ःṭやిݐ

֎国の".ラδオ局
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� ์ૹΠϯϑϥʹ͓͚Δ҆શɾ৴པੑͷ֬อ
2011年（平成23年）6月に施行された改ਖ਼放送法によって、放送ఀ止事故の防止等、安全・信པ性を確保し、

放送の公共的役割をよりे全に発شさせることを可能とする観点から、放送設備に対する技術基準、設備にىҼす
る重大な事故の報告等に関する規定が設けられた。これらの規定に基づき、総務省では放送事業者に対して放送設
備をదにҡ持することをٛ務づけるとともに、重大な事故の発生時にはそのݪҼを明らかにして࠶発防止を徹底
させる等、ੵۃ的な取組を推進している。また、事故の発生状況について年または1年͝との報告を放送事業者
にٛ務づけ、事故の発生ݪҼや向を分析し公表しているほか、セミナー及び講ԋ等を活用し、安全・信པ性向上
に向けた情報発信を行っている。

放送は必要な情報を瞬時に伝達できる公共性の高い社会インフラであり、緊急災害時はもちろんのこと日頃から
常に国民に対して情報を伝達できるよう、高い安全・信པ性がٻめられることから、より一層の安全・信པ性確
保、事故発生݅数の減に向けて、Ҿき続き取り組んでいくこととしている。

� ์ૹࡦʹؔ͢Δॾ՝
総務省は、ۙ年の技術発展やブロードバンドの普及等、ࢹௌ者を取りרく環境変化等を踏まえ、放送に関するॾ

課題について検討することを的に、2015年（平成27年）11月から総務大臣の࠙ஊ会である「放送を८るॾ課
題に関する検討会」（࠲ɿ多լ୩一র ઍ༿大ֶ名༪教त、以下「検討会」という。）を開催している。
「検討会」では、2016年（平成28年）9月に公表した「第一次取りまとめ」を踏まえ、N),による放送൪組の

インターネット常時同時配信をはじめとする新たな時代の公共放送のあり方について、有ࣝ者等からのҙ見をௌ取
しつつ、法的点の整理等も含めた検討を行った。また、「新しい経ࡁ政策パッケージ」（2017年（平成29年）12
月閣議ܾ定）において、放送事業のະ来૾を見ਾえて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等について
検討を行うこととされたことから、2018年（平成30年）1月、「検討会」の下に「放送サービスのະ来૾を見ਾ
えた周波数有効活用に関する検討分Պ会」を開催した。ಛに衛星放送を८る課題については、同分Պ会の下で、

「衛星放送のະ来૾に関するワーキンググループ」を開催し、メディアのಛ性を踏まえたઐ的な検討を行った。
そして、新たな時代の公共放送及び放送サービスのະ来૾を見ਾえた周波数の有効活用の各課題について、同年9
月に「第二次取りまとめ」を公表した。
「第二次取りまとめ」では、N),が放送の補完として常時同時配信を実施することは、N),に対する国民・ࢹ

ਤද������� ্์װجૹʹؔ͢Δࡂ性ڧԽࢧԉۀࣄʢిར༻ྉݯࡒʣ

●ɹେنな自વ࣌ࡂに͓いて、์送局等͕ඃࡂし、์送のܧଓ͕ෆՄとなͬた߹、ඃࡂ情報やආ情報等ॏ要
な情報のఏڙに支োを及΅すととに、पの利用ޮのԼをたΒす͓それ͕ある。

●ɹ͜れをճආするために、େنな自વ࣌ࡂに͓いて、దなपׂにΑりஔ局͞れたݱ用の์送局かΒ
の์送をܧଓͤ͞、पの༗ޮ利用をਤるඞ要͕ある。

●ɹ͜のため、地上์װج送等の์送局等のੑࡂ強Խにるରࡦについて、ܦඅのҰ෦をิॿする。

ʢ�ʣ事ۀओ体ɿ地上์װج送事ۀ者等、自治体等
ʢ2ʣิॿରɿᶃఀిରࡦ、ᶄ予උઃඋのඋ
ʢ�ʣิॿɿ自治体等��2、地上์װج送事ۀ者等���

ثସݯి

์送ઃඋ

தܧ局等

商用ిݯ

Ҡಈத

ػిൃ
ʢؒ࣌ରԠʣ

住

ආॴ

େنなࣗવ࣌ࡂʹɺ์ૹہ͕ඃࡂしͨ߹ɺ
पのར༻ޮのԼΛͨら͓ͦ͢Ε

దなपׂʹΑりஔ͞ہΕͨݱ༻の์ૹ͔ہらの
์ૹΛܧଓしɺిのదਖ਼なར༻Λ֬อ

์ૹہの
ࡂ性ΛڧԽ

ଓʹΑりɺܧの์ૹہૹ์༺ݱ
पのར༻ޮのԼΛճආ
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ௌ者からの信པが今後も確保されることをલ提に、一定の合理性、ଥ当性があるとされた。具体的には、総務省に
対して、N),のインターネット活用業務のあり方の見し及びN),のガバナンス改革に係る制度整備等の対応
をٻめるとともに、N),においては、インターネット活用業務のあり方及びガバナンス改革に関し、具体的な内
容・方策等を検討するとともに、関連団体への業務ҕୗのಁ明性・దਖ਼性の向上、子会社のあり方等を見す抜本
的な改革をҾき続きண実かつ徹底的に進め、طଘ業務を含Ή業務全体の見し、受信ྉの体系・ਫ準等の受信ྉの
あり方の見しを進めることが、常時同時配信の実施に当たってٻめられるとされた。また、衛星放送における周
波数の有効活用については、新規参入に関する認定及び認定更新の際に帯域の有効活用を検証し、有効活用が見ࠐ
まれない場合については、総務大臣が指定する帯域を有効活用が担保できるਫ準とする組みを法制度上明確に位
置づけることがましいとされた。

この「第二次取りまとめ」を踏まえ、2019年（平成31年）3月、総務省は放送法の一部を改ਖ਼する法律Ҋを国
会に提出し、同年（令和元年）5月、同法Ҋは成立した（ਤද�������）。

また、規制改革実施計画（2018年（平成30年）6月閣議ܾ定）や「第二次取りまとめ」の指ఠを受け、放送コ
ンテンπのインターネット配信の一層の進展により、ネットワーク運用に係る課題をはじめ、放送と通信にまたが
る技術的課題等への対処が必要となることを踏まえ、2018年（平成30年）10月、放送事業者、通信事業者、関
連団体等より構成される「放送コンテンπ配信連絡協議会」（会ɿ村Ҫ७ ܚ応ٛक़大ֶ環境情報ֶ部教त）が設
立され、関係者間の定常的な情報共有及び課題検討が行われている。

加えて、同計画を踏まえ、「検討会」の下に「放送用周波数の活用方策に関する検討分Պ会」、「放送事業の基盤
強化に関する検討分Պ会」及び「新たなCAS機能に関する検討分Պ会」を新たに開催している。
「放送用周波数の活用方策に関する検討分Պ会」では、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等の観点

から、放送大ֶの地上放送地及び7�)JHI帯域の活用方策等について検討を行っており、2度にわたり実施した
7�)JHI帯域の利用に関する提Ҋื集の結果を踏まえ、2019年（平成31年）4月に「7�)JHI帯域の活用方策に
関する取りまとめ」を公表した。これを受け、総務省では、当֘帯域の有効活用の観点から、実証実験を通じて
ユースケースのૣ期具体化を図っていくため、同帯域をಛ定実験ࢼ験局用周波数として位置付けるなど、ॊೈかつ
容易に実証及び検証を行うことが可能な環境の整備を進めている。
「放送事業の基盤強化に関する検討分Պ会」では、ローカル局の経営基盤強化のあり方及び放送事業者の経営ガ

バナンスの確保の観点から、放送事業者の経営の現状分析、放送事業者の経営基盤強化のあり方、AMラジオのあ
り方、放送事業者の経営ガバナンスの確保等について検討を行っている。経営ガバナンスについては、同分Պ会に

ਤද������� ์ૹ๏のҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏Ҋの֓ཁ

　ۙ年に͓͚る์送をめ͙るࢹௌڥのมԽ及ͼ/),にରする信པ確保のඞ要ੑにؑみ、/),についてインλーωοτ
活用ۀ務のରを֦େするととに、/),άϧーϓのదਖ਼なܦӦを確保するための੍度をॆ࣮する΄か、Ӵ์װج送
のۀ務の認定要݅のՃを͏ߦ。

�ɽ/),のインλーωοτ活用ۀ務のରの֦େ

2ɽ/),のΨόφンスվֵʢ/),άϧーϓのదਖ਼なܦӦを確保するための੍度のॆ࣮ʣ

�ɽӴ์װج送にるपの༗ޮ利用ʢӴ์װج送のۀ務の認定要݅のՃʣ

ᶃৗ࣌ಉ࣌配信ʢ/),の国テϨϏ์送の全ての์送൪を์送とಉ࣌にインλーωοτで配信する͜とʣの࣮ࢪを解ې

ᶄ/),のインλーωοτ活用ۀ務͕దਖ਼に࣮͞ࢪれる͜とを確保するためのાஔのඋ
　・地方向͚の์送൪のఏڙ・ଞの์送事ۀ者とのྗڠにؔするྗٛ務
　・ຖ事ۀ年度の࣮ܭࢪըのಧग़・ެදٛ務
等　ࠂק४の९守ٛ務、ಉٛ務違にରする९守جࢪ࣮、४のެදجࢪ࣮・　

ᶃίンϓライΞンスの確保ʢձࣾ๏੍に฿ͬたن定のඋʣ
定نʣ͕/),άϧーϓの෦౷੍にؔしٞ決す͖事߲を۩体తにؔػ決定ࢥӦҕһձʢ/),のҙܦ・　
　・/),һの/),にରする࣮ٛ務
　・査ҕһձのνΣοΫػ強Խʢһの及ݖの付༩等ʣ

ᶄ情報ެ開にΑるಁ明ੑの確保
　・/),άϧーϓにؔする情報のఏڙのٛ務付͚等

ᶅಁ明でܭըతなΨόφンスの確保
　・தܦظӦܭըの࡞成・ެද・ऩ支予算等へのఴ付、パϒίϝखଓ等

・Ӵ์װج送に͓いて৽ࢀنೖや์送αーϏスのଟ༷Խ・高度Խをਤるために、पのޮతな利用͕ඞ要
・そのため、৽たに૯務େਉ͕प用ج४を定める͜ととし、Ӵ์װج送のۀ務の認定及ͼ認定ߋ৽のࡍ、֘ج४へのద߹ੑを৹査するࢫのن定をՃ
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おける検討を踏まえ、2019年（平成31年）3月に、放送事業者に対しベストプラクティス等の共有が行われた。
「新たなCAS機能に関する検討分Պ会」では、故ো時などにおける消費者ෛ担の減方策やコンテンπ保護機能

とࢹௌ者制ޚ機能の分などの観点から新たなCAS機能の在り方について検討を行っている。
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����ʢฏ��ʣ�݄ʹɺຊΛத心ʹ全ࠃతʹൣ͍ғͰൃ生しͨهతなେӍʢҎԼʮฏ���݄
߽Ӎʯͱ͍͏ɻʣಉ�݄ʹൃ生しͨւಓৼํத౦෦Λݯͱ͢ΔʢҎԼʮฏ��ւಓৼ౦෦
ʣͱ͍͏ɻʣʹࡍしͯɺඃࡂしͨํެஂڞମ͕住民ʹରしͯ࣌ࡂのใఏڙΛ͢ΔͨΊʹྟ์ࡂ࣌ૹہΛ
։ઃ͢Δʹͨりɺ૯ল͔らྟ์ࡂ࣌ૹہ༻ઃඋΛିしग़しͨɻ

�ɹྟ์ࡂ࣌ૹہઃඋのିग़
૯লͰɺ࣌ࡂʹ͓͍ͯɺํެஂڞମ͕ඃࡂʹϥδΦ์ૹͰใΛಧ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺྟࡂ࣌
ઃඋΛିしग़し͍ͯΔɻʢਤද�ʣ༺ہૹ์
����ʢฏ��ʣʹ͓͍ͯɺฏ���݄߽Ӎのࡍʹɺౡ۽ݝொٴͼࡔொʢہ�։ઃʣʹରしɺ
ւಓৼ౦෦のࡍʹɺւಓްਅொٴͼΉ͔ΘொʹରしɺͦΕͧΕ֘ઃඋΛି༩しɺྟ์ࡂ࣌ૹہの։
ઃΛࢧԉしͨɻʢਤද�ʣ

ਤද� ઃඋのିग़ہૹ์ࡂ࣌ྟ

ہૹ์ࡂ࣌ྟ
・ඃのܰݮにཱつ情報
・ඃࡂ者の生活҆定にد༩する情報

՝
౼調達方๏の検ثػ・
・ઃஔॴの検౼
・ϊϋのڞ༗Խ

ରࡦ

Խの։ઃのԁہૹ์ࡂ࣌Δྟ͚͓ʹ࣌ࡂ

ํެஂڞମ ඃࡂ住民

ϥδΦϥδΦ

・ฏ࣌地方ެஂڞ体等に͓͚る
　送信調査、ӡ用܇࿅等に活用
体等にିग़ஂڞ地方ެ࣌ࡂ・

ʹඋہΛ૯߹௨৴ثػ

ਤද� ͜ΕまͰのିग़࣮ʢ����ʢฏ��ʣ�݄ࡏݱʣ

໊ࡂ ିしग़し࣏ͨࣗମ ିग़ؒظ

ฏ成2�年۽ຊ地
ொʢ͜͏͞·ͪʣࠤߕݝຊ۽ ฏ成2�年݄̐ʙ݄̓
ધொʢみ;Ͷ·ͪʣޚݝຊ۽ ฏ成2�年݄̐ʙฏ成2�年݄̏

ฏ成2�年भ෦߽Ӎ Ԭݝேࢢʢあ͞くΒしʣ ฏ成2�年݄̓ʙฏ成�0年݄̍

ฏ成�0年݄߽̓Ӎ
ொʢく·のͪΐ͏ʣ۽ݝౡ ฏ成�0年݄̓ʙ�0݄
ொʢ͞かͪΐ͏ʣ　ʢ̎ʣࡔݝౡ ฏ成�0年݄̓ʙ��݄

ฏ成�0年ւ道ৼ౦෦地
ւ道ΉかΘொʢΉかΘͪΐ͏ʣ ฏ成�0年݄̕ʙ�0݄
ւ道ްਅொʢあつ·ͪΐ͏ʣ ฏ成�0年݄̕ʙିग़த

�ɹ্์װجૹઃඋʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦ
૯লͰɺ্์װجૹʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦͱしͯɺ����ʢฏ��ʣ͔ら࣍のٸۓରࡦΛ࣮ࢪし
͍ͯΔʢਤද�ʣɻ
ઃඋ͕ະඋのํہૹ์ࡂ࣌ମ͕ϥδΦ์ૹͰใΛಧ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ɺྟஂڞํެʹ࣌ࡂ���・
૯߹௨৴ہ�Χॴʹ֘ઃඋΛඋɻ

ԽしɺスϚートϑΥϯࣈのใೖखखஈ֬อのͨΊɺ์ૹ൪のԻΛࣗಈͰจऀΔௌ֮ো͚͓ʹ࣌ࡂ���・
ʹදࣔͤ͞Δٕज़の࣮༻ԽʹରしܦඅΛॿɻ

・���֤ ์ૹࡂ͕ہใΛωοトͰਝ͔ͭԁʹఏڙͰ͖Δڞ௨త৴ج൫Λඋɻ

์ૹωοτϫʔΫͷڧਟԽ

ࡦϑΥʔΧε
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ਤද� ্์װجૹઃඋʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦ

送局ઃඋのඋ์ࡂ࣌ྟ 者への൫のඋௌ֮োج௨త配信ڞ情報のࡂ
ஙߏシステムのڙນ情報ఏࣈ

ө૾配信
ωοτϫーΫ ௌ者ࢹ

์送局

�ఔ度のԆ
͕ൃ生

ओ体ɿ国ʢ૯務লʣࢪ࣮
༰ɿ地方૯߹௨信局へのྟ์ࡂ࣌送局

ઃඋを配උ

等ۀاओ体ɿ民ؒࢪ࣮
༰ɿ์送൪のԻを自ಈで文ࣈԽし、

スϚーτϑΥン等にදࣔͤ͞るٕज़
の࣮用Խ等にରしܦඅをॿ成

者等ۀओ体ɿ์送事ࢪ࣮
༰ɿ各์送局͕ࡂ情報をωοτでਝ

かつ円にఏڙで͖るڞ௨త配信ج
൫をඋ

地報ٸۓ
-Ξラーτ　等

�ɹ্์װجૹʹؔ͢ΔڧੑࡂԽࢧԉۀࣄ
େنなࣗવ࣌ࡂʹ͓͍ͯɺ์ૹہʢہ・தہܧのૹ৴ॴதܧճઢʣ͕ඃࡂしɺ์ૹのܧଓ͕ෆ可能
ͱなͬͨ߹ɺඃࡂใආใॏཁなใのఏࢧʹڙোΛٴ΅͓ͦ͢Ε͕͋Δɻ
͜ΕΛճආ͢ΔͨΊʹɺେنなࣗવ࣌ࡂʹ͓͍ͯɺదなपׂʹΑりஔ͞ہΕͨݱ༻の์ૹہʢ
ଓͤ͞Δඞཁ͕͋Δɻܧのૹ৴ॴʣ͔らの์ૹΛہܧத・ہ
͜のͨΊɺ૯লͰ্์װجૹの์ૹہのࡂ性ڧԽʹΔରࡦʹ͍ͭͯɺܦඅのҰ෦の補ॿΛ行ͬ
͍ͯΔʢਤද�ʣɻ

ਤද� ্์װجૹʹؔ͢Δࡂ性ڧԽࢧԉۀࣄ

ʢ�ʣ事ۀओ体ɿ地上์װج送事ۀ者等、自治体等
ʢ2ʣิॿରɿᶃఀిରࡦ、ᶄ予උઃඋのඋ
ʢ�ʣิॿɿ自治体等��2、地上์װج送事ۀ者等���

ثସݯి

์送ઃඋ

தܧ局等

商用ిݯ

Ҡಈத

ػిൃ
ʢؒ࣌ରԠʣ

住

ආॴ

େنなࣗવ࣌ࡂʹɺ์ૹہ͕ඃࡂしͨ߹ɺ
पのར༻ޮのԼΛͨら͓ͦ͢Ε

దなपׂʹΑりஔ͞ہΕͨݱ༻の์ૹ͔ہらの
์ૹΛܧଓしɺిのదਖ਼なར༻Λ֬อ

์ૹہの
ࡂ性ΛڧԽ

ଓʹΑりɺܧの์ૹہૹ์༺ݱ
पのར༻ޮのԼΛճආ

�ɹケーϒルςϨϏऀۀࣄのޫケーϒルԽʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦ
૯লͰฏ���݄߽ӍΛ౿ま͑ɺέーϒϧςϨビऀۀࣄΛରʹɺࣷہॴࡏのൃࡂ生ݥةɺૹ
࿏のํࣜٴͼࣷہのఀిରࡦの֬ೝのٸۓݕΛ行͍ɺఀిٴͼہॴత߽Ӎࡂʹऑ͍なͲ՝͕͋Δέーϒϧ
ςϨビ͕ऀۀࣄ໌しͨͨΊɺέーϒϧςϨビωοトϫーΫのࡂ性ڧԽʢέーϒϧςϨビωοトϫーΫޫԽʣ
のͨΊのٸۓରࡦΛ࣮ࢪし͍ͯΔʢਤද�ʣɻ
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ਤද� έーϒϧςϨビऀۀࣄのޫέーϒϧԽʹؔ͢Δٸۓରۀࣄࡦ

事ۀイϝーδ

ʲ令和元年度予算ɿ����ԯ円ʳ

ओମۀࣄ˓
ηΫλーࡾொଜの連携ओ体ຢୈࢢ、ொଜࢢ　　

˓補ॿରҬ
　　ҎԼのᶃʙᶅのいͣれຬたす地域
　　　ᶃέーϒϧテϨϏ͕地域ܭࡂըにҐஔ付͚Βれているࢢொଜ
　　　ᶄ݅ෆ利地域
　　　ᶅࡒྗࢦ͕0��ҎԼのࢢொଜそのଞಛにඞ要と認める地域

˓補ॿ
　　ᾇࢢொଜ及ͼࢢொଜの連携ओ体ɿ��2
　　ᾈୈࡾηΫλーɿ���

˓補ॿରܦඅ
　　ޫϑΝイόέーϒϧ、�送受信ઃඋ、�Ξンテφ　等

ʲฏ成�0年度ୈ2ิ࣍ਖ਼予算ɿ���0ԯ円ʳ

ޫϊーυ

λοϓオϑ
ϔουΤンυ

Ξンテφ

ޫέーϒϧԽ

ޫέーϒϧ
ಉ࣠έーϒϧ

�ɹେنࡂ์࣌ٸۓૹのࣈນ༩のऔঢ়گ
/),Ͱɺ����ʢฏ��ʣ�݄ʹൃ生しͨ෩��߸Ҏ߱ɺେنࡂのࡍʹɺ๚֎ࠃਓʹࡂ͚ͨ
/"ςϩοϓͱ23ίーυΛදࣔしɺ/),ϫーϧυ+"1ࣈςϨビ์ૹʹ͓͍ͯը໘্ʹӳࠃのͨΊɺڙใのఏ
ʢ์ࡍࠃૹʣのΣϒサΠトの༠ಋΛ࣮ࢪし͍ͯΔɻ
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1 αΠόʔηΩϡϦςΟରࡦʹؔ͢Δऔํͷݕ౼

ͷऔ�
ੈք的規模で深ࠁ化するサイバーセキュリティ上のڴҖの૿大をഎܠとして、զが国におけるサイバーセキュリ

ティ政策の基本理೦等を定めた「サイバーセキュリティ基本法」が2014年（平成26年）11月に成立した。2015
年（平成27年）1月、同法に基づき、サイバーセキュリティ政策に係る政府の࢘令ౝとして、内閣の下にサイバー
セキュリティ戦略本部が新たに設置された。

同本部における検討を経て、同年9月に「サイバーセキュリティ戦略＊1」が閣議ܾ定されており、同戦略では、
対象の拡大等、「政府機関全体としてのサイバーセキュリティを強化するため、ಠ立行政法人や、府省庁と一ࢹ
体となり公的業務を行うಛघ法人等における対策の総合的な強化」や、「実ફ的な訓練・ԋशの実施等の取組」等
を推進することが͛ܝられている。

その後政府は、サイバー空間とフィジカル（実）空間を高度に融合させることにより、経ࡁ的発展と社会的課題
の解ܾを྆立する人間中心の社会を指す方針をܾ定し、経ࡁ社会が、人々に๛かさをもたらし、持続的に発展す
るためには、その基盤であるサイバー空間のサイバーセキュリティが確保されつつ、自律的・持続的に進化・発展
していく必要があるとされた。こうした認ࣝの下、2020年東京オリンピック・パラリンピックڝ技大会等の国際
的なイベントを߇えていることを見ਾえ、2020年（令和2年）以降の指す࢟を೦಄に置きつつ、サイバーセ
キュリティに係るզが国としての基本的な立場や在り方を明らかにするとともに、今後3年間のॾ施策の標及び
実施方針を国内外に明確にするため、新たな「サイバーセキュリティ戦略＊2」が2018年（平成30年）7月に閣議
ܾ定された。同戦略では、指すサイバーセキュリティの在り方を「サイバーセキュリティエコシステム」と名づ
け、3つの観点（①サービス提供者の務保証、②リスクマネジメント、③参加・連携・協働）からの取組を推進
することとしている。また、同戦略の下、2018年度（平成30年度）に実施した具体的な施策の実施状況等の年
次報告と、2019年度（令和元年度）に実施する具体的な施策等の年次計画をそれͧれまとめた「サイバーセキュ
リティ2019＊3」が2019年（令和元年）5月に本部ܾ定された。

また、サイバーセキュリティに対するڴҖが一層深ࠁ化する中、զが国におけるサイバーセキュリティの確保を
促進し、2020年東京オリンピック・パラリンピックڝ技大会の開催にສ全を期すため、民の多様な主体が૬ޓ
に連携し、サイバーセキュリティに関する施策を推進する必要があることから、「サイバーセキュリティ基本法の
一部を改ਖ਼する法律」が2018年（平成30年）12月に成立し、同法に基づいて、民の多様な主体が૬ޓに連携
して情報共有を図り、必要な対策等について協議を行うための協議会として、新たに「サイバーセキュリティ協議
会」が2019年（平成31年）4月に創設された。同協議会は、国の行政機関、地方公共団体、重要インフラ事業
者、サイバー関連事業者、教育研究機関、有ࣝ者等で構成され、構成員には秘密保持ٛ務及び協議会への情報提供
の協力ٛ務が課されることとされており、ઐ機関等から得られたڴҖ情報を戦略的かつ迅速に共有し、サイバー
セキュリティの確保に取り組んでいく。

૯লͷऔʢαΠόʔηΩϡϦςΟλεΫϑΥʔεʣ�
総務省においては、2017年（平成29年）1月から、セキュリティ分野の有ࣝ者で構成される「サイバーセキュ

リティタスクフォース」（࠲ɿ安ాߒɹ東京電機大ֶֶ）を開催し、同年10月に、IoTに関するセキュリティ
対策の総合的な推進に向けて取り組Ήべき課題を整理した「IoTセキュリティ総合対策」を取りまとめ、公表した。
同総合対策では、「（1）੬ऑ性対策に係る体制の整備」、「（2）研究開発の推進」、「（3）民間企業等におけるセキュ
リティ対策の推進」、「（4）人材育成の強化」、「（5）国際連携の推進」の5つの観点から、今後取り組Ήべき具体
的な施策をまとめている。その中で2018年（平成30年）7月に、同総合対策の進ḿ状況及び今後の取組について

＊1	 αイόʔηΩϡϦテΟ戦略:	https://www.nisc.go.jp/actiWe/kihon/pdf/cs�senryaku.pdf
＊2	 ৽たͳ「αイόʔηΩϡϦテΟ戦略」：https://www.nisc.go.jp/actiWe/kihon/pdf/cs�senryaku201��kakugikettei.pdf
＊3	 αイόʔηΩϡϦテΟ2019：https://www.nisc.go.jp/actiWe/kihon/pdf/cs2019.pdf
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整理した「IoTセキュリティ総合対策 プログϨスϨポート2018＊4」を公表したのに続き、2019年（令和元年）5
月には「IoTセキュリティ総合対策 プログϨスϨポート2019＊5」を公表した。

2 αΠόʔηΩϡϦςΟରࡦͷڧԽ

IP5ʹؔ͢Δऔ�
社会基盤としてのIoT化が進展する一方で、IoT機器については、管理が行きಧきにくい、ウイルスۦআソフト

のインストールなどの対策が困難、利用者等においてインターネットにつながっているҙࣝがいなどの理由か
ら、サイバーܸ߈のڴҖにさらされることが多く、その対策強化の必要性が指ఠされている。情報通信研究機構

（NICT）が運用するサイバーܸ߈観ଌ網（NICT&R）が2018年（平成30年）に観ଌしたサイバーܸ߈パケット、
2,121ԯパケットのうち、約数がIoT機器をૂったものであるという結果が示されている（ਤද�������）。実
際に、ถ国では、2016年（平成28年）10月、マルウェアにײછしたIoT機器が踏み台となり、大規模な%%oS
。が発生し、一部サイトにアクセスできなくなる等のো害が発生した（ਤද�������）ܸ߈

ਤද������� /*$5&3ʹΑΔ؍ଌ݁Ռ

͕*P5ثػΛૂܸͬͨ߈

IPTثػをૂͬたܸ߈
ʢ8FCΧϝラ、ϧーλ等ʣ

��ˋ

そのଞ
��ˋ

σーλϕースを
ૂͬたܸ߈
2�　等

ϑΝイϧڞ༗を
ૂͬたܸ߈

��

ˎ�　�/ICT&3で؍ଌ͞れたパέοτの͏ͪ、αーϏスの種ྨʢϙーτ൪߸ʣ
͝とにׂ߹のଟい上ҐかΒ�0Ґ·でをੳしたの。

ˎ2　�IPTثػをૂͬたܸ߈ଟ༷Խして͓り、ϙーτ൪߸͚ͩでྨし
にくいのなど、ʮそのଞʯにؚ·れているのある。

ਤද������� ʮ.JSBJʯʹΑΔେنサΠόーܸ߈

ϚϧΣΞにײછした�0万を͑るIPTثػかΒ
%ZOࣾのシステムにରしେྔの௨信͕ൃ生
。ありࠂେで��2TCQTに達したとの報࠷
%ZOࣾの%/4αーϏスを用したଟくのେखイン
λーωοταーϏスやχϡースαイτにӨڹ

؆୯なI%、パスϫーυを
છײଟく͕ثػ用した

ʢྫʣI% ��SPPU��
1BTTXPSE����2��

（出య）IUUQ���EZO�DoN�CMoH�EZO�BOBMZTJT�TVNNBSZ�oG�GSJEBZ�oDUoCeS�21�BUUBDL�

こうした状況を踏まえ、「2020年及びその後を見ਾえたサイバーセキュリティの在り方についてɹʵサイバー
セキュリティ戦略中間Ϩビューʵ」、「IoTセキュリティ総合対策」等において、民連携によるボット໓に向け
た体制を構築して対策を推進するとともに、実態調査等ができるよう必要となる法的整理を行うこととされ、総務
省は、「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改ਖ਼する法律Ҋ」を2018年（平成30
年）3月に国会へ提出、同改ਖ਼法は同年5月に公、同年11月に施行された。

同改ਖ਼法に基づき、2019年（平成31年）2月より、NICTによるサイバーܸ߈にѱ用されるおそれのある機器
の調査及び電気通信事業者による利用者へのҙىשを行う取組「NOTIC&」を実施している。

また、「円滑なインターネット利用環境の確保に関する検討会」による「対応の方向性」（2018年（平成30年）
2月20日とりまとめ）に基づき、以下の取組を実施している。

一点は、情報共有に係る制度整備と共有の促進であり、上ड़の改ਖ਼法により改ਖ਼された電気通信事業法に基づ
き、2019年（平成31年）1月に、電気通信事業者が%%oSܸ߈等のサイバーܸ߈への対応を共同して行うため、
サイバーܸ߈の送信元情報の共有やC�Cサーバの調査研究等の業務を行う第三者機関である「認定送信型対電気
通信設備サイバーܸ߈対処協会」として、一ൠ社団法人ICT�ISACを認定した。

二点は、電気通信事業者の取り得る%%oSܸ߈等の防止ા置であり、2018年（平成30年）9月、「電気通信
事業におけるサイバーܸ߈へのదਖ਼な対処の在り方に関する研究会」において、%%oSܸ߈に係る通信のメタデー
タを分析し、自らの通信ネットワーク内にଘ在するC�Cサーバと通信している機器やC�Cサーバを検知した上

＊4	 *o5ηΩϡϦテΟ૯߹ର策	ϓϩάϨスϨϙʔτ201�：http://www.soumu.go.jp/main_content/00056645�.pdf
＊5	 *o5ηΩϡϦテΟ૯߹ର策	ϓϩάϨスϨϙʔτ2019：http://www.soumu.go.jp/main_content/000623344.pdf
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で、ユーβーに対してҙىשを行うといった手法等について、通信の秘密やプライバシーとの関係等を踏まえ、
取組の実施に向けての݅やཹҙ点等を整理した。

三点は、IoT機器を含Ή端末設備のセキュリティ対策であり、今後化されるIoT機器がパスワード設定の
不備等によりサイバーܸ߈にѱ用されないようにする対策として、2019年（平成31年）3月にIoT機器の技術基
準にセキュリティ対策を加する端末設備等規ଇを改ਖ਼し、2020年（令和2年）4月に施行となる。

点は、2017年（平成29年）8月に発生した大規模なインターネットো害の検証を踏まえた対策であり、情࢛
報通信ネットワーク安全・信པ性基準を改ਖ਼＊6し、インターネットの経࿏設定時の人ҝ的ミスの防止等大規模な
インターネットো害発生時に有効な対策についての規定を整備した。

ਓࡐҭʹؔ͢Δऔ�
զが国のサイバーセキュリティ人材は質的にも量的にも不しており、その育成は٤緊の課題である。サイバー

セキュリティ戦略（2018年（平成30年）7月27日閣議ܾ定）においても「産ֶが連携して人材のध要や人材
育成施策に関する情報共有等の連携を図りつつ、人材育成・確保を強化していく。」と言及されているとおり、政
府一ؙとなってサイバーセキュリティ人材の育成に取り組んでいる。

に対し、実ફ的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、2017年ܸ߈化・複合化するサイバーົ
（平成29年）4月より、NICTの「ナショナルサイバートϨーニングセンター」において、サイバーセキュリティ
人材育成の取組（C:%&R、サイバーコロッセオ、SeD)BDL365）をੵۃ的に推進している。

C:%&Rは、国の行政機関、地方公共団体、ಠ立行政法人及び重要インフラ事業者等を対象とした実ફ的サイ
バー防ޚԋशである。受講者は、組৫の情報システム担当職員として、チーム単位でԋशに参加し、組৫のネット
ワーク環境を模した大規模Ծ想LAN環境下で、実機のૢ作をってサイバーܸ߈によるインシデントの検知から
対応、報告、ճ復までの一連の対処方法を体験する。2018年度（平成30年度）は、全国47都道府県で全107ճ
のԋशを実施し、2,666名が受講した。2019年度（令和元年度）も同規模で実施༧定である（ਤද�������）。

サイバーコロッセオは、2020年東京オリンピック・パラリンピックڝ技大会に向けた大会関連組৫のセキュリ
ティ担当者等を対象者とした実ફ的サイバーԋशである。大会本൪を実に࠶現したԾ想のネットワーク環境上
で、実機をૢ作しながら、本格的な߈防戦等を܁りฦし実施し、2018年度（平成30年度）はԆべ137名が受講
した。さらに、2018年度（平成30年度）からは、講ٛ形ࣜによりセキュリティ関係の知ࣝや技能をֶぶコロッ
セオカϨッジを開設しԆべ347名が受講した。2019年度（令和元年度）も、さらなる内容のॆ実や受講機会の拡
大を図りながら大会関連組৫のセキュリティ担当者等を育成する༧定である。

SeD)BDL365は、ະ来のセキュリティイノベーターの
創出に向けて、25ࡀ以下のICT人材を対象に、NICTの
持つ実際のサイバーܸ߈関連データを活用し、第一線で活
༂する研究者・技術者が、セキュリティ技術の研究・開発
等を1年かけて継続的かつ本格的に指導するプログラムで
ある。2017年度（平成29年度）は10ࡀから24ࡀの39
名が、2018年度（平成30年度）は12ࡀから24ࡀの46
名が1年間のプログラムを修ྃした。2019年度（令和元
年度）以降も、育成プログラムの質の向上を図りつつ、同
規模で実施༧定である。

また、ಛに人口減গが急速に進Ή地方において、サイ
バーܸ߈に対処可能な人材の育成・確保は大きな課題と
なっていることから、2018年（平成30年）12月からサ
イバーセキュリティタスクフォースの下に「サイバーセ
キュリティ人材育成分Պ会」を開催した。同分Պ会の取り
まとめも踏まえ、地域におけるサイバーセキュリティ人材
育成のエコシステムの構築に向け、地域の中খ企業や自治

ਤද�������
࣮ફతサΠόーޚԋश
ʢ$:%&3ɿ�$:CFS�%FGFOTF�&YFSDJTF�
XJUI�3FDVSSFODFʣ

ԋशのΠϝーδ
େن

Ծ-"/ڥ

者ܸ߈ࣅٖ

αイόーܸ߈への
ରॲ方๏を体ಘ

ԋश෩ܠ

＊6	 2019ʢฏ31ʣ3݄26ެ、ಉ4݄1ߦࢪ
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体等のサイバーセキュリティに関するҙࣝ向上や取組を促進するための研修等、地域のサイバーセキュリティ人材
の育成に取り組Ήこととしている。

ຽؒۀاͷηΩϡϦςΟରࡦͷଅਐʹؔ͢Δऔ�
IoT産業等の関連産業等の成を見ਾえ、民間企業におけるセキュリティ資を促進するため、経ࡁ産業省と共

同で税制改ਖ਼要を行い、2018年度（平成30年度）税制改ਖ਼において、一定のサイバーセキュリティ対策が講
じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、セン
サー・ロボット等の導入に対して、支援ા置を講じる「情報連携資等の促進に係る税制」（コネクテッド・イン
μストリーζ税制）を創設し、આ明会等を通じて同税制の周知を行い、活用を促進した（ਤද�������）。

民間企業においては、複ົ・ࡶ化するサイバーܸ߈に対する対策強化を進める動きが見られるようになってき
ているが、こうした取組をさらに促進するためには、セキュリティ対策を講じている企業が市場を含Ή第三者から
評価される組みを構築していくことがٻめられている。このため、2017年（平成29年）12月よりサイバーセ
キュリティタスクフォースの下に「情報開示分Պ会」を開催し、あくまでҙの取組であることをલ提としつつ、
民間企業のセキュリティ対策の情報開示に関する課題を整理し、その普及に必要な方策について検討を行った。本
分Պ会における検討を踏まえ、2018年（平成30年）6月8日に「情報開示分Պ会報告書」を公表した。

同報告書を踏まえ、2018年度（平成30年度）に企業のサイバーセキュリティ対策に関する情報開示を行うに
当たって参র可能な手Ҿきの策定にண手した。なお、手Ҿきの策定・公表は2019年度（令和元年度）ૣ期を༧定
している。

�ର͢Δऔʹܞ࿈ࡍࠃ
サイバー空間はグローバルな広がりをもつことから、サイバーセキュリティの確立のためにはॾ外国との連携が

不可欠である。このため、総務省では、サイバーセキュリティに関する国際的合ҙ形成へのد༩を的として、各
種国際会議やサイバー対話等における議や情報発信・情報収集をੵۃ的に実施している。

また、情報通信事業者等による民間Ϩベルでの国際的なサイバーセキュリティに関する情報共有を推進するため
に、AS&AN各国のISPが参加するワークショップ、日本とถ国のISAC（IOGoSNBUJoO SIBSJOH BOE AOBMZTJT 
CeOUeS）がҙ見交換するワークショップをҾき続き開催した。

このほか、AS&AN地域において、&%R（&OEQoJOU %eUeDUJoO BOE ReTQoOTe）を活用した標的型ܸ߈対策ソ
リューションのద用性評価や、セキュリティガバナンスの向上に資するS%�WANの導入に向けた実証実験を実施
した。また、これまで実ફ的サイバー防ޚԋश（C:%&R）をタイ、マϨーシアで実施してきたが、2017年（平
成29年）12月の日AS&AN情報通信大臣会合＊7ͷ߹ҙʹ͖ͮجɺ����ʢฏ��ʣ�݄ʹ"4&"/αΠ
όʔηΩϡϦςΟྗߏஙηϯλʔʢ"+$$#$："4&"/�+BQBO�$ZCFSTFDVSJUZ�$BQBDJUZ�#VJMEJOH�$FOUSFʣ
ΛλΠɾόϯίΫʹઃཱͨ͠ɻࡏݱɺಉηϯλʔʹ͓͍ͯ"4&"/֤ࠃͷٴؔػͼॏཁΠϯϑϥऀۀࣄΛର
ʹ$:%&3Λܧଓతʹ࣮͍ͯ͠ࢪΔ。

ਤද������� ใ連携ࢿのଅਐʹΔ੫੍ʢίωΫςου・ΠϯμストϦーζ੫੍ʣの֓ཁ

ʲܭըೝఆのཁ݅ʳ
ᶃσーλ連携・ར活༻の༰
　・ࣾ֎σーλや͜れ·でऔಘした͜とのないσーλをࣾσーλと

連携
ॴؒでۀや事ؒۀا૪ྗに͓͚るॏ要σーλをάϧーϓڝのۀا・　

連携
ᶄηΩϡϦςΟ໘
　ඞ要なηΩϡϦテΟର͡ߨ͕ࡦΒれている͜とをηΩϡϦテΟの
ઐՈʢొηΩスϖ等ʣ͕୲保
ᶅ生࢈性্ඪ
　ࢿ年度かΒҰ定ؒظに͓いて、ҎԼのいͣれ達成見ࠐみ͕あ
る͜と

　・࿑ಇ生ੑ࢈ɿ年ฏۉ৳2ˋҎ上
　・ࢿ利ӹɿ年ฏۉ��ˋҎ上

՝੫のಛྫの༰

　認定͞れた事ܭۀըにͮجいて͏ߦઃඋࢿについて、ҎԼのાஔを
。る͡ߨ

ରઃඋ ಛผঈ٫ ੫額߇আ
�ˋ

ʢ๏ਓ੫額の��ˋをݶ度ʣ
�ˋ˞

ʢ๏ਓ੫額の20ˋをݶ度ʣ

ιϑτΣΞ
උ۩ث
ցஔػ

�0ˋ

ʲରઃඋのྫʳ
　σーλऩूثػʢηンαー等ʣ、σーλੳにΑり自ಈԽするϩϘοτ・
ց、σーλ連携・ੳにඞ要なシステムʢαーό、"I、ιϑτΣػ࡞
Ξ等ʣ、αイόーηΩϡϦテΟରࡦ　　　等

�ɿֹܭ߹ࢿ࠷���ສԁ
。߹額のରલ年度૿Ճʾ�ˋをຬたしたڅ༩等支څۉըの認定にՃ͑、ฏܭ˞

＊7	 "4&"/ใ௨৴େਉ会߹：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin09_02000063.htmM
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τϥεταʔϏεʹؔ͢Δऔ�
サイバー空間の自由で安心・安全なデータの流通を実現するためには、データの信པ性を確保する組みとし

て、データの改͟んや送信元のなりすまし等を防止するトラストサービスが不可欠であることから、「プラット
フォームサービスに関する研究会」の下に「トラストサービス検討ワーキンググループ」を設置し、次のようなト
ラストサービスに関する現状や制度的課題について検討を行っている（ਤද�������）。

①人のਖ਼当性を確認できる組み（ిࢠॺ໊）
②組৫のਖ਼当性を確認できる組み（組৫を対象とする認証、ウェブサイト認証）
③IoT機器等のモノのਖ਼当性を確認できる組み
④データのଘ在証明・非改͟んの保証の組み（タイムスタンプ）
⑤データの送達等を保証する組み（eデリバリー）
こうしたトラストサービスについては、&6では2016年（平成28年）7月に発効したeI%AS（eMeDUSoOJD 

IEeOUJpDBUJoO BOE AVUIeOUJDBUJoO SeSWJDeT）規ଇにより、電子署名、タイムスタンプ、eシール等のトラスト
サービスについてแ括的に規定しているところであり、国際的な૬ޓ運用性の確保の観点からも、զが国としての
トラストサービスの在り方について検討が必要である。
ਤද������� トϥストサービスのΠϝーδ

ྖऩ書

請ٻ書

ࣜג#

ձࣾ

੫務書ྨ

書ܖ

ެ文書

"͞Μ

ᶃਓのਖ਼性Λ֬ೝ

等ܖࢠి

"͞Μ͕
成した文書࡞

成した࡞ձ͕ࣾࣜג#
Ξοϓσーτϓϩάラムの

配信等

ᶄ৫のਖ਼性Λ
֬ೝ

ᶅσーλのૹ৴ݩ
ʢϞϊʣのਖ਼性Λ

֬ೝ

ηンαー

ᶆσーλのଘ໌ূࡏ・
ඇվ͟Μのอূ

2��
20��0̫ ʷϝーϧ

ᶇσーλのૹୡΛอূ
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�ɹഎܠ
*P5͢ٴී͕ثػΔҰํͰɺ*P5ثػΛૂͬͨサΠόーܸ߈ۙ૿Ճʹ͋ΔɻηϯサーΣϒΧϝϥなͲ
の*P5ثػɺཧ͕行͖ಧ͖ʹく͍ɺΠϧスۦআιϑトのΠϯストーϧなͲのରࠔ͕ࡦɺར༻ऀʹ͓͍ͯΠ
ϯλーωοトʹͭな͕͍ͬͯΔҙ͕͍ࣝなͲのཧ༝͔らɺサΠόーܸ߈ʹૂΘΕ͍͢ಛΛ͓ͯͬ࣋りɺサΠ
όーܸ߈ʹѱ༻͞ΕΔ͓ͦΕ͕͋Δɻॾ֎ࠃʹ͓͍ͯɺ*P5ثػΛѱ༻しͨେنなサΠόーܸ߈ʢ%%P4ܸ߈ʣ
ʹΑりΠϯλーωοトʹো͕生͡ΔなͲɺਂࠁなඃൃ͕生し͍ͯΔ͜ͱ͔らɺզ͕ࠃʹ͓͍ͯ����ΦϦϯ
ϐοΫ・ύϥϦϯϐοΫ౦ژେձなͲΛ͑߇ɺରࡦのඞཁ性͕ߴま͍ͬͯΔɻ
͜のΑ͏なঢ়گΛ౿ま͑ɺ૯লͰɺᶃࡏݱ༻͞Ε͍ͯΔ*P5ثػのରࡦɺᶄൢޙࠓച͞ΕΔ*P5ثػのରࡦ
Λ࣮ࢪし͍ͯΔɻ

�ɹ/05*$&ϓロδΣΫτʢࡏݱ༻͞Ε͍ͯΔ*P5ثػのରࡦʣ
*P5ثػΛѱ༻しͨサΠόーܸ߈のਂࠁԽΛ౿ま͑ɺڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓใ௨৴ߏػڀݚʢ/*$5ʣのۀʹɺ
ύスϫーυઃఆʹෆඋの͋Δ*P5ثػの調査ΛՃ͢ΔͨΊɺڀݚཱࠃ։ൃ๏ਓใ௨৴ߏػڀݚ๏͕����
ʢฏ��ʣ�݄ʹվਖ਼͞Εɺಉ��݄ʹࢪ行͞Εͨɻ

ʹܸ߈ͼ/*$5ɺ��ࣾΛ͑ΔΠϯλーωοトϓϩόΠμͱ連携しɺサΠόーٴづ͖ɺ૯লجʹվਖ਼๏ه্
ѱ༻͞ΕΔ͓ͦΕの͋Δ*P5ثػ�の調査ٴͼ֘ثػのར༻ऀのҙىשΛ行͏औʮ/05*$&ʢ/BUJPOBM�
0QFSBUJPO�5PXBSET�*P5�$MFBO�&OWJSPONFOUʣʯΛ����ʢฏ��ʣ�݄Αり࣮ࢪし͍ͯΔʢਤද�ʣɻ

ਤද� ཁ֓ࢪ࣮&$*05/

ʮ/05*$&ʯの࣮ࢪ༰ҎԼの௨りɻ
1. 機器調査
/*$5૯ল͔らೝ可Λड͚࣮ͨܭࢪըʹجづ͖ɺຊࠃのάϩーόϧ*1ΞυϨスʢ*1W�ʣʹΑりΠϯλー
ωοト্Ͱ֎෦͔らΞΫηスͰ͖ΔϧーλɺΣϒΧϝϥɺηϯサーなͲの*P5ثػʹରしɺ*%・ύスϫーυΛೖ
ྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔Λ֬ೝしɺ͜Εらのثػʹ༰қʹਪଌ͞ΕΔ*%・ύスϫーυΛೖྗ͢Δ͜ͱなͲʹΑ
りɺサΠόーܸ߈ʹѱ༻͞ΕΔ͓ͦΕの͋ΔثػΛಛఆしɺ֘ثػのใΛΠϯλーωοトϓϩόΠμʹ௨͢
Δɻ
な͓ɺ্ड़の࣮ܭࢪըʹجづ͖ɺ༰қʹਪଌ͞ΕΔ*%ɺύスϫーυΛ֎෦͔らೖྗしɺサΠόーܸ߈ʹѱ༻͞Ε
Δ͓ͦΕの͋Δ*P5ثػΛಛఆ͢Δ͜ͱɺվਖ਼๏ʹ͓͍ͯɺෆਖ਼ΞΫηス行ҝのࢭېʹؔ͢Δ๏Ͱ͞ࢭېΕͯ
͍Δෆਖ਼ΞΫηス行ҝ͔らআ֎͞Ε͍ͯΔɻ
2. 注意喚起
ΠϯλーωοトϓϩόΠμɺ/*$5͔らड͚औͬͨใΛݩʹ֘ثػのར༻ऀΛಛఆしɺిࢠϝーϧなͲʹΑ
りҙىשΛ行͏ɻ
3. 設定変更等
ҙىשΛड͚ͨར༻ऀɺҙىשϝーϧ/05*$&サポートηϯλーのΣϒサΠトのઆ໌なͲʹै͍ɺύ
スϫーυઃఆのมߋɺϑΝーϜΣΞのߋ৽なͲదなηΩϡϦςΟରࡦΛ行͏ɻ
4. ユーザサポート
૯ল͕ઃஔ͢Δ/05*$&サポートηϯλーɺར༻ऀ͔らのిɺΣϒサΠトʢIUUQT���OPUJDF�HP�KQ�ʣ͔
らの߹ͤʹԠ͡ɺదなηΩϡϦςΟରࡦΛҊ͢Δɻ

IP5ηΩϡϦςΟରࡦͷਪਐ

ࡦϑΥʔΧε
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な͓ɺ্هΣϒサΠトʹ͓͍ͯɺ/05*$&のऔ֓ཁ*P5のηΩϡϦςΟରʹࡦΔίϯςϯπΛར༻ऀ
し͍ͯΔɻڙఏʹ͚

のඞཁ性ʹ͍ͭͯཧղΛಘΔ͜ͱ͕ෆ可ܽࡦのϢーβʹपしɺରثػく*P5ɺͯͬͨ͋ʹࢪճのऔの࣮ࠓ
Ͱ͋Δɻ*P5ثػのηΩϡϦςΟରࡦのඞཁ性ຊऔの༰のใのͨΊɺެަڞ௨ؔػͰのࠂɺ全ࢴࠃͰの
し͍ͯΔɻまͨɺ����ʢฏࢪʢਤද�ʣΛ�݄͔ら࣮ࣔܝମͰのポスλー࣏Ճ͑ɺՈిྔൢళࣗʹࡌܝࠂ
��ʣ�݄��ʹɺ/05*$&の࣮ࢪମ੍のڧԽٴͼपใΛతͱしͨΩοΫΦϑΠϕϯトΛ։࠵しɺ/*$5ɺ
ຊऔʹࢀՃ͢ΔΠϯλーωοトϓϩόΠμɺؔஂମɺؔলி͕ࢀՃしͨɻ

ਤද� पポスλーɺ/05*$&ΩοΫΦϑΠϕϯトɹू߹ࣸਅ

ʪ周知ポスターʫ ʪNOTIC&キックオフイベントɹ集合ࣸਅʫ

�ɹ*P5ثػの技術ج४ʢޙࠓ͞ΕΔ*P5ثػのରࡦʣ
��ଇʢতنΔઃඋɺઃඋ͢༺のωοトϫーΫʹଓしͯऀۀࣄ௨৴ؾ๏Ͱɺిۀࣄ௨৴ؾి
༣政লྩୈ��߸ʣͰఆΊΔٕज़ج४ʹద߹しな͚Εならな͍͜ͱͱ͞Ε͍ͯΔɻޙࠓԽ͞ΕΔ*P5͕ثػ
ύスϫーυઃఆのෆඋʹΑりѱ༻͞Εな͍Α͏ʹ͢Δରࡦͱしͯɺใ௨৴৹ٞձͰのݕ౼Λͯܦɺ*P5ثػの
ٕज़ج४ʹηΩϡϦςΟରࡦΛՃ͢ΔͨΊのઃඋنଇのվਖ਼＊1Λ行͍ɺ͋Θͤͯɺվਖ਼ޙのઃඋن
ଇのӡ༻ํ๏ղऍΛ໌֬Խ͢Δʮిؾ௨৴ۀࣄ๏ʹجづくثػのج४ೝূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯΛ����
ʢฏ��ʣ�݄ʹࡦఆ・ެදしͨɻ

ઃඋنଇのվਖ਼֓ཁҎԼの௨りɻ
・�ΠϯλーωοトϓϩトίϧΛ༻しɺిؾ௨৴ճઢઃඋΛհしͯଓ͢Δ͜ͱʹΑりɺిؾ௨৴のૹड৴ʹ
Δػ能Λૢ͢࡞Δ͜ͱ͕可能なઃඋʹ͍ͭͯɺ࠷ݶのηΩϡϦςΟରࡦͱしͯɺҎԼのػ能Λ۩උ͢Δ
͜ͱΛٕज़ج४ʢઃඋنଇʣʹՃ͢Δɻ
ɹᶃ��ΞΫηス੍ػޚ能˞�ʢྫ͑ΞΫηス੍ݶΛ͔͚ͯ*%・ύスϫーυೖྗΛٻΊɺਖ਼し͍*%・ύスϫーυのೖ

能の͜ͱʣػΛղআ͢ΔݶのΈ੍࣌ྗ
ɹᶄ�ॳظઃఆのύスϫーυのมߋΛଅ͢のػ能
ɹᶅ�ιϑトΣΞのߋ৽ػ能˞�

ɹຢ�ᶃʙᶅͱಉҎ্のػ能˞�

˞���ᶃͱᶅのػ能ɺ͕ిݯΦϑʹなͬͨޙɺ࠶ͼిݯΦϯʹͬͨࡍʹɺग़ՙ࣌のॳظঢ়ଶʹらͣిݯΦϑʹなΔલのঢ়ଶΛҡ࣋Ͱ͖Δ
͜ͱ͕ඞཁɻ

˞���ಉҎ্のػ能Λͭ࣋のͱしͯɺࡍࠃඪ४*40�*&$�����ʹجづくηΩϡϦςΟೝূʢ$$ೝূʣΛड͚ͨෳ߹ػؚ͕まΕΔɻ

・�1$スϚートϑΥϯɺར༻ऀ͕ਵ͔ͭ࣌༰қʹҙのιϑトΣΞΛಋೖ͢Δ͜ͱ͕可能なثػʹ͍ͭͯ
ຊηΩϡϦςΟରࡦのର֎ͱ͢Δɻ

＊1	 2019ʢฏ31ʣ3݄1ެ、2020ʢྩ2ʣ4݄1ߦࢪ
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1 ࡦํ͚ͨʹਪਐݱੜࣾձͷ࣮ڞ
զが国の人口構造は、2040年に高齢者人口がピークを迎えるとともに、生産年齢人口の減গが༧ଌされており、

産業や地域を支える「人」の重要性が૿す中では、年齢、性別、ো害の有無、国੶等に関わらͣ、୭もが自らの能
力を発شし社会をみんなで支えていくことが必要である。

また、総人口の減গにう現代社会が抱える様々な題に対し、「SoDJeUZ5�0」に代表されるICTが持つ可能性
を活用し、地域のಛ性に応じた新しい社会インフラやサービス等の解ܾ策を講じることで持続可能な社会の実現が
可能となる。

しかしながら、上記のような「SoDJeUZ5�0」時代のԸܙは、ICT利活用の社会実装によって可能となることか
ら、年齢、ো害の有無、性別、国੶等に関わらͣ、デジタル活用の利便性をڗ受し又は担い手となることで、୭も
が多様な価観やライフスタイルを持ちながら๛かな人生を送ることができる「デジタル活用共生社会」の実現を
指すべきである。

このような状況を踏まえ、総務省ではް生࿑働省と共に、ICTを利活用し、年齢、性別、ো害の有無、国੶等
に関わりなく、୭もが多様な価観やライフスタイルを持ちつつ๛かな人生をڗ受できる共生社会の実現推進に向
けた方策や、ICT活用社会のҙࣝ改革・普及啓発策のあり方について、広く関係者のҙ見をฉき、今後の政策に
өすることを的として、2018年（平成30年）11月から「デジタル活用共生社会実現会議＊1」を開催した（ਤ
ද�������）。

本会議では、「デジタル活用共生社会」の実現に向け、「高齢者」、「ো害者」、「育ࣇ・介護等ੈ代」及び「多จ化
共生」について課題を整理した上で、これらの課題に対するICT利活用施策について検討が行われ、2019年（平
成31年）3月に報告書がとりまとめられた。

報告書では、高齢者等がスマϗのૢ作等についてۙな場所でۙな人に気ܰに૬ஊできる「デジタル活用支援
員」の整備、ো害者や育ࣇ・介護等ੈ代のICTスキルश得による活༂のきっかけ作りにつながる地域でプログラ
ミング等のICTスキルをֶび合う「地域ICTクラブ」の活用やその全国展開、ো害当事者参加型のICT機器・
サービスの開発体制の整備に向けた情報共有プラットフォームの構築、ো害者の情報アクセシビリティ確保を促進
するための企業によるアクセシビリティ基準の自ݾ評価の組みの導入等について提言されている。
ਤද������� ʮσδλϧ活༻ڞ生ࣾձ࣮ݱձٞʯのݕ౼ମ੍ʹ͍ͭͯ

ʮσδλϧ活༻ڞ生ࣾձ࣮ݱձٞʯ
ʲᅳॏ૯務େਉ務、৽୩ް生࿑ಇେਉ務の࠻ڞʳ

ʪ*$5ҬίϛϡχςΟ෦ձʫ

ᶃ*$5Λ活༻し୭͕๛͔なਓ生ΛڗडͰ͖Δڞ生ࣾձの࣮ݱਪਐʹࡦํ͚ͨのݕ౼
ɹʢোऀऀྸߴ͕ඞཁなใʹΞΫηスͰ͖な͍͜ͱのղফɺ"*ͱσーλΛֻ͚߹Θͤɺݸ々のϢーβーχーζ
ʹ߹கしͨ*$5の࣮ݱʣ
ᶄ*$5活༻ࣾձのҙࣝվֵɺීࡦൃܒٴのݕ౼

ᶃσδλϧ活༻ࢧԉһʢԾশʣのΈのݕ౼
ɹʢ੍の͋りํɺਓࡐɺීٴల։ࡦʣ
ᶄҬ*$5Ϋϥϒのීٴ・活༻ํࡦのݕ౼
ɹʢ全ࠃల։ɺࠃ民のҙࣝৢɺҬίϛϡχςΟの͋り
ํʣ
ᶅஉঁڞಉࢀըの࣮ݱ・ଟจԽڞ生ʹ5$*͚ͨ
ɹ活༻ࢧԉࡦٕज़։ൃのݕ౼

ʪ*$5ΞΫηγビϦςΟ֬อ෦ձʫ

ిϦϨーサービスʹΔ
ϫーΩϯάάϧーϓ

ᶃৗ生活ʹ͢ࢿΔ*P5・"*Λ活༻しͨઌٕज़
の։ൃ・࣮ূのݕ౼

ɹʢোࢀऀࣄՃ5$*ܕ・サービス։ൃのΈʣ
ᶄใΞΫηγビϦςΟの֬อのͨΊのڥඋ
ʢࣾձのҙࣝվֵɺ୲อ͢Δ੍の͋りํʣ

˞事ۀ者、ো者ஂ体、ؔػڀݚ、地方ެஂڞ体等かΒなるίンιーシΞムのઃஔについて検౼

＊1	 σδλϧ׆用ڞੜ社会࣮ݱ会ٞ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digitaM_utiMi[ation/indeY.htmM
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2 ҭɾҩྍͷʹ͓͚ΔI$5Խͷਪਐڭ

�ͷਪਐ༺׆ҭʹ͓͚ΔI$5རڭ
総務省は、教育分野におけるICT利活用を更に推進するため、จ部Պֶ省と連携し、2014年度（平成26年度）

から2016年度（28年度）まで「先導的教育システム実証事業」を実施した。具体的には、クラウド技術を活用
することにより、ࣇಐ生ెや教員等が多種多様なデジタル教材・πールを、いつでも、どこでも利用し、かつコ
ストで導入、運用可能な「教育クラウド・プラットフォーム」の実証に取り組み、実証成果である「教育クラウ
ド・プラットフォーム」の参ߟ様や教育現場におけるクラウド活用の先進事例について、全国の教育ҕ員会等に
対して普及・展開している。

さらに、2017年度（平成29年度）からは、จ部Պֶ省と連携し、「スマートスクール・プラットフォーム実証
事業」を実施している。具体的には、クラウド化を推進し、教職員が利用する「ߍ務系システム」と、ࣇಐ生ెも
利用する「त業・ֶश系システム」におけるデータを活用した、教員の業務効率化、アμプティブなֶश指導、生
ె指導等を可能とするべく、྆システムの安全かつ効果的・効率的な情報連携方法等について実証を行っている。
実証結果を踏まえ、「スマートスクール・プラットフォーム」として2019年度（令和元年度）末までに標準化し、
全国のֶߍに普及させることを指す（ਤද�������）。

ҩྍɾհޢɾ݈߁ʹ͓͚ΔI$5ར׆༻ͷਪਐ�
ア　ҩྍɾհޢɾ݈߁のネットワーク化ਪਐ

医療機関や介護施設にଘ在するデータは、個別の施設内で利用するために集められているものが多い。医療・介
護・݈߁分野のネットワーク化を推進することで、地域の医療機関や介護施設間での効果的な情報共有や、地域を
超えたデータ活用によるױ者等へのదな医療・介護サービスの提供を可能とし、国民一人ͻとりを中心とした
データの౷合による個々人に࠷దな݈߁管理・療・介護を実現することがٻめられている。総務省では、2017
年度（平成29年度）に、クラウド化・方向化等による地域の&)R（&MeDUSoOJD )eBMUI ReDoSE）の高度化や
&)R間の૬ޓ接続の際のセキュリティや運用ルールの検討を、2018年度（平成30年度）に、医療・介護・݈߁
分野のネットワークを活用したサービスに係る実証事業を実施した。2019年度（令和元年度）もҾき続き、Ϩセ
プトデータを活用した療支援モデルの構築等、医療・介護・݈߁分野のネットワークを活用したサービスに係る
実証事業に取り組んでいく（ਤද�������）。

ਤද������� スϚートスΫーϧ・ϓϥοトϑΥーϜ࣮ূۀࣄ

のγスςϜࡏݱ スϚートスΫーϧ
तۀ・ֶशܥγスςϜ

連携なし

तۀ・ֶशܥγスςϜ

γスςϜܥߍ γスςϜܥߍ

σδλϧࡐڭのֶशه、ֶश
成果物、ڭҭ4/4のϩά　等

成、तܭۀը、生ెࢦಋ、ग़ܽ、
保݈情報　等

ʴݸʑに࠷దなֶशのϦίϝンυ、
ಇֶशの活ੑԽ　等ڠ

ʴֶशσーλにͮجくֶڃ・ֶ ܦߍ
Ӧのվળ、事務ෛ୲のܰݮ　等

҆全かつޮ果త・
ޮతな情報連携
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また、2018年度（平成30年度）療報ु改定におけるオンライン療ྉの新設等によりオンライン療の普
及が見ࠐまれる中、総務省では、2018年度（平成30年度）、安全かつ効果的なオンライン療実施モデルの構築
に向けた実証事業を実施した。2019年度（令和元年度）も、医ࢣ対医ࢣ（%Uo%）の分野を含め、Ҿき続き、ԕ
ִ医療モデルの構築に資する実証事業等に取り組んでいく。

さらに、総務省では、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AM&%）による研究事業として、2016年度
（平成28年度）より3年間、ライフステージに応じたP)R（PeSToOBM )eBMUI ReDoSE）サービスモデルの開発及
び本人に関する多種多様な情報の౷合的な利活用を可能とする基盤的技術の確立を的とした「パーソナル・ϔル
ス・Ϩコード（P)R）利活用研究事業」を実施した。今後、当֘研究事業の成果も踏まえて、P)Rサービスの普
及展開に向けた取組を進める༧定である（ਤද�������）。

ਤද������� ҩྍʹ͓͚ΔωοトϫーΫԽのਪਐ

ҩྍ連携ωοトϫーΫ
ʢ&)3ʣ

ਤද������� 1)3Ϟσϧߏஙۀࣄ

ҩྍ3(&・ؔػ

1)3σーλ
連携サーό

かかりつ͚
連携खா
ΞϓϦ

ମ࣏ࣗ

อऀݥ
ʢ݈อ・ࠃอʣ

ʲΞϓϦΛ௨ͯ͡ݸਓのҩྍ・݈߁ใΛྻܥ࣌Ͱऩू・活༻ʳ
ʲࣗらのϥΠϑスςーδʹԠͯ͡ΞϓϦΛऔಘʳ

・・・

ຊਓ

հ護予
ΞϓϦ

ࢠखா
ΞϓϦ

݈ߍֶ
ΞϓϦ

ཧ߁݈
ΞϓϦ

生活श׳ප
खாΞϓϦ

ຊਓಉҙのͱ
σーλऩू
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イ　ҩྍɾհޢɾ݈߁に͓͚るઌಋ的*$5ར活用ڀݚਪਐʢ情報ྲྀ௨ߴ化ਪਐࣨʣ
8,等の高ਫ਼ࡉө૾技術は、ө૾を高いྟ場ײと実ײとともに伝えることができるため、医療分野において活

用することにより、様々なྖ域で革新的な医療サービスが実現する可能性を有している。総務省は「8,技術の応
用による医療のインテリジェント化に関する検討会＊2」を開催し、8,技術の医療応用を現実に進めていく上での
可能性や課題について具体的に検討を行い、2016年（平成28年）7月に報告書がとりまとめられた。報告書では、
8,技術の具体的な活用シーンとして、内ڸࢹ（ߗ性ڸ）、ݦඍڸを用いた手術・ライフサイエンス、ප理断をڍ
͛ているほか、医ֶ教育や断支援への高ਫ਼ࡉө૾データの活用可能性についても言及している。

報告書を踏まえ、総務省は、AM&%による研究事業として、2016年（平成28年）度より3年間、8,技術を活
かした内ڸࢹ（ߗ性ڸ）システムの開発を行った。また、2017年度（平成29年度）より3年間、高ਫ਼ࡉө૾をֶ
शさせた人工知能（AI）を活用した断支援システムの開発を実施している。これにより高度な医療の実現を
指している。

また、2017年度（平成29年度）より3年間、自治体にੵされている݈・Ϩセプトデータ、事例データ及び
エビデンスデータ等を収集し、AIによる解析を行うことで、地域及び個人が抱える課題に応じ、దな保݈指導
施策の提Ҋを行う「AIを活用した保݈指導システム研究推進事業」を実施している（ਤද�������）。

ςϨϫʔΫͷਪਐ�
テϨワークは、ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できるॊೈな働き方である。子育てੈ代やシニアੈ代、

ো害のある方も含め、国民一人一人のライフステージや生活スタイルに合ったॊೈな働き方を実現するものであ
り、「働き方改革」のりࡳともいえるものである。また地方にいながら都市部の事もでき地域活性化にもد༩
するものである。総務省では、テϨワーク導入の課題に対応する形で様々な施策を展開している（ਤද�������）。

ਤද������� ҩྍ・հ߁݈・ޢʹ͓͚Δઌಋత*$5ར活༻ڀݚਪਐ

�

�"*

ҟ
ৗ
ݕ
ग़

˔�,ڸࢹγスςϜߏங ˔"*อ݈ࢦಋࢧԉγスςϜߏங

݈・Ϩηϓτ
σーλ

ઌ進事ྫ
σーλ

ө૾σーλΛ活༻しͨࡉਫ਼ߴ˔
ɹ"*அࢧԉγスςϜߏங

自治体৬һ・
保݈ࢣ

ޮՌత
อ݈ࢦಋ

ցֶशػ͕*"

ਖ਼
ৗ
ը
૾

＊2	 �,ٕज़のԠ用にΑるҩྍのインテϦδΣンτ化にؔ͢るݕ౼会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/�ktech/indeY.htmM
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まͣ、導入の課題として「テϨワークにదした課題がない」等があるが、テϨワークはಛ別なものではないとい
うҙࣝの変革や、先進事例の参র等で課題を解ܾできるよう、また、このような働き方を全国的に普及展開する周
知広報施策として、「総務省ɹ働き方改革セミナーɹʵʰ働く、が変わるʱテϨワークʵ」と題して、企業等を対
象としたセミナーを開催している。2018年度（平成30年度）には、全国10か所で各道県と共催で開催した。プ
ログラムは、テϨワークの࠷新動向、࿑務管理上のཹҙ点、情報セキュリティ上のཹҙ点のほか、テϨワーク導入
企業の事例介などから構成されている。

また、テϨワーク導入のICT໘での課題としてあ͛られる、企業等がテϨワークを実施する際の情報セキュリ
ティ上の不安を১し、安心してテϨワークを導入・活用する手Ҿきとなる指針として、「テϨワークセキュリ
ティガイドライン」を策定・公表している。2017年度（平成29年度）には、ۙ࠷の社会や技術の変化（クラウ
ドサービスやSNSの普及等）、新たなセキュリティ上のڴҖ（無線LANの੬ऑ性、ランサムウェアや標的型ܸ߈
の登場等）などを踏まえ、本ガイドラインの改定を行い、「テϨワークセキュリティガイドライン第4൛」として
周知を行っている。

さらに、テϨワークをこれから導入しようとする企業等に対して、「テϨワークマネージϟー」としてઐՈを
ݣし、テϨワークシステム、情報セキュリティ等、主にICT໘でテϨワークの導入に関するアドバイスを実施
している。2018年度（平成30年度）には計117ճのݣを実施した。ซせて、自社内及び他社にテϨワークの
導入支援ができるઐ人材を育成し、テϨワークの野拡大を図るため、2018年度（平成30年度）にはઐ的
知見を集めたテキストブック更新・公開を行い、講श会を東京で3ճ、大ࡕで1ճ開催した。

企業等にとってテϨワーク導入のインセンティブとなるよう、総務省は、2015年度（平成27年度）から、テ
Ϩワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テϨワーク先ۦ者」とし、その中からे分な実を持つ企業等
を「テϨワーク先ۦ者ඦબ」として公表している。また、2016年度（平成28年度）には「テϨワーク先ۦ者ඦ
બɹ総務大臣」を創設し、「テϨワーク先ۦ者ඦબ」の中からಛに༏れた取組を表জしている（ਤද�������）。
2018年度（平成30年度）の総務大臣は初めて中খ企業が2社受しており、今後中খ企業への野拡大も期待
される。

ਤද������� ςϨϫーΫਪਐࡦࢪの֓ཁ

ް生࿑ಇল　Ϟσϧबنۀଇʢ)2�年度ࡦ定ʣ

ް生࿑ಇল　情報௨信ٕज़を利用した事ۀ֎ۈ務のదなಋೖ及ͼ
のためのΨイυラインʢ)�0年ࢪ࣮ 定ʣࡦ2݄

ʢ࿑ཧのదਖ਼Խʣ

ʢηΩϡϦςΟの֬อʣ

Ҭ *P5 ࣮ਪਐۀࣄʢཁ݅ #� ςϨϫーΫʣʢ3�ʙʣ

ςϨϫーΫ݄ؒʢ��݄ʣ

ςϨϫーΫ・σΠζ ����ʢ�݄ʙ �݄ʣ

ςϨϫーΫઌऀۦඦબٴͼ૯େਉදজʢ)2�ʙʣ

ςϨϫーΫϚωーδϟーݣʢ)2�ʙʣ
ʢઌ行ྫࣄのऩू・ؾӡのৢʣ

ରԠࡦࢪ

ਓ事ධՁ͕しくର者͕ݶ定͞れる

దな࿑務ཧ͕ࠔ
࿑ཧ໘の՝

情報࿙ӮʢηΩϡϦテΟʣ͕৺配
*$5ʢٕज़ʣ໘の՝

地方෦でಋೖ͕い
Ҭؒ֨ࠩの՝

٬等֎෦ରԠに支ো͕あるސ

ࣾίϛϡχέーシϣンにෆ͕҆ある

テϨϫーΫにదした事͕ない
จԽ໘の՝

ςϨϫーΫಋೖの՝

ྩ

ݩ


の
ࢪ
策

ς
Ϩ
ϫ
ồ
Ϋ
η
ϛ
φ
ồ
・
ݸ
ผ
૬
ஊ

ớ
̝
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Ỗ
Ờ

テϨϫーΫηΩϡϦテΟΨイυライン
ʢ)�0年 �݄վ定ʣ
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テϨワークは、働き方改革のりࡳとして期待されているとともに、都心部の交通ࠞࡶ؇和にもد༩するものと
してੵۃ的導入がٻめられている。そこで、総務省、ް生࿑働省、経ࡁ産業省、国交通省、内閣及び内閣府
は、東京都及び関係団体と連携し、2020年（令和2年）までのຖ年、東京オリンピックの開会ࣜが༧定されてい
る7月24日を「テϨワーク・デイ」と位置付け、大会期間中のテϨワーク活用による交通ࠞࡶ؇和と全国的なテ
Ϩワークの定ணを的とし、企業等による全国一斉のテϨワーク実施をݺびかけている（ਤද�������）。

第2ճとなった2018年（平成30年）には7月23日から27日の期間中に、7月24日プラスその他の日の合
計2日間以上テϨワークを実施する「テϨワーク・デイζ」として規模を拡大し、参加をݺびかけたところ、
1,682団体、Ԇべ30ສ人以上が参加した。

3年となる2019年度（令和元年度）は、2020年東京オリンピック・パラリンピックڝ技大会લの本൪テスト
として、7月22日（月）から9月6日（ۚ）の約1ϲ月間を実施期間とする「テϨワーク・デイζ2019」として、
更に規模を拡大して実施する。

ਤද������� ςϨϫーΫઌऀۦඦબٴͼ૯େਉදজの֓ཁ

૯
େਉ

テϨϫーク
ઌۦ者ඦબ

テϨϫークઌۦ者

ಛに༏れたऔ組であΔ

ेなར用実があΔ

テϨϫークにΑΔۈ੍がͬͯいΔۀا
テϨϫークがबنۀଇのຊଇもし͘ݸผのنఔにఆめΒれ、実ࡍにͯͬߦいΔ

ඦબҎ্にϩΰを༩

・テϨϫークのಋೖ・活用をਐめͯいΔۀا・ஂମをʮςϨϫーΫઌऀۦʯͱしͯ、͞Βにेなར用実が認め
ΒれΔ߹にʮςϨϫーΫઌऀۦඦબʯͱしͯબఆ・ެද。
・ʮテϨϫークઌۦ者ඦબʯの͏ͪ、ಛに༏れたऔ組に૯େਉをत༩。ʢテϨϫークਪਐۀاް生࿑ಇେਉද
জʢً͘テϨϫークʣͱ߹ಉのදজࣜを実ࢪ。ʣ

ʪฏ成��૯େਉʫ
向༸ిػʢגʣ、ຊϢχγスʢגʣ、フジॅʢגʣ、ࡾҪॅ༑ւ্Րࡂอݥʢגʣ、ʢגʣ803,�S.*-&�-"B0

ʪߟࢀɿաڈの૯େਉʫ
ฏ成��ɿʢגʣ/TTドίϞ、ʢגʣԭϫークウΣル、େಉ生໋อݥʢגʣ、ຊϚイクϩソフトʢגʣ、ωットϫンγステϜζʢגʣ
ฏ成��ɿサイϘウζʢגʣ、ʢגʣϒイキϡーϒ、໌ా࣏҆生໋อݥ૬ޓձࣾ、Ϡフーʢגʣ

Ӧ໘での成果、*$Tのར活用、ํ生のऔ組を૯߹తにஅܦ

ରैۀһがਖ਼ࣾһの��ˋҎ ʢ্খنۀࣄ者※��ˋҎ্ʣ、
ରैۀһの���Ҏ্ຢ���ਓҎ্が実ࢪ、実ࢪ者શମの
ฏۉ実ࢪが݄ฏۉ�Ҏ্

աڈのʮテϨϫークઌۦ者ඦબʯબఆۀا・ஂମɿฏ成����ஂମ/ฏ成����ஂମ/ฏ成����ஂମ/�ฏ成����ஂମ
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2018年（平成30年）のテϨワーク・デイζ期間中は、東京23区への通ۈ者がԆべ41ສ人減গし、エリア別で
の通ۈ者減গ量は、ؙノ内、๛ऱ、川の順となった（ਤද�������）。また、東京メトロ๛ऱӺでは、ேの通ۈ
ピーク時間帯（8時台）の通ۈ量が1年લと比べて7�7ˋの減গとなったほか、オフィス費用削減の観点からは事
務用ࢴ等の使用量が約14�減গ、業時間が約45�減গするなど、交通ࠞࡶの؇和や業務効率化に大きな効果が
見られた。

ਤද������� ʮςϨϫーΫ・σΠζʯの֓ཁ

ʪഎܠʫ
2020年౦ژオϦンϐοΫ・パラϦンϐοΫٕڝେձで、国֎かΒ٬ޫ؍等͕ू·り、交௨ࠞ
。ࡳճආのりࡶ予͞れる。テϨϫーΫ͕ࠞࡶ
˞ϩϯυϯେձͰɺۀاの�ׂ͕ςϨϫーΫٳՋऔಘなͲのରԠΛ行͍ɺࢢのࠞࡶΛղফ

20��年、౦ژΦϦϯϐοΫ։ձ͕ࣜ行ΘΕΔ�݄��をʮςϨϫーΫ・σΠʯとઃ定。2020年
·でのຖ年、ۀا等にΑる全国Ұ੪のテϨϫーΫを࣮ࢪ。

ᶃେձؒظதのテϨϫーΫ活用にΑり、ަ௨ࠞࡶΛ؇
　̡ 2020年େձ࣌見௨しʳమ道ɿ٬؍利用と道࿏かΒのసにΑり、利用者͕�ׂ૿Ճ
　̡ T%.のඪʳమ道ɿࡏݱとಉఔ度のαーϏスϨϕϧをࢦす　T%.ʜTSBOTQPSUBUJPO�%FNBOE�.BOBHFNFOU
ᶄۀا等͕テϨϫーΫにऔりΉػձをग़
ɹ全ࠃతʹʮςϨϫーΫʯͱ͍͏ಇ͖ํ͕ఆண
౦2020ژେձを͖ͬか͚に、ຊࣾձにಇ͖方վֵの定ணをʂ

ʪςϨϫーΫ・σΠʫ

ʪظޮՌʫ

ʪ-FHBDZʫ

ւ道かΒԭೄ·で、
情報௨信の΄か、、
保ݥなど෯いۀ種の
。Ճࢀ自治体等͕、ۀا

ୈ�ճ�����

ୈ�ճ�����ʴ�Ҏ্
ʢ��ʙ ��のؒʣ

ςϨϫーΫ・σΠζ����
˔���� ʙ ���のؒͰ�Ҏ্࣮ࢪΛݺͼ͔͚
˔����ஂମɺ��ສਓҎ্のࢀՃΛඪ

ʲࢀՃʳ���ஂମɺ���ສਓɹ����ஂମɺ����ສਓ

ʦओ࠵ʧ૯務ল、ް生࿑ಇল、ۀ࢈ࡁܦল、国交௨ল、
、ֳֳ

ʦ࠵ڞʧ౦ژ、Ұൠࣾஂ๏ਓຊஂࡁܦ体連߹ձ、ຊ商
ձٞॴ、Ұൠࣾஂ๏ਓຊテϨ商ژձٞॴ、౦
ϫーΫڠձ

ਤද������� ςϨϫーΫ・σΠζのओなޮՌʢަ௨ࠞࡶの؇ʣ

˓テϨϫーク・デイζؒظ����த、��۠の通ۈ者がԆ��ສਓݮগ。

˓���Nϝッγϡエリアでの通ۈ者ݮগྔトッϓ�のエリア、
ɹ�Ґɹؙの����ਓʢʵ����ˋʣɹ�Ґɹ๛ऱ����ਓʢʵ����ˋʣ
ɹ�Ґɹ川����ਓʢʵ���ˋʣ
˓ूதతなテϨϫークの実ࢪにΑり、ަ௨ࠞࡶの؇にد༩
˓टݍをத৺に、શࠃのۀاɾஂମで実ࢪ

に۠��ژதにおけΔ౦ؒظͼٴ֎ؒظଳి話ར用者のҐஔใのϞバイルϏッάデータੳにΑり、テϨϫーク・デイζܞˎ
。者をൺֱۈがあΔ通ۈ

˙௨ऀۈがݮগͨ͠���̼ϝογϡΤϦΞ�τοϓ��

ग़యɿ,%%I̫ ίϩϓラʮ-PDBUJPO�TSFOETʯ
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テϨワークの普及促進に向けて、政府のみならͣ産ֶ
一体となった取組も進めている。テϨワーク推進フォーラ
ム（総務省、ް生࿑働省、経ࡁ産業省及び国交通省のݺ
びかけにより2005年（平成17年）11月に設立された産
のテϨワーク推進団体）では、2015年（平成27年）ֶ
から11月を「テϨワーク月間」として、テϨワークの普
及促進に向けた広報等を集中的に実施している。

2018年度（平成30年度）のテϨワーク月間において
は、周知ポスター（ਤද�������）やPR動画を作成し、
公共交通機関やイベント会場等でPR活動を行った。

テϨワーク月間サイトに登された活動数は1,506݅と
なり、2017年度（平成29年度）（821݅）から約1�8ഒ૿
加した。

テϨワーク月間中に政府としても、セミナーやイベント
等を集中的に開催するとともに、月間サイトに登した各
企業においても、セミナー・イベントや社内でのテϨワー
ク実施をݺびかける等、テϨワーク月間をܖ機に社内外で
の普及啓発活動を行った。
「;るさとテϨワーク」とは、地方のサテライトオフィ

ス等においてテϨワークにより都市部の事を行う働き方
のことである。;るさとテϨワークの推進により、都市部
から地方への人や事の流れを創出し、地方創生の実現に
するとともに、地方における時間や場所を有効に活用ݙߩ
できるॊೈな働き方を促進し、働き方改革の実現にもݙߩするものである（ਤද��������）。
ਤද�������� ʮ;Δ͞ͱςϨϫーΫʯの֓ཁ

;Δ͞ͱςϨϫーΫͱ

Ҡసࡐਓ・ۀا

αテライτオϑΟス等

αテライτオϑΟス等

৯、ޫ؍Ҡసࡐਓ・ۀا
地元ۀى

地元ফඅ
ҭて、հ護ࢠ
ࣾձࢀՃ

ࢢ෦のۀا
ʢਓ、事ʣ

ਤද������� ςϨϫーΫ݄ؒのपポスλー
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総務省では、2015年度（平成27年度）に地域の実情や企業ニーζに応じた;るさとテϨワークのモデルを実
証し、2016年度（平成28年度）から2018年度（平成30年度）まで、地方自治体や民間企業等に対し、テϨワー
ク環境を整備するための費用の一部（例ɿICT機器ߪ入費用）を補助する事業を行ってきた＊3（ਤද��������）。

テϨワークの普及促進に関するこれまでの取組が、各企業の導入を支援する「点」や;るさとテϨワークの推進
という都市部と地方を結ぶ「線」が中心であり、今後は「໘」としてのテϨワーク導入支援が必要であるという観
点から、2018年度（平成30年度）には、「まち͝とテϨワーク」調査事業を実施した。全国で12か所の「まち」

（市町村、工会議所等の地域の経ࡁ団体等）を公ืによりબ定し、「まち」͝とのテϨワーク導入に関する現状や
課題の分析、有効な方策（例ɿ地域推進協議会、周知広報イベント等の開催、コワーキングスϖースの設置、企業
の施設等の第三者開放による活用）の検討等を行うことにより、「まち」のテϨワーク推進計画の策定等を後ԡし
した（ਤද��������）。

ਤද�������� ʮ;Δ͞ͱςϨϫーΫʯ࣮ূٴۀࣄͼ補ॿۀࣄの࣮ࢪҬ

地域࣮証事ۀʢ)2�年度ʣの࣮ࢪ地域ʢ��ϲॴʣ

ิॿ事ۀʢ)2�年度ʣの࣮ࢪ地域ʢ22ϲॴʣ

ิॿ事ۀʢ)2�年度ʣの࣮ࢪ地域ʢ��ϲॴʣ

ิॿ事ۀʢ)�0年度ʣの࣮ࢪ地域ʢ�ϲॴʣ
ʤܭ��ϲॴʥ

ʲւ道ʳ
　・見ࣼ�ࢢཬொ
　・ผւொ

ʲւ道ʳ
　・পொ

ʲ੨ݝʳ
　・੨߂�ࢢલࢢʲؠखݝʳ

　・ԕࢢ

ʲؠखݝʳ
　・େધࢢ

ʲٶݝʳ
ʳݝʲౡࢢઋপؾ・　

　・ձएদࢢ

ʲౡݝʳ
　・ాଜࢢ ʲ܈അݝʳ

　・ଠాࢢʲಢݝʳ
　・Ӊࢢٶ

ʲಢݝʳ
　・ಢࢢʲઍ༿ݝʳ

　・Ѵࢢ
ʲݝʳ
　・Ԙ৲ࢢ�࢜見ொ�Ԧୌଜ
　・দຊࢢ

ʲݝʳ
　・দຊࢢ�Ԙ৲ࢢ

ʲઍ༿ݝʳ
　・উӜࢢ

ʲࢁསݝʳ
ࢢߕ・　

ʲݝʳ
　・ۨϲࠜࢢ

ʲݝʳ
　・ીொ

ʲذෞݝʳ
ࢢ上܊・　

ʲѪݝʳ
　・๛ాࢢ

ʲಸྑݝʳ
　・౦٢ଜ

ʲ和Վݝࢁʳ
　・നொ
ʲ和Վݝࢁʳ
　・നொ

ʲಙౡݝʳ
　・໐ࢢ

ʲಙౡݝʳ
　・ಹլொ

ʲԬݝࢁʳ
　・ෑࢢʲ高ݝʳ

　・ࠤொʲٶ㟒ݝʳ
　・༿ଜ

ʲ۽ຊݝʳ
　・ఱࢢ

ʲԭೄݝʳ
　・ொ

ʲԭೄݝʳ
ࢢౡݹٶ・　

ʲ۽ຊݝʳ
ࢢຊ۽・　

ʲ࡚ݝʳ
　・ೆౡࢢݪ

ʲࠤլݝʳ
　・ௗࢢ

ʲ࡚ݝʳ
　・ұࢢذ

ʲԬݝʳ
ࢢౡࢳ・　

ʲԬݝʳ
ʳݝʲԬࢢౡࢳ・　

　・ాࢢ

ʲౡࠜݝʳ
　・ຊொ

ʲฌݝݿʳ
　・୮ࢢ

ʲژʳ
　・ೆ୮ࢢ

ʲژʳ
ࢢޙ୮ژ・　

ʲಸྑݝʳ
ொڷࡾ・　

ʲҪݝʳ
　・Ҫࢢ

ʲݝࢁʳ
　・高Ԭࢢ

ʲ৽ׁݝʳ
　・上ӽࢢ

ʲݝʳ
　・നഅଜ

ʲݝʳ
　・ཱՊொ

ʲ܈അݝʳ
　・高࡚ࢢ

ʲ܈അݝʳ
　・みなかみொ

ʲݝܗࢁʳ
　・高ിொ

ʲւ道ʳ
　・ඒӖࢢ
　・χηίொ

ਤද�������� ʮまち͝ͱςϨϫーΫʯ調査ۀࣄの࣮ࢪҬ
બ定�2݅ʗఏҊ2�݅　ʢ)�0��2��ެදʣ

/P Ҭࢪ࣮ Ԡืऀ
� ւ道ؠ見ࢢ ࢢ見ؠ
� ࢢ୩ݝٶ ୩ࢢ
� Ἒݝ守୩ࢢ Ұൠࣾஂ๏ਓࢠҭてωοτϫーΫ··り
� ࢢڮલݝഅ܈ લࢢڮ
� ਆಸݝԣਢլࢢ ԣਢլࢢ
� ܰݝҪொ ܰҪϦκーτテϨϫーΫڠձ
� ҪݝӬฏࣉொ Ӭฏࣉொ
� ੩Ԭݝ੩Ԭࢢ ੩Ԭࢢ
� 和Վݝࢁ 和Վݝࢁ
�� ಙౡݝ ಛ定ඇӦ利活ಈ๏ਓνϧυϦンಙౡ
�� Ԭཹٱݝถࢢ ࢢถཹٱ
�� େݝதࢢ ΩϟϦΞシϑτࣜגձࣾ

＊3	 ;る͞とテϨϫʔΫϙʔλϧαイτɹhttps://teMework.soumu.go.jp/
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総務省では、2019年度（令和元年度）より、地域課題解ܾに資するテϨワーク環境のためのサテライトオフィ
ス整備等への補助を、「地域IoT実装総合支援施策」の中で実施する（ਤද��������）。

� ใ௨৴ج൫Λ׆༻ͨ͠Ҭৼڵ

I$5Λ׆༻ͨ֗ͮ͘͠Γ�
2012年度（平成24年度）から開始したICT֗づくり関連事業を通じ、地方の課題解ܾに資する単機能型の

ICT֗づくり及び成ޭモデルのԣ展開は一定の成果を得つつあるところであり、Ҿき続き普及展開に取り組んで
いる。

一方、先進国に共通する課題として人口૿を要Ҽとする経ࡁ成はऴᖼしつつあり、またグローバルな経ࡁ連携
がさらに強化されることにより、都市は国際的なڝ૪の時代を迎えている。こうした状況の中、新たな活力を発ش
するためには、多様な課題を抱える都市における一人あたりの生産性や生活の質（2oLɿ2VBMJUZ oG LJGe）を高
めることが必要である。一人あたりの生産性の向上は人口減গへの対応として有効であり、2oLを高めることは
֗から人口の流出を防͗活力をҡ持・創出することにد༩する。そのためのπールとしてICTを活用することが
有効である。また、ࡢ今の技術進าでIoT（IOUeSOeU oG TIJOHT）やビッグデータの活用により様々な課題解ܾが
可能となりつつあり、このような新しい技術等を活用し生産性や2oL向上を指し、都市機能の高度化を指す
都市（スマートシティ）がٻめられている。

そこで、総務省では、2017年度（平成29年度）から大企業やベンチϟー企業など多様な主体が参画できるよ
うなオープンなデータ連携基盤を構築し、ۙྡ自治体等へԣ展開し波及効果の࠷大化を図る「データ利活用型ス
マートシティ」を推進することによって、都市が抱える多様な課題を解ܾすることを的とした「ICTスマート
シティ整備推進事業」を実施している（ਤද�������）。

ਤද�������� ྩݩɹҬ*P5࣮ਪਐۀࣄʢཁ݅#�ςϨϫーΫʣ

ඞਢ߲ࣄ

Ճ߲ࣄ

ํࡒ政ાஔ͋りʢ地方࠴ɿաૄچ・࠴߹ซಛྫ࠴・Ұൠิॿࢪઃඋ事࠴ۀ、
ಛผ交付੫ʢඇదܦ࠴අにݶるʣʣを͡ߨる

ཁྖʢҰ෦ൈਮʣࢪ調達のパλーンʢྫʣ࣮ۚࢿ
"

#

$

˔Ҭ*P5࣮ਪਐۀࣄʹͯެื͢Δۀࣄ
ʻ要̖݅ʼ�ۀ、ҩྍ・հ護・݈ࢠ、߁ҭて、ࡂ等の
� ผϞσϧのԣ展開事ۀ
ʻཁ̗݅ʼ�ಇ͖ํʢςϨϫーΫʣのผϞσϧのԣ展開事ۀ
� ʢڌඋʣ

スΩーϜۀࣄ˔

事ۀの࣮ࢪにࡍし、ؔஂ体との連携体੍のߏஙを͜͏ߦと。
˞ίϯιーγΞϜのまͰٻΊΔのͰな͍ɻ

地域IPT࣮推進事ۀ
ผϞσϧの普及展開イϝーδ

テϨϫーΫڌඋ

ิॿରɿ地方ެஂڞ体ʢ道ݝ及ͼࢦ定ࢢをআくʣ、民ؒ事ۀ者等
ิॿɿ事ۀඅの���補ॿʢิॿ額্ݶ����ສԁʣ

国ิݿॿ
ʢ事ۀඅの��2ʣ

国ิݿॿ
ʢ事ۀඅの��2ʣ

国ิݿॿ
ʢ事ۀඅの��2ʣ

自ۚࢿݾ

自ۚࢿݾ交付੫ાஔへの算ೖʢྫ�0ˋʣ
地方࠴ʢաૄ࠴・߹ซಛྫ࠴の߹ʣ

ಛผ交付੫ાஔ
ʢ地方ෛ୲の��2ʣ
ʢࡒྗิਖ਼ありʣ

自ۚࢿݾ

ຊ事ۀʢิॿۚʣのみ活用する߹

ຊ事ۀʢิॿۚʣと地方࠴をซ用する߹

ຊ事ۀʢิॿۚʣとಛผ交付੫ાஔをซ用する߹ᶃతʹର͢Δద߹性
　・োऀのब࿑支援・ಇ͖方վֵにࢿするの
　・ํҠಈऀ・ݩϫーΧー͕いる

ᶄ行͢Δ能ྗ
・ձ等にΑる連携ձٞॴ・体、ஂڞ地方ެ、ۀا・　
のׂと͕明確Խؔػங͞れて͓り、各ߏ体੍͕ྗڠ　　
　　͞れている

ᶅޮ性

ᶆඅ༻୲のద性

ᶇ完ྃޙのӡӦܭըのଥਖ਼
　・ʮςϨϫーΫਪਐܭըʯ等のࡦ定ຢ検౼

ᶈͦのଞ
　・地域IPT࣮推進ϩーυϚοϓのଞのผϞσϧͱの連携
　　にΑる૬ޮ果͕見Βれる

ಇ͖ํ
テϨϫーΫ
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これまで9自治体・団体で事業が実施された（ਤද�������）。

ਤද������� σーλར活༻ܕスϚートγςΟのجຊߏ

֊ըஈܭ

ର

֊ஙஈߏ

ӡ༻ஈ֊
σーλར活༻ܕスϚートγςΟ

ཧίスτを੍・࣋を͑、ӡ用・ҡڥする自治体͕༰қに活用するر

ۙྡ自治体等へ
ԣ展開し、

及ޮ果を࠷େԽ

๊͕͑ࢢΔଟ様な՝ղܾΛ࣮ݱ

σーλ連携ج൫
ʢϞδϡーϧˍΫラυにΑるڞ௨Խʣ

ྛਫ࢈
交௨

ޫ؍
ҩྍ・߁݈

ߦ ؾ

େۀاや
ϕンνϟーۀاなど、

ଟ༷な
ओ体͕ࢀը

༷ʑなσーλをऩू

サービスʢσーλྲྀ௨ʣ

・�֦ுՄੑや࣋ଓՄੑの؍かΒ、ࢢ
全体、మ道Ԋઢ、͕֗۠ओたるର

・�スΫラονかΒの開ൃとطଘの֗の࠶開ൃ
へのಋೖの2種ྨ͕ある͜とにཹҙ

・�σーλのඪ४Խ、ΞϓϦέーシϣン
の૬ޓӡ用ੑ確保、ϕンνϟーの
活用͕αーϏスのଟ༷Խにඞ要

・�কདྷతに"Iを活用したࢢ
にࢹのϚωδϝンτ等をػ　

ϓϥοトϑΥーϜ
・�θϩかΒのߏஙでແく

オーϓンιースの活用
・�ଞのϓラοτϑΥームと

のੑޓを確保

ωοトϫーΫ
、"ଘインϑラにՃ͑、-18ط�・

.7/0などతに߹Θͤޮ
　Αく利用
にࢹに4%/や�(の活用ߋ�・

・� ICTؔ連事ۀ者͕֗ͮくりܭըஈ֊のॳظ
かΒࢀը

・�自治体のटにΑる強いίϛοτϝンτ
・�全体を౷ׅしてԣ۲を௨す自治体の৫

・�111�1'Iなど民ؒと連携したϑΝイφンスを
活用

・�地元の༗ۀاࢤかΒのग़ࢿ
・�ιーシϟϧインパΫτϘンυの活用ྀߟ

・�ԣஅతなϚωδϝンτを͏ߦ৫͕伴
・� ICT͕ۀاΤϦΞϚωδϝンτ৫にࢀըし、

σーλを利活用
・�1%C"をճす͜とで、スϚーτシテΟの
　όーδϣンΞοϓをਤる

ਤද������� σーλར活༻ܕスϚートγςΟਪਐۀࣄɹ࠾֓ۀࣄཁ

ʲ����ʢฏ��ʣ࠾ۀࣄʳ

ᶃࡳຈࢢʢҰൠஂࡒ๏ਓͬ͞ΆΖۀ࢈ৼஂࡒڵʣ
などのをରとして、ϓラοτϑΥーム߁݈、ʣࡦ交௨ʢઇର、ޫ؍�　˗　

をߏஙの上、地元ٞڠձをઃཱ。
　�̠ 者かΒۀɿ�8J�'JやϏーίンかΒのਓྲྀ情報の΄か、民ؒ事ޫ؍�　

のߪ買情報や交௨情報などを活用して、ϚーέテΟンάੳや情報
ൃ信を͏ߦαーϏスを展開。

ᶄԣࢢʢࣜגձࣾϦΞϥΠζʣ
　˗　�ʮσーλδϟέοτʯとݺれる、σーλの概要やଐੑ情報ʢϝλσーλʣ、

住民χーζ等を解ੳ・ՄࢹԽし、৽たな課題のൃ見と解決を͏ߦख๏
を࣮ݱするϓラοτϑΥームをΫラυ上にߏங。

　˗　�ଟ༷なஂ体͕ࢀըする住民ࢀՃܕのϫーΫシϣοϓの開࠵を௨して、
課題解決シφϦオのࡦ定等にݙߩ。

ᶅՃݹࢢ
　˗　�̓ 全・̓ ৺を͡めとしたෳをରとして、ϓラοτϑΥーム

をߏஙの上、地元ٞڠձをઃཱ。
　˗　�8J�'JやϏーίンかΒのϩάや検情報の΄か、見守りΧϝラ情報等

を活用し҆৺・҆全μοシϡϘーυをߏஙするととに、ڞ௨ϙインτ
にΑるϘランテΟΞ活ಈのインηンテΟϒを付༩。

ᶆߴদࢢ
、ஙの上ߏなどのをରとして、ϓラοτϑΥームをࡂ、ޫ؍�　˗　

地元ٞڠձをઃཱ。
　˗　�ϨンλαイΫϧにઃஔする(14や、ਫҐηンαー等かΒಘΒれるσーλ

を活用して、٬ޫ؍のಈଶੳをܦたࡦࢪ展開やࡂରԠのޮԽ
をਤる。

ᶇձएদࢢʢΞΫηϯνϡΞࣜגձࣾʣ
　˗　�.ZI%ʢ'BDFCPPLやTXJUUFSでϩάインʣのシステムのಋೖやϚイ

φンόーΧーυ認証との連携
　˗　�-I/&を活用したࢢ民αーϏスίンシΣϧδϡやϕンνϟー等σーλ

を活用した৽αーϏスをఏڙするための開ൃ者用ϙーλϧのඋ

ᶈ͍ͨ͞まࢢӜඒԂ۠
ɹʢҰൠࣾஂ๏ਓඒԂλϯϚωδϝϯトʣ
　˗　�·ͪのσーλʢ݈߁・ϞϏϦテΟ・ߪ買ʣのऩू・ཧ・活用をՄ

とする1'をߏங
　˗　�)2�年度ɿ݈߁、見守り、தରࡦ、インόンυ、ࢢの૯߹�

αーϏス等をテϨϏ等で情報ൃ信するʮ·ͪのかΘΒ൛ʯを࣮ࢪ

ʲ����ʢฏ��ʣ࠾ۀࣄʳ

ᶃژʢҰൠࣾஂ๏ਓژスϚートγςΟਪਐٞڠձʣ
�などのをରとしてࡂ・ڥ・ޫ؍、ձ͕த৺となりٞڠ�　˗　

ϓラοτϑΥームをߏங・ӡ用。
　˗　�େֶなどのۀا、ؔػڀݚやޫ؍連ໍなどと連携してσーλを利活用。

σδλϧαイωーδを活用した٬ޫ؍のಈଶѲやスϚーτライτ
にΑるΤωϧΪーޮԽなどを࣮ࢪ。

ᶄࢢࢁ
住۠域の���をΧόーし、Ґஔ情報などをूするϓラοτډ�　˗　

ϑΥームをΫラυ上にߏங。
　˗　�ிԣஅのλスΫϑΥースや地元ٞڠձをཱͪ上͛σーλを利活用

し、児童の௨ֶঢ়گをՄࢹԽして௨ֶ࿏での҆全ରࡦにد༩。

ᶅӹాࢢʢγϚωӹాిࣜגࢠձࣾʣ
　˗　�्・߁݈・ࡂをରとしたϓラοτϑΥームをΫラυ�

上にߏஙし、ࢢや地元ۀا連ໍなどと連携してσーλを利活用。
　˗　�Տ・ਫ࿏のਫҐやᓂのั֫ঢ়گなどのσーλをऩूし、各に�

͓͚るߦ事務のޮԽをਤるととに、ࢢ民の݈૿߁進にऔり
Ή。
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また、ICTを活用した֗づくりに多様な主体が参画できるようになるための環境整備の一環として、ւ外事例
を参ߟに、地方公共団体が抱える課題と課題解ܾのための技術やノウハウ等を有するベンチϟー企業をマッチング
させるプロジェクト（「SUBSUVQ9ADU（スタートアップエグβクト）」）を2017年度（平成29年度）より開始して
いる。ベンチϟー企業は自の技術を地方公共団体でࢼすことができ、場合によっては地方公共団体とのܖ約や他
の企業からの出資を受けられることが期待される。

2018年度（平成30年度）は4地域（新ׁ県岡市、野県東信भ（上ా市ほか）、Ѫ知県๛ా市、߳川県高দ
市）の地域課題に対し、9社から10݅の応ืがあり、4社（4݅）とのマッチングが成立した（ਤද�������）。

ҬIP5࣮૯߹ࢧԉ�
総務省では、IoT等の本格的な実用化の時代を迎え、これまでの実証等の成果を日本全国の地域の۱々に波及さ

せるため、2016年（平成28年）9月から「地域IoT実装推進タスクフォース」を開催しており、同年12月に、
「地域IoT実装推進ロードマップ（2017年（平成29年）5月、2018年（平成30年）4月改定）」及び「ロード
マップの実現に向けた第一次提言＊4」が、さらに、2017年（平成29年）5月に、「第二次提言＊5」 が取りまとめら
れた。総務省では、これらの提言を踏まえ、自治体、民間企業等が様々な形で連携する「総合的推進体制」の確
立、及びIoT実装に取り組Ή地方自治体への補助を行う「地域IoT実装推進事業」を始めとした、地域の状況や
取組の発展段֊に応じてબ可能な「地域IoT実装総合支援」の創設を行った。同年7月に、「総合的推進体制」
の確立の一環として、IoT推進にҙཉ的な地方自治体、IoTビジネスの地域展開に心な地方自治体、民間企業等
が連携し、地域におけるIoT実装を強力に推進するため「地域IoT民ネット」が設立された。「地域IoT実装総
合支援」における各取組の概要については以下のとおりである（ਤද�������）。

ਤද������� ����ʢฏ��ʣ�4UBSUVQ9"DUϚονϯά݁ՌҰཡ

Ҭ՝ ໊ۀا ॴࡏ ιϦϡーγϣϯ֓ཁ

৽ׁݝ
Ԭࢢ

σーλのՄࢹԽにΑる
地Լਫのઅਫରࡦ 和ڵ Ԭࢢ

ʮ地ԼਫҐ・地൫ԼϞχλϦンάシステムのߏஙʯ
地ԼਫҐηンαー及ͼ地൫Լηンαーを自ࣾで開ൃした௨信ରԠܕσーλϩΨーに
ଓする͜とにΑり、地ԼਫҐ・地൫ԼのมԽをϦΞϧλイムで؍ଌで͖るシステム。
。にճऩ͞れるؒ࣌地のσーλϩΨーに保ଘ͞れ、௨信ճઢにΑりҙのݱଌσーλ؍

ݝ
౦৴भ

ʢ্ాࢢ΄͔ʣ

地域ࡁܦੳ
システムの活用 -T&�9 ౦ژ

ʮσーλのԣஅతӾཡڥのߏஙʯ
ֳ͕ఏڙする地域ࡁܦੳシステムʢ3&4"4ʣでऔಘで͖るσーλ及ͼࢢ�ொଜの
ߦσーλのੳをࡁܦを͑、౦信भ全体の地域ڥ༗σーλをԣஅతにӾཡで͖るݻ
。ஙするʢオーϓンϓラοτϑΥームԽʣߏをڥ͏
オーϓンϓラοτϑΥームσーλの活用にΑり、ݸʑの自治体ಋೖίスτ͕ݮ。

Ѫݝ
๛ాࢢ

体ޫ؍ܕݧ等にΑる
地域ࡁܦ活ੑԽ ΨイΞοΫス ౦ژ

ʮT"#IC"ʢ体ݧシΣΞαーϏス。地元のਓと交ྲྀで͖る地域体ݧ予αイτʣの活用ʯ
T"#IC"の活用にΑり、๛ాࢢҴ地域のັྗをൃ信。
ਓとਓとの交ྲྀを௨͡、ҟなる文Խや৽たなՁ؍とのग़ձいをαϙーτ。

߳ݝ
ࢢদߴ

ϏοΫσーλを活用した
交௨事ނࢭ σφϦパム େࡕ

ʮݥةҼࢠநग़ੳの自ಈԽʯ
高দࢢのυライϒϨίーμಈըかΒりग़した੩ࢭըを"Iը૾認ࣝιϑτΤΞを
用いてੳ。
ը૾かΒਓ、ं、όイΫ等をநग़し、ݥةҼࢠʢώϠϦϋοτʣの要Ҽੳに用いる
σーλのநग़を͏ߦ。

＊4	 「Ҭ*o5࣮ਪਐϩʔυϚοϓ」ٴͼ「ϩʔυϚοϓの࣮ݱに向けたୈҰ࣍ఏݴ」：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu06_02000129.htmM
＊5	 「Ҭ*o5࣮ਪਐϩʔυϚοϓʢվఆʣ」ٴͼ「ϩʔυϚοϓの࣮ݱに向けたୈೋ࣍ఏݴ」：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu06_02000164.htmM
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu06_02000142.htmM
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①地方公共団体のICT�IoT実装に関する計画策定支援
具体的な地域課題解ܾを指すために地域IoTの導入をر、検討しているものの、知見やノウハウを持たない

ために取組が進んでいない地方公共団体に対する支援として「地域IoT実装のための計画策定・推進体制構築支援
事業」を実施している。2018年度（平成30年度）では、7団体を࠾し、研修会やテϨビ会議等を通じた支援を
行うとともに、各団体が策定した計画内容に関心の高い他の自治体・事業者とのҙ見交換を的とした成果報告会
を実施した。
②地域IoTの実装事業への財政支援
「地域IoT実装推進ロードマップ」における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデルのԣ展

開に取り組Ή地域等に対する財政支援として「地域IoT実装推進事業」を実施している。2017年度（平成29年
度）には16団体、2018年度（平成30年度）には30団体に対し支援を実施した他、国ݿ補助事業と連携した地方
財政ા置を講じた。
③地域情報化アドバイβーݣ等による人的支援

ICTによる地域活性化にҙཉ的に取り組Ή地域に対して、地域情報化に関する知見やノウハウを有するઐՈ
を「地域情報化アドバイβー」としてݣし、成ޭモデル構築に向けた支援を行うとともに、その取組の効果を全
国に普及させ、ICTを活かした地域経ࡁ・社会の底上͛を図る取組を、2007年度（平成19年度）から実施して
いる。2018年度（平成30年度）においては計237団体へݣを行った。
④地域IoT実装の全国的な普及促進活動

զが国が抱える様々な課題（人口減গ、গ子高齢化、医ࢣ不、災害対応、地域経ࡁのਰୀ等）を解ܾし、地域
の活性化を図るため、それͧれの地域において自律的な創ҙ・工に基づいて、ICTを活用した様々な取組が行
われている中で、ಛに全国的なԣ展開が期待される事例、分野ԣ断的な事例、地域間の広域連携が期待される事例
等について広くื集し、「ICT地域活性化大」として表জしている。

2019年（平成31年）3月に東京都内で開催された「地域ICTサミット2019」において、115݅の応ืҊ݅の
中からܾউ大会に進出した団体のプϨθンテーションが行われ、「IoTを活用したړࢁ村の౮༉難民防止（ւ
道ੴङৼڵ局・新ࣰ津村・JA新しのつ・θロスϖックࣜג会社・京セラコミュニケーションシステムࣜג会社・
さくらインターネットࣜג会社）」が大・総務大臣にબばれた（ਤද�������）。

ਤද������� Ҭ*P5࣮૯߹ࢧԉの֤औの֓ཁ

ํެஂڞମの*$5�*P5࣮ʹؔ͢Δܭըࡦఆࢧԉ
定ࡦըのܭ・に͓͚る推進体੍උ、ICT�IPT࣮の۩体తなઓུݱ・

への支援

Ҭ*P5の࣮ۀࣄのࡒ政ࢧԉ
　・ICT�IPT利活用の成ޭϞσϧ࣮へのࡒ支援

ҬใԽΞυόΠβーݣʹΑΔਓతࢧԉ
・ICT�IPTの見を༗するઐՈのݣ等にΑり、ICT利活用やIPT࣮
をଅ進

・૯務লにICT地域活ੑԽαϙーτσスΫを開ઃ、地方ެஂڞ体等���
かΒの߹ͤにରԠ

Ҭ*P5࣮の全ࠃతなීٴଅਐ活ಈ
　・ICT地域活ੑԽେ、地域ICT�IPT࣮ηϛφーの開࠵　等

˙　ʮ地域IPT࣮推進ϩーυϚοϓʯの࣮ݱに向͚、ICT�IPTの࣮をࢦす地域をରに、地方ެஂڞ体の
ICT�IPT࣮にؔするܭըࡦఆのࢧԉ、࣮ۀࣄのࡒ政ࢧԉ、ҬใԽΞυόΠβーݣʹΑΔਓతࢧԉなど
Ҭ*P5の࣮Λ૯߹తʹࢧԉ。

˙　࣮を્Ήʮนʯをଧഁし、*$5�*P5の࣮Λຊ全ࠃの֤Ҭの۱々まͰ֦͛、Ҭࡁܦの活性ԽҬ՝
のղܾʹେ͖くݙߩ。

ʪ概　要ʫ
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ແྉެऺແઢ-A/ڥͷඋଅਐ�
スマートフォンやタブϨット等の無線LANを載した携帯端末の普及をഎܠとして、無線LANを利用する機

会が૿えてきており、無線LANは、Ոఉ、オフィス及び公衆スポット等におけるշదなワイϠϨスブロードバン
ド環境の実現のために必要不可欠なଘ在となっているが、防災ڌ点等を中心とした公衆スポット等では、WJ�'J環
境の整備がे分に進んでいない。また、公衆無線LANは、2020年東京大会に向けて૿加が༧想される訪日外国
人観ޫ٬からのWJ�'J環境に対するニーζが高いこと、災害時に電話ճ線が輻輳のために利用できない場合でも
効果的に情報を受発信できる通信手段として有効であることといったଆ໘がある。

これらを踏まえ、総務省では、WJ�'J環境の整備について、地方公共団体に対する調査結果を踏まえ、整備Օ所
数や時期を示す「整備計画」に基づき整備を実施することで、災害時の必要な情報伝達手段を確保するため、
2016年（平成28年）12月、「防災等に資するWJ�'J環境の整備計画」を策定し、2018年（平成30年）12月に
更新した。なお、平時においては、観ޫ関連情報の収集、教育での活用等により利便性の向上を図ることとしてい
る。

この「整備計画」の標達成に向け、普通地方公共団体及び第三セクターによる整備を後ԡしするために、総務
省では2017年度（平成29年度）から「公衆無線LAN環境整備支援事業」を実施しており、災害発生時に地域住
民や来訪者への災害情報の収集等にد༩する公衆無線LAN環境の整備を推進している（ਤද�������）。

ਤද������� *$5Ҭ活性Խେʢ૯େਉʣ

ɹλ
Π
Ξ
ỽ
ϓ
ࣄ
ۀ

ˡ
ڠ
ఆ
ௐ
ҹ
ࣜ
の
༷
ࢠ

�

2

ಓͰوॏな*P5࣮ྫࣄʹʂ˞�000円�・年ಋೖでมಈ。ຊࢼ算でやや高めのઃ定とした。
果あるޮݮඅやΨιϦンなどの࣋に、配送スλοϑਓ݅අҎ֎に、ं྆ҡࡍ࣮˞

システム
ಋೖඅ用

配送スλοϑ
ਓ݅අઅݮ

�000円�・年ʷʢ�������ʣ �̫�ηンαー
ʹ������ԁ����ؒ

ʢ࣮配送��ˠ��ˠ��ݮʣ
�̫�000円� ʹ������ԁ����ؒ

*P5Λ活༻しͨړࢁଜの౮༉民ࢭ
ʢւಓੴङৼہڵʷ৽ࣰଜ +̫"৽しのͭʷθϩスϖοΫʢגʣʷژηϥίϛϡχέーγϣϯγスςϜʢגʣʷ͞くらΠϯλーωοトʢגʣʣ

ԽしͨޮతૹࢹΛ可ྔཔΔ౮༉ૹɹ˰ɹ*P5Ͱ౮༉ʹצݧܦ

औ

ͷ
എ
ܠ

˰ਓݮޱগ・աૄԽのਐలͰɺ様々な生活ؔ連サービス
のԼ࿑ಇྗෆ͕生ͯ͡くΔɻ

　　㾎ւ道で全国ฏۉを上ճるスϐーυで進展ʂ
　　㾎ړࢁଜでΑりݦஶにӨ͕ڹʂ
ʮ˰౮༉ʯͰૹऀۀのࢉ࠾性ѱԽ・ਓखෆ͕ɻ

　　㾎ʮ౮༉ʯྫྷפ地でಛにॏ要なライϑラインʂ
˰কདྷɺړࢁଜ ʮʹ౮༉民ʯͱ͏ݴ͖ΤωϧΪー
ɹऑऀ͕生まΕΔݒ೦ɻ
　　㾎地方でΨιϦンスλンυのݮগ͕طにͬ͜ىているʂ

˒ίストなスϚートηϯサーʷίスト௨৴サービス
ʢ-18"ʣʹΑΔޮతな౮༉ૹγスςϜのূݕ
˒行政ʷ౮༉ૹऀۀ *̫P5ؔ
連ۀاͰλΠΞοϓڠۀࣄఆ
Λక݁しɺړࢁଜͰҬ࣮
ࢪΛ࣮ݧ࣮ূ

ಇڠ民 *̫P5ʹΑΔɺਓݮޱগ・աૄԽʹ͏Ҭ՝のղܾϞσϧのߏங

�2�2� ʙ ��2�の���ؒ、ᷮかށ��ͪ͏ށ���にԆ��ηンαーをઃஔする͚ͩでʜ

���ؒͰ
������ԁ
ϓϥスޮՌ

˒ಋೖށを૿やͤ૿やす΄ど、ᶃݮ
りᶄ૿͑るʢϓラスޮ果େ͖くなるʣ

ʣ͕ϓגθϩスϖοΫʢ、ޙऴྃݧ࣮
ϨαーϏスを開࢝し、)�0��2݄
څڙにઍをࢢ道�、ࡏݱ

ηϯαʔͰλϯΫ
ͷ౮༉ྔΛ
��ຖ
ଌఆɾՄࢹԽ
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訪日外国人がより円滑に無ྉ公衆無線LANサービスを利用できる環境の実現に関しては、2016年（平成28年）
2月に総務省が策定した取組方針＊6に基づき、認証連携の実現に向けた実証実験を実施した。実証実験の成果を踏
まえて、同年9月に「一ൠ社団法人公衆無線LAN認証管理機構＊7」が設立され、同機構が実用化した認証方ࣜを
利用したサービスが同年10月に開始されており、事業者の֞ࠜを越えたシームϨスなWJ�'J接続環境が拡大する
など、利用手続の簡素化に向けた取組が進められている。

なお、大規模災害時において電気通信事業者等の公衆無線LANネットワークを開放することは、被災地におけ
る通信手段確保の観点から重要な取組であり、「無線LANビジネス推進連絡会＊�」が定めるガイドライン＊9を踏
まえて、災害用౷一SSI%「00000JAPAN」が「平成28年（2016年）۽本地震」以降の大規模災害（ۙでは
平成30年7月߽Ӎや平成30年ւ道ৼ東部地震）等において運用されている。

I$5ج൫උʹΑΔ෮ͮ֗͘ڵΓͷٴݙߩͼI$5ج൫ͷ෮چ�
東日本大震災による被災地域のうち、津波による流出等により生活基盤に大きな被害を受けた地域が多数ଘ在し

ているほか、復ڵの進展にい、被災自治体の復ڵ計画に基づき、高台への移転等を含Ή復֗ڵづくりが進められ
ている。

これらの被災自治体において、住民が新しい生活を円滑に開始できるようにするとともに、ICT基盤を活用し
た復ڵを実現するために、超高速ブロードバンド、放送の受信環境等及び公共施設等向け通信基盤・システムの整
備等のICT基盤の整備が必要となっている。

このため、総務省は、「被災地域情報化推進事業」として、2019年度（令和元年度）は「復֗ڵづくりICT基
盤整備事業」（ਤද�������）を実施し、復ڵに向けた新たな֗づくりに合わせてICT基盤を整備する自治体を支
援している。

ਤද������� ʮެऺແઢ-"/ڥඋࢧԉۀࣄʯの֓ཁ

ڌࡂɺࡂରԠのڧԽ͕まΕΔެతڌ

ૹ࿏ઃඋ

ආॴ・ආॴ ॺެ

จԽࡒ ԂެࢢҊॴࣗવެԂ・ޫ؍ തؗ

●8J�'JのϝϦοτとして、࣌ࡂに、携ଳి等͕のために
　利用で͖ない߹で、情報ऩू͕Մ
●ラδオやߦࡂແઢ等のย方向の情報達खஈとҟなり、ඃࡂ者
　のχーζにԠ͡た情報ऩू͕Մ

ແઢΞΫηスஔ
ʢI&&&�02���BDରԠ8J�'Jʣ

ஔݯి

ஔޚ੍
ʢηϯλーઃඋʣ

＊6	 「利用҆͘͢͠શͳެऺແ線-"/ڥの࣮ݱに向けͯʙ๚֎ࠃ人にର͢るແྉެऺແ線-"/αʔϏスの利用։࢝खଓの؆ૉ化ɾҰݩ化の
等に向けたऔํʙ」のެද:ɹhttp://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01kiCan04_02000102.htmMݱ࣮

＊7	 Ұൠ社ஂ๏人ެऺແ線-"/ೝূཧߏػ:	http://www.wMan�authmng.or.jp/
＊�	 ແ線-"/Ϗδωスਪਐ࿈བྷ会:	http://wMan�Cusiness.org/
＊9	 େن࣌ࡂにおけるެऺແ線-"/のແྉ։์にؔ͢るΨイυライン
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また、「情報通信基盤災害復旧事業」（ਤද�������）として、東日本大震災により被災した地域の情報通信基盤
（'TT)等のブロードバンドサービス施設、ケーブルテϨビ等の有線放送施設及び公共施設間を結ぶ地域公共ネッ
トワーク施設等）の復旧事業を実施する自治体に対し支援を行い、被災地域のૣ急な復旧を図っている。

� ୭͕I$5ʹΑΔརศੑΛڗडͰ͖Δڥͷඋ

�ԉͷଅਐࢧ༺׆ͷI$5རऀɾোऀྸߴ
総務省では、ো害や年齢によるデジタル・ディバイドの解消を的に、通信・放送分野における情報バリアフ

リーの推進に向けた助成を実施している。具体的には、ো害者や高齢者向けの通信・放送役務サービスに関する技
術の研究開発を行う企業等に対して必要な資ۚを助成する「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発」
を行っており、2018年度（平成30年度）は、4者に対して3,480ສ円の助成を行った。

また、「体ো害者の利便の૿進に資する通信・放送体ো害者利用円滑化事業の推進に関する法律」（平成5年
法律第54号）に基づき、体ো害者向けの通信・放送役務サービスの提供や開発を行う企業等に対して必要な資
ۚを助成する「情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成ۚ」（旧শ「チϟϨンジド向け通信・放送役

ਤද������� ෮֗ڵづくり*$5ج൫උۀࣄ

˕ラδオதܧ局のඋ˕ެࢪڞઃ等向͚
　௨信ج൫・システムのඋ

ઃ等ࢪௌڞ˕
　のඋ

৽ͨな֗づくりΛ
行͏Ҭ

住地向͚ډ˕
　௨信ج൫のඋ

高Ҡస等

ւ

ਤද������� ใ௨৴ج൫ࡂ෮ۀࣄچ

˕౦ຊେࡂにΑりඃࡂしたICTج൫の෮چ

ࡂに
Αりྲྀग़

පӃ
ॴࢢ

インλー
ωοτ

ਤ書ؗ
ߍֶ

局ࣷ

ެ民ؗ

ࡂに
Αりஅ
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務提供・開発推進助成ۚ」）を情報通信研究機構を通じてを行っており、2018年度（平成30年度）は、5者に対
して3,773ສ円の助成を実施した。

�ଅਐٴૹͷී์͚ऀௌ֮োࢹ
総務省では、ࢹௌ֮ো害者等がテϨビジョン放送を通じて円滑に情報を入手することを可能にするため、ࣈນ放

送、解આ放送及び手話放送の普及標を定めた「ࢹௌ֮ো害者向け放送普及行政の指針」を策定し、テϨビジョン
放送を行う放送事業者の自主的な取組を促してきた＊10。同指針の普及標は、2017年度（平成29年度）までと
されていたことから、総務省では、2018年度（平成30年度）以降の普及標を定めるため、2018年（平成30
年）2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定した。また、「体ো害者の利便の૿
進に資する通信・放送体ো害者利用円滑化事業の推進に関する法律」（平成5年法律第54号）に基づき、ࣈນ൪
組、解આ൪組及び手話൪組の制作費等に関する助成を行っており、2015年度（平成27年度）からは、広告主に
よって制作、ൖ入されるࣈນ付きCM൪組が、放送事業者各社共通に支োなく放送できるかどうかを放送事業者が
確認する機器の整備に対する助成を行っている。

また、2018年度（平成30年度）に、ࣈນが付༩されていない放送൪組について、放送൪組と連動してスマー
トフォンやタブϨット上でࣈນを表示させるアプリケーションの開発やその有用性の確認を行う者に対して経費を
助成する「ࢹௌ֮ো害者等のための放送ࢹௌ支援事業」を実施した。2019年（平成31年）3月からは、多様なԻ
データとそのテキストデータをੵするデータベースを構築しԻ認ࣝ技術の高度化に活用するとともに、ࣈນ
が付༩されていない放送൪組に対して当֘技術を用いることにより自動でࣈນを生成しスマートフォン等によって
表示させる技術の実用化を行う者に対して経費を助成する「ௌ֮ো害者放送ࢹௌ支援緊急対策事業」を実施してい
る。

これにより、放送事業者のࣈນ付༩のための体制が整っていないૣே・深等の時間帯に災害が発生し、放送に
ௌ֮ো害者等が自のスマートフォンやタブϨットのアプリࢹ、ນを付༩することができない場合等であってもࣈ
を用いてࣈນを表示させること等により情報を入手することが可能となることが期待される（ਤද�������）。

CMへのࣈນ付༩については、2014年（平成26年）10月に発したࣈນ付きCM普及推進協議会（日本アド
バタイβーζ協会、日本広告業協会及び日本民間放送連ໍの3団体で構成）において、関係者によるセミナーを開
催し、ࣈນ付きCMの啓発、ベスト・プラクティスの共有、課題解ܾに向けた検討等を行っているほか、ো害者団
体とのҙ見交換を実施し、ࣈນ付きCMの一層の普及に向けた活動を行っている。

ਤද������� ௌ֮ো์ऀૹࢹௌࢧԉٸۓରۀࣄࡦ

アナウンサー

放送
設備 STB

通信回線
データベース原稿

音声データ

テキスト
データ

・
・
・

・
・
・

放送波

セカンドスクリーン型字幕

アウトスクリーン型字幕

実証結果をフィードバック

音声認識
エンジン

実用化に向けた実放送での実証データベース構築

スピーカー
※多様な話者、雑音、発話スタイル

音声/テキストデータを
蓄積

データベースを活用
し、放送のための音声
認識技術・自動字幕生
成ソフトを研究

〇〇川が警戒水域を超え、
氾濫のおそれがあります。

○○川が警戒水域を超え、
氾濫のおそれがあります。

＞〇〇川が警戒水域を
超え、氾濫のおそれが
あります。

字幕がない
放送番組でも

＊10	 2017ʢฏ29ʣのࣈນ์ૹ等の࣮：	http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu09_02000217.htmM
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ར༻ڥͷϢχόʔαϧԽͷଅਐ�
総務省では、高齢者・ো害者を含Ή୭もが公的機関のϗームϖージ等を利用しやすくなるよう、2016年（平成

28年）4月に国及び地方公共団体等公的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するためのガイドラインとし
て「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016年൛）」を作成した。また、ウェブアクセシビリティの検証支
援πールとして「みんなのアクセシビリティ評価πールɿNJCIeDLeS 7eS�2�0」を提供＊11している。2017年度

（平成29年度）は国及び地方公共団体公ࣜϗームϖージのJIS規格対応状況を調査し、ウェブアクセシビリティの
一層の向上を図った。2018年度（平成30年度）は全国8ϲ所での公的機関向け講श会を実施したほか、公的機関
を対象としたアンケート調査やಠ立行政法人等の公ࣜϗームϖージのJIS規格対応状況調査を実施した。

ϓϩάϥϛϯάڭҭͷਪਐ�
プログラミング教育は、「プログラミング的12＊ߟࢥ」などの育成を指し、2020年度（令和2年）よりখֶߍ

で必修化されるなど取組が進んでいる。また、ֶߍ外におけるプログラミング教ࣨ・講࠲開設の動きも見られる
が、過数は関東（ಛに東京）にภ在している。これらの課題を踏まえ、総務省では2016年度（平成28年度）
から2017年度（平成29年度）に「ए年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業＊13を実施。地域の人材
を指導者（メンター）として育成するとともに、教材や指導ノウハウ等をインターネット（クラウド）上で共有・
活用しつつプログラミング教育を実施するモデルを、放課後・ٳ業日等の教育課程外において、全国35都道府県

ಐ生ె等を対象としたプログラミング教育の実施モデルの実証を、教育課程内を中心にࣇで、ো害のある（ߍ85）
全国10都県（20ߍ）で実証を行った。

さらに、2018年度（平成30年度）から、地域でࣇಐ生ె、社会人、ো害ࣇ者、高齢者等がプログラミング等
のICTをָしくֶび合う新しい時代のឺとなる組みとして「地域ICTクラブ」を全国展開するため、「地域にお
けるIoTのֶび推進事業（地域ICTクラブ普及推進事業）」＊14を実施。2019年度（令和元年度）末までに、地域
ICTクラブを継続的に運用していくためのガイドラインを策定するため、実証事業を実施している。

こういった事業の成果や進ḿ状況を、当省がจ部Պֶ省と経ࡁ産業省のほか産業ք・教育業քと連携し、2017
年（平成29年）3月に設立した「ະ来のֶびコンソーシアム＊15」を通じて、全国の教育現場で共有しԣ展開して
いく。

I$5Ϧςϥγʔͷ্�
ア　F�ネットキϟラόϯのਪਐ

スマートフォンは、パソコン用XeCサイトや動画、SNSなどが利用可能である໘、SNSを利用して൜ࡑの被
害にあうࣇಐ・生ెの数も高止まりするなど、スマートフォンの普及にうトラブルも૿加している。こうした状
況の下、多くのネットة機にさらされているࣇಐ生ెをकるため、ࣇಐ生ెはもとより、指導する立場にある保護
者・教職員等に対しても、インターネットを安心・安全に利用するための普及啓発が重要となってきている。

このため、総務省では、จ部Պֶ省及び情報通信分野等の企業・団体等と協力しながら、子どもたちのインター
ネットの安全な利用係る普及啓発を的とした出લ講࠲である「e�ネットキϟラバン＊16」を、ࣇಐ・生ె、保護
者・教職員等を対象として全国で実施しており、2018年度（平成30年度）は、全国2,529Օ所で開催した。ま
た、2016年（平成28年）から、「保護者・教職員向け上位講࠲」として、「フィルタリングの内容および設定」
を中心とした教材を使用する「e�ネットキϟラバンPMVT」を新設し、保護者・教職員のフィルタリングについて
の理解の向上を図ることとしたほか、インターネット利用者の年齢化に対応して、講࠲の対象ֶ年をখֶ5ߍ年
生から、খֶ3ߍ年生の生ె及びその保護者へとҾき下͛た。さらに、2018年（平成30年）には、保護者・教職
員向け講࠲について、ए者が使う主要なSNSの解આ等を加えたリニューアルを実施した。

＊11	ΈΜͳのެڞαイτӡ用Ψイυラインʢ2016൛ʣ、「ΈΜͳのΞΫηシϏϦテΟධՁπʔϧ：mi$hecker	7er.2.0」：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/C_free/C_free02.htmM
＊12	͕ࣗҙਤ͢るҰ࿈の׆ಈΛ࣮͢ݱるたΊに、ͲのΑ͏ͳಈ͖の߹͕ͤඞཁͰ͋Γ、ҰͭҰͭのಈ͖にରԠ͠たه߸ΛͲのΑ͏にΈ߹Θ

ͤたΒ͍͍の͔、ه߸の߹ͤΛͲのΑ͏にվળ͍ͯ͠け、ΑΓҙਤ͠た׆ಈにۙͮ͘の͔、と͍った͜とΛཧతにྗ͍ͯ͑͘ߟ
＊13	एにର͢るϓϩάラϛンάڭҭのීٴਪਐϖʔδ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho�ka/jakunensou.htmM
＊14	Ҭにおける*o5のֶͼਪਐۀࣄϖʔδ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho�ka/*o5_Mearning.htmM
＊15	খֶߍΛத৺と͠たϓϩάラϛンάڭҭϙʔλϧ1owered	Cy	ະདྷのֶͼίンιʔシΞム：https://miraino�manaCi.jp/
＊16	 e�ωοτΩϟラόン：https://www.fmmc.or.jp/e�netcaraWan/
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イ　ϝσィアリテラシーの্
メディアリテラシーとは、放送൪組やインターネット等各種メディアを主体的にಡみ解く能力や、メディアのಛ

性を理解する能力、新たに普及するICT機器にアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションを
創造する能力等のことである。

総務省では、放送൪組の情報をਖ਼しく理解するとともに、トラブルなくインターネットや携帯電話等を利用する
など、メディアの݈全な利用の促進を図るため、各メディアのಛ性に応じた教材等を開発し、普及を図っている。

インターネットや携帯電話等の分野においては、ICTメディアリテラシーを総合的に育成するプログラムであ
る「৳ばそうICTメディアリテラシー～つながるʂわかるʂ伝えるʂこれがネットͩ～」を公開している＊17。ま
た、教職員やઐՈからのώアリングを通じて、インターネットに係る実際にىきた࠷新のトラブル事例を踏ま
え、その༧防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集＊1�」を公開している。

放送分野においては、これまでに開発したখ・中ֶ生及び高ߍ生向けֶश用教材の貸出しを中心とした普及・啓
発を行っているほか、「放送分野におけるメディアリテラシーサイト＊19」を開設し、ウェブ教材や教育者向けのत
業実ફパッケージ（指導Ҋ、त業Ϩポート、ワークシート等）を開発・ܝ載するなど、੨গ年のメディアリテラ
シーの向上に取り組んでいる。

また、高齢者のICTリテラシーの向上については、2018年（平成30年）11月からް生࿑働省とともに開催し
ている「デジタル活用共生社会実現会議 」において、高齢者が、これからの本格的なIoT、AI時代においても取
りされることなく、ICT機器を利活用し、より๛かな生活を送ることができるようにするため、高齢者が、住
組から地理的にۙい場所で、心理的にۙな人からICTをֶべる環境を整備するɹ「デジタル活用支援員」のډ
みについて検討が行われ、2019年（平成31年）3月に報告書をとりまとめた。

ウ　੨গのイϯλーネットɾリテラシー্
総務省では、੨গ年のインターネット・リテラシー向上施策の重要性にؑみ、同施策を効果的に進めていくため

に、2011年度（平成23年度）に੨গ年のインターネット・リテラシーを可ࢹ化するテストとして「੨গ年がイ
ンターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標（ILASɿIOUeSOeU LJUeSBDZ ATTeTTNeOU 
JOEJDBUoS GoS SUVEeOUT）を開発し、2012年度（平成24年度）より全国の高等ֶ1ߍ年生૬当を対象に実施して
きた。2018年度（平成30年度）は、人数約12,600名・対象ߍ78ߍの規模で、スマートフォン等情報通信機器
の使用実態に関するアンケートと共に੨গ年のインターネット・リテラシーをଌるテストを実施した（ਤද����
���）。

＊17	৳ͦ͏*$5ϝσΟΞϦテラシʔ：http://www.soumu.go.jp/ict�media/
＊1�	インλʔωοττラϒϧूྫࣄμンϩʔυϖʔδ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho�ka/jireishu.htmM
＊19	์ૹにおけるϝσΟΞϦテラシʔαイτ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/kyou[ai.htmM
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また、੨গ年へのスマートフォンのஶしい普及にؑみ、従来の携帯電話とはҟなるセキュリティ実態等を踏ま
え、੨গ年自のリテラシー向上に加え、保護者や教職員等のリテラシーの向上の重要性がより一層高まってい
る。このため、各総合通信局及びԭೄ総合通信事務所が中心となり、地域における੨গ年及び保護者・教職員等に
対して、各地域で活動する関係者（自治体、PTA、消費者団体、ֶߍ関係者、有ࣝ者、事業者、NPO等）が෯広
く連携し、リテラシー向上のための普及啓発活動を実施する体制の整備を進めるべく、地域の関係者が一体となっ
た推進体制の構築や連絡会の開催など総合的な周知啓発活動を展開している。

さらに、多くの੨গ年が初めてスマートフォン・タブϨット等を手にするय़の進ֶ・進ڃの時期に重点を置き、
੨গ年やその保護者に対し、スマートフォン利用に際してのリスクや必要な対応についての情報が伝わるよう、関
係府省庁や安心ネットづくり促進協議会等の関係団体、関係事業者が連携して、スマートフォンやソーシϟルメ
ディア等の安心・安全な利用について、集中的な啓発活動を展開する「य़のあんしんネット・新ֶ期一斉行動」
を、2018年度（平成30年度）も例年同様実施した。

� ΫϥυαʔϏεͷల։

ΫϥυαʔϏεͷใ։ࣔ�
ASP・SBBS、PBBS及びIBBS等のクラウドサービスの普及にい、利用者がクラウドサービスの比較・評価・

બ等にे分な情報を得られる環境の整備が必要となっている。総務省では、こうした観点から、ಛ定非営利活動
法人 ASP・SBBS・IoTクラウドコンソーシアム（ASPICɿASP�SBBS�IoT CMoVE CoOToSUJVN）と合同で設立
した「ASP・SBBS・クラウド普及促進協議会」における検討を踏まえて、サービスに関する情報開示を推進し、
利用者によるサービスの比較・評価・બ等を容易にすることを的として、「クラウドサービスの安全・信པ性
に係る情報開示指針」を策定・公表している。2018年（平成30年）10月には、クラウド事業者によるIoTサー
ビスの提供の૿加等を踏まえ、新たに「IoTクラウドサービスの安全・信པ性に係る情報開示指針＊21」を策定し
た。また、ASPICでは、上記指針にのっとりクラウド事業者からの情報開示がదに行われていることについて、
認定制度を設けている。

ਤද������� *-"4の࣮݁ࢪՌの֓ཁʢ����ʢฏ��ʣʣ＊20
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˓　全ମのਖ਼����ˋ。ʢਤ�ʣ
˓　ෆదར༻ϦスΫのରॲ能ྗʢ�Dʣのਖ਼͕૬ରతʹߴくʢ����ˋʣ、利用ྉۚやؒ࣌の࿘අに配ྀした利用で͖るのの、ෆదਖ਼

औҾϦスΫのରॲ能ྗʢ�Cʣのਖ਼ʢ����ˋʣやϓϥΠόγーϦスΫのରॲ能ྗʢ�Bʣのਖ਼ʢ����ˋʣ͕૬ରతʹく、ిࢠ
商औҾやϓライόシー保護へのରॲ等͕ऑ。ʢਤ2ʣ

ʲਖ਼ʢେྨʣrʢਤ̍ʣ

�　違๏༗情報
　��ϦスΫへの
　��ରॲྗ

2　ෆదਖ਼利用
　��ϦスΫへの
　��ରॲྗ

�　ϓライόシー・
　��ηΩϡϦテΟ

ϦスΫへの
ରॲྗ

૯　߹ ʲਖ਼ʢதྨʣrʢਤ̎ʣ
��違๏༗情報ϦスΫへのରॲྗ

�B�違๏情報ϦスΫへのରॲྗ

�C�༗情報ϦスΫへのରॲྗ

2ෆదਖ਼利用へのରॲྗ
2B�ෆద৮ϦスΫへのରॲྗ
2C�ෆదਖ਼औҾϦスΫへのରॲྗ
2D�ෆద利用ϦスΫへのରॲྗ
�ϓライόシー・ηΩϡϦテΟϦスΫへのରॲྗ

�B�ϓライόシーϦスΫへのରॲྗ

�C�ηΩϡϦテΟϦスΫへのରॲྗ

全体ฏۉ
�������

ʢ�������00�ʣ
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ϦスΫ

2D�ෆద利用
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＊20	 201�ʢฏ30ʣ࣮݁ࢪՌに͍ͭͯ、2019ʢྩݩʣにެද༧ఆ
＊21	「ΫラυαʔϏスの҆શɾ৴པ性にるใ։ࣔࢦ」における「*o5ΫラυαʔϏスの҆શɾ৴པ性にるใ։ࣔࢦ」のՃ：
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01ryutsu02_02000216.htmM
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ΫϥυΛ׆༻ͨ͠ҬI$5ࢿͷଅਐ�
総務省は、地域活性化を図るためのICT資を一層促進させるための具体策を検討するため、2015年（平成

27年）1月から「クラウド等を活用した地域ICT資の促進に関する検討会＊22」を開催し、同年7月にクラウド
サービス等によるビジネスへの転換による生産性・収ӹ性の向上や、地域の活性化を的とした推進体制の整備が
必要であるࢫを取りまとめた。

取りまとめのझࢫにࢍ同した民間企業8社により、同年12月、「一ൠ社団法人クラウド活用・地域ICT資促
進協議会＊23」（略শɿCLO6%IL（クラウディル））が設立された。同協議会は、2016年（平成28年）2月から、
地域における中খ規模事業者等を対象に、クラウド活用を促進するためのセミナーを開催するなど、全国で周知啓
発活動を展開している。

2018年（平成30年）には、コンテスト形ࣜによる「全国クラウド活用大」（主催ɿCLO6%IL、共催ɿ総務
省）を実施した。5カ所の会場（੨、ੴ川、野、大ࡕ、福岡）で、計31社の地方の中খ規模事業者が参加し
た地方大会を開催し、༏れた活用事例に対して表জを行った。さらに、5カ所の会場で༏れた取組としてબばれた
中খ規模事業者を集めたܾউ大会を東京にて開催した。ܾউ大会では、地方の中খ規模事業者が持つポテンシϟル
をICTによりҾき出し、働き方改革や革新的ビジネスモデルの創出事例となる取組に対して総務大臣等を表জ
するなど、多くの成ޭ事例を全国に発信した（ਤද�������）。
ਤද������� ʮ全ࠃΫϥυ活༻େʯडҰཡ

ํେձ 全ࠃେձ ໊ۀا ֓ɹɹཁ

େࡕ
ʢീඌʣ

૯߹௨信局 ᷂)&"7&/　+BQBO Ҽのಛ定、Ωϟンϖーンのޮ果ੳ、Ϋーϙンのద用ݪ٬ཧΫラυにΑり、Ωϟンηϧސ
֎ରࡦ等͕Մとなり、ฦ͕�2ˋݮগ。

ࢢ ᷂༑҆࡞ॴ ࣾίϛϡχέーシϣンπーϧ、໊ཧ等のෳΫラυのಋೖにΑり、ैۀһಉ࢜のର
。スϐーυやϞνϕーシϣン͕Ξοϓߦ務進ۀ、͑૿͕

੨
ʢീށʣ

૯߹௨信局 ༏ल ᷂খాౡ T7ిシステムやνϟοτϫーΫをಋೖにΑり、ݱでの書ྨ࡞成やࣸਅཧをຊࣾでҰׅ
。ఔཧ͕強Խ・と͕Մになり、҆全ཧ͜͏ߦ

ࢢ ീށ౦和ༀ᷂ Ӧۀ活ಈঢ়گの見͑るԽ、Ҋ݅のൃ۷かΒఏҊ、受注·でのӦۀϓϩηスのฏ४Խ、受注࣮
のੳにΑり、݄ؒച上͕200ˋ向上。

Ԭ
ʢʣ

૯߹௨信局 ૯務େਉ ᷂͓আでつくる�
や͞しいະདྷ

スλοϑのঁੑ��ˋʢ2໊Ҏ֎ʣ。スϚϗを利用したΫラυにΑるۈଵཧ・ۀ務�
報ࠂにΑり、ຊࣾとの情報ڞ༗やスλοϑのϞνϕーシϣンΞοϓ。

ࢢ ᷂μイϫ '"9でのೖۚやりとりをΫラυԽするΑとにΑり���0͕ྔۀ࡞にݮগ。ٻਓഔ体かΒの�
ԠืՄࢹԽにΑりެࠂඅ用͕年ؒ�00万ݮ。

ੴ
ʢՃլʣ

૯߹௨信局 ʑࢢӡ༌᷂ߏػ ӡ送ۀ務の受ൃ注をΫラυで͜͏ߦとにΑり、ిで�ʙ�の受ൃ注ۀ務͕�0ඵఔ度で�
。݁

ࢢ ᷂৺݁ 8FC予システムにΑり、�ਓ�ʷؒ࣌�でखۀ࡞での予ཧۀ務͕�ਓ�ʷ�0に�
。٬ຬ度͕Ξοϓސ予͕Մとなり࣌れ、ଈ͞ݮ


ʢʣ

૯߹௨信局 ౦ίϐーൢച᷂ �情報・保守情報をΫラυ上でඥ͚ͮる͜とにΑり、͜れ·でثػ・٬情報と୲者情報ސ
�݅あたり�0Ҏ上かかͬていたରԠ͕�で݁。

ࢢ ༏ल /,ΞάϦ᷂ Ϩλス生࢈෦とӦۀ෦のग़ՙྔの情報交をΫラυ上で͜͏ߦとでൢചϩス͕ܶతにݮগし、
年ؒ百万円の利ӹをվળ。

＊22	Ϋラυ等Λ׆用͠たҬ*$5ࢿのଅਐにؔ͢るݕ౼会:	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cMoud�utiMi[ation/
＊23	Ұൠ社ஂ๏人Ϋラυ׆用ɾҬ*$5ࢿଅਐٞڠ会：http://www.cMoudiM.jp/
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� I$5ʹΑΔੜ্ੑ࢈

I$5ϕϯνϟʔͷग़ɾࢧԉ�
ੈքのࣜג時価総ֹトップ10の過数が新ڵICT企業

でめられる中、わが国においてもイノベーションの源ઘ
たるICTベンチϟー企業を創出・育成することが急務と
なっている。総務省及び情報通信研究機構（NICT）では、
こうした観点から、ICTベンチϟーのシーζ発掘・育成
に向け、各地の大ֶ、高ઐ、地方自治体、工会議所等と
連携した全国のए手人材・企業の発掘、当֘人材・企業へ
のメンタリング、地方༧બ等から発掘されたֶ生やベン
チϟー企業によるビジネスプラン発表会である「ى業Ոߕ
子Ԃ」及び「ى業Ոສത」の開催（2014年度（平成26
年度）に総務大臣創設）を行っている（ਤද�������）。
これに当たり、NICTではベンチϟーキϟピタル、ベン
チϟー企業経営者等のICTベンチϟー業քのઐՈを

「ICT メンタープラットフォーム」として組৫し、地方༧બから「ى業Ոߕ子Ԃ」及び「ى業Ոສത」後の事業展
開までのサポート体制を構築している。

தখۀاܦӦڧԽ๏ʹࢧͮ͘جԉાஔ�
人口減গ・গ子高齢化の進展にう࿑働力人口の減গや国際ڝ૪力のܹ化等、中খ企業等を取りרく事業環境が

厳しさを૿す中、中খ企業等の経営力の向上を図るため、「中খ企業等経営強化法」に基づき、総務大臣を含Ή事
業所管大臣がそれͧれの事業分野͝とに指針を策定するとともに、中খ企業者等の取組を支援するためのા置を講
じている。

本制度に基づき、中খ企業者等は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備資など、自社の経営
力を向上するための経営力向上計画を策定＊24し、事業分野別に主務大臣の認定を受けることにより、経営力向上
計画に基づき取得した一定の設備について、ݻ定資産税や法人税等のಛ例ા置を受けることができるほか、政府ۚ
融機関の利融資や民間ۚ融機関の融資に対する信用保証・࠴務保証等の支援ા置＊25を受けることができ、総務
省においても、2018年度（平成30年度）は、合計74݅の認定を行っている。

தখٕۀاज़ֵ৽੍ʢ4#IR੍ʣʹΑΔࢧԉ�
中খ企業技術革新制度（SBIR制度）＊26とは、中খ企業者等の新たな事業活動の促進を図ることを的とし、国

の研究開発事業について、中খ企業者等の参加機会の૿大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の
事業化を支援する制度である。

具体的には、新たな事業活動につながる新技術の研究開発のためのಛ定の補助ۚ・ҕୗ費等を受けた中খ企業者
等に対して、その成果の事業化を支援するため、ಛڐྉ等のܰ減等の支援ા置を講じており、総務省においても、
2018年度（平成30年度）は、合計13のಛ定補助ۚ等を指定している。

ਤද������� ૯෭େਉͱडऀ౻ࠤ

ຊํにج͕策ఆ͞Ε͍ͯͳ͍ࢦผۀࣄ、͠࡞͖ͮجͦΕにۀࣄ͕策ఆ͞Ε͍ͯるࢦผۀࣄ、ըܭӦྗ向上ܦ	24＊
ͼٴ「ࢦӦྗ向上にؔ͢るܦる௨৴にؾి」、「ࢦӦྗ向上にؔ͢るܦるにۀ༗線テϨϏδϣン์ૹ」͢るɻ૯লͰ࡞͖ج
「上์װجૹにるܦӦྗ向上にؔ͢るࢦΛ策ఆͯ͠おΓ、ܦӦྗ向上にるऔのࢧԉ等にऔΓΜͰ͍るɻ

	 ɾܦӦྗ向上ܭը策ఆのखҾ͖：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
	 ɾۀࣄผࢦに͍ͭͯ：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.htmM
＊25	੫੍ાஔɾۚ༥ࢧԉ׆用のखҾ͖：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
＊26	தখٕۀاज़ֵ৽੍：https://www.chusho.meti.go.jp/faR/faR/faR07_sCir.htm
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Ҭ*P5࣮ਪਐۀࣄͰɺҬの՝ղܾҬࡁܦの活性ԽΛతʹɺྛਫۀ࢈ɺࡂなͲΛ࢝Ίͱしͨࠃ
民の生活ʹۙなʹ͓͚Δ*$5�*P5Λ活༻しͨޭϞσϧのԣల։ۀࣄʹऔりΉҬʹରしͯɺॳظඅ༻・
連携ମ੍のߏஙʹ͔͔Δܦඅʹࡒ政తなࢧԉΛ行͍ͬͯΔɻ����ʢฏ��ʣʹ��݅ɺ����
ʢฏ��ʣʹ��݅のۀࣄʹ補ॿΛ࣮ࢪしͨɻʢ���ϖーδࢀরʣ
͜͜Ͱɺྛਫۀ࢈ɺٴࡂͼࢠҭͯʹ͓͚ΔදతなऔྫࣄΛհ͢Δɻ

�ɹ�ྛਫۀ࢈ʹ͓͚Δऔྫࣄɿ「「ḉɺ෮׆」ཆ৩ޮԽϓロδΣΫτ」ʢฏ成��ɹ
Ҫݝখࢢʣ＊1

ҪݝখࢢͰɺਓݮޱগ͕ਐΉதɺまち・ͻͱ・し͝ͱの生ͱ॥のཱ֬ʹͭな͛ΔͨΊʹɺج൫࢈
ೝఆʹ࢈ɺຊҨ͍ͯͭʹۀ࢈のҰͭͰ͋Δਫۀ࢈װجのࢢɺ͑ߟԽ͢Δඞཁ͕͋ΔͱڧΛҭしɺՔ͙ྗΛۀ
͞Εͨʮḉ֗ಓʯのىͱ͍͏ྺ࢙తഎܠΛ生͔しɺۙྡͰྫのな͍ʮḉのཆ৩ʯのۀ࢈Խʢւ໘ڥσーλͱ
ҭਪਐ͢ΔʣʹऔりΉ͜ͱͱしऀܧޙのϊϋの૬ؔΛ໌ら͔ʹ͢Δ͜ͱͰɺཆ৩のޮԽΛਤりɺࢣړ
ͨɻ
ಋೖしͨػ能ɺᶃ*P5ηϯサーʢԭʹ࡞らΕͨཆ৩͍͚͢ʹηϯサーΛઃஔしɺਫԹɺԘٴͼࢎૉೱΛఆظ
తʹࣗಈଌఆͰ͖ΔΑ͏ʹしͨγスςϜʣɺᶄḉཆ৩ΞϓϦʢڅ㕒ܭըのӾཡɺڅ㕒ྔのهΛɺखॻ͖͔らσδλ
ϧԽしɺใڞ༗Λ༰қʹͰ͖ΔΑ͏ʹしͨγスςϜʣの�ͭͰ͋Δʢਤද�ʣɻ

ਤද� খࢢの֓ۀࣄཁ

ԕִݕ

ଌఆڥ

ૉࢎ

ਫԹ

Ԙ

Ϋϥυ
αʔόʔ

ه㕒ྔをڅ

ʣهͱࢪ㕒ʢ࣮څ

・ଌܭに�ճؒ࣌�
αーόーへ送信

λϒϨοτで
をه㕒څ・มԽڥ

確認

͜ΕらのγスςϜのϢーβーのཆ৩ऀۀړɺ͍͚͢ຖのڅ㕒ྔΛҎલΑりదʹίϯトϩーϧͰ͖ΔΑ͏ʹ
なͬͨɻཆ৩ۀͰࢧग़の�ׂҎ্Λ㕒のίスト͕ΊΔͨΊɺ㕒のࢭʹͭな͕Δڅ㕒のޮԽେ͖なՌͰ
͋Δɻ

まͨɺ͜͏しͨスϚートσόΠスΛར༻しͯΫϥυ্ʹอしͨڅ㕒هɺؔؒऀͰのใڞ༗の΄͔ɺ
ਫԹのڥͱڅ㕒ྔのσーλの૬ؔのੳʹΘΕɺڅ㕒ܭըΛ࠷దԽ͢ΔࢼΈ行ΘΕ͍ͯΔɻ
͜ΕらのσーλɺҪཱݝେֶ͔らӾཡ可能ͱしɺҪཱݝେֶɺḉཆ৩の͞らなΔٕज़։ൃϚχϡ
ΞϧԽΛ͢ࢦ༧ఆͱし͍ͯΔɻ
まͨɺ͍͚͢のਫԹɺԘٴͼࢎૉೱのଌఆσーλΛΦーϓϯσーλͱしͯ։ࣔしɺ全ࠃのऀڀݚʹΑΔḉཆ
৩ʹؔ͢ΔڀݚΛଅਐ͢Δ͜ͱͱし͍ͯΔɻ

ҬͰͷI$5�IP5ͷ࣮ͷऔʙҬIP5࣮ਪਐۀࣄʢิॿۚʣΛ׆༻ͯ͠ʙ

ࡦϑΥʔΧε

＊1	 *$5Ҭ׆性化ྫࣄ	100બɹ「ḉ、෮׆」ཆ৩ޮ化ϓϩδΣΫτ：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/MocaM_support/ict/jirei/2017_053.htmM
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�ɹ�ࡂʹ͓͚Δऔྫࣄɿ「࣏ࣗମࡂใཧシεςϜのΫϥυ࿈ܞͱӡ༻ʹؔ͢Δࣄ
Յౡொʣ＊2ݝଜɾಉݪݝɾಉݝຊ۽ʢ����ʢฏ成��ʣɹ「ۀ

͜Εɺ����ʢฏ��ʣ�݄ʹɺେʹΈまΘΕͨ۽ຊ͕ݝɺॳのൃࡂͰ͋ͬͨ͜ͱʹ͏ࡂ
ରԠʹඞཁなϚχϡΞϧඋのෆపఈɺؔ連ࢿྉのೖखʹؒ࣌Λཁしͨͱ͍͏ݧܦのল͔らɺࡂରԠఔ
ཧγスςϜʢ#044ʣͱආॴใڞ༗γスςϜʢ$0$0"ʣΛ࣏ࣗମࡂใཧγスςϜʢ(ۭؒࡂγスςϜʣ
ͱしͯಋೖ͢Δ͜ͱͱしͨのͰ͋Δɻ
ΛλΠϜϥΠϯԽしɺ৬һのύۀ��のओな࣌生ൃࡂΛ౿ま͑ͯݧܦຊの۽൛#044γスςϜɺݝຊ۽
ιίϯͰѲͰ͖ΔγスςϜΛ౦ژେֶͱ連携しͯߏஙしͨɻͦの݁Ռɺ֘γスςϜ্Ͱɺ��の֤ۀʹؔ連
͢ΔҬܭࡂըのنఆϚχϡΞϧのࢀরΛ行͏͜ͱΛ可能ͱし͍ͯΔʢਤද�ʣɻ

ਤද� ཁ֓ۀࣄのݝຊ۽

ۀຊ෦のਓһ配ஔࡦରࡂ・
務͕ैདྷۀ務ྔの�ׂݮ

・ආॴঢ়گの確認͕ैདྷۀ
務ྔの�ׂݮ

・道ݝ৬һのϦΤκンの
調ۀ務ྔの�ׂݮ

・地域ܭࡂըのҡ࣋ཧ͕
ैདྷۀ務ྔの2ׂݮՄ

自治体ࡂ情報ཧシステムのΫラυ連携とӡ用にؔする事ۀ

ఏҊऀ ݝຊ۽

地域ࢪ࣮ ଜݪՅౡொ、、ݝຊ۽

事ۀ概要

ੴࢢר ݝຊ۽ ଞ自治体

自治体ࡂ情報
ཧシステムΫラυ

各自治体の地域ܭࡂը・地ཧۭؒ情報・ࡂσーλ

ʪظޮ果ʫ

ຊ事ۀੴ͕ࢢרӡ用する自治体ࡂ情報ཧシステムʢ(ۭؒࡂシステムʣをΫラυに展
開し、システム利用のϊϋやӡ用の見とซͤて、ຊ自治体͕利用する͜とをతとする。
͜れにΑり(ۭؒ情報ʢ地ཧۭؒ情報ʣとICTを活用したઌతなࡂఔཧをಋೖして、
৫෦͓Αͼྗڠࡂ৫、連携自治体のؒにॎ・ԣ・ࣼめの連携をߏஙする。

ੴרϞσϧ
ੴרࡂ情報ཧ

システム
#044

C0C0"

ੴࢢרのݧܦϊϋ
౦ژେֶのཧ
民ؒのઌٕज़

ᶃࡂରԠఔ
ཧシステム

#044

ᶄආॴ情報ڞ༗
システムC0C0"

などݸผICT
ᶅ地域ܭࡂըの

ΫラυԽ

͜のΑ͏ʹɺΫϥυͰࡂରԠఔΛཧ͢Δ#044Λಋೖ͢Δ͜ͱͰɺࡂରԠ全ମのϚωδϝϯトΛ行͏
͜ͱ͕可能ͱなΔɻまͨɺආॴใڞ༗γスςϜ$0$0"Λಋೖ͢Δ͜ͱͰɺආॴʹؔ͢ΔޮՌతなใऩ ・ू
ཧ・ػ能ஔΛ行͏͜ͱ͕可能ͱなΔʢਤද�ɺਤද�ʣɻ
ଜ・Յౡொͱ連携しͨɻݪମのதͰɺまͣɺ࣏のࣗݝɺݝຊ۽
۩ମతʹɺݪଜͱՅౡொͰɺࡂରࡦຊ෦Ͱ#044Λ活༻しɺͦΕͧΕのରԠঢ়گΛ֬ೝしɺਐḿΛѲ͢
Δɻಉ様ʹɺ͜Εらのொଜɺ$0$0"Λ活༻しͯɺආॴのঢ়گΛೖྗ͢ΔɻݝͰɺΫϥυͰ͜Εらのொଜ
のରԠのਐḿঢ়گΛ#044のը໘ͰѲ͢ΔɻͦしͯɺͲのࡂରԠఔʹରしͲのΑ͏なԠԉΛ͢Δの͔のܾ
ఆɺྫ͑ϦΤκϯஔԠԉۀͱ͍ͬͨҙܾࢥఆのɺஅࡐྉͱ͢Δɻまͨɺ$0$0"Λͯͬɺݝ͜Εら
のொଜのආॴのঢ়گΛ֬ೝしɺආऀ͕ଟ͍ආॴʹରしͯԠԉ৬һΛ༏ઌతʹஔ͢ΔなͲɺ৬һࢿの
ޮՌతなஔΛ行͏͜ͱΛ可能ͱし͍ͯΔɻ

＊2	 *$5Ҭ׆性化ྫࣄ	100બɹ࣏ࣗମࡂใཧシステムのΫラυ࿈ܞとӡ用にؔ͢るۀࣄ：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/MocaM_support/ict/jirei/2017_051.htmM
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ਤද� #044γスςϜの֓ཁɹᶗ

ΫϦοΫするとݸผ
務ϑϩーをදࣔۀ

ΫϦοΫするとۀ務
シーτをදࣔࡉৄ

ߟࢀ方๏やࢪ務࣮ۀ
ϚχϡΞϧ、Ψイυ
ライン等をදࣔ

地域ܭࡂըの
֘Օॴをදࣔ

ᶃࡂରԠఔのʮ見͑るԽʯ ᶄۀ務༰をਝにѲ ᶅ地域ܭࡂըを؆୯にࢀর ᶆ࿙れのないࡂରԠ

ਤද� #044γスςϜの֓ཁɹᶘ

ᶃ#044ɹࡂରԠの全ମఔΛཧ 各ఔのৄࡉ ᶄ֤ఔͰ༻͢ΔݸผγスςϜ܈
ආॴ情報ڞ༗システム

C0C0"
ຊ෦のࡦରࡂ

情報ڞ༗のための-I/&

෮ܭڵը࡞成
支援システム

τϦΞーδシステム
T3"C:

ᶅҬܭࡂըͱ
ɹ֤ఔの連ಈ

ආॴのใڞ༗のͨΊʹ
$0$0"ʹϦϯΫ

Ҭܭࡂըͱ
ϦϯΫޓఔ͕૬֤

ΫϦοΫ͢Δͱ
ද͕ࣔࡉఔのৄ֤

そのଞ、ආॴΞηスϝンτシステム+"4.I/、
03"/(&ʢ03HBOJ[FE�"SFB�/FUXPSL�(FBSʣ、
ጶࡂ証明書のൃߦཧシステムなど、(ۭؒ情
報とICTを連携ͤ͞たݸผシステム

ମ࣏全ମͰɺ֤ࣗݝொଜ全ͯʹɺಋೖΛਪਐし͍͖͍ͯͨͱし͍ͯΔɻͦΕʹΑりɺࢢのݝɺޙࠓɺݝຊ۽
のࡂରԠঢ়گආॴঢ়گΛҰݩతʹѲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹなりɺࡂରԠのେ෯なਝԽ͕ظ͞ΕΔɻ
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�ɹࢠ�ҭͯʹ͓͚Δऔྫࣄɿ「อҭࢪઃ"*ೖॴબۀࣄߟ」ʢ����ʢฏ成��ʣɹ߳
ߴݝদࢢʣ

อҭࢪઃのೖॴબࣄߟɺਃऀのੈଳঢ়گʹΑりܾఆ͢Δ༏ઌ͖ΐ͏͍ͩࣇೖॴのرύλーϯなͲɺ
ෳࡶなཁૉ͕հ͢ࡏΔதͰɺਝ͔ͭެਖ਼ʹ行͏ඞཁ͕͋Δɻ
しな͕らのྀߟΛرࣄΛ行͍͕ͬͯͨɺਃऀの様々なߟͰೖॴબۀ࡞Ͱɺ͜ΕまͰɺ৬һ͕खࢢদߴ
બߟෳࡶͰɺۙɺਃ݅૿Ճし͍ͯΔ͜ͱ͔らɺࣄॲཧʹେなؒ࣌Λཁし͓ͯりɺ݁Ռɺਃऀの
݁Ռ௨͕くなΔʹ͋Δ΄͔ɺۈ֎ؒ࣌の૿ՃʹΑΔ৬һのෛ୲େ͖くな͍ͬͯΔɻ
ͦ͜Ͱɺೖॴબߟʹ"*ΛͨͬγスςϜΛಋೖ͢Δ͜ͱͰɺ࠷దなೖॴબ݁ߟՌΛඵͰಋ͖ग़しɺࣄॲཧظ
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1 ։ൃઓུͷਪਐڀݚ
超高齢化社会を迎え、厳しい国際ڝ૪の中で、զが国経ࡁの持続的成を図るためには、ICTを࠷大限活用し、

サイバー空間と現実ੈքの融合を図り、新たな価創出に取り組んでいくことが不可欠である。2016年（平成28
年）1月に閣議ܾ定された第5期Պֶ技術基本計画においても、このような取組を「SoDJeUZ 5�0」として政府全体
で強力に推進し、ICTはその実現に不可欠な基盤的技術として戦略的強化を図ることとしている。

このような中、情報通信৹議会情報通信技術分Պ会技術戦略ҕ員会では、「新たな情報通信技術戦略の在り方」
（2014年（平成26年）12月18日付けࢾ第22号）について、2016年度（平成28年度）からの5年間を途と
し、ICT分野において国や国立研究開発法人情報通信研究機構（NICTɿNBUJoOBM IOTUJUVUe oG IOGoSNBUJoO 
BOE CoNNVOJDBUJoOT TeDIOoMoHZ）等が取り組Ήべき重点研究開発分野・課題及び研究開発、成果展開等の推
進方策の検討を行い、2015年（平成27年）7月28日に中間申＊1がなされた。総務省では、同中間申の提言
を踏まえ、NICTの次期中期標を策定するとともに、産ֶによるIoT推進体制として、2015年（平成27
年）10月に「IoT推進コンソーシアム」が設立され、同コンソーシアムのもとに設置された「スマートIoT推進
フォーラム（技術開発WG）」において、IoT関連技術の開発・実証・標準化の推進に向けた取組を進めている。

続いて、2016年（平成28年）7月には、第2次中間申＊2がなされ、IoT�ビッグデータ�AI時代において、
զが国経ࡁが国際ڝ૪力をҡ持・強化し、持続的な成を図るための「スマートIoT推進戦略」と「次ੈ代人工知
能推進戦略」や、新しい時代にएいੈ代がੈքとޔしていくための「IoT人材育成策」と、今後の国際標準化活動
における重点ྖ域及び重点ྖ域͝との具体的標を定める新たな「標準化戦略」が取りまとめられた。

さらに、IoT�B%�AI時代を迎えたᗐな国際ڝ૪の中で、զが国社会の生産性向上と๛かで安心な生活を実現
するため、技術戦略ҕ員会における検討が続けられ、次ੈ代AI技術の社会実装を図るとともに、そのۦ動力とな
る超大量データを活用可能なICTデータビリティを推進するための戦略である「次ੈ代AI社会実装戦略」及び

「次ੈ代AI×ICTデータビリティ戦略」が、2017年（平成29年）7月に第3次中間申＊3として取りまとめられ
た。

また、গ子高齢化や地域社会の活性化といったক来的な社会的課題の解ܾに向けたICT分野の技術課題や技術
開発・社会実装の推進方策等について、中期的な技術戦略等を検討するため、2017年（平成29年）12月から、

「ICT分野における技術戦略検討会＊4」を開催しており、2018年（平成30年）7月に検討状況が取りまとめられ
た。2018年（平成30年）12月からは、AI技術、センシング技術、ネットワーク技術などのੈք࠷先端のICT研
究開発を進めると共に、ICTの社会実装とそのւ外展開、国際標準化などによるੈքの社会課題解ܾを進めるた
めの戦略を検討するため、「デジタル変革時代のICTグローバル戦略࠙ஊ会＊5」を開催し、検討を行っている。さ
らに、同࠙ஊ会の下に「技術戦略ワーキンググループ」を開催し、SoDJeUZ5�0の実現や国際ڝ૪力の強化に向け
て国が重点的に取り組Ήべき施策や国内の社会課題解ܾに向けた技術開発の推進及び開発を促進するための環境の
整備、国際標準化、国際連携の推進等について検討を行い、同࠙ஊ会に報告することとしている。

総務省では、これらの取組を通じ、ICTをઐとする།一の公的研究機関であるNICT等と連携して、զが国
のক来の発展へのシーζを生み出すICT分野の研究開発と、研究成果の社会実装によるイノベーション創出の実
現に向けた取組を推進している。

＊1	 தؒਃ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000136.htmM
＊2	 ୈ2࣍தؒਃ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/02tsushin03_03000223.htmM
＊3	 ୈ3࣍தؒਃ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000216.htmM
＊4	 *$5におけるٕज़戦略ݕ౼会：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/technicaM_strategy_ict/indeY.htmM
＊5	 σδλϧมֵ࣌の*$5άϩʔόϧ戦略࠙ஊ会：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000260.htmM
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2 Խڧ։ൃͷڀݚ͚ͨʹݱઌͷࣾձશମͷI$5Խ࣮࠷

ֵ৽తޫωοτϫʔΫٕज़ͷڀݚ։ൃͷਪਐ�
2020年（令和2年）以降、5G普及による高ਫ਼ࡉ動画の携帯端末への配信、8,コンテンπのインターネット配

信、ԕִ医療、IoT機器等からのデータ収集、AI活用のためのビッグデータ流通、自動運転のための情報の送受
等のネットワークと連携したサービスの普及により、データトラフィックがര発的に૿大し、ネットワーク全体の
通信容量がͻっഭすることが指ఠされている。これまで研究開発を行ってきた現行技術のみによる基װ網の大容量
化は限քにۙづきつつあり、現行技術でさらなる大容量化に対処する場合には、ޫケーブル・送受信器等の૿設及
びそれにう電力・設置空間・コストの૿大が課題となっている。

これらに対応するため、総務省では2018年度（平成30年度）からຖඵ5テラビットޫڃ伝送用信号処理技術、
マルチコアファイバ伝送技術等の革新的なޫ伝送技術を確立するとともに、アクセス網において多様化する通信
サービスध要を効率的に収容する高効率ޫアクセスの基盤技術の研究開発を行っている（ਤද�������）。

AIΛ׆༻ͨ͠ωοτϫʔΫࣗಈ࠷ద੍ٕޚज़ͷڀݚ։ൃ�
スマートフォンやIoT機器の急速な普及にい、ネットワークを流れるトラώック量は今後、ര発的に૿加する

ことが見ࠐまれており、ICTの利活用やAIによる技術革新をഎܠとして交通、医療・介護、業、造業等の
様々な分野で新たなサービスが創出され、それͧれのサービスຖに多種多様なサービス要݅（伝送速度、伝送
Ԇ、同時接続数等）がٻめられるようになっている。

これらの要݅に対応し、ネットワークが多種多様なサービスの実現に資する基盤となっていくために、総務省で
は2018年度（平成30年度）から、ネットワーク制ޚへのAIの活用やトラώックの状態分析を行うための「AIに
よるネットワーク運用技術」、及びAIによるサービス要݅分析やネットワークリソースの࠷ద配分を行うための

「AIによるネットワークサービス自動࠷ద運用制ޚ技術」の2つから成る、革新的AIネットワーク౷合基盤技術
の研究開発を行っている（ਤද�������）。

ਤද������� ֵ৽తޫωοトϫーΫٕज़のΠϝーδ
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ଟޠݴԻ༁ٕज़ͷڀݚ։ൃɾ࣮ূͷਪਐ�

総務省では、「グローバルコミュニケーション計画」を2014年（平成26年）4月に発表し、NICTが開発した
多言ޠԻ༁システムを社会実装することにより、ੈքの「言༿のน」をなくし自由でグローバルな交流を実現
することとしている。同計画をண実に進めるため、総務省では2015年度（平成27年度）から5年間の計画で、
多言ޠԻ༁システムを社会実装する上で必要な取組として、周ғの様々なࡶԻの中で会話をਖ਼確に認ࣝするた
めのࡶԻѹ技術等の研究開発や、පӃ、業施設、మ道、タクシー等の実際の現場での性能評価等を実施してい
る。2018年度（平成30年度）には、ذෞ市及びセントϨア空ߓ等の全໘協力の下、訪日外国人の方がཱྀ行され
ることを想定し、防災・医療・మ道・タクシー・ショッピングの5分野ԣ断型の大規模実証実験を初めて実施した。
さらに、NICTは、༁ਫ਼度の一層の向上を指して、様々な分野の༁データを集ੵする「༁バンク」の運用
を通じ、質の高い対༁データによる多言ޠԻ༁技術のさらなる高ਫ਼度化に向けて取り組んでいる。

�։ൃڀݚٕज़ͷਓੈ࣍
現行の人工知能技術の主流である深層ֶशは、大規模なデータやല大な計ࢉ資源が必要となるというऑ点を持っ

ている。そこで、総務省では2017年度（平成29年度）から、深層ֶशを超える次ੈ代人工知能技術を実現する
ため、大規模なデータやല大な計ࢉ資源を必要としない人間のの処理のメカニζムを人工知能技術に導入すべく

「次ੈ代人工知能技術の研究開発」を実施している。
2018年度（平成30年度）は、人間のの処理メカニζムのモデル化、超消費電力ԋࢉ処理技術等の研究開

発を継続しつつ、次ੈ代人工知能技術の実証実験テーマの一つとして、ٿ؟運動データから౷合失調ױ者のؑ別
を支援するπールの開発を開始した。当֘πールについて、2019年度（令和元年度）にプロトタイプを作し、
2024年度（令和6年度）までに断支援πールとしての実用化を指している。

�։ൃͷਪਐڀݚରΤʔδΣϯτٕज़ͷߴ
ւ外の大手ICT企業が大規模な対話プラットフォームを構築してデータのੵを行い、そのデータによって高

度な人工知能を生み出そうとしているᗐな国際ڝ૪の中において、զが国がւ外の大企業に対߅するためには、
一ࠁもૣく、自વ言ޠ処理技術の社会実装を加速化させ、و重な日本ޠデータをզが国の手元で活かすような組
みを構築する必要がある。

そのため、総務省では2018年度（平成30年度）より、従来の「໋令実行」型対話技術では実現困難な、ੈք
的に認められた「おもてなし」に代表される日本の対人関係観をөした「よりそい」型対話を可能とする高度対
話エージェント技術の研究開発・実証を実施している。開発した対話プラットフォームについては、オープンソー
スとして公開し、高度対話技術の利活用を推進する開発コミュニティの育成を図る。（ਤද�������）。

ਤද������� ֵ৽త"*ωοトϫーΫ౷߹ج൫ٕज़のΠϝーδ
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IP5ڞ௨ج൫ٕज़ͷཱ֬ɾ࣮ূ�
本格的なIoT社会の౸来により、大な数のIoT機器がネットワークに接続されることや、通信量（トラώッ

ク）が急૿することが༧ଌされており、これらへの対応が課題となっている。多様なIoTサービスを創出し、大
なIoT機器による多様なサービスの接続ニーζに対応するため、総務省は、2016年度（平成28年度）から、
大な数のIoT機器を迅速かつ効率的に接続する技術、ҟなる無線規格のIoT機器や複数のサービスをまとめて効
率的かつ安全にネットワークに接続・収容する技術等の共通基盤技術の研究開発を実施している。2018年度（平
成30年度）は、接続・実装・制ޚが容易な共通プラットフォーム技術（W3C WeC oG TIJOHT（WoT））や、機
器・ネットワークの運用情報を取得可能なプロトコル（IT6�T G�9973 )TIP）等の国際標準規格を用いたޓ換性
を有するシステムを開発する等の成果が得られた。

こうした研究成果のさらなる成果展開を図るため、総務省では、産ֶ連携による推進体制である「スマート
IoT推進フォーラム」と連携することで国際標準化を推進している。加えて、内閣府の民研究開発資拡大プロ
グラム（PRISM）の枠組みを活用し、業分野へのIoTʗAIの実装を加速するための研究開発及び実フィールド
における実証を関係省庁と連携しながら実施することで、IoT共通基盤技術の社会実装を推進している。

ϫΠϠϨεͷਪਐ�
工場などの造現場では、消費者の多様なニーζに応えるための生産ラインのॊೈな変更を可能とする工場内通

信のワイϠϨス化や、無線センサを活用した産業機ցの故ো༧知など、無線の利活用が期待されている。一方で、
工場内においては様々な無線システムがࠞ在することや産業機ցから電波ࡶԻが発生することにより、無線通信が
不安定化することが課題となっている。こうした課題に対応するため、総務省では、工場などڱ空間における無線
通信を࠷ద制ޚする技術の研究開発・国際標準化、成果の国際展開を見ਾえた日ಠ間の国際連携、無線使用に関す
るリテラシーの向上のための人材育成等を実施している。

� ԉࢧΠϊϕʔγϣϯग़ͨ͠༺׆Λۚࢿ૪తڝ
૪的資ۚとは、広く研究開発課題をืり、提Ҋされた課題の中からઐՈを含Ή複数の者による評価に基づいڝ

て実施すべき課題を࠾し、研究者等に配分する研究開発資ۚである。総務省では、ICT分野の研究開発におけ
るڝ૪的資ۚである「戦略的情報通信研究開発推進事業」（SCOP&）等を実施している。

ઓུతใ௨৴ڀݚ։ൃਪਐۀࣄʢ4$0P&ʣ�
情報通信技術（ICT）分野において新規性にΉ研究開発課題を大ֶ・国立研究開発法人・企業・地方公共団体

の研究機関などから広く公ืし、外部有ࣝ者によるબߟ評価の上、研究をҕୗするڝ૪的資ۚとして、2002年度
（平成14年度）からԆべ1,000݅以上のڀݚ։ൃ՝に対して支援を行っている。これにより、ະ来社会における
新たな価創造、ए手ICT研究者の育成、ICTの利活用による地域の活性化等を推進している。

ਤද������� ରΤーδΣϯトٕज़のΠϝーδߴ

高度ରΤーδΣンτを༰қに開ൃ
Մなڥを開ൃ

ར活༻ٕज़ٕװجज़

高度ରΤーδΣンτڞ௨ج൫Խٕज़

௨でඞ要となるҙਤڞతかつૅج
解ऍٕज़、ײ情推定ٕज़等をࡌ

・開ൃίϛϡχテΟߏஙをଅ進
・自વޠݴॲཧٕज़のࣾձ࣮をଅ進

͢ࢦίϛϡχέーγϣϯ

ࣾձ・ۀ࢈の༷ʑなに͓いて、
ਂいࣝにͮجく

ʮΑりそいʯܕରを࣮ݱ

ଟత高度ରΤーδΣンτ
ίンテンπ生成支援ٕज़

ҩྍ、հ護、ޫ؍等のに͓͚るઐՈ͕、
ରΤーδΣンτ向͚のίンテンπを༰қに開ൃ

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

I$5 ։ൃͷਪਐ第ڀݚ �節

令和元年版　情報通信白書　第2部388



2018年度（平成30年度）は、（1）重点ྖ域型研究開発（ICT重点研究開発分野推進型）、（2）ICT研究者育成
型研究開発（ए手研究者枠及び中খ企業枠）、（3）電波有効利用促進型研究開発、（4）国際標準֫得型研究開発及
び（5）ҟ能（IOOo）WBUJoOのޒつのプログラムに関する研究課題を実施している。このうち重点ྖ域型研究開
発においては、基ૅ的な段֊からの研究開発課題について、2017年度（平成29年度）まで公ืしていた地域
ICTৼڵ型研究開発の理೦をแ含する「3年枠」を設定し、従来の研究開発課題のૣ期の実用化及び社会展開を
的とした研究開発を「2年枠」として公ืを開始した。

ҟʢIOOPʣWBUJPOϓϩάϥϜ�
ICT分野において、ഁ壊的イノベーションの種となるような技術課題への戦を支援する「ҟ能（IOOo）

WBUJoOプログラム」を実施している。本プログラムの的は、ICT分野においてഁ壊的な地ٿ規模の価創造を
生み出すために、大いなる可能性があるがح想ఱ外で野心的な課題への戦を支援することである。そのため、野
心的な標設定に対し、革新的なアプローチによる戦をྭしている。また、実現への道ےが明確となるような
価ある失ഊを高く評価することと͍ͯ͠Δʢਤද�������ʣ。

2018年度（平成30年度）は、11,420݅の応ืがあり、「ഁ壊的な戦」部については11名の࠷ऴબߟ通過
者が果に技術課題への戦を開始し、また、協力協ࢍ企業の協力の下「ちΐっとした、けれども୭もࢥいついた
ことのないような໘നいアイデア」、「自分でも一൪ྑい使い方が分からないけれど、こͩわりのઑった技術」、「自
らが発見した実現したい課題」を表জする「ジェネϨーションアワード」部については業務実施機関や協力協ࢍ
企業等が主催した「OP&N ҟ能（JOOo）WBUJoO 2018」イベント（2018年（平成30年）10月24日）において
39݅の表জ等が行われた（ਤද�������）。ซͤͯɺ応ื提Ҋ者と協力協ࢍ企業とのマッチング等を実施し、社会
展開への機会を促進している。
ਤද������� ҟ能WBUJPOϓϩάϥϜのスΩーϜ

ഁյతイϊϕー
シϣンの種とな
るٕज़課題への
ઓʢ�年ؒʣ

ᶃഁյతなઓ෦

Ԡืର બߟ

�0݅ఔ度

者ߟऴબ࠷

・݅ʙे݅ఔ度

�0݅ఔ度

スーパόイβー
にΑる
書ྨҰ࣍બߟ

スーパόイβー
にΑる
໘ೋ࣍બߟ

ଔۀ
�0݅ఔ度
支援額�00万円上ݶ

͞Βなるઓ・ΰーϧへの道͕ے明確になるՁあるʮࣦഊʯをྭ ˠ りฦしԠืՄ܁

ҟ能WBUJPO
ϓϩάϥϜ

ᶄδΣωϨーγϣϯ
ɹΞϫーυ෦
w ͪΐͬとした、͚れど୭ࢥいつい

た͜とのないΑ͏な໘നいΞイσΞ
w 自でҰ൪ྑいい方͕かΒない

͚れど、ͩ͜Θりのઑͬたٕज़
w 自Β͕ൃ見した࣮ݱしたい課題

ҟWBUJPOࡦࢪのൣғ
の自ओతऔؔػࢪ務࣮ۀ

૯務ল ϓϩάラムධՁҕһձ のධՁ、৹査のదਖ਼ੑධՁ、スーパーόイβーなどҕһձのঝ認ؔػࢪ務࣮ۀ

දজʢ෭त༩ʣ
ผίンテスτ

したྗڠとۀاࢍڠྗڠ

にΑるӡ用ؔػࢪ務࣮ۀ

ICTのେいなる
Մੑ͕あるحఱ֎で
৺తなٕज़課題
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I$5Πϊϕʔγϣϯग़νϟϨϯδϓϩάϥϜ�
ICT分野におけるզが国発のイノベーションを創出するため、民間の事業化ノウハウ等の活用による事業化育

成支援と研究開発支援を一体的に推進することで、ベンチϟー企業や大ֶなどによる技術成果の具現化を促進し、
新事業への戦を支援する「ICTイノベーション創出チϟϨンジプログラム（I�CIBMMeOHe�）」（ਤද�������）を
2014年度（平成26年度）から実施している（常時応ื可能）。本事業は、զが国の技術力・アイデアを活かした
新事業や新サービスの創出を促進するとともに、民間資ۚ（リスクマネー）の活性化を༠発し、ICT分野におけ
るエコシステムの形成促進にݙߩすることを指すものである。

2018年度（平成30年度）は、ཆ৩用の生け内の܈ڕのモニタリング及び༠導を実現する次ੈ代のཆ৩シス
テムの開発を指す生体܈制ޚによるཆ৩効率化システムの開発など3݅を࠾し、事業化に向けた支援を実施し
ている。

ਤද������� ʮ01&/�ҟ能ʢJOOPʣWBUJPO�����ʯΠϕϯトの様ࢠ

ਤද������� ʮ*$5Πϊϕーγϣϯग़νϟϨϯδϓϩάϥϜʯの࠾Ҋ݅のՌྫ

ʣ࠾ձࣾスϚーτυライϒ　ʢ20��年度ʢฏ成2�年度ʣࣜג
ઐ用のσόイスをंにつ͚る͚ͩで؆୯にंのӡసや೩අの確認、ंの݈߁அ͕で͖るઐ用σόイスとスϚー
τϑΥンΞϓϦを開ൃ

ʣ࠾ձࣾ-JRVJEʢ20��年度ʢฏ成2�年度ʣࣜג
ಠ自のը૾解ੳٕज़とϏοάσーλ解ੳٕज़ʢ"I解ੳʣをجに、生体情報のޮతなσーλϕースཧ及ͼΫラ
υ上でのর߹方๏を開ൃ、ैདྷのઍഒఔ度の度でݸਓをಛ定

ʣ࠾ձࣾϓランτライϑシステムζʢ20��年度ʢฏ成2�年度ʣࣜג
ಠ自開ൃした生体ηンαーとࡊҭ成ϓϩάラムにΑり、ࡊの݈߁ঢ়ଶをৗに見守り、ҭ成を予ଌしてίンτ
ϩーϧするഓ支援システムを࣮用Խ

ʣ࠾ձࣾ;�8PSLTʢ20��年度ʢฏ成2�年度ʣࣜג
を͑、ҟৗൃگ༝でঢ়ܦにઃஔ͞れたηンαーσーλをΫラυで解ੳし、ඃհ護者にスϚーτϑΥンࣨډ
生࣌Ξラーτൃ報する͜と͕Մなհ護支援システム及ͼඇ৮ܕόイλϧηンαーを開ൃ

ʣ࠾ձࣾBCBʢ20��年度ʢฏ成2�年度ʣࣜג
͓Ήつ交のλイϛンά予ଌにͮجいたܭըతなհ護をՄにするඇணܕഉᔔष検シーτ及ͼഉᔔ検Ξϧ
ΰϦζムを開ൃ
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� I$5ࡍࠃ࿈ܞਪਐڀݚ։ൃϓϩάϥϜ

�ڀݚಉڞࡍࠃઓུతͳͨ͠ܞͱ࿈ࠃ֎
ICT市場のグローバル化の加速にい、国際標準の֫得やグローバルニーζに応じた研究開発の必要性が一層

૿加している。その中で、զが国の研究機関が実施する研究開発成果の更なる展開やイノベーションの創出を図る
ためには、研究開発の初期の段֊から国際標準化や実用化等の出口を見ਾえ、各国の有する技術の༏位性を踏まえ
つつ、外国政府との連携による戦略的な研究開発を推進することが有効である。総務省では、2012年（平成24
年）5月の日Ԥ閣僚ڃ会合での合ҙを踏まえ、2012年度（平成24年度）から、Ԥभҕ員会と連携し、զが国とԤ
भにおける大ֶ、民間企業等研究機関の共同提Ҋに対して研究開発資ۚを支援するため、日Ԥ共同研究を実施して
いる。さらに、2016年度（平成28年度）からถ国研究機関との国際共同研究を開始した。2018年度（平成30
年度）は、日Ԥ共同研究において第4次公ืҊ݅として2テーマ（スマートシティ（૬ޓ運用性）、5G（アプリ
ケーション））、日ถ共同研究において第2次公ืҊ݅として1テーマ（インフラҡ持管理）の研究を開始しており、
2018年（平成30年）12月に総務省、情報通信研究機構及びԤभҕ員会が第7ճ日Ԥ国際共同研究シンポジウム
を開催し、ICT分野において日Ԥ連携を更に強化していくことが確認された。

�ਪਐྲྀަࡍࠃͷऀڀݚ
NICTでは、高度通信・放送分野に関し、࠷新の技術及び研究情報の共有、技術ਫ準の向上並びに人材育成にد

༩するとともに、研究開発の推進及び国際協力にݙߩするため、研究者の国際交流を推進する「国際交流プログラ
ム」を実施している。

同プログラムでは、ւ外の研究者を受け入れて情報通信技術の研究開発を行うことをرする国内の機関を支援
しており、զが国及びੈքの研究者の国際交流の促進にݙߩしている。2018年度（平成30年度）においては、
アジア等から計12݅（લ年度からの継続2݅を含Ή）の研究者টへいに対する支援を実施した。

� ։ൃՌͷࣾձ࣮ͷਪਐڀݚ

�༺׆ରԠʹ͓͚ΔI$5ͷࡂ
総務省では、東日本大震災での経験を踏まえ、2011年度（平成23年度）より災害に強い情報通信技術の実現

に向けた研究開発施策に取り組Ήとともに、総務省、NICT、大ֶ及び民間企業からなる災害ICT研究協議会等
を中心とした産ֶ連携体制により、研究開発成果の普及展開を進めている。

2014年度（平成26年度）より、内閣府が推進する府省ԣ断による戦略的イノベーション創造プログラム（SIPɿ
CSoTT�NJOJTUeSJBM SUSBUeHJD IOOoWBUJoO PSoNoUJoO PSoHSBN）第1期の研究テーマの一つである「Ϩジリエン
トな防災・減災機能の強化（リアルタイムな災害情報の共有と利活用）」において、総務省及びNICTの研究開発
成果を活用し、߽Ӎ・ཽר༧ଌ技術の開発や、災害情報の配信技術の開発などの取組を実施しており、2018年度

（平成30年度）からは、SIP第2期の研究テーマの一つである「国ՈϨジリエンス（防災・減災）の強化」におい
て、通信途絶ྖ域解消技術等を実装したシステムの開発、線状降ਫ帯観ଌ・༧ଌシステムの開発、および衛星デー
タ等を活用した被災状況解析・共有システムの開発などの取組を実施している。

�༺׆ஙŋߏՌͷࣾձ࣮ΛՃ͢Δςετϕουͷڀݚ
NICTでは、1999年度（平成11年度）より、超高速研究開発ネットワークテストベッド（JGN）を構築し、

これを国内外の研究機関等へ広く開放することで、先進的なネットワーク技術の研究開発や多様なアプリケーショ
ン実証実験の推進等にݙߩしてきた。また、2002年度（平成14年度）より、大規模エミュϨーションテストベッ
ド（SUBSB&%）の運用を開始し、様々な技術の検証テストベッドを提供している。2016年（平成28年度）以降
は、IoTの技術実証と社会実証の一体的な推進のために、JGN、SUBSB&%の拡ுに加え、広域S%Nテストベッド

（RIS&）、大規模IoTサービステストベッド（JOS&）等のテストベッドを౷合した「NICT総合テストベッド」を
構築・運用している。
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2018年度（平成30年度）には、IoTのラストワインマイルをサポートするために可ൖ型システム一ࣜを貸し出
す「キϟラバンテストベッド」等の本格運用を開始し、IoT向けのテストベッドメニューの拡大を行っている。

� ͦͷଞͷڀݚ։ൃ

Ӊ௨৴ٕज़�
ア　ٕज़ݧࢼӴ9߸機の開ൃ

総務省では、Ӊ基本計画に「新たな技術ࢼ験衛星を2021年度（令和3年度）めどにଧち上͛ることを指
す。」と記載されたことを踏まえ、จ部Պֶ省等と連携し、フϨキシブルϖイロード技術等のي道上実証を指し、
大容量伝送可能な技術ࢼ験衛星9号機の開発に取り組んでいる。

イ　Ӊར用のকདྷ૾にؔ͢る࠙ձ
人口題、資源・エネルΪーׇރ、環境Ԛછ等、ੵࢁする課題に対して、Ӊ利用の推進・高度化は、先ۦ的な

イノベーションよるଧ開策を導き出すために有効であると期待されている。Ӊ利用におけるイノベーションによ
りもたらされる新たなক来૾について෯広く࠙話することにより、Ӊ利用におけるզが国の指すべき方向性や
ICTの利活用推進に向けて期的及び期的に取り組Ήべき方策について検討するため、2018年（平成30年）2
月、「Ӊ利用のক来૾に関する࠙話会＊6」が立ち上͛られた。

また、Ӊを新たなビジネスフロンティアとଊえるとともに、現代社会が抱える社会的課題の解ܾに向け、その
実現のために必要となる情報通信に関する新たな要素技術等について、よりઐ的な観点から検討するため、
2018年（平成30年）8月に同࠙話会の下に「をくタスクフォース」を開催し、2030年代以降のӉ利用の
ক来૾についてҙ見交換を行い、そのক来૾の実現のために必要となる情報通信技術等について検討を行ってい
る。

ະདྷI$5ج൫ٕज़�
ア　ߴप*$5ٕज़にؔ͢るڀݚ開ൃ

総務省及びNICTでは、ミリ波、テラϔルπ波等のະ開の超高周波帯を用いて、新しい超高速無線通信方ࣜ
や、センシングシステムの実現を指した基盤技術の研究開発を実施している。2018年度（平成30年度）は、
超高周波ྖ域での通信・計ଌシステムにおいて基準信号をਫ਼度よく生成するために必要な高安定ޫ源の研究開発に
おいて重要となる、非常にӶい共ৼಛ性を持った共ৼ器の実現に向けて、導波࿏のඍࡉ加工技術の改ྑによって、
損失化を進め、従来比2ഒとなる約2×105の共ৼ器内部2を達成した。さらに300G)[帯での送信と受信の
機能を1つのシリコンチップに౷合したワンチップトランシーバの開発に成ޭし、ຖඵ80Ϊガビットの伝送速度
を実現した＊7。

イ　ྔ5ٕ$*ࢠज़にؔ͢るڀݚ開ൃ
NICTでは、計ࢉ機では解ಡ不可能な量子҉号技術や、ඍऑなޫ信号から情報を取り出す量子信号処理に基づく

量子通信技術の研究開発を実施している。 2018年度（平成30年度）は、量子҉号をক来的にطଘのޫネットワー
クに導入していくための取組として、1つのޫファイバー中で量子҉号とޫ通信を多重化する技術の開発に取り組
み、連続量方ࣜ量子҉号と100波多重18�3TCQTの超高速ޫ通信の波多重同時伝送に成ޭした。量子通信技術に
ついても、2018年度（平成30年度）は、લ年度までにޫ空間通信テストベッドに実装した理ϨイϠ秘密鍵共
有システム（信号変調速度10M)[）の高速化に向けて、信号変調速度1G)[の送受信システムを開発し、その基
本動作実証に成ޭした（ਤද�������）。

＊6	 Ӊ利用のকདྷ૾にؔ͢る࠙会：	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/space_utiMi[ation/indeY.htmM
＊7	 /*$5ϓϨスϦϦʔスʢ2019ʢฏ31ʣ2݄19ʣ：https://www.nict.go.jp/press/2019/02/19�1.htmM
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ウ　φϊ*$5ٕज़にؔ͢るڀݚ開ൃ
NICTでは、ナノメートルサイζのඍࡉ構造技術と新規材ྉにより、ޫ変調・スイッチングデバイスやޫ子検出

器等の性能を向上させる研究開発を実施している。2018年度（平成30年度）は、スロット底部の高߅化プロ
セスとք໘制ޚによる電ՙ入制技術を用いることにより、খ型超高速ޫ変調器の変調動作確認に成ޭした。ま
た、ڱピッチޫフェーζドアϨイを設計・ࢼ作し、࠷大ภ向֯22�5度、100L)[高速動作を実証した。超伝導単
一ޫ子検出器（SSP%）の大規模SSP%アϨイの実現に向けて、S'2ۃԹ信号処理による64ピクセルSSP%ア
Ϩイの機ցࣜྫྷౚ機中での完全動作をੈքで初めて実証し、ޫ子計数ײ度を持つイメージングセンサの実現に向け
て大きくલ進した。

Τ　*$5ٕज़にؔ͢るڀݚ開ൃ
NICTでは、人の認知、行動等の機能解明を通じて、高齢者やো害者の能力ճ復、݈常者の能力向上、Պֶに

基づいた、サービス等の新しい評価方法の構築等にݙߩする型情報処理技術、高ਫ਼度な活動計ଌや情報
に係るデータの౷合・共有・分析を実現する技術等を研究開発している。

2018年度（平成30年度）は、型情報処理技術では、活動データを用いた人工モデル構築を介し、MRI
による活動計ଌ及び人工を用いた༧ଌ活動からの知֮内容推定を行う技術を開発し、当֘技術の技術移転に
より、用サービスの広ൣ化にݙߩした。更に、ӳޠリスニング時の波を解析し、ӳޠशख़度Ϩベルをөする
波指標をܾ定し、波を利用したֶޠ力評価の基盤を構築した。また、活動計ଌ技術では、ಛघな૾ࡱ法と画
。構成法を開発し、0�6ミリ֯のGMRI計ଌにੈքで初めて成ޭした࠶૾

ి࣓ηϯγϯάج൫ٕज़�
NICTでは、ゲリラ߽Ӎ・ཽרに代表されるಥ発的大気現象のૣ期ัଊ・発達メカニζムの解明にݙߩすること

を的として、෩、ਫৠ気、Ӣ、降ਫ等を高い時間空間分解能で観ଌする技術の研究開発を実施している。2018
年度（平成30年度）は、フェーζドアϨイ気象Ϩーμーの二重ภ波化（マルチパラメータ・フェーζドアϨイ気
象Ϩーμー（MP�PAWR））に関する研究開発を他機関との連携により実施し、Ϩーμーの性能評価後、2018年

（平成30年）7月下०より観ଌ運用を開始した（ਤද�������）。また、地デジ放送波の伝ൖԆを高ਫ਼度にଌ定
し、߽Ӎのૣ期検出等に有用なਫৠ気量を推定する技術に関しては、໘的観ଌを指してट都圏に観ଌ網の整備を
進めたほか、多点展開に必要な装置のখ型化・省電力化を指したࢼ作を行った。

ਤද������� ज़のΠϝーδٕ߸҉ࢠ௨৴ٕज़ͱྔࢠྔ

ज़ٕ߸҉ࢠ௨৴ٕज़ྔࢠྔ

ڑ信߸ॲཧٕज़にΑるࢠྔ・検ग़ࢠޫ
でのେ༰ྔ௨信ޫࢠをͬたݪཧతに౪ௌで͖ない҉߸௨信

౦ۭؒޫژテスτϕου
ʢTPLZP�'40�TFTUCFEʣ

Ӵޫ௨信のੑվળ

কདྷの活用イϝーδ

ΧϧテシステムのηΩϡϦテΟ強Խࢠి

ൿಗスϚーτϑΥン

ൿಗT7ձٞ

༷ʑな情報௨信ثػに҉߸伴をڅڙし、ηΩϡϦテΟを強Խ

௨信େֶؾి /ICT

成、配送࡞て҉߸伴をͬをࢠޫ

Ӵ ແਓػۭߤ
υϩーン

ंंؒ௨信、ηンシンά

ޫϑΝイόにྔࢠ௨信ٕज़、ྔ҉ࢠ߸ٕज़をಋೖ

伴配送ஔࢠྔ

伴配送ωοτϫーΫࢠྔ
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さらにNICTでは、ఱީやனによらͣ地表໘を詳ࡉに૾ࡱできるߤ空機載合成開口Ϩーμー（SAR）の研
究開発を進めており、2018年度（平成30年度）は、画質（空間分解能等）を高めた次ੈ代ߤ空機載合成開口
Ϩーμー（PJ�SAR 93）の作とPJ�SAR 93を機体に設置するための機体改修の設計作業に取り組んでいる。ま
た、これまでPJ�SAR2でࢼ験観ଌによって得られた観ଌデータを用いて深層ֶशによる地被෴分類手法の開発
やGISデータとSAR画૾と融合した被災地解析手法（ਁਫྖ域のந出やਁਫ深のࢉ定等）の開発を実施し、情報
ந出技術の更なる高度化を実施した。

この他、NICTでは、地ٿ規模の気ީ変動の断・༧ଌਫ਼度向上に有用な衛星載センサの研究開発を実施して
おり、サブミリ波サウンμーのための2T)[帯受信機の開発や衛星載ӢプロファイリングϨーμー（&BSUICAR&�
CPR）の開発及び地上検証用ӢϨーμーの開発を実施している。また、通信�放送�ଌ位�衛星利用などにӨڹを
及΅すଠཅ活動や地ۙٿの電࣓波環境などのࢹを行い「Ӊఱ気༧報」を配信している。2017年度（平成29
年度）には、9月6日に11年ぶりに発生した大規模ଠཅフϨアについて、いちૣく警報を発信し衛星運用者等に
対処を促すなどの活動を行った。

ਤද������� Ϛϧνύϥϝーλ・ϑΣーζυΞϨΠؾϨーμーʢ.1�1"83ʣ

ʲຌྫʳ

ɿ࡛ۄେֶʢ.1�1"83ઃஔॴʣ

ɿオϦンϐοΫ・パラϦンϐοΫձ
੨ઢɿ�0LNʢ高؍ଌϞーυ෴域ʣ
ઢɿ�0LNʢ؍ଌϞーυ෴域ʣ
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○「グローバルコミュニケーション計画」の推進
����ʢฏ��ʣ��݄ɺզ͕ࠃのؒ๚֎ࠃਓཱྀ行ऀ͕ॳΊͯ����ສਓΛಥഁしͨ͜ͱ͕ɺಠཱ行
政๏ਓޫ؍ࡍࠃৼ͔ߏػڵらൃද͞Εͨ＊1�ɻ����ʢྩ�ʣの๚֎ࠃਓཱྀ行ऀ����ສਓͱ͍͏政ඪ
のୡʹ͚ͯɺண࣮ʹ૿Ճし͖͍ͯͯΔɻまͨɺࠃ֎ཹࡏਓۙ૿Ճʹ͋りɺ����ʢฏ��ʣ��
݄ʹ���ສਓͱաߴ࠷ڈΛه＊2�ɻಉ݄ɺ๏লΛத心ʹʮ֎ࠃਓࡐのडೖΕ・ڞ生のͨΊの૯߹తରԠࡦʯ
උڥ͚ͨʹݱ生ࣾձの࣮ڞਓͱのࠃ֎Ͱ生活͢Δࠃͼզ͕ٴのडೖΕࡐਓࠃ֎ఆ͞ΕΔ＊3�なͲɺ৽ͨなࡦ͕
͕ਐΊらΕ͍ͯΔɻ
͜のΑ͏ʹɺ֎ࠃਓͱަྲྀ͢Δػձ͕ま͢ま͢૿Ճ͢ΔதɺʹΘ͔ʹΛཋͼͭͭ͋Δٕज़͕͋Δɻڀݚཱࠃ
։ൃ๏ਓใ௨৴ߏػڀݚʢ/*$5ʣ͕��Ҏ্ʹΘͨりऔりΜͰ͍ΔɺଟޠݴԻ༁ٕज़Ͱ͋Δɻ͜Εɺ
Իのೖग़ྗʹΑりຊޠͱ֎ؒޠࠃの༁Λ可能ͱ͢Δٕज़Ͱ͋Δɻ
૯লͰɺ����ʢฏ��ʣ�݄ʹʮάϩーόϧίϛϡχέーγϣϯܭը＊4ʯΛൃදしɺੈքのʮݴ༿のนʯ
ΛなくしɺάϩーόϧͰࣗ༝なަྲྀの࣮͚ͯʹݱɺ/*$5͕։ൃしͨଟޠݴԻ༁ٕज़のਫ਼ΛߴΊΔͱͱʹɺ
民͕ؒఏ͢ڙΔ様々なΞϓϦέーγϣϯʹద༻͢Δࣾձ࣮ূΛ࣮ࢪし͍ͯΔʢਤද�ʣɻ

ਤද� ʮάϩーόϧίϛϡχέーγϣϯܭըʯのਪਐ

　ଟޠݴରԠϔουηοτ等のΣΞラϒϧ
�とࢣを用い、ঢ়やප໊の༁などҩثػ
者のίϛϡχέーシϣンを支援ױ

　ଟޠݴରԠܕϨδにΑり、商のߪೖ
や߹ͤなど、֎国ਓ٬の要に͖めࡉやか
にରԠ

˓ੈքのʮݴ༿のนʯをなくし、άϩーόϧで自༝な交ྲྀを࣮ݱするʮάϩーόϧίϛϡχέーシϣンܭըʯを
推進するため、情報௨信͕ߏػڀݚ開ൃしたଟޠݴԻ༁ٕज़のਫ਼度を高めるととに、民͕ؒఏڙする༷ʑ
なΞϓϦέーシϣンにద用するࣾձ࣮証等を࣮ࢪする。

　　͜れにΑり、ICTを活用したイϊϕーシϣンをՃし、2020年の౦ژオϦンϐοΫ・パラϦンϐοΫのࡍ
に、�ຊٕज़を活用してʮݴ༿のนʯ͕ないࣾձをシϣーέースとしてੈքにൃ信する。
・ଟޠݴԻ༁のରԠྖҬɺରԠޠݴΛ֦େ͢ΔͨΊのڀݚ։ൃ
　　ଟޠݴԻ༁ٕज़について、ҩྍやシϣοϐンά等のཱྀߦҎ֎のձの༁ਫ਼度を向上するととに、ରԠޠݴを֦େする。·た、
。するࢪ開ൃを࣮ڀݚや文༁など、༁ਫ਼度の向上に向͚たࡦԻରࡶ
・පӃɺࢪۀઃɺޫ؍ʹ͓͚Δࣾձ࣮ূ�
。するࢪの連携にΑり、ଟ༷なΞϓϦέーシϣンのࣾձ࣮証をूதతにֶ࣮࢈　　

　スϚーτϑΥンなどにしか͚るとଈ࠲に
ଞのޠݴに༁して、Իग़ྗする

පӃ シϣοϐンάଟޠݴԻ༁システムのみ

ʢスϖインޠʣᶄ
#FCÉ�FTUÂ�DSFDJFOEP�TBOP ʢインυωシΞޠʣᶃ"QBLBI

BOEB�NFNJMJLJ�XBSOB�MBJO 

ᶄʢάラスのʣ৭違いあり
·すか。

ᶃͪΌΜ元ؾにҭͬ
てい·すΑ。

駅�ど͜�ですか

FLJXBEPLPEFTVLB

UIF�TUBUJPO���XIFSF���JT

XIFSF�JT�UIF�TUBUJPO

8IFSF�JT�UIF�TUBUJPO� 

駅ど͜ですかʁ

͞らʹɺ/*$5Λத心ͱしֶͨ࢈のྗΛ݁ूしɺ����ʢฏ��ʣ��݄ɺάϩーόϧίϛϡχέーγϣϯ
։ൃਪਐٞڠձ＊5�͕ ઃཱɻ����ʢྩ�ʣのΦϦϯϐοΫ・ύϥϦϯϐοΫ౦ژେձΛݟਾ͑ɺଟޠݴԻ
༁ٕज़のਫ਼ΛߴΊɺࣾձの様々な໘Ͱར༻可能ͱ͢ΔͨΊʹඞཁな活ಈΛ行͍ɺֶ࢈連携ʹΑΔΦーϧδϟ
ύϯମ੍ͰʮάϩーόϧίϛϡχέーγϣϯܭըʯΛਪਐし͍ͯΔɻຊٞڠձʹɺࡁܦքɺใ௨৴ऀۀࣄɺֶ
く݁ूしަྲྀΛਤΔͱͱʹɺར༻ऀ͕・ऀۀࣄ・ऀڀݚՃ͕͋りɺࢀ͔らの͍の෯ֶ࢈ɺऀݧܦࣝ
なͲΛਪਐし͍ͯΔɻݧ࣮ূ࣮・։ൃڀݚ連携ʹΑΔֶ࢈
まͨɺ͜Εらڀݚ։ൃࣾձ࣮ূʹՃ͑ɺଟޠݴԻ༁ٕज़のपʹؔ͢Δऔ࣮ࢪし͓ͯりɺͦのҰྫΛ
հ͢Δɻ
ଟޠݴԻ༁ٕज़ΛΑりくීͤ͞ٴΔػܖͱしɺまͨɺಉٕज़のࣾձ࣮ΛՃԽ͢ΔͨΊɺ૯লͱ/*$5

ʮάϩʔόϧίϛϡχέʔγϣϯܭըʯͷਪਐɹʙଟޠݴԻ༁ٕज़ͷՌల։ʙ

ࡦϑΥʔΧε

＊1	 https://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_reMeases/pdf/1�1219.pdf
＊2	 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_000�1.htmM
＊3	 http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00066.htmM
＊4	 http://www.soumu.go.jp/main_content/0002�557�.pdf
＊5	 http://gcp.nict.go.jp/
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のओ࠵ʹΑりɺ༁ٕज़の৽し͍ํ͍のΞΠσΞΛืू͢ΔʮΞΠσΞίϯςストʯͱɺ࡞ࢼなͲΛืू͢Δ
ʮ࡞ࢼʢ1P$ʣίϯςストʯ͔らߏ͞ΕΔɺʮଟޠݴԻ༁ίϯςストʯΛ����ʢฏ��ʣ��݄͔ら
����ʢฏ��ʣ�݄まͰ։࠵しͨʢਤද�ʣ＊6ɻίϯςストͰɺ࣮$5*/ʹࡍのଟޠݴԻ༁ٕज़͕ࣗ༝
ʹར༻Ͱ͖ΔサϯυϘοΫスサーόーΛ։์しɺ࡞ࢼίϯςストʹ͓͚Δ࡞࡞ʹ活༻͞Εͨɻ

ਤද� ίϯςストදজࣜΛऴ͑ͯ࡞ࢼ

○多言語音声翻訳技術の成果展開
しɺ্࣮ըʯΛਪਐし͖ͯͨ݁Ռɺۙɺ༁ਫ਼͕ܭの連携ʹΑΔʮάϩーόϧίϛϡχέーγϣϯֶ࢈
༻可能なҰఆのϨϕϧまͰ౸ୡしͨͱ͍͏ೝ͕ࣝまりɺ/*$5のଟޠݴԻ༁ٕज़͕活༻͞Εͨ民ؒサー
ビス͕࣍々ͱొ͢ΔΑ͏ʹなͬͨ＊7ɻ
͜のΑ͏なࣾձ࣮ʹ͚ͨಈ͖ΛߋʹՃͤ͞ɺΠϯόϯυۀ࢈ޫ؍の活性Խ֎ࠃਓࡐͱのڞ生ʹد
༩͢くɺଟޠݴԻ༁ٕज़ΛΑり؆ศʹར༻Ͱ͖Δڥのඋʹ͚ɺ૯লのҕୗڀݚ։ൃՌ͕活༻͞Ε
ͨ民ؒऀۀࣄʹΑΔଟޠݴԻ༁ϓϥοトϑΥーϜのӡ༻͕ɺ����ʢฏ��ʣ�݄͔ら։࢝͞Εͨ＊�ɻ͜
のଟޠݴԻ༁ϓϥοトϑΥーϜの活༻ʹΑりɺैདྷのΑ͏ʹɺサービス͝ͱʹ༁サーόーΛඋ͢Δඞཁ͕
なくなりɺωοトϫーΫܦ༝Ͱ؆୯ʹ༁ػ能ΛఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹなΔͱͱʹɺ༁Ϋϥυサーόー͕ڞ༻可
能ͱなΔ͜ͱͰӡ༻ίストΛݮしɺ༁ٕज़Λ྿ʹ活༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹなΔ͜ͱ͕ظ͞Ε͍ͯΔʢਤද�ʣɻ

＊6	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000257.htmM
	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000264.htmM
	 https://tagen.go.jp/
	 ຊۀࣄ、ֳの「ຽڀݚ։ൃ֦ࢿେϓϩάラム」ʢ13*4.：ϓϦζムʣ༧ࢉΛ׆用࣮ͯ͠ࢪɻ
＊7	 http://gcp.nict.go.jp/news/products_and_serWices_($1.pdf
＊�	 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/01tsushin03_02000276.htmM
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ਤද� ʮଟޠݴԻ༁ϓϥοトϑΥーϜʯのΠϝーδ

　インόンυۀ࢈ޫ؍の活ੑԽや֎国ਓࡐとのڞ生等にد༩すく、ଟޠݴ自ಈԻ༁ٕज़をΑり؆便に
利用で͖るڥのඋに向͚、ଟޠݴԻ༁ϓラοτϑΥーム͕20��年�݄2�にӡӦ開࢝。

ʲ֎国ਓࡐの受ೖれ・ڞ生のための૯߹తରԠࡦʢฏ成�0年�2݄ʣにࡌهʳ

૯߹窓口Ҋ

ରԠ࣌ࡂ

ଟޠݴԻ༁ϓラοτϑΥーム

༁͕で͖る
ҿ৯店オーμー

༁͕で͖るϨδ

自ಈ༁

ٕज़ΛΑり͍қく͢Δ
・ैདྷ、αーϏス͝とに༁αーόーをཱͪ上͛るඞ要͕
　あͬた͕ωοτܦ༝で؆୯に༁ػのఏ͕ڙՄに。

ίストԽのਪਐ
・༁Ϋラυαーόー͕ڞ用Մとなる͜とで、ӡ用
　ίスτをݮし、༁ٕज़の྿な活用͕Մに。

˞　ଟޠݴԻ༁ϓラοτϑΥーム、ଟޠݴԻ༁にݶΒͣ、文ষの༁等に͓いて活用する͜と͕Մ

૯লɺ͜ΕらのऔΛ௨ͯ͡ଟޠݴԻ༁ٕज़͕様々な໘Ͱखܰʹ͑ΔまͰීٴしɺଟくの֎ࠃਓの
ํͱʮݴ༿のนʯΛ͡ײΔ͜ͱなくɺࣗવʹίϛϡχέーγϣϯͰ͖Δࣾձの࣮ݱΛࢦし͍ͯΔɻ
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1 Δॏਪਐ՝͚͓ʹࡦࡍࠃ

I$5ւ֎ల։ͷਪਐ�
総務省では、զが国のICT産業の国際ڝ૪力強化及びICTを活用したੈքの課題解ܾの推進を的に、ICT分

野のւ外展開支援等の活動を行っている。

ア　૯লに͓͚る*$5ւ֎展開のઓུ的なਪਐ
ະ来資戦略等の政府全体の方針を踏まえ、総務省は、ICT分野のւ外展開推進を重要な政策課題とし、日本

方ࣜの地上デジタルテϨビ放送（地デジ）の࠾用や同方ࣜの普及活動、地デジでഓった協力関係をICT分野全体
への協力へ拡大していくための働きかけ、通信・放送・༣便システム、防災ʗ医療ICT、セキュリティ、電波シ
ステム等のICTインフラや放送コンテンπのւ外展開に係る日本企業への支援等にਫ਼力的に取り組んできている。
具体的には、トップセールス等の戦略的広報活動や現地における実証実験への支援等を通じて、Ҋ݅の発掘、提
Ҋ、形成を推進するほか、ࣜג会社ւ外通信・放送・༣便事業支援機構（JICT）＊1や関係機関と連携し、զが国
ICTのಛ・強みを生かしたICTインフラシステムを૬手国とのニーζに応じてパッケージで提Ҋや、人材育成・
メンテナンス・ファイナンス等を含めたトータルなചࠐみを推進している。

政府全体として、「質の高いインフラ」資を国際的に定ணさせるための取組を進めている。「質の高いインフ
ラ」は、一見、段が高く見えるものの、使いやすく、持ちするもので、期的に見れば高い経ࡁ性を有し、経
するものであり、日本が強みを有するものである。総務省は、ICT分野における「質ݙߩ発展・社会課題解ܾにࡁ
の高いインフラ」の概೦の国際的な普及、各国のインフラ事業の質の向上を図るため、「h 質の高いICTインフラʱ
資の指針」を2017年（平成29年）7月に策定・公表し、在外公ؗ等を通じて各国のICT政策立Ҋ者や調達管
理者・担当者への共有を図っている。

政府が策定した「経ࡁ財政運営と改革の基本方針2018（ࠎଠの方針）」や「インフラシステム༌出戦略（平成
30年度改గ൛）」においては、զが国企業が2020年（令和2年）に約30ஹ円のインフラシステムを受＊2するこ
とを政府標として͛ܝており、当֘標の実現に向けて、電力、మ道、情報通信、医療、Ӊ、ߓ、空ߓ等の
主要産業又は重要分野における所要のւ外展開戦略を策定することとされた。これを踏まえ、2017年（平成29
年）10月、総務省において、情報通信分野のւ外展開戦略を経ࡁ産業省とともに策定した。本戦略においては、
情報通信分野における国内・ւ外の市場動向やզが国の強み、ڝ合国の動向等を踏まえ、զが国として力するべ
き重点ྖ域＊3を整理し、今後のւ外展開の取組の方向性を示している。

また、総務省は、ICT、༣便のみならͣ、消防、౷計、行政૬ஊ制度、地方自治等といった෯広い分野でւ外展
開を推進している。これらの取組を総合的・戦略的に推進し、更なるւ外展開の強化を図るため、総務省では
2018年（平成30年）2月に「総務省ւ外展開戦略」を策定した。本戦略を踏まえ、総務省では、ւ外展開Ҋ݅間
の連携強化等を通じて、ICT分野のւ外展開の更なる推進にめている。

イ　本方ࣜの地্σδλϧテϨビ์ૹのւ֎展開
地デジ放送分野においては、民連携で日本方ࣜ（IS%BʵT）の普及に取り組んでおり、2006年（平成18年）

に日本方ࣜを࠾用したブラジルと協力しながら、日本方ࣜ࠾用を各国に働きかけてきた。日本方ࣜには、①国民の
໋をकる緊急警報放送、②携帯端末でのテϨビ受信（ワンセグ）、③データ放送による多様なサービスといった、

＊1	 ຽフΝ2015ʢฏ27ʣ11݄25にઃ立͞Εた、͖ͮج๏ʢฏ27๏ୈ35߸ʣにߏػԉࢧۀࣄ会社ւ֎௨৴ɾ์ૹɾ郵便ࣜג
ンυɻզ͕ࠃのۀࣄ者にੵ͞Εたࣝ、ٕज़ٴͼݧܦΛ׆用ͯ͠ւ֎にお͍ͯ௨৴ɾ์ૹɾ郵便ۀࣄΛ͏ߦ者等にରͦ͠څڙۚࢿのଞのࢧ
ԉΛ͜͏ߦとにΑΓ、զ͕ٴࠃͼւ֎における௨৴ɾ์ૹɾ郵便ۀࣄにڞ௨͢るधཁの֦େΛ௨͡、֘धཁにԠͣるզ͕ࠃのۀࣄ者のऩӹ
性の向上等ΛਤΓ、っͯզ͕ࡁܦࠃの࣋ଓతͳにد༩͢る͜とΛ目తと͍ͯ͠るɻ

＊2	 にΑるऩೖֹ等ΛؚΉɻࢿۀࣄ
＊3	 ւఈέʔϒϧシステム、ηΩϡϦテΟɾηʔフテΟシステムʢੜମೝূシステム等ʣ、์ૹシステムʢσδ等ʣ、ϒϩʔυόンυඋʢޫ

フΝイό等ʣ、郵便システムɾؔ࿈システム、ిシステム、$5*ࡂシステム、αイόʔηΩϡϦテΟ、ҩྍ*$5システム、௨৴Ӵシステ
ムɾ४ఱӴシステム、ΤωϧΪʔɾϚωδϝンτシステムの֤ྖҬɻ

第�節 I$5ࡍࠃઓུͷਪਐ
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他方ࣜにはない強みがある。日本方ࣜの地デジ放送のւ外展開では、この強みを૬手国に示してきたことで、
2019年（平成31年）3月に日本方ࣜを࠾用したアンΰラを含め、合計20か国（2019年（平成31年）3月現在）
にまで࠾用国が拡大するに至っている（ਤද�������）。

モルディブでは、2016年（平成28年）10月に地デジ放送システムの整備的の無ঈ資ۚ協力に関するモルディ
ブ政府と日本政府の間の書簡の交換が行われた。また、エルサルバドルでは、2018年（平成30年）12月に国営
放送による日本方ࣜの地上デジタル放送が開始された。さらに、2016年（平成28年）1月には、ϖルーで、地デ
ジを活用した緊急警報放送（&WBS）の機能を備えた広域防災システムが実用化され、今後、地震・津波等の自
વ災害の多いチリやエクアドル等ۙྡॾ国にも導入が検討されている。

ウ　$5*ࡂのւ֎展開
զが国は、ICTを活用した災害情報の収集・分析・配信による効率的・効果的な災害対策を可能とする防災

ICTシステムについて、ੈքで࠷も進んͩ技術・ノウハウを有する国のͻとつである。総務省では、国交通省・
気象庁などの防災に関係する各府省と連携しながら、防災ICTシステムのւ外展開を推進しており、各国政府へ
のトップセールスをܖ機に、૬手国と協力方針・プロジェクトを協議する政策対話、防災ICTソリューションの
現地でのద用可能性を確認する調査や実証実験等を実施し、アジア、中ೆถॾ国等でզが国の防災ICTシステム
が࠾用されるなどの成果を上͛ている。

Τ　֤$5*ࠃϓϩδΣクトの展開
ʢΞʣΞδΞҬ

アジア地域は、堅調で安定した経ࡁ成が続いており、経ࡁ成にい中間層も拡大している。更に、域内の
易自由化や市場౷合などを通じ成加速を指す「AS&AN経ࡁ共同体（A&C）」が2015年（平成27年）末に設
立され、զが国企業にとって成市場としてのັ力が更に૿している。経ࡁ成と生活の質の向上は、大なイン
フラध要を生み出しており、ICTインフラもその例外ではない。また、都市交通や環境、防災などの分野におい
て多くの社会的課題が生じており、ICTを活用した解ܾに期待がدせられている。
AɹϑΟϦϐϯ

フィリピンについては、2018年（平成30年）1月に総務大臣がフィリピンを訪し、大౷ྖをはじめとする
フィリピン政府要人に対して「日フィリピンICT総合協力パッケージ」を提Ҋし、ICT利活用（防災、交通、サ
イバーセキュリティ等）の基盤となるICTインフラ（ブロードバンド網及び地上デジタル放送）の整備について
྆国で協力して進めていくことを確認した。

2018年（平成30年）4月及び11月には総務省ʵ情報通信技術省ICT協力ҕ員会をフィリピンにおいて開催し、
地上デジタル放送、ブロードバンド網、防災ICT、サイバーセキュリティなど多ذにわたる分野の協力活動につ
いて進ḿ状況を報告するとともに、今後の協力の方向性についてҙ見交換を実施した。

ਤද������� ੈք֤ࠃの্σδλϧςϨビ์ૹのಈ

ຊ
ʢ200�年�2݄開࢝ʣ

ϗンδϡラス
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

άΞテϚラ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

Τϧαϧόυϧ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

スϦランΧ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

ϞϧσΟϒ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

Ξンΰラ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

Ϙπϫφ
ʢ20��年2݄方ࣜ決定ʣ

I4%#�T
	IOUFHSBUFE�4FSWJDFT�%JHJUBM�#SPBEDBTUJOH�TFSSFTUSJBM


20Χ国	ຊをؚΉ


ϑΟϦϐン
ʢ20�0年�݄方ࣜ決定ʣ

ʢ20��年��݄方ࣜ࠶ද明ʣ

ΤΫΞυϧ
ʢ20�0年�݄方ࣜ決定ʣ

ϖϧー
ʢ200�年�݄方ࣜ決定ʣ

ϒラδϧ
ʢ200�年�݄方ࣜ決定ʣ

νϦ
ʢ200�年�݄方ࣜ決定ʣ

パラάΞイ
ʢ20�0年�݄方ࣜ決定ʣ

Ξϧθンνン
ʢ200�年�݄方ࣜ決定ʣ

χΧラάΞ
ʢ20��年�݄方ࣜ決定ʣ

ίスλϦΧ
ʢ20�0年�݄方ࣜ決定ʣ

ϕωζΤラ
ʢ200�年�0݄方ࣜ決定ʣ

ϘϦϏΞ
ʢ20�0年�݄方ࣜ決定ʣ

ϧάΞイ
ʢ20�0年�2݄方ࣜ決定ʣ
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#ɹϛϟϯϚʔ
ミϟンマーについては、2016年（平成28年）10月に、同年3月に生した新政ݖのミϟンマー運༌・通信大

臣が初めて来日し、総務大臣との会ஊを実施して、情報通信分野における྆国間の更なる協力関係の強化を確認し
た。

これまでは、MPT（国営電気通信事業体）と,%%I・住༑事の共同事業に加え、外資系通信事業者2社がモ
バイル通信事業を行ってきたが、2017年（平成29年）1月に更にもう1社にライセンスが付༩され、2018年（平
成30年）3月よりサービスを開始した。こうした状況の中、日本政府は急速に拡大する通信ध要に応えるため、
円आ「通信網改善事業」（供༩限度ֹ105ԯ円）により通信インフラの整備を支援している。

2019年（平成31年）1月に、ࠤ౻総務෭大臣がミϟンマーを訪し、運༌・通信大臣及び情報大臣と会ஊを行
うとともに、サイバーセキュリティに関するワークショップにおいて主催者を代表してѫࡰを行うなど、ミϟン
マーと日本の通信、放送及び༣便分野における協力をより一層推進した。
$ɹϕτφϜ

ベトナムについては、2016年（平成28年）9月に「情報通信分野における協力֮書」等の更新にあわせて日越
ICT政策対話を開催し、4G及び5Gなどの電波政策、サイバーセキュリティ、IoTについてҙ見交換を実施する
など、協力関係の強化を進めている。

2017年（平成29年）3月にはベトナム情報通信大臣が来日し、総務大臣との会ஊを実施して、情報通信分野に
おける྆国間の更なる協力関係の強化を確認するとともに、「日本国総務省とベトナム社会主ٛ共和国情報通信省
との間の協力を促進するための合同作業部会の設置に関する共同議事」に署名した。本議事に基づき、2018
年（平成30年）1月に第1ճ日ベトナムICT共同作業部会、同年12月に第2ճ同作業部会を開催した。第2ճ同
作業部会においては、サイバーセキュリティ、電波ࢹ、スマートシティ、5G等についてҙ見交換を実施し、各
分野における日越間協力についてҾき続き協議を行っていくこととなった。
ʢΠʣதೆถҬ

中ೆถ地域は、ブラジル、メキシコといったڊ大な人口と大きなજ在成力をތる国々や、ϖルー、コロンビア
といったۙ年安定した成を見せる国々を༴しており、成性のある市場である。

現在、中ೆถॾ国においてデジタル網の整備が進Ήのにあわせ、これを活用したԕִ教育、ԕִ医療、防災、防
൜、スマートシティなどの各分野でのアプリケーションにかかる政策ノウハウ、ҡ持管理技術、人材育成などを組
み合わせた展開と、同地域での共通課題、解ܾ方策にかかる連携を各国と強化している。

2017年（平成29年）にエルサルバドル共和国が日本方ࣜの地デジを࠾用し、中ถॾ国でも࠾用が広まってい
る一方、ೆถॾ国では、日本方ࣜの地デジを࠾用してから10年を迎える国も多い中、日本方ࣜの地デジ࠾用をܖ
機としたICT分野全体の国際展開の強化に取り組んでいる。
Aɹϒϥδϧ

ブラジルは、2006年（平成18年）6月に、ւ外で初めて日本方ࣜの地上デジタルテϨビ放送が࠾用された国で
ある。2016年（平成28年）10月のテメル大౷ྖ訪日時に署名された日本国及びブラジル連共和国との間のイ
ンフラ分野における資及び経ࡁ協力の促進のための協力֮書において、情報通信技術分野が協力ൣғとして含ま
れた。更に、2018年（平成30年）8月には総務省及びブラジルՊֶ技術革新通信省との間で、地デジ及び情報通
信技術分野に関する協力֮書をక結し、協力プロジェクト等を通じてҾき続き協力を進めている。
#ɹϖϧʔ

ϖルーでは2009年（平成21年）4月に地デジ日本方ࣜが࠾用され、2019年（令和元年）には、地デジの協力
が10年になる。方ࣜ࠾用以降、JICAઐՈݣ等の支援により総務省とϖルー運༌通信省との間では放送分野
における継続的な協力関係が構築されている。2016年（平成28年）11月に安ഒ総理大臣がϖルーを訪した際
に出された共同明では、ޫファイバなどインフラ整備、流や医療などの分野でのICT協力の一層の進展への
期待が表明された。また、ट会ஊ後に྆ट立ち会いの下、総務省と運༌通信省との間で共同プロジェクトを
進める֮書をక結した。本֮݅書の共同プロジェクトを具現化するため、2017年（平成29年）2月には外務省と
連携し、運༌通信大臣一行を日本へটへいし、日本のICT関連政策・経験の共有を通じた政府間協力関係強化及
び日本国内のICTの活用事例の介を行った。また、2018年（平成30年）3月には総務省とϖルー運༌通信省と
共催で「ICTとブロードバンドに関する国Ո政策提言に向けたݙߩ」国際フォーラムを開催し、各分野における
共同プロジェクトのロードマップ具体化、今後の取り組みを加速化することを確認した。
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$ɹίϩϯϏΞ
コロンビアでは、デジタル網整備に関する日本政府とコロンビア政府との協力に関し、टϨベルでの関心事߲

となっており、2014年（平成26年）7月の安ഒ総理大臣のコロンビア訪時に発出された共同明にもりࠐま
れている。コロンビア政府は、情報技術・通信省を中心にデジタル網の整備・利活用を進める「7JWe %JHJUBM」政
策を推進しており、総務省は日本が有する'TT)技術に関する技術講श会の実施及び、日本の技術'TT)技術の
高さを実証するフィールドトライアルを行ってきた。

今後は、ޫファイバや無線網の全国整備ͩけでなく、ICTを利用したコロンビアの社会課題の解ܾにݙߩする
ため、スマートシティ、業、医療等の分野でICT利活用に関する共同プロジェクトを実施し、Ҿき続き協力関
係を強化していく。

I$5ւ֎ల։ͷͨΊͷڥඋ�ԁͳใྲྀ௨ͷਪਐͷͨΊͷڥඋ�
総務省では、サイバー空間の国際的ルール作りの推進、サイバーセキュリティに係る国際連携の推進、&PAや

'TAの枠組みでのICT分野における易自由化の推進、国際標準化への戦略的な対応等を通じ、զが国のICTւ
外展開のための環境整備、円滑な情報流通の推進のための環境整備を行っている。

ア　サイόーۭؒのࡍࠃ的なϧーϧにؔ͢るٞの対Ԡ
ʢΞʣαΠόʔۭؒͷࡍࠃϧʔϧͮ͘Γ

いわΏる「アラブのय़」に代表されるような民主化運動において、インターネットやソーシϟルメディアは大き
な役割を果たしたと言われている。そのため、一部の新ڵ国・途上国においては、インターネットへの規制や政府
の管理を強化する動きが強まっている一方、Ԥถॾ国の多くは、टや閣僚が主導して情報の自由な流通やイン
ターネットのオープン性等の基本理೦を表明しており、2011年（平成23年）以降、インターネットに関わる様々
な国際会合が開催され、サイバー空間の国際ルールの在り方に関する議が活発に行われている。

2012年（平成24年）に開催されたੈք国際電気通信会議（WCIT�12）では、インターネットへの国やIT6
の関༩の在り方や、セキュリティやメール対策の国際ルール化が主な૪点となったが、国際的な合ҙの形成に
までは至らͣ、࠷ऴ的には途上国を中心とした支持により票を経て国際電気通信規ଇ（ITR）の改ਖ਼が࠾され
た（զが国を含Ή、Ԥถॾ国等55か国が署名せͣ）。2018年（平成30年）に開催されたIT6全ݖҕ員会議（PP�
18）においても、サイバー空間におけるIT6または政府の役割強化を含Ή国際ルールづくりがアラブ・アフリカ
地域等より提Ҋされたが、時間にわたる議の末合ҙに至らͣ、提Ҋが取り下͛られる結果となっている。また
同会議ではۙ年のICT環境の変化に応じてITRを改ਖ਼すべく新たなWCITの開催も提Ҋされていたが、規制強化
につながることをݒ೦した先進ॾ国が強く対し、ITRに関するϨビューのみを継続するという内容で合ҙに至っ
た。

総務省は、サイバー空間の国際的なルールづくりに関し、①民主主ٛを支えるͩけでなく、イノベーションの源
ઘとして経ࡁ成のエンジンとなる情報の自由な流通に࠷大限配ྀすること、②サイバーセキュリティをे分に確
保するためには、実際にインターネットを用いて活動しており、ネットワークを管理している民間企業やֶ術ք、
市民社会などあらΏる関係者の参画（マルチステークϗルμーの枠組）が不可欠であること、の2点を重ࢹし、二
国間及び多国間会合における議にੵۃ的に参加している＊4。
ʢΠʣαΠόʔηΩϡϦςΟʹؔ͢Δೋؒࠃର

サイバーセキュリティに関する二国間の議については、政府ԣ断的な取組（ϗールガバメントアプローチ）が
行われており、主な取組として、日ถ間で2018年（平成30年）7月に開催された第6ճ「日ถサイバー対話」に
おいて、情認ࣝ、྆国における取組、国際場ཫにおける協力、能力構築支援等、サイバーに関する෯広い日ถ協
力について議された。同様に、日&6間で同年3月に第3ճ「日&6サイバー協議」、日ӳ間で同年3月に第4ճ

「日ӳサイバー協議」、日間で同年6月に第4ճ「日サイバー協議」、日イスラエル間で同年11月に第4ճ「日
イスラエルサイバー協議」、日߽間で2019年（平成31年）2月に第3ճ「日߽サイバー協議」、日インド間で同年
2月に第3ճ「日インドサイバー協議」、が開催される等、各国との連携強化を進めている。また、2018年（平成
30年）11月、総務省とイスラエル・国Ոサイバー総局との間でサイバーセキュリティ分野における協力に関する

＊4	 αイόʔۭؒのࡏΓํにؔ͢るٞࡍࠃのಈ向：http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/cyCerspace_ruMe/indeY.htmM
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֮書に署名した。

イ　*$5に͓͚るқ自༝化のਪਐ
ੈք易機関（WTOɿWoSMEɹTSBEeɹOSHBOJ[BUJoO）を中心とする多֯的自由易体制を補完し、2国間

の経ࡁ連携を推進するとの観点から、զが国は経ࡁ連携協定（&PAɿ&DoOoNJDɹPBSUOeSTIJQɹAHSeeNeOU）や
自由易協定（'TAɿ'See TSBEe AHSeeNeOU）のక結にੵۃ的に取り組んでいる。2018年（平成30年）12月
に は、 環 ଠ 平 ༸ パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 関 す る แ 括 的 及 び 先 進 的 な 協 定（CPTPPɿCoNQSeIeOTJWe BOE 
PSoHSeTTJWe AHSeeNeOU GoS TSBOT�PBDJpD PBSUOeSTIJQ）、2019年（平成31年）2月には、日&6・&PA協定が
発効したほか、シンガポール、メキシコ、マϨーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、AS&AN全体、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ϖルー、オーストラリア及びモンΰルとの間で&PAをక結している。
また、現在も日中ؖ'TA及びRC&P（東アジア地域แ括的経ࡁ連携）といった広域経ࡁ連携交বを行っている。
なお、いͣれの&PA交বにおいても、電気通信分野については、WTOਫ準以上の自由化約ଋを達成すべく、外
資規制のఫഇ・؇和等の要ٻを行うほか、૬ޓ接続ルール等のڝ૪促進的な規律の整備に係る交বや、క結国間で
の協力に関する協議も行っている。

ウ　ઓུ的ࡍࠃඪ४化のਪਐ
情報通信分野の国際標準化は、規格の共通化を図ることでੈք的な市場の創出につながる重要な政策課題であ

り、国際標準の策定において戦略的にイニシアティブを確保することが、国際ڝ૪力強化の観点からۃめて重要と
なっている。
「デジタル変革時代のICTグローバル戦略࠙ஊ会」や情報通信৹議会等の提言を踏まえ、社会実装への期待が大

きいワイϠϨス工場等に係る国際標準の֫得を指すため、研究開発や実証実験を推進するとともに、デジュー
ル＊5に加えフォーラム＊6標準化に関する動向調査や規格策定、国際標準化人材の育成、標準化活動の重要性につ
いて理解を深める取組等を実施している。

2 తͳʹ͓͚Δऔࡍࠃ
総務省では、G7�G20、AP&C、APT、AS&AN、IT6、国際連合、WTO、O&C%といった多国間の枠組みで

政策協議を行い、情報の自由な流通の促進、安心・安全なサイバー空間の実現、質の高いICTインフラの整備、
国連持続可能な開発標（S%GT）の実現へのݙߩ等のICT分野に関する国際連携の取組をੵۃ的にリードしてい
る。

ଟؒࠃͷʹ͓͚Δࡍࠃࡦͷਪਐ�
ア　(�ɾ(2�

社会経ࡁ活動のグローバル化・デジタル化により国境を越えた情報流通やビジネス・サービスが進展する中、
G7、G20の枠組みでも活発な議が行われている。その発端となったのは、զが国が議国を務めた2016年（平
成28年）4月のG7߳川・高দ情報通信大臣会合である。同会合は、G7の枠組みで21年ぶりに開催された情報通
信大臣会合であり、①質の高いICTインフラを通じたデジタル・ディバイドの解消、②サイバーセキュリティや
プライバシー保護を踏まえた情報の自由な流通の推進、③IoT、ビッグデータ、AI等の新たなイノベーションの
促進、④ICTの利活用を通じた݈߁医療、高齢化社会、ঁ性活༂、防災等の地ٿ規模課題への対処等に合ҙし、
デジタル経ࡁの発展に向けた政策議において大きな成果をあ͛ることが出来た。その成果は、2017年（平成29
年）のG7情報通信・産業大臣会合（イタリア）及び2018年（平成30年）のG7イノベーション大臣会合（カナ
μ）の議にも受け継がれ、AIに関するG7としての共通ݪଇの検討が進められるなど、その検討は一層の深化を
見せている。

また、G7のみならͣ、ଘ在ײを૿している中国、ロシア、インド等を含ΉG20の枠組みにおいても、デジタル
経ࡁに関する議が継続的に行われるようになっている。具体的には、G7߳川・高দ情報通信大臣会合以降、

＊5	 σδϡʔϧඪ४：ؾిࡍࠃ௨৴࿈߹ʢ*56：*nternationaM	5eMecommunication	6nionʣ等のެతͳࡍࠃඪ४化ؔػにΑっͯ策ఆ͞Εたඪ४
＊6	 フΥʔラムඪ४：ෳのۀاେֶ等͕ू·Γ、͜ΕΒのؔ者ؒの߹ҙにΑΓ策ఆ͞Εたඪ४
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2016年（平成28年）9月のG20ट会合（中国）において、デジタル経ࡁに関するಠ立の成果จ書が初めて࠾
された後、2017年（平成29年）4月には、G20の枠組みで初となるデジタル経ࡁ大臣会合（ドイπ）が開催さ
れ、その成果は、2018年（平成30年）のG20デジタル経ࡁ大臣会合（アルθンチン）にも受け継がれた。

また、2019年（令和元年）6月8日及び9日、総務省、外務省、経ࡁ産業省が、Ἒ県つくば市において「G20
Ἒつくば易・デジタル経ࡁ大臣会合」を開催した。ੴా総務大臣、Տ野外務大臣、ੈߞ経産大臣が共同議を
務めS%GTの推進、データの自由な流通の促進、AIに関するݪଇの検討、デジタル経ࡁにおけるセキュリティに
関する新たな共通認ࣝなどに関して議を行った。

զが国においては、これらのG7�G20の成果を踏まえ、質の高いICTインフラのւ外展開、AI開発に関する国
際的なガイドラインの検討、民コンソーシアムを通じたIoT推進のための国際連携、サイバーܸ߈情報の共有の
ための国際連携等に取り組んでいる。ซせて、G7�G20における成果をO&C%、AP&C、AS&AN、IG'等の他の
国際フォーラムにおいてもੵۃ的に発信していくことで、ੈք的なデジタル経ࡁの発展への一層のݙߩを図る。Ҿ
き続き、G7、G20をはじめ、O&C%、AP&C、AS&AN、IG'等、他の国際フォーラムにおいても、関係国と協
力して、情報の自由な流通の促進やマルチステークϗルμーアプローチの支持等に関するメッセージを発信し、各
国際フォーラムの成果จষ等にもөさせることにめていく。

イ　アδアଠฏ༸ྗڠࡁܦʢ"1&$ʣ
アジアଠ平༸経ࡁ協力（AP&CɿATJB-PBDJpD &DoOoNJD CooQeSBUJoO）は、アジア・ଠ平༸地域の持続可能

な発展を的とし、域内の主要国・地域が参加する国際会議である。電気通信分野に関する議は、電気通信・情
報作業部会（T&LɿTeMeDoNNVOJDBUJoOT BOE IOGoSNBUJoO WoSLJOH GSoVQ）及び電気通信・情報産業大臣会
合（T&LMINɿMJOJTUeSJBM MeeUJOH oO TeMeDoNNVOJDBUJoOT BOE IOGoSNBUJoO IOEVTUSZ）を中心に行われて
いる。

現在、T&Lにおいては、2015年（平成27年）3月にマϨーシア（クアラルンプール）で開催された第10ճ
T&LMIN（T&LMIN 10）においてঝ認された「T&L戦略的行動計画2016�2020」に基づき、ICTを通じたイノ
ベーションの推進、ブロードバンドアクセスの向上、IoTの展開、情報の自由な流通の促進等に関する議を深め
ている。総務省としても、2018年（平成30年）10月に台（台）で開催された第58ճT&L会合（T&L58）
および2019年（平成31年）3月にチリ（サンチアΰ）で開催された第59ճT&L会合（T&L59）において、電子
政府及びスマートシティにおけるブロックチェーン等の࠷新技術のજ在的な可能性をテーマとした日本主催のワー
クショップの開催やզが国におけるICT政策についてのプϨθンテーション等の活動を通じ、T&L会合の運営に
。しているݙߩ的にۃੵ

ウ　アδアɾଠฏ༸ిؾ௨৴共ಉ体ʢ"15ʣ
アジア・ଠ平༸電気通信共同体（APTɿATJB�PBDJpD TeMeDoNNVOJUZ）は、1979年（ত和54年）に設立さ

れたアジア・ଠ平༸地域における情報通信分野の国際機関で、現在、զが国のۙ౻উଇ氏（総務省出）が事務局
次を務めている。APTは、同地域における電気通信や情報基盤のߧۉした発展を的として、研修やセミナー
を通じた人材育成、標準化や無線通信等の地域的政策調整等を行っている。

総務省は、APTへのڌ出ۚを通じて、ブロードバンドや無線通信などզが国が強みを有するICT分野において
研修生の受け入れ、ICT技術者ʗ研究者交流などの活動を支援している。2018年度（平成30年度）は、8݅の訪
日研修（28か国・地域から100名以上が参加）、2݅の国際共同研究及び2݅のパイロットプロジェクトの実施を
支援した。

Τ　౦ೆアδアॾࠃ࿈߹ʢ"4&"/ʣ
東ೆアジアॾ国連合（AS&AN：ATToDJBUJoO oG SoVUI-&BTU ATJBO NBUJoOT）は、東ೆアジア10カ国からな

る地域協力機構であり、経ࡁ成、社会・จ化的発展の促進、政治・経ࡁ的安定の確保、域内ॾ題に関する協力
を主な的としている。

զが国は、AS&ANの対話国の一つとして、日AS&AN情報通信大臣会合やAS&AN情報（放送）担当大臣会合
等の対話の機会を活かし、日AS&AN協力の強化に向けた提Ҋやҙ見交換を行っており、方の合ҙが得られた
ワークショップ等の提Ҋについては、զが国ڌ出ۚにより設立された日AS&AN情報通信技術（ICT）基ۚ等を活

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

I$5 ઓུͷਪਐࡍࠃ 第 �節

令和元年版　情報通信白書　第2部 403



用し実施されている。
ಛに、サイバーセキュリティ分野については、人材育成を中心に日AS&AN間の協力を強化している。2017年

（平成29年）12月にカンボジアで開催された第12ճ日AS&AN情報通信大臣会合において、զが国の支援により、
AS&ANのサイバーセキュリティ分野の人材育成の強化に向けたプロジェクトをタイで実施することに合ҙし、こ
れを受けて2018年（平成30年）9月に日AS&ANサイバーセキュリティ能力構築センター（AJCCBCɿAS&AN 
JBQBO CZCeSTeDVSJUZ CBQBDJUZ BVJMEJOH CeOUSe）をタイ・バンコクに設立した。現在、同センターにおいて
AS&AN各国の政府機関及び重要インフラ事業者のサイバーセキュリティ担当者を対象に実ફ的サイバー防ޚԋश

（C:%&R）等を継続的に実施している。このほか、AS&AN各国のISP事業者を対象として、事業者間の情報共有
の促進及び連携体制の構築・強化を的とした日AS&AN情報セキュリティワークショップを定期的に開催するな
ど、各国におけるサイバーセキュリティ能力の向上に取り組んでいる。

Φ　ؾిࡍࠃ௨৴࿈߹ʢ*56ʣ
国際電気通信連合（IT6ɿIOUeSOBUJoOBM TeMeDoNNVOJDBUJoO 6OJoO （本部ɿスイス（ジュネーブ）。193か

国が加ໍ））は、1865年パリで創設のສ国電信連合と1906年ベルリンで創設の国際無線電信連合が、1932年マ
ドリッドにおいて౷合の後に発した組৫である。

国際連合（6N）のઐ機関の一つで、電気通信の改善と合理的利用のため国際協力を૿進し、電気通信業務の
能率૿進、利用૿大と普及のため、技術的手段の発達と能率的運用を促進することを的としている。

IT6は、
①ɹ無線通信部（IT6�RɿIT6 RBEJoDoNNVOJDBUJoO SeDUoS）
②ɹ電気通信標準化部（IT6�TɿIT6 TeMeDoNNVOJDBUJoO SUBOEBSEJ[BUJoO SeDUoS）
③ɹ電気通信開発部（IT6�%ɿIT6 TeMeDoNNVOJDBUJoO %eWeMoQNeOU SeDUoS）
の3部から成り、周波数の分配、電気通信技術の標準化及び開発途上国における電気通信分野の開発支援等の

活動を行っている。զが国は、各部における研究ҕ員会（SG� SUVEZ GSoVQ）の議・෭議及び研究課題の
者を多数ഐ出し、ק告を提Ҋするなど、ੵۃ的にݙߩを行っている。

また2018年（平成30年）にはIT6の࠷高ҙܾࢥ定会議として4年ຖに実施される全ݖҕ員会議（PP�18）が
開催され、զが国が1959年（ত和34年）以降12ճ連続で理事国にબ出された他、ڮ本明氏（NTTドコモ標準
化カウンセラー）が無線通信規ଇҕ員会（RRB）ҕ員にબ出された。同会議ではIT6の戦略・財政計画、IT6ݑ
ষ及び約の改ਖ਼、ܾ議の作成・改ਖ਼等について৹議され、11の新ܾ議等を含Ήจ書が࠾された。
ʢΞʣI56�Rʹ͓͚Δऔ

IT6�Rでは、あらΏる無線通信業務による無線周波数の合理的・効率的・経ࡁ的かつ公ਖ਼な利用を確保するた
め、周波数の使用に関する研究を行い、無線通信に関する標準を策定するなどの活動を行っている。

国際的な周波数分配等を規定する無線通信規ଇの改ਖ਼を的とするੈք無線通信会議（WRCɿWoSME 
RBEJoDoNNVOJDBUJoO CoOGeSeODe）及び各研究ҕ員会（SG）から提出されるק告Ҋのঝ認、次期研究期間にお
ける課題や体制等の৹議等を的とする無線通信総会（RAɿRBEJoDoNNVOJDBUJoO ATTeNCMZ）は、3～4年に
一度開催されており、次ճは2019年（令和元年）10月下०から11月にかけて、エジプト（シϟルム・エル・
シェイク）において開催される༧定である。2019年ੈք無線通信会議（WRC�19）では、第5ੈ代移動通信シス
テム（5G）に向けた周波数帯のಛ定や、テラϔルπ波の新たな利用に向けた検討等が行われる༧定であり、
IT6�Rの各研究ҕ員会（SG）の作業部会（WP）等で研究が進められてきた。その結果、2019年（平成31年）
2月に開催された第2ճ会議準備会合（CPM）において、WRC�19の基ૅ資ྉとなるCPMテキストが取りまと
められた。また、アジア・ଠ平༸地域でも準備会合（APG）が開催されており、WRC�19に向けた࠷ऴ会合であ
る第5ճ会合（APG19�5）が2019年（令和元年）7月末から日本（東京）で開催され、アジア・ଠ平༸地域から
WRC�19への共同提Ҋについて議が行われる༧定である。
ʢΠʣI56�5ʹ͓͚Δऔ

IT6�Tでは、通信ネットワークの技術、運用方法に関する国際標準や、その策定に必要な技術的な検討が行わ
れている。IT6�Tの࠷高ҙܾࢥ定会合であり、4年に1度開催されるੈք電気通信標準化総会（WTSAɿWoSME 
TeMeDoNNVOJDBUJoO SUBOEBSEJ[BUJoO ATTeNCMZ）が、2020年（令和2年）10月から11月にかけて、開催さ
れる༧定である。WTSAのܾ議やIT6�Tの各研究ҕ員会（SG）の標準化活動等に対し助言を行う役割等を担っ
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ている電気通信標準化アドバイβリグループ（TSAGɿTeMeDoNNVOJDBUJoO SUBOEBSEJ[BUJoO AEWJToSZ 
GSoVQ）では、IT6�Tで推進すべき標準化のテーマについてϗットトピックを示しており、2018年（平成30年）
12月に開催されたTSAG会合において、これまで示されていたAIのネットワークへの活用等のテーマに加え、量
子通信に関するテーマが新たに加された。

量子通信に関係する標準化活動としては第13研究ҕ員会（SG13）及び第17研究ҕ員会（SG17）において、
量子鍵配送（2,%ɿ2VBOUVN ,eZ %JTUSJCVUJoO）に関する研究が開始され、զが国からは国立研究開発法人ɹ
情報通信研究機構（NICT）が運用する研究開発ネットワークJBQBO GJHBCJU NeUXoSL（JGN）上に構築された
量子҉号ネットワーク「東京2,%ネットワーク」に関する情報が入力されている。

また、ϗットトピック関連ではIT6メンバー外でも参加が可能なフォーカスグループ（'G）の活動として、
2018年度（平成30年度）においては'G N&T�2030（2030年のネットワークのための技術に関するフォーカス
グループ）や'G AI4)（eϔルスのためのAIに関するフォーカスグループ）が新たに設置される等、ক来のネッ
トワークやAIに関する新たな検討が開始されている。

さらに、SG17においては、IoT推進コンソーシアム・総務省・経ࡁ産業省が2016年（平成28年）7月に策定
した「IoTセキュリティガイドライン」に基づくIoTのセキュリティ管理策をまとめたد書をզが国から入力して
おり、ק告化に向けた৹議が行われている。
ʢʣI56�%ʹ͓͚Δऔ

IT6�%では、途上国における情報通信分野の開発支援を行っている。
IT6�%における࠷高ҙܾࢥ定会議として4年に1度開催されるੈք電気通信開発会議（WT%CɿWoSME 

TeMeDoNNVOJDBUJoO %eWeMoQNeOU CoOGeSeODe）が、2017年（平成29年）10月にアルθンチン（ブエノス
アイϨス）で開催され、2018～2021年（平成30年～令和3年）の活動指針となるブエノスアイϨスએ言及び行
動計画等の৹議・࠾が行われた。それらの成果จ書に基づき、2021年（令和3年）の会期末に向けて、持続可
能な開発標（S%GT）の達成にもݙߩしつつ、研究ҕ員会（SG）での研究、ICT開発支援プロジェクトの実施、
ICT人材育成、౷計調査の実施及びデータの分析・公表等の活動を推進しているところである。SGに関しては、
年2ճの会合期間（य़のSG会合、ळのラポータ会合）中に集中的にルーラル通信、ো害者のアクセス、スマート
社会、eϔルス、サイバーセキュリティ、防災ICT等14の研究課題について議を行い、ベストプラクティスの
共有やガイドラインの策定等を通じ、途上国における情報通信分野の戦略、政策等の立Ҋ支援、ICTアプリケー
ションやサービスの利活用の促進支援を進めている。զが国としても、研究課題の役職者として7名がबして研
究活動をリードしているほか、ੵۃ的なد書の提出によるベストプラクティスの共有を通じてSGの活動に大きく
。しているݙߩ

Χ　ࡍࠃ࿈߹
ʢΞʣࠃ࿈૯ձୈҰҕһձ

と国際安全保োをѻっている国連総会第一ҕ員会においては、2004年（平成16年）以降、「国際安全保োॖ܉
のจ຺における情報及び電気通信分野の進า」に関する政府ઐՈ会合（GG&ɿGSoVQ oG GoWeSONeOUBM 
&YQeSUT）を5会期にわたって開催し、国ՈのICT利用に関する規ൣやサイバー空間におけるルールづくり等につ
いて議を行ってきた。ۙの第5会期については、その࠷ऴ会合が2017年（平成29年）6月に開催されたが、
サイバー空間への国際法のద用を८って各国の立場がંり合わͣ、報告書を࠾することなくऴྃした。第6期は、
2019年（令和元年）から開催され、2021年（令和3年）の国連総会において議の成果を報告する༧定である。
ʢΠʣࠃ࿈૯ձୈೋҕһձɾࣾࡁܦձཧࣄձʢ&$040$ʣ

経ࡁとۚ融をѻっている国連総会第二ҕ員会においては、開発とICTについての議が行われている。また、
情報通信分野における初めての国連サミットとして開催されたੈք情報社会サミット（WSISɿWoSME SVNNJU 
oO UIe IOGoSNBUJoO SoDJeUZ、2003年（平成15年）にジュネーブ、2005年（平成17年）にチュニスで開催。）
のフォローアップとして、経ࡁ社会理事会（&COSOCɿ&DoOoNJD BOE SoDJBM CoVODJM）に設置されている「開
発のためのՊֶ技術ҕ員会」（CST%ɿCoNNJTTJoO oO SDJeODe BOE TeDIOoMoHZ GoS %eWeMoQNeOU）を中心に
議されている。

具体的には、インターネットに関する国際的な公共政策課題について、各政府が同等の立場でそれͧれの役割・
を果たすためにԿをするべきかを議するため、国連総会ܾ議に基づき、CST%の下に「協力強化に関する
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ワーキンググループ（WG&C� WoSLJOH GSoVQ oO &OIBODeE CooQeSBUJoO）」が設置されている。զが国もメ
ンバー国として、WG&Cの第1会期（2013年（平成25年）5月～2014年（平成26年）4月）及び第2会期

（2016年（平成28年）9月～2018年（平成30年）1月）の議へのݙߩを果たしてきたが、先進国と途上国と
の間で見解の૬ҧが大きい状況であり、その議はまとまりを得ていない。
ʢʣΠϯλʔωοτɾΨόφϯεɾϑΥʔϥϜʢI('ʣ

インターネット・ガバナンス・フォーラム（IG'ɿIOUeSOeU GoWeSOBODe 'oSVN） は、インターネットに関す
る様々な公共政策課題について対話を行うための国際的なフォーラムであり、2006年（平成18年）以降ຖ年開
催されている。同フォーラムは、2005年（平成17年）のWSISチュニス会合及び2015年（平成27年）12月の
WSIS�10ハイϨベル会合の成果จ書に基づき国連が事務局を設置し、政府、産業ք、ֶ術ք、市民社会等のマル
チステークϗルμーによって運営されており、2015年（平成27年）の成果จ書に基づき2025年（令和7年）ま
での開催がܾ定されている。

2018年（平成30年）11月には、フランス（パリ）において、「インターネット・オブ・トラスト」をメイン
テーマに第13ճ会合が開催された。զが国としても、主催国フランスとの協力の下でオープンフォーラムを開催
し、G7及びG20という政府による政策フォーラムにおけるマルチステークϗルμー・プロセスの強化について自
由なҙ見交換を行うなど、同会合へのੵۃ的なݙߩを果たした。

キ　ੈքқ機ؔʢ850ʣɾラウϯドަব
2001年（平成13年）11月から開始されたੈք易機関（WTOɿWoSME TSBEe OSHBOJ[BUJoO）ドーハ・ラ

ウンド交বにおいても、電気通信分野はサービス易分野における࠷も重要な分野の一つとして認ࣝされており、
易政策検討制度（TPRM）の枠組み等を通じて、各国の電気通信市場の一層の自由化に向けた検討が進められ
ている。զが国は、WTO加ໍ国の中で࠷も電気通信分野の自由化が進展している国の一つであり、ॾ外国におけ
る外資規制等のા置のఫഇ・؇和に向けてੵۃ的に取り組んでいる。同ラウンド交বは、各国のҙ見対立により中
断、࠶開を܁りฦしている状況である。また、サービス分野（電気通信や電子取Ҿの分野が含まれる）において
は、2013年（平成25年）6月より、21ੈلに;さわしい新サービス易協定（TJSAɿTSBEe JO SeSWJDeT 
AHSeeNeOU）の策定に向けた本格的な交বが行われていたが、各国のҙ見対立により、交বが中断されている。
一方、電子取Ҿ分野については、交বのモメンタムが失われないよう、2017年（平成29年）12月に開催され
たWTO第11ճ閣僚会合（ԙアルθンチン）において、զが国が先導し電子取Ҿの共同明を発出し、ক来の
WTO交বに向けて୳ٻ的作業を開始することとされた。これを受け、2018年（平成30年）3月より、զが国は
共同議国として有ࢤ国会合を開催し、議を主導してきた。さらに2019年（平成31年）1月には、μボスにお
いて非公ࣜ閣僚会合を開催し、WTOにおける電子取Ҿ分野の交ব開始のҙࢥを確認するとともに、高いϨベル
の合ҙと可能な限り多くのWTO加ໍ国の参加の実現をٻすること等を内容とした有ࢤ国（76ϲ国）による共
同明を発出した。

ク　ྗڠࡁܦ開ൃ機構ʢ0&$%ʣ
経ࡁ協力開発機構（O&C%ɿOSHBOJTBUJoO GoS &DoOoNJD Co�oQeSBUJoO BOE %eWeMoQNeOU）では、デジタ

ル経ࡁ政策ҕ員会（C%&PɿCoNNJUUee oO %JHJUBM &DoOoNZ PoMJDZ）が情報通信分野の政策課題等の議の場
となっている。O&C%のಛは、他の国際機関に比べ、࠷新の政策課題について、より多くのデータ分析が行わ
れている（エビデンスベース）点や、関係する多くのステークϗルμーが政策的な議に参加している点（マルチ
ステークϗルμーアプローチ）にある。C%&Pは、電気通信政策、情報セキュリティ、プライバシー、AI（人工
知能）等の分野において、各国政府や他の国際機関における議を先導する役割を果たしている。

2016年（平成28年）6月、メキシコ（カンクン）においてイノベーション、成、社会ൟӫを主なテーマとす
るデジタル経ࡁに関する閣僚ڃ会合が開催され、情報の自由な流通、ブロードバンドの普及推進、デジタル・ディ
バイドの解消等を内容とする閣僚એ言（カンクンએ言）＊7がまとめられた。

これを受け、O&C%は、デジタルの便ӹを社会全体でแઁ的にڗ受するための政策的な枠組の構築に向けた検
討を行うため、2017年（平成29年）1月から「デジタル化に関するਫ平的事業（GoJOH %JHJUBMプロジェクト）」

＊7	 http://www.oecd.org/internet/%igitaM�&conomy�.inisteriaM�%ecMaration�2016.pdf
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を実施している。このプロジェクトは分野ԣ断的にO&C%の多くのҕ員会が参加し、2019年（平成31年）3月
に౷合報告書及び関連する౷計データが公表された。౷合報告書では、①アクセスの促進、②効果的利用の૿進、
③イノベーションの開放、④全ての人のための質の高い事の促進、⑤社会的ൟӫの促進、ᶈ信用（USVTU）の強
化、ᶉ市場開放性の促進、の7つの߲にԊった政策提言がなされ、แ括的な政策アプローチの重要性が強調され
ている。また、上記の7つの߲について、各国の取組状況を指標化して整理した「GoJOH %JHJBM TooMLJU＊�」も
公開されている。

また、O&C%は、2016年（平成28年）からAIに関する取組を進めている。これは、同年4月のG7߳川・高
দ情報通信大臣会合において、AIについての国際的な議を進める必要性が提এされたことを受けたものであり、
O&C%は、総務省と国際カンファϨンスを共催（2017年（平成29年）10月）したほか、AIの普及動向や政策
課題に関する分析Ϩポートの作成、AIに携わる者が共有すべきݪଇの作成に向けた検討を進めてきた。

ಛにAIに関するݪଇの策定に当たっては、2018年（平成30年）ՆにઐՈ会合が設置され、ੈք各国から産
ֶ民の有ࣝ者や関係者が議に参加した。ઐՈ会合にはզが国も参加しており、AI開発ガイドライン等のզ
が国における取組を介したほか、ੵۃ的に議にݙߩしてきた。O&C%においては、ઐՈ会合の結果を踏ま
え、AIに関するݪଇに加えて政府が取り組Ήべき事߲等をりࠐんͩ「AIに関する理事会ק告＊9」が2019年（令
和元年）5月の閣僚理事会で࠾・公表された。O&C%は、今後もAIの研究開発や利活用、普及の動向をࢹす
るとともに、関連するデータの収集や加ໍ国・関係者間での情報共有を進めるためのプラットフォームを構築する
こととしている。

έ　ͦのଞ
インターネットの利用に必要不可欠なIPアドϨスやドメイン名といったインターネット資源については、重複

割当ての防止等全ੈք的な管理・調整をదに行うことが重要である。現在、インターネット資源の国際的な管
理・調整は、1998年（平成10年）に非営利法人として発したICANN（IOUeSOeU CoSQoSBUJoO GoS ATTJHOeE 
NBNeT BOE NVNCeST）が行っており、ICANNは、年に3ճの会合を開催し、IPアドϨスの割当てやドメイン
名の調整のほか、ルートサーバー・システムの運用・展開の調整や、これらの技術的業務に関連するポリシー策定
の調整を行っている。総務省は、ICANNの政府ࢾҕ員会（各国政府の代表者等から構成）のਖ਼ࣜなメンバーと
して、その活動にੵۃ的にݙߩしている。2016年（平成28年）11月より、զが国のલ村ণل氏（一ൠ社団法人
日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC））がICANN理事を務めており、2019年（平成31年）
3月に࠶બされた（同年11月から3年間の期更新）。

ICANNは発時からถ国政府とのܖ約に基づいてインターネット資源の管理を行ってきたが、2014年（平成
26年）3月に、ถ国政府が、ドメイン名システムに関して同国が担ってきた役割（IANA（IOUeSOeU ATTJHOeE 
NVNCeST AVUIoSJUZ））を民間部に移管するҙ向を表明した。その後、ICANNにおいて、ถ国政府とのܖ約を
解消し、ICANNが完全にಠ立するために必要な新たな体制やICANNのઆ明を確保するための組みについ
て検討が行われてきた。2016年（平成28年）3月にモロッコ（マラケシュ）で開催された会合において、その検
討結果が取りまとめられ、ถ国政府に提出された。同年10月、ถ国政府はIANAをICANNに移管した。なお、
ICANNのઆ明を確保するための組みについては、Ҿき続きマルチステークϗルμーによる議が行われて
いる。

2019年（平成31年）3月には、ICANN第64ճ会合が19年ぶりに日本（ਆށ）で開催された。会合は7日間
に及び、全体で国内外から約1,800名の参加があった。日本はϗスト国として、2018年（平成30年）9月に民間
企業が中心となってローカルϗストҕ員会を設置し会合の受入れ準備を進め、インターネットガバナンスにおける
日本のプϨθンスの向上にݙߩした。

＊�	 http://goingdigitaM.oecd.org/en/
＊9	 https://MegaMinstruments.oecd.org/en/instruments/0&$%�-&("-�0449

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

I$5 ઓུͷਪਐࡍࠃ 第 �節

令和元年版　情報通信白書　第2部 407



ೋؔؒࠃʹ͓͚Δࡍࠃࡦͷల։�
ア　ถࠃͱの策ྗڠ
ΠϯλʔωοτΤίϊϛʔʹؔ͢Δถྗڠࡦର

インターネットエコノミーに関する෯広い政策課題についてҙ見交換し、ICT分野の発展に向けた認ࣝの共有
化と地ٿ的規模での課題における具体的連携を推進する観点から、2010年（平成22年）に日ถ྆国の間で、「イ
ンターネットエコノミーに関する政策協力対話」を行うことで一கした＊10。同年11月に第1ճを開催して以来、
総務省国際戦略局及びถ国務省国際通信情報政策担当װ部を共同議とし、日本経ࡁ団体連合会（経団連）、在
日ถ国工会議所（ACCJ）、ほかICT企業の代表が出੮する民会合、及び日ถ྆政府間（日本ଆは総務省、外
務省、経ࡁ産業省、内閣サイバーセキュリティセンター等。ถ国ଆは国務省、連通信ҕ員会、務省等）のみで
行われる政府間会合が実施されている。また、2017年（平成29年）から、日ถ྆国政府は、本対話をຑ生෭総
理とϖンス෭大౷ྖによる「日ถ経ࡁ対話」の枠組みの中で、デジタル経ࡁ分野における日ถ協力を議する場と
して位置づけ、具体的連携を加速させている。

2018年（平成30年）7月にワシントン%Cで開催された第9ճ会合では、まͣ、民間会合において、安全なサ
イバー空間の確保、データローカライθーション規制ఫഇの働きかけ、個人データ保護規ଇの調和的な運用への
力、グローバルな制度の構築・調和に向けた日ถの主導的役割の発شをٻめる「日ถI&%民間作業部会共同明
2018＊11」が経団連及びACCJによって取りまとめられた。その後開催された民会合及び政府間会合では、日ถ
の産業քから྆国政府に提出された同共同明も踏まえ、5Gモバイル技術及び安全なক来のインターネットイン
フラ、国境を越えるデータ流通の促進、国際的な規制枠組み及びプライバシーの調和、࠷新技術に関するICT政
策、日ถサイバー対話とのジョイントセッション、国際協調、R�%協力、第三国におけるインフラを含Ή日ถ協
力等の෯広い議題について議し、会合の成果จ書として「第9ճインターネットエコノミーに関する日ถ政策協
力対話に係る共同記者発表＊12」を公表した。

イ　Ԥभͱのྗڠ
ʢΞʣԤभ࿈߹ʢ&6ʣͱͷྗڠ

総務省は、Ԥभҕ員会通信ネットワーク・コンテンπ・技術総局との間で、ICT政策に関する情報交換・ҙ見
交換の場として日&6・ICT政策対話を開催している。2018年（平成30年）12月、オーストリア・ウィーンで
開催された日&6・ICT政策対話（第24ճ）では、今後のG7やG20をはじめとする国際議の場での日&6間の
連携を確認したほか、日&6方における政策動向を踏まえ、標準化、5G、データエコノミー、電気通信事業分
野の規制改革、サイバーセキュリティ、量子通信、AIについて議を行った。加えて、日&6・ICT政策対話（第
24ճ）の開催にあわせ、デジタル経ࡁにおける重要課題について民で自由なҙ見交換を行う場として日&6・
ICT戦略ワークショップ（第8ճ）を開催し、データエコノミー、トラストサービス、サイバーセキュリティ、
IoTの標準化、次ੈ代技術（5G、IoT、自動運転）について議を行った。
ʢΠʣԤभॾࠃͱͷೋྗڠؒࠃ

総務省は、日ಠ྆国間の情報通信分野における政策໘での૬ޓ理解を深め、྆国間の連携・協力を推進するた
め、2018年（平成30年）6月、ドイπ連共和国・連経ࡁエネルΪー省との間で日ಠICT政策対話（第3ճ）
を開催し、今後のG7やG20をはじめとする国際議の場での྆国間の連携を確認したほか、日ಠ方における政
策動向を踏まえ、IoT、AI、5G、 IoTに係るサイバーセキュリティについて議を行った。加えて、日ಠICT政
策対話（第3ճ）の開催にあわせ、ICT分野における重要課題について民で自由なҙ見交換を行う場として、初
のࢼみとなる民会合を開催し、データ活用・流通促進、今後急成が見ࠐまれる分野と先端技術の活用、サイ
バーセキュリティにおける課題について議を行った。また、2018年（平成30年）10月には、総務省、経ࡁ産
業省、ドイπ連共和国・連経ࡁエネルΪー省との間で、デジタル政策、AI�IoT、サイバーセキュリティ等の
分野における連携強化に関する共同明に署名した。また、2018年（平成30年）3月、日ICT政策協議（第
20ճ）をフランス共和国経ࡁ・財務省との間で開催し、2019年（令和元年）のG20議国である日本とG7議

＊10	インλʔωοτΤίϊϛʔにؔ͢るถ策ྗڠ：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s�news/02tsushin06_02000027.htmM
＊11	 http://www.keidanren.or.jp/poMicy/201�/063.htmM
＊12	 http://www.soumu.go.jp/main_content/000509171.pdf
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国であるフランスとの間で密接な連携を図っていくことを確認したほか、༣便事業、IoT、5G、データ利活用に
ついて議を行った。加えて、日ICT政策協議の開催にあわせ、ICT分野における重要課題について民で自
由なҙ見交換を行う場として、初のࢼみとなる民会合を開催し、デジタルエコノミー、第三国における日連携
や日企業間のビジネス連携について議を行った。

ウ　アδアɾଠฏ༸ॾࠃͱのྗڠ
総務省では、アジア・ଠ平༸ॾ国の情報通信担当省庁等との間で、通信インフラ整備やICT利活用等のICT分

野に関する協力を行っている。
インドとは、2018年（平成30年）8月、インドにおいて総務省とインド通信省との間で、第5ճ日ҹ合同作業

部会を開催し、ಛに、5G、サイバーセキュリティ及び第三国におけるICT分野の人材育成支援等について取組を
進めて行くことで合ҙした。

カンボジアでは、2019年（平成31年）3月、同国༣便電気通信省の協力のもとサイバーセキュリティに関する
ワークショップを開催した。

ベトナムとは、2018年（平成30年）1月に第1ճ、同年12月に第2ճ日ベトナムICT共同作業部会を開催し
た。第2ճ同作業部会において、サイバーセキュリティ、電波ࢹ、スマートシティ、5G等についてҙ見交換を
実施し、各分野における日越間協力についてҾき続き協議を行っていくこととなった。

マϨーシアとは、2018年（平成30年）11月、プトラジϟϠにおいて総務省とマϨーシア通信マルチメディア
省との間で、第1ճ日マϨーシアICT共同作業部会を開催し、放送分野並びにブロードバンド及びサイバーセキュ
リティ分野における྆国の࠷新のICT政策等についてҙ見交換を実施した。

シンガポールとは、2018年（平成30年）7月、東京において総務省とシンガポール情報通信メディア開発庁と
の間で、第6ճ日・シンガポールICT政策対話を開催し、྆国のICT政策全ൠ、IoT、5G及びAIといった新たな
技術・サービスに対する政策動向、国際的な協調が不可欠なサイバーセキュリティ対策、国際ローミングྉۚ等、
多ذにわたる分野でҙ見交換を実施した。

オーストラリアとは、2015年（平成27年）2月に、シドニーにおいて通信省との間で、第1ճ日߽ICT政策対
話を開催し、準ఱ衛星を活用したG空間プロジェクトの推進等について合ҙし、2016年（平成28年）10月及
び12月にはその一環として、߽भ部地域において同衛星の高ਫ਼度ଌ位機能を活用した機の自動行や、ド
ローン等によるセンシング情報に基づく作業の効率化に関する実証を実施するとともに、2017年（平成29年）
2月には߽भ政府、大ֶ、業関係者等を対象としたワークショップを開催した。また、同年1月の安ഒ総理訪߽
に際し、共同プϨス発表において準ఱ衛星の利活用が取り上͛られた。2018年（平成30年）2月には߽भに
おいて高ਫ਼度な作データの収集・分析に関する実証を実施するとともに、これまでの実証実験の結果等を、シ
ドニー及びメルボルンで開催された準ఱ衛星システム産業利用に関する日߽ワークショップにおいて産ֶの関
係者と共に情報共有し、߽भにおける準ఱ衛星の活用に対する期待が高まった。

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

I$5 ઓུͷਪਐࡍࠃ 第 �節

令和元年版　情報通信白書　第2部 409



����ʢྩݩʣ�݄�ٴͼ�ɺ૯লɺ֎লɺۀ࢈ࡁܦল͕ɺἚͭݝくࢢʹ͓͍ͯʮ(��Ἒͭ
くқ・σδλϧࡁܦେਉձ߹ʯΛ։࠵しͨɻಉձ߹ɺಉ�݄��ٴͼ��ʹ։͞࠵Εͨ(��େࡕサϛο
トのֳؔ྅ձ߹のҰͭͰ͋りɺࡁܦ・ࣾձのσδλϧԽのਐలʹ͍ɺқͱσδλϧ͕ࡁܦෆ可な՝ͱなͬ
͍ͯΔ͜ͱ͔らɺ(��ͰॳΊͯɺ྆のֳؔ྅͕Ұಊʹձ͢Δձ߹Λ։࠵しͨのͰ͋Δɻಉձ߹ʹɺ
Ճしͨʢਤද�ɺਤද�ʣɻࢀ͕ؔػࡍࠃͼؔٴࠃの΄͔ɺটࠃ��)

ਤද� (��टٴͼֳؔ྅ձ߹Ұཡ

ւ道۞҆ொ
߹େਉձޫ؍
ʢ�0�2��2�ʣ

Ἒݝつくࢢ
қ・σδλϧࡁܦ

େਉձ߹
ʢ�����ʣ

ܰݝҪொ
ଓՄな成のための࣋

ΤωϧΪーసと
地ڥٿにؔする
߹྅ձֳؔ
ʢ�������ʣ

৽ׁݝ৽ׁࢢ
ۀେਉձ߹
ʢ������2ʣ

Ѫඤݝদࢢࢁ
࿑ಇޏ用େਉձ߹

ʢ����2ʣ

ԬݝԬࢢ
ߦ務େਉ・தԝۜࡒ

૯ࡋձٞ
ʢ�����ʣ

ԬݝࢁԬࢢࢁ
保݈େਉձ߹
ʢ�0����20ʣ

Ѫݹ໊ݝࢢ
֎務େਉձ߹
ʢ���22�2�ʣ

େࡕେࢢࡕ
टձ߹

ʢ��2��2�ʣ

σδλϧԽのԸܙΛɺੈք全ମ͕ڗडしɺࡁܦޏ༻のग़ʹͭな͍͛ͯくͨΊʹɺࡍࠃతな政ࡦ連携͕
ෆ可ܽͰ͋りɺຊ͕ٞࠃΛΊͨ����ʢฏ��ʣ�݄の(�߳・ߴদใ௨৴େਉձ߹Ҏ߱ɺ(ٴ�ͼ
(��のΈͰɺσδλϧࡁܦʹؔ͢Δ͕ٞܧଓతʹ行ΘΕ͍ͯΔɻ����ʢฏ��ʣ�݄ʹɺ(��Ͱॳͱ
なΔσδλϧࡁܦେਉձ߹ʢυΠπʣ͕։͞࠵ΕΔͱͱʹɺ����ʢฏ��ʣ�݄ʹɺ(��σδλϧࡁܦ
େਉձ߹ʢΞϧθϯνϯʣ͕։͞࠵ΕɺσδλϧԽΛࣾձࡁܦのߋなΔൃలʹͭな͍͛ͯくͨΊʹ(��֤ྗڠ͕ࠃ
しͯऔりΉ͖͕߲ٞࣄ͞Ε͖ͯͨɻ
ੈքɺ"*�*P5ビοάσーλʹΑͬͯՃ͞ΕΔσδλϧԽʹΑりɺङྌࣾձɺࣾߞձɺࣾۀձɺใࣾ
ձʹଓくୈޒのࣾձͰ͋Δʮ4PDJFUZ����ʯʹ͚ͯのେ͖なมֵのதʹ͋Δɻຊのձ߹Ͱੴా૯େਉɺՏ
֎େਉɺੈ࢈ܦߞେਉ͕ڞಉٞΛΊɺ͜͏しͨมֵΛɺ୭Ұਓऔりͣ͞ʹάϩーόϧʹ࣮͢ݱΔͨΊɺᶃ
σーλϑϦーϑϩーΟζトϥストʢ%BUB�'SFF�'MPX�XJUI�5SVTUʗ৴པ性の͋Δࣗ༝なσーλྲྀ௨ʣɺᶄਓؒத心
のਓ能ʢ"*ʣɺᶅΨόφϯス・ΠϊϕーγϣϯʢσδλϧࡁܦのػಈతͰॊೈな政ࡦΞϓϩーνʣɺᶆσδλϧ
ଓ可能な։ൃඪʢ4%(Tʣୡͱแઁతɺʹؔしͯ࣋連のࠃΔηΩϡϦςΟɺᶇσδλϧԽʹΑΔ͚͓ʹࡁܦ
ٞΛ行͍ɺͦのՌͱしͯɺֳ྅໌͕࠾͞Εͨɻ
(��ʹ͓͍ͯॳΊͯٞͱしͯऔり্͛らΕͨ"*ʹؔしͯɺ"*ʹΑり৽ͨなޏ༻͕ۀ࢈ग़͞ΕΔͱの͑ߟ
のԼɺ৽ͨなࣾձϞσϧのݕ౼のඞཁ性Λڞ༗͢Δͱͱʹɺ"*の։ൃར活༻のଅਐʹ͚ɺ(��ͰॳΊͯʮਓ
ؒத心ʯの͑ߟΛ౿ま͑ͨ"*ݪଇʹ߹ҙしͨɻಉݪଇɺզ͕͕ࠃຊ�݄ʹࡦఆしͨʮਓؒத心の"*ࣾձݪଇ＊1ʯ
ͱ߹のऔΕͨ༰ͱな͍ͬͯΔɻ"*ʹؔ͢Δݪଇʹ͍ͭͯɺ�લの(�߳・ߴদใ௨৴େਉձ߹ʹ͓͍ͯɺ
ຊ͕ඞཁ性ΛఏىしɺҎޙɺ0&$%のؔػࡍࠃͰ͕ٞଓ͚らΕ͖ͯͨɻࠓճ߹ҙ͞Εͨ"*ݪଇɺʮਓؒத
心ʯのํ͑ߟのԼɺ"*ʹؔ͢Δʮಁ໌性ʯʮΞΧϯλビϦςΟʯの֬อなͲ�ͭのݪଇͰߏ͞Ε͓ͯりɺࠓ
ͱなΔのͰ͋Δɻࢦతなࡍࠃɺ"*の։ൃར活༻Λଅਐ͢Δʹ͋ͨͬͯのޙ

(��Ἒͭ͘қɾσδλϧࡁܦେਉձ߹

ࡦϑΥʔΧε

＊1	 「人ؒத৺の"*社会ݪଇ」ʢ2019ʢฏ31ʣ3݄	౷߹イϊϕʔシϣン戦略ਪਐ会ܾٞఆʣ
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1 ମͷਪਐ࣏ࣗࢠి

εϚʔτ࣏ࣗମͷస�
総務省は、高齢者人口がピークを迎える2040年頃をターゲットに人口構造の変化に対応した自治体行政のあり

方について検討を行うため、2017年（平成29年）10月から「自治体戦略2040構想研究会＊1」を開催し、住民
生活に不可欠な行政サービスが抱えることとなる課題を明らかにし、行政経営改革、圏域マネジメントなどの対応
について検討を行った。2018年（平成30年）4月に第一次報告、2018年（平成30年）7月に第二次報告がとり
まとめられた。

2019年度（令和元年度）から、AI・RPA＊2が処理できる事務作業はAI・RPAによって自動処理するスマート
自治体への転換を図るため、自治体行政の様々な分野で、複数団体による団体間比較を行いつつ、AI・RPAを活
用した標準的かつ効率的な業務プロセスを構築する「自治体行政スマートプロジェクト」を実施している（ਤද
�������）。

ֵ৽తϏοάσʔλॲཧٕज़ಋೖͷਪਐ�
総務省では、地方公共団体の業務効率化・高度化、住民サービスの向上等に向け、AI・RPA等の革新的ビッグ

データ処理技術の導入を推進している。具体的には、2019年度（令和元年度）から、活用が進められていない自
治体行政分野へのAI導入やクラウドサービスとしてのAI導入について標準化を行うことで、全地方公共団体が安
心してAIを活用できる環境の整備を進めている。あわせて、ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化

（RPA）導入の初期費用の補助を行うとともに、導入効果やユースケースを取りまとめ、RPA活用を加速化してい
る（ਤද�������）。

ਤද������� ମ行政スϚートϓϩδΣΫト࣏ࣗ
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＊2	 3oCotic	1rocess	"utomationの略ɻιフτΣΞ上のϩϘοτにΑるۀఔのࣗಈ化の͜とɻ
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ํެஂڞମʹ͓͚ΔใγεςϜͷΫϥυԽɾηΩϡϦςΟରࡦ�
ア　自治体クラウドの積極的な展開等
「自治体クラウド」は、地方公共団体がシステムのハードウェア、ソフトウェア、データ等を自庁舎で管理・運

用することに代えて、外部のデータセンターにおいて管理・運用し、ネットワーク経由で利用することができるよ
うにする取組であり、かつ複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を行っているものである。この取
組はシステムの運用経費の削減や業務の効率化・標準化の観点から重要であるとともに、地方公共団体の庁舎が損
壊し、行政情報が流失する被害が生じた東日本大震災の経験も踏まえ、堅牢なデータセンターを活用することで、
行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業務継続を確保する観点からも重要である。

総務省では、IT総合戦略本部eガバメント閣僚会議の下に開催されている、政府CIOを主査とする「国・地方
IT化・BPR推進チーム」における主要検討課題の一つとして、これまでの取組に、政府CIOの知見を加えて更に
取組を加速しているところである。さらに、総務省では、自治体クラウドを導入した全国56グループの取組事例

（2016年（平成28年）1月現在）について深掘り・分析、整理・類型化を行い、その成果を「自治体クラウドの
現状分析とその導入に当たっての手順とポイント」という形で取りまとめ、全地方公共団体に対して助言を実施し
た。2017年（平成29年）11月には「地方公共団体におけるクラウド導入に係るロードマップ」を取りまとめる
とともに、全地方公共団体においてクラウド導入等に関する計画を2017年度（平成29年度）内に策定するよう
要請した。また、2018年（平成30年）3月には「市区町村における情報システム経費の調査結果」を公表した。
（一財）APPLICにおいても、2015年（平成27年）5月から2016年（平成28年）2月まで「クラウド推進検

討会議」を開催し、地方公共団体がクラウド化を検討する際の実務ガイド（大規模自治体クラウド化モデル）とし
て、同年4月に報告書を取りまとめ、地方公共団体に対し情報提供を行うとともに、2017年（平成29年）7月か
ら、「クラウド・データ利活用検討タスクフォース」において、地方公共団体がパブリッククラウドを利活用する
ためのクラウドサービス評価基準等の検討を行っている。

イ　情報セキュリティ対策の強化
総務省では、地方公共団体の情報セキュリティ対策の抜本的強化を図るため、①マイナンバー利用事務系では、

端末からの情報持ち出し不可設定等を図り、住民情報流出を徹底して防止すること、②マイナンバーによる情報連
携に活用されるLGWAN環境のセキュリティ確保に資するため、LGWAN接続系とインターネット接続系を分割
すること、③都道府県と市区町村が協力して、自治体情報セキュリティクラウドを構築し、高度な情報セキュリ
ティ対策を講じること、との三層からなる対策を推進している。さらに、従来インターネット経由で更新されてい
た、プログラム更新ファイル（OS、ウイルスパターンファイル）等をLGWAN環境内で安全に受け渡しできる
ようにする自治体情報セキュリティ向上プラットフォームを構築し、2017年（平成29年）12月より実証運用を
開始するとともに、2018年度（平成30年度）においては、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに
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関するガイドライン」を改定した。

�൫ͷॆ࣮جΔͨΊͷ͢ݱͷޮԽΛ࣮ࣄͼٴߦࢠຽຊҐͷిࠃ
ア　住民基本台帳ネットワークシステムの活用

住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）は、地方公共団体のシステムとして、住民基本台帳のネット
ワーク化を図り、行政機関等への本人確認情報（氏名・住所・生年月日・性別、マイナンバー、住民票コード及び
これらの変更情報）の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を可能とするものである。
2002年（平成14年）8月の稼働以来15年以上にわたり安定稼働しており、住民の利便性の向上や、電子政府・
電子自治体の基盤として、また2015年（平成27年）10月以降はマイナンバー制度の基盤として重要な役割を果
たしている＊3。

また、市区町村は、2016年（平成28年）1月よりマイナンバーカードを発行しており、国民は、コンビニエン
スストアにおいて、マイナンバーカード等により各種証明書等を取得することが可能である（コンビニ交付）。コ
ンビニ交付は、2019年（平成31年）4月1日現在617市区町村で実施されている。

イ　地方公共団体情報システム機構による公的個人認証サービス
住民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資するため、「電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律」（平成14年法律第153号）に基づき、地方公共団体情報システム機構により
公的個人認証サービスが提供されている＊4。

公的個人認証サービスの電子証明書は署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があり、市区町村の窓口で厳
格な本人確認を受けた上で、マイナンバーカードに格納され、発行を受けることができる。例えば署名用電子証明
書を活用すると、住民はマイナンバーカードに格納された秘密鍵を用いて電子署名を行い、署名用電子証明書とと
もに送信することにより、行政機関等にオンライン申請をすることが可能となる。

公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申告、不動産登記申請等があ
り、2019年（平成31年）4月1日時点で、国では9府省庁等、地方公共団体では全都道府県及び市区町村の手続
が対象となっている。

また、2016年（平成28年）1月から、行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象が民間事業者に
も拡大され、2019年（平成31年）3月末までに公的個人認証サービスを利用する民間事業者として12社に対し
大臣認定を行った。

2 ࡂʹ͓͚ΔใԽͷਪਐ

�௨৴ωοτϫʔΫͷඋࡂফ͍ڧʹࡂ
被害状況等に係る情報の収集及び伝達を行うためには、通信ネットワークが必要である。災害時においても通信

を確実に確保するように、国、都道府県、市町村等においては、公衆網を使用するほか、災害に強い自営網である
消防防災通信ネットワーク、非常用電源等の整備を進めている。

現在、国、消防庁、地方公共団体、住民等を結ぶ消防防災通信ネットワークを構成する主要な通信網として、①
政府内の情報の収集及び伝達を行う中央防災無線網、②消防庁と都道府県を結ぶ消防防災無線、③都道府県と市町
村等を結ぶ都道府県防災行政無線、④市町村と住民等を結ぶ市町村防災行政無線、⑤国と地方公共団体又は地方公
共団体間を結ぶ衛星通信ネットワーク等が構築されている。

�ͷඋثػҠಈ௨৴༺ࡦରࡂ
携帯電話等の通信が遮断した場合であっても、被災地域における通信が確保できるよう、地方公共団体等に、災

害対策用移動通信機器（2019年（平成31年）4月現在、衛星携帯電話300台、MCA無線280台、簡易無線900
台を全国の総合通信局等に配備）を貸し出している。

＊3	 ॅຽجຊாωοτϫʔΫシステムにؔ͢るαイτ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c�gyousei/daityo/indeY.htmM
＊4	 ެతݸ人ೝূαʔϏスにؔ͢るϖʔδ：http://www.soumu.go.jp/kojinCango_card/kojinninshou�01.htmM
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これらの機器を活用することにより、初動期における被災情報の収集伝達から応急復旧活動の迅速かつ円滑な遂
行までの一連の活動に必要不可欠な情報伝達の補完を行うことが期待される。

�ͷඇৗ༻௨৴खஈͷ֬อ࣌ࡂ
東日本大震災の教訓を踏まえて、電気通信サービスの途絶・輻輳対策等が行われているが、災害医療・救護活動

のための非常用通信については、地域防災計画等において具体的な記載に乏しく、発災時に必要な通信手段が量・
質共に確保されているとは言いがたい。これを踏まえ、総務省は、2015年（平成27年）11月から2016年（平
成28年）6月にかけて「大規模災害時の非常用通信手段の在り方に関する研究会」を開催した。同研究会の提言
には、配備計画の策定や調達時の指針となる「災害医療・救護活動において確保されるべき非常用通信手段に関す
るガイドライン」が含まれており、ICTによる災害医療・救護活動の強化に向けて広く活用されることが期待さ
れる。

また、災害時等に公衆通信網による電気通信サービスが利用困難となるような状況等に備え、総務省が研究開発
したICTユニット（アタッシュケース型）を2016年度（28年度）から総合通信局等に順次配備し、地方公共団
体等の防災関係機関からの要請に応じて貸し出し、必要な通信手段の確保を支援する体制を整えている。加えて、
内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の枠組みを活用し、関係省庁と連携した更なる機能の高度
化や、東京・立川地区での中央省庁の災害対策本部設置準備訓練をはじめとする実証実験での活用など、ICTユ
ニットの社会実装に向けた取組みを推進している（ਤද�������）。

このほか、総務省をはじめとした関係府省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者、電力会社等、非常通信に
関係の深い2,000を超える機関によって構成されている非常通信協議会では、1951年の設立以降、災害時におけ
る円滑な通信を確保するための活動として、非常通信計画の策定、通信訓練の実施、その他の非常通信に関する周
知・啓発に取り組んでいる。2018 年（平成30年）11月には、国のほか、全国47都道府県、135市町村等が参
加する全国非常通信訓練を実施した。

શࠃॠܯ࣌ใγεςϜʢ+Ξϥʔτʣͷ҆ఆతͳӡ༻�
総務省消防庁では、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情

報を、携帯電話等に配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達するシ
ステムである「全国瞬時警報システム（Jアラート）」を整備している（ਤද�������）。

Jアラートによる緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、不具合解消対策等の運用改善やJアラートと連携す
る情報伝達手段の多重化等の機能向上を進めている。
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ࡂʷI$5ͷਪਐ�
地理空間情報（G空間情報）と情報通信技術（ICT）を融合させ、暮らしに新たな革新をもたらすため、総務省

では関係府省や民間企業、地方自治体等と連携し、「G空間×ICT」プロジェクトを2013年度（平成25年度）よ
り推進している。

具体的には、G空間情報の円滑な利活用を可能とするG空間プラットフォームや先端的な防災システム等の構
築（2014年度（平成26年度）～2015年度（27年度））、Lアラート（災害情報共有システム）との連携推進等

（2015年度（平成27年度））を実施した。
2017年度（平成29年度）からは、G空間防災システムの全国普及（地域IoT実装推進事業による支援）や、G

空間情報等から得られるデータを活用できる人材の育成等に資する取組を行っている。
また、地方公共団体等が発出する避難指示等の災害関連情報を多数の放送局やインターネット事業者等、多様な

メディアに対して一斉に送信する共通基盤（Lアラート）（ਤද�������）の普及・利活用を促進している。
Lアラートについては、2019年（平成31年）4月から福岡県が運用を開始したことによって、全47都道府県で

の運用が実現する等、全国的な普及が進み、災害情報インフラとして一定の役割を担うように至っている。こうし
た現状を踏まえ、2018年（平成30年）に、Lアラートの現状を概括し、発信情報の多様化、情報伝達手段の高度
化・多様化、持続的運用等の課題を検討するため、総務省において、2018年（平成30年）7月から「今後のLア
ラートの在り方検討会」を開催し、同年12月に更なる普及・発展に向けた課題等を整理した報告書を取りまとめ
た。

Lアラートの更なる普及・利活用の促進のために、総務省では、Lアラートを介して提供される災害関連情報を
地図化し、来訪者などその地域に詳しくない者であっても、避難指示等の発令地区等を容易に理解することが可能
にするための実証等を行ってきた。2019年度（令和元年度）には、このLアラートの地図化システムの更なる高
度化のため、地方公共団体が、気象関係情報や他団体の避難情報の発令状況、過去の発令状況の表示等を可能と
し、避難指示等の発令の判断からLアラートへの情報発信までの災害対応業務を円滑かつ迅速に行えるよう支援す
るシステムの構築を進めている。更に、地方公共団体職員等利用者を対象としたLアラートに関する地域単位の連
絡会や合同訓練、研修の実施も行っている。
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1 ༣ߦͷਪਐ
総務省は、༣政事業のユニバーサルサービスをক来にわたって安定的に確保するための制度のదな実施及び方

策の検討を行うとともに、༣便局を国民生活の安心・安全のڌ点として活用するため、利用者の線に立った新た
な事業の展開及び༣便局の利便性の向上を促進している。

2018年（平成30年）6月に、༣政事業のユニバーサルサービスの提供を安定的に確保するため、༣便局ネット
ワークのҡ持の支援のための交付ۚ・ڌ出ۚ制度（ਤද��������）が創設され、2019年（平成31年）4月から
制度運用が開始された。ಠ立行政法人༣便ஷۚ簡易生໋保ݥ管理・༣便局ネットワーク支援機構が、交付ۚの交
付、ڌ出ۚの収等を実施している（2019年度（令和元年度）における日本༣便への交付ۚのֹɿ約2,952ԯ円、
。（が約576ԯ円ݥ出ۚのֹɿΏうちΐۜ行が約2,378ԯ円、かんΆ生໋保ڌ

また、গ子高齢化、人口減গ、ICTの進展など社会環境が変化する中、2018年（平成30年）7月、情報通信৹
議会（༣政政策部会༣便局活性化ҕ員会）から、༣便局による地方自治体窓口業務の受ୗ、ࣇಐ・高齢者のみまも
り、ങい支援といった༣便局の利便性向上策の方向性等について申＊1を得た。総務省としては、この申を
踏まえ、2019年度（令和元年度）༧ࢉの「༣便局活性化推進事業（༣便局×地方自治体等×ICT）」（ਤද�����
���）を実施し、༣便局と地方自治体等の連携のあり方について調査・検証を行っていく༧定である。

༣便サービスのあり方については、利用者ニーζの変化への対応とదで安定的なサービスの提供に向け、Ҿき
続き༣便局活性化ҕ員会において議を行っている。2018年（平成30年）11月の会合では、日本༣便ࣜג会社
から、普通ѻい༣便の配達ස度の見し（༵日配達ٳ止）や送達日数の見し（ཌ日配達ഇ止）等をٻめる要
があった。これらの制度見しを含め、ҙ見公ื等を通じて利用者のҙ見等を踏まえつつ、৻重に検討していく
こととしている。

また、2019年（平成31年）4月、利用者の利便性を向上させる観点から、Ώうちΐۜ行の༬入限度ֹについて、
通常ஷۚと定期性ஷۚの༬入限度ֹを別個に設定し、それͧれ1,300ສ円ͣつとする見しを行った。

さらに、総務省及びۚ融庁は、2018年（平成30年）12月、かんΆ生໋保ݥに対して「Ҿ受基準؇和型」
及び「先進医療ಛ約」のҾ受業務について、༣政民営化法（平成17年法律第97号）に基づく認可を行った。
ਤද�������� ༣ศہωοトϫーΫのҡ࣋のࢧԉのͨΊのަۚ・ڌग़੍ۚ

ຊ༣ศ

ᶃڌग़ۚؔ連ۜ行
ʢΏ͏ちΐۜ行ʣ

ؔ連อݥձࣾ
ʢ͔ΜΆ生໋อݥʣ

ʢಠʣ༣ศஷۚ؆қ生໋อݥཧ・
༣ศہωοトϫーΫࢧԉߏػ

ᶄ交付ۚ

＊1	 「少子高齢化、人口減少社会等における郵便局の役割と利用者目線に立った郵便局の利便性向上策」：
	 http://www.soumu.go.jp/main_content/000563794.pdf

第10節 ༣ߦͷల։
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2 ͷਪਐߦʹ͓͚Δ༣ࡍࠃ
総務省は、政府の「インフラシステム༌出戦略＊2」の一環として、日本型༣便インフラシステムのւ外展開を推

進している。この取組では、主に新ڵ国・途上国を対象に、զが国の༣便の༏れた業務ノウハウや関連技術を提供
し、༣便事業のۙ代化・高度化を支援している。また、༣便業務そのものに関する協力にཹまらͣ、༣便ネット
ワークや༣便局を活用した新規ビジネス・サービスを૬手国に提Ҋし、知見を有するզが国企業の参入を促進して
いる。

例えば、ミϟンマーでは2018年（平成30年）5月に政府間の༣便分野における協力に関する֮書を更新し、
O%A（政府開発援助）による技術協力プロジェクトとして、日本の༣便のઐՈによる技術指導を続けてきた。
また、༣便局におけるコピーサービスの提供や広告を表示できる൪号ݺ出Ҋ内機の設置等、日本企業の提Ҋする新
たなビジネス・サービスの実現を後ԡししている。

ベトナムにおいては、政府間の֮書の下、༣便業務に関するコンサルティングが実施され、2018年（平成30
年）11月には、日本企業が機材及び区分機を納入した日本型の区分センターが新設された。さらに、日本企業と
ベトナム༣便との協業により、༣便局における電子マネーでの年ۚ支څが開始されるなど、様々なҊ݅が結実して
いる。

このほか、ロシアでは、政府間のICT・༣便分野の協力に関する֮書などを踏まえ、国際交換局への区分機等
納入、༣便局における日本のൢച、越境&コマースの実現に向けた取組など、協力の具体化を促進している。
タイでも、政府間の֮書の下、ICTを利用した新サービス等の実施を指しタイ༣便と日本企業との協力を支援
している。インドでは、政府間で֮書に署名し、日本のノウハウ・技術を活用した༣便サービスの改善・ۙ代化に
ண手したところである。

また、国連のઐ機関の一つであるສ国༣便連合（6P6）においては、ສ国༣便大会議（2016年（平成28年）
開催）等で定められた新たな方針に基づき、国際༣便の利用者の利便性と安全性の向上のため、国際༣便に関する
ルールづくり等を進めている。

ਤද�������� ༣ศہ活性Խਪਐۀࣄʢ༣ศہʷํ࣏ࣗମʷ*$5ʣ

郵便局

買い物支援

送信

確認・決定

各種証明書
の申請など

交付など
オンライン
システム

自治体の窓口事務の受託

児童・高齢者の見守り

すれ違い情報

すれ違い
情報送信

配達途上で受信

保護者

注文

配達

統

合

・

集

約

買い物支援
システム

様々な連携の可能性の調査

行政サービス
の補完

暮らしの安心
・安全のサポート

住民生活の
サポート

まちづくりの
サポート

住民

スーパー

商店

道の駅

自治体
住民

郵便局

・概要
　　郵便局の強みを生かしつつ、地域の諸課題解決や利用者利便の向上を推進していくために、ICTを活用するなどした
郵便局と地方自治体等の連携のあり方について調査・検証し、その成果を全国の郵便局、地方自治体等へ普及展開する。

・令和元年度予算額　20百万円

＊2	 インフラシステム輸出戦略：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai37/siryou2.pdf
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� ৴ॻศۀࣄͷਪਐ
「民間事業者による信書の送達に関する法律」（平成14年法律第99号）により、民間事業者も信書の送達事業を

行うことが可能となった。༣便のユニバーサルサービスの提供確保に支োがないൣғの役務のみを提供するಛ定信
書便事業については、532者（2019年（平成31年）3月末現在）が参入しており、٬ސのニーζに応えて、一定
のルートを८ճして各地点で信書便を順次Ҿき受け配達する८ճ集配サービスや、比較的ۙいڑや限定された
区域内を配達する急送サービス、おॕいやおչやみ等のメッセージを装০が施された台ࢴ等と一ॹに配達する電報
類ࣅサービス等が提供されている。

総務省では、信書便事業のझࢫや制度内容に関する理解を促進し、信書をదに送っていたͩくため、信書の定
ٛや信書便制度などについてのઆ明会を総合通信局及びԭೄ総合通信事務所（全国11機関）が開催している。
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